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様式第2 （施行規則第13条関係） 

 

 

定期報告書（抜粋） 

 

2025年5月29日 

 

経済産業大臣 殿 

 

住所 アメリカ合衆国カリフォルニア州95014 

 クーパーティノ、ワン・アップルウェイ 

法人名 Apple Inc. 

法人番号 該当なし 

代表者の氏名  

 

住所 東京都港区六本木6丁目10番1号 

 六本木ヒルズ 

法人名 iTunes 株式会社 

法人番号  

代表者の氏名  

 

 

特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律（以下「法」といいま

す。）第９条第１項の規定に基づき、次のとおり報告します。 

 

１ デジタルプラットフォームの名称 

 

App Store 

 

２ デジタルプラットフォーム提供者及びその代表者の氏名 

 

デジタルプラットフォーム提供者 

Apple Inc. 

iTunes 株式会社（Apple Inc.の直接子会社） 

 

代表者 

 

 

 

３ デジタルプラットフォーム提供者の主たる事業所の所在地 

 

Apple Inc.： アメリカ合衆国カリフォルニア州95014クーパーティノ、ワン・アッ

プルウェイ 

iTunes 株式会社： 東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ 
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1. 特定デジタルプラットフォームの事業の概要に関する事項 

 

(1) 特定デジタルプラットフォームの事業の概要 

 

App Storeは、世界中のApp Storeユーザーに数百万のアプリを提供する、厳選・信頼されたオン

ラインプラットフォームです。Appleは、App Storeを、ユーザーが安心してアプリを見つけてダ

ウンロードするための安全で信頼できる場所にすること、そしてすべてのデベロッパにとって素

晴らしいビジネスチャンスになること、という2つの目標を念頭において創りました。今日、App 

Storeは、これまで以上に活気があり、かつイノベーティブなものとなっており、デベロッパが

Appleの製品を通じてアプリやサービスを提供する機会を平等に提供しています。Appleは、自ら

創り上げたApp Storeと、その創り上げ方に、誇りを持っています。 

 

Appleは、日本のデベロッパがApp Storeを通じて世界中の市場とユーザーにアクセスするサポー

トを行ってきました。フルタイムのエディター、マーケター、ビジネスマネジャーによって構成

されるAppleのチームは、日本のデベロッパが製作するアプリを世界中のユーザーが見つけられ

るようサポートします。Appleは、日本のデベロッパと協力して日本のアプリを宣伝し、世界中

の顧客への認知度を高めます。 

 

Appleは、日本への多額の投資を継続していきます。Appleは、日本のユーザーに対するサービス

の提供とともに、デベロッパに対して、Apple製品にかかわるビジネスを展開できるよう、Apple

独自のテクノロジー、ツール、サービスおよびマーケットプレースへのアクセスの提供に取り組

んでいます。デベロッパがAppleの提供するツールを使って、優れたアプリの開発に専念できる

ように、Appleはこれらのリソースに投資しています。 

 

Appleは、Appleと日本のデベロッパのコミュニティとの間に存在する相互理解を強化していきま

す。継続中の取組やこの報告期間中に発表された新たな取組の多くは、この相互理解を深め、昨

年の報告書に対する評価において指摘された事項に対処するために特別に配慮されたものでした。

Appleは、この報告期間中に発表された新たな取組、継続中の取組により、すべての当事者がApp 

Storeを通じてさらに大きな成果を上げることができるものと確信しています。 

 

これまで同様、Appleは、日本のデベロッパのコミュニティに対し、日本国内でのエンゲージメ

ント、スペシャルイベント、オンラインリソースの提供を通じて、継続的なサポートを提供し続

けています。Appleは、日本のデベロッパのコミュニティにとって最新かつ関連性の高いトピッ

クに焦点をあてたリソースを開発することで、日本のデベロッパを包括的にサポートすることを

目指しています。 

 

日本のデベロッパのコミュニティに対する多数の投資に加え、Appleは日本ユーザーにとって安

全かつ信頼性の高いマーケットプレースの創造にも多大な投資を行っています。このようなマー

ケットプレースの創造はデベロッパに対して素晴らしいビジネスチャンスの創造につながります。

Appleは、消費者が安心してアプリをダウンロードし、デジタルコンテンツを購入できるマーケ

ットプレースを創り上げてきました。Appleは多数のユーザー保護機能を導入したことにより日

本と世界のユーザーに対するエンパワーメントを実現しました。Appleは、悪意のあるものがApp 

Storeにおける消費者を不当に利用できないようにするための措置について各国政府と緊密に連

携して取り組んでいます。また、Appleは消費者が使いやすくなるその他の機能もApp Storeに導

入しました。デベロッパとそのアプリの成功は、AppleおよびApp Storeに対するユーザーからの

信頼があってこそ、実現可能となるものです。 
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(2) 特定デジタルプラットフォームの事業に関する数値 

① 法第４条第１項の事業の規模を示す指標に係る数値として十分に合理的なもの 

 

 
② 国内の商品等提供利用者の数 

 

 

③ ◆その他特定デジタルプラットフォームの事業に関する数値 
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2. 特定デジタルプラットフォームについての苦情の処理及び紛争の解決に関する事項 

 

(1) 商品等提供利用者からの苦情及び紛争の件数 

 

Appleは、法に基づき、日本のデベロッパが（1）制限・停止・終了（2）技術的な問題（3）法令

遵守（4）支払いのカテゴリで苦情を申し出ることができるウェブフォーム1を提供しています。

ウェブフォームを使用する際、それぞれのカテゴリには、苦情が、App Review、不正行為審査、

仲裁、デベロッパリレーションズ、財務、法務などのApple内の責任者に確実に伝わるよう入力

欄が用意されています。苦情の申出がなされると、Apple内の関連するチームは、苦情の精査、

分析、社内調査を行い、デベロッパに決定を書面で回答します。適切な場合または要望があれば、

日本の専門家がデベロッパ向けに電話で対応します。報告期間中、デベロッパから、苦情ポータ

ルを通じて合計4件の苦情が提出されました。 

 

提出された苦情の件数の少なさは、Appleのデベロッパリレーションズに対する積極的な取組の

必然的な結果によるものと考えます。Appleの日本におけるワールドワイド・デベロッパリレー

ションズチーム（以下「WWDR」といいます。）は、日本のデベロッパとの間に、デベロッパ向け

イベント、デベロッパプログラムのアップデート、App Store Connectを含む複数のタッチポイ

ントを通じた高いレベルのコミュニケーションを整備しています。Appleのデベロッパリレーシ

ョンズへのアプローチに関する詳細情報は、別紙「App Storeの透明性および公正性に関する報

告書」に記載されています。 

 

苦情ポータルを通じて受け付けた苦情に加え、報告期間中に、日本に拠点を置くデベロッパのア

カウントが1,015件停止され、そのうち36件についてデベロッパから異議申し立てがあり、最終

的に9件のアカウント停止が取り消されました。さらに、日本では3,634件のアプリが削除されま

した。そのうち302件について異議申し立てがあり、異議申し立ての結果、9件のアプリが復元さ

れました。最後に、日本国内で提出されたアプリ285,132件のうち、46,926件のアプリが却下さ

れました。そのうち9,095件は、当初却下されたものの、その後承認されました。 

 

(2) 苦情及び紛争の主な類型 

 

苦情ポータルを通じて受領した4件の苦情は「制限・停止・終了」の苦情に該当し、不正行為に

よるデベロッパのアカウント終了または知的財産に関する紛争によるデベロッパのアカウント制

限に関するものでした。 

また、上記のとおり、アカウントの停止に対する36件の異議申し立てがありました。当初却下さ

れたアプリのうち、その後App Store への登録が承認されたアプリは9,095件ありました。 

 

(3) 苦情及び紛争の処理期間の平均期間 

 

苦情ポータルを通じて受領した苦情の申出から、デベロッパへの決定の連絡までの平均期間は

5.75暦日でした。日本のデベロッパのコミュニティに対する取組の一環として、Appleは、デベ

ロッパの苦情および紛争を検討して解決するために多大なリソースを注いでいます。 

 

アプリ却下に対する異議申し立ての申出から、デベロッパへの決定の連絡までのプロセスの平均

期間は約10暦日でした。 

 

(4) 苦情及び紛争の結果の概要 

 

 
1 ウェブフォームはデベロッパのApp Store Connectのアカウントログインからアクセス可能です。上記に記載の

通り、報告期間において、デベロッパは合計4件の苦情を申し出ました。 
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苦情ポータルを通じて受領した4つのケースにおいては、デベロッパがAppleの顧客を危険にさら

し他のデベロッパに不利益を被らせることとなる不正行為を行って、App Reviewガイドライン

（以下「ガイドライン」といいます。）およびAppleデベロッパプログラム使用許諾契約（以下

「DPLA」といいます。）に繰り返し違反したことを理由として、Appleによるデベロッパの契約

解除措置の決定が維持されました。このケースには、許容されないアプリ機能のApp Reviewから

の隠蔽、おとり操作の使用、援助交際を助長するような隠された有料チャット機能の隠匿が含ま

れます。これらの行為は、App Storeをユーザーにとって安全で信頼できるアプリの入手場所と

し、デベロッパにとって公正で平等な競争の場として維持するというAppleの取組の一環として、

App Storeが現在も立ち向かっている脅威と課題の一例を示しています。 

 

さらに、苦情ポータル以外のチャネルを通じて受け付けたアカウントの停止に関する異議申し立

ての結果は、以下のとおりです。 

・停止されたアカウントから異議申し立てがあったケース:36件 

・措置に関する決定が取り消されたケース:9件2 

・措置に関する決定が維持されたケース:27件 

 

(5) ◆その他苦情の処理及び紛争の解決に関する事項 

報告期間中、WWDR は、合計 66,748 件の E メールによる問い合わせおよび 14,311 件の電話によ

る問い合わせを受け、報告期間中の電話および E メールによる問い合わせ数は合計 81,059 件で

した。 

 

報告期間中、WWDR の担当者がデベロッパとのコミュニケーションにおいて扱ったサポートトピ

ックの上位 5 つは以下のとおりです。 

 

1. アカウント管理：アカウントの変更、移行、チームにおける役割の割当 

2. 本人確認 

3. Developer ID：問い合わせ、確認、書類の請求 

4. 更新：購入、ステータス 

5. ブロック/ブロックの解除：情報の請求、登録のエラー 

 

デベロッパが WWDR に Eメールで問い合わせをした 87％のケースで、デベロッパは受付後 24時

間以内に Apple から回答を受け取りました。WWDR が電話で受けた問い合わせの 96％は、6 分以

内に回答されました。 

 

また、デベロッパは、フィードバックアシスタントを利用して、API、ツール、サービスに関す

る問題を報告したり、機能強化を要求したりすることができます。報告期間中、日本を拠点とす

るデペロッパは、1,207件のフィードバックアシスタントに関する問い合わせを行いました。フ

ィードバックアシスタントの詳細については、下記のリンクにて日本語で閲覧が可能です。 

https://developer.apple.com/jp/bug-reporting/ 

 

3. 法第５条第１項から第４項までの規定に基づく開示の状況に関する事項 

 

(1) 利用者に開示した提供条件の内容 

 

規約の開示 

 

A. 一般に提供される規約 - 法第５条第１項 

 
2 Apple は、デベロッパから異議申し立てを受けた場合、その当初の決定後に、Apple の規約を遵守するために

デベロッパが講じた追加措置など、デベロッパから提供された新たな情報に基づいて、当初の決定を再評価しま

す。この数字には、そのような新たな情報によって当初の決定をApple が取り消したケースが含まれます。 

https://developer.apple.com/jp/bug-reporting/
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AppleがデベロッパにApp Storeを提供する際に適用される規約は下記にて公表されています（日

本語版を含みます。）。 

https://developer.apple.com/jp/support/terms/ 

 

Apple Developer契約（以下「ADA」といい、本書に添付書類1として添付されています。）は下

記にて日本語にて閲覧が可能です。 

https://developer.apple.com/support/downloads/terms/apple-developer-agreement/Apple-

Developer-Agreement-20250318-Japanese.pdf 

 

DPLA（本書に添付書類2として添付されています。）は下記にて日本語にて閲覧が可能です。 

https://developer.apple.com/support/downloads/terms/apple-developer-program/Apple-

Developer-Program-License-Agreement-20241206-Japanese.pdf 

 

有料アプリケーション契約（DPLAの別紙2および3）およびその添付書類（以下「別紙」といい、

本書に添付書類3として添付されています。）は 下記にて日本語にて閲覧が可能です。 

https://developer.apple.com/support/downloads/terms/schedules/Schedule-2-and-3-

20240610-Japanese.pdf 

https://developer.apple.com/support/downloads/terms/exhibits/Exhibits-to-Schedule-2-

and-3-20250331-Japanese.pdf 

 

ガイドライン（本書に添付書類4として添付されています。）は下記にて日本語にて閲覧が可能

です。 

https://developer.apple.com/jp/app-store/review/guidelines/  

 

Appleメディアサービス利用規約（以下「AMS」といい、本書に添付書類5として添付されていま

す。）は下記にて日本語にて閲覧が可能です。 

https://www.apple.com/jp/legal/internet-services/itunes/jp/terms.html  

 

Appleプライバシーポリシー（以下「プライバシーポリシー」といい、本書に添付書類6として添

付されています。）は下記にて日本語にて閲覧が可能です。

https://www.apple.com/legal/privacy/jp/ 

 

Appleは、DPLA、別紙およびガイドラインの適用ある条件の変更のすべて（重大な変更を含みま

す。）について、耐久性のある媒体でデベロッパに通知しています。また、Appleは、日本語で

閲覧可能なWebサイト上のニュース記事で、条件の変更をデベロッパに通知しています。 3  

Appleは、2024年4月から2025年3月までの間に、5件のデベロッパ向けニュース記事を発表し、デ

ベロッパにDPLA、別紙およびガイドラインの変更予定を伝えました。4 

 

B. 規約の個別の開示 - 法第５条第２項 

 

i. 提供の拒絶の場合の基準 – 法第５条第２項第１号（イ） 

 

Appleは、DPLA、別紙およびガイドライン（以下「規約」と総称します。）において明記する状

況に応じて、デベロッパのApple Developer Programメンバーシップを終了させることができま

 
5 条件に関する最新のアップデートは下記にて閲覧が可能です。https://developer.apple.com/jp/news/ 
4 一例として2024年12月6日付記事「最新のApple Developer Program使用許諾契約が利用可能に」は下記にて日

本語にて閲覧が可能です。 

https://developer.apple.com/jp/news/?id=edbw1dhq 

2024年8月1日付記事「ガイドラインの更新版を公開」は下記にて日本語にて閲覧が可能です。 

https://developer.apple.com/jp/news/?id=ty0avr2s 

https://developer.apple.com/jp/support/terms/
https://developer.apple.com/support/downloads/terms/schedules/Schedule-2-and-3-20240610-Japanese.pdf
https://developer.apple.com/support/downloads/terms/schedules/Schedule-2-and-3-20240610-Japanese.pdf
https://developer.apple.com/jp/app-store/review/guidelines/
https://www.apple.com/jp/legal/internet-services/itunes/jp/terms.html
https://www.apple.com/legal/privacy/jp/
https://developer.apple.com/jp/news/
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す。これらは、不正行為、データプライバシーおよびセキュリティの侵害、ならびに違法または

危険なコンテンツからユーザーおよびデベロッパを保護するために必要な規定です。Apple 

Developer Programの終了により、デベロッパのアプリはApp Storeから削除されます。 

 

該当する規定は下記に規定されています。 

DPLA第2.8条、DPLA第6.1条、DPLA第6.9条、DPLA第11.2条、DPLA別紙1第6.3条、別紙2および3第

7.1条、ガイドライン「はじめに」、ガイドライン2.3.1、ガイドライン2.5.3、ガイドライン

4.3(b)、ガイドライン4.4.2、ガイドライン5.1.2(i)、ガイドライン5.6 

具体的な規定は別紙に添付書類7として記載されています。 

 

ii. 商品又は役務の購入の場合の条件 – 法第５条第２項第１号（ロ） 

 

DPLAおよび別紙には手数料の条件が規定されています。 

 

該当する規定は下記に規定されています。 

ガイドライン3.1.1、ガイドライン3.1.2、ガイドライン3.1.3、ガイドライン3.1.4、DPLA第2.8

条、DPLA第7.1条、DPLA第7.2条、DPLA第7.4(B)条、DPLA別紙1第1.1条、DPLA別紙1第1.5条、DPLA

別紙1に対する添付書類A第1条、DPLA別紙1に対する添付書類C第3条、DPLA別紙1に対する添付書

類C第10条、別紙2および3の第1.1条、別紙2の第3.4(a)条および第3.4(b)条、別紙2および3の第

3.5条、別紙2の第3.13(c)条、別紙3の第3.4条 

具体的な規定は別紙に添付書類8として記載されています。 

 

iii. 検索及びランキングの主要なパラメータ – 法第５条第２項第１号（ハ） 

 

DPLAおよび別紙にはApp Storeにおけるランキングおよび見つけやすさを決定するために使用さ

れる主要なパラメータに関する情報が規定されています。 

 

該当する規定は下記に規定されています。 

DPLA別紙1に対する添付書類D第1条、別紙2および3に対する添付書類E 

具体的な規定は別紙に添付書類9として記載されています。 

 

iv. 商品等提供データを取得又は使用する場合の条件 – 法第５条第２項第１号（ニ） 

 

DPLA、別紙およびプライバシーポリシーには、商品等提供データの取得・利用の条件が規定され

ています。Appleは、ユーザーやデベロッパに提供する製品およびサービスを改善し、App Store

の安全で信頼できる環境を維持し、分析、販売動向、支払い、財務記録に関する貴重なデータを

デベロッパに提供する等において必要となる、最小限のデータを収集し使用します。 

 

該当する規定は下記に規定されています。 

DPLA第14.2(D)条。DPLA第14.2条に基づき収集されたデータはプラバシーポリシーの対象となり

ます。下記にて日本語にて閲覧が可能です。 

https://www.apple.com/legal/privacy/jp/ 

DPLA別紙1に対する添付書類D 第2条、別紙2および3に対する添付書類E、Appleのプラバシーポリ

シー「Appleによる個人データの使用」参照。 

具体的な規定は別紙に添付書類10として記載されています。 

 

v. 商品等提供利用者が商品等提供データを取得又は使用する場合の条件 – 法第５条

第２項第１号（ホ） 

 

DPLA、別紙およびプラバシーポリシーの条項にはデベロッパによるデータの要求および取得の条

件が規定されています。 

https://www.apple.com/legal/privacy/jp/
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該当する規定は下記に規定されています。 

DPLA別紙1に対する添付書類D 第2条、別紙2および3に対する添付書類E（商品等提供データが

「個人情報」に該当する限り、当該情報はプライバシーポリシーに従います。）、プラバシーポ

リシー「Appleにおけるお客様のプライバシーの権利」および「Appleによる個人データの共有」

参照。 

具体的な規定は別紙に添付書類11として記載されています。 

 

vi. 苦情又は協議の申出をするための方法 – 法第５条第２項第１号（ヘ）  

 

DPLAおよび別紙には法に基づく苦情の申出をするための方法が規定されています。 

 

該当する規定は下記の通りです。 

「オンライン仲介サービスのビジネスユーザーにとっての公正性・透明性の促進に関す

る欧州議会および理事会規則」など、platform-to-business規制（以下、「P2B規則」と

いいます）の対象となる地域において事業を設立したデベロッパ、およびそれらの国に

所在する顧客に商品またはサービスを提供するデベロッパは、そうしたP2B規則に従い、

次の問題に関して、https://developer.apple.com/contact/p2b/から苦情を提出するこ

とができます。(a)デベロッパが事業を設立した地域でデベロッパに影響を及ぼす、P2B

規則に定められた義務をAppleが遵守していない疑いがある、(b)デベロッパが事業を設

立した地域でデベロッパに影響を及ぼす、App Store上のデベロッパのライセンスアプリ

ケーションの配布に直接関連する技術的な問題、または(c)デベロッパが事業を設立した

地域でデベロッパに影響を及ぼし、App Store上のデベロッパのライセンスアプリケーシ

ョンの配布に直接関連する、Appleが講じた措置または行為。Appleは当該苦情について

検討および処理し、結果をデベロッパに伝えます。5 

 

さらにAppleは、透明性、デベロッパに対する公平性、懸念の効率的かつ効果的な解決への長期

的な取組の一環として、デベロッパがAppleに問い合わせを行い、問題を解決するために、デベ

ロッパに対して以下のような窓口を複数用意しています。 

 

デベロッパサポート： 

以下のカテゴリの問題については、多くの場合デベロッパサポートでサポートを得るこ

とができます。 

メンバーシップおよびアカウント、開発や技術面の問題、アプリの設定と配信、レポー

トと支払い、イベント、問題の報告、フィードバックやその他のトピック 

 

フィードバックアシスタント： 

デベロッパは、iPhone、iPad、およびMac向けのネイティブアプリであるフィードバック

アシスタントアプリや、フィードバックアシスタントのWebサイトを使ってフィードバッ

クをAppleに提出することができます。デベロッパがフィードバックを提出するとフィー

ドバックIDが発行され、フィードバックアシスタントアプリ内やWebサイト上でフィード

バックの処理状況を追跡できるようになります。 

 

App Storeコンテンツに関する異議申し立て： 

デベロッパが、App Storeに掲載されているアプリまたはSearch Adsにより自身の知的財

産権が侵害されていると考える場合は、App Storeの法務チームに異議の申し立てを提出

することができます。 

 

アプリ名に関する異議申し立て： 

 
5 DPLA別紙1に対する添付書類Dならびに別紙2および3に対する添付書類Eの第3条。 
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デベロッパが、特定のアプリにより、App Storeで自身の商標をアプリ名として使用する

権利が侵害されていると考える場合は、App Storeの法務チームに異議の申し立てを提出

することができます。 

 

App Reviewの優先処理： 

正当な理由がある場合、デベロッパはApp Reviewの優先処理をリクエストすることがで

きます。 

 

提出に関する問題の解決： 

App ReviewまたはTestFlightのApp Reviewによりアプリが却下された場合、デベロッパ

はApp Store Connectを通じてAppleと連絡を取り、問題を解決することができます。

Appleからの連絡には、ガイドラインを遵守していない理由など、アプリの却下に関する

情報が含まれています。デベロッパは、App Reviewにビルドを再提出するまでの間、App 

Store Connectを通じてAppleとやり取りすることができます。返信にはスクリーンショ

ットや根拠となる資料などの添付ファイルを含めることができます。アプリがメタデー

タの問題で却下された場合は、その問題を解決し、同じビルドを再提出することができ

ます。 

 

アプリの却下や削除に対する異議の申し立て： 

デベロッパが、自身のアプリが誤解されている、またはAppleの審査に公平性が欠けてい

ると考えるため、審査結果に同意しない場合は、異議を申し立てることができます。そ

の後Appleによる調査が行われます。 

 

ガイドラインの変更の提案： 

Appleの目標は、ガイドラインを公正に、かつ一貫性を持って適用することです。アプリ

が却下され、デベロッパがApp Reviewとのやり取りで問題を解決できない場合は、ガイ

ドラインの変更を提案できます。 

 

解約されたメンバーシップの再開： 

デベロッパは、アカウントの再開をApp Review Boardに申請することができます。その

場合は、フォームに記入し、App Review Boardがアカウントの再開を検討すべき具体的

な理由を提示する必要があります。 

 

App Reviewの日本語でのコミュニケーション： 

App Reviewの日本語によるコミュニケーションは、デベロッパがApp Reviewのプロセス

の理解を深めるサポートとして、最も多く見られるアプリ却下の理由を日本語に翻訳し、

アプリ承認の道筋を妨げる可能性のある問題点についてデベロッパが理解を深める機会

を提供しました。 

 

Ask Apple： 

Appleは新しいシリーズのインタラクティブなQ&Aセッションや一対一のコンサルティン

グにより、デベロッパがAppleのエキスパートと直接つながり、洞察、サポート、フィー

ドバックを得るためのさらに多くの機会をもたらしました。 

 

AppleはそのWebサイトの様々な場所において上記のオプションに関する情報を提供しています。

例えば、App ReviewのWebサイトは、デベロッパに対して、App Reviewの全体的なプロセス、よ

くあるApp Reviewの却下、およびApp Reviewへのアクセス方法、異議の申し立て、ガイドライン

の変更の提案に関する情報を提供しています。6  

 

 
6 App Reviewは下記にて日本語にて閲覧が可能です。https://developer.apple.com/jp/distribute/app-review/ 

https://developer.apple.com/jp/distribute/app-review/
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vii. その他開示することが必要なものとして経済産業省令で定められる事項 – 法第５

条第２項第１号（ト） 

 

a. 最恵待遇を求める場合の条件 

 

Appleがデベロッパに対し、その他のモバイルアプリケーションストアなど、他の販売経路と比

較してAppleを最も有利に扱うように要求することはありません。すべてのデベロッパは、規約

の対象とされており、また規約を遵守しなければなりません。 

 

b. 第三者よりも有利に扱う場合の条件 

 

すべてのデベロッパは、該当する規約に基づき平等に扱われ、Appleは、Appleのアプリを第三者

であるデベロッパのアプリよりも有利な条件で扱うことはありません。別紙2および3に「Apple

が開発したライセンスアプリケーションの販売について、Appleは手数料を受け取る権利を有し

ません。」と規定されている通り、明白な理由に基づき、AppleはAppleの開発チームによるアプ

リの販売について、手数料を得ていません。7  

 

c. 返品及び返金の条件 

 

DPLAおよび別紙にはアプリおよびIAPの返品および返金の条件が規定されています。 

 

該当する規定は下記に規定されています。 

別紙2および3の第3.4条、DPLA第8条、DPLA付属書2の第3.4条、DPLA付属書2の第3.5条、DPLA別紙

1に対する添付書類Bの第4条、DPLA別紙1の添付書類Cに対する付属書1の第2条、別紙2および3の

第3.8(c)条、別紙2および3の第6.3条。 

具体的な規定は別紙に添付書類12として記載されています。 

 

さらに、第一に、（デベロッパではなく）Appleが返金手続を処理することに留意すべきです。

Appleは、消費者がアプリまたはアプリ内コンテンツを取得する際に、Appleの名義で消費者と契

約します。Appleは、アプリまたはアプリ内コンテンツについて代金を徴収し配信を促進するこ

とによって取引を処理します。Appleは支払取引を処理することから、返金手続も処理します。

これは、ユーザーとデベロッパの双方に大きなメリットをもたらします。 

 

• 消費者は、受信した電子メールの「問題を報告する」のメニューにアクセスするか、report

aproblem.apple.comのウェブサイトにアクセスすることにより、購入に関する問題をApple

に報告し、Appleに返金を要求することができます。ユーザーにとって、デベロッパを個別

に特定する必要がなく、一つの窓口で、かつAppleのような評判の高い企業に対応してもら

うことのメリットは非常に大きなものです。Report a Problemは、約束したデジタル商品を

提供しないデベロッパに関してサポートを必要とするユーザーから毎日受け取る何千もの報

告に対してAppleが返答することを可能にします。 

 

• デベロッパにとってAppleの返金の決定システムは、デベロッパを保護し、消費者がどのよ

うな方法で返金を要求してきても一貫した解決策を提供できるよう設計されています。さら

に、Appleは175ヶ国でApp Storeを運営しているため、消費者からの苦情に応じて、それら

すべての国のデベロッパに関して返金のサービスを提供することができます。ほとんどのデ

ベロッパは、175ヶ国でカスタマーサービスを提供し顧客に返金できる、また現地通貨で返

金できるインフラを持っていません。これは、Appleがデベロッパに提供している貴重なサ

ービスです。 

 

 
7 別紙2および3の第3.4条。 

file://noandt/case/Active/A/Apple/Apple-DPLaw/11_%E4%BB%A4%E5%92%8C4%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C5%E5%B9%B4%E3%83%BB2023%E5%B9%B4%E3%81%AB%E6%8F%90%E5%87%BA%EF%BC%89/99_%E5%92%8C%E8%A8%B3/HTS%E4%BD%9C%E6%A5%AD/reportaproblem.apple.com
file://noandt/case/Active/A/Apple/Apple-DPLaw/11_%E4%BB%A4%E5%92%8C4%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C5%E5%B9%B4%E3%83%BB2023%E5%B9%B4%E3%81%AB%E6%8F%90%E5%87%BA%EF%BC%89/99_%E5%92%8C%E8%A8%B3/HTS%E4%BD%9C%E6%A5%AD/reportaproblem.apple.com
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第二に、Appleは返金要求に関する最新情報をデベロッパに提供します。App Storeは、顧客がア

プリ内課金の返金を受け取ると、ほぼリアルタイムでサーバ通知をデベロッパに送信します。デ

ベロッパがゲーム用の宝石やコインなどのコンテンツを複数のプラットフォームにわたり提供し、

デベロッパがそのサーバでプレイヤーのアカウントの残高をアップデートする場合、返金の通知

の受領が重要となります。デベロッパは、返金の結果デベロッパがとる措置（返金されたコンテ

ンツへのアクセス権の削除など）をアプリ内で顧客に通知することにより、返金の通知に対応す

ることができます。 

 

第三に、Appleは、デベロッパに対して、消費者との関係性を管理し、サブスクリプション管理、

返金、サービスまたはコンテンツ配信の問題など、そのアプリやサービスに関するシームレスな

サポートを提供する方法をより充実させました。これによってすべてのデベロッパが新たなAPI

を利用することが可能となり、デベロッパが消費者にアプローチし、そのビジネスを成長させる

ことをサポートするために、Appleが長年にわたって投資してきた機能が拡大しました。Appleの

目標は、デベロッパがアプリやサービスに関する問題について消費者を容易にサポートできるよ

うにすること、そして消費者をサポートする道筋をシンプルにすることです。 

 

さらに、デベロッパは、Request Refund StoreKit APIを使用して、消費者が返金を要求できる

専用の場所をアプリ内に設けることができます。これには、一貫したインターフェイスと、「問

題を報告する」タブを使用してAppleを介して直接返金を要求するときに表示されるのと同じ理

由コードが含まれます。 

 

また、Appleは、デベロッパがAppleとコミュニケーションを取り、返金に関する判断や返金プロ

セスの改善に役立つ情報を提供することを容易にしています。アプリデベロッパは、消費者が消

費型アイテムのアプリ内課金の返金を請求した際に、Consumption APIを使用してAppleに情報を

送信することができます。アプリデベロッパがこのAPIの使用を選択し、消費者の同意を得た場

合、購入した商品が消費されたかどうか、購入した商品が配送されて正常に動作したかどうか、

購入前にコンテンツの無料体験やサンプル、情報が提供されたかどうかなどの情報を提供できま

す。 

 

最後に、Appleは、デベロッパが情報を入手し、IAPの問題を迅速かつ効率的に解決するための追

加的な方法を提供するため、App StoreサーバAPIを開発しました。これらのAPIを使用すること

で、デベロッパは以下のことが可能になります。 

 In-App Purchase History APIを使用して、自社アプリのアプリ内課金取引の履歴を取

得すること。 

 Subscription Status APIを使用して、サブスクリプションが有効か、期限切れか、課

金再試行中か、猶予期間中かを判断すること。 

 Invoice Lookup APIを使用して、サポート時に消費者のアプリ内課金状況を確認するこ

と。 

 Refunded Purchases Lookup APIを使用して、消費者が過去のアプリ内課金の返金を受

けたか否かを特定すること。 

 

d. 支払いを留保する場合の条件 

 

別紙には、日本のデベロッパの税金および調整、ユーザーへの返金、不正行為に対する支払いの

留保に関する詳細および条件が規定されています。 

 

該当する規定は下記に規定されています。 

別紙2および3の第3.2条、別紙2および3の第3.3条、別紙2および3の第3.5条、別紙2および3の第

3.7条、別紙2および3に対する添付書類Cの第5.1条、別紙2および3に対する添付書類Cの第5.2条、

別紙2および3の第3.8(c)条、別紙2および3の第6.3条、別紙2および3の第7.1条、別紙2の第3.4条。 

具体的な規定は別紙に添付書類13として記載されています。 
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C. 規約の個別の開示（ユーザー） - 法第５条第２項第２号 

 

i. 検索及びランキングの主要なパラメータ – 法第５条第２項第２号（イ） 

 

ランキングに使用される主要なパラメータを取扱うAMSの規定では「検索結果におけるアプリの

表示順序を決定する際に考慮される主なパラメータは、アプリプロバイダが提供するメタデータ、

お客様がアプリやApp Storeをどのように利用しているか、およびApp Storeでのアプリの人気度

です。これらの主なパラメータにより、お客様の検索クエリに最も関連性の高い結果が返されま

す。」と言及されています。 

 

Appleはアクセスしやすく使いやすいWebサイトを提供しており、Webサイトには、App Storeにお

けるランキングおよび見つけやすさを決定するために使用される主要なパラメータに関する最新

の情報が提供されています。該当するリソースは下記の通りです。 

 

App StoreやMac App Storeでは、アプリ、ゲーム、ストーリー、カテゴリ、アプリ内課

金、デベロッパを検索することができます。「検索」では、プロダクトページのアプリ

やアプリ内課金のメタデータが使用され、最も関連性の高い結果が表示されます。

Appleでは、ユーザーが入力する内容に対して最も的確な結果が表示されるよう、「検

索」を常に改善しています。App Storeでユーザーがアプリを検索すると、テキストの

関連性（アプリのタイトル、キーワード、プライマリカテゴリとの一致）やユーザーの

アクティビティ（ダウンロード数、評価数とレビュー内容）など、複数の要素に基づく

ランキングによってアプリが表示されます。特定の検索クエリに対する検索結果に加え、

探しているものをより見つけやすくするための検索ワードも表示されます。さらに、ト

レンド検索も表示されるため、同じ地域の他のユーザーがどのようなことに関心を寄せ

ているのかも把握できます。8 

 

App StoreとMac App Storeの「カテゴリ」では、主な機能やテーマに基づいてアプリが

分類されます。ユーザーは「エンターテインメント」「ショッピング」「ソーシャルネ

ットワーキング」などのカテゴリを閲覧して、そのカテゴリに関連したアプリを見つけ

ることができます。デベロッパは、プライマリカテゴリとセカンダリカテゴリをアプリ

に設定できます。アプリを見つけてもらいやすくするには、プライマリカテゴリが特に

重要です。これは、ユーザーが閲覧したり検索結果を絞り込んだりした際、App Store

のどのタブにアプリが表示されるのかがプライマリカテゴリによって決まるからです。
9 

 

App Storeの「Today」タブには、世界中のApp Storeのエディターによるオリジナルの

ストーリーが日替わりで掲載され、独占初公開の新作、新着アプリ、定番アプリの新し

い一面、「今日のアプリ」、「今日のゲーム」などについて特集が組まれます。ユーザ

ーがアプリを革新的に利用するためのヒントやハウツーガイドが紹介されるほか、注目

のデベロッパに対するインタビューが掲載されます。ストーリーでは、アートワーク、

ビデオ、デベロッパのコメントを通じてアプリやゲームをいきいきと紹介し、アプリが

私たちの生活をどのように変えているかApple独自の視点で紹介します。10 

 

App Storeは世界最高のゲームストアでもあります。おすすめの新着ゲームやアップデ

ート、ビデオ、ランキング、エディターによる厳選コレクション、カテゴリなどを通じ

 
8 「App StoreとMac App Storeでの見つけやすさの向上」（https://developer.apple.com/jp/app-

store/discoverability/にて閲覧が可能です。）の「検索」参照。 
9 「App StoreとMac App Storeでの見つけやすさの向上」の「カテゴリ」参照。 
10 「App StoreとMac App Storeでの見つけやすさの向上」の「「Today」タブ」参照。 

https://developer.apple.com/jp/app-store/discoverability/
https://developer.apple.com/jp/app-store/discoverability/
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て情報を発信し、ユーザーの関心を引き寄せています。各タブではいずれも、アプリプ

レビューのビデオが消音状態で自動的に再生され、タブ内をスクロールしながら観るこ

とができます。さらに、厳選されたアプリ内課金アイテムも紹介されており、ユーザー

がApp Storeで直接購入することができます。11 

 

App Storeではユーザーが直接アプリ内課金アイテムを閲覧したり、アプリをダウンロ

ードする前に購入を開始することができるため、アプリの内容がユーザーの目に触れや

すくなります。アプリのプロダクトページでは、サブスクリプションを含むアプリ内課

金アイテムを最大20個までプロモーションすることができます。アプリ内課金アイテム

は検索結果にも表示され、App Storeのエディターチームによってフィーチャーされる

可能性もあります。12 

 

ユーザーは、App Storeの「Today」タブでフィーチャーされているストーリーやコレク

ション、アプリ内イベントを直接ホーム画面で見つけることができます。13 

 

「見つける」では、Mac App Storeの注目の最新リリースやアップデートを確認するこ

とができます。App Storeのエディターが毎週、注目のアプリやゲームについて掘り下

げたストーリーや開発の舞台裏を伝えるインタビューを紹介し、ユーザーがMacでの体

験をさらに楽しめるよう厳選されたコレクションを提供しています。14 

 

Appleのグローバルなエディターチームが、各Appleプラットフォームに合わせてApp 

Storeでのセレクションを選んでいるため、適切な地域の適切なユーザーに、適切なタ

イミングでアプリやゲームの情報が表示されます。 

 

新規アプリやゲームのほか、大幅なアップデート、アプリ内のスペシャルイベント、限

定コンテンツ、文化や季節にちなんだコンテンツなども取り上げています。また、ユニ

ークなストーリーを持ったアプリにもスポットライトを当てています。たとえば、デベ

ロッパがリリースしたアプリがどのように業界に変革をもたらしたか、どのようにコミ

ュニティをサポートしたか、アプリによってユーザーが抱える固有の課題をどのように

解決したか、といった舞台裏を紹介します。15 

 

ユーザーは、アプリに1〜5個の星を付けて評価できます。アプリの総合評価は、プロダ

クトページや検索結果に表示されます。総合評価は、App Storeの各テリトリごとに表

示され、アプリの新しいバージョンをリリースする際にリセットすることができます。

ただし、評価のリセットは慎重に行うことをお勧めします。総合評価をリセットすると、

総合評価にはアプリの最新バージョンに対する評価のみが含まれるようになるため、以

前発生していた問題点を解消したアップデートをリリースする際には便利なこともあり

ます。一方、評価数が少なくなるとアプリをダウンロードするユーザーが減少してしま

う可能性もあります。また、総合評価がリセットされても、アプリに対して投稿された

レビューはリセットされないことにも注意してください。16 

 

ii. Appleが商品等購入データを取得又は使用する場合の条件 – 法第５条第２項第２号

（ロ） 

 

 
11 「App StoreとMac App Storeでの見つけやすさの向上」の「「ゲーム」と「アプリ」タブ」参照。 
12 「App StoreとMac App Storeでの見つけやすさの向上」の「プロモーション対象のアプリ内課金」参照。 
13 「App StoreとMac App Storeでの見つけやすさの向上」の「App Storeウィジェット」参照。 
14 「App StoreとMac App Storeでの見つけやすさの向上」の「見つける」参照。 
15 「App StoreとMac App Storeでの見つけやすさの向上」の「フィーチャーについて」参照。 
16 記事「評価、レビュー、返答」（https://developer.apple.com/jp/app-store/ratings-and-reviews/にて日

本語にて閲覧が可能です。）の「評価」参照。 

https://developer.apple.com/jp/app-store/ratings-and-reviews/


14 

 

AMSおよびプライバシーポリシーにはユーザーデータの取得または使用に関する条件が規定され

ています。 

 

該当する規定は下記に規定されています。 

添付書類5のAMSのD.「プライバシー」、AMSのO.「ライセンスアプリケーションのエンドユーザ

使用許諾契約」、AMSのT.「その他の規定」 

具体的な規定は別紙に添付書類14として記載されています。 

 

iii. 開示することが必要なものとして経済産業省令で定められる事項 – 法第５条第２

項第２号（ハ） 

 

該当する事項はありません。 

 

(2) ◆法第５条第３項及び第４項の規定に基づき開示された事項その他同条第１項から第４項ま

での規定に基づく開示の状況に関する事項 
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4. 法第７条第１項の規定に基づき講じた措置に関する事項 

 

(1) 特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用者との間の取引関係における相互理

解の促進を図るために講ずべき措置についての指針（令和３年２月１日号外経済産業省告示

第16号。以下「告示」という。）２．１に示された方向性を実現するために講じた措置の具

体的な内容及び当該措置が当該方向性を実現する上で適切かつ有効なものと考える理由 

 

① 告示２．１. １①及び２．１. ２①に関する事項 

 

Appleが規約を更新するプロセスは、告示に定められた具体的な取組に一致したものです。Apple

では、地域の法規制の変更、技術の高度化、変更の必要性、ユーザーおよびデベロッパの利益お

よび影響など、様々な要因を慎重に検討した上で、変更を実施しています。 

 

規約の改定予定を発表する際、Appleは変更の理由を説明しています。例えば、2024年6月10日に

ガイドラインを変更した際、Appleは、下記Apple Developerの「ニュースとアップデート」に記

載のとおり、デベロッパに対して変更に関する説明を提供しました。 

https://developer.apple.com/jp/news/?id=og4hxxz8 
App Reviewチームは、デベロッパがアプリ提出においてこの要件を遵守できるように、引き続き

サポートします。 

 

Appleはこれらの措置について、告示第3.1項に記載されている具体的な取組例に一致しており、

したがって適切かつ効果的であると考えています。 

 

② 告示２．１. １②及び２．１. ２②に関する事項 

 

Appleは、標準化されたワークフローと手続を利用してデベロッパへの対応に一貫性、透明性、

および公正性を維持しています。例えば、App Reviewのプロセスをとりあげると、App Review 

Webサイトは、デベロッパにApp Reviewプロセス全般を伝え、よくあるApp Reviewの却下につい

て開示しています。17Appleは、Apple Developer Programへの登録時に、すべてのデベロッパに

対し、規約、特にガイドラインの対象となり、遵守しなければならないことを開示しています。

デベロッパがガイドラインに同意しない場合、下記の「ガイドライン変更の提案」機能によりガ

イドラインの変更を提案することができます。また、Appleは、デベロッパにApp Reviewの決定

への異議申し立て、App Review Boardへのアプリの優先処理のリクエストを認めています。

Appleは、App Reviewチーム全員が、標準化された方針およびプラクティスを遵守し、初期およ

び継続的なトレーニングを受けて統一的なガイドラインを適用するように徹底させることで、

App Reviewのプロセスの全体での一貫性を維持しています。Appleはこれらの措置が、告示第3.1

項に記載されている具体的な取組例に一致しているため、適切かつ効果的であると考えています。 

 

③ 告示２．１. １③及び２．１. ２③に関する事項 

 

Appleの取組においては、デベロッパの意見および提案を検討することが鍵となります。Appleは

デベロッパにコミュニケーションのための多数のチャネルを提供しています。ガイドラインの変

更の多くは、デベロッパからの意見やリクエストによる直接の結果です。例えば、ガイドライン

変更の提案機能を使用すると、デベロッパはガイドラインへの変更の提案を提出できます。App 

Reviewチームや関連するその他のチームは、あらゆる変更の評価に使用する基準と同じ基準に基

づいてデベロッパのフィードバックおよび提案された変更を検討します。 

 

Appleは、デベロッパとのコミュニケーションおよびそのフィードバックの収集のための多数の

 
17 App Reviewは下記にて日本語で閲覧が可能です。https://developer.apple.com/jp/app-store/review/ 

https://developer.apple.com/jp/app-store/review/
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チャネルを維持しています。すべてのデベロッパに適用されるガイドラインを変更するリクエス

トは、App Reviewの方針に精通した専門の担当者、App Review Boardの担当者、App Reviewの意

思決定担当者、App Store、デベロッパリレーションズ、および法務チームによって評価されま

す。このプラクティスは、デベロッパに平等に対応するものであり、ユーザーおよびデベロッパ

に対して価値のあるApp Storeの運営を総合的に改善に役立ち、したがってすべてのデベロッパ

に対し適切、効果的かつ公平なものです。 

 

(2) 告示２．２に示された方向性を実現するために講じた措置の具体的な内容及び当該措置が当

該方向性を実現する上で適切かつ有効なものと考える理由 

 

① 告示２．２. １①及び２．２. ２①に関する事項 

 

Appleは、デベロッパに生じる可能性のある問題を効率的、効果的かつ無償で解決するために、

デベロッパに対して以下を含む多くのチャネルを用意しています。 

 

デベロッパサポート： 

以下のカテゴリの問題については、多くの場合デベロッパサポートでサポートを得るこ

とができます：メンバーシップおよびアカウント、開発や技術面の問題、アプリの設定

と配信、レポートと支払い、イベント、問題の報告、フィードバックやその他のトピッ

ク。デベロッパサポートページは、デベロッパが開発ツールおよびアプリケーションの

管理ツールに関するサポートを受け、各種ドキュメントを閲覧し、他のデベロッパとつ

ながり、バグレポートを提出し、デベロッパに影響する最新のニュースおよびお知らせ

を知り、Appleとコミュニケーションするための中心的な場所となっています。18  

 

フィードバックアシスタント： 

デベロッパは、iPhone、iPad、およびMac向けのネイティブアプリであるフィードバック

アシスタントアプリや、フィードバックアシスタントのWebサイトを使ってフィードバッ

クをAppleに提出することができます。デベロッパがフィードバックを提出するとフィー

ドバックIDが発行され、フィードバックアシスタントアプリ内やWebサイト上でフィード

バックの処理状況を追跡できるようになります。19 Appleは、フィードバックアシスタン

トのWebサイトにおいて、iOS、 iPadOS、macOS、tvOSおよびwatchOSのベータ版のリリー

スノートや、特定のソフトウェア、SDK、ファームウェアに影響がある既知の問題などの

情報をデベロッパに提供しています。デベロッパは、詳細な入力フォームを使用して、

Appleの運用システム、開発ツール、WebサービスおよびSDKに関するフィードバック（ク

ラッシュ・レポート、想定外の現象、または一般的な提案など）を提出することができ

ます。入力フォームによって自動的にフィードバックIDナンバーがデベロッパに発行さ

れ、フィードバック提出の状況を追跡することができます。 

 

App Storeコンテンツに関する異議申し立て： 

デベロッパが、App Storeに掲載されているアプリまたはSearch Adsにより自身の知的財

産権が侵害されていると考える場合は、App Storeの法務チームに異議の申し立てを提出

することができます。20デベロッパが「App Storeコンテンツに関する異議申し立て」フ

ォームを使用して問題となるアプリまたはSearch Adを特定し、権利の侵害が疑われる内

容の説明をすると、App Storeの法務チームが、参照番号と共に問題となるアプリケーシ

ョンを提供するプロバイダへの連絡先をデベロッパにEメールを送信してお知らせします。

 
18 デベロッパサポートは下記にて日本語で閲覧が可能です。https://developer.apple.com/jp/support/ 
19 フィードバックアシスタントへのアクセスはApple Accountが必要です。下記にて閲覧が可能です。https://f

eedbackassistant.apple.com 
20 App Storeコンテンツに関する異議申し立ては下記にて日本語で閲覧が可能です。

https://www.apple.com/jp/legal/intellectual-property/dispute-forms/ 

https://developer.apple.com/jp/support/
https://feedbackassistant.apple.com/
https://feedbackassistant.apple.com/
https://www.apple.com/jp/legal/intellectual-property/dispute-forms/


17 

 

これにより、当事者は紛争の解決に向けて直接協力することが可能となります。  

 

アプリ名に関する異議申し立て： 

デベロッパが、特定のアプリにより、App Storeで自身の商標をアプリ名として使用する

権利が侵害されていると考える場合は、App Storeの法務チームに異議の申し立てを提出

することができます。21 デベロッパが「アプリ名に関する異議申し立て」フォームに入

力し提出すると、デベロッパが利用を希望する名称がどのアプリによって妨害されてい

るのかをApp Storeの法務チームが調査し、参照番号をデベロッパにメールで送信し、妨

害しているアプリを提供するプロバイダと直接コンタクトを取れるようにします。これ

により、当事者は紛争の解決に向けて直接協力することが可能となります。 

 

App Reviewの優先処理： 

不測の事態（致命的なバグの修正や、デベロッパが直接関係するイベントに合わせてア

プリをリリースするなど）に直面したデベロッパは、App Reviewの優先処理をリクエス

トすることができます。22デベロッパは、フォームに入力し、優先処理が必要な理由を十

分詳細に提供することで、優先処理をリクエストすることができます。たとえば、特定

のイベントに関係するアプリについては、そのイベントの説明、日付、およびイベント

とアプリとの関係を記載することができます。 

 

提出に関する問題の解決： 

App ReviewまたはTestFlightのApp Reviewによりアプリが却下された場合、デベロッパ

はApp Store Connectを通じてAppleと連絡を取り、問題を解決することができます。

Appleからの連絡には、App Reviewガイドラインを遵守していない理由など、アプリの却

下に関する情報が含まれています。デベロッパは、App Reviewにビルドを再提出するま

での間、App Store Connectを通じてAppleとやり取りすることができます。Apple Review

のデベロッパへのメッセージには、アプリ（またはアプリのいくつかの部分）がどのよ

うにガイドラインに準拠していないかを含む、却下の理由に関する情報が含まれていま

す。返信にはスクリーンショットや根拠となる資料などの添付ファイルを含めることが

できます。アプリがメタデータの問題で却下された場合は、その問題を解決し、同じビ

ルドを再提出することができます。 

 

アプリの却下や削除に対する異議の申し立て： 

デベロッパが、自身のアプリが誤解されている、またはAppleの審査に公平性が欠けてい

ると考えるため、審査結果に同意しない場合は、異議を申し立てることができます。そ

の後Appleによる調査が行われます。デベロッパは、フォームに入力し、アプリがガイド

ラインに遵守する具体的な理由を提示することにより、異議を申し立てることができま

す。 

 

ガイドラインの変更の提案： 

Appleの目標は、ガイドラインを公正に、かつ一貫性を持って適用することです。アプリ

が却下され、デベロッパがApp Reviewとのやり取りで問題を解決できない場合は、ガイ

ドラインの変更を提案できます。 

 

解約されたメンバーシップの再開： 

デベロッパは、アカウントの再開をApp Review Boardに申請することができます。その

場合は、フォームに記入し、App Review Boardがアカウントの再開を検討すべき具体的

 
21 アプリ名に関する異議申し立ては下記にて日本語で閲覧が可能です。 

https://www.apple.com/jp/legal/intellectual-property/dispute-forms/ 
22 App Reviewの優先処理、提出に関する問題の解決、およびアプリの却下や削除に対する異議の申し立ての詳細

は、App Review参照。App Reviewは下記にて日本語で閲覧が可能です。 

https://developer.apple.com/jp/app-store/review/ 

https://www.apple.com/jp/legal/intellectual-property/dispute-forms/
https://developer.apple.com/jp/app-store/review/
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な理由を提示する必要があります。 

 

Appleは、これらの便利なオプションに関する情報を、そのWebサイトの様々な場所で提供してい

ます。デベロッパは、Apple Developer Programのアカウントページにログインすることにより、

これらのオプションにアクセスすることができます。 

 

上記2.に記載した通り、Appleは、日本のデベロッパが法に基づいて苦情を提出することができ

るチャネルも提供しています。そのような苦情は適切な社内チームに伝えられ、クレームの精査、

分析、および社内調査が行われます。Appleは、P2Bデベロッパ苦情をレビューし調査するために、

App Review、不正行為審査、仲裁、デベロッパリレーションズ、財務、法務の専門家で構成され

る専門的知見と経験に富んだ組織横断型のチームを特別に指定し、デベロッパの苦情および紛争

を効果的に統一的な方法で処理できるようにします。決定がなされると、Appleは、デベロッパ

に書面で回答し、決定やアプリまたはアカウントの法令の遵守に必要な是正措置について、日本

の専門家に電話でデベロッパに対応させています。 

 

Appleはこれらの措置が、告示第3.2項に記載されている具体的な取組例に一致しているため、適

切かつ効果的であると考えています。 

 

② 告示２．２. １②及び２．２. ２②に関する事項 

 

Appleは、デベロッパとの関係において更なる透明性および公正性の向上を達成するという目標

の一環として、また、法を含むplatform-to-business（以下「P2B」といいます。）規制に従っ

て、プロセスと手続きの策定、実施、改善に多大な努力とリソースを投入してきました。Apple

はP2B規制の制定に先立って、デベロッパの利益となるプロセスを整備しており、それらは引き

続きデベロッパによって最大限に活用されています。P2B苦情ポータルのような新しい機能を開

発し維持していくために、人的および技術的なリソースを投入することで、既存のプロセスの強

化と改善を続けています。Appleは、すべてのP2B苦情や紛争を記録および追跡し、それぞれの苦

情や決定を見直し、内部プロセスやデベロッパとのコミュニケーションを改善する機会を特定し

ています。Appleは、引き続き、P2Bコンプライアンスプログラムを継続的に監視および評価し、

デベロッパの懸念への合理的にまたタイムリーかつ徹底した方法で対応されるよう改善していま

す。Appleはこれらの措置が、告示第3.2項に記載されている具体的な取組例に一致しているため、

適切かつ効果的であると考えています。 

 

(3) 告示２．３に示された方向性を実現するために講じた措置の具体的な内容および当該措置が

当該方向性を実現する上で適切かつ有効なものと考える理由 

 

① 告示２．３①に関する事項 

 

Appleは、日本のデベロッパおよび日本の規制当局への対応を専門とした日本に所在する社員を

多数雇用しています。Appleは、経済産業省とApp Storeとの間の直接の連絡窓口として、日本在

住の社員を任命しています。またAppleは、日本における問題および関心事項について助言を得

るために、日本の外部専門家を起用しています。Appleは、日本に拠点を置くデベロッパのため

に、特別なデベロッパフォーラムを日本語により開催し、その多くは無償で行われています。

Appleはこれらの措置は告示第3.3項に記載されている具体的な取組例に一致していることから、

これらの措置が適切かつ効果的であり、またAppleと日本に拠点を置くデベロッパとの緊密な関

係を促進するものと考えています。 

 

② 告示２．３②に関する事項 

 

App Storeにおける方針の決定は、すべてのデベロッパがApp Storeにおいて平等にかつ一貫性を
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もって扱われるように、会社レベルで行われます。Appleの日本を拠点とするチームは、日本の

デベロッパおよび日本の規制当局とのハイレベルなコミュニケーションを管理するために、

Appleが指定した代理人を補佐しています。Appleは、これらの措置が適切かつ効果的であると考

えています。なぜなら、このような一元化された意思決定が、Appleとデベロッパとの間の一貫

性、透明性、公正性を向上させ、また、日本のデベロッパとのコミュニケーションをとるために

日本を拠点とする社員・専門家のチームを活用することが、Appleとデベロッパの間で強固な関

係性と緊密なやりとりを生み出すためです。告示第3.3項に記載されている具体的な取組例に従

い、Appleは経済産業省に日本の社員の連絡先を提供し、緊密に経済産業省とコミュニケ－ショ

ンを行ってきました。Appleは、これらの措置が適切かつ効果的であると考えています。 

 

(4) 告示２．４に示された方向性を実現するために講じた措置の具体的な内容及び当該措置が当

該方向性を実現する上で適切かつ有効なものと考える理由 

 

① 告示２．４. １①及び２．４. ２①に関する事項 

 

Appleは、デベロッパから積極的にフィードバックを求め、（適切な場合）デベロッパの懸念や

リクエストに対処するために行動しています。例えば、日本のデベロッパ向けにAppleが開催し

たイベントにおいて、Appleの担当者は、新たなテクノロジー、機能、メリット、デベロッパか

らのフィードバック、懸念、リクエストなど様々なトピックについてデベロッパと直接対話しま

す。デベロッパはApp Store Connectの「フィードバックアシスタント」および「ガイドライン

変更の提案」の機能を使用して、フィードバックを提出し、ガイドラインへの変更を提案するこ

とも可能です。Appleはこれらの措置が、告示第3.4項に記載されている具体的な取組例に一致し

ているため、適切かつ効果的であると考えています。 

 

② 告示２．４. １②及び２．４. ２②に関する事項 

 

ガイドラインの変更の多くは、デベロッパのフィードバックやリクエストが直接反映されたもの

です。例えば、ガイドライン変更の提案機能を使用すると、デベロッパはガイドラインへの変更

の提案を提出できます。App Reviewチームおよび関連するその他のチームは、あらゆる変更を評

価するために使用される基準と同じ基準に基づいて、デベロッパのフィードバックおよび提案さ

れた変更を検討します。例えば、あるデベロッパによって、デベロッパがAppleの手数料をアプ

リの購入フローの中でユーザーに知らせることができるように、ガイドライン2.3.10の変更が提

案されました。この提案がなされた当時のガイドライン2.3.10は以下の通りです。 

 

2.3.10 AppはiOS、Mac、Apple TV、 Apple Watchでの使用を前提としてください。許可を

得た特定の相互作用的機能がある場合を除き、他のモバイルプラットフォームの名前、

アイコン、画像をAppまたはメタデータに含めることはできません。Appのメタデータと

して記述できるのは、Appとその操作性に関する情報のみです。関係のない情報（Apple

または開発プロセスに関する情報を含みますが、それらに限定されません。）は含めな

いでください。 

 

Appleは、デベロッパによる提案に同意し、ガイドライン2.3.10から「Appleまたは開発プロセス

に関する情報」を含めないようにデベロッパに求めていた部分を削除しました。現行版ガイドラ

イン2.3.10は以下の通りです。 

 

2.3.10 アプリはサポート対象とするAppleプラットフォームでのユーザー体験を想定し

て実装してください。承認された特定のインタラクティブ機能がある場合を除き、他の

モバイルプラットフォームまたは代替アプリマーケットプレイスの名前、アイコン、画

像をアプリまたはメタデータに含めることはできません。アプリのメタデータとして記

述できるのは、アプリとその操作性に関する情報のみです。関係のない情報は含めない
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でください。 

 

Appleは、App Storeの取引条件を一律に適用することで、デベロッパへの公平性が確保されると

強く信じています。同時にAppleは、地域毎の法令を遵守しており、App Storeについて協議する

ために、現地の規制当局と面会することを常に望んでいます。Appleは、日本の商慣習および日

本のカルチャーを理解する日本の社員および専門家から、Appleの日本における業務が日本の法

令およびシステムと合致しているか助言を受けています。Appleはこれらの措置が、告示第3.4項

に記載されている具体的な取組例に一致していることから、これらの措置が適切かつ効果的であ

り、Appleと日本のデベロッパとの緊密な関係を促進するものと考えています。 

 

③ 告示２．４. ２③に関する事項 

 

(5) ◆その他法第７条第１項の規定に基づき講じた措置に関する事項 

 

  



21 

 

5. 法第９条第１項第２号から第４号までに掲げる事項について自ら行った評価に関する事項 

 

(1) 法第９条第１項第２号に掲げる事項について自ら行った評価に関する事項 

 

A. 苦情および紛争の対応 

 

Appleは、デベロッパの苦情に対処し、Appleとデベロッパの間の紛争を解決するために必要なシ

ステムおよび手続の整備に関する基本的な考え方および具体的な取組をレビューし、慎重に検討

しました。Appleは告示に示された具体的な取組例に一致した措置を実施することができました。

デベロッパからの苦情および紛争への対応は、おおむねAppleの既存の内部プロセスの明確化と

改善、既存の透明性に向けた取組のタイムラインの迅速化に資するものでした。例えば、Apple

はガイドラインおよび／またはDLPAの違反に関するより多くの情報を提供するために、デベロッ

パに対する通知の更新に時間とリソースを費やしています（ただし、このような情報の開示によ

り、App Storeでの不正行為に対応する能力が損なわれる可能性がある場合を除きます。）。報

告期間中に苦情ポータルを通じて受領した4件の苦情は、社内の苦情審査プロセスおよび手続の

改善に役立ちました。具体的には、これらの苦情は、デベロッパの苦情および紛争の処理を担当

する、専門的知見と経験に富んだ特別に指定された組織横断型の内部チーム間の議論および協力

を促進しました。さらに、経験豊富で継続的に高いレベルのトレーニングを受けている専門家に

よって構成されているApp Reviewチームに対して行われるアプリ却下の異議申し立ては、App 

Reviewチームが誤った決定がなされた理由を再確認し、その内容を記録し、トレーニングに組み

込んでApp Reviewのプロセスを改善し、そのプロセスの変更が将来確実に実施されるようにする

ことの助けとなっています。同様に、アカウントの停止やアプリの削除に対する異議申し立ては、

これらの措置に関する決定のプロセスを見直し、より適切かつ公正に決定がなされることに寄与

しました。 

 

Appleは、デベロッパヘルプガイドをApple HelpウェブページからApp Store Connect Developer

ウェブページに移動させたことで、日本の苦情ポータルの認知度とアクセスのしやすさを向上さ

せました。日本のデベロッパは、App Store Connect Developerウェブページを通じて、簡単に

苦情ポータルを特定して法に基づく苦情を提出することができます。苦情ポータルに関する情報

は、DPLA、App Store Connectや、アカウントの制限、停止、終了の通知を含む複数の方法によ

り日本のデベロッパに共有されています。さらに、アカウントの停止、アプリの削除、およびア

プリの却下に関する異議申し立てシステムは、Apple Developer Support ウェブサイトにおいて

わかりやすく公開されています。デベロッパは、https：//developer.apple.com/contact/app-

store/？topic=appealの異議申し立てのリンクにアクセスできます。また、アプリ却下に関する

異議申し立てのリンクは、App Reviewのページにも掲載されており、日本語で閲覧が可能です。

https：//developer.apple.com/jp/app-store/review/ 
 

(2) 法第９条第１項第３号に掲げる事項について自ら行った評価に関する事項 

 

B. 規約の開示 – 法第５条第１項乃至第４項 

 

i. 一般に提供される規約 – 法第５条第１項 

 

DPLA、別紙、ガイドラインおよびプライバシーポリシーの記載は十分に具体的、明確かつ分かり

やすいものとなっています。 

 

ii. 規約の個別の開示（デベロッパ） – 法第５条第２項第１号 

 

a. 提供の拒絶の場合の基準 – 法第５条第２項第１号（イ） 

 

https://developer.apple.com/contact/app-store/?topic=appeal
https://developer.apple.com/contact/app-store/?topic=appeal
https://developer.apple.com/jp/app-store/review/
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サービス提供の拒絶に関する規約の記載は、具体的、明確かつ分かりやすいものとなっています。

さらに、デベロッパに提供される通知は、十分に具体的、明確かつ分かりやすく、アプリが削除

される理由、違反があった規約の関連条項、および（可能である場合には）アプリの該当する部

分のスクリーンショットが説明されています。通知では、デベロッパはApp Reviewと直接やり取

りを行い、アプリを法令に遵守させることまたは決定に異議を申し立てることが可能であるとい

うことが明記されています。 

 

b. 商品又は役務の購入の場合の条件 – 法第５条第２項第１号（ロ） 

 

Appleの手数料に関する規約の記載は、具体的、明確かつ分かりやすく開示されています。 

 

c. 検索及びランキングの主要なパラメータ – 法第５条第２項第１号（ハ） 

 

App Storeにおけるアプリのランキングおよび見つけやすさに関する規約は、具体的、明確かつ

分かりやすいものとなっています。また、この点に関するWebサイトリソースもデベロッパに提

供されています。23例えば、デベロッパ向け記事「評価、レビュー、返答」には、アプリの評価

に関する追加情報が含まれています。24 

 

d. 商品等提供データを取得又は使用する場合の条件 – 法第５条第２項第１号

（ニ）、（ホ） 

 

商品等提供データの取得および利用に関する規約の記載は、具体的、明確、かつ分かりやすいも

のとなっています。Appleは、Appleが保有する商品等提供データの種類を開示し、App Store 

Connectを介してデベロッパがデータをダウンロードできる方法を説明しています。また、Apple

はこの点に関して法的条項以外にも多くのリソースをデベロッパに提供しています。25 例えば

「App Store Connect ヘルプ」には、デベロッパが利用可能な財務報告の種類に関する詳細な情

報が記載されています。 

 

e. 苦情又は協議の申出をするための方法 – 法第５条第２項第１号（ヘ） 

 

規約の記載は具体的、明確かつ分かりやすいものであり、デベロッパがP2B苦情を申出する方法

が説明されています。 

 

f. 開示することが必要なものとして経済産業省令で定められている事項 – 法第５

条第２項第１号（ト） 

 

Appleは、デベロッパに対し、最恵待遇を適用することはありません。Appleは、Appleが開発し

たアプリが手数料の対象とならない旨を、DPLAにおいて平易な言葉で明確に開示しています。返

金が発生した場合は、返金の一般的な理由を開示しますが、返金に関する詐欺やその悪用の発生

を防止し、お客様のプライバシーを保護するために、特定の詳細を省略しています。規約の記載

は具体的、明確かつ分かりやすく開示されており、どのような場合にAppleが税金および調整、

ユーザーへの返金、不正行為に対する支払いを留保することがあるかについて説明しています。

上記に記載した通り、Appleがデベロッパに対し、その他のモバイルアプリストアと比較して、

 
23 デベロッパ向け記事「App StoreとMac App Storeでの見つけやすさの向上」参照。下記にて日本語で閲覧が可

能です。 

https://developer.apple.com/jp/app-store/discoverability/ 
24  デベロッパ向け記事「評価、レビュー、返答」参照。下記にて日本語で閲覧が可能です。

https://developer.apple.com/jp/app-store/ratings-and-reviews/ 
25 「App Store Connectヘルプ」の「支払と財務報告」参照。下記にて日本語で閲覧が可能です。 

https://developer.apple.com/jp/help/app-store-connect/measure-app-performance/overview-of-reporting-

tools/ 

https://developer.apple.com/jp/app-store/discoverability/
https://developer.apple.com/jp/app-store/ratings-and-reviews/
https://developer.apple.com/jp/help/app-store-connect/measure-app-performance/overview-of-reporting-tools/
https://developer.apple.com/jp/help/app-store-connect/measure-app-performance/overview-of-reporting-tools/
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Appleをより有利に扱うように要求することはありません。 

 

iii. 規約の個別の開示（ユーザー） – 法第５条第２項第２号 

 

a. 検索及びランキングの主要なパラメータ 

 

Appleは、アクセスしやすく使いやすいWebサイトを整備し、App Storeのランキングおよび見つ

けやすさを決定するために使用される主要なパラメータに関する最新の情報を、当該Webサイト

において提供しています。例えば、Appleは、Webページが、これらのプラクティスに関する最も

適切でユーザーに有益な開示であるように維持しています。報告期間中、Appleは、日本のデベ

ロッパに対する透明性および公正性を向上させる直接的な取組として、検索およびランキングに

関する主要なパラメータに関して規約を更新しました。 

 

b. Appleが商品等提供データの取得又は使用する場合の条件 

 

Appleによる商品等提供データの取得および利用に関するプライバシーポリシーの記載、ならび

にユーザーがデータを利用する方法や取得する方法に関する開示は、十分に具体的、明確かつ分

かりやすいものとなっています。  

 

iv. 提供条件によらない取引の実施の要請 – 法第５条第３項第１号 

 

Appleはデベロッパに対して提供条件によらない取引の実施を要請することはありません。 

 

v. 提供の拒絶 – 法第５条第３項第２号 

 

Appleがアプリの配信を拒絶するというAppleの決定に関してデベロッパに（耐久性のある媒体に

より）提供される通知は、十分に具体的、明確かつ分かりやすいものとなっています。Appleは、

デベロッパに対し、サービス提供の拒絶の事前通知を行わない場合、経済産業省令に規定される

免責事項を遵守しています。例えば、自ら行った評価のプロセスの一環として、Appleは、デベ

ロッパの行動および活動がアプリ配信の拒絶の原因となった際にデベロッパに送付された通知の

テンプレートを収集し、検討しました。 

 

vi. 支払いの留保 – 法第５条第３項第３号 

 

税金および調整、返金、不正行為に対する支払いの留保に関するデベロッパへの（耐久性のある

媒体による）通知は、十分に具体的、明確かつ分かりやすいものとなっています。例えば、自ら

行った評価のプロセスの一環として、Appleは、デベロッパの不正な行為および／または活動が

支払い留保の原因となった際にデベロッパに送付された通知のテンプレートを収集し、検討しま

した。 

 

vii. 提供条件の変更 – 法第５条第４項第１号 

 

規約の変更に関するデベロッパへの（耐久性のある媒体による）通知は、十分に具体的、明確か

つ分かりやすいものとなっています。例えば、自ら行った評価のプロセスの一環として、Apple

は、規約に予定される変更に関してデベロッパに事前に送付されたEメールを収集し、検討しま

した。 

 

viii. 提供の全部の拒絶/終了 – 法第５条第４項第２号 

 

アカウントの停止に関するデベロッパへの（耐久性のある媒体による）通知は、十分に具体的、

明確かつ分かりやすいものとなっています。Appleは、デベロッパに対し、停止の事前通知を行
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わない場合、経済産業省令に規定される免責事項を遵守しています。例えば、自ら行った評価の

プロセスの一環として、デベロッパの行為および／または活動がApple Developer Programアカ

ウントの停止の原因となった際にデベロッパに送付された通知のテンプレートを収集し、検討し

ました。またAppleは、デベロッパに停止の事前通知を行わなかった場合に、十分な理由があっ

たことを確認しました。例えばデベロッパによる不正行為がある場合、通常、Appleはデベロッ

パに停止の事前通知を行いません。不正行為によってApp Store、ユーザーおよび他のデベロッ

パの安全性に切迫した重大な脅威がもたらされることから、Appleは、そのような事態において

は事前通知を行わないことが合理的で適切であると考えています。 

 

(3) 法第９条第１項第４号に掲げる事項について自ら行った評価に関する事項 

 

Appleは、告示に示された基本的な考え方および具体的な取組をレビューし、慎重に検討しまし

た。Appleは告示に示された具体的な取組例に一致している措置、または法第7条第1項に示され

た方向性を実現する上で適切かつ有効な措置を実施することができました。例えば、自ら行った

評価のプロセスの一環として、Appleは、規約の変更、デベロッパからの苦情および紛争の対応、

デベロッパのフィードバックの要請と検討に関する正式なプロセスの見直しと改善に重点を置い

ています。 

 

(4) 特定デジタルプラットフォームの事業の運営実態を踏まえ、透明性及び公正性の観点から特

に留意して講じた措置に関する事項がある場合は、当該事項及びその評価 

 

App Storeの透明性および公正性の向上に向けた取組 

 

報告期間中、Appleはデベロッパとの相互理解、透明性および公正性を強化する新しいツール、

機能、改良、方針の変更を改めて導入しました。Appleは、特に日本における強固なデベロッパ

の基盤を支えるために実施された取組と投資を取り上げるため、補足資料「App Storeの透明性

および公正性に関する報告書」を通じ、これらの重要な取組について詳述しています。 

 

(5) ◆その他法第９条第１項第２号から第４号までに掲げる事項について自ら行った評価に関す

る事項 

 

以 上 
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添付書類リスト 

 

 

添付書類1 - Appleデベロッパ契約（ADA） 

 

添付書類2 - Appleデベロッパプログラム使用許諾契約（DPLA） 

 

添付書類3 - 有料アプリケーション契約（Appleデベロッパプログラム使用許諾契約（DPLA）の

別紙2および3）およびその添付書類（個別または総称して「別紙」） 

 

添付書類4 - App Reviewガイドライン（ガイドライン） 

 

添付書類5 - Appleメディアサービス利用規約（AMS） 

 

添付書類6 - Appleプライバシーポリシー（プライバシーポリシー）  

 

添付書類7 – 提供の拒絶の場合の基準 – 法第５条第２項第１号（イ）に関するAppleの規約の具

体的な規定 

 

添付書類8 - 商品又は役務の購入の場合の条件 – 法第５条第２項第１号（ロ）に関するAppleの

規約の具体的な規定 

 

添付書類9 - 検索及びランキングの主要なパラメータ – 法第５条第２項第１号（ハ）に関する

Appleの規約の具体的な規定 

 

添付書類10 - 商品等提供データを取得又は使用する場合の条件 – 法第５条第２項第１号（ニ）

に関するAppleの規約の具体的な規定 

 

添付書類11 - 商品等提供利用者が商品等提供データを取得又は使用する場合の条件 – 法第５条

第２項第１号（ホ）に関するAppleの規約の具体的な規定 

 

添付書類12 - その他開示することが必要なものとして経済産業省令で定められる事項 – 法第５

条第２項第１号（ト） 返品及び返金の条件に関するAppleの規約の具体的な規定 

 

添付書類13 - その他開示することが必要なものとして経済産業省令で定められる事項 – 法第５

条第２項第１号（ト） 支払いを留保する場合の条件に関するAppleの規約の具体的な規定 

 

添付書類14 - 規約の個別の開示（ユーザー） - 法第５条第２項第２号 Appleが商品等購入デ

ータを取得又は使用する場合の条件 – 法第５条第２項第２号（ロ）に関するAppleの規約の具体

的な規定 
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A. はじめに 

 

Appleは、本報告期間中、多大なリソースを日本のマーケットに投入することで、日本のデベロ

ッパのコミュニティに対する揺るぎないコミットメントを再確認しました。Appleによる投資は、

日本のデベロッパがApp Storeでより大きな成功を実現するための原動力となっており、デベロ

ッパのイノベーションおよび成長を促進し、最良の顧客体験および顧客保護を提供するという

App Storeの2つの主要な目的を推し進める上で重要な役割を果たしています。 
 

本報告期間中、Appleは、デベロッパが新たな高みに到達することを支援するために、数多くの

新しい取組を展開しました。Appleはまた、日本国内のデベロッパ基盤の発展を支援する既存の

プログラムをさらに拡充させ、日本のデベロッパに継続的なサポートを提供しています。本報

告期間に導入された新しい取組の一例として、Appleは、iPhoneのタッチ決済を日本でリリース

しました。これにより、日本の事業者の皆様は、iPhoneで対面の非接触決済に対応できるよう

になります。この取組の一環として、Appleは、アプリデベロッパがiPhoneのタッチ決済を利用

してビジネスを運営し、成長させるための新しいソフトウェア開発キット（SDK）をリリースし

ました。 

 

Appleは、Appleと日本のデベロッパコミュニティとの間の相互理解を深めることに引き続き注

力しています。本報告期間中、相互理解を促進し、大臣評価で取り上げられた事項に対応する

ために特別に工夫された様々な継続的なプログラムや新たな取組が行われました。 
 

日本の消費者とデベロッパのコミュニティは、Appleにとって引き続き最も重要です。本報告期

間中、Appleは、デベロッパとのエンゲージメントやその支援にさらなる投資を行い、日本に対

するコミットメントを示すことで、日本のデベロッパの皆様全体が重要であることを継続的に

示してきました。 

 

B. 日本のデベロッパをサポートする新しい取組と継続的な取組 

 

Appleは、日本のデベロッパのコミュニティに対し、日本でのエンゲージメント、スペシャルイ

ベント、オンラインリソースを通じて、継続的なサポートを提供しています。Appleは、日本の

デベロッパのコミュニティにとって最新かつ関連性の高いトピックに焦点をあてたリソースを

開発することで、日本のデベロッパへ包括的なサポートを提供しています。Appleは、本報告期

間中、Appleの日本の担当者による対面でのエンゲージメントや、日本のデベロッパのコミュニ

ティに向けた最近のイベントを紹介する記事やリソースの提供を通じて、日本のデベロッパと

の日本国内でのエンゲージメントを引き続き促進しました。 
 

1.  日本に拠点を置くデベロッパとのエンゲージメント 

 

Appleの日本の担当者は、日本に拠点を置くデベロッパ向けに日本でのイベントやセッションを

開催し、日本のデベロッパのコミュニティと積極的に関わっています。日本におけるこれらの

イベントやエンゲージメントセッションは、Apple社員により日本語で実施されており、デベロ

ッパにとってApp Storeでの体験に関する疑問や意見を提起する場となっています。これらのセ

ッションによって、情報やアイデアを相互に直接交換する機会が提供されます。日本でのイベ

ントやエンゲージメントセッションは、デベロッパに最新のApp Storeの開発およびビジネスに

関する情報を提供するとともに、Appleと日本のデベロッパとの間のプロフェッショナルな関係

性を強化するものとなっています。 
 

日本におけるワールドワイド・デベロッパリレーションズチーム（以下「WWDRジャパンチーム」

といいます。）は、デベロッパとのオープンかつダイレクトなコミュニケーションを促進するた

めに、エンゲージメントセッションを定期的に行っています。今年、WWDRジャパンチームは、

様々な取組（日本におけるイベントの開催、学生デベロッパとのエンゲージメント、六本木ヒ
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ルズのAppleオフィスで開催される対面イベントを通じた強固な関係性の構築、インクルージョ

ン＆ダイバーシティの促進、世界的な舞台における主要なビデオゲームの紹介を含みます。）を

通じて、日本のデベロッパのコミュニティ支援にあたり大きな前進がありました。 

 

この報告期間中、WWDRジャパンチームは東京、大阪、福岡、札幌、名古屋でイベントを開催し、

日本各地のデベロッパコミュニティとのエンゲージメントを一層促進しました。初めて福岡で

開催されたデベロッパコミュニティイベントでは、Appleの担当者が、モバイル向け開発のトピ

ックを幅広くカバーし、参加者から好評を得ました。このデベロッパとのエンゲージメントを

通じて、Appleと福岡を拠点とする複数のデベロッパチームが繋がり、その結果、いくつかのチ

ームがプロジェクトにApple Intelligenceの統合を検討し始めました。2024年には13のコミュニ

ティイベントが、2025年には現在までに8のイベントが開催されました。昨年開催されたイベン

ト全体では、約1,500のデベロッパとのエンゲージメントがありました。 

 

2. Appleに相談 

 

Appleは、前回報告期間中に日本で初めて行われた「Appleに相談」のプログラムを引き続き推

し進めました。「Appleに相談」のプログラムは、Appleのデベロッパのコミュニティが、セッシ

ョン、ワークショップ、ラボ、1対1のコンサルテーションなどを容易に見つけて参加できるよ

うにするためにグローバルで提供する機会です。デベロッパは、App Reviewの担当者に直接フィ

ードバックを求めることができ、日本のデベロッパは日本語での返答を求めることもできます。 

 

 

「Appleに相談」のプログラムは、デベロッパが最新技術を探求し、Appleのエキスパートから

アドバイスを得るためにAppleが提供する機会であり、これまで以上に多くの機会を提供しまし

た。今年の「Appleに相談」のセッションで取り上げられたトピックには、以下が含まれます。 

• WWDC24 の総括 

• Apple Vision Pro 

• Apple Intelligence 

• ヒューマンインターフェイスガイドライン 

• プロトタイピング 

• 機械学習 

• ハイエンドゲーム 

• アプリのパフォーマンス 

• App Storeの機能 

• Apple Pay 

• 国際女性デー 

 

2024 年には、45 回のセッション、75 回のコンサルテーションおよび 42 回のデベロッパラボを

通じて、約 1,000 人のデペロッパとの間で「Appleに相談」のデベロッパエンゲージメントが行

われました。2025 年初めのデータによると、今年は、より多くのデベロッパのエンゲージメン

トが予想されます。WWDRジャパンチームは一四半期に合計 10回の「Appleに相談」セッションを

開催しました。デベロッパへの退出時のアンケートでは、ほとんどのセッションにおいて 100％

のデベロッパ満足度が示されました。日本はグローバルの他の市場と比較して、デベロッパエ

ンゲージメントの最も活発な地域であり続けています。 

 

https://developer.apple.com/events/
https://developer.apple.com/events/
https://developer.apple.com/events/
https://developer.apple.com/events/
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「Appleに相談」の地域別セッション数 – 2025年第1四半期 
 

 

東京で行われた「Appleに相談」のセッション 

 

3. 日本にフォーカスしたスペシャルイベント 

 

Appleでは、デベロッパへのリーチとサポートをより効果的に行う新しい方法を常に模索してい

ます。2025年には、日本のAppleチームがこれまで十分にサービスを提供できていなかったデベ

ロッパグループと繋がることを目的とした2つの新たな取組を開始しました。これらのパイロッ

トプロジェクトは、コミュニティへの働き掛けとエンゲージメントに対する新たなアプローチ

を試みるものです。 

  

Appleは、「WeWork All Access」サブスクリプションを通じて、日本各地のリモートオフィス、

会議スペース、そしてコミュニティ管理者にアクセスし、全国に広がってWeWorkがあることを

活用することで、東京の外に所在するデベロッパとより繋がりを深めました。 
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この取組はまだ初期段階にありますが、Appleはすでに活気に満ちたスタートアップコミュニテ

ィとつながることができました。この結果として、Appleは、エネルギッシュで情熱的な新規の

デベロッパによる新しいネイティブアプリのリリース、Apple Intelligenceやその他の技術の統

合など、エキサイティングな成果を目の当たりにしました。 

 

別の新しいアウトリーチの取組では、Appleは「Appleに相談」のような大規模なアウトリーチ

プログラムと、デベロッパパートナーシップ管理者による重要な一対一のエンゲージメントの

間のギャップを埋めることを目指しています。対照的な２つの取組（大規模なアウトリーチと

一対一のエンゲージメント）は十分に提供されていますが、Appleとしてさらに多くのデベロッ

パにリーチする機会がありました。東京のAppleオフィスにおけるイベントへの招待を通じて、

これまで十分なエンゲージメントがなかったデベロッパグループにリーチし、アクティブでな

かったデベロッパたちの関心に再び火を付けました。このアプローチは、積極的に貢献するデ

ベロッパを活気づけるとともに、日本で最も広く使用され、採用されている多くのアプリを支

えるアプリ開発会社が重要な役割を果たすことが強調されました。 

 

 
Appleのデベロッパエンゲージメントセッション 
 

Swift Student Challengeは、日本の学生のデベロッパにとって再び明るい話題となりました。

本報告期間中、日本からは学生デベロッパによる71件の提出があり、これまでの日本のデベロ

ッパのSwift Student Challengeにおいて過去最多となりました。歴史的に見て、日本の学生デ

ベロッパは、Swift Student Challengeにおいて抜きん出て優れた結果を残してきました。今年

も例外ではなく、今年の優秀受賞者の一人には、日本から河原慶太郎さんが選ばれました。河

原さんは、人物の写真からパズルを自動生成する「PuzzlePix」というアプリを提出しました。 

 

青山学院大学の経済学部に所属する河原さんは、Appleで過ごした時間は素晴らしい経験になっ

たと語ります。「Apple Vision Proの開発に携わったエンジニアのお話を聞くことができました。

対面形式のデザインラボにも参加しましたし、Metalエンジニアリングチームのメンバーとも話

すことができました。これほどグローバルな影響力を持つ人々がどのように製品を作っている

のか、直接聞けたことは素晴らしい経験でした。特に印象に残ったのは、ソフトウェアエンジ

ニアリングとはチームスポーツであり、何度も話し合い、何度も失敗することが成功の鍵だと

いう考え方です。このメッセージを常に心に留めて今後活かしながら、より良いエンジニアに

なっていきたいと思います」1。 

 
1  https://developer.apple.com/jp/swift-student-challenge/distinguished-winners/ 
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WWDC24 Swift Student Challengeの優秀受賞者 

 

4. 年次世界開発者会議 

 

Appleは、現地Apple Parkとオンラインにて、今年も6月に年次世界開発者会議（以下「WWDC24」

といいます。）を開催し、日本や世界中から何千人ものデベロッパが参加する機会を提供しまし

た。 

 

WWDC24セッションはライブストリーミングされ、またすべてのセッションビデオには日本語字

幕と検索可能なテキストデータが含まれており、Appleと日本に拠点を置くデベロッパとの間の

理解と透明性を向上させました。また、参加者は、Apple主催のフォーラムやスレッドを通じて、

デベロッパ向けのディスカッションセッションに参加する機会を得ました。 

 

 
Apple ParkからのWWDC24 
 

5. iPhoneのタッチ決済 
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Appleは、日本のデベロッパコミュニティへの支援に焦点を当てたいくつかの心躍る新しい取組

も導入しました。本報告期間中、Appleは、日本で「iPhoneのタッチ決済」の提供を開始し、日

本の事業者の皆様はiPhoneだけで対面の非接触決済に対応できるようになりました。iPhoneの

タッチ決済は、決済のプラットフォームやデベロッパのiOSアプリに統合できるため、事業者は

この安全で便利な機能を簡単に導入することができます。「イノベーションと伝統が融合する

国、日本では、全国各地で新たな支払い方法が導入され、同時に、消費者側でも現金払いから

電子支払いへの移行が急速に進んでいます。この度新たに、決済プラットフォームとの提携に

より、何百万もの事業者に向けて、非接触決済にシームレスに対応できるiPhoneのタッチ決済

を提供できることを大変嬉しく思います。これにより、国内のほぼすべてのiPhoneが追加のハ

ードウェアなしに決済端末として使用できるようになり、日本の事業者が電子決済への対応に

かかる費用を削減し、お客様に簡単かつ安全で、プライバシーが守られた非接触決済の体験を

提供することが可能になります」と、AppleのApple PayおよびAppleウォレット担当バイスプレ

ジデント、ジェニファー・ベイリーは述べています。 

 

プライバシーは、Appleのすべての決済機能にわたる設計と開発の根幹をなす基本理念です。

iPhoneのタッチ決済では、お客様の決済情報はApple Payが誇るプライバシーを保護するセキュ

リティ技術と同様の技術で守られます。iPhoneのタッチ決済で行われたすべての取引はSecure 

Elementを利用して暗号化の上処理され、Apple Payと同様、購入内容や購入者などの情報を

Appleが把握することはありません。 

 

Appleは、日本でiPhoneのタッチ決済を提供するために、決済業界をリードするプラットフォー

ムやアプリ開発者と密に協業しています。iPhoneのタッチ決済は、決済プラットフォームとア

プリ開発者が事業者のビジネスの運営と成長を支援するために事業者に提供する堅牢な一連の

ツールを補完、強化するものです。 

 

iPhoneのタッチ決済は、参加している決済プラットフォームとそのアプリ開発者パートナーが、

ソフトウェア開発キット（SDK）で今すぐ活用できます。詳細については、Appleのデベロッパ

向けウェブサイトおよび以下のリンクをご覧ください。 

https://www.apple.com/jp/newsroom/2024/05/apple-introduces-tap-to-pay-on-iphone-in-

japan/ 

https://developer.apple.com/jp/tap-to-pay/ 

 

6. Apple Intelligence - 日本語機能 

 

iOS18.4、iPadOS18.4、macOSSequoia15.4 のリリースに伴い、Apple Intelligenceの機能を日本

語で利用できるようになりました。Apple Intelligenceは、ユーザーのiPhone、iPad、そして

Macの中核にパワフルな生成モデルをもたらすパーソナルインテリジェンスシステムで、ユーザ

ーのコミュニケーション、仕事、自己表現に役立つ驚くべき新機能を提供します。日本のデベ

ロッパは、Apple Intelligenceの機能を自身のアプリ内に組み込むことで、ユーザー体験を向上

させることができます。現在日本で利用可能なApple Intelligence機能のさらなる詳細について

は、こちらのリンクをご覧ください： 

 https://www.apple.com/jp/newsroom/2025/03/apple-intelligence-features-are-now-

available-in-more-languages/ 

 
 

C. 大臣評価において述べられた経済産業省からのコメント 

 

1. 規約明確化の措置 
 
a) 利用事業者による情報へのアクセスを向上させる措置 

自社ウェブサイトでの検索窓から、利用事業者向けヘルプページ等情報を集約したページを

https://developer.apple.com/jp/tap-to-pay/
https://developer.apple.com/jp/tap-to-pay/
https://www.apple.com/jp/newsroom/2024/05/apple-introduces-tap-to-pay-on-iphone-in-japan/
https://www.apple.com/jp/newsroom/2024/05/apple-introduces-tap-to-pay-on-iphone-in-japan/
https://developer.apple.com/jp/tap-to-pay/
https://www.apple.com/jp/newsroom/2025/03/apple-intelligence-features-are-now-available-in-more-languages/
https://www.apple.com/jp/newsroom/2025/03/apple-intelligence-features-are-now-available-in-more-languages/


8 
 

容易に検索できるようにするなど、利用事業者が探したい情報を容易に見つけられる取組
み・工夫がなされることを求める。 

 

Appleデベロッパ契約およびガイドライン（Appleデベロッパ契約（以下「ADA」といいます。）、

Appleデベロッパプログラム使用許諾契約（以下「DPLA」といいます。）、DPLAの別紙、および

App Reviewガイドライン（以下「ガイドライン」といいます。）を含みます。）はすべて、下記に

て日本語で閲覧が可能であり、容易にアクセス可能です。 

https://developer.apple.com/jp/support/terms/ 

上記の契約は、日本のデベロッパが利用および参照しやすいように、日本語で閲覧が可能です。

インターネットで「App Store terms（契約）」というキーワードで検索すると、App Storeに関

連する消費者およびデベロッパの規約へのリンクが検索結果上位に表示されます。ここから、

デベロッパは、探していた規約を特定することができます。 

 

デベロッパは、Appleデベロッパサポートのページを通じて入手可能なサポートガイドやリソー

スの形で、多くの資料を手に入れることができます。 

https://developer.apple.com/jp/support/ 

こちらから、デベロッパは、ドキュメント、ヘルプガイド、契約およびガイドラインを見つけ

ることができ、Appleの担当者にサポートを求めることもできます。 

 

規約が更新されると、Appleは、その変更内容の説明を含む記事をApple DeveloperのWebサイト

に公開します。Appleのニュース記事やヘルプセンターの記事は、Apple Developerのポータルサ

イトを通じて広くアクセス・閲覧可能であり、デベロッパによくある質問や懸念点の説明が一

通りなされています。日本語で公表された最近のニュース記事の例は、下記にて閲覧が可能で

す。 

https://developer.apple.com/jp/news/?id=edbw1dhq 
 
Appleは、デベロッパが規約を理解し、アプリをApp Store上に掲載することを支援するデベロッ

パアドボケイトのチームを擁しています。デベロッパアドボケイトの主な仕事は、日本のデベ

ロッパが指摘した重要な問題を審査・検討のために取り上げることで、日本のデベロッパにと

って最良の結果を達成することです。 

 

b) 利用規約等に対する理解を向上させる措置 
アプリストアの規約等については、… 例えば、具体的な事例を記載するなど、利用事業者が
利用規約等の内容を十分に理解することができる取組み・工夫を行うことを求める。 

 
Appleでは、引き続き、デベロッパのApp Reviewガイドラインに関する理解向上に尽力していま

す。新しいリリースに関するデベロッパの理解を促進するために、日本のデベロッパが利用可

能な新機能に関するセミナーを定期的に開催しています。 

 

ライブセミナーでの質疑応答セッションに加え、App Review担当者は研修を受けてガイドライン

の適用に関する問題に精通していることから、デベロッパは、直接App Review担当者に問い合わ

せてアプリの提出に関するサポートを受けることもできます。 

 

Appleのナレッジベース記事やヘルプガイドは、デベロッパにとって非常に重要なリソースです。

例えば、Apple DeveloperポータルのApp Reviewウェブページでは、App Reviewプロセスで避け

るべきよくある問題を取り上げています。このリソースでは、デベロッパがアプリを審査に提

出する前により良い準備ができるように、最もよくある問題をいくつか取り上げています。リ

ンク切れ、不正確なスクリーンショットおよび不明確なデータアクセスリクエストなど、デベ

ロッパがこのガイドを確認するだけで回避できる問題が数多くあります。 

このリソースは、以下のリンクから簡単に見つけることができます： 

https://developer.apple.com/jp/distribute/app-review/ 

https://developer.apple.com/jp/support/terms/
https://developer.apple.com/jp/support/
https://developer.apple.com/jp/news/?id=edbw1dhq
https://developer.apple.com/jp/distribute/app-review/
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可能な限り、Appleは各種のガイドラインで禁止される事項の具体例を含めるようにしています。

これはすべてのガイドラインで可能とは限りませんが、Appleは、各ガイドラインが扱う問題を

デベロッパが理解するのに役立つ例を含めるよう取り組んでいます。以下は、デベロッパがガ

イドラインをより理解できるようにするための具体例を含むガイドライン2.3.8の抜粋です。 

 

2.3.8 メタデータは、すべてのユーザーに対して適切なものである必要があります。

そのため、アプリの年齢制限指定が高い場合でも、アプリやアプリ内課金の

アイコン、スクリーンショット、プレビューは「4歳以上」の対象年齢にふ

さわしいものにしてください。たとえば、暴力的な描写を含むゲームアプリ

の場合でも、恐ろしい死の描写や特定のキャラクターに銃が向けられている

画面は使用しないでください。アプリのメタデータに「子ども用」といった

用語を使用できるのは、App Storeの「子ども向け」カテゴリのアプリに限

られます。混乱を避けるため、アプリの名前やアイコン（小アイコン、大ア

イコン、Apple Watchアプリ用のアイコン、代替アイコン）などのメタデー

タは、一貫して類似したものである必要があります。 

 

ガイドラインの規定が不明確または混乱を招くと感じた場合、デベロッパに対して、「ガイドラ

イン変更の提案（Suggest Guidelines Changes）」機能を通して、ガイドラインの修正提案を提

出することを推奨しています。 

 

2. 規約変更に関するデベロッパの理解を促進する措置 
 
a) 規約変更時の利用事業者とのエンゲージメントの向上 
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提供条件の変更等を行うに当たっては、利用事業者の事情を勘案し、引き続き昨年度大臣評
価において指摘した点について取り組むことを求める。 

 
Appleは、自社のポリシーおよび手続がデベロッパコミュニティに与える影響を常に考慮してい

ます。そのため、Appleは、デベロッパが規約の変更を確実に認識できるよう努めるとともに、

デベロッパに対し、規約変更による潜在的な影響に備える機会を提供しています。 

 

ガイドラインは、消費者及びデベロッパに対する新たなリスクに対応して、随時アップデート

されます。変更案の作成については、Appleの法務チームがリードを取り、社内の関係者から成

る部門横断的なグループに対して承認を求めます。すべてのデベロッパに適用されるガイドラ

インの変更案は、App Reviewの方針に精通した専門の担当者、App Review Boardの担当者、App 

Reviewの意思決定担当者、App Store、デベロッパリレーションズ、および法務チームによって

評価されます。このプラクティスは、デベロッパを平等に取り扱い、ユーザー及びデベロッパ

に対して価値のあるApp Storeの運営を総合的に改善することに役立つことから、適切かつ効果

的なものであり、すべてのデベロッパに対しても公平なものです。関係者の間で合意に達した

場合、ガイドラインの変更は、Apple Developerの「ニュースとアップデート」ウェブページに

公開され、世界各国の全てのデベロッパに電子メールが送信されます。 

 

Appleは、DPLAの更新について、事前の通知を15日以上前に行います。さらに、デベロッパのア

プリは、新しいアプリまたはアプリのバイナリの更新のいずれかを審査に提出するまでは、更

新されたApp Reviewガイドラインの対象となりません。昨年同様、Appleは、規約更新の日本語

の翻訳版を英語による規約の公表から30日以内に公表することを、目立つ形で引き続き周知し

対応しています。 

 

Appleは、ガイドラインの更新に関するデベロッパとのエンゲージメントを常に追求しています。

Appleの長年のプラクティスに従い、Appleは、「ガイドライン変更の提案」機能により、デベロ

ッパによるアイデアの提供を奨励しています。Appleの目標は、App Reviewガイドラインが公正

かつ一貫性を持って適用されることです。デベロッパはいつでもガイドラインの変更を提案す

ることができ、また、そうするよう奨励されています。本報告期間中、日本のデベロッパから 5

件の提案が寄せられました。提案は、定期的にレビュー、検討され、適切な場合には、ガイド

ラインの変更が行われます。 

 

3. 利用事業者との相互理解を促進する措置 
 
a) 利用事業者との相互理解の促進 

Apple、Google 共に、引き続き、真に利用事業者との相互理解に資する取組みを実施し、そ
の取組みを客観的に検証できる情報の報告をすることを期待する。また、現状の課題と考え
ている事項及び今後の対応方針について説明することで、自主的かつ積極的に運営改善を行
う姿勢を示すことを期待する。 

 

Appleは、利用事業者との相互理解を促進するための取組を継続的に提供しています。日本のデ

ベロッパコミュニティに対するAppleのコミットメントの一環として、Appleは、機械学習を活

用して、前回承認されたバージョンから大幅な変更があったアプリを特定する改善を、アプリ

のアップデート審査のプロセスに導入しました。この新しいアプローチは、昨年の年次報告書

に記載した「マイナーな変更」の取組が成功したことを土台として、App Reviewにおいて、マイ

ナーな更新については小規模なスペシャリストからなるチームにおいて対応することとするこ

とで、デベロッパの待機時間を約 50〜60％短縮することが可能となりました。 

 

さらに、Appleは、「コンセプト検出と発見（Concept Detection and Discovery）」も導入しまし

た。このプロジェクトでは、Appleの機械学習チームと連携して、テキストと画像の機械学習モ

デルを最適化するビジネス管理ソリューションを活用することで、App Reviewにおいて既知のコ



11 
 

ンセプトを迅速に検出することができるようになりました。例えば、Appleのチームは、最適化

されたテキストと画像モデルを活用して、提出されたアプリが「Bitcoin」コンセプトに関連し

ているかどうかを予測する「Bitcoin」コンセプトを導入しました。これによりAppleのチーム

は、ツールを通じて、App Review担当者に、a)アプリが既知のコンセプトへの明示的または暗示

的な言及を含む場合にそのことを知らせるとともに、b)タイトル、説明などのメタデータを通

じて、そのコンセプトがどのようなものであるかを教えることが可能となりました。これは、

スパム、詐欺、なりすましに対処するための貴重なツールであると同時に、アプリのコンセプ

トについてApp Review担当者に教えて知識を得ることを支援し、より一貫性のある審査体験を提

供することに役立っています。 

 

Appleは、日本のデベロッパとの間で、App Reviewに関する問い合わせに日本語で直接対応する

ため、Appleの東京オフィスに拠点を置く日本のデベロッパアドボケイトも採用しました。この

新しいデベロッパアドボケイトは、デベロッパとコミュニケーションを取り、その懸念を解決

するAppleの能力を大幅に向上させます。新しいデベロッパアドボケイトは、日本のデベロッパ

が予約した「Appleに相談」のセッションのために、毎週 10 時間から 12 時間のまとまった時間

枠を確保します。日本のデベロッパの皆様が指摘した重要な問題を審査・検討のために取り上

げることがデベロッパアドボケイトの責務です。デベロッパアドボケイトは、デベロッパに代

わってAppleのApp Reviewチームとコミュニケーションを取り、問題に対するデベロッパの視点

を伝えます。 

 

日本において、Appleは、WWDRチームについて再考し、デベロッパに対して、より深く、より個

別化されたサポートを提供するため、アプローチを一新しました。同時に、日本全国の広範な

デベロッパとのコミュニケーションへの対応も拡大しています。WWDRジャパンチームは、週次

でデベロッパと戦略的な業務に取り組み、東京のAppleオフィスで開催されるイベントにデベロ

ッパの皆様を招待しています。「One to Many」コミュニケーション、ウェビナー、コミュニティ

イベントは、すべて、日本のデベロッパに関わり、そのニーズに応えることに役立っています。

デベロッパの皆様には、日本においてAppleの担当者に連絡いただくための様々な接点がありま

す。 

 

4. 苦情および紛争の解決 
 
a) 提供拒絶措置に対する不服申立ての概要の開示 

提供拒絶措置に対する日本の利用事業者不服申立てなど、少なくとも明らかに苦情に該当す
るものについては、… 例えば、何らかの工夫によってその概要が分かるようにするなど、少
なくとも法第９条第１項第２号の趣旨に反しない程度に十分な情報開示を行うことを求める。 

 

Appleは提供拒絶措置に対する日本のデベロッパからの不服申立ての概要を記載すべきという経

済産業省のご提案を受けて、定期報告書の 2.において該当するデータをご提供しました。 
 

5. 削除措置のプロセス 
 
a) 拒絶措置の適正手続（理由の事前通知、理由の具体性） 

再審査を受ける上での参考となる情報を提供する観点から、リジェクトの根拠となる提供条
件に加え、認定した事実関係を十分詳細に利用事業者に示すことを求める。 

 

Appleは、アカウント停止およびアプリ削除の判断を、引き続き公正かつ透明性をもって行って

まいります。App Reviewチームは、問題の深刻さに応じて、アプリを削除したり追加の措置を講

じたりする前に、（コンテンツの取り下げや、ユーザーのブロックなどの方法により）好ましく

ないコンテンツの問題を是正するためにデベロッパに14～30日の間、措置の猶予を行うことが

あります。 
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App Reviewチームは、提出されたアプリをリジェクトする際には、常に適用された利用規約の条

項および認定された事実関係に関する詳細な説明をデベロッパに提供します。調査の結果は、

デベロッパによって特定された問題を解決するために特別に当該デベロッパ向けに合わせたガ

イダンスとともに、タイムリーにデベロッパに個別に返送されます。デベロッパの皆様のため

にプロセスを明確にし、デベロッパとApp Reviewの相互理解を深めるため、Appleはアプリをリ

ジェクトする際にスクリーンショットを提供する場合があります。 

 

さらに、Appleは、状況を総合的に判断し、アプリの削除を撤回することが妥当であると判断し

た場合には、不当な遅延なく、App Storeに当該アプリを復帰させます。 

 

違反が軽微な場合には、Appleは、デベロッパと協力してアプリを基準に適合させることを支援

します。不正行為の場合など、より深刻な違反がある場合については、Appleは、即座に当該ア

プリを削除し、デベロッパのアカウントを停止します。 

 

アカウント停止 

 

アカウント停止の決定は、停止の決定を撤回すべきか否かを判断するために、停止後にデベロ

ッパから提供された新しい情報を踏まえて再検討されることがあります。アカウント停止の決

定に異議申立てを行う場合には、デベロッパの皆様には以下の対応が求められます。 

 

 アカウントがApp Reviewガイドラインを遵守していると考える理由を具体的に説明す

ること。 

 異議申立てを裏付ける資料や書類を提出すること。 

 App Reviewチームから追加の情報提供を求められた場合には、その要求に応じること。 

 

異議申立ての結果に応じて、デベロッパは、電話または文書により、当該デベロッパのアカウ

ントが審査されたこと、そして決定が下された旨の連絡を受けます。 

 

アプリ削除 

 

アプリ削除の決定は、アプリ削除の決定を撤回すべきか否かを判断するために、削除後にデベ

ロッパから提供された新しい情報を踏まえて再検討されることがあります。 

 

デベロッパは、Appleがアプリのコンセプトや機能性について誤解していると感じた場合や、審

査の過程においてAppleから不公平な扱いを受けたと感じた場合には、App Review Boardに異議

申立てをすることができます。デベロッパが異議申立てを行う場合には、以下の対応が求めら

れます。 

 

 アプリがApp Reviewガイドラインを遵守していると考える具体的な理由を提示するこ

と。 

 審査を通過しなかったアプリについて、異議申立てを行うのは提出ごとに1回限りとす

ること。 

 異議申立ての前に、追加の情報提供に応じること。 

 

デベロッパは、電話または文書により、異議申立て後の最終決定について通知する連絡を受け

ます。 

 

b) 誤った拒絶措置をした場合の利用事業者の利益に十分配慮した取組み 
例えば、速やかなアカウント回復を行っていることを客観的に検証できる形で説明すること
や、補償の要否を検討することなど、より利用事業者の利益に十分配慮した取組みを期待す
る。 
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Appleは、利用事業者の利益を十分に考慮しており、予定する措置に関連する事実や状況を慎重

に検討する前に、デベロッパのアカウントに対して措置を取ることはありません。上記のとお

り、アカウント停止やアプリ削除の決定は、行われた措置を撤回するべきか否かを判断するた

めに、デベロッパから提供された新しい情報を踏まえて再検討されることがあります。 

 

6. アプリ審査 
 
a) さらなる一貫性・公平性を確保するための取組 

さらに一貫性・公平性のある審査がなされるよう、改善を求める。 
 

App Reviewには、担当者が、App Reviewのプロセスにおいて、公平性・一貫性のある判断を行う

ための指針となる多くの内部プロセスと確立された基準があります。App Reviewのスペシャリス

トは、対面で実施される講師によるトレーニングと、バーチャルな学習プラットフォーム上で

のトレーニングで構成される、広範なトレーニングプログラムを受講しています。これらのト

レーニングの一環として、スペシャリストは、提供された情報を理解していることを確認する

ための評価（テスト）を完了します。トレーニングプログラムの最後に、スペシャリストは最

終評価を完了しますが、合格するには80％以上の正確な回答が求められます。トレーニングは

すべてApp Reviewガイドラインに基づいて行われ、App Reviewガイドラインに含まれていないこ

とや不明な点がある場合、スペシャリストは、公平かつ公正な解決を確保するためのエスカレ

ーションパスに従うよう指示されます。 

 

前述した「コンセプト検出と発見（Concept Detection and Discovery）」の取組は、デベロッパ

に対してより一貫したレビュー体験を確保するために使用される一つの手段です。コンセプト

検出は、スパム、不正行為、およびなりすましの検出に焦点を当てていることから、この機能

は日本のデベロッパコミュニティにいる「善良な行為者」に利益をもたらします。 

 

また、App Reviewのスペシャリストが、公正かつ公平な決定を行っていることを確認するために

設けられたApp Reviewの監査プロセスも存在します。この監査プロセスは、通常の審査チームと

新規採用者の双方を評価する2部構成のプロセスです。通常の審査チームは、ランダムに抽出さ

れたアプリのサンプルを使用して毎週監査されます。これらのアプリは、4つの主要な正確性に

関する基準に基づいて評価されます。 

 

 ポリシーの正確性 – 該当するガイドラインの違反が審査中に把握されたか否か 

 プロセスの正確性 - 文書化されたプロセス要件が審査中に遵守されたか否か 

 コミュニケーションの正確性 - 文書化されたコミュニケーション基準が審査中に遵守

されたか否か 

 顧客サービスの正確性 - 文書化された顧客サービス基準が遵守されたか否か 

 

さらに、App Reviewには、審査のプロセスやツールを改善することを目的として、誤りやエラー

が指摘された場合に、個人を積極的に指導してフィードバックを提供するためのプロセスが設

けられています。App Reviewは、また、週次のチームミーティングにおいて、審査チームが新し

いトレンドやベストプラクティスを確実に認識するようにしています。 

 

7. 返金処理 
 
a) 返金要求を認容した理由を示すことおよび返金に関して十分な調査等を行うこと 

Apple・Google共に、･･･自らの判断で返金する場合に利用事業者がその返金の妥当性を理解
できるよう、利用事業者の求めに応じて、個別の事案における返金要求を認容した理由
（例：ユーザーが誤購入を理由に返金要求をした場合に、誤購入であることを認定した理由）
を示すことを求める。また、Appleについては、利用事業者がConsumption APIを使用して返
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金に関する判断や返金プロセスの改善に役立つ情報を提供した場合は、不正な返金でないか
十分な調査等を行うことを求める。 

 
デベロッパアカウントに影響する返金に関する質問や懸念点についてのデペロッパからの問い

合わせは、WWDRジャパンチームにて受け付けています。返金要求は、機械学習モデルによって

判断され、Appleが機密情報として扱う複雑なアルゴリズムによる検討が含まれます。このモデ

ルは、Appleの担当者によって審査された毎月数万件の取引に基づいて学習され、ペアレンタル

コントロールやコンテンツの消費の有無、これまでのアカウントの状況やこれまでの支払い方

法などのさまざまな要素を考慮しています。これまでのデバイスの状況や購入したコンテンツ

などの追加的な特性は、各返金決定に影響を与える数多くの属性の一部となっています。Apple 

の機械学習モデルは、変化に適応し、時間の経過とともにその性能を向上し続けています。 

 

b) 返金に関する情報を利用事業者に提供すること 

Apple について･･･、返金に関する各種ツール等を一覧できるような返金処理に関する情報
を日本語でまとめたページを作成すること、引き続き、利用事業者に向け返金に関する説明
会を行う等、積極的にわかりやすく説明・周知することを求める。 

 

利用可能な返金ツールに関する情報は、デベロッパポータルの以下のリンクから入手可能です

(https://developer.apple.com/jp/documentation/storekit/in-

app_purchase/handling_refund_notifications/）。デベロッパは、消費者の返金手続きをサポ

ートすることを選択できます。返金手続きの方法に関するサポートページを消費者に示すこと

により、デベロッパは消費者の返金手続きをサポートすることが可能です2。さらに、デベロッ

パは、Request Refund StoreKit APIを使用して、アプリ内で返金手続きが可能なReport a 

Problemへのダイレクトリンクを表示することも可能です3。デベロッパは、顧客の返金手続きを

サポートするアプリ内の同じ場所で、消費者を満足させるためのアイテムを配付することがで

きます。実際にAppleは、ヒューマン・インターフェース・ガイドライン（「代替となる解決策

の提示を検討する。」）において、購入に問題が生じた消費者への最大限のサポートの一環とし

て、デベロッパにこのような対応を検討することを提案しています4。例えば、デベロッパは消

費者のアカウントに入金することができます。 

 

デベロッパによるAPIの利用は引き続き増加しています。ご参考までに、2023年9月20日から 

2023年10月20日までの1ヶ月間のデータを以下に示します。 
API 説明 APIを一度でも呼び

出したことのある日

本のデベロッパの数 

2023/09/20 ～

2023/10/20 

デベロッパ向けドキュメントおよびヒュ

ーマン・インターフェース・ガイドライ

ン・リソース 

Subscription 

Status API 

自社アプリのすべての自動

更新サブスクリプションの

ステータスを取得する 

57 https://developer.apple.com/document

ation/appstoreserverapi/get_all_subs

cription_statuses 

Invoice Lookup 

API 

自社アプリについて、デベ

ロッパがAppleのサーバを

呼び出して得られる唯一の

回答（1 または 0 － ユー

ザーにより提供されたオー

ダーIDが有効であるか否

か）を確認する 

35 https://developer.apple.com/document

ation/appstoreserverapi/look_up_orde

r_id 

 
2 https://support.apple.com/ja-jp/HT204084 https://support.apple.com/ja-jp/HT204084 
3 https://developer.apple.com/documentation/storekit/transaction/3803220-beginrefundrequest 
4 https://developer.apple.com/jp/design/human-interface-guidelines/in-app-

purchase/overview/introduction/#providing-help-with-in-app-purchases 

https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/get_all_subscription_statuses
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/get_all_subscription_statuses
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/get_all_subscription_statuses
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/look_up_order_id
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/look_up_order_id
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/look_up_order_id
https://support.apple.com/ja-jp/HT204084
https://developer.apple.com/documentation/storekit/transaction/3803220-beginrefundrequest
https://developer.apple.com/jp/design/human-interface-guidelines/in-app-purchase/overview/introduction/#providing-help-with-in-app-purchases
https://developer.apple.com/jp/design/human-interface-guidelines/in-app-purchase/overview/introduction/#providing-help-with-in-app-purchases
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Refunded 

Purchases Lookup 

API 

自社アプリについて、ある

顧客が返金を受けたすべて

のアプリ内課金に関するペ

ージ分割されたリストを取

得する 

9 https://developer.apple.com/document

ation/appstoreserverapi/get_refund_h

istory 

 

2024年8月1日から2024年9月1日までの1ヶ月間のAPIのデータは以下のとおりです。 

 
API 説明 APIを一度でも呼び

出したことのある日

本のデベロッパの数 

2024/08/01 ～

2024/09/01 

デベロッパ向けドキュメントおよびヒュ

ーマン・インターフェース・ガイドライ

ン・リソース 

In-App Purchases 

History API 

これまでの自社アプリのア

プリ内課金取引の状況を取

得する 

431 https://developer.apple.com/document

ation/appstoreserverapi/get_transact

ion_history 

Subscription 

Status API 

自社アプリのすべての自動

更新サブスクリプションの

ステータスを取得する 

474 https://developer.apple.com/document

ation/appstoreserverapi/get_all_subs

cription_statuses 

Invoice Lookup 

API 

自社アプリについて、デベ

ロッパがAppleのサーバを

呼び出して得られる唯一の

回答（1 または 0 － ユー

ザーにより提供されたオー

ダーIDが有効であるか否

か）を確認する 

93 https://developer.apple.com/document

ation/appstoreserverapi/look_up_orde

r_id 

Refunded 

Purchases Lookup 

API 

自社アプリについて、ある

顧客が返金を受けたすべて

のアプリ内課金に関するペ

ージ分割されたリストを取

得する 

14 https://developer.apple.com/document

ation/appstoreserverapi/get_refund_h

istory 

Consumption API 顧客が消費型アイテムのア

プリ内課金による購入につ

いて返金を請求した場合に

Appleに情報を送信する 

11 https://developer.apple.com/document

ation/appstoreserverapi/send_consump

tion_information 

 

2024年4月1日から2025年4月1日までの期間における最新のAPIのデータは以下のとおりです。 

 
API 説明 APIを一度でも呼び

出したことのある日

本のデベロッパの数 

2024/04/01 ～

2025/04/01 

デベロッパ向けドキュメントおよびヒュ

ーマン・インターフェース・ガイドライ

ン・リソース 

Request Refund 

StoreKit API 

自社アプリ内に、顧客が返

金をリクエストできる専用

の場所を用意し、Apple に

直接返金をリクエストする

場合と同じインターフェー

スと理由コードを使用でき

るようにする 

3 https://developer.apple.corn/doc

umentation/storekit/transaction/

3803220-beginrefundrequest/ 

In-App Purchase 

History API 

これまでの自社アプリのア

プリ内課金取引の状況を取

得する 

755 https://developer.apple.com/document

ation/appstoreserverapi/get_all_subs

cription_statuses 

Subscription 

Status API 

自社アプリのすべての自動

更新サブスクリプションの

ステータスを取得する 

798 https://developer.apple.com/document

ation/appstoreserverapi/look_up_orde

r_id 

https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/get_refund_history
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/get_refund_history
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/get_refund_history
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/get_transaction_history
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/get_transaction_history
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/get_transaction_history
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/get_all_subscription_statuses
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/get_all_subscription_statuses
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/get_all_subscription_statuses
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/look_up_order_id
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/look_up_order_id
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/look_up_order_id
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/get_refund_history
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/get_refund_history
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/get_refund_history
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/send_consumption_information
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/send_consumption_information
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/send_consumption_information
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/get_all_subscription_statuses
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/get_all_subscription_statuses
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/get_all_subscription_statuses
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/look_up_order_id
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/look_up_order_id
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/look_up_order_id
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Invoice Lookup 

API 

自社アプリについて、デベ

ロッパがAppleのサーバを

呼び出して得られる唯一の

回答（1 または 0 － ユー

ザーにより提供されたオー

ダーIDが有効であるか否

か）を確認する 

227 https://developer.apple.com/document

ation/appstoreserverapi/get_refund_h

istory 

Refunded 

Purchases Lookup 

API 

自社アプリについて、ある

顧客が返金を受けたすべて

のアプリ内課金に関するペ

ージ分割されたリストを取

得する 

33 https://developer.apple.com/document

ation/appstoreserverapi/send_consump

tion_information 

Consumption API 顧客が消費型アイテムのア

プリ内課金による購入につ

いて返金を請求した場合に

Appleに情報を送信する 

21  

 

経済産業省からのフィードバックを受けて、Appleは、返金APIやその他の利用可能なAPIに関す

る追加情報をデベロッパ向けセミナーに組み込みました。例えば、日本のデベロッパ向けに開

催された最近のデベロッパセミナーでは、Appleの担当者がStoreKit APIやその他のAdvance 

Commerce APIについて詳細に説明しました。参加者を対象に実施した満足度アンケートには、合

計56件の回答が寄せられました。全体では、86％のデベロッパがプログラムに満足し（「とても

満足」25％／「やや満足」61％）、93％が貴重な知識を得たと回答しました（「とても満足」

34％／「やや満足」59％）。Appleは今後のデベロッパ向けセミナーにもAPI機能に関する情報を

引き続き含める予定です。 

 

 
処理済みの払い戻しを表示しフィルタリングする 

日本のデベロッパ向けのApp Store Connect機能 
 

また、Appleは、デベロッパの皆様がAppleとコミュニケーションを取り、返金に関する判断や

返金プロセスの改善に役立つ情報を簡単に提供できるようにしています。アプリデベロッパの

皆様は、消費者が消費型アイテムのアプリ内課金による購入について返金を請求した際に、

Consumption APIを使用してAppleに情報を送信することができます。アプリデベロッパがこの

APIの使用を選択し、消費者の同意を得た場合、購入した商品が消費されたかどうか、購入した

商品が配信されて正常に動作したかどうか、購入前にコンテンツの無料体験やサンプル、情報

が提供されたかどうかなどの情報を提供できます。 
 

さらに、Appleは、アプリデベロッパが情報を入手し、IAPの問題を迅速かつ効率的に解決する

ための追加的な方法を提供するため、App Store Server APIを開発しました。デベロッパは、以

下のリンクから、App Store Connect API に関する詳細な情報にアクセスすることができます

（https://developer.apple.com/jp/app-store-connect/api/）。これらのAPIを使用することで、

デベロッパは以下のことが可能になります。 

https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/get_refund_history
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/get_refund_history
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/get_refund_history
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/send_consumption_information
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/send_consumption_information
https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/send_consumption_information
https://developer.apple.com/jp/app-store-connect/api/
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 In-App Purchase History APIを使用して、これまでの自社アプリのアプリ内課金取引

の状況を取得すること。 

 Subscription Status APIを使用して、サブスクリプションが有効か、期限切れか、課

金再試行中か、猶予期間中かを判断すること。 

 Invoice Lookup APIを使用して、サポート時に消費者のアプリ内課金状況を確認する

こと。 

 Refunded Purchases Lookup APIを使用して、消費者が過去のアプリ内課金の返金を受

けたか否かを特定すること。 

 

これらのコミュニケーション手段の追加により、デベロッパは、カスタマーサービスの問題に

関してユーザーと効果的に関わるために必要な情報を、容易に得ることができます。また、こ

れらの手段の追加により、ユーザーとデベロッパの双方にとって便益となるよう、Appleの返金

プロセスがさらに改善されています。 
 

DPLAの付属書2の第3.4条に基づき、Appleが、DPLAの別紙2の条件に従い、自らの裁量で返金を

行うことを許可されていることは、デベロッパに通知されています。DPLAの付属書2の第3.5条

に基づき、デベロッパは、返金プロセスおよび購入に関する紛争プロセスを改善するために、

エンドユーザーの購入情報を、Appleに提供することができます5。デベロッパは、REFUND通知を

デベロッパのサーバ上のプレイヤーアカウントにマッピングすることで、返金が何度も繰り返

されている購入を特定し、不正な返金を減らすことができます。デベロッパは、不審な返金ア

クティビティを特定するため、データのモニタリングと分析を継続することが重要です。 

 

返金に関する情報は十分に文書化されており、日本のデベロッパはこの情報に容易にアクセス

できます。一部のAPI情報を除いて、返金に関するドキュメントは次のリンクから日本語でアク

セス可能です。https://developer.apple.com/jp/ 

 

Appleのビジネスチームは、返金プロセスに関する追加の情報を、デベロッパ向けセミナーや説

明資料に継続的に組み込むことにコミットしています。 

 

(c) 返金の方法に関する改善 

利用事業者が主体的にApple の課金システムを利用して返金する機能を提供する等の改善が
なされるか、注視する。また、「プロバイダがサブスクリプションの解除を要請する機能が
提供されていないため、ユーザーからの問い合わせに十分に対応することができない」と
の声については、･･･新たなシステムの提供等によりこれらの不都合の改善がなされるか、
引き続き注視する。 

 
上述のとおり、返金要求は2019年から機械学習モデルによって判断されています。この機械学

習モデルは、Appleの担当者によって審査された毎月数万件の取引に基づいて学習されています。

Appleの機械学習モデルは、ペアレンタルコントロールやコンテンツの消費の有無、これまでの

アカウント状況やこれまでの支払い方法まで、さまざまな要素を考慮しています。Appleの機械

学習モデルは、変化に適応し、時間の経過とともにその性能を向上し続けています。 

 

8.不正行為の取締り 
 
a) 適切な検索結果を提供すること 

Apple、Google 共に、ユーザーへの適切な検索結果が提供されないことは、ユーザーの誤認
が生じるだけでなく、利用事業者が自社のアプリで広告キーワードを独占的に利用すること

 
5 https://developer.apple.com/jp/documentation/storekit/in-app_purchase/handling_refund_notification

s/ 
 

https://developer.apple.com/jp/
https://developer.apple.com/jp/documentation/storekit/in-app_purchase/handling_refund_notifications/
https://developer.apple.com/jp/documentation/storekit/in-app_purchase/handling_refund_notifications/


18 
 

ができず、検索結果への不信感などにつながりうるため、利用事業者及びユーザーからの評
価も含め、今後の動向を注視する。 

 

Apple Search Adsは、App Store内の特定の限られたスペースにおいて、有料広告を通じて、ア

プリのプロモーションを行う機会をApp Storeのデベロッパに提供する、Appleのオプションサー

ビスです。Apple Search Adsでは、広告にキーワードを使用する必要はありません。実際にも、

現在Apple Search Adsで利用可能な4つの広告掲載枠のうち3つは、キーワードの使用オプション

自体が提供されていません。 

 

残る1つのキーワードが使用可能な掲載枠において、広告主がキーワードの入札を選択する場合

には、Apple Search Adsは通常、広告主によるキーワード選択について、個別の義務や禁止事項

を課すことはありません。その代わり、広告主は、すべての適用される法令上の要件を遵守す

ることを含め、適切なキーワードの選択に関する責任を負います。この責任は、Apple広告サー

ビスサービス規約の第6条(f)（https://searchads.apple.com/jp/terms-of-service）に明確に

規定されています。 

 

Apple Search Adsは、複数の国や地域で同時にアプリを広告するデベロッパを含む、世界中のデ

ベロッパに向けたグローバルなサービスであるため、そのすべての機能について、あらゆる状

況に通用する単一の義務を課すことは現実的に不可能です。そのため、Appleは、広告主が、広

告を掲載することを選択した国や地域において、適切かつ法令に準拠したキーワードを選択す

ることを含め、適切かつ法令に準拠した選択を行うことができるようにし、広告主を信頼して

います。 

 

広告主を支援するだけでなく、Appleは、第三者の正当な知的財産権を保護するために、独自の

重要な措置を講じています。例えば、Apple Search Adsのポリシーは、他者の知的財産権を違法

に侵害する広告コンテンツを禁止しています（Apple広告ポリシーの1.4をご参照ください

（https://searchads.apple.com/jp/policies#advertiser-responsibilities））。さらに、App 

Storeのガイドラインは、アプリの素材において他者の商標を不正に使用したり、メタデータに

不正に含めたりするなどの、知的財産権侵害の可能性がある行為を禁止しています（App Review

ガイドライン 2.3.7及び 5.2.1をご参照ください（ https://developer.apple.com/jp/app-

store/review/guidelines/））。したがって、Apple Search Adsにより表示される広告結果に、第

三者の商標登録されたブランド名が不正に使用されている場合には、Appleの規約に違反してい

ると判断される可能性があり、Appleの調査対象となります。  

 

さらに、消費者に混乱が生じてしまうこと自体が、全ての法域において、商標権侵害の唯一の

決定的な要素であるとは限らないものの、多くの法域において、重要な要素であることに変わ

りはありません。Appleは、Apple Search Adsの広告によって、消費者に混乱が生じることを防

ぐために、重要な措置を講じています。全てのApple Search Adsの広告には、明確に「Ad」（日

本語では「広告」）マークが付されており、広告結果と、App Store上の広告以外の（オーガニッ

クの）結果とを、はっきりと区別しています。さらに、広告とオーガニックの両方の欄におい

て、表示されたアプリとそのデベロッパの情報が明確に表示されています。 

 

したがって、Appleのユーザーは、App Storeで「アプリA」を検索し、「アプリA」やその他のア

プリを表示するオーガニックの検索結果と同時に、目立つように区別された「アプリB」向けの

広告を目にした場合、その広告は「アプリB」のデベロッパによって提示されたことが明確に示

されており、特に、「アプリB」はその広告中で「アプリA」の商標を無断で使用することは認め

られていないことから、広告の本来的な性質や出稿元について、ユーザーに合理的な混乱が生

じることはありません。 

 

Apple Search Adsにおける広告キーワードの使用に関して、Appleは、自社にも同じ競争条件を

適用しています。具体的には、Appleは、Apple Search Adsの広告主が、「Apple」やその他の
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Apple関連の用語を、広告キーワードとして入札することを禁止していません。以下に、米国及

び日本のiOS App Storeにおける例を示しています。また、Appleは、日本において、Apple 

Search Adsの広告キーワードとして、Apple関連の用語を使用することを阻止する措置を取るこ

とも、そのような措置を取ることをほのめかすこともしていません。



20 
 

 



21 
 

デベロッパが、他のデペロッパが自らの知的財産権を侵害している可能性があることを懸念す

る場合には、IP 紛争プロセスを利用して解決に向けた支援を受けることができます。 

 

 
 

9. 自社優遇に関する懸念への対応について 
 
a) データの管理に関する方針を開示すること 

利用事業者は「アプリストア運営事業者や関連事業者がアプリデベロッパーの取引データを
利用して取引を行っている」という懸念を持っているため、当該データの管理に関する方針
を開示することを求める。 

 

Appleでのデータの使用は、データガバナンスとデータの使用に関する最高水準のコンプライア

ンスを確保するための厳格なポリシーの対象となります。つまり、データは、それを知る必要

性がある場合に限り、内部でのみアクセスおよび共有され、また、データの処理は所定の使用

目的のために必要なものに限定されます。これらの原則は、特に、本ポリシーの対象となるデ

ータに適用されます。 

 

例えば、App Store上のユーザーによるアプリの閲覧やインストールに関するデータは、広く利

用可能とされることはなく、App Storeでの技術的な問題の解決やApp Storeのパフォーマンスの

測定、デペロッパへの報告といった使用目的のために必要な場合にのみアクセスが許可されま

す。関係するデータセットへのアクセスは、承認プロセスと担当者によるアクセスの両方を記

録する専用システムによって管理されます。 

 

b) 自社優遇を防ぐ措置が十分であるということを更に説明すること 
例えば、内部監査結果の概要の開示やデータアクセスが拒否又は許容されたケース例、デー
タアクセスを拒否した内部からの申し出の件数など、客観的な検証が可能となる情報を開示
することで、より一層の利用者への説明をすると共に、外部機関による監査や独立した専門
部署による内部監査がなくとも、自社優遇を防ぐ措置として十分なものであると考える理由
を説明することを期待する。 

 

Appleはデータアクセスポリシーを深刻に捉えており、関係するデータにアクセスできる者が、
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その権利を濫用することはできません。しかしながら、違反の正確な帰結は、当然のことなが

ら、個々のケース、特に問題となる違反行為や、適用のある雇用関連法の遵守などといった法

令上の要件によって異なります。 

 

Appleは、さまざまな社内業務に関連して担当者に付与するデータアクセス資格情報を定期的に

見直し、管理しています。担当者は、業務上必要不可欠な場合を除き、Appleのデータベースに

アクセスすることはできません。たとえば、Appleの担当者は、政府機関からの問い合わせへの

対応など、業務上必要不可欠な場合を除き、所属部門以外の社内データベースにアクセスする

ことはできません。その重要な業務またはプロジェクトが完了すると、そのアクセス権は審査

され、必要でなくなった場合は取り消されます。Appleは、担当者による会社データへのアクセ

スを積極的に審査および評価しているため、Appleのデータアクセスポリシーに関する外部監査

は必要ありません。また、そのような情報は、機密の業務運用データとみなされます。 

 

10.苦情対応の改善 
 
a) 利用事業者からの苦情の分析 

利用事業者の苦情を分析することを求める。そのうえで、分析結果を踏まえて継続的に運営
改善を図っていくことを求める。 

 

Appleは、利用事業者から寄せられたあらゆる苦情を継続的に検討し分析しています。このカテ

ゴリーにおける客観的なデータが足りないとする経済産業省の懸念に対応するため、経済産業

省の考え方に基づき、アプリ却下・アプリ削除、アカウント停止に対する日本のデベロッパか

らの不服申立てを「苦情」として、定期報告書の２．（「特定デジタルプラットフォームについ

ての苦情の処理及び紛争の解決に関する事項」）に記載しました。 

 

b) 担当者のいない利用事業者とコミュニケーションをとる仕組みの構築 
Apple及びGoogle共に、担当者のいない利用事業者との間でも適切なコミュニケーションを
とることができる仕組みを構築することを期待する。   

 

デベロッパは、特段担当者が明確に指定されていない場合でも、Appleと連絡を取るためにさま

ざまな手段を利用できます。 

 

AppleのWWDRチームは、ライブイベント、Eメール、デベロッパのAppleアカウントへのダイレク

トメッセージなど、複数の手段でデペロッパと連絡を取っています。AppleのWWDRチームは、デ

ベロッパと緊密に連絡を取り合い、特定の連絡担当者を設けることなくとも、潜在的な問題を

解決します。Appleのアプローチを通じて、デベロッパはタイムリーなフィードバックとガイダ

ンスを受けることで、通常は問題が解決されます。 

 

さらに、Appleデベロッパサポートのページには、デベロッパの皆様の疑問に対する回答を見つ

けるためのさまざまな方法が掲載されています。サポートガイドやデベロッパフォーラムで疑

問に対する回答が見つからない場合、デベロッパは「Appleに相談」やデベロッパサポートペー

ジの「お問い合わせ」機能などを通じて、Appleに直接問い合わせることができます。Appleデ

ベロッパサポートページは、次のリンクからご覧いただけます

（https://developer.apple.com/jp/support/）。 

 

上記の情報にかかわらず、Appleは、Appleと日本のデベロッパとの連絡手段をさらに充実させ

るため、東京にデベロッパの皆様とコミュニケーションをとって懸念の解決を支援する専任の

担当者を採用しました。 

 

11. 手数料および課金方法に関する懸念への対応 
 

https://developer.apple.com/jp/support/
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a) 手数料に関する理解を促進する措置 
Apple、Google共に、運営改善の端緒として利用事業者の意見その他の事情を有効に利用す
る適切な仕組みを構築するために、例えば、デジタルコンテンツの売買に係る手数料その他
アプリ内課金の手数料の内訳を開示した上で、費用負担の在り方について利用事業者からな
る団体と協議を進めるなど利用事業者との相互理解に向けて取り組むことを求める。  

 

App Storeは、アプリを世界中の消費者に配信する絶好の機会を日本のデベロッパに提供してい

ます。AppleはこれまでApp Storeに何十億ドルもの投資をしており、またこれからも投資を継続

していきます。Appleが課す手数料は、さらなるApp Storeのイノベーションに資金を投資するこ

とを可能としています。App Storeが初めて登場して以来、そのビジネスモデルは根本的に変わ

りませんが、デベロッパにとっての経済的な利益は時間とともに増加しています。 

 

App Storeが作られた当時、Appleは、サードパーティのデベロッパが消費者とつながるための良

質なデジタルマーケットプレースを提供し続けられるように、レベニューシェアポリシーを導

入しました。App Storeにおける基本的な取り決めはシンプルです。App Storeで購入されたデジ

タル製品やサービスに対してデベロッパが代金を請求する場合、デベロッパはAppleに対し手数

料を支払います。Appleの手数料は、デベロッパのアプリが配信されるためのテクノロジープラ

ットフォームおよびチャネルとしてのApp Storeの価値を反映しています。この手数料は、App 

Storeを顧客にとって安全で信頼できるマーケットプレースとし、そしてデベロッパにとって大

きなビジネスチャンスを生み出している様々なサービス － その中には、アプリ開発ツール、

App Review、マーケティングサービスが含まれます － のコストをカバーしています。 
 

Appleは、DPLA署名後も、Apple Developer Programに参加し、App Storeでアプリを配信するこ

とに対して、すべてのデペロッパに、メンバーシップ期間中年99米ドルを請求します。このわ

ずかな料金（2008年以来変更されていません）は、デベロッパがAppleの開発ツールを利用でき

るようにすると同時に、不正行為の抑止にも役立ちます。 

 

デベロッパは、App Storeを通じた以下のデジタル商品やデジタルサービスの購入に対して、

Appleに30％の手数料を支払います。 
• 有料アプリの購入 

• デジタルコンテンツのアプリ内課金 

• アプリで使用するために購入されたデジタルサブスクリプション（デジタルサブスクリ

プションの2年目以降は、Appleが受け取る手数料は15％のみです。） 

 

Appleはデベロッパが以下のいずれかの行為を行う場合、デベロッパから手数料を受け取りませ

ん。 
• アプリの無料提供 

• アプリ内広告のみで収益を得るアプリの提供 

• アプリ内での物理的な商品やサービスのみの販売 

• ユーザーがアプリ外でのみ購入またはサブスクリプションしたコンテンツ（音楽、本、

動画など）をデバイス上のアプリでアクセス可能とするリーダーアプリの提供 

 

App Storeの手数料は、Apple独自のツール、テクノロジー、サービスの価値、およびデベロッパ

をユーザーにつなぐApp Storeの価値を含むエコシステムへの投資に対して適正なリターンを

Appleに提供するものです。Appleの手数料は、AppleのApp Store開始時の業界における標準的な

レベニューシェア（50％から70％）を著しく下回ります。 

 

Appleの手数料は、App Store開始以降増加していません。2年目以降のサブスクリプションや、

スタートアップのアプリデペロッパが恩恵を受けることが多いSmall Business Program対象のデ

ベロッパにおいては、むしろ30％から15％に減額しています。Appleの手数料率は相当であり、
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多くの場合、デジタルコンテンツを販売する他のアプリストアおよびプラットフォームの手数

料を下回っています6。Appleは、より多くのデベロッパがAppleに支払う手数料を減額したり無

料としたりすることのできる「リーダー」や「マルチプラットフォームサービス」といった新

しいルールも導入しました。 
 

Appleのデジタルコンテンツ購入のためのアプリ内課金（以下「IAP」といいます。）のメカニズ

ムは、iOSエコシステムの利便性と安全性を維持する2つの中核的機能を果たします。第一に、

消費者が単一の安全な支払いメカニズムを介してApp Store上で購入することができる安全で便

利なメカニズムを提供します。さらにAppleは、取引に関連したあらゆる問題について、IAPを

使用しなければ提供のできないサポートを顧客に提供することができます。第二に、同様に重

要な点ですが、IAPは、Appleが売上を記録し、手数料を回収するメカニズムであるということ

です。手数料は、App Storeの維持、そしてデベロッパが最先端のアプリを生み出すのに役立て

るべくAppleが提供している独自のツール、技術およびサービスに対する投資に充てられます。

IAPがなければ、Appleが効率的に手数料を回収することは極めて困難となります。 
 

AppleのIAPは特殊なものではありません。GoogleのPlay Store、Amazon Appstore、Microsoft 

Store、そしてXbox、PlayStation、任天堂、Steamなどの多くのビデオゲームのデジタル市場に

は、いずれも類似の手数料と、これらマーケットプレースの正式なアプリ内での購入機能の利

用を求める同様の要件が設けられています。 

 

また、App Store Small Business Programに基づいて認定されたデベロッパは、一暦年の売上高

が100万米ドルを超えるまでは、有料のアプリおよびアプリ内課金に（30％から引き下げられた）

15％の減額された手数料率を支払います。競合他社の価格体系を踏まえると、Appleの手数料は

適正な市場水準で設定されています。Small Business Programは、透明性および公正性の原則の

もとに設計され、App Storeでデジタル商品やデジタルサービスを販売するデベロッパの95％以

上に対して適用されています。さらに、Appleは、物理的な商品やサービスを販売したり、無料

または広告でサポートされるアプリを配布したりするデベロッパから手数料を一切いただきま

せん。プログラムの特徴、参加資格、登録、よくある質問とその回答を明確に説明した日本語

の専用Webサイトを作成しました。Webサイトは下記にて閲覧可能です。 

https://developer.apple.com/jp/app-store/small-business-program/ 
 

大臣評価に記載されている利用事業者の声からは、Appleの手数料体系に関して、透明性の欠如

も誤解もないことは明らかです。デベロッパは、手数料に関する疑問を提起するために経済産

業省に支援を要請したように思われますが、上記のとおり、Appleの手数料は公正であり、かつ

一般的な市場に沿っています。このトピックに関して経済産業省が受けた苦情は、Appleとデベ

ロッパの間の契約関係において明確に規定されている取り決めをさらに有利なものとするため

に、政府の支援を求める実利的な事業者によるものです。 

 

b) 課金方法に関する理解を促進する措置 
Appleに対して、リーダーアプリのアウトリンクが、利用事業者にとってアプリ内課金との
比較で実質的な選択肢となる仕組みとすることを求める。 

 

リーダーアプリのエンタイトルメントのプログラムは、Appleにおいて非常に重要視されており、

自社アプリにとっての「実質的な選択肢」としてデベロッパにも評価されています。実際、す

べてのリーダーアプリのデベロッパは、IAPを導入せず、長年続くAppleのリーダールールを活

用することを選択しており、このプログラムがデペロッパにとって好ましい選択肢となってい

 
6 Jonathan Borck、Juliette CaminadeおよびMarkus von Wartburg「AppleのApp Storeと他のデジタルマーケッ

トプレース：手数料の比較（Apple’s App Store and Other Digital Marketplaces:A Comparison of Commission 

Rates）」（2020年7月22日、Analysis Group）をご参照ください。 

https://www.analysisgroup.com/globalassets/insights/publishing/apples_app_store_and_other_digital_ma

rketplaces_a_comparison_of_commission_rates.pdf 

https://developer.apple.com/jp/app-store/small-business-program/
https://developer.apple.com/jp/app-store/small-business-program/
https://www.analysisgroup.com/globalassets/insights/publishing/apples_app_store_and_other_digital_marketplaces_a_comparison_of_commission_rates.pdf
https://www.analysisgroup.com/globalassets/insights/publishing/apples_app_store_and_other_digital_marketplaces_a_comparison_of_commission_rates.pdf
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ます。リーダーアプリとは、デジタルな雑誌、新聞、書籍、オーディオ、音楽、動画など、過

去に購入したコンテンツやサブスクリプションコンテンツを提供するアプリであり、対象とな

るデベロッパに対し、ユーザーがアカウントを作成または管理することを目的としたデベロッ

パのウェブサイトへのリンクをアプリ内に含める方法を提供します。リーダーアプリのエンタ

イトルメントによりアウトリンクを設定するための条件は有資格のデベロッパにとって有益で

す。 

 

リーダーアプリのエンタイトルメントを受けるために、アプリは以下の条件を満たす必要があ

ります。 

 

 アプリの主要な機能として、雑誌、新聞、書籍、オーディオ、音楽、動画のいずれかの

デジタルコンテンツを提供していること。 

 アカウントへのサインインを許可していること。 

 サインイン後は、アプリ外（デベロッパのウェブサイトなど）で購入されたコンテンツ

やサービスへのアクセスを許可していること。 

 外部リンクアカウントエンタイトルメントを使用している場合は、アプリ内課金を提供

しないこと。 

 リアルタイムでの個人対個人のサービス（教育サービス、医療相談、不動産ツアー、フ

ィットネスクラスなど）を提供しないこと。 

 

12. 国内管理人の役割について 
 
a) 国内管理人に対して運営改善に向けた中心的な役割を付与すること 

Apple、Google共に、個別の利用事業者の理解が促進されるよう、国内管理人は引き続き、
適切な調整を行うことや運営改善に向けた中心的な役割を果たすことを求める。 

 

 

国内管理人は、日本のデベロッパに対する透明性と公正性を促進するAppleの取り組みの中心的

な役割を担っています。国内管理人は、Appleと主要なステークホルダーとの間で円滑にコミュ

ニケーションが行われるように支援します。国内管理人は、他国のAppleの担当者と日本の関係

者（デベロッパや規制当局など）との間の円滑なコミュニケーションをサポートします。日本

の関係者から連絡を受けた場合、国内管理人は、本社の担当チームとの内部コミュニケーショ

ンが促進されるようリーダーシップを発揮するとともに、本社が背景をよりよく理解し、取引

慣行や現地の規制を考慮した上で、苦情に対して妥当な結論を導くことができるよう、追加の

情報を提供します。国内管理人は、これまでに経済産業省のデジタルプラットフォーム取引相

談窓口からの29件の問い合わせに対応してきました。 

 

国内管理人は、経済産業省、日本のデベロッパ、その他の主要なステークホルダーが関与する

事案に対して、重要な背景情報を提供したり解決策を提案したりすることにより、日本におい

てニーズのある分野に対して積極的な対応を行うという重要な役割を担っています。 

 

また、developer.apple.comのサポートページからの問い合わせなど、Appleの通常のコミュニ

ケーション経路を通じて日本のステークホルダーとコミュニケーションが行われるケースも数

多くあります。国内管理人は、本社からの問い合わせに対して適切な提案を行います。問い合

わせは多岐にわたっており、国内管理人は、個々のケースの適切な解決に向けて、それぞれの

問い合わせに関連するチームと調整しながら本社と連携しています。 

 

13.その他の利用事業者の意見を踏まえた運営改善について 
 
a) （Appleが、Apple Reviewガイドライン 4.8に規定する）３条件すべてを満たすサードパーテ

ィのログインサービスの具体例の説明まではなされていない。App Reviewガイドライン 4.8
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が自社のログインサービスを事実上強制している仕組みになっていないかについては、今後
の動向を注視する。 

 

Appleはこれらのログインサービスがガイドライン4.8で規定されている3つの要素を満たしてい

ると理解しています。 

 

• Fastmail – https://www.fastmail.com 

• Firefox Relay - https://relay.firefox.com/ 

• DuckDuckGo Email Protection Privacy - https://duckduckgo.com/duckduckgo-help-

pages/email-protection/what-is-duckduckgo-email-protection/ 

• 33Mail - https://33mail.com/ 

• Simple Login - https://simplelogin.io/ 

• AnonAddy - https://addy.io/ 

• IronVest - https://ironvest.com/masked-email/ 

• NordPass- https://nordpass.com/email-

masking/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=20951273489&utm_content=

158019004699&utm_term=email%20masking%20service&gad_source=1&gbraid=0AAAAACc38-

rfsh0A63bLr6-13bTdc1xxz 

• StartMail - https://www.startmail.com/features/ 

 
b) App Reviewガイドライン 4.8 に限らず、特定デジタルプラットフォーム提供者が利用事業

者に対して提供条件の変更等の行為を行う前には、適切に評価を行い、･･･利用事業者の利
益に配慮した適切な対応を行うことを求める。 

 

App Storeの基本方針はシンプルです。ユーザーに安全なアプリ体験を提供し、すべてのデベロ

ッパに成功の機会を提供したいと考えています。この方針を実現するために、App Storeでは、

すべてのアプリを専門家が審査し、エディトリアルチームが、ユーザーが毎日新しいアプリを

見つけられるよう支援しています。また、各アプリをスキャンして、ユーザーの安全性、セキ

ュリティおよびプライバシーに影響を与える可能性のあるマルウェアやその他のソフトウェア

を検査しています。こうした取り組みにより、Appleのプラットフォームは世界中の消費者にと

って最も安全なプラットフォームとなっています。 

 

Appleは、App Reviewガイドラインを変更する際には、デベロッパからのフィードバック、提案、

実務的な影響などを常に考慮しています。ガイドラインの変更は、Apple Developerウェブペー

ジの「ニュース」において公表され、影響のあるデペロッパにEメールが送信されます。デベロ

ッパは、App Review、デベロッパアドボケイト、または「ガイドラインの変更を提案する」機能

を通じて、ガイドラインに関する問題をいつでも自由に報告することができます。 

 

ガイドラインは、消費者及びデベロッパに対する新たなリスクに対応して、随時アップデート

されます。変更案の作成については、Appleの法務チームがリードを取り、社内の関係者から成

る部門横断的なグループに対して承認を求めます。すべてのデベロッパに適用されるガイドラ

インの変更案は、経験豊富なApp Reviewのポリシースペシャリスト、App Review Boardの担当者、

並びにApp Review、App Store、デベロッパリレーションズ及び法務チームの意思決定担当者に

よって評価されます。このプラクティスは、デベロッパを平等に取り扱い、ユーザー及びデベ

ロッパに対して価値のあるApp Storeの運営を総合的に改善することに役立つことから、適切か

つ効果的なものであり、すべてのデベロッパに対して公平なものです。 

 

 

https://www.fastmail.com/
https://relay.firefox.com/
https://duckduckgo.com/duckduckgo-help-pages/email-protection/what-is-duckduckgo-email-protection/
https://duckduckgo.com/duckduckgo-help-pages/email-protection/what-is-duckduckgo-email-protection/
https://33mail.com/
https://simplelogin.io/
https://addy.io/
https://ironvest.com/masked-email/
https://nordpass.com/email-masking/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=20951273489&utm_content=158019004699&utm_term=email%20masking%20service&gad_source=1&gbraid=0AAAAACc38-rfsh0A63bLr6-13bTdc1xxz
https://nordpass.com/email-masking/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=20951273489&utm_content=158019004699&utm_term=email%20masking%20service&gad_source=1&gbraid=0AAAAACc38-rfsh0A63bLr6-13bTdc1xxz
https://nordpass.com/email-masking/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=20951273489&utm_content=158019004699&utm_term=email%20masking%20service&gad_source=1&gbraid=0AAAAACc38-rfsh0A63bLr6-13bTdc1xxz
https://nordpass.com/email-masking/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=20951273489&utm_content=158019004699&utm_term=email%20masking%20service&gad_source=1&gbraid=0AAAAACc38-rfsh0A63bLr6-13bTdc1xxz
https://www.startmail.com/features/


 

 

こちらはお客様とApple Inc.（以下「Apple」という）との間における法的契約であり、お客様によるApple Developerと
しての参加に適⽤される条件を定めるものです。このページの下部にある「同意する」ボタンを押す前に、本Apple 
Developer契約（以下「本契約」という）をお読みください。お客様は、「同意する」を押すことにより、本契約の条件に拘束さ
れることに同意することになります。  

Apple Developer契約  
1. Appleとの関係、Apple Accountとパスワード。お客様は、Appleに登録してApple Developer（以下「Apple Developer」
という）となることにより、お客様とAppleとの間に法律上のパートナーシップまたは代理関係を成⽴させるものではないことを
理解し、同意するものとします。お客様は、これとは異なる表明をしないことに同意するものとします。また、お客様は、⾃らが13歳
以上であることを証するとともに、Apple Developerとして登録することが法的に許可されていることを表明するものとしま
す。本契約は、法令によって禁⽌されている場所では無効であり、Apple Developerとして登録する権利は当該法令の管轄地
では付与されません。Appleの書⾯による別段の同意または許可がない限り、お客様は、Apple Developerであることに関連
してAppleから受け取る特典を共有または譲渡することはできません。お客様がApple Developerアカウントへのログインに
使⽤するApple Accountとパスワードは、いかなる⽅法によっても、いかなる者とも共有することはできません。お客様は、ご⾃
⾝のApple Accountとパスワードを秘密に保持すること、およびご⾃⾝のアカウントに関連する活動について責任を負うものと
します。 

2. Developerの特典。お客様は、Apple Developerとして、特定のApple Developerカンファレンス、テクニカルトーク、そ
の他のイベント（当該イベントのオンラインまたは電⼦放送を含む。以下「Appleイベント」という）に参加する機会がある場合が
あります。さらに、Appleは、Apple Developerとしてのお客様の参加に関連する、お客様⾃⾝によるご利⽤を唯⼀の⽬的とし
て、本契約およびApple Developerウェブページ（以下「本サイト」という）においてより詳細に記載されるとおり、特定のサービ
ス（以下「本サービス」という）の提供を申し出る場合があります。本サービスには、Appleイベントまたは本サイトにおいてApple
が提供するサービス、および本サイトに表⽰されるコンテンツまたは資料（以下「本コンテンツ」という）の提供が含まれる場合が
ありますが、これらに限られません。Appleは、お客様のデベロッパ体験を⾼めるため、またお客様の関⼼事項に基づいてより関
連性の⾼いコンテンツやお知らせをお客様に提供するために、情報を共有してプロファイル（以下「デベロッパプロファイル」とい
う）を作成する機能をお客様に提供する場合があります。デベロッパプロファイルを作成した場合、お客様は、お客様が居住する
管轄地における法定成⼈年齢（多くの国や地域では18歳以上）に達していることを保証し、かつデベロッパプロファイルの作成を
法的に許可されていることを表明したことになります。Appleは、通知をすることなく、かつ、責任を負うことなく、お客様への本
サービス、本サイト、および本コンテンツの提供をいつでも変更、⼀時停⽌、または中⽌することができ、提供される特定の機能お
よび資料に制限を課したり、お客様による当該資料の⼀部または全部へのアクセスを制限したりできるものとします。  

3. 制限。お客様は、本サイト、またはApple Developerとしてのお客様にAppleが提供する本サービス、Appleイベント、もしく
は本コンテンツを、不正な⽅法で悪⽤しないことに同意するものとします。これには、不正侵⼊、ネットワークキャパシティの圧迫、
または許可された⽬的以外での本サービス、本サイト、もしくは本コンテンツの利⽤が含まれますが、これらに限られません。著作
権その他の知的財産権に関する法令は、お客様に提供される本サイトおよび本コンテンツを保護するものであり、お客様は、こ
れらに含まれるすべての通知、ライセンス情報、および制限を遵守および維持することに同意するものとします。本契約において
明⽰的に許可されている場合、またはAppleとの個別の契約で別途許可されていない限り、お客様は、本サイト、本コンテンツ、
または本サービスの変更、公開、ネットワーク化、賃貸、リース、貸借、送信、販売、譲渡もしくは販売への関与、複製、派⽣物の創
出、再配布、実演、表⽰、または何らかの⽅法による悪⽤を⾏ってはなりません。お客様は、本サービス、本サイト、または本コンテ
ンツのソフトウェアまたはセキュリティコンポーネントの逆コンパイル、リバースエンジニアリング、もしくは逆アセンブルを⾏って



 

 

はならず、またはこれらのソースコードの導出を試みてはなりません（ただし、前述の制限が適⽤される法令により禁じられてい
る場合、または前述に付随するライセンス条件によって許可される場合は、その限りにおいて適⽤除外とします）。コンピュータネ
ットワーク、ソフトウェア、パスワード、暗号化コード、技術的保護⼿段のセキュリティを侵害、改ざん、もしくは回避するために本サ
イト、本コンテンツ、もしくは本サービスを利⽤すること、その他の⽅法によるいかなる違法⾏為へ関与すること、または他者が当
該⾏為を⾏うことを可能にすることは、明⽰的に禁じられています。Appleは、本サイト、本コンテンツ、Appleイベント、および本
サービスにおけるすべての権利の所有権を留保するものとし、本契約に明⽰的に規定される場合を除き、Apple知的財産権に
基づいて他の権利またはライセンスが付与または黙⽰されるものではありません。  

4. 機密保持。本契約に別段の規定がある場合を除き、お客様は、Apple Developerとしてのお客様に提供されるAppleのソ
フトウェア、サービス、および／またはハードウェアのすべてのプレリリース版（関連する⽂書および資料を含む。以下「プレリリー
ス資料」という）、ならびにAppleイベントに関連してAppleがお客様に開⽰する情報が「Apple秘密情報」とみなされ、当該呼
称で⾔及され、本契約の機密保持義務の対象となることに同意します。  

上記に関わらず、次のいずれかに該当する情報は、Apple秘密情報に含まれないものとします。（a）お客様の過失または違反に
よることなく、⼀般的かつ適法に公開されている情報、（b）Appleによって⼀般に公開される情報、（c）Apple秘密情報を利⽤す
ることなく、お客様によって独⾃に開発された情報、（d）お客様に制限を課すことなく譲渡もしくは開⽰する権利を有する第三者
から正当に取得した情報、または（e）Appleによってお客様に提供される第三者のソフトウェアおよび／もしくは⽂書であって、
かつ、当該ソフトウェアおよび／もしくは⽂書の利⽤もしくは開⽰に機密保持義務を課さないライセンス条件が付随するもの。さ
らに、Appleは、WWDC（AppleのWorldwide Developers Conference）でAppleが開⽰したプレリリースのソフトウェア、
サービス、および／またはハードウェアに関する技術情報に関して、お客様が前述の機密保持に関する規定に拘束されないこと
に同意します。ただし、お客様は、当該資料のスクリーンショットを投稿したり、その公開レビューを書いたり、当該資料を再配布し
たりすることはできません。 

5. Apple秘密情報の開⽰および利⽤の禁⽌。Appleによって別途明⽰的に書⾯で同意または許可されない限り、お客様は、い
かなる者にもApple秘密情報を開⽰、公開、または配布しないことに同意するものとします。ただし、お客様と同じ事業体で働く
従業員および外部契約者である他のApple Developerに対して、Appleが当該開⽰を別途禁⽌しない限りにおいて開⽰する
場合を除きます。Apple Developerとしてのお客様の承認された⽬的のためである場合、またはAppleによって書⾯で明⽰的
に同意もしくは許可された場合を除き、お客様は、いかなる⽅法によってもApple秘密情報を利⽤しないことに同意するものと
します。これには、各場合において、Appleの正式な権限を付与された代表者の事前の書⾯による承認なしに、お客様⾃⾝また
は第三者の利益のために利⽤する場合を含みますが、これに限られません。さらに、お客様は、Apple秘密情報の不正な利⽤、開
⽰、公開、または拡散を防⽌するために、合理的な予防措置を講じることに同意するものとします。お客様は、Apple秘密情報の
不正な開⽰または利⽤により、回復不能な損害および重⼤かつ解明困難な被害がAppleに発⽣する恐れがあることを認めるも
のとします。したがって、お客様は、本契約に基づくお客様の義務の履⾏を求めるための、即時の差⽌命令による救済を要求する
権利に加え、Appleが有し得るその他あらゆる権利および救済⼿段をAppleが有することに同意するものとします。法令もしく
は規制により、または管轄裁判所の有効かつ拘束⼒のある命令に基づいて、お客様がApple秘密情報を開⽰することが義務付
けられる場合、お客様は、当該開⽰を⾏うことができます。ただし、お客様が当該開⽰を⾏う前にAppleに通知し、かつ、開⽰を
制限するとともに、当該情報の秘密性を保持し、保護するための取り扱いを求めるために、お客様が商業的に合理的な努⼒を尽
くすことを条件とします。前述の規定に基づく開⽰は、当該情報をApple秘密情報として保持するお客様の義務からお客様を免
除するものではありません。  



 

 

6. 秘密性のあるプレリリース資料。  

A. ライセンスおよび制限。Appleがプレリリース資料をお客様に提供する場合、お客様が本契約の条項および条件を遵守する
ことを条件として、Appleは、本契約において、本第6条に規定する、限定された⽬的のためにのみ、プレリリース資料を利⽤する
ための、⾮独占的かつ譲渡不能な権利およびライセンスをお客様に付与するものとします。ただし、当該プレリリース資料が別の
ライセンス契約の適⽤対象である場合、お客様は、本契約の第4条および第5条に加えて、当該資料に付随するライセンス契約
も、お客様によるプレリリース資料の利⽤に適⽤されることに同意するものとします。さらに、お客様は、本契約の第4条および第
5条とライセンス契約の機密保持に関する制限事項との間に⽭盾がある場合には、ライセンス契約が優先的に適⽤されることに
同意するものとします。お客様は、プレリリース資料の設計において、当該プレリリース資料⽤とされているのと同じオペレーティ
ングシステムと組み合わせて動作するように設計された製品を、お客様がテストおよび／または開発する⽬的以外のためにプレ
リリース資料を利⽤しないことに同意するものとします。本契約は、Apple知的財産権（例えば、営業秘密、特許、著作権、商標、お
よび⼯業意匠を含むが、これらに限られない）を製品に組み込んだり、利⽤したりする権利またはライセンスをお客様に付与する
ものではありません。本契約に明⽰的に規定されている場合を除き、Apple知的財産権に基づいて、その他の権利またはライセ
ンスが付与されたり、黙⽰されたりすることはありません。お客様は、プレリリース資料を逆コンパイル、リバースエンジニアリン
グ、逆アセンブル、または他の⽅法で⼈間が認識できる形式に変換しないことに同意するものとし、プレリリース資料の全部また
は⼀部を変更、ネットワーク化、賃貸、リース、送信、販売、または貸借してはなりません。  

B. プレリリース資料にアクセスするための許容年齢。プレリリース資料にアクセスした場合、お客様は、お客様が居住する管轄地
における法定成⼈年齢（多くの国や地域では18歳以上）に達していることを保証し、プレリリース資料へのアクセスを法的に許可
されていることを表明したことになります。本契約は、法律によって禁⽌されている場所では無効であり、プレリリース資料にアク
セスする権利は当該法律が適⽤される管轄地では付与されません。お客様が、お客様が居住する管轄地において、13歳から法
定成⼈年齢までの年齢の個⼈の親または法定後⾒⼈である場合、お客様は、本契約に従い、お客様の監督下でのみ⾏うプレリリ
ース資料へのアクセスに関連した使⽤のために、当該個⼈がお客様のApple Accountおよびパスワードの使⽤を許可すること
ができます。お客様は、当該個⼈による本契約およびAppleとのその他すべての契約の遵守および違反について責任を負います。 

C. プレリリース資料の機能。 プレリリース資料を、最終リリース版の商⽤グレード製品と同様に機能するものとして信頼するべ
きではなく、⼗分かつ定期的にバックアップされていないデータと共に使⽤するべきでもありません。また、プレリリース資料に
は、まだ利⽤できない特徴、機能、またはその他のソフトウェアもしくはサービスが含まれている場合があります。お客様は、
Appleが当該プレリリース資料の可⽤性について公表していない場合があること、およびAppleが当該プレリリース資料を将来
公表することまたは利⽤できるようにすることについてお客様に約束または保証していないこと、ならびにAppleが当該ソフトウ
ェアもしくはサービス、またはこれらと類似性もしくは互換性のある技術を公表または市販することについて、お客様に明⽰的ま
たは黙⽰的に伝える義務を負わないことを認め、これに同意します。お客様は、プレリリース資料に関してお客様が実施する研究
または開発は、すべてお客様⾃⾝の責任で⾏うことを明⽰的に認め、これに同意します。  

D. 追加のプレリリース資料。Appleは随時、お客様がエンドユーザーとして評価する⽬的で使⽤するために、追加のプレリリース
資料へのアクセスを提供する場合があります。追加のプレリリース資料には、本契約に加えて別途規定される条件が適⽤される
ものもあり、その場合には、お客様による利⽤にもそれらの条件が適⽤されます。当該プレリリース資料は、すべての⾔語、また
はすべての国や地域で利⽤できるとは限りません。また、Appleは、それらが特定の場所での利⽤に適していることや利⽤可能で
あることについていかなる表明も⾏いません。お客様が当該プレリリース資料にアクセスすることを選択する限りにおいて、お客
様はこれを⾃発的に⾏い、適⽤されるあらゆる法律（適⽤される現地法を含むが、これに限られない）を遵守する責任を負いま
す。お客様は、Appleが、第三者またはAppleの提供するあらゆるサービスについて、お客様およびエンドユーザーを含むその他
の⼈に対して⼀切の責任を負わないことを認め、これに同意します。Appleおよびそのライセンサーは、随時、サービスへのアク



 

 

セスを変更、中⽌、削除、または無効化する権利を有すること。いかなる場合にも、Appleは、当該サービスに対するアクセスの削
除または無効化について、⼀切責任を負わないこと。さらに、お客様は、当該プレリリース資料の商⽤リリース時に、またはApple
が求める場合はそれよりも前に、本契約に基づいてエンドユーザーとして評価する⽬的でお客様に提供されたプレリリース資料
の使⽤をすべて中⽌することに同意します。 

E. データの収集および利⽤に対する同意。Appleの製品およびサービスをテスト、提供、改善するため、かつお客様がデベロッ
パシードプロセスの⼀環として提供されるプレリリース資料をインストールまたは使⽤することを選択した場合に限り、お客様
は、Appleとその⼦会社および代理⼈が、プレリリース資料から診断情報、技術情報、利⽤情報、および関連情報を収集する可能
性があることを認め、これに同意します。Appleは、お客様に対し、Apple Developerポータル上の当該情報の収集について通
知するものとし、お客様は、当該プレリリース資料をインストールまたは使⽤するかどうかを選択する前に、通知された情報につ
き、Appleが開⽰するリリースノートおよびその他の情報を注意深く検討する必要があります。当該プレリリース資料をインストー
ルまたは使⽤した場合、お客様は、Appleとその⼦会社および代理⼈が、前記の通り、当該情報のすべてを収集および使⽤する
ことについてお客様の許可を得ることになることについて認め、これに同意したことになります。 

7. デベロッパコンテンツのライセンスおよび制限。お客様は、Apple Developerとして、Appleが随時お客様による利⽤を可
能にする場合がある特定の専有コンテンツ（ビデオプレゼンテーションおよびオーディオ録⾳を含むが、これらに限られない。以
下「本コンテンツ」という）にアクセスすることができます。本コンテンツは、Appleによって書⾯で別途同意または許可されない
限り、Apple秘密情報とみなされます。Appleによって別途明⽰的に許可されていない限り、Apple Developerであるかどう
かに関わらず、お客様は、お客様と同じ事業体で働く従業員および外部契約者を含むがこれらに限られない、いかなる者との間
でも本コンテンツを共有してはなりません。これらの規定を前提として、Appleは、お客様がApple Developerとして承認され
た⽬的のために本コンテンツにアクセスし、および本コンテンツを利⽤するための個⼈的かつ譲渡不能のライセンスをお客様に
付与するものとします。ただし、お客様がダウンロードできるのは本コンテンツのコピー1部のみであり、当該ダウンロードは
Appleが指定したダウンロード期間内に完了する必要があります。Appleによって明⽰的に許可されている場合を除き、お客様
は、本コンテンツもしくはその⼀部を変更、翻訳、複製、もしくは配布し、またはそれらの派⽣物を創出してはなりません。お客様
は、本コンテンツに存するいかなる権利も、賃貸、リース、貸借、販売、サブライセンス、譲渡、またはその他の⽅法で移転してはな
りません。Appleおよび／またはAppleのライセンサーは、本コンテンツ⾃体およびそのコピーまたはその⼀部の所有権を保持
します。本コンテンツは、本契約に基づいて利⽤するためにのみ、Appleによってライセンス付与されるものであり、販売される
ものではありません。Appleは、お客様に明⽰的に付与されていないすべての権利を留保します。お客様がこれらの規定のいず
れかを遵守しない場合、本コンテンツを利⽤し、および本コンテンツにアクセスするための本ライセンスに基づくお客様の権利
は、Appleからの通知なく、⾃動的にその効⼒を失うものとします。  

8. 互換性検証ラボ、Developer Technical Support（DTS）。お客様は、Apple Developerとして、Appleが随時、
Apple Developerの特典として、または別途有償で、お客様による利⽤を可能な状態にすることがある、Appleのソフトウェア
および／もしくはハードウェアの互換性テストおよび開発ラボ（以下「ラボ」という）ならびに／またはデベロッパのテクニカルサ
ポートインシデント（以下「DTSサービス」という）を利⽤できる場合があります。お客様は、当該ラボおよびDTSサービスのすべ
ての利⽤が、お客様への事前の通知の有無に関わらず、随時変更される、当該サービスに関するAppleの利⽤ポリシーに従った
ものとなるようにすることに同意するものとします。前述の規定を制限することなく、Appleは、本サイトに当該変更の記載を含
む投稿を⾏う場合、および／または当該変更を記載したEメールをお客様に送信する場合があります。本サイトに当該通知が掲
載されていないか、および／またはAppleで登録したEメールアドレス宛てに当該通知が届いていないかを確認することは、お
客様の責任です。お客様は、当該サービスの変更または休⽌について、Appleがお客様または第三者に対して責任を負わないこ
とに同意するものとします。DTSサービスの⼀環として、Appleは、特定のコードスニペット、サンプルコード、ソフトウェア、その他
の資料（以下「本資料」という）をお客様に提供する場合があります。お客様は、AppleがDTSサービスの⼀部として提供するす



 

 

べての本資料がお客様にライセンス付与されるものであり、本資料に付随する条項および条件に従ってお客様によってのみ利⽤
されなければならないことに同意するものとします。Appleは、当該本資料に存するすべての権利、権原、および利益の所有権を
留保するものとし、Apple知的財産権に基づいて他の権利またはライセンスが付与されたり、黙⽰されたりすることはありませ
ん。本資料に付随する条項および条件において明⽰的に規定されている場合を除き、お客様は、当該本資料を複製、逆コンパイ
ル、リバースエンジニアリング、サブライセンス、または他の⽅法で配布する権利を有するものではありません。お客様は、DTSサ
ービスからテクニカルサポートを要求および受領する場合、お客様のソフトウェアに組み込まれている情報を含め、お客様また
は第三者の秘密情報をAppleに提供しないことに同意するものとします。お客様は、お客様がAppleに提供する当該本資料
に含まれる、⽭盾するあらゆる通知、凡例、またはラベルがいかなる効⼒も持たないことに同意するものとします。Appleは、該
当する特許または著作権を前提として、お客様から受け取った当該情報を適切な態様で⾃由に利⽤できるものとします。
Appleは、時期および理由を問わず、ラボへのアクセスまたはDTSサービスへのアクセスの要求を拒否する権利を留保するもの
とします。拒否した場合、Appleは、拒否された当該ラボまたはサポートリクエストについて、クレジットをお客様に付与する場合
があります。紛失または変更されたファイル、データ、プログラム、または提供された他の資料の復元については、お客様が単独
で責任を負うものとします。  

9. 修正契約、連絡。Appleは、⾃⼰の裁量において、いつでも、規則およびポリシーを含め、本契約を変更する権利を留保するも
のとします。お客様は、Appleから通知される当該変更（新しい条件、更新、改訂、補⾜、変更、ならびに追加の規則、ポリシー、お
よび条項および条件を含む。以下「本追加条項」という）を確認し、これらに精通する責任を負うものとします。すべての本追加条
項は、本契約において、この参照により本契約に組み込まれるものであり、お客様が引き続き本サイトを利⽤することにより、お
客様による本追加条項の承諾が⽰唆されることになります。さらに、Appleは、随時お客様に連絡する場合があります。当該連
絡は、電話および／またはEメールの形式で⾏われる場合があり、会員情報、マーケティングマテリアル、技術情報、ならびにお客
様によるApple Developerとしての参加に関する更新または変更が含まれる場合がありますが、これらに限られません。本契
約に同意することにより、お客様は、Appleが当該連絡を⾏う場合があることに同意することになります。  

10. 契約の期間と解除。Appleは、Appleの単独の裁量において、いつでも、登録済みのApple Developerとしてのお客様の
資格を剥奪または⼀時停⽌することができるものとします。Appleが登録済みのApple Developerとしてのお客様の資格を剥
奪した場合、Appleは、Appleの単独の裁量において、いつでも、お客様による再申請を拒否する権利を留保するものとします。
お客様は、その意思を書⾯でAppleに通知することにより、時期および理由を問わず、登録済みのApple Developerとしての
参加を終了することができます。解除、またはAppleの裁量による⼀時停⽌の時点で、Appleによってお客様に付与されたすべ
ての権利およびライセンスはその効⼒を失うものとします。これには、本サイトにアクセスする権利が含まれます。また、お客様
は、お客様が保有または⽀配する、あらゆるApple秘密情報を破棄することに同意するものとします。Appleの要求に応じて、お
客様は、当該破棄を証する書⾯をAppleに提供することに同意するものとします。その理由を問わず、本契約に基づいて⽀払わ
れた料⾦または他の料⾦は、⼀部たりとも返⾦されることはありません。本契約の解除後も、第1条、第3条から第5条、第7条（た
だし、Appleが当該利⽤について指定した期間に限る）、第10条から第20条は、引き続き両当事者を拘束するものとします。  

11. Appleによる独⽴した開発。本契約のいかなる規定も、お客様が開発、⽣産、販売、または配布する可能性のあるその他の
製品、ソフトウェア、もしくは技術と同じまたは類似の機能を実⾏し、または他の態様で当該製品、ソフトウェア、もしくは技術と競
合する製品、ソフトウェア、または技術を開発、取得、ライセンス供与、マーケティング、販売促進、または配布するAppleの権利を
損なうものではありません。 



 

 

12. Appleの商標、ロゴ等の利⽤。お客様は、www.apple.com/legal/guidelinesfor3rdparties.htmlで公開され、随時変
更される可能性があるApple商標および著作権使⽤に関するガイドライン（以下「本ガイドライン」という）に従うことに同意する
ものとします。お客様は、「Apple」、Appleのロゴ、「Mac」、「iPhone」、もしくは「iPod touch」のマーク、またはAppleに帰属
し、もしくはAppleにライセンスが付与されたその他のマークを、各場合においてAppleによって書⾯で明⽰的に承認されるか、
またはAppleの本ガイドラインで許可される場合を除き、いかなる態様でも利⽤しないことに同意するものとします。お客様は、
お客様によるAppleの商標の承認された利⽤から⽣じるすべてののれんが、Appleの利益のために効⼒を⽣じるものであり、か
つ、Appleに帰属することに同意するものとします。  

13. 保証の否認。Appleならびにその関連会社、⼦会社、役員、取締役、従業員、代理⼈、パートナー、およびライセンサー（本第13条
および第14条の⽬的のために、以下「Apple」と総称する）は、本サイト、本コンテンツ、本サービス（前述の機能または特徴を含む）、
ラボ、DTSサービス、またはお客様がApple Developerとして本契約に基づいて受け取る他の情報もしくは資料（本第13条および
第14条の⽬的のために、以下「本サービス」と総称する）について、正確であり、信頼でき、適時のもので、安全であり、エラーがなく、
中断されず、瑕疵が修正されることを約束しません。本サービスは、「現状有姿」および「利⽤可能な範囲」で提供されるものであり、
通知なしで変更されることがあります。Appleは、お客様がアクセスしたり、本サービスからダウンロードしたりするコンテンツ（ファ
イル、情報、その他のデータを含む）に、ウイルス、汚染、または有害な内容が含まれていないことを保証できません。さらに、Apple
は、本サービスの⼀環として結果または問題の特定もしくは是正を保証するものではなく、Appleは、当該事項に関連する⼀切の責
任を否認します。Appleは、明⽰または黙⽰を問わず、正確性、権利の⾮侵害、商品性、および特定⽬的適合性を保証しないことを
含め、⼀切の保証をしません。Appleは、お客様による本サービスの利⽤に関連し、またはこれに関する第三者の作為、不作為、およ
び⾏為に関して⼀切の責任を否認します。お客様は、本サービスの利⽤についてのすべての責任を負うとともに、すべての危険を負
担するものとします。これには、当該サービスにおいて⼊⼿した情報を含みますが、これに限られません。本サービスへの不満につい
て、お客様がAppleに対して有する唯⼀の救済は、本サービスの利⽤を停⽌することです。救済に関するこの制限は、両当事者間の
取引の⼀部を構成するものとします。Appleがプレリリースのソフトウェア、ハードウェア、またはこれらに関する他の製品、本サービ
ス、もしくは情報を、Apple Developerとしてのお客様のために利⽤可能な状態とする場合、お客様は、Appleが更新、機能強化、
または修正を提供したり、Appleが⾏う可能性のある製品またはサービスの変更についてお客様に通知したり、将来の任意の時点
において製品またはサービスを公開または紹介したりする義務を負わないことを理解するものとします。  

14. 責任の否認。適⽤される法令によって禁じられていない限りにおいて、Appleは、いかなる場合においても、本契約またはお客様
による本サービスの利⽤もしくは利⽤不能から、またはこれらに関連して⽣じるものであって、いかなる態様で⽣じたかを問わず、ま
た、契約、保証、不法⾏為（過失を含む）、製造物責任、または他の理論に基づくか否かを問わず、提供の遅延から⽣じる損害、逸失利
益、データ、ビジネス、もしくはのれんについての損害、ビジネスの中断についての損害、または他の商業的な損害もしくは損失を含む
が、これらに限られない、⼈的傷害、またはその種類を問わず、付随的、特別、間接、結果的、もしくは懲罰的損害について、Appleが当
該損害の可能性について知らされていた場合であっても、また、救済の重要な⽬的を達することができない場合であっても、責任を負
わないものとします。いかなる場合においても、すべての損害についての本契約に基づくAppleのお客様に対する合計責任額（⼈的
傷害が関わる場合に適⽤される法令によって義務を負わされているものを除く）は、50ドル（$50.00）を超えないものとします。  

15. 第三者の通知および製品。AppleがApple Developerとしてのお客様に提供する第三者ソフトウェアには、独⾃のライセ
ンス条項が付随している場合があります。その場合、当該ライセンス条項は、その特定の第三者ソフトウェアの利⽤に適⽤されま
す。Apple Developerとしてのお客様に提供される資料、⽂書、広告、またはプロモーションにおける第三者および第三者製品
への⾔及は、情報提供のみを⽬的としており、保証または推奨を構成するものではありません。すべての第三者製品の仕様およ
び説明は、それぞれのベンダーまたはサプライヤーによって提供されており、Appleは、これらのベンダーまたは製品の選択、性
能、または利⽤に関して責任を負わないものとします。あらゆる理解、合意、または保証は、ベンダーと将来お客様となる可能性
のあるユーザーとの間において直接なされるものです（存在する場合）。  



 

 

16. 輸出管理。  

A. お客様は、⽶国の法令およびApple秘密情報が取得された地を管轄する法令によって承認されている場合を除いて、Apple
から受け取ったApple秘密情報を使⽤したり、他の態様で輸出または再輸出したりしてはなりません。特に、いかなる場合におい
ても、Apple秘密情報は、該当する当局からの必須の承認を得ることなく、（a）⽶国の禁輸国もしくは地域、または（b）⽶国財務省
の特別指定国リスト（list of Specially Designated Nationals）、⽶国商務省の拒否⼈名リスト（Denied Person's List）、ま
たは他の制限当事者リストに記載されている者に対して、またはこれらの者との取引を促進するために、輸出または再輸出され
てはなりません。Apple Developerになることにより、またはApple秘密情報を利⽤することにより、お客様は、お客様が当該
の国または地域に居住しておらず、当該リストに記載されていないことを表明および保証したことになります。また、お客様は、
核兵器、化学兵器、もしくは⽣物兵器、または他の軍事最終⽤途の開発、設計、製造、または⽣産を含むが、これらに限られない、
⽶国の法令によって禁⽌されているいかなる⽬的のためにもApple秘密情報を利⽤しないことにも同意するものとします。  

B. デベロッパは、デベロッパ、およびデベロッパを直接的もしくは間接的に⽀配するまたはデベロッパと共に⽀配下にある法⼈
もしくは個⼈が、次のいずれにも該当しないことを表明および保証するものとします。（a）App Storeを利⽤できる国または地域
の制裁リストに記載されている、（b）⽶国の通商禁⽌国または通商禁⽌地域でビジネスを⾏っている、または（c）15 C.F.R. § 744
で定義および詳述されている軍事関係のエンドユーザー。本第16条で⽤いる「⽀配」とは、法⼈または個⼈が、議決権株式の所
有、登録資本⾦の持分⽐率、契約、またはその他の⼿段のいずれによるかを問わず、その他の法⼈の経営⽅針を決定し、または
決定させる権限を直接的もしくは間接的に所有することを意味します。  

17. 準拠法。本契約は、法の抵触に関する規定を除き、カリフォルニア州の法令を準拠法とし、同法に従って解釈されるものとし
ます。さらに、両当事者は、本契約から⽣じる紛争について、⽶国カリフォルニア州北地区の地⽅裁判所、カリフォルニア州サンタ
クララ郡上位裁判所、サンタクララ郡⾃治体裁判所、またはサンタクララ郡のその他すべての裁判所のうち、いずれかの裁判所に
提訴するものとし、当該裁判所の⼈的管轄および裁判地についてのあらゆる異議を放棄するものとします。  

18. エンドユーザーが⽶国政府である場合。特定のApple秘密情報は、場合に応じて48 C.F.R. §12.212または48 C.F.R. 
§227.7202で使⽤されている⽤語である「商業コンピュータソフトウェア」（Commercial Computer Software）および
「商業コンピュータソフトウェア⽂書」（Commercial Computer Software Documentation）により構成される48 C.F.R. 
§2.101で定義されている「商業製品」（Commercial Products）とみなされる場合があります。48 C.F.R. 12.212または
48 C.F.R. 227.7202-1から227.7202-4に呼応して、商業コンピュータソフトウェアおよび商業コンピュータソフトウェア⽂書
は、⽶国政府のエンドユーザーに対して、（a）商業製品としてのみ、かつ（b）本契約条件に従ってその他のエンドユーザーすべてに
付与される権利のみを伴って、使⽤許諾されるものです。⾮公開の権利は、⽶国の著作権法に基づき留保されています。  

19. プライバシー。お客様の個⼈データは、いかなる場合においてもAppleプライバシーポリシーに従って取り扱われます。プラ
イバシーポリシーは、https://www.apple.com/legal/privacy/jp/でご確認いただけます。 

20. 雑則。本契約に基づく措置の履⾏の遅延またはその不履⾏は、Appleの正式な権限を付与された代表者によって署名され
た書⾯において明⽰的に権利が放棄されない限り、権利放棄を構成するものではありません。また、⼀度権利放棄をすることは、
継続的または後続の権利放棄を構成するものではありません。本契約は、お客様の承継⼈を拘束しますが、Appleの正式な権
限を付与された代表者の書⾯による承認なしに、お客様が本契約の全部または⼀部を譲渡することはできません。要件を遵守
していない譲渡はすべて無効とします。いずれかの条項が執⾏不能または無効であることが判明した場合、当該条項は必要最
⼩限の範囲で制限または削除され、本契約はそれ以外については完全に効⼒を有し、有効かつ執⾏可能な状態を維持するもの
とします。本契約は、その主題に関する両当事者間の完全合意を構成し、当該主題に関する以前のすべての理解に優先します。



 

 

本契約の条項の追加、削除、または変更は、Appleの正式な権限を付与された代表者によって署名された書⾯によるものでない
限り、Appleを拘束するものではありません。両当事者は、本契約において、本契約ならびにすべての添付⽂書および関連⽂書
が英語で起草されるよう両当事者が要求したことを確認します。Les parties ont exigé que le présent contrat et tous 
les documents connexes soient rédigés en anglais. 
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AppleソフトウェアまたはAppleサービスをダウンロードまたは使⽤する前に、以下のApple Developer 
Program使⽤許諾契約（Appleデベロッパプログラム使⽤許諾契約）の各条項をよくお読みください。これらの 
各条項は、デベロッパとAppleとの間の法的な契約を構成します。 
 
Apple Developer Program使⽤許諾契約（Appleデベロ
ッパプログラム使⽤許諾契約） 
 
⽬的 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䬺䁬1䁢䁼䁝䁭䨃䙾䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㿙䄎䆳䁩䠴䋆䁕䁼䁗㿚䂐䇻䥞䁗䂉䫭䡏䁥
A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㿙䄎䆳䁩䠴䋆䁕䁼䁗㿚䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䂐䊞䩴䁕䁤䁂䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼䪒䍶䬁䁩䊳䒢䁓䂊䁝䘢䎤䁩䊙䁣
䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䇻䥞䁈䂆䁱䂷䂪䂹䂐䐿䁄䁝䁿䁩䪒䃈䃞䂡䃚䃑䁩䊙䁣䁋䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼䌁䁓䂊䂉
A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䂐䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁬䏑䠴䡏䃚䂕䂬䃤䂪䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁩䧘䬨䁗䂉䬺䄙䁊䁀䂈䁼䁗㾽 
 
䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁋䇻䥞䁕䁝˔¾ò㾼˔Paʍ¾ò㾼maʄ¾ò㾼tΚ¾ò㾼Κ˔͝˔on¾ò㾼䁈䂆䁱Πatʄ˄¾ò䐍䁏䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼 
㿙1㿚A͆͆ òtore䂐䠗䁖䁝䤰䧞㿙A͆͆˴e䁩䂆䂈䛩䁮䂊䁝䘜䑒㿚㾼㿙2㿚䡱䯠䒗䁽䂸䃁䂕䂪㿙䄎䆳䁩䠴䋆䁕䁼䁗㿚䁥䁬䏑䠴䡏䁨
䓦䬺䁬䁝䁿䁬䤰䧞㾼㿙3㿚þe͝ta˴˔g˄t䁥䁬䃊ー䂰䥵䂷䂪䂹䁬䁝䁿䁬䤰䧞䁊䆻䤓䁥䁗㾽˔¾ò㾼˔Paʍ¾ò㾼maʄ¾ò㾼䁈䂆䁱
tΚ¾ò䐍䁏䁩䇻䥞䁕䁝䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁦䁕䁤䤰䧞䁗䂉䁑䁦䂀䆻䤓䁥䁗㿙A͆͆˴e䁩䂆䂈䛩䁮䂊䁝䘜䑒㿚㾽
䁓䂇䁩㾼maʄ¾ò䐍䁏䁩䇻䥞䁕䁝䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䪒䍶䬁䁩䊳䒢䁓䂊䁤䁂䂉䂆䁄䁩䨫䏓䁥䤰䧞䁗䂉䁑䁦䂀䁥䁋䁼䁗㾽 
 
A͆ ˴͆e䁬㿥䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁈䂆䁱䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤㿦䁩䡑䑒䁗䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼A͆ ˴͆e䁊㾼A͆͆ òtore䂀䁕䁍䁭䂜䂪䂰䃑䂓䃈
䃛䁬䤰䘺䎆䬜䁥䁬䤰䧞㾼䁼䁝䁭þe͝ta˴˔g˄t䎆䬜䁥䁬䃊ー䂰䂷䂪䂹䁬䫭䡏䁥䎲䢢䁥䁋䂉䂆䁄䁩㾼䁑䂊䂐䠼䖧䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼
䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䁡䁤䠼䖧䁓䂊A͆ ˴͆e䁩䂆䁡䁤䛩䠴䁓䂊䁝䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䈊䢖䁗䂉䘜䑒㾼A͆ ˴͆e
䁩䂆䁡䁤䡩䓰䡏䁩䗆䫐䁓䂊㾼䤰䧞䁓䂊䁼䁗㾽A͆͆ òtore䁼䁝䁭䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺䎆䬜䁥䁬䫇䗒䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㿙䫇䗒
䂤䃤䂷䃤䂵䂐䤰䧞䁗䂉䁝䁿䁩un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䓦䬺䁗䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䊈䁽䁼䁗㿚䁬䤰䧞䁭㾼䪒䍶䬁䁬䨫䔄1䁩
䊳䒢䁓䂊䁝䤰䧞䘢䎤䁩䖕䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊䬗䮈䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䤰䧞䁕䁝䁂䘜䑒䁼䁝䁭䬗䮈䂤䃤䂷䃤䂵䂐
䤰䧞䁗䂉䁝䁿䁩un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䓦䬺䁕䁝䁂䘜䑒㾼A͆ ˴͆e䁦䨫䡳䍶䬁㿙䨫䔄2㿚䂐䡂䎠䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦
䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺䎆䬜䁥䓷䨇䁂䒗䁽䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䤰䧞䁕䁝䁂䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆ ˴͆e
䁦䁬䊀䁥㾼䨫䡳䍶䬁㿙䨫䔄3㿚䂐䡂䎠䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁋˔¾ò䁼䁝䁭Πatʄ˄¾ò䁥䓦䬺䁗
䂉䁝䁿䁩䃂䂪㿙䄎䆳䁩䠴䋆䁕䁼䁗㿚䂐䒳䚕䁕㾼䂗䂚䃝䂴䂹䁥䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁬䃂䂪䂐䤰䧞䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽 
 
1. 本契約の受諾、定義 
1.1 受諾 
A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䂐䓦䬺䁗䂉䁩䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䍶䬁䁩䢯䄙䁗䂉䦴䭀䁊䁀䂈䁼䁗㾽䪒䍶䬁䁩
䢯䄙䁕䁨䁂㾼䁼䁝䁭䢯䄙䁥䁋䁨䁂䘜䑒䁩䁭㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽䁛
䁬䘜䑒䁭A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䂐䂱䂗䃤䃞ー䂺䁼䁝䁭䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁬䁨䁂䂆䁄䁩䁕䁤䁍䁞䁓䁂㾽䂸䃊
䃞䂴䃂䁭㾼䄎䆳䁬䁂䁘䂊䁉䂐䐿䁄䁑䁦䁥㾼䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁬䁝䁿㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䊔䌦㾼䜆䘲㾼䌔䄭䊨䊂㾼䂀䁕䁍䁭䯄䩤
䚖䧟䁬䗻䟱㾼䊨䊂䂀䁕䁍䁭䧶䌧䁉䂇䕲䎳䁓䂊䁝䩘䠴䝽䭦䙙䁦䁕䁤䢖䈊䞶䝧䁬䁝䁿䁩㾼䪒䍶䬁䁬䘢䑋䂐䕯䞒䁕䢯䄙䁕䁝
䁑䁦䁩䁨䂈䁼䁗㾽 
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㿙a㿚䪒䍶䬁䁬䪫䦣䁩䊳䒢䁓䂊䁝䃍䂴䂠䂪䁩䂲䂘䂴䂠䃏ー䂠䂐䧘䁏䂉䁑䁦㿙䂸䃊䃞䂴䃂䁊䪒䍶䬁䂐A͆͆˴e䁬䂗䂘䃇䂦䂕䂹䘕
䁥䣇䂑䁥䁂䂉䘜䑒㿚㾼䁼䁝䁭 
㿙ɿ㿚㿥䢯䄙䁗䂉㿦䂀䁕䁍䁭䁛䂊䁩䮧䁗䂉䃍䂰䃤䂐䂠䃛䂴䂠䁗䂉䁑䁦㿙A͆͆˴e䁊䁑䁬䛩䞊䔆䂐䠼䌁䁕䁤䁂䂉䘜䑒㿚㾽 
 
1.2 定義 
䪒䍶䬁䁩䁈䁂䁤䛏䢪䁊䝿䨘䔘䁥䧃䊳䁓䂊䁤䁂䂉䬺䏻㿙䅫䏻䁬䘜䑒㿚䁭㾼䘟䁩䄎䆳䁬䠴䋆䁦䁕䁼䁗㾽 
 
㿥広告ネットワークAPI㿦䁦䁭㾼䄉䑑䆴䁓䂊䁝䗆䫐䁦A͆͆˴e䁶䁬䡱䯠䖾䭦䁬䜆䁽䑒䂍䁙䂐䓦䬺䁕䁤㾼䂦䃎ー䂹䁓䂊䁤䁂
䂉A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁥䐙䑛䈸䢮䁊䂤䃤䃁ージ䃘䃤䁩䎠䁱䧘䁂䁝䁑䁦䂐䎲䘋䁗䂉䁝䁿䁬䩖䩘䂐䠼䌁䁗䂉䨘䗇䆴䁓䂊䁝
APu䍩䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥広告サポートAPI㿦䁦䁭㾼䐙䑛䔭䨫䓰䁈䂆䁱䂹䃚䂴䂞䃤䂡䛆䠴䂐䠼䌁䁗䂉䨘䗇䆴䁓䂊䁝APu䍩䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽  
 
㿥広告識別⼦㿦䁦䁭㾼䣁䠴䁬A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䂸䃁䂕䂪䁦䊂䯄䧘䁏䂇䂊㾼䁉䁢A͆͆˴e䁊䗇䫞䁥䫒䔤䡏䁩䨫䞼䁬䋸䆻䂐䁕䁨
䁂䏑䂈㾼䐙䑛䫭䡏䁩䁬䁽䓦䬺䁓䂊䂉䐙䑛䂦䃎ー䂹APu䂐䠗䁖䁤䠼䌁䁗䂉㾼䏓䙙䂐䣁䠴䁕䁨䁂䄰䄙䁬䦟䅤䝎䡏䁨䔭䨫䓰
䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥本契約㿦䁦䁭㾼䪒䍶䬁䁬䄰䧶䂐䐨䚕䁗䂉䁀䂇䂄䂉䧘䝋䗇㾼䨫䔄1䁈䂆䁱䁛䁬䝗䁬䡞䧘䗇䮧䂐䊈䁾䪒A͆͆˴e 
=eΚe˴o͆er Program䓦䬺䋸䞒䍶䬁䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽䋅䋆䂐䦞䁏䂉䁝䁿㾼䪒䍶䬁䁭㾼˔¾ò =eΚe˴o͆er Program 
L˔ʄen͝e Agreement㿙䁀䂇䂄䂉䧘䝋䗇㾼䨫䔄1䁈䂆䁱䁛䂊䂇䁬䁀䂇䂄䂉䡞䧘䗇䮧䂐䊈䁽䁼䁗㿚㾼òaʷar˔ FΩten͝˔on͝ 
=˔g˔ta˴ ò˔gn˔ng Agreement㾼òaʷar˔ FΩten͝˔on͝ da˴˴erά òͺɿm˔͝͝˔on Agreement㾼䁨䂇䁱䁩¯aʄ 
=eΚe˴o͆er Program L˔ʄen͝e Agreement䁩䬏䛏䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
㿥App Intent㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊㾼A͆͆ untent䂺䃒䂕䃤䂂䁛䁬䝗䁬䊂䯄䊨䤓䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䁑䁦㾼
䁨䂇䁱䁩䂓䃈䃛䁬䂕䃤䂷䃤䂹㾼䂓䃈䃛䁬䂨䃘ー䂹䂜䂴䂹㾼䂓䃈䃛䁬䂙䃤䂷䂔䂷䂔㾼䂺䂾ー䂹䁓䂊䁝䘠䩍䁈䂆䁱䁛䁬䝗䁬䊂䯄䁗
䂉䔾䜲䂐䐇䇻䁗䂉䁑䁦䂐䆻䤓䁩䁗䂉㾼䨘䗇䆴䁓䂊䁝APu䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥App Store㿦䁦䁭㾼A͆͆˴e㾼A͆͆˴e䓰䇦䕎㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬A͆͆˴e䁬䊂䯄䇦䕎䁊䃇䃚䃤䂺䆴㾼䗀䬗䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭䉴
䭦䁕㾼䁛䂊䂇䂐䎆䬜䁕䁤䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䕢䢾䁓䂊䢾䂉㾼䡩䓰䂪䂹䂓䁈䂆䁱䁛䁬䂪䂹䂓䃆䃞䃤䂹䁬䁑䁦䂐䁂䁂
䁼䁗㾽A͆͆ òtore䁭㾼˔¾ò㾼˔Paʍ¾ò㾼maʄ¾ò㾼tΚ¾ò㾼Κ˔͝˔on¾ò㾼䁈䂆䁱Πatʄ˄¾ò䐍䁏䁩䁛䂊䁜䂊䝒䒥䁕䁼䁗㾽 
 
㿥App Store Connect㿦䁦䁭㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䁝䁿䁬㾼A͆͆˴e䁊䗀䬗䁗䂉䂛䃤䃚䂕䃤䂤䃤䂷䃤䂵䉴䭦䂵ー䃜䁬䁑䁦
䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
  
㿥Apple㿦䁦䁭㾼¾ne A͆͆˴e Parˬ ĩaάւ 6ͺ͆ert˔noւ 6a˴˔ʷorn˔a 95014ւ ćփòփAփ䁩䕡䁝䂉䔔䫅䗀䂐䬗䁗䂉䂜䃛䃆䂚
䃜䂼䂓䕻䩘䙙䁥䁀䂉A͆͆˴e unʄփ䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥Apple証明書㿦䁼䁝䁭㿥証明書㿦䁦䁭㾼䪒䃈䃞䂡䃚䃑䁩䊙䁣䁋A͆͆˴e䁉䂇䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤䠼䌁䁓䂊䂉㾼A͆͆˴e䁊䥞
䐿䁗䂉䂸ジ䂰䃜䘋䫒䗇䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
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㿥Apple Maps Server API㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂦ー䃁䊀䁬䃏䂴䃅䃤䂡䊨䤓䁼䁝䁭䁛䁬䊨䤓䚔䂐㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈
䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䂗䂘䃇䂦䂕䂹㾼䁼䁝䁭䂗䂘䃇䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䠕䆺䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁕䁝䨘䗇䆴䁓䂊䁝APu䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽  

㿥Appleマップサービス㿦䁦䁭㾼¯a͆�˔t APu䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭A͆͆˴e ¯a͆͝ òerΚer APu䎆䬜䁥A͆͆˴e䁊䠼䌁䁗䂉䃏䂴
䃅䃤䂡䃈䃚䂴䂹䃆䂚ー䃑䁈䂆䁱䃏䂴䃈䂸ー䂰䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽䁑䂊䁭㾼䃏䂴䃅䃤䂡䃈䃚䂴䂹䃆䂚ー䃑䁥䓦䬺䁼䁝䁭䧃䔤䁓
䂊䂉㾼A͆͆˴e䁊䠼䌁䁗䂉䃏䂴䃈䂸ー䂰㾼䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭¯a͆�˔t �ò䎆䬜䁥A͆͆˴e䁊䠼䌁䁗䂉㾼䃏䂴䃅䃤䂡䃈䃚䂴䂹䃆䂚ー
䃑䁈䂆䁱䃏䂴䃈䂸ー䂰㾼䁈䂆䁱䃏䂴䃈䂤䃤䂷䃤䂵䂐䕢䢾䁗䂉䁝䁿䁬䊂䯄䂵ー䃜㿙䮪䁆䁮¯a͆òna͆͝˄otter㿚䂐䓶䁕䁼䁗㾽
A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䔧䙔䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䂗䂘䃇䂦䂕䂹䁼䁝䁭䂗䂘䃇䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䁕䁤䁬
䁽䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁬䂀䁬䁥䁗㾽  
 
㿥Apple Music Feed API㿦䁦䁭㾼A͆͆˴e ¯ͺ͝˔ʄ䁬䂓䃜䃁䃑㾼䌨㾼䂓ー䂷䂔䂪䂹䁬䃒䂰䂸ー䂰䂐䊈䁾䂸ー䂰䃆䂔ー䂺䁬
䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽  
 
㿥Apple Musicフィードコンテンツ㿦䁦䁭㾼A͆͆˴e䁊䠼䌁䁕㾼A͆͆˴e ¯ͺ͝˔ʄ aeeʍ APu䂐䠗䁖䁤䃝䃤䂱䃛䃤䂡䁓䂊䁝䂓
䃜䃁䃑䂓ー䂹䃠ー䂠㾼䌨㾼䃐䃖ージ䂴䂠䃄䂸䂛䁬䃈䃝䃄䃖ー䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽  
 
㿥Apple Pay API㿦䁦䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂀䁕䁍䁭䝩䘎䚤䧎䁩䂆䂈㾼䁼䁝䁭䁑䂊䂇䂐䠗䁖䁤䐿䁄䓷
䨇䕤䝎䁩䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩㾼䂦䃎ー䂹䝩䘎䁬A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䘕䁩䨷䝒䁕䁝䓷䨇䘠䩍䂐䢖䈊䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䝩
䘎䚤䧎䁩䜴䘺䁗䂉䁑䁦䂐䆻䤓䁩䁗䂉䨘䗇䆴䁓䂊䁝APu䂐䄙䪵䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e Paά APu䁩䁭㾼䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁩䊳䒢䁓䂊䁤
䁂䂉䁛䁬䝗䁬䓷䨇䊂䯄䊨䤓䁊䊈䁼䂊䁼䁗㾽  
  
㿥Apple Payペイロード㿦䁦䁭㾼䓷䨇䕤䝎䁬䄰䉯䁦䁕䁤㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱A͆͆˴e Paά APu䂐䠗䁖䁤䠼䌁䁓䂊
䂉䂜䂪䂰䃏ー䂸ー䂰䃂䂴䂢ージ㿙䮪䁆䁮㾼䓿䫐㾼F䃒ー䃜㾼䚨䋦䛏䖒䗀㾼䜴䧘䛏䖒䗀㾼䁈䂆䁱䂸䃁䂕䂪䂓䂜䂗䃤䂹䦃䑑㿚䁬䁑
䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
  
㿥Appleプッシュ通知サービス㿦䁼䁝䁭㿥APN㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䃈䂴䂨䃖䠗䟀䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䝩䁕
䁤䜴䘺䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉䁝䁿䁩㾼䁼䁝䁭¯=¯䃈䃞䂹䂤䃜䎆䬜䁥㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䪒䍶䬁䁥䋸䬯䁓䂊䁝䭡䬺䁬䁝䁿䁩㾼
A͆͆˴e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤䠼䌁䁥䁋䂉A͆͆˴e䃈䂴䂨䃖䠗䟀䂦ー䃄䂪䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥APN API㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䝩䁕䁤䃈䂴䂨䃖䠗䟀䂐䜴䘺䁗䂉䁝䁿䁩㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗
䪒䍶䬁䁥䋸䬯䁓䂊䁝䭡䬺䁬䁝䁿䁩㾼AP³䂐䓦䬺䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉䁝䁿䁬䨘䗇䆴䁓䂊䁝APu䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥Appleサービス㿦䁼䁝䁭㿥サービス㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䕢䃼䚤䧎䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䁦䌆䁩䓦䬺䁗䂉䁝䁿㾼䂀䁕䁍䁭䂸䃊
䃞䂴䃂䁊䇻䥞䁥䓦䬺䁗䂉䁝䁿㾼A͆͆˴e䁊䠼䌁䁥䁋䂉㾼䁼䁝䁭A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂐䠗䁖䁤䂀䁕䁍䁭䪒䃈䃞䂡䃚䃑䁬䄰䧶䁦
䁕䁤A͆͆˴e䁊䭡䬺䆻䤓䁩䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉㾼䂸䃊䃞䂴䃂䂦ー䃄䂪䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽䪒䃈䃞䂡䃚䃑䁩䊙䁣䁋A͆͆˴e䁊䂸
䃊䃞䂴䃂䁩䠼䌁䁥䁋䂉㾼䁛䂊䂇䁬䁀䂇䂄䂉䂓䂴䃈䂸ー䂹㿙䝒䒥䁗䂉䘜䑒㿚䂀䊈䁽䁼䁗㾽 
 
㿥Appleソフトウェア㿦䁦䁭㾼A͆͆˴e ò=�㾼˔¾ò㾼Πatʄ˄¾ò㾼tΚ¾ò㾼˔Paʍ¾ò㾼Κ˔͝˔on¾ò㾼䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭maʄ¾ò㾼䃈
䃞䃄ジ䃘䂼䃤䂡䃈䃞䃆䂒䂕䃜㾼aPò ò=�㾼aPò䢱䣷䃂䂴䂢ージ㾼䁈䂆䁱䪒䃈䃞䂡䃚䃑䁩䊙䁣䁋A͆͆˴e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼
䌁䁗䂉䁛䁬䝗䁬䁀䂇䂄䂉䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂐䁂䁂㾼䪒䃈䃞䂡䃚䃑䁩䊙䁣䁋A͆͆˴e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼䌁䁗䂉䘜䑒䁩䁭㾼䁛䂊䂇
䁬䁀䂇䂄䂉䂓䂴䃈䂸ー䂹㿙䈊䢖䁗䂉䘜䑒㿚䂀䊈䁾䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
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㿥Apple SDK㿦䁦䁭㾼䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁋䠼䌁䁓䂊䂉A͆͆˴e䛓䬗䂮䃆䂹䂗䂘䂓䇻䥞䂞䂴䂹㿙ò=�㿚䁬䁑䁦䂐䁂䁂㾼˔¾ò㾼
Πatʄ˄¾ò㾼tΚ¾ò㾼˔Paʍ¾ò㾼Κ˔͝˔on¾ò㾼䁼䁝䁭¯aʄ ò=�䁬䄰䧶䁦䁕䁤䃚䃊䃜䧘䁏䁓䂊㾼䁛䂊䁜䂊˔¾ò㾼Πatʄ˄¾ò㾼
tΚ¾ò㾼˔Paʍ¾ò㾼Κ˔͝˔on¾ò㾼䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭maʄ¾ò䂐䔾䐿䁗䂉A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䂐䝩䘎䁦䁗䂉䫭䡏䁥İʄoʍe䂸
䃊䃞䂴䃂䂵ー䃜䃂䂴䂢ージ䁈䂆䁱òΠ˔ʷt P˴aάgroͺnʍ͝䁩䊈䁼䂊䁤䁂䂉䃉䂴䂱ー䃆䂒䂕䃜㾼APu㾼䃚䂕䃇䃚䃛㾼䂨䃐䃖䃝ー
䂰㾼䁨䂇䁱䁩䂮䃆䂹䂗䂘䂓㿙䂮ー䂪䂤ー䂺䁈䂆䁱䂛䃇ジ䂘䂠䂹䂤ー䂺㿚䂐䊈䁽䁼䁗䁊㾼䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㾽 
 
㿥Apple⼦会社㿦䁦䁭㾼䥞䐿䒗䁽䉂䔬䁼䁝䁭䘋䎨㿙䕢䡂䬀䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䉴䭦䊨䊂䁬䛩䋵䁬䢊䧂䎳䂐䧃䁗㿚䁬䗠䁨䁍䁦
䂀50ٕ䂐㾼䠋䛃䡏䁼䁝䁭䊀䛃䡏䁩A͆͆˴e䁩䨷䬗䁼䁝䁭䓷䤰䁓䂊䁤䁈䂈㾼A͆͆ òtore㾼䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺㾼
þe͝ta˴˔g˄t䁬䅚䅞䁩䊂䂍䁡䁤䁂䂉㾼䁼䁝䁭䁛䂊䂇䁦䠼䍾䁕䁤䁈䂈㾼䪒䍶䬁䁩䁈䁂䁤䏐䋟䁓䂊䁤䁂䂉㿙䮪㿁䧘䝋䗇4㿚䇦䕎
䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥Apple天候データ㿦䁦䁭㾼ĩeat˄er�˔t APu䂐䠗䁖䁤䠼䌁䁓䂊䂉䁀䂇䂄䂉䂤䃤䂷䃤䂵㾼䂸ー䂰㾼䁼䁝䁭䘠䩍䁬䁑䁦䂐䁂䁂㾼
䡛䐄䂓䃚ー䂹㾼䄰䥺䡏䁨䡛䊫䬦䩍㾼䁈䂆䁱䁛䁬䝗䁬䡛䐄䂸ー䂰䂐䊈䁽䁼䁗䁊㾼䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㾽 
 
㿥適⽤される欧州の法律㿦䁦䁭㾼䁂䁘䂊䁉䁬䢖䔔䕐䁩䡑䬺䁓䂊䂉䆻䤓䚔䁊䁀䂉䘜䑒䁩㾼䆜䕻䊂䍮䁩䊂䯄䁗䂉㾼䁼䁝䁭䊂
䯄䁗䂉䁦䙉䁕䭰䁤䂇䂊䂉Fć䩘䁼䁝䁭Fć䆺䫓䑜䁬䩘䭮㿙䁂䁘䂊䁬䘜䑒䂀㾼䇱䚜㾼䈘䟳㾼䁼䁝䁭䒌䚐䠴䂐䊈䁽㾼䙹䔜䒻䠴
䁓䂊䂉䁗䁷䁤䁬䔾䓺䩘䮨䂐䊈䁾㿚䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽䁑䂊䁩䁭㾼䊲䝂䁈䂆䁱䘢䬁䁊䊈䁼䂊䁼䁗䁊㾼䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䂉䂀
䁬䁥䁭䁀䂈䁼䁙䂑㾽 
 
㿥アプリケーション㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁬䗗䦾䁼䁝䁭䃇䃚䃤䂺䁥䤰䧞䁗䂉䁝䁿䁩㾼䁉䁢䈊䢖䁗䂉˔¾ò㾼˔Paʍ¾ò㾼
maʄ¾ò㾼tΚ¾ò㾼Κ˔͝˔on¾ò㾼䁼䁝䁭Πatʄ˄¾ò䂐䔾䐿䁗䂉A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁥䣁䁩䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩㾼㿥䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁈
䂆䁱䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤㿦䁩䖕䁂㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䇻䥞䁕䁝1䁢䄎䘕䁬䂮䃆䂹䂗䂘䂓䃈䃞䂡䃚䃑㿙1䁢䁬䂮䃆䂹䂗䂘䂓䃁䃤䂺䃜䁩䢯
䑴䁓䂊䂉䈘䟳㾼䃒䂸䂔䂓䁈䂆䁱䃚䂕䃇䃚䃛䂐䊈䁽䁼䁗㿚䁬䁑䁦䂐䁂䁂㾼䁛䁬䂮䃆䂹䂗䂘䂓䃈䃞䂡䃚䃑䁬䃁䂡䕼䚜㾼䂓䂴䃈䂸ー
䂹㾼䂓䂴䃈䂡䃝ー䂺㾼䕼䚜㾼䇱䮐㾼䨾䝈㾼䇱䡄㾼䙃䊲䃛䃛ー䂪䁈䂆䁱䙃䃁ージ䃘䃤䂐䊈䁾䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
㿥認定デベロッパ㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䖕䌦䄸䁈䂆䁱䈀䧶䍶䬁䕐㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䜆䘲䁬䃒䃤䃁ー㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁊䌔䄭䊨
䊂䁥䁀䂉䘜䑒䁩䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䌔䘳䄸䁈䂆䁱䣾䠴䈨䚟䂸䃊䃞䂴䃂䁥㾼㿙a㿚䈖㿐A͆ ˴͆e䁩䁈䁏䂉䬗䐉䁨A͆ ˴͆e䂸䃊䃞䂴䃂䂓䂜
䂗䃤䂹䂐䬗䁕㾼㿙ɿ㿚䕢䃼䚤䧎䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䁬䇻䥞䁈䂆䁱䂷䂪䂹䫭䡏䁥㾼A͆ ˴͆e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁬䘠䩍䁼䁝䁭䓦䬺䂐䫒䂇䁉䁩䦴
䭀䁦䁕䁤䁂䂉䁦䣾䁿䂇䂊㾼䁉䁢㾼㿙ʄ㿚䢖䈊䏓䙙䁊A͆ ˴͆e䦘䪻䘠䩍䁩䛃䁗䂉䊨䇦䂐䬗䁗䂉䏑䂈䁩䁈䁂䁤㾼䈖㿐A͆ ˴͆e䦘䪻䘠䩍
䁬䧗䚜䓦䬺䁈䂆䁱䇻䔤䂐䩿䁎䁝䁿䩘䡏䐠䝆䮖䁬䁀䂉䗇䫞䁩䂆䂉䑒䄙䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁦䡂䎠䁕䁤䁂䂉䕐䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥認定学⽣デベロッパ㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䝿䈨䁥䁀䂉䘜䑒䁩䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䈨䚟䁥㾼䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂䁦䁨䂉䭀䎤䂀䪲䁝
䁕䁤䁂䂉䕐䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥認定テストユニット㿦䁦䁭㾼䪒䃈䃞䂡䃚䃑䁩䊙䁣䁋䂸䃊䃞䂴䃂䁊䗀䬗䁼䁝䁭䉴䭦䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁬䂷䂪
䂹䁈䂆䁱䇻䥞䂐䐿䁄䫭䡏䁥䓶䠴䁗䂉A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䁬䃀ー䂺䂗䂘䂓䃗䂼䂴䂹䂐䁂䁂㾼䁨䂇䁱䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁊䋸䆻䁗䂉䘜䑒
䁩㾼䢖䈊䃗䂼䂴䂹䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁬䁝䁿䁬䂷䂪䂹䁈䂆䁱䇻䥞䂐䐿䁄䫭䡏䁥䓦䬺䁕㾼䪒䍶䬁䁥䋸䆻䁓䂊䂉䏑䂈䁩䁈䁂䁤㾼䂸䃊
䃞䂴䃂䁬䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂䁊䗀䬗䁼䁝䁭䉴䭦䁗䂉A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䁬䃀ー䂺䂗䂘䂓䃗䂼䂴䂹䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽䁼䁝䁭㾼䂸䃊
䃞䂴䃂䁊䝿䈨䁥䁀䂉䘜䑒䁩䁭㾼䪒䍶䬁䁥䋸䆻䁓䂊䂉䏑䂈䁩䁈䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䌔䄭䫭䡏䁥䓶䠴䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁼䁝䁭
䂸䃊䃞䂴䃂䁬䣾䠴䈨䚟䂸䃊䃞䂴䃂䁊䗀䬗䁼䁝䁭䉴䭦䁗䂉A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䁬䃀ー䂺䂗䂘䂓䃗䂼䂴䂹䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
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㿥Background Assetsフレームワーク㿦䁦䁭㾼䃗ー䂧ー䁩䂆䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䖿䇨䊵䢮䛯䁩㾼䁈䂆䁱䖿䇨䊵䢮䏴
䁬䁹䁉䁬䂰䂕䃐䃤䂡䁩䁈䁂䁤㾼䃁䂴䂠䂡䃚䂗䃤䂺䁥䂱䂗䃤䃞ー䂺䖾䭦䂐䔾䐿䁗䂉䊨䤓䂐䂓䃈䃛䁩䠼䌁䁗䂉䨘䗇䆴䁓䂊䁝
APu䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥ベータ版テスター㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵䂐䂷䂪䂹䁗䂉䁝䁿䁩
þe͝ta˴˔g˄t䁩䂦䂕䃤䂓䂴䃈䁗䂉䂆䁄䉖䬟䁕㾼䁉䁢þe͝ta˴˔g˄t䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䭡䬺䊲䬁䁩䢯䄙䁕䁝䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬
䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥ClassKit API㿦䁦䁭㾼䝿䈨䁊䉴䭦䁗䂉䉯䌌䁩䁈䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䈨䚟䙖姯䂸ー䂰䂐䜴䘺䁗䂉䁑䁦䂐䆻䤓䁩䁗䂉䨘
䗇䆴䁓䂊䁝APu䂐䁂䁂䁼䁗㾽  
 
㿥CloudKit API㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䂗䂘䃇䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー㿙䂸䃊
䃞䂴䃂䁊䢖䈊䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䂐䋸䆻䁕䁝䘜䑒㿚䁩䂆䂉㾼˔6˴oͺʍ䁬䃂䃇䃛䂴䂠䁼䁝䁭䃈䃚䂕䃊ー䂹䂤䃤䂷䂻䁉䂇䁬䐨䜿䆴䂸
ー䂰䁬䣇䁽䕢䂈㾼䗇䁋䑧䁽㾼䂠䂙䃛㾼䁼䁝䁭䕢䢾䂐䆻䤓䁩䁗䂉䨘䗇䆴䁓䂊䁝APu䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥構成プロファイル㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕㾼A͆͆˴e 6onʷ˔gͺrator䂀䁕䁍䁭䁛䁬䝗䁬䮧䔕䁗䂉A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䂮䃆䂹䂗
䂘䂓䂵ー䃜㾼F䃒ー䃜㾼䂗䂘䃇ページ㾼䂀䁕䁍䁭䫇䛠䁬䢱䣷䂐䠗䁖䁤㾼䁼䁝䁭䃓䃁䂕䃜䂸䃁䂕䂪䉴䭦㿙¯=¯㿚䂐䎆䬜䁕䁤㾼䏮
䉤䚔䁬䁀䂉A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁶䁬䐨䚕䘠䩍㿙䮪䁆䁮㾼ĦP³䁼䁝䁭ĩ˔՚a˔䛆䠴㿚䁈䂆䁱䂸䃁䂕䂪䊨䤓䁬䚐䏑㿙䮪䁆䁮㾼䂜
䃒䃚䂐䫇䐉䁩䁗䂉㿚䁬䤰䧞䂐䆻䤓䁩䁗䂉İ¯L䃆䂒䂕䃜䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥対象製品㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂗䂘䃇䂦䂕䂹㾼䂗䂘䃇䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤
䁬䁛䁬䝗䁬䃁ージ䃘䃤䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥取扱製品㿦䁦䁭㾼䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁋䇻䥞䁓䂊䁝䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䃚䂕䃇䃚䃛㾼䃂䂪㾼òaʷar˔䈘䟳㾼òaʷar˔䃈䂴
䂨䃖䠗䟀㾼䁼䁝䁭aPò䔾䜲䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥Critical Messaging API㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊㾼䌸䋣䔜䁩䁈䁂䁤ò¯ò䎆䬜䁥䃒䂴䂬ージ䂐䜴䘺
䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉䨘䗇䆴䁓䂊䁝APu䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥カスタムアプリの配信㿦䁦䁭㾼A͆͆˴e 1ͺ͝˔ne͝͝ ¯anager㾼A͆͆˴e òʄ˄oo˴ ¯anager䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁤㾼䁼䁝䁭䁛䁬
䝗A͆͆˴e䁊䋸䆻䁗䂉䠗䂈㾼䃗ー䂧ー䁩䝩䁕㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䕢䢾䁗䂉䁑䁦䂐䆻䤓䁩䁗䂉䂪䂹䂓䁼䁝䁭䂪䂹䂓
䃆䃞䃤䂹䁬䊨䤓䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥DeviceCheck API㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉2䃄䂴䂹䁬䂸䃁䂕䂪䁩䊂䁗䂉䂸ー䂰䁈䂆䁱䢖䈊䃄䂴䂹䁊䒍䏴䁩䂓䂴䃈䂸
ー䂹䁓䂊䁝⽇䧘䁬䛆䠴䁈䂆䁱䂠䂙䃛䂐䆻䤓䁩䁗䂉䂦ー䃁䂦䂕䂺APu䂐䊈䁾APu䄰䔬䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
「DeviceCheckデータ㿦䁦䁭㾼=eΚ˔ʄe6˄eʄˬ APu䂐䠗䁖䁤䨷䝒䁈䂆䁱䨲䋖䁓䂊䁝䂸ー䂰䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥ドキュメント㿦䁦䁭㾼A͆͆˴e䁊㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼A͆͆˴e䂦ー䃄䂪㾼A͆͆˴e䘋䫒䗇䁩䊂䯄䁗䂉䁼䁝䁭䁛䁬䝗䪒䃈䃞䂡䃚
䃑䁬䄰䧶䁦䁕䁤䁬䓦䬺䁬䁝䁿䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼䌁䁗䂉䋁䖨䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䓣䬶䗇䁼䁝䁭䨘䗇䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
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㿥⽂書化されたAPI㿦䁦䁭㾼A͆͆˴e䁊䨘䗇䆴䁕䁝䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䃈䃞䂡䃚䃐䃤䂡䂕䃤䂰ー䃆䂘䂕䂪䁥㾼A͆͆˴e䁬䂺䂞䃖䃒
䃤䂹䁦䁕䁤䥞䐿䁕䁝䂀䁬䁥㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁩䊈䁼䂊䁤䁂䂉䂀䁬䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥欧州関係㿦䁦䁭㾼䪒䍶䬁㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼A͆͆˴e䃀ー䂺䂗䂘䂓㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䁂䁘䂊䁩䊵䄹䁗䂉䁉䂐䫳䂍䁘㾼䄎
䆳䁬㿙˔㿚䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭㿙˔˔㿚䁩䊂䯄䁗䂉㾼A͆͆˴e䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭A͆͆˴e =˔͝tr˔ɿͺt˔on unternat˔ona˴ Ltʍփ䁦䂸䃊䃞䂴
䃂䁦䁬䊂䍮䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽㿙˔㿚Fć䆺䫓䑜䁼䁝䁭䟁䄬䁬A͆͆ òtore䂐䠗䁖䁤䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䤰䧞䁓䂊䂉㾼䁼䁝䁭䤰
䧞䁓䂊䂉䁑䁦䂐䄙䙩䁓䂊䁤䁂䂉䏑䂈䁩䁈䁏䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭䂜䂪䂰䃑䂓
䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼㿙˔˔㿚Fć䁩䗀䒥䁗䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䁡䁤˔¾ò䁼䁝䁭˔¾ò䂸䃁䂕䂪䁥䓦䬺䁓䂊䂉㾼䁼䁝䁭䓦䬺䁓䂊䂉䁑
䁦䂐䄙䙩䁓䂊䁤䁂䂉䏑䂈䁩䁈䁏䂉㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䁈䂆䁱㿔䂀䁕䁍䁭䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䂢ー
䂨䃘䃤㾼䁛䁬䝗䁬䂮䃆䂹䂗䂘䂓㿙䕢䃼䚤䧎䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䂐䊈䁾䁊䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁨䁂㿚㾼䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭
A͆͆˴e䄎䈀䁬䃇䃚䃤䂺䁬䃀ー䂺䂗䂘䂓㾽 
 
㿥欧州関係に関する申し⽴て㿦䁦䁭㾼䍶䬁䘕䁬䙉䁕䭰䁤㾼䡑䬺䁓䂊䂉䆜䕻䁬䩘䭮䁩䊙䁣䁍䙉䁕䭰䁤㾼䓡䠴䡏䋤䒗䁬䙉䁕
䭰䁤㾼䁈䂆䁱䍶䬁䁩䊙䁣䁉䁨䁂䙉䁕䭰䁤䂐䊈䁾䁊䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁨䁂㾼䆜䕻䊂䍮䁩䊂䯄䁗䂉䥽䄓䁬㿙䁈䂆䁱䁛䁬䥽
䄓䁩䏑䂉㿚䁗䁷䁤䁬䙉䁕䭰䁤䁼䁝䁭䜈䘊䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥顔データ㿦䁦䁭㾼䙙䊀䁬䊒䁩䊂䯄䁗䂉䘠䩍㿙䮪䁆䁮㾼䂓䂴䃈䃞ー䂺䁓䂊䁝䕈䙋䂐䊈䁾㾼䊒䁬䃒䂴䂨䃖䂸ー䂰㾼䃆䂘䂕䂨䃔䃜
䃏䂴䃈䂸ー䂰㾼䃆䂘䂕䂪䃓䂸䃛䃤䂡䂸ー䂰㾼䃆䂘䂕䂨䃔䃜䂤ー䂸䂔䂾ー䂹䁼䁝䁭䃆䂘䂕䂨䃔䃜䃚䃤䂺䃏ー䂠䂸ー䂰㿚䁥䁀䂈㾼䃗ー
䂧ー䁬䂸䃁䂕䂪䁉䂇㾼䁼䁝䁭A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁬䓦䬺㿙䮪䁆䁮㾼Aè�˔t㾼6amera APu䁼䁝䁭P˄oto APu䁬䓦䬺㿚䂐䠗
䁖䁤䣷䕤䁓䂊䁝䂀䁬㾼䁼䁝䁭䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䂆䂈㾼䂀䁕䁍䁭䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䎆䬜䁥䃗ー䂧ー䁊䠼䌁䁕䁝䘠䩍㿙䮪䁆
䁮㾼䊒䨌䚶䂦ー䃄䂪䁬䁝䁿䁬䂓䂴䃈䃞ー䂺㿚䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥FPS㿦䁼䁝䁭㿥FairPlay Streaming㿦䁦䁭㾼aPò ò=�䁩䊳䒢䁬A͆͆˴e䁬aa˔rP˴aά䂪䂹䃛ー䃐䃤䂡䂦ー䃁䁬䂞ー䤰
䘺䃒䂜䂼䂫䃑䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥FPS開発パッケージ㿦䁦䁭㾼A͆͆˴e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼䌁䁗䂉䘜䑒䁬㾼aPò䁬䗗䬺䢱䣷䁬䁝䁿䁬=䊨䤓䓣䬶䗇㾼=䊨䤓䃛
䃆䂒䃝䃤䂪䔾䜲㾼aPò䂦䃤䃈䃜䂤ー䂺㾼䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䁊䣁䁩aPò䔾䜲䁥䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁬䏖䬗䃈䃞䂱䂠䂨䃘䃤䂞ー䂬䂴
䂹䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥FPS SDK㿦䁦䁭㾼A͆͆˴e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼䌁䁗䂉㾼aPò䓣䬶䗇㾼aPò䂦ー䃁䃛䃆䂒䃝䃤䂪䔾䜲㾼aPò䂦䃤䃈䃜䂤ー䂺㾼
䁈䂆䁱aPò䇻䥞䂞ー䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥FOSS㿦㿙䫇䗒䂛ー䃈䃤䂮ー䂪䂮䃆䂹䂗䂘䂓㿚䁦䁭㾼䓦䬺㾼䨃䚤㾼䕼䚜㾼䒌䤰䧞䁬䘢䎤䁦䁕䁤㾼䢖䈊䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁦䁛䁬䣬䔝
䡏䟨䒳䨊䁊䂮ー䂪䂤ー䂺䁥䐇䇻䁼䁝䁭䤰䧞䁓䂊㾼䣬䔝䡏䟨䒳䨊䂐䜌䒳䁗䂉䫭䡏䁥䃚䂕䂬䃤䂪䁊䧘䬨䁓䂊䂉㾼䁼䁝䁭䫇䗒
䁥䒌䤰䧞䁓䂊䂉䘢䎤䁩䖕䁄䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁬䁑䁦䂐䁂䁂㾼d³ć denera˴ Pͺɿ˴˔ʄ L˔ʄen͝e䁼䁝䁭d³ć Le͝͝erՍL˔ɿrarά 
dPL䁩䊙䁣䁋䤰䧞䁓䂊䂉䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂐䊈䁽䁼䁗䁊㾼䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㾽 
 
㿥Game Center㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂸䃊䃞䂴䃂䂓䂜䂗䃤䂹䁩䊂䯄䧘䁏䂇䂊䁝䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䁕䁤
䂸䃊䃞䂴䃂䁊䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩A͆͆˴e䁊䠼䌁䁗䂉䂣ー䃑䂤䃐䃖䂼䂷䂔䂦ー䃄䂪䁈䂆䁱䊂䯄䁗䂉APu䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽  
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㿥HealthKit API㿦䁦䁭㾼A͆͆˴e䁬䃉䃜䂪䂢䂓䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䁈䁏䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䎦䐛䁼䁝䁭䃆䂔䂴䂹䂾䂪䘠䩍
䁬䣇䁽䕢䂈㾼䗇䁋䑧䁽㾼䂠䂙䃛㾼䁼䁝䁭䕢䢾䂐䆻䤓䁩䁗䂉䨘䗇䆴䁓䂊䁝APu䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽  
 
㿥HomeKitアクセサリプロトコル㿦䁦䁭㾼䏮䉤䚔䁬䁀䂉A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁦䁬䠗䘺䂐䫭䡏䁦䁕䁤㾼䓶䠴䁓䂊䁝䃌ー䃑
䂓䂠䂬䂦䃛䁦lome�˔t APu㿙䃚䂕䂹㾼䃞䂴䂠䁨䁧㿚䁦䁬䯄䍾䂐䆻䤓䁩䁗䂉A͆͆˴e䁬䣆䛑䡏䗀䬗䁩䊩䁗䂉䃈䃞䂹䂤䃜䁥㾼䁉
䁢¯a˔ Program䁬䆳䁥䃚䂕䂬䃤䂪䁊䧘䬨䁓䂊䂉䂀䁬䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥HomeKit API㿦䁦䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䃌ー䃑䐨䚕㾼䁼䁝䁭A͆͆˴e䁬lome�˔t䂸ー䂰䃊ー䂪䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䓶
䠴䁕䁝䂙䃛䂓䁉䂇䁬䃌ー䃑䂛ー䂹䃒ー䂨䃘䃤䘠䩍䁬䣇䁽䕢䂈㾼䗇䁋䑧䁽㾼䂠䂙䃛䁼䁝䁭䕢䢾䂐䆻䤓䁩䁗䂉䨘䗇䆴䁓䂊䁝
APu䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥HomeKit Database㿦䁦䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䃚䂕䂬䃤䂪lome�˔t䂓䂠䂬䂦䃛䁈䂆䁱䊂䯄䘠䩍䁩䊂䁗䂉䘠䩍䂐䨷
䝒䁈䂆䁱䉴䭦䁗䂉䁝䁿䁬A͆͆˴e䁬䃛䃎ジ䂹䃛䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥iCloud㿦䁼䁝䁭㿥iCloudサービス㿦䁦䁭㾼䃛䃓ー䂹䂛䃤䃚䂕䃤䂪䂹䃝ージ䂐䊈䁾㾼A͆͆˴e䁊䠼䌁䁗䂉˔6˴oͺʍ䂛䃤䃚䂕䃤
䂦ー䃄䂪䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
  
㿥iCloudストレージAPI㿦䁦䁭㾼˔6˴oͺʍ䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁤㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁈䂆䁱䂗䂘䃇䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁩䝩䁕䁤㾼䃗ー䂧ー
䁊䒳䚕䁕䁝䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁈䂆䁱䁛䁬䝗䁬䃆䂒䂕䃜䁬䨷䝒䁼䁝䁭䕢䢾㾼䁨䂇䁱䁩䂞ー䞿䂸ー䂰㿙䮪䁆䁮䃆䂒䂕䂻䃤䂪䂓䃈䃛䂢
ー䂨䃘䃤䁬䉂䔬䃛䂪䂹䂂䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䛆䠴㿚䁬䨷䝒䁼䁝䁭䕢䢾䂐䆻䤓䁩䁗䂉䨘䗇䆴䁓䂊䁝APu䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥ID確認データ㿦䁦䁭㾼年䮷䈞䣾䁼䁝䁭䪒䙙䈞䣾䁬䃈䃞䂬䂪䁬䄰䉯䁦䁕䁤㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱u=䈞䣾APu䂐䠗䁖
䁤䠼䌁䁓䂊䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䂸ー䂰䃂䂴䂢ージ䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽  
 
㿥ID確認API㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁼䁝䁭䕢䄻䌦䕐䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁤䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬年
䮷䁼䁝䁭u=䁬䘠䩍䂐䈞䣾䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉䁝䁿䁬䨘䗇䆴䁓䂊䁝APu䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽  
 
㿥In-App Purchase API㿦䁦䁭㾼䠕䆺䮈䌿䁬䬗䫇䂐䫳䂍䁘㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁥䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩䕯䁏䕢䂈䁼䁝䁭䭡
䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉㾼䠕䆺䂤䃤䂷䃤䂵㾼䊨䤓㾼䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䁬䠼䌁䂐䆻䤓䁩䁗䂉䨘䗇䆴䁓䂊䁝APu䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥仲介者㿦䁦䁭㾼㿙a㿚䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䁬䈀䧶䁥A͆͆˴e Paά䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䓷䨇䕤䝎䂐䖾䭦䁗䂉䁝䁿䁩
䢖䈊䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬A͆͆˴e Paάペ䂕䃞ー䂺䂐䕢䄻䌦䕐䁩䠼䌁䁗䂉䕐㾼䁼䁝䁭㿙ɿ㿚䕢䄻䌦䕐䁩䂆䂉þa͆ to Paά䁬䔾䐿
䂐䆻䤓䁩䁗䂉䁝䁿䁩䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䇻䥞䁕䁤䭡䬺䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉䕐䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 

㿥iOS㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䇻䥞䁈䂆䁱䂷䂪䂹䁩䊂䁗䂉䘜䑒䁩䁬䁽䂸䃊䃞䂴䃂䁊䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩A͆͆˴e
䁊䠼䌁䁗䂉㾼˔¾ò䂛ペ䃝ー䂷䂔䃤䂡䂨䂪䂷䃑䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱䁛䁬䁀䂇䂄䂉䏴䎇䃁ージ䃘䃤䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥知的財産権㿦䁦䁭㾼䚋䇶䁬䁧䁬䘜䗀䁥䁀䂉䁉㾼䡱䯠䁓䂊䁤䁂䂉䁉䁧䁄䁉㾼䁼䁝䁭䡱䯠䆻䤓䁉䁧䁄䁉䂐䫳䂍䁘㾼䟨䒳䎳㾼䗗
䦾㾼䃈䃚䂕䃁䂨ー䁦䃂䃇䃛䂨䂷䂔䁩䊂䂍䂉䎳䭡㾼䅞䌦䦘䪻㾼䣁䋸㾼䁼䁝䁭䮧䔕䂀䁕䁍䁭䊂䯄䁗䂉䚔䔽䁬䁛䁬䝗䁬䟀䡏䒨䓙
䎳䁼䁝䁭䩘䡏䎳䭡㿙䆲䈪䁬䒳䌨䎳䁼䁝䁭䆃䜒䎳㾼䃄䂸䂛䎳㾼䕈䙋䁼䁝䁭䇝䜹䁬䎳䭡㾼䃞䂥䎳㾼䞀䓏䕐䁬䂸ー䂰䎳䁨䁧㿚䁬
䁑䁦䂐䁂䁂㾼䁗䁷䁤䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁦䛯䖩䁬䁂䁘䂊䁉䂐䙉䚨䁗䂉䎳䭡䂐䊈䁽䁼䁗㾽 
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㿥iPadOS㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䇻䥞䁈䂆䁱䂷䂪䂹䁩䊂䁗䂉䘜䑒䁩䁬䁽䂸䃊䃞䂴䃂䁊䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩
A͆͆˴e䁊䠼䌁䁗䂉㾼˔Paʍ¾ò䂛ペ䃝ー䂷䂔䃤䂡䂨䂪䂷䃑䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱䁛䁬䁀䂇䂄䂉䏴䎇䃁ージ䃘䃤䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥iPodアクセサリプロトコル㿦䁼䁝䁭㿥iAP㿦䁦䁭㾼䂦䃎ー䂹䁓䂊䁤䁂䂉A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁦䠗䘺䁗䂉䁝䁿䁬A͆͆˴e䁬
䣆䛑䡏䗀䬗䁩䊩䁗䂉䃈䃞䂹䂤䃜䁥㾼䁉䁢¯a˔ Program䁬䆳䁥䃚䂕䂬䃤䂪䁊䧘䬨䁓䂊䂉䂀䁬䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥iWork API㿦䁦䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䁥˔ĩorˬ䨘䗇䂐P=a䍷䔬䁩䗇䁋
䖧䁗䁑䁦䂐䆻䤓䁩䁗䂉㾼㿥˔ĩorˬ =oʄͺment FΩ͆ort˔ng APu㿦䁦䏕䁮䂊䂉䨘䗇䆴䁓䂊䁝APu䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥Journaling Suggestions API㿦䁦䁭㾼ジ䃔ー䂻䃛䃤䂡䁬䠼䄊䁬䧃䔤䂐䆻䤓䁩䁗䂉䨘䗇䆴䁓䂊䁝APu䁬䁑䁦䂐䁂
䁂䁼䁗㾽 
 
㿥ライブラリ㿦䁦䁭㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁦䛁䂈䭬䁕䁤䂕䃤䂪䂹ー䃜䁼䁝䁭䔾䐿䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁘㾼A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁦䌆䁩
䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩䁬䁽㿥䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁈䂆䁱䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤㿦䁩䖕䁡䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁊䇻䥞䁕䁝䂤ー䂺䃓ジ䃖ー䃜䁬䁑䁦䂐䁂
䁂䁼䁗㾽 
  
㿥ライセンスアプリケーション㿦䁦䁭㾼㿙a㿚䁗䁷䁤䁬㿥䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁈䂆䁱䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤㿦䂐䪲䁝䁕㾼䖶䋴䁗䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨
䃘䃤䁥㾼䁉䁢㾼㿙ɿ㿚A͆͆˴e䁊䤰䧞䁗䂉䁝䁿䁩䛩䠴䁕䁤䂸ジ䂰䃜䗆䫐䁕䁝䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽䁑䂊䁩䁭㾼
un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䓦䬺䁗䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁊䠼䌁䁗䂉㾼䁀䂇䂄䂉䠕䆺䡏䁩䋸䞒䁓䂊䂉䊨䤓㾼
䂤䃤䂷䃤䂵㾼䂦ー䃄䂪䁊䊈䁼䂊䁼䁗㾽 
 
㿥ライセンスアプリケーション情報㿦䁦䁭㾼䨫䔄1䁼䁝䁭䡑䬺䁊䁀䂉䘜䑒䁩䁭䨫䔄2䂀䁕䁍䁭䨫䔄3䁩䖕䁡䁤䭡䬺䁗䂉䫭䡏
䁥㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䁩䠼䌁䁗䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䁗䂉䂪䂠䃛ー䃤䂨䃘䂴䂹㾼䇝䜹㾼䂕䃚䂪䂹㾼䃈䃝䃄䃖ー㾼
䂓䂕䂤䃤㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䂷䂞䂪䂹㾼䊳䖩㾼䧃䔤㾼䘠䩍䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥ライセンスHomeKitアクセサリ㿦䁦䁭㾼lome�˔t䂓䂠䂬䂦䃛䃈䃞䂹䂤䃜䂐䂦䃎ー䂹䁗䂉㾼¯a˔ Program䁩䊙䁣䁋䃚䂕
䂬䃤䂪䁊䧘䬨䁓䂊䂉䃀ー䂺䂗䂘䂓䂓䂠䂬䂦䃛䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
  
㿥ローカル通知㿦䁦䁭㾼䈞䠴䛯䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䃁䂴䂠䂡䃚䂗䃤䂺䁥䔾䐿䁕䁨䁊䂇䝗䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨
䃘䃤䂐䃆䂚䂓䂡䃚䂗䃤䂺䁥䔾䐿䁕䁤䁂䂉䒣䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䠼䌁䁗䂉䃒䂴䂬ージ㿙䂤
䃤䂷䃤䂵䁼䁝䁭䂸ー䂰䂐䊈䁽䁼䁗㿚䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥macOS㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩A͆͆˴e䁊䠼䌁䁗䂉maʄ¾ò䂛ペ䃝ー䂷䂔䃤䂡䂨䂪䂷䃑䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆
䁱䁛䁬䏴䎇䃁ージ䃘䃤䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥管理対象Apple Account㿦䁦䁭㾼䜆䘲䁊䖕䌦䄸䁼䁝䁭䈨䚟䁬䁝䁿䁩䒳䚕䁕㾼䢖䈊䜆䘲䁬uþ䉴䭦䕐䁊䉴䭦䁗䂉
A͆͆˴e Aʄʄoͺnt䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥マップデータ㿦䁦䁭㾼䇝䜹㾼䟁䍷䂸ー䂰㾼䄢䡹䁦䎆䡹䁬䒈䦾㾼䬌䜴䂸ー䂰㾼䎼䁧䁑䂋䁈䂆䁱䐁䠗䮓䂸ー䂰䂐䊈䁾㿙䁊䁑䂊䂇
䁩䏑䠴䁓䂊䁨䁂㿚㾼A͆͆˴e䟁䙩䂦ー䃄䂪䎆䬜䁥䠼䌁䁓䂊䂉䁀䂇䂄䂉䂤䃤䂷䃤䂵㾼䂸ー䂰㾼䁼䁝䁭䘠䩍䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
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㿥MapKit API㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䃏䂴䃅䃤䂡䊨䤓䁼䁝䁭䁛䁬䊨䤓䚔䂐䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䠕䆺䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁕䁝䨘䗇
䆴䁓䂊䁝䂠䃚䂕䂓䃤䂹䂦䂕䂺APu䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥MapKit JS㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䃏䂴䃅䃤䂡䊨䤓䁼䁝䁭䁛䁬䊨䤓䚔䂐㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䂗䂘䃇䂦䂕䂹㾼
䁼䁝䁭䂗䂘䃇䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䠕䆺䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁕䁝�aΚaòʄr˔͆t䃚䂕䃇䃚䃛䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥MDM互換製品㿦䁦䁭㾼¯=¯䃈䃞䂹䂤䃜㿙A͆͆˴e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁩䣻䄙䁥䠼䌁䁗䂉䘜䑒䁊䁀䂈䁼䁗㿚䂐䓦䬺䁕䁤㾼䂦䃎ー
䂹䁓䂊䁤䁂䂉A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁬䉴䭦䂐䆻䤓䁩䁗䂉䂙䃤䂰ー䃈䃚䂕䂫䂦ー䃁䂮䃆䂹䂗䂘䂓䚤䧎䂐䓶䁕㾼䁛䁬䕡䁨䫭䡏
䁭䂙䃤䂰ー䃈䃚䂕䂫䁬䂸䃁䂕䂪䉴䭦䁥䁗㾽䋅䋆䂐䦞䁏䂉䁝䁿䁩䫒䊳䁗䂉䁦㾼A͆͆˴e䁊䗇䫞䁥䫒䔤䡏䁩䋸䆻䁕䁤䁂䂉䘜䑒
䂐䗐䁋㾼䗴䦝䕐䓦䬺䁼䁝䁭䏓䙙䓦䬺䁬䚤䧎䁭¯=¯䏮䉤䚤䧎䁉䂇䗐䈀䁓䂊䁼䁗㾽 
 
㿥MDM顧客㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬¯=¯䏮䉤䚤䧎䁬䏫䋗䁥䁀䂉䊔䌦䜆䘲䁨䁧䁬䅞䭡䞶䝧㾼䌔䄭䊨䊂㾼䁼䁝䁭䚖䧟䊨䊂
䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽䋅䋆䂐䦞䁏䂉䁝䁿䁩䫒䊳䁗䂉䁦㾼¯=¯䏫䋗䁭㾼A͆͆˴e䁊䗇䫞䁥䫒䔤䡏䁩䋸䆻䁕䁝䘜䑒䂐䗐䁋㾼䗴
䦝䕐䁼䁝䁭䏓䙙䃗ー䂧ー䂐䫒䈞䁩䗐䈀䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
㿥MDMプロトコル㿦䁦䁭㾼A͆͆˴e䁊䣻䄙䁥䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁂䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼䌁䁗䂉䣆䔧䁬䃈䃞䂹䂤䃜䨘䗇䁬䁑䁦䂐䁂
䁂㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䪒䍶䬁䁥䫒䔤䡏䁩䋸䆻䁓䂊䁤䁂䂉䂦䃎ー䂹䝩䘎䁬A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁦䊂䂍䂈䑒䁂㾼䉴䭦㾼䛆䠴㾼䂠䂙
䃛䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁕䁼䁗㾽 
  
㿥取引業者㿦䁦䁭㾼䔧䙔䁬䫐䛯㾼䗗䦾㾼䁼䁝䁭䃇䃚䃤䂺䁥㾼㿙a㿚A͆͆˴e Paά䓷䨇䁂䕤䝎䁋䂐䖾䭦䁗䂉䕐㾼㿙ɿ㿚þþP APu䂐䓦
䬺䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䠗䁖䁤䓷䨇䁂䁬䕯䧘㾼䕢䄻䁬䔾䐿㾼䁈䂆䁱䊂䯄䂦ー䃄䂪䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䐿䁄䕐
㿙䮪䁆䁮㾼䁛䁬䫐䁊䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䂠䃝ジ䂴䂹䂜ー䂺䭡䬺䫒䒟䗇䁩䧃䔤䁓䂊䂉䕐㿚㾼䁼䁝䁭㿙ʄ㿚u=䈞䣾APu䂐䓦䬺䁕㾼䂸
䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䠗䁖䁤年䮷䈞䣾䁀䂉䁂䁭䪒䙙䈞䣾䂐䔾䐿䁗䂉䕐䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥MFiアクセサリ㿦䁦䁭㾼¯a˔ Program䁬䆳䁥䃚䂕䂬䃤䂪䂐䧘䬨䁓䂊䁝䋁䖨䂐䓦䬺䁗䂉A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁦䁬䂕䃤䂰
ー䃆䂘䂕䂪䛃䝎㾼䠗䘺㾼䂀䁕䁍䁭䯄䍾䂐䐿䁂㾼䁼䁝䁭䁉䁉䂉A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䂐䂤䃤䂹䃞ー䃜䁗䂉㿙䮪䁆䁮㾼˔Poʍ䂓䂠䂬
䂦䃛䃈䃞䂹䂤䃜䂐䠗䁖䁤䂦䃎ー䂹䝩䘎A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䂐䂤䃤䂹䃞ー䃜䁗䂉䁨䁧㿚㾼A͆͆˴e䈀䁬䃇䃚䃤䂺䁬䃀ー䂺䂗䂘䂓
䂸䃁䂕䂪䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥MFiライセンシー㿦䁦䁭㾼¯a˔ Program䁩䊙䁣䁋A͆͆˴e䁉䂇䃚䂕䂬䃤䂪䂐䧘䬨䁓䂊䁝䢖䔔䕐䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽  
 
㿥MFi Program㿦䁦䁭㾼䛩䠴䁓䂊䁝A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁦䁬䂕䃤䂰ー䃆䂘䂕䂪䛃䝎㾼䠗䘺㾼䂀䁕䁍䁭䯄䍾䂐䐿䁄䕤䞼䁦䁕
䁤㾼䁼䁝䁭䁉䁉䂉A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䂐䂤䃤䂹䃞ー䃜䁗䂉䕤䞼䁦䁕䁤㾼䣁䠴䁬A͆͆˴e䂷䂠䂿䃞ジー䂐䃀ー䂺䂗䂘䂓䂓䂠䂬
䂦䃛䂀䁕䁍䁭䂸䃁䂕䂪䁩䜆䁽䑧䁾䁝䁿㾼䁼䁝䁭䁑䂊䂇䁦䌆䁩䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼䌁䁗䂉㾼䣆䔧䁬
A͆͆˴e䃈䃞䂡䃚䃑䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽  
 
㿥モバイルデバイス管理㿦㿙¯=¯㿚䁦䁭㾼A͆͆˴e䁊䠼䌁䁗䂉䂸䃁䂕䂪䉴䭦䊨䤓䁈䂆䁱䊂䯄APu䁬䁑䁦䁥㾼¯=¯䃈䃞䂹䂤
䃜䁈䂆䁱A͆͆˴e䥞䐿䁬䂸ジ䂰䃜䘋䫒䗇䂐䓦䬺䁕䁤㾼䂦䃎ー䂹䁓䂊䂉A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁬䃛䃓ー䂹䉴䭦䁈䂆䁱䛆䠴䂐
䐿䁄䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽  
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㿥Motion & Fitness API㿦䁦䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䢖䈊䂸ー䂰䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䫇䐉䆴䁕䁨䁂䏑䂈㾼䏮䉤䚔䁬䁀䂉
A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁩䁈䁏䂉䃓ー䂨䃘䃤䁦䃆䂔䂴䂹䂾䂪䁬䃈䃚䂕䃁䂨ー䛆䠴䁩䂆䂈䂤䃤䂹䃞ー䃜䁓䂊㾼䁉䁢䃓ー䂨䃘䃤䁈䂆
䁱䃆䂔䂴䂹䂾䂪䁬䂬䃤䂦ー䂸ー䂰㿙䮪䁆䁮㾼䙔䝧䅚䢮㾼䨼䙾㾼䘕䁡䁝䇼䙾㿚䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䆻䤓䁩䁗䂉䨘䗇䆴䁓䂊䁝APu䁬
䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥マルチタスク機能㿦䁦䁭㾼䝗䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䔾䐿䟘䁩㾼䃁䂴䂠䂡䃚䂗䃤䂺䁥䁬䔾䐿䂐䆻䤓䁩䁗䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤
䁬䊨䤓䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽  
 
㿥MusicKit API㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭A͆͆˴e䁊䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁥䋸䆻䁕䁝䁛䁬䝗䁬䩖䩘䂐䠗䁖䁤㾼
A͆͆˴e ¯ͺ͝˔ʄ䃗ー䂧ー䁊䔧䙔䁬䂦䃇䂪䂠䃛䃈䂨䃘䃤䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䁑䁦䂐䆻䤓䁩䁗䂉APu䄰䔬䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥MusicKitコンテンツ㿦䁦䁭㾼¯ͺ͝˔ʄ�˔t APu䂐䠗䁖䁤䧃䔤䁓䂊䂉䆲䈪㾼䃄䂸䂛䁼䁝䁭䇝䜹䂤䃤䂷䃤䂵䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥MusicKit JS㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䂗䂘䃇䂦䂕䂹㾼䂗䂘䃇䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䠗䁖䁤㾼A͆͆˴e ¯ͺ͝˔ʄ
䃗ー䂧ー䁊䔧䙔䁬䂦䃇䂪䂠䃛䃈䂨䃘䃤䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䁑䁦䂐䆻䤓䁩䁗䂉�aΚaòʄr˔͆t䃚䂕䃇䃚䃛䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥ネットワーク拡張フレームワーク㿦䁦䁭㾼䏮䉤䚔䁬䁀䂉A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁬䣁䠴䁬䂾䂴䂹䃠ー䂠䊨䤓䂐䂜䂪䂰䃏䂕䂫
㿙䮪䁆䁮㾼ĩ˔՚a˔䃌䂴䂹䂪䃎䂴䂹㾼ĦP³䊨䤓㾼䂤䃤䂷䃤䂵䃆䂔䃜䂰䃛䃤䂡䃒䂜䂼䂫䃑䁬䣾䘋䃈䃞䂬䂪䁬䂜䂪䂰䃏䂕䂫䁨䁧㿚䁗
䂉䊨䤓䂐䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䠼䌁䁗䂉㾼䨘䗇䆴䁓䂊䁝APu䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥Now Playing API㿦䁦䁭㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁥䏍䒥䒌䚟䟘䁬䃒䂸䂔䂓䁩䊂䁗䂉䘠䩍䁈䂆䁱䃒䂰䂸ー䂰䂐A͆͆˴e䃇䃚䃤
䂺䚤䧎䁥䧃䔤䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉㾼䨘䗇䆴䁓䂊䁝APu䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥パス㿦䁦䁭㾼䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁋䂸䃊䃞䂴䃂䁊䇻䥞䁗䂉㾼䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁬䗗䦾䁼䁝䁭䃇䃚䃤䂺䁥㾼䁉䁢䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䂰
䂕䃈u=䁩䂆䂈䗆䫐䁓䂊䁝㾼䁼䁝䁭䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁩䖕䁡䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁊䇻䥞䁕䁝㾼1䁢䄎䘕䁬䂸ジ䂰䃜䃂䂪㿙䮪䁆䁮㾼䅡䇝䂲
䂢䂴䂹㾼䂠ー䃎䃤㾼䃎䂕䃤䂹䂜ー䂺㾼䢋䘘䎨㾼䇦䄸䂜ー䂺䁨䁧㿚䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥パス情報㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䃂䂪䘕䁥䁼䁝䁭䃂䂪䁩䊂䯄䁕䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤䠼䌁䁗䂉㾼䁼䁝䁭
䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁉䂇䕯䁏䕢䂉䃂䂪䁩䊂䁗䂉䂷䂞䂪䂹㾼䊳䖩㾼䧃䔤㾼䘠䩍䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽  
 
㿥パスタイプID㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䁩䗆䫐䁗䂉䁝䁿㾼䁼䁝䁭AP³䁦䠗䘺䁗䂉䁝䁿䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䓦䬺䁗䂉A͆͆˴e
䘋䫒䗇䁦䃈䂴䂨䃖䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤u=䁦䁬䜆䁽䑒䂍䁙䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥本プログラム㿦䁦䁭㾼䪒䍶䬁䁥䬦䠴䁕䁤䁂䂉䛳䥺䡏䁨A͆͆˴e䁬䇻䥞㾼䂷䂪䂹㾼䂸ジ䂰䃜䗆䫐㾼䁈䂆䁱䤰䧞䃈䃞䂡䃚䃑䁬䁑
䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥決済サービスプロバイダ㿦䁦䁭㾼㿙a㿚䠋䛃䡏䁉䊀䛃䡏䁉䂐䫳䂍䁘㾼䕢䄻䌦䕐䁬þþP䂸ー䂰䁬䖾䭦䂐䥫䁄䎝䒗䖾䭦䂦ー
䃄䂪䂐䠼䌁䁗䂉䃈䃞䃁䂕䂱䁥㾼䁉䁢㾼㿙ɿ㿚䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁥䊲䠴䁓䂊䁤䁂䂉䃈䃞䃁䂕䂱䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
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㿥プログラム要件㿦䁦䁭㾼A͆͆˴e䁊䠴䋆䁗䂉䋁䖨㾼䃃䃖ー䃏䃤䂕䃤䂰ー䃆䂘䂕䂪㾼䂸䂧䂕䃤㾼䚤䧎䂜䂷䂥䃛㾼䂬䂞䃖䃛䂷䂔㾼䃂䃆
䂚ー䃏䃤䂪㾼䁛䁬䝗䁬䊙䖶䁈䂆䁱䭀䎤䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽䁑䂊䁩䁭㾼第3.3条䁩䠴䋆䁓䂊䂉䏍䐿䁬䭀䎤䁊䊈䁼䂊䁼䁗䁊㾼
䁛䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㾽䈖䊙䖶䁈䂆䁱䭀䎤䁭㾼䪒䍶䬁䁩䖕䁂㾼A͆͆˴e䁩䂆䁡䁤䡑䊿䕼䚜䁓䂊䂉䆻䤓䚔䁊䁀䂈䁼䁗㾽 
 
㿥プロビジョニングプロファイル㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䇻䥞䁈䂆䁱䂷䂪䂹䁩䊂䯄䁕䁝䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䓦
䬺䁬䁝䁿㾼䁨䂇䁱䁩䡱䯠䂸䃁䂕䂪䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭䣾䠴䂷䂪䂹䃗䂼䂴䂹䁩䁈䁏䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䏑䠴䤰䧞
䁬䁝䁿A͆͆˴e䁊䠼䌁䁗䂉䃆䂒䂕䃜㿙䡑䬺䁓䂊䂉䂙䃤䂰䂕䂹䃜䃒䃤䂹䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䔭䨫䓰䂐䊈䁽䁼䁗㿚䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥プッシュアプリケーションID㿦䁦䁭㾼AP³䁩䂓䂠䂬䂪䁕䁤䓦䬺䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉䁝䁿㾼䁼䁝䁭¯=¯䁦䌆䁩䓦䬺䁗䂉䁝䁿
䁩A͆͆˴e䁊䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䃂䂪㾼䂦䂕䂹䁩䈴䂈䢖䁤䁝㾼䄰䄙䁬䔭䨫䦃䑑䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䔭䨫䓰䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥プッシュ通知㿦䁼䁝䁭㿥Safariプッシュ通知㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂
䂪䁥䤰䧞䁗䂉䁝䁿䁩䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䤰䘺䁗䂉䠗䟀㾼䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭maʄ¾ò䁬䘜䑒䁭maʄ¾ò䘕䁬òaʷar˔䂐䇥䁕䁤
䁉䁉䂉䃒䂴䂬ージ䂐䕯䘺䁗䂉䁑䁦䂐䛩䞊䁕䁝䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂦䂕䂹䁬䃗ー䂧ー䁬maʄ¾ò䂸䂪䂠䂹䂴䃈䁩䤰䘺䁗䂉䠗䟀㾼䁈
䂆䁱㿔䁼䁝䁭¯=¯䂐䓦䬺䁕䁤䤰䘺䁓䂊䂉䠗䟀䁬䁑䁦䂐䁂䁂㾼䂤䃤䂷䃤䂵䂀䁕䁍䁭䂸ー䂰䂐䊈䁾䂀䁬䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥登録済みデバイス㿦䁦䁭㾼䪒䃈䃞䂡䃚䃑䁩䊙䁣䁋䢖䈊䚤䧎䁊A͆͆˴e䁩䣁䁩䡱䯠䁓䂊䁤䁂䂉䘜䑒䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䗀䬗
䁼䁝䁭䉴䭦䁗䂉㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䊂䍮䕐䁥䁀䂉䏓䙙䁊䗀䬗䁗䂉A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䁬䃀ー䂺䂗䂘䂓䃗䂼䂴䂹䁬䁑䁦䂐䁂
䁂䁼䁗㾽 
 
㿥Roster API㿦䁦䁭㾼䈨䐧䁬uþ䉴䭦䕐䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䁥䈨䚟㾼䌔䓳䁈䂆䁱䘳䄸䁬䫐
䩇䂸ー䂰䂐䕯䁏䕢䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁕䁤䁂䂉䘜䑒䁩㾼䢖䈊䈨䐧䁉䂇䁬䁑䁄䁕䁝䂸ー䂰䁬䌆䬗䂐䆻䤓䁩䁗䂉䨘䗇䆴䁓
䂊䁝APu䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥名簿データ㿦䁦䁭㾼èo͝ter APu䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁤㾼䁛䁬䓦䬺䁩䊂䯄䁕䁤㾼䁼䁝䁭䁛䁬䓦䬺䁉䂇䕢䢾㾼䕷䖏䁗䂉䁀䂇䂄䂉䃗
ー䂧ー䂸ー䂰䁼䁝䁭䂹ー䂠䃤䁬䁑䁦䂐䁂䁂㾼䣁䠴䁬䏓䙙䁩䊂䁗䂉䂸ー䂰㾼䏓䙙䁬䣁䠴䁊䆻䤓䁨䂸ー䂰㾼䁼䁝䁭䁛䁄䁕䁝䏓
䙙䁩䊂䯄䧘䁏䂇䂊䁤䁂䂉䁉䊂䯄䧘䁏䆻䤓䁨䂸ー䂰䂐䊈䁽䁼䁗䁊㾼䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㾽 
 
㿥Safari拡張機能㿦䁦䁭㾼䪒䍶䬁䁩䖕䁂㾼òaʷar˔䁥䓦䬺䁗䂉䫭䡏䁥䁬䁽㾼䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁋䂸䃊䃞䂴䃂䁊䇻䥞䁕䁝1䁢䁼䁝
䁭䨃䙾䁬䂮䃆䂹䂗䂘䂓䈘䟳䊨䤓䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥セキュリティソリューション㿦䁦䁭㾼aa˔rP˴aά䁦䁕䁤䥼䤹䁓䂊䁤䁂䂉A͆͆˴e䛓䬗䁬䂤䃤䂷䃤䂵䨷䏽䂨䂪䂷䃑䁬䁑䁦䂐䁂䁂
䁼䁗㾽A͆͆ òtore䁥䤰䘺䁓䂊䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䡑䬺䁓䂊㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䁗䂉A͆͆˴e䁬
䦾䖶䓦䬺䊲䠴䂐䓺䐿䁗䂉䂀䁬䁥㾼䁉䁉䂉䂨䂪䂷䃑䁈䂆䁱䊲䠴䁭䦴䭀䁩䆘䁖䁤䨮䐥䁓䂊䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
㿥Sensitive Content Analysisフレームワーク㿦䁦䁭㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䂤䃐䃖䂼䂢ー䂨䃘䃤䁬䄆䛳䚔䁈䂆䁱㿔䁼
䁝䁭䧗䡑䛁䁨䂤䃤䂷䃤䂵䁬䎏䑛䂐䔾䜲䁕㾼䃗ー䂧ー䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁥䜴䕯䘺䁗䂉䇝䜹䁈䂆䁱䃄䂸䂛䁩
䂽ー䂺䁊䊈䁼䂊䁤䁂䂉䁉䁧䁄䁉䂐䂸䃁䂕䂪䘕䁥䥬䞹䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉㾼䨘䗇䆴䁓䂊䁝APu䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥ShazamKit API㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䆲䚣䃊ー䂪䁬䣾䔭䊨䤓䁼䁝䁭䊨䤓䚔䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁈䂆䁱
䝩䘎䚤䧎䁩䠕䆺䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉㾼䨘䗇䆴䁓䂊䁝APu䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
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㿥ShazamKitコンテンツ㿦䁦䁭㾼A͆͆˴e䁊䠼䌁䁕㾼ò˄aθam�˔t APu䂐䠗䁖䁤䧃䔤䁓䂊䂉䃒䂰䂸ー䂰㾼䆲䈪㾼䁼䁝䁭䂡䃚
䃆䂔䂴䂠䂤䃤䂷䃤䂵䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽䁑䂊䁩䁭¯ͺ͝˔ʄ�˔t䂤䃤䂷䃤䂵䁊䊈䁼䂊䁼䁗䁊㾼䁑䂊䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㾽 
 
㿥Appleでサインイン㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䃗ー䂧ー䁩䂆䂉A͆͆˴e Aʄʄoͺnt䁼䁝䁭䢽䫐䆴䁓䂊䁝䣾䘋䘠䩍䂐䓦䬺䁕䁝
䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㿙䁈䂆䁱䝩䘎䚤䧎㿚䁶䁬䃞䂡䂕䃤䂐䆻䤓䁩䁗䂉㾼䨘䗇䆴䁓䂊䁝APu䁈䂆䁱�aΚaòʄr˔͆t䃚
䂕䃇䃚䃛䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽  
 
㿥Appleでサインイン（勤務先と学校）㿦䁦䁭㾼䃗ー䂧ー䁊䗀䝋䁗䂉䜆䘲䁬uþ䉴䭦䕐䁩䂆䂉䂓䂠䂬䂪䁬䉴䭦䂐䘢䎤䁦䁕䁤㾼
䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䃗ー䂧ー䁩䂆䂉䉴䭦䝩䘎A͆͆˴e Aʄʄoͺnt䂐䓦䬺䁕䁝䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㿙䁈䂆䁱䝩䘎䚤䧎㿚
䁶䁬䃞䂡䂕䃤䂐䆻䤓䁩䁗䂉㾼䨘䗇䆴䁓䂊䁝APu䁈䂆䁱�aΚaòʄr˔͆t䃚䂕䃇䃚䃛䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽  
 
㿥SiriKit㿦䁦䁭㾼䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁩䊳䒢䁓䂊䁤䁂䂉䂆䁄䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊㾼ò˔r˔�˔t䂺䃒䂕䃤㾼䂕䃤䂷䃤䂹㾼䂨
䃘ー䂹䂜䂴䂹㾼䊜䧘㾼䁈䂆䁱䁛䁬䝗䁬䊂䯄䁗䂉䊨䤓䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䁑䁦㾼䁼䁝䁭䠼䌁䁗䂉䁑䁦䂐䆻䤓䁩䁗䂉APu䁬䂬䂴䂹䁬
䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥サイト㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁬䫐䗿㾼䗗䦾㾼䃇䃚䃤䂺䁥㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䠼䌁䁗䂉䂗䂘䃇䂦䂕䂹䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥シングルサインオン仕様書㿦䁦䁭㾼䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁋㾼ò˔ng˴e ò˔gn՚¾n APu䁬䁝䁿䁩A͆͆˴e䁊䠼䌁䁗䂉㾼䙹䔜䐥䙃䁓
䂊䂉䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥Tap to Payデータ㿦䁼䁝䁭㿥TTPデータ㿦䁦䁭㾼䕢䄻䁬䄰䉯䁦䁕䁤㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱þa͆ to Paά APu䂐䠗
䁖䁤䠼䌁䁓䂊䂉䕢䄻䌦䕐䁬䏫䋗䁬䂸ー䂰䃂䂴䂢ージ㿙䮪䁆䁮㾼䕡䭀䂓䂜䂗䃤䂹䦃䑑㾼䕢䄻䌿䈫㿚䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥Tap to Pay API㿦䁼䁝䁭㿥TTP API㿦䁦䁭㾼䕢䄻䌦䕐䁩䂆䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁝䕢䄻䁬
䔾䐿䂐䆻䤓䁩䁗䂉䨘䗇䆴䁓䂊䁝APu䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽  
 
㿥契約期間㿦䁦䁭㾼第11条䁥䠴䋆䁓䂊䂉䊥䊀䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽  
 
㿥TestFlight㿦䁦䁭㾼A͆͆˴e䁬þe͝ta˴˔g˄t䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䠗䁖䁤䭡䬺䁥䁋䂉㾼䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䁝
䁿䁬A͆͆˴e䁬䃊ー䂰䂷䂪䂹䂦ー䃄䂪䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥TestFlightアプリケーション㿦䁦䁭㾼þe͝ta˴˔g˄t䂐䠗䁖䁤㾼㿙þe͝ta˴˔g˄t䂸䃊䃞䂴䃂䂗䂘䃇䂦䂕䂹䁥䓶䠴䁓䂊䁝㿚䏑䠴
䁓䂊䁝䙾䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䏑䠴䁓䂊䁝䙾䁬䃊ー䂰䥵䂷䂪䂰ー䁩䝩䁕䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨
䃘䃤䁬䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵䂐䤰䘺䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉A͆͆˴e䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥トラッキング設定㿦䁦䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂉䐙䑛䂹䃚䂴䂞䃤䂡䛆䠴䂐䆻䤓䁩䁗䂉A͆͆˴e䁬䛆䠴䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥TV App API㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䁩þĦ A͆͆䂸ー䂰䂐䠼䌁䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉㾼þĦ A͆͆䓣䬶䗇䁩䁈䁂䁤䨘䗇
䆴䁓䂊䁝APu䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
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㿥TV Appデータ㿦䁦䁭㾼þĦ A͆͆ APu䂐䠗䁖䁤A͆͆˴e䁩䠼䌁䁗䂉䁝䁿䁩㾼þĦ A͆͆䓣䬶䗇䁩䁈䁂䁤䠴䋆䁓䂊䂉䂸ー䂰
䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥TV App機能㿦䁦䁭㾼þĦ A͆͆䁼䁝䁭tΚ¾ò㾼˔¾ò㾼˔Paʍ¾ò㾼䁼䁝䁭maʄ¾ò䂸䃁䂕䂪䂐䠗䁖䁤䭡䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋㾼䃗
ー䂧ー䁊䂤䃤䂷䃤䂵䁩䊂䁗䂉䂜䂪䂰䃏䂕䂫䁓䂊䁝䘠䩍䁈䂆䁱䁈䁗䁗䁿䂐䔉䟾䁗䂉䁑䁦㾼䁨䂇䁱䁩䃗ー䂧ー䁬䂓䃈䃛䂢ー
䂨䃘䃤䂐䠗䁖䁤䢖䈊䂤䃤䂷䃤䂵䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䁑䁦䂐䆻䤓䁩䁕㾼䁼䁝䁭䃗ー䂧ー䁊䄎䛯䔉䟾䁕䁝䂤䃤䂷䃤䂵䁬䔉䟾䂐䎇
䝎䁗䂉䁑䁦䂐䆻䤓䁩䁗䂉䊨䤓䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥TV App仕様書㿦䁦䁭㾼䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁋㾼þĦ A͆͆ APu䁬䁝䁿䁩A͆͆˴e䁊䠼䌁䁗䂉㾼䙹䔜䐥䙃䁓䂊䂉䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁬䁑
䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥tvOS㿦䁦䁭㾼tΚ¾ò䂛ペ䃝ー䂷䂔䃤䂡䂨䂪䂷䃑䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱䁛䁬䏴䎇䃁ージ䃘䃤䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥アップデート㿦䁦䁭㾼A͆͆˴e䁬䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂂䂦ー䃄䂪㾼䁼䁝䁭A͆͆˴e䁬䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂂䂦ー䃄䂪䁩䊈䁼䂊䂉䧶䨌䁩䝩䁗
䂉㾼䃁䂡䕼䚜㾼䐥䙃㾼䂓䂴䃈䂡䃝ー䂺㾼䕼䚜㾼䇱䮐㾼䨾䝈㾼䙃䊲䃛䃛ー䂪㾼䙃䊲䃁ージ䃘䃤䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥visionOS㿦䁦䁭㾼Κ˔͝˔on¾ò䂛ペ䃝ー䂷䂔䃤䂡䂨䂪䂷䃑䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱䁛䁬䏴䎇䃁ージ䃘䃤䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥ウォレット㿦䁦䁭㾼˔¾ò㾼˔Paʍ¾ò㾼Πatʄ˄¾ò㾼䁼䁝䁭maʄ¾ò䁬òaʷar˔䁥䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁬䃂䂪䂐䨷䝒䁈䂆䁱䧃䔤䁥䁋
䂉䂆䁄䁩䁗䂉䊨䤓䂐䦢䁆䁝A͆͆˴e䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥WatchKit拡張機能㿦䁦䁭㾼Πatʄ˄¾ò䘕䁥ĩatʄ˄�˔t䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䔾䐿䁈䂆䁱䧃䔤䁗䂉䁝䁿䁩˔¾ò䘕䁬
ĩatʄ˄�˔t䃆䃝ー䃑䃠ー䂠䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䄰䧶䁦䁕䁤䃁䃤䂺䃜䁓䂊䂉䈘䟳䊨䤓䁬䁑䁦
䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥watchOS㿦䁦䁭㾼Πatʄ˄¾ò䂛ペ䃝ー䂷䂔䃤䂡䂨䂪䂷䃑䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱䁛䁬䏴䎇䃁ージ䃘䃤䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥天候アラート㿦䁦䁭㾼䊫䘎䊨䊂䁉䂇ĩeat˄er�˔t APu䂐䠗䁖䁤䙹䔜䠼䌁䁓䂊䂉㾼䗀䒥䟁䁩䁈䁏䂉䣁䠴䁬䡛䐄䘢䎤䂐䛉
䫒䁗䂉㾼䡛䐄䁩䊂䁗䂉䁀䂇䂄䂉䎏䑛䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䂓䃚ー䂹䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽  
 
㿥WeatherKit API㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䡛䐄䁩䊂䁗䂉䊨䤓䁼䁝䁭䊨䤓䚔䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁈䂆䁱䝩䘎
䚤䧎䁩䠕䆺䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉䨘䗇䆴䁓䂊䁝APu䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽  
 
㿥ウェブソフトウェア㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁦䢯䄰䁬䎳䏑䁈䂆䁱䔾䔽䡏䁩䢯䢙䁬䊨䤓䁨䂇䁱䁩
䊨䤓䚔䂐䬗䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂗䂘䃇䃊ー䂪䃁ージ䃘䃤㿙䮪䁆䁮䊨䤓䃂䃛䂷䂔㿚䁬䁑䁦䂐䁂
䁂䁼䁗㾽 
 
㿥ウェブサイトプッシュID㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂦䂕䂹䁬䡱䯠䃁䃤䂺䃜䁩䗆䫐䁗䂉䁝䁿䁩㾼䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭AP³䁦䠗䘺䁗䂉
䁝䁿䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䓦䬺䁗䂉A͆͆˴e䘋䫒䗇䁦䃈䂴䂨䃖䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤u=䁦䁬䜆䁽䑒䂍䁙䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
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㿥Xcodeクラウド㿦䁼䁝䁭㿥Xcodeクラウドサービス㿦䁦䁭㾼A͆͆˴e䁬䂠䃚䂗䂺䁥䃌䂪䂹䁓䂊䁝㾼䎇䝎䡏䂕䃤䂷䂡䃝ー䂨䃘
䃤䂦ー䃄䂪㾼䎇䝎䡏䂸䃛䃁䃛ー䂦ー䃄䂪㾼䁈䂆䁱䊂䯄䁗䂉䂷䂠䂿䃞ジー䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥Xcodeクラウドコンテンツ㿦䁦䁭㾼İʄoʍe䂠䃚䂗䂺䂦ー䃄䂪㿙䂸䃊䃞䂴䃂䁊䃞䂡䂕䃤䔏䈚䘠䩍䂐䠼䌁䁗䂉䂮ー䂪䂤ー䂺
䃛䃎ジ䂹䃛䁩䨷䝒䁓䂊䁤䁂䂉䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂐䊈䁾㿚䁩䂓䂠䂬䂪䁼䁝䁭䓦䬺䁗䂉䒣䁩䢊䐱䁼䁝䁭䭡䬺䆻䤓䁩䁗䂉㾼䂮䃆䂹䂗
䂘䂓㾼䂷䂪䂹㾼䂪䂠䃛䃈䂹㾼䂸ー䂰㾼䘠䩍㾼䂷䂞䂪䂹㾼䙩䍷㾼䃄䂸䂛㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䂤䃤䂷䃤䂵䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㿙䂸䃊䃞䂴䃂
䁩䃚䂕䂬䃤䂪䁊䧘䬨䁓䂊䁝A͆͆˴e䁬䃏䂷䃛䂓䃜䂐䗐䁍㿚㾽 
 
㿥デベロッパ㿦䁈䂆䁱㿥デベロッパの㿦䁦䁭㾼䔧䏙䁬䂸䃊䃞䂴䃂䂓䂜䂗䃤䂹䁥䪒䍶䬁䂐䕯䞒䁕䁝㾼䁉䁢A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂐
䓦䬺䁕䁤䁂䂉㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁍䎳䭡䂐䐿䓦䁗䂉䏓䙙䁼䁝䁭䩘䙙㿙䮪䁆䁮㾼䇦䕎㾼䜆䘲㾼䌔䄭䊨䊂㾼䚖䧟䊨
䊂㾼䊨䊂㾼䧶䫶䁨䁧㿚䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽  
 
注：䁑䁬䡤䁩䁢䁋䋅䋆䂐䦞䁏䂉䁝䁿㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䔧䙔䁬䁝䁿䁩䈀䧶䍶䬁䕐䁩䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䇻䥞䁓䁙䂉䁑䁦䁊䁥䁋
䁼䁗䁊㾼䢖䈊䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䗀䬗䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䔧䙔䁬䂸䃊䃞䂴䃂䂓䂜䂗䃤䂹䁥䠼䖧䁕㾼䁉䁢䪒䍶䬁䁥
䫒䔤䡏䁩䋸䞒䁓䂊䁝䘜䑒䁩䏑䂈䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁦䁕䁤䤰䘺䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䂜䂗䃤䂹䁥
䐿䂍䂊䂉䔧䙔䁬䈀䧶䍶䬁䕐䁬䐿䄝㿙䮪䁆䁮㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂲ー䃑䁩䈀䧶䍶䬁䕐䂐䆺䁆䁤䇻䥞䌦䫅䂐䙵䐿䁓䁙䂉䁑䁦㿚㾼䁈䂆
䁱䈀䧶䍶䬁䕐䁩䂆䂉䪒䍶䬁䁬䖻䕣䁩䁢䁂䁤㾼A͆͆˴e䁩䝩䁕䁤䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䪒䍶䬁䁉䂇䚟䁖䂉㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬
䈀䧶䍶䬁䕐䁩䂆䁡䁤䁨䁓䂊䁝䁀䂇䂄䂉䐿䄝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁩䂆䁡䁤䁨䁓䂊䁝䁦䁽䁨䁓䂊䂉䂀䁬䁦䁕㾼䁉䁢䂸䃊䃞䂴䃂䁭
㿙䂸䃊䃞䂴䃂䁬䈀䧶䍶䬁䕐䁩䆺䁆䁤㿚㾼䁉䁉䂉䐿䄝䁬䁗䁷䁤䁩䁢䁂䁤A͆͆˴e䁩䝩䁕䁤䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
2. 内部使⽤ライセンスおよび制限 
2.1 許可される使⽤および制限 - プログラムサービス 
䪒䍶䬁䁬䘢䑋䂐䛯䠼䁦䁕䁤㾼A͆͆˴e䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕㾼䪒䍶䬁䊥䊀䟘㾼䄎䆳䁩䠴䁿䂉䚐䏑䧘䁋㾼䦟䣆䛑䡏㾼䄰䙔䛓䝋
䡏㾼䕢䗴䆻䤓㾼䂦䃇䃚䂕䂬䃤䂪䧗䆻㾼䁉䁢䘨䡰䧗䤓䁨䃚䂕䂬䃤䂪䂐㾼䁑䁑䁩䧘䬨䁕䁼䁗㾽 
 
㿙a㿚䪒䍶䬁䁥䨫䡳䫒䔤䡏䁩䋸䆻䁓䂊䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䈊䢖䁗䂉A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䘕䁥䅚䬺䁗䂉䁝䁿䁩䓶䠴䁓䂊䁝䕢䃼
䚤䧎䁬䇻䥞䁼䁝䁭䂷䂪䂹䁬䁽䂐䫭䡏䁦䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䣞䧶䓦䬺䁬䁝䁿䁩㾼
䂸䃊䃞䂴䃂䁊䗀䬗䁼䁝䁭䉴䭦䁗䂉A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䘕䁩㾼䪒䃈䃞䂡䃚䃑䁩䊙䁣䁋䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼䌁䁓䂊䂉A͆͆˴e䂮
䃆䂹䂗䂘䂓䁬䑒䭦䡏䁨䙾䁬䂤䃅ー䂐䂕䃤䂪䂹ー䃜䁗䂉䁑䁦㾽 
㿙ɿ㿚䪒䍶䬁䁥䨫䡳䫒䔤䡏䁩䋸䆻䁓䂊䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁬䑒䭦䡏䁨䙾䁬䂤䃅ー䂐䒳䚕䁕㾼䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆
䂉䣞䧶䓦䬺䁬䁽㾼䁈䂆䁱䕢䃼䚤䧎䁬䇻䥞䁼䁝䁭䂷䂪䂹䁬䁽䂐䫭䡏䁦䁕䁤䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂䁩䤰䧞䁗䂉䁑䁦㾽  
㿙ʄ㿚䪒䍶䬁䁥䨫䡳䫒䔤䡏䁩䋸䆻䁓䂊䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䇻䥞䁈䂆䁱䂷䂪䂹䁬䁽䂐䫭䡏䁦䁕
䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂䁊䣞䧶䓦䬺䁬䁝䁿䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䈖䣾䠴䂷䂪䂹䃗䂼䂴䂹䁩㾼䂸䃊䃞
䂴䃂䁊䡱䯠䁕㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂐䕢䢾䁕䁝䣾䠴䂷䂪䂹䃗䂼䂴䂹䙾䂐䘕䏑䁦䁕䁤㾼䃈䃞䃄ジ䃘䂼䃤䂡䃈䃞䃆䂒䂕䃜䂐䂕䃤䂪䂹ー䃜
䁗䂉䁑䁦㾽  
㿙ʍ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁊䡱䯠䁈䂆䁱䃚䂕䂬䃤䂪䂐䕢䢾䁕䁝䡱䯠䂸䃁䂕䂪䁬䘕䏑䙾䂐䏑䡹䁦䁕䁤㾼䡱䯠䂸䃁䂕䂪䁥䁬䂸䃊䃞䂴䃂
䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䤰䧞䁈䂆䁱䓦䬺䂐䆻䤓䁩䁗䂉䁑䁦䁬䁽䂐䫭䡏䁦䁕䁤㾼䈖䡱䯠䂸䃁䂕䂪䁩䃈䃞䃄ジ䃘䂼䃤䂡䃈䃞䃆䂒䂕
䃜䂐䂕䃤䂪䂹ー䃜䁗䂉䁑䁦㾽䁉䁢 
㿙e㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䃂䂪㾼òaʷar˔䈘䟳䊨䤓㾼òaʷar˔䃈䂴䂨䃖䠗䟀䁩䡩䓰䗆䫐䁗䂉䁑䁦䂐䫭䡏䁦䁕䁤㾼䁈䂆
䁱䁛䁬䝗䪒䍶䬁䁩䂆䂈䨫䡳䫒䔤䡏䁩䋸䆻䁓䂊䁝䠗䂈㾼䪒䍶䬁䁩䖕䁂䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤䥞䐿䁓䂊䁝A͆͆˴e䘋䫒䗇䂐
䜆䁽䣷䂊䂉䁑䁦㾽 
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A͆͆˴e䁭㾼䈖䃚䂕䂬䃤䂨ー䁊䪒䃈䃞䂡䃚䃑䁬䆳䁥A͆͆˴e䁩䡱䯠䁕䁤䃚䂕䂬䃤䂪䂐䕢䢾䁗䂉䁑䁦䁬䁥䁋䂉A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺
䚤䧎䁬䘕䏑䙾䂐䛆䠴䁗䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㿙䄎䆳㿥登録デバイスライセンス承認数㿦䁦䁂䁂䁼䁗㿚㾽A͆͆˴e䁊
䗇䫞䁩䂆䂉䨫䞼䁬䑒䄙䂐䁕䁝䘜䑒䂐䗐䁋㾼第7.3条（特別配布）䁩䊙䁣䁋䡱䯠䂸䃁䂕䂪䁥䏑䠴䡏䁨䤰䧞䂐䁗䂉䁝䁿䁩㾼
䈖䇦䕎㾼䜆䘲㾼䌔䄭䊨䊂䁼䁝䁭䂡䃜ー䃈䁭㾼䡱䯠䂸䃁䂕䂪䃚䂕䂬䃤䂪䗦䣾䙾1䎤䁬䁽䂐䕢䢾䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼
䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䏝䄙䁩㾼䢯䄰䁬䇦䕎㾼䜆䘲㾼䌔䄭䊨䊂䁼䁝䁭䂡䃜ー䃈䁥䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩㾼䗦䣾䙾1䎤䂐䠄䁆䂉䡱䯠䂸
䃁䂕䂪䃚䂕䂬䃤䂪䂐䕢䢾䁕䁝䂈㾼䁼䁝䁭䝗䕎䁩䕢䢾䁓䁙䁝䂈䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
 
A͆͆˴e䁭㾼㿙䮪䁆䁮䂸䃁䂕䂪䁼䁝䁭䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䃈䃞䃄ジ䃘䂼䃤䂡㾼䃏䂾ージ䃤䂡䂲ー䃑䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䂓䂜䂗䃤䂹䃛
䂮ー䂪䁨䁧㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂸䃊䃞䂴䃂䂓䂜䂗䃤䂹䁦䌆䁩䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁬䃈䃞䂡䃚䃑䁩䂆䂈㾼䁼䁝䁭䁉䁉䂉䃈䃞䂡䃚䃑䂐䎆
䬜䁕䁤㾼䂦ー䃄䂪䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼㿙A͆͆˴e䁬䂸䃊䃞䂴䃂䂗䂘䃇䂦䂕䂹䂐䠗䁖䁤䂓䂠
䂬䂪䁓䂊䂉㿚䃈䃞䂡䃚䃑䂗䂘䃇䃎ー䂰䃜䎆䬜㾼䁼䁝䁭䃈䃞䂡䃚䃑㿙䮪䁆䁮İʄoʍe㾼A͆͆ òtore 6onneʄt㾼òΠ˔ʷt 
P˴aάgroͺnʍ͝㿚䁦䯄䢮䁕䁤䢮䒳䁗䂉䂆䁄䁩䛆䎍䁓䂊䁝A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䎆䬜䁥䁬䁽㾼䁉䁢A͆͆˴e䁊䗦䣾䁕䁝䂆䁄䁩
䁬䁽㾼䁉䁉䂉䂦ー䃄䂪䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂㿙䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂㿚䁊
䁛䁄䁕䁝䁹䁉䁬A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䂐䎆䬜䁕䁤䂸䃊䃞䂴䃂䂓䂜䂗䃤䂹䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䂓
䂜䂗䃤䂹䁬䁂䁉䁨䂉䓦䬺䁩䂀㾼䁼䁝㾼䁑䁬䩖䩘䁥㿙䮪䁆䁮A͆͆˴e䘋䫒䗇䁈䂆䁱䃈䃞䃄ジ䃘䂼䃤䂡䃈䃞䃆䂒䂕䃜䁭㾼䪒䍶䬁䁥
䋸䆻䁓䂊䁝䏑䠴䡏䁨䩖䩘䁩䁈䁂䁤䁬䁽䓦䬺䁥䁋䂉䁨䁧㿚䂸䃊䃞䂴䃂㿙䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂㿚䁩䓦䬺䆻䤓
䁦䁨䂉䃈䃞䂡䃚䃑䁬䁂䁉䁨䂉䊨䤓䁼䁝䁭䊨䤓䚔䁩䂀㾼䪒䍶䬁䁊䎇䝎䁕䁤䡑䬺䁓䂊䂉䁑䁦䂐䣾䁿㾼䁑䂊䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦
䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䃈䃞䂡䃚䃑䁩䂆䂈㾼䁼䁝䁭䃈䃞䂡䃚䃑䂐䎆䬜䁕䁤䠼䌁䁓䂊䁝䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䁼䁝䁭䁉䁉䂉䂦ー䃄
䂪䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䠗䁖䁤㾼䝽䝱䁼䁝䁭䮧䔕䁗䂉䂦ー䃄䂪䂐䒳䚕䁕䁨䁂䁑䁦㾼䁼䁝䁭䒳䚕䂐䔌䁽䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦
䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䁝䁿䁩䃂䃠ー䓶䦾䁈䂆䁱䃂䃆䂚ー䃏䃤䂪䓶䦾䂐䠼䌁䁕䁝䘜䑒㾼䂸䃊
䃞䂴䃂䁭㾼䢖䈊䓶䦾䂐䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁬䣞䧶䓦䬺䁬䁝䁿䁩䁬䁽䓦䬺䁥䁋䂉䁑䁦㾼䁈䂆䁱㿙第2.9条䁬䊲䠴䂐䗐䁋㿚䞀䓏
䕐䁩䠼䌁䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䔧䙔䁬䂸䃊䃞䂴䃂䂓䂜䂗䃤䂹䁩䊂䯄䁣䁏䂇
䂊䁝A͆͆˴e Aʄʄoͺnt䁼䁝䁭䣾䘋䘠䩍㿙䮪䁆䁮䂞ー㾼䂹ー䂠䃤㾼䃂䂪䃠ー䂺䁨䁧㿚䂐䓦䬺䁗䂉䂦ー䃄䂪䁬䁽䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉
䁑䁦䁊䁥䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬A͆͆˴e Aʄʄoͺnt䁈䂆䁱䣾䘋䘠䩍䂐䧗䚜䭡䬺䁉䂇䕣䂈㾼A͆͆˴e䁊䣾䘋䁕䁝䩖䩘
䁥䁬䁽䓦䬺䁗䂉䁑䁦㾼䁼䁝㾼䪒䍶䬁䁬䊲䠴㿙第2.8条䁈䂆䁱䞀5䘢䂐䊈䁾䁊䁛䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁨䁂㿚䁩䖕䁡䁤䓦䬺䁗䂉䁑
䁦䁩䁢䁂䁤㾼䉛䛳䁨䚼䣻䂐䬗䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䪒䍶䬁䁥䨫䡳䫒䔤䡏䁩䋸䆻䁓䂊䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䛳䧶䁼
䁝䁭䄰䧶䂐䫳䂍䁘㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂲ー䃑䁬䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂䄎䈀䁬䁂䁉䁨䂉䕐䁩䝩䁕䁤䂀㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂸䃊䃞䂴䃂䂓䂜
䂗䃤䂹䁼䁝䁭䁛䂊䁦䌆䁩䠼䌁䁓䂊䂉䁀䂇䂄䂉䂦ー䃄䂪䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䌆䬗㾼䥼䤹㾼䒌䥼䤹㾼䃝䃤䂰䃜㾼䃛ー䂪㾼䝷䬨䁼䁝䁭
䁛䁬䝗䁬䠼䌁䂐䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁕㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭A͆͆˴e =eΚe˴o͆er Program䁬䃒䃤䃁ー䁩䝩䁕䁤㾼䁛䁬
A͆͆˴e Aʄʄoͺnt㾼䣾䘋䘠䩍䁼䁝䁭䊂䯄䁬䂓䂜䂗䃤䂹䘠䩍䁈䂆䁱䃏䂷䃛䂓䃜㿙䮪䁆䁮㾼A͆͆ òtore䁼䁝䁭þe͝ta˴˔g˄t䁩
䤰䧞䁼䁝䁭䠼䖧䁗䂉䁝䁿䁩䓦䬺䁓䂊䂉A͆͆˴e䘋䫒䗇䁨䁧㿚䂐䠼䌁䁗䂉䂆䁄䄑䭓䁼䁝䁭䭀䚨䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁕䁼䁗㾽䂸
䃊䃞䂴䃂䁭㾼䈖䂲ー䃑䃒䃤䃁ー䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䂜䂗䃤䂹䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䁝䁿䁩䁭䈖㿐䁬A͆͆˴e Aʄʄoͺnt䁼䁝䁭䣾䘋
䘠䩍䂐䨷䬗䁕䁤䁂䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦䂐䭦䇧䁕䁤䁂䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁼䁝䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䂜䂗䃤䂹䂐䠗䁖䁤㾼䁼䁝䁭䁑
䂊䁩䊂䯄䁕䁤䐿䂍䂊䁝䁀䂇䂄䂉䐿䄝䁩䁢䁂䁤㾼䂓䂜䂗䃤䂹䁬䗀䬗䕐䁥䁀䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁊䛳䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸
䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䁬maʄ¾ò䂦ー䃁䁼䁝䁭İʄoʍe䂦ー䃁㿙䄎䆳㿥本サーバ㿦䁦䁂䁂䁼䁗㿚䁊䢋䒢䁓䂊䁝A͆͆˴e䚤䂤䃤䃅
䃖ー䂰䂐䗀䬗䁼䁝䁭䂤䃤䂹䃞ー䃜䁕㾼䁉䁢䁛䂊䂐䢖䈊䃈䃞䂡䃚䃑䁩䊂䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁬䇻䥞䫭䡏䁥䓦䬺䁕䁝䁂䥽䄓
䣞䁩䁈䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉䪒䂦ー䃁䬺䁬䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁬A͆͆˴e Aʄʄoͺnt䁼䁝䁭䝗䁬䣾䘋䘠䩍䂐䓦䬺䁗䂉䁑
䁦䁩䢯䄙䁕㾼䁉䁢㾼䁉䁉䂉䪒䂦ー䃁䁩䂆䁡䁤䁨䁓䂊䂉䁀䂇䂄䂉䐿䄝䁩䁢䁂䁤䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
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2.2 認定テストユニットとプレリリース版Appleソフトウェア  
䣾䠴䂷䂪䂹䃗䂼䂴䂹䁩A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁬䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䁬䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵䁬䭡䬺䁊䊈䁼䂊䁤䁂䂉䏑䂈㾼
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䢖䈊䣾䠴䂷䂪䂹䃗䂼䂴䂹䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁬䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂䁩䏑䠴䁗䂉䁑䁦㾼䁼䁝㾼䢖䈊䣾䠴䂷
䂪䂹䃗䂼䂴䂹䂐䞀䓏䕐䁩䇻䔤㾼䧃䔤㾼䃝䃤䂰䃜㾼䃛ー䂪㾼䝷䬨㾼䥼䤹䁛䁬䝗䁬䩖䩘䁩䂆䂈䘨䡰䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦
䁕䁼䁗㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁗䁷䁤䁬䣾䠴䂷䂪䂹䃗䂼䂴䂹䂐䨖䔶䁼䁝䁭䢐䣪䁉䂇䨷䏽䁗䁷䁍㾼䑒䭦䡏䁨䬦䩿䛺䟈䂐䑁䁖㾼
䂸䃊䃞䂴䃂䁬䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂀㾼䁉䁉䂉䨷䏽䂐䁗䂉䂆䁄䁩䓶䔤䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁓䂇䁩㾼䪒䍶䬁䁬䘢
䑋䁩䖕䁂㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁬䣞䧶䂷䂪䂹䁈䂆䁱䇻䥞䫭䡏䁥㾼䏑䠴䁓
䂊䁝䙾䁬䣾䠴䂷䂪䂹䃗䂼䂴䂹䘕䁥䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䢱䣷䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽 
 
デベロッパは、デベロッパの認定テストユニットにプレリリース版Appleソフトウェアをインストールすること、またはデ
ベロッパの認定テストユニットでプレリリース版サービスを利⽤することにより、これらの認定テストユニットがテストモ
ードに「ロック」され、現状に復帰させることができなくなる場合があることについて認め、同意するものとします。䃈
䃝䃛䃛ー䂪䥵A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵䂦ー䃄䂪䁬䭡䬺䁭㾼䧄䆸䁈䂆䁱䇻䥞䫭䡏䁥䁬䁽䐿䁄䂀䁬䁦䁕㾼䗗
䬺䅚䬺䉯䌌䁥䓦䬺䁕䁝䂈㾼䖜䭀䁨䂸ー䂰䁦䁦䂀䁩䓦䬺䁕䁝䂈䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵A͆͆˴e䂮䃆䂹
䂗䂘䂓䁼䁝䁭䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵䂦ー䃄䂪䂐䭡䬺䁗䂉䘜䑒㾼䁀䂇䁉䁖䁿䂸ー䂰䂐䃁䂴䂠䂓䂴䃈䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼䂸
䃊䃞䂴䃂䁬䣾䠴䂷䂪䂹䃗䂼䂴䂹䁈䂆䁱䡱䯠䂸䃁䂕䂪䁬䃈䃞䃄ジ䃘䂼䃤䂡㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䕢䃼䚤䧎䁬䇻䥞㾼䁼䁝䁭䪒A͆͆˴e
䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂀䁕䁍䁭䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁬䂕䃤䂪䂹ー䃜䂀䁕䁍䁭䓦䬺䁬䎠䇃䁦䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䦜䂉䌑䂊
䁬䁀䂉䦝䬺㾼䎆䦝㾼䁛䁬䝗䁬䒊䫅㿙䁑䂊䁩䁭䛆䦢䁬䝕䈂㾼䁼䁝䁭䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂂䘠䩍䂀䁕䁍䁭䂸ー䂰䁬䝕䈂㾼䜐䔶䁼䁝䁭
䤡䇪䂐䊈䁽䁼䁗䁊㾼䁛䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚䁩䁢䁂䁤㾼䄰䛁䚼䣻䂐䧫䁂䁼䁙䂑㾽  
 
2.3 プレリリース版AppleソフトウェアおよびAppleサービスの秘密性 
A͆͆˴e䁭㾼䪒䍶䬁䊥䊀䟘㾼䡑䊿㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤㾼A͆͆˴e䦘䪻䘠䩍䂐䐨䚕䁗䂉䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵䁬A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓
䁼䁝䁭A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䂐䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁊䁀䂈㾼䁛䁬䘜䑒㾼䪒䍶䬁䁩䁈䁂䁤䨫䞼䁬䠴䁿䁊䁀䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䪒䍶䬁䁬䦘䪻
䨷䔛䋆䫅䁊䡑䬺䁓䂊䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䢖䈊䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁭㾼䒍䖂䃛䃛ー䂪䥵
䁬䗗䬺䂡䃝ー䂺䚤䧎䁦䢯䬶䁩䊨䤓䁗䂉䂀䁬䁦䘺䭓䁓䂊䂉䁷䁋䁥䁨䁍㾼䖔䨌䁉䁢䠴䊥䡏䁩䃁䂴䂠䂓䂴䃈䁓䂊䁤䁂䁨䁂䂸ー
䂰䁦䌆䁩䓦䬺䁓䂊䂉䁷䁋䁥䁭䁨䁍㾼䁼䁝㾼䁼䁞䭡䬺䁥䁋䁨䁂䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䁩䊂䁗䂉䊨䤓㾼䊨䤓䚔㾼APu䂐䊈
䂑䁥䁂䂉䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁬䆻䬺䚔䁩
䁢䁂䁤䐇䧃䁕䁤䁂䁨䁂䘜䑒䁊䁀䂉䁑䁦㾼A͆͆˴e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤㾼䢖䈊䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭
A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁊䗞䭑䐇䇻䁓䂊䂉䁑䁦䁼䁝䁭䭡䬺䁥䁋䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤䬁䝆䁼䁝䁭䨷䘋䂐䁕䁤䁂䁨䁂䁑䁦䂐䣾䁿㾼䢯䄙䁗
䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁼䁝䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤㾼䢖䈊䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂀䁕䁍䁭䂦ー䃄䂪㾼䁼䁝䁭䁑䂊䂇䁦
䮧䔕䚔䂀䁕䁍䁭䏮䉤䚔䁬䁀䂉䋁䖨䁊䐇䇻䁼䁝䁭䓲䥼䁓䂊䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䫒䔤䡏䁼䁝䁭䫬䔤䡏䁩䡥䁆䂉䋆䫅䂐䧫䂍䁨
䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁩䁢䁂䁤䂸䃊
䃞䂴䃂䁊䐿䁄䃛䂦ー䂲䁼䁝䁭䇻䥞䁭㾼䁗䁷䁤䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁬䚼䣻䁥䐿䂍䂊䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䫒䔤䡏䁩䣾䁿㾼䢯䄙䁗䂉䂀
䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
 
2.4 複製 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁋䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䒳䚕䁊䋸䆻䁓䂊䂉A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁬䁗䁷䁤䁬
䨃䚤㿀䂤䃅ー䁩䁈䁂䁤㾼A͆͆˴e䁬䟨䒳䎳㾼䫚䚼䘢䑋䁛䁬䝗䁬䟀䡏䒨䓙䎳䁬䧃䔤㿙䠼䌁䁓䂊䂉A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱䂺
䂞䃖䃒䃤䂹䁩䧃䔤䁓䂊䂉䂀䁬㿚䂐㾼䁗䁷䁤䨷䔛䁈䂆䁱䨃䕈䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
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2.5 所有権 
A͆͆˴e䁭㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼䂦ー䃄䂪䁈䂆䁱䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁋䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼䌁䁗䂉䂓䂴䃈䂸ー䂹䁩䊂䁗䂉㾼䁗䁷䁤䁬
䎳䭡㾼䎳䏆䁈䂆䁱䭡䅱䂐䭸䨷䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁬䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱A͆͆˴e䁬䂦ー䃄䂪䁩䝩䁕䁤㾼䁉䁢
A͆͆˴e䁬䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭A͆͆˴e䁬䂦ー䃄䂪䁩䝩䁗䂉䁀䂇䂄䂉䎳䭡䁬䕡䟳䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁊䣾䔭䁗䂉䏑䂈䁩䁈䁂䁤㾼
A͆͆˴e䁬䗀䬗䎳䂐䨷䔛䁗䂉䁝䁿䁩A͆͆˴e䁩䌈䮖䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗
䂘䂓䁩䊂䁗䂉䎳䭡䁬䕡䟳䁊䁀䁡䁝䘜䑒㾼䝉䂂䁉䁩A͆͆˴e䁩䡥䁆䂉䁝䁿䁬䑒䭦䡏䁨䡸䮖䂐䨇䁄䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁕䁼
䁗㾽䮅䢖䔔䕐䁭㾼䪒䍶䬁䁭A͆͆˴e䁩䝩䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䕢䃼䚤䧎䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䁩䊂䁗䂉䁂䁉䁨䂉䗀䬗䕐䁦䁕䁤䁬䭡
䅱䂀䬨䁆䁤䁂䁨䁂䁑䁦䂐䣾䁿㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
 
2.6 その他の許可される使⽤の不存在 
䪒䍶䬁䁥䣁䞼䁬䠴䁿䁬䁨䁂䏑䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼A͆͆˴e䘋䫒䗇㾼䁼䁝䁭䁀䂇䂄䂉䂦ー䃄䂪䁬䛳䧶䁼䁝
䁭䄰䧶䁩䁢䁂䁤㾼䃝䃤䂰䃜㾼䃛ー䂪㾼䝷䬨㾼䂗䂘䃇䂦䂕䂹䂀䁕䁍䁭䂦ー䃁䁶䁬䂓䂴䃈䃞ー䂺㾼䂗䂘䃇䂦䂕䂹䂀䁕䁍䁭䂦ー䃁䘕䁥䁬
䃌䂪䂷䂔䃤䂡㾼䥼䤹㾼䒌䤰䧞㾼䁼䁝䁭䒌䓦䬺䋸䞒䂐䐿䂍䁨䁂䁑䁦㾼䁼䁝㾼䝗䕐䁊䁑䂊䂇䁬䐿䄝䂐䐿䁄䁑䁦䂐䆻䤓䁨䂇䁕䁿䁨䁂
䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䈊䢖䁗䂉䁗䁷䁤䁬䧘䝋䗇䁈䂆䁱䨫䔄䂐䊈䁿㾼䪒䍶䬁䁩䂆䂈䫒䔤䡏䁩䋸䆻䁓䂊
䁤䁂䁨䁂䫭䡏䁥㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼A͆͆˴e䘋䫒䗇㾼䁼䁝䁭䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁂䁤䠼䌁䁓䂊䂉䁂䁉䁨䂉䂦ー䃄䂪䂀䓦䬺䁗䂉䁑
䁦䁭䁥䁋䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e ò=�䂐A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䁥䁨䁂䂤䃤䃅䃖ー䂰䁥䂕䃤䂪䂹ー䃜㾼䓦䬺䂀䁕䁍䁭
䔾䐿䁕䁨䁂䁑䁦㾼˔¾ò㾼˔Paʍ¾ò㾼maʄ¾ò㾼tΚ¾ò㾼Κ˔͝˔on¾ò㾼Πatʄ˄¾ò㾼䁈䂆䁱䃈䃞䃄ジ䃘䂼䃤䂡䃈䃞䃆䂒䂕䃜䂐A͆͆˴e
䃇䃚䃤䂺䚤䧎䄎䈀䁬䂸䃁䂕䂪䁥䂕䃤䂪䂹ー䃜㾼䓦䬺䁼䁝䁭䔾䐿䁕䁨䁂䁑䁦㾼䁈䂆䁱䝗䕐䁊䁑䂊䂇䁬䐿䄝䂐䁗䂉䁑䁦䂐䆻䤓䁨
䂇䁕䁿䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼A͆͆˴e䘋䫒䗇㾼䁼䁝䁭A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂀䁕
䁍䁭䁛䁬䝗䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁂䁤䠼䌁䁓䂊䂉䂦ー䃄䂪㾼䁼䁝䁭䁑䂊䂇䁬䄰䧶䁩䁢䁂䁤㾼䨃䚤㿙䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁋䫒䔤䡏䁩䋸䆻䁓
䂊䂉䘜䑒䂐䗐䁋䁼䁗㿚㾼䋚䂤䃤䃂䂕䃜㾼䃛䃁ー䂪䂙䃤ジ䂼䂓䃛䃤䂡㾼䋚䂓䂬䃤䃇䃜㾼䂮ー䂪䂤ー䂺䕢䢾䁬䔌䁽㾼䇱䨮㾼䧾䑑㾼䁼䁝
䁭䣬䔝䡏䟨䒳䨊䁬䜌䜿䂐䐿䁄䁑䁦䁭䁥䁋䁨䁂䂀䁬䁦䁕㾼䁑䂊䂇䁬䐿䄝䂐䐿䂍䁨䁂䁑䁦㾼䁈䂆䁱䝗䕐䁊䁑䂊䂇䁬䐿䄝䂐䐿䁄
䁑䁦䂐䆻䤓䁨䂇䁕䁿䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㿙䁝䁞䁕㾼䘕䊳䁬䚐䏑䁊䡑䬺䩘䁩䂆䂈䌵䓽䁓䂊䂉䘜䑒㾼䁈䂆䁱A͆͆˴e
䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁩䊈䁼䂊䂉䂛ー䃈䃤䂮ー䂪䁬䂤䃤䃎ー䂾䃤䂹㾼䁼䁝䁭䂦䃤䃈䃜䂤ー䂺䁬䓦䬺䁩䡑䬺䁓䂊䂉䃚䂕䂬䃤䂪䘢䎤䁩䂆䂈
䋸䆻䁓䂊䂉䘜䑒䁬䁽䂐䗐䁋䁼䁗㿚㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁀䂇䂄䂉A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼A͆͆˴e䘋䫒䗇㾼䁼䁝䁭䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁋䠼䌁
䁓䂊䂉䂦ー䃄䂪䂐㾼䋸䆻䁓䂊䁤䁂䁨䁂䩖䩘㿙䂾䂴䂹䃠ー䂠䬯䮓䁬䠄䇗䂂䇗䖜䧫䇐㾼䁼䁝䁭䢖䈊A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼A͆͆˴e䘋
䫒䗇䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䁩䂆䂈䠼䌁䁓䂊䂉䂸ー䂰䁬䕷䖏䂀䁕䁍䁭䧗䚜䓦䬺䂐䁗䂉䁑䁦䂐䊈䁽䁼䁗䁊㾼䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚
䁥䭡䬺䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁑䁬䂆䁄䁨䐿䄝䂐䔌䁽䂉䁑䁦䁭㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁩䊂
䁗䂉A͆͆˴e䁈䂆䁱䁛䁬䃚䂕䂬䃤䂦ー䁬䎳䭡䂐䘻䈂䁗䂉䁑䁦䁩䁨䂈䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊䘕䊳䁬䚐䏑䁩䄧䥮䁕䁝䘜䑒㾼䜈䠕䁈
䂆䁱䝕䈂䤺䗒䚨䋦䂐䕯䁏䂉䌑䂊䁊䁀䂈䁼䁗㾽䪒䍶䬁䁥䫒䔤䡏䁩䧘䬨䁓䂊䁤䁂䁨䁂䄰䛁䁬䃚䂕䂬䃤䂪䁭A͆͆˴e䁩䭸䨷䁓
䂊㾼A͆͆˴e䁭㾼䫬䔤㾼䫒䔤䂐䫳䂍䁘䁛䁬䝗䁬䁂䁉䁨䂉䃚䂕䂬䃤䂪㾼䫚䚼䁼䁝䁭䎳䭡䂀㾼䄉䔤㾼䌵䥮䏐䁛䁬䝗䁩䂆䂈䧘䬨䁗䂉䂀
䁬䁥䁭䁀䂈䁼䁙䂑㾽䪒䍶䬁䁭㾼A͆͆˴e䁩䊩䝋䁗䂉䆶䂇䁉䁬䗗䦾㾼䃞䂥㾼䂦ー䃄䂪䃏ー䂠䂐䓦䬺䁗䂉䎳䭡䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁩䧘䬨
䁗䂉䂀䁬䁥䁭䁀䂈䁼䁙䂑㾽䁑䂊䁩䁭˔P˄one䁼䁝䁭˔Poʍ䁬䃠ー䂺䃏ー䂠䂐䊈䁽䁼䁗䁊㾼䁑䂊䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂
䁊A͆͆˴e䁬䚤䧎䂂䋁䖨䁩䏐䋟䁗䂉䘜䑒㾼䁼䁝䁭A͆͆˴e䁬䗗䦾䂐䓦䬺䁗䂉䘜䑒㾼
˄tt͆͝օՍՍΠΠΠփa͆͆˴eփʄomՍ˨͆Ս˴ega˴Ս˔nte˴˴eʄtͺa˴՚͆ro͆ertάՍgͺ˔ʍe˴˔ne͝ʷor3rʍ͆art˔e͝փ˄tm˴䁩䐇䇻䁓䂊䁤䁂䂉䂝䂕䂺
䃚䂕䃤㿙A͆͆˴e䁩䂆䂈䙹䔜䨮䐥䁓䂊䂉䘜䑒䁊䁀䂈䁼䁗㿚䁬䖻䕣䁩䢯䄙䁕䁤䁂䂉䂀䁬䁦䁽䁨䁓䂊䁼䁗㾽 



 
Program Agreement  ページ 18 

 

2.7 FPS SDKおよびFPS導⼊パッケージ 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䎆䬜䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁊㿙䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䁝䁿䁩㿚䂪䂹䃛ー䃐䃤䂡䁗䂉䃄䂸䂛㾼 
䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䎆䬜䁥䅶䭠䁗䂉䁝䁿䁩䂱䂗䃤䃞ー䂺䁗䂉䃄䂸䂛䁦䌆䁩䓦䬺䁗䂉䫭䡏䁥䁬䁽㾼˔¾ò㾼
˔Paʍ¾ò㾼䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭tΚ¾ò䁥㾼䂀䁕䁍䁭maʄ¾ò䁬òaʷar˔䎆䬜䁥㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗A͆ ˴͆e䁊䗇䫞䁥䋸䆻䁗䂉䘜䑒䁩㾼aPò
䁬䂦ー䃁䝁䔾䜲䂐䇻䥞䁈䂆䁱䂷䂪䂹䁗䂉䁝䁿䁩aPò ò=�䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㿙䄎䆳㿥認定FPSアプリケーション㿦䁦
䜪䗿䁕䁼䁗㿚㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼aPò䁬䌦䫅䭡䬺䁼䁝䁭䗗䌦䭡䬺䂐䁗䂉䛯䁩㾼䪒䃈䃞䂡䃚䃑䂗䂘䃇䃎ー䂰䃜䘕䁥㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼
aPò䢱䣷䃂䂴䂢ージ䂐䃛䂠䂙䂪䂹䁗䂉䦴䭀䁊䁀䂉䁑䁦䂐䭦䇧䁕䁤䁂䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁉䁉䂉䃛䂠䂙䂪䂹䁬䄰䧶䁦䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴
䃂䁭㾼䃛䂠䂙䂪䂹䁗䂉aPò䁬䓦䬺䁩䊂䁗䂉䘠䩍䂐䠼䖧䁗䂉䁑䁦䁊䦴䭀䁩䁨䂈䁼䁗㾽A͆ ˴͆e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃛䂠䂙䂪䂹䂐䘿䒀
䁕㾼A͆ ˴͆e䁬䔧䬜䒡䮓䁩䂆䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩aPò䢱䣷䃂䂴䂢ージ䂐䠼䌁䁕䁨䁂䎳䭡䂐䭸䨷䁕䁼䁗㾽䁑䁬䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭
aPò䂐䢱䣷䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊aPò ò=�䁥䐿䁄䁂䁉䁨䂉䢱䣷䁈䂆䁱䂷䂪䂹䂀㾼䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁬䊖䏁䧫
䞧䁈䂆䁱䦝䬺䧫䞧䁬䆳䁥䐿䂍䂊䂉䂀䁬䁦䁕㾼A͆ ˴͆e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤㾼䁉䁉䂉䓦䬺䁩䝩䁗䂉䧫䞧䋆䫅㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴
䃂䁬䌦䫅䉯䌌䁼䁝䁭䗗䌦䉯䌌䁥aPò䁬䓦䬺䃛䂠䂙䂪䂹䁊䋖䆳䁓䂊䁝䘜䑒䁬䧫䞧䋆䫅䂐䧫䁄䁑䁦䁭䄰䛁䁀䂈䁼䁙䂑㾽 
 
A͆͆˴e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁩aPò䢱䣷䃂䂴䂢ージ䂐䠼䌁䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊䋸䆻䁕䁝䠗䂈䁩䁬䁽㾼䁉䁢㾼䣾䠴
aPò䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁊㿙䂀䁕䁍䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䁝䁿䁩㿚䂪䂹䃛ー䃐䃤䂡䁗䂉䃄䂸䂛䂤䃤䂷䃤䂵㾼䁼䁝䁭䂸䃊
䃞䂴䃂䁬䣾䠴aPò䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䎆䬜䁥䅶䭠䁗䂉䁝䁿䁩䂱䂗䃤䃞ー䂺䁗䂉䃄䂸䂛䂤䃤䂷䃤䂵䁩䊂䁕䁤䁬䁽㾼䁛䁬䓦䬺
䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽第2.9条（第三者サービスプロバイダ）䁥䋸䆻䁓䂊䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁬䔔
䛯䁬䗇䫞䁩䂆䂉䗦䞒䂐䢾䂉䁑䁦䁨䁍㾼䁂䁉䁨䂉䞀䓏䕐䁩䂀aPò䢱䣷䃂䂴䂢ージ䂐䠼䌁䁙䁘㾼䁼䁝㾼䁂䁉䁨䂉䞀䓏䕐䁩䂀
aPò䢱䣷䃂䂴䂢ージ䁼䁝䁭aPò ò=�䂐䒌䓦䬺䋸䞒㾼䥼䤹㾼䒌䥼䤹㾼䃛ー䂪㾼䇻䔤䁼䁝䁭䒌䤰䧞㿙䁼䁝䁭䁑䂊䂇䁬䁂䁉䁨
䂉䔾䜲㿚䂐䁕䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼aPò䢱䣷䃂䂴䂢ージ㿙aPò䃈䃞䂱䂠䂨䃘䃤䂞ー䂬䂴䂹䂐䊈䁽䁼䁗㿚䁊㾼第9条（秘密保持）䁥䠴䁿䂉䠗䂈㾼A͆ ˴͆e
䦘䪻䘠䩍䁥䁀䂈㾼䁓䂇䁩㾼䁉䁉䂉aPò䂞ー䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䊔䌦䁼䁝䁭䜆䘲䁩䏖䬗䁬䂀䁬䁥䁀䂈㾼䁉䁢㾼䁛䂊䂇䁬䨷䉴䁈䂆䁱䨷
䏽䁩䊂䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䞤䣆䁥䚼䣻䂐䧫䁄䁑䁦䂐䣾䁿㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䣾䠴aPò䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁥
䧃䔤䁗䂉䁝䁿㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䣾䠴aPò䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䂪䂹䃛ー䃐䃤䂡䁗䂉㾼䁼䁝䁭䣾䠴aPò䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䎆䬜䁥䁬䔉
䟾䫭䡏䁥䂱䂗䃤䃞ー䂺䁗䂉䃄䂸䂛䂤䃤䂷䃤䂵䂐䧾䑑䁗䂉䁝䁿䁩䓦䬺䁓䂊䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂤䃤䂷䃤䂵䂞ー䂐䤰䧞䁈䂆䁱䨷䏽䁗
䂉䫭䡏䁥䁬䁽㾼䁉䁉䂉aPò䂞ー䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽A͆ ˴͆e䁭㾼aPò䂞ー䁩䝩䁗䂉㾼䁼䁝䁭aPò䁩䊂䯄䁗䂉䪒䍶䬁䁩䊙
䁣䁂䁤䂪䂹䃛ー䃐䃤䂡䁓䂊䂉㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䩖䩘䁥䠼䌁䁓䂊䂉䁀䂇䂄䂉䂤䃤䂷䃤䂵䁩䝩䁗䂉䧗䚜䂓䂠䂬䂪䁼䁝䁭䁛䁬䓦䬺
䁩䁢䁂䁤㾼䄰䛁䁬䚼䫅䁼䁝䁭䚼䣻䂐䧫䁂䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁬aPò䂞ー䁊䇻䔤㾼䯌䎼㾼䃳䬺䁼䁝䁭䨖䔶䁓䂊䁝䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴
䃂䁭㾼͆roʍͺʄt՚͝eʄͺr˔tάՌa͆ ˴͆eփʄom䃽䁤䁩䃒ー䃜䂐䜴䘺䁕㾼䢖䈊䂞ー䂐䫇䐉䁩䁗䂉䂆䁄A͆ ˴͆e䁩䋦䁿䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼
䁗㾽䁼䁝䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆ ˴͆e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤㾼䝽䝱䂞ー䂐䠼䌁䁗䂉䋆䫅䂐䧫䂍䁨䁂䁑䁦䂐䭦䇧䁕䁤䁂䂉䂀䁬䁦䁕䁼
䁗㾽A͆ ˴͆e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䭀䋦䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䪒䍶䬁䁩䄧䥮䁕䁝䘜䑒㾼䁛䁬䝗A͆ ˴͆e䁊䝞䢖䂀䁕䁍䁭䑒䭦䡏䁦䁽
䁨䁗䘜䑒㾼䁼䁝䁭䪒䍶䬁䁬䊥䊀䪲䮂䂀䁕䁍䁭䇧䗐䔜䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬aPò䂞ー䂐䁂䁢䁥䂀䕢䂈䗴䁗䎳䭡䂐䭸䨷䁕䁼䁗㾽  
 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊㾼䁂䁢䁥䂀䁛䁬䔧䬜䒡䮓䁩䂆䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉aPò䁶䁬䂓䂠䂬䂪䁈䂆䁱䁛䁬䓦䬺㿙䁼䁝䁭䁛
䂊䂇䁬䄰䧶㿚䂐䕢䂈䗴䁗䁉㾼䒴䗐䁗䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁗䂉䁑䁦䂐䣾䁿㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁓䂇䁩㾼A͆͆˴e䁭㾼aPò䢱䣷䃂
䂴䂢ージ䁼䁝䁭aPò ò=�䁬䁂䁉䁨䂉䕼䚜㾼䂓䂴䃈䂸ー䂹䁼䁝䁭䏴䎇䃁ージ䃘䃤䂀䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼䌁䁗䂉䋆䫅䂐䄰䛁䧫
䂍䁘㾼䁉䁢㾼䋮䃁ージ䃘䃤䁦䁬䏮䉤䚔䂐䄡䔛䁗䂉䋆䫅䂐䄰䛁䧫䁂䁼䁙䂑㾽A͆͆˴e䁊㾼aPò䢱䣷䃂䂴䂢ージ䁼䁝䁭aPò 
ò=�䁬䙃䃁ージ䃘䃤䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁊䭡䬺䁥䁋䂉䂆䁄䠼䌁䁕䁝䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊䁉䁉䂉䭀䋦䂐䁗䂉䔜䁩䁭㾼
䁂䁢䁥䂀䑒䭦䡏䁨䊥䊀䣞䁩䁛䂊䂇䂐䂓䂴䃈䂸ー䂹䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
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2.8 Appleサービスの利⽤  
A͆͆˴e䁭㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁬APu䎆䬜䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁬䕢䃼䚤䧎䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䁊䭀䋦䁕䢾䂉㾼䁼䁝䁭A͆͆˴e䁊䁛䁬
䝗䁬䃒䂜䂼䂫䃑䁥㾼䮪䁆䁮䪒䃈䃞䂡䃚䃑䁩䊙䁣䁂䁤A͆͆˴e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䂠䂬䂪䂐䋸䆻䁗䂉䂞ー䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁤㾼
A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䢖䈊䂓䂠䂬䂪䁬䁝䁿䁩A͆͆˴e䁊䠼䌁䁗䂉䃒䂜
䂼䂫䃑䎆䬜䁥䁬䁽㾼䁉䁢㾼A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁥䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩䁬䁽㾼䁉䁉䂉A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙
䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽第2.9条（第三者サービスプロバイダ）䁥䋸䆻䁓䂊䂉䘜䑒䁼䁝䁭䁛䁬䝗䪒䍶䬁䁥䠴䁿䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䂐䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩㾼A͆͆˴e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼䌁䁗䂉䃒䂜䂼䂫䃑䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䞀䓏䕐䁦
䌆䬗䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䁼䁝䁭䂓䂠䂬䂪䂐䠗䁖䁤㾼䝽䝱䂀
䁕䁍䁭䮧䔕䂦ー䃄䂪䂐䒳䚕䁕䁨䁂䁑䁦䁼䁝䁭䒳䚕䂐䔌䁽䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䂐䓦䬺䁗䂉䔏䈚䂐䬗䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䕢䃼䚤䧎䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䐍䁏䁬䂦ー䃄䂪
䁈䂆䁱䊨䤓䂐䠼䌁䁗䂉䁝䁿䁩䦴䭀䁨䥽䄓䣞䁥䁬䁽㾼䁉䁢㾼A͆͆˴e䁊䂺䂞䃖䃒䃤䂹䂐䊈䁾䗇䫞䁥䋸䆻䁗䂉䘜䑒䁩䁬䁽㾼䁉
䁉䂉䂦ー䃄䂪䁩䂓䂠䂬䂪䁕䁤䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䍶䬁䁬䘢䑋䁦䫉䖸䁗䂉䩖
䩘㾼䞀䓏䕐䂀䁕䁍䁭A͆͆˴e䁬䟀䡏䒨䓙䎳䂐䘻䈂䁗䂉䩖䩘㾼䁼䁝䁭㾼䡑䬺䩘䮨䂀䁕䁍䁭䊲䚐䁩䄧䥮䁗䂉䁂䁉䁨䂉䩖䩘䁥䂀
A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䂐䓦䬺䁕䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁊㾼A͆͆˴e䁈䂆䁱䁛䁬䃚䂕䂬䃤䂦ー䁊䗀䬗
䁕㾼䁉䁢㾼䡑䬺䁬䁀䂉䟀䡏䒨䓙䁈䂆䁱䁛䁬䝗䁬䩘䮨䁥䨷䏽䁓䂊䂉䛓䬗䂤䃤䂷䃤䂵㾼䘠䩍䁈䂆䁱䃏䂷䃛䂓䃜䂐䊈䁾䂀䁬䁥
䁀䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁍A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁬䋸䆻䁓䂊䁝䓦䬺䁼䁝䁭䁛䁬䝗
A͆͆˴e䁊䗇䫞䁥䢯䄙䁗䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䩖䩘䁬䣸䆶䂐䫳䂍䁘㾼䁉䁉䂉䛓䬗䂤䃤䂷䃤䂵㾼䘠䩍䁈䂆䁱䃏䂷䃛䂓䃜䂐䓦䬺䁕䁨
䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁦䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䜍䩖䁩䁢䁋㾼A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁩䊂䁗䂉䨷䝒䬯䮓㾼䜴䘺㾼䁼䁝
䁭䕢䄻䘕䁬䘕䏑䁊䁀䂈䢾䂉䁑䁦䂐䭦䇧䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䁉䁉䂉䘕䏑
䁩䞘䁕䁝䘜䑒䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁭㾼A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁨䁍䁨䂉䁑
䁦㾼䁼䁝䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䕢䃼䚤䧎䂂䝩䘎䚤䧎䎆䬜㾼䁀䂉䁂䁭䡑䬺䁓䂊䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䂓䂜䂗䃤䂹䎆䬜䁥䁬䁉䁉䂉
A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁶䁬䂓䂠䂬䂪㾼䁼䁝䁭䁉䁉䂉A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁉䂇䁬䂸ー䂰䁬䣇䁽䖧䁕䁊䁥䁋䁨䁍䁨䂉䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽䂸
䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䕢䃼䚤䧎䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䎆䬜䁥䁬A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂀䁕䁍䁭䁛䁬䓦䬺㾼䁼䁝䁭䁛
䁬䟘䁥䠼䌁䁓䂊䂉䁂䁉䁨䂉䂤䃤䂷䃤䂵㾼䂸ー䂰䂀䁕䁍䁭䘠䩍䁬䁽䁩䁢䁂䁤䁂䁉䁨䂉䮈䌿䂀䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䚨䋦䁕䁨䁂
䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䩖䩘䁬䣸䆶䂐䫳䂍䁘㾼A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䥼䤹䁕䁨䁂䁑䁦䁩
䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䂓䂜䂗䃤䂹䂐䧗䚜䁩䒳䚕䁕䁨䁂䁑䁦㾼䁼䁝䁭䔧䙔䁩䡑䬺䁓䂊䂉䂙
䃤䂺䃗ー䂧ー䊲䬁䂀䁕䁍䁭A͆͆˴e䁦䁬䂦ー䃄䂪䍶䬁䁩䥮䁗䂉䂆䁄㾼䂀䁕䁍䁭䁉䁉䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䂦ー䃄䂪䁩䊂䁗䂉
A͆͆˴e䭡䬺䃎䃛䂨ー䁩䥮䁗䂉䂆䁄䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䂐䝀䁓䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䪒䍶䬁䁥䫒䔤䡏䁩䠴䁿䂉䘜
䑒䂐䗐䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䁉䁉䂉䂦ー䃄䂪䁶䁬䁂䁉䁨䂉䂓䂠䂬䂪䁼䁝䁭䁛䁬䓦䬺䂀䜉䈂䁕䁨䁂䁑䁦䁩
䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
A͆͆˴e䁭㾼䁂䁢䁥䂀㾼䬦䑛䁨䁍㾼A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁼䁝䁭䁛䁬䄰䧶䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䨮䐥㾼䠮䓽㾼䤧䓽㾼䋳䦊㾼䚐䏑㾼䁼䁝䁭䫇
䐉䆴䁗䂉㿙䂦ー䃄䂪䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䆻䤓䁩䁗䂉䎳䭡䁬䥀䞚䁼䁝䁭䁛䁄䁕䁝䂦ー䃄䂪䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䆻䤓䁩䁗䂉A͆͆˴e䂮
䃆䂹䂗䂘䂓䁩䁈䁏䂉APu䁬䨮䐥㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁩䎳䭡䂐䧘䬨䁕䁨䁂䁑䁦䂐䊈䁽䁼䁗䁊㾼䁛䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚䎳
䭡䂐䭸䨷䁕䁼䁗㾽䁂䁉䁨䂉䘜䑒䂀㾼A͆͆˴e䁭㾼䛯䖩䁬䂓䂠䂬䂪䁬䥀䞚䁼䁝䁭䫇䐉䆴䁬䁂䁘䂊䁩䁢䁂䁤䂀㾼䄰䛁䚼䣻䂐䧫
䁂䁼䁙䂑㾽A͆͆˴e䁭㾼䁂䁢䁥䂀㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁶䁬䬦䑛䁨䁍䁼䁝䁭䚼䣻䂐䧫䁄䁑䁦䁨䁍㾼䔧䂇䁬䔧䬜䒡䮓䁥㾼A͆͆˴e䂦ー䃄䂪
䁬䓦䬺䂀䁕䁍䁭䂓䂠䂬䂪䁩䊂䁗䂉䘕䏑䁈䂆䁱䚐䏑䂐䇔䁕㾼A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䂐䫇䊥䏑䁩䒴䗐䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬A͆͆˴e䂦ー
䃄䂪䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䥀䞚䁕㾼䁼䁝䁭A͆͆˴e䂦ー䃄䂪㿙䁼䁝䁭䁛䁬䄰䧶㿚䂐䕢䂈䗴䁗䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽  
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A͆͆˴e䁭㾼䁀䂇䂄䂉A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁩䂆䂈䧃䔤䁓䂊䂉䁂䁉䁨䂉䂸ー䂰䁼䁝䁭䘠䩍䁬䆻䬺䚔㾼䚜䈞䚔㾼䉛䛳䚔㾼䘺䭓䚔䁼
䁝䁭䡑䔜䚔䂀䨷䘋䁕䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䕢䃼䚤䧎䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䁥㾼A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁬䭡䬺䂐䛩䞊䁗
䂉䥽䄓䣞䁩䁈䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉䂸ー䂰䁼䁝䁭䘠䩍䂐䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁊䘺䭓䁕䁝䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬
䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁬䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁩䂆䂉䓦䬺䁩䁢䁋䚼䣻䂐䧫䁂㾼䁉
䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䁉䁉䂉䂦ー䃄䂪䂐䓦䬺䁗䂉䘜䑒䁩㾼䂦ー䃄䂪䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䓦䬺䁬䄰䧶䁦䁕䁤㾼䃌䂪䂷䂔䃤䂡䁬䁝
䁿䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䁩䠼䌁䁗䂉䁀䂇䂄䂉䂤䃤䂷䃤䂵䂐䊈䁾㿙䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚㾼䁀䂇䂄䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂤䃤
䂷䃤䂵㾼䘠䩍㾼䁈䂆䁱䂸ー䂰䁬䡑䛁䁨䝽䝱䁬䃁䂴䂠䂓䂴䃈䂐䄡䔛䁗䂉䁑䁦䁩䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䍶
䬁䁬䊥䊀䪲䮂䁼䁝䁭䇧䗐䔜䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䣁䠴䁬A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁩䂓䂠䂬䂪䁥䁋䁨䁂䘜䑒䁊䁀䂉䁑䁦㾼䁈䂆䁱
A͆͆˴e䁊㾼䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁋䠼䌁䁓䂊䁝䁉䁉䂉䂦ー䃄䂪䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䓦䬺䂐䠗䁖䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂
䁬䕢䃼䚤䧎䂀䁕䁍䁭䝩䘎䚤䧎䁊䨷䝒䁕䁝䂤䃤䂷䃤䂵㾼䂸ー䂰䁼䁝䁭䘠䩍䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䠮䓽䁕㾼䁼䁝䁭䒴䗐䁗䂉䎳䭡䂐
䭸䨷䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁋㾼䭦䇧䁕䁤䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䂐䭡䬺䁗䂉䛯䁩㾼A͆͆˴e䁊䍽䒢䁗
䂉䂺䂞䃖䃒䃤䂹㾼䁈䂆䁱䃎䃛䂨ー䠗䟀䂐䈞䣾䁗䂉䦴䭀䁊䁀䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁭㾼䁗䁷䁤䁬䏐䏻㾼䁼䁝䁭䑜䂀䁕䁍䁭䟁䄬䁥䭡䬺䁥䁋䂉䂍䁏䁥䁭䁨䁍㾼A͆͆˴e䁭㾼䁂䁉䁨䂉䣁䠴䁬䟁䄬䁩䁈
䁏䂉䓦䬺䂀䁕䁍䁭䁂䁉䁨䂉䣁䠴䁬䚤䧎䁬䓦䬺䁩䁢䁂䁤䂀㾼䁉䁉䂉䂦ー䃄䂪䁊䡑䛁㾼䚜䈞㾼䭡䬺䆻䤓䁥䁀䂉䁦䧃䫒䁕䁨䁂䂀
䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁥㾼A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁬䭡䬺䂐䛩䞊䁗䂉䥽䄓䣞䁩䁈䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴
䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁬䔧䥞䚔䁩䊙䁣䁋䁉䁉䂉䐿䄝䂐䁨䁗䂀䁬䁦䁕㾼䁉䁢㾼䁀䂇䂄䂉䡑䬺䩘䮨䁬䖻䕣䁩䁢䁂䁤䚼䣻䂐䧫䁄
䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁬䭡䬺䁩䁢䁋䮈䌿䂐䇔䁗䎳䭡䂐䭸䨷䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼A͆͆˴e
䂦ー䃄䂪䁬䮈䌿䁼䁝䁭䮈䌿䁬䇱䠴䁩䁢䁋㾼F䃒ー䃜䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠗䟀䁕䁼䁗㾽䁉䁢㾼䁉䁉䂉䮈䌿䁩䊂䁗䂉䘠䩍䁭㾼䪒䃈䃞
䂡䃚䃑䂗䂘䃇䃎ー䂰䃜㾼A͆͆ òtore 6onneʄt䁼䁝䁭6˴oͺʍ�˔t䂤䃤䂮ー䃜䁩䍽䒢䁓䂊䁼䁗㾽A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁬䆻䬺䚔䁦䮈
䌿䛆䠴䁭㾼䡑䊿䨮䐥䁓䂊䂉䘜䑒䁊䁀䂈䁼䁗㾽䁓䂇䁩㾼A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁭㾼䁗䁷䁤䁬䕢䃼䚤䧎䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䁩䝩䁕䁤䭡䬺䆻
䤓䁥䁀䂉䁦䁭䏑䂇䁘㾼䁉䁢㾼䁗䁷䁤䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁊䭡䬺䁥䁋䂉䁦䁭䏑䂈䁼䁙䂑㾽A͆͆˴e䁭㾼䁂䁢䁥䂀㾼䁛䁬䔧䬜䒡䮓䁥㾼䄰䧶
䁼䁝䁭䁗䁷䁤䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤㾼A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䂐䠼䌁䁕䁨䁂㿙䁼䁝䁭䠼䌁䂐䟘䓽䁗䂉㿚䎳䭡䂐䭸䨷䁕䁼䁗㾽 
 
2.9 第三者サービスプロバイダ 
䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁼䁝䁭䪒䍶䬁䁥A͆͆˴e䁊䣁䁩䌵䓽䁕䁨䁂䏑䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁋䠼䌁䁓䂊䂉A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗
䂘䂓䁈䂆䁱A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁬䭡䬺䁩䁈䁂䁤䓷䆁䂐䕯䁏䂉䁝䁿㾼䞀䓏䕐㿙䄎䆳㿥サービスプロバイダ㿦䁦䁂䁂䁼䁗㿚䂐䏪䬺
䁼䁝䁭䊵䬺䁗䂉䁑䁦䁊䋸䆻䁓䂊䁼䁗㾽䁑䂊䁩䁭㾼䢖䈊䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䁝䁿䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛
䂢ー䂨䃘䃤䁬䂦ー䃁䂐䄡䔛䁈䂆䁱䉴䭦䁗䂉䁑䁦䁊䊈䁼䂊䁼䁗䁊䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㾽䁝䁞䁕㾼䢖䈊䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁
䂕䂱䁩䂆䂉A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁼䁝䁭䁑䂊䂇䁩䊂䯄䁗䂉䁀䂇䂄䂉䃏䂷䃛䂓䃜䁬䓦䬺䁭㾼䂸䃊䃞䂴
䃂䁬䁝䁿䁩䁬䁽㾼䁉䁢䪒䘢䎤䁩䖕䁡䁤䁬䁽㾼䐿䂍䂊䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䛯䊳䁬䠴䁿䁩䊂䂍䂇䁘㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆ 
òtore䁩䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䠼䖧䁗䂉䁝䁿䁩㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䝽䂍䂈䁩þe͝ta˴˔g˄t䂐䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩㾼䂦ー䃄䂪䃈
䃞䃁䂕䂱䂐䓦䬺䁕䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䍶䬁䁩䊈䁼䂊䂉䂀䁬䁦䒍䠭䏑䢯䡁䡹䁩㾼䚐䏑䡏䁉䁢A͆͆˴e䂐䨷
䏽䁗䂉䘢䑋䂐䬗䁗䂉㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䁦䁬㾼䩘䡏䐠䝆䮖䁬䁀䂉䗇䫞䁩䂆䂉䍶䬁䂐䡂䎠䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙
䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䁼䁝䁭A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂀䁕䁍䁭A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䁩䊂䁗䂉㾼
䁼䁝䁭䪒䍶䬁䁩䊵䄹䁗䂉㾼䁉䁉䂉䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䁊䐿䁄䁀䂇䂄䂉䐿䄝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁊䐿䁡䁝䐿䄝䁦䁽䁨䁓䂊㾼䁉
䁢㾼㿙䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䁩䆺䁆䁤㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁩䝩䁕䁤㾼䁗䁷䁤䁬䁉䁉䂉䐿䄝㿙䁼䁝䁭䁀䂇䂄䂉䧗䒳䄝㿚䁩䁢䁋
䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䁩䂆䂉䒳䄝䁼䁝䁭䧗䒳䄝䁊䪒䍶䬁䁩䝩䁗䂉䄧䥮䂐䐨䚕䁗䂉㾼䁼䁝䁭㾼䁛
䁬䝗䁬䁀䂇䂄䂉䝕䈂䂐䄻䁋䊵䁑䁗䘜䑒䁩㾼A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕㾼䁉䁉䂉䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䁬䓦䬺䁬䟘䓽䂐䭀
䋦䁗䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁕䁼䁗㾽 
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2.10 アップデート、サポートおよびメンテナンスの否定 
A͆͆˴e䁭㾼䁂䁢䁥䂀䬦䑛䁨䁍㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁋䠼䌁䁓䂊䂉䂦ー䃄䂪㿙䂀䁕䁍䁭䁛䂊䂇䁬䄰䧶㿚
䂐䈘䟳㾼䇱䮐䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䩖䩘䁩䂆䂈䇱䨮䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗䁊㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁬䁂䁉䁨
䂉䂓䂴䃈䂸ー䂹䂀䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼䌁䁗䂉䋆䫅䁭䧫䂍䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂓䂴䃈䂸ー䂹䁊A͆͆˴e䁉䂇䠼䌁䁓䂊䁝䁦䁋䁭㾼䢖
䈊䂓䂴䃈䂸ー䂹䁊䨫䏓䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂐䥫䁄䘜䑒㿙䁛䁬䘜䑒䁭䢖䈊䃚䂕䂬䃤䂪䁬䘢䑋䁊䡑䬺䁓䂊䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㿚䂐䗐䁋㾼
䢖䈊䂓䂴䃈䂸ー䂹䁩䁭䪒䍶䬁䁬䘢䑋䁊䡑䬺䁓䂊䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉䇱䨮䁩䂆䁡䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂸䃊
䃞䂴䃂䁬䕢䃼䚤䧎䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䁬䨮䐥䁼䁝䁭䂓䂴䃈䂸ー䂹䁊䭀䋦䁓䂊䂉䘜䑒䁊䁀䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤䭦䇧䁗䂉䂀䁬䁦䁕
䁼䁗㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉䇱䨮䁊A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺㾼䂓䂠䂬䂪㾼䁼䁝䁭䯄䍾䁩䊂䁗
䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䤓䮖䁩䅠䌠䂐䬨䁆䂉䘜䑒䁊䁀䂉䁑䁦䂐䣾䁿㾼䁑䂊䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘
䂓䁼䁝䁭A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁩䁢䁂䁤㾼䃒䃤䂷䂻䃤䂪䂦䃎ー䂹㾼䂷䂠䂼䂜䃜䂦䃎ー䂹㾼䁛䁬䝗䁬䂦䃎ー䂹䂐䠼䌁䁗䂉䋆䫅䂐䧫
䁂䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊㾼䗞䭑䁂䁉䁨䂉䕐䁩䝩䁕䁤䂀㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁬䂓䂴䃈䂸
ー䂹䂐䥞䧃䁼䁝䁭䠼䌁䁗䂉㾼䫒䔤䡏䁼䁝䁭䫬䔤䡏䁨䋆䫅䂐䧫䂍䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂓䂴䃈䂸ー䂹䁊䠼䌁
䁓䂊䁝䘜䑒㾼䁛䂊䂇䁬䂓䂴䃈䂸ー䂹䁭㾼䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁋䃚䂕䂬䃤䂪䁊䧘䬨䁓䂊䁝A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭A͆͆˴e䂦ー䃄
䂪䁩䎼䂇䂊䂉䂀䁬䁦䁭䄟䁨䂉APu㾼䊨䤓㾼䂦ー䃄䂪㾼䁼䁝䁭䊨䤓䚔䂐䦢䁆䂉䘜䑒䁊䁀䂈䁼䁗㾽  
 
3. デベロッパの義務 
3.1 ⼀般 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭A͆͆˴e䁩䝩䁕㾼䄎䆳䁬䁗䁷䁤䁬䔔䑋䂐䨷䘋䁕㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
㿙a㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁛䁬䋱䖒䁗䂉䩘䄬䁩䁈䁏䂉䩘䭮䘕䁬䚕䙙㿙䝘䁍䁬䑜䁼䁝䁭䟁䄬䁥䁭18䒖䄎䘕㿚䁥䁀䂈㾼䪒䍶䬁䂐䔧䂇䡂
䎠䁗䂉䎳䭡䁈䂆䁱䎳䏑䂐䬗䁗䂉䁑䁦㾼䁼䁝䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䗀䝋䁗䂉䇦䕎㾼䜆䘲㾼䌔䄭䊨䊂㾼䁼䁝䁭䯄䩤䚖䧟䁬䗻䟱㾼䊨䊂䂀
䁕䁍䁭䧶䌧䂐䝽䧃䁕䁤䪒䍶䬁䂐䡂䎠䁗䂉䘜䑒䁭㾼䢖䈊䞶䝧䁼䁝䁭䜆䘲䂐䪒䍶䬁䁬䘢䑋䁈䂆䁱䋆䫅䁩䩘䡏䁩䐠䝆䁗䂉䎳䭡
䁈䂆䁱䎳䏑䂐䬗䁗䂉䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊䝿䈨䁥䁀䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䣾䠴䈨䚟䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䋱䖒䁗䂉䩘䄬
䁩䁈䁏䂉䩘䭮䘕䁬䚕䙙㿙䝘䁍䁬䑜䁼䁝䁭䟁䄬䁥䁭18䒖䄎䘕㿚䁥䁀䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䝿䈨䁩䏍䒥䕺䈨䟘䁥䁀䂉䁑䁦㾽 
㿙ɿ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕㾼䪒䍶䬁䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䕢䃼䚤䧎䂀䁕䁍䁭䝩䘎
䚤䧎䁩䊂䯄䁕䁤䠼䌁䁗䂉㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䘠䩍䁼䁝䁭䃂䂪䘠䩍䂐䊈䁾㿙䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚䁗䁷䁤䁬
䘠䩍䁭㾼䒍䙃㾼䙋䚜㾼䚜䈞㾼䭩䧘䁏䁬䁀䂉㾼䁉䁢䉛䛳䁨䂀䁬䁥䁀䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䁩䠼䌁䁗䂉䘠䩍䁩䁢䁂䁤㾼䂸䃊
䃞䂴䃂䁭㾼䢖䈊䘠䩍䁬䁂䁉䁨䂉䨮䐥䁩䁢䁂䁤䂀A͆͆˴e䁩䝩䁕䁤䝉䂂䁉䁩䠗䟀䁗䂉䁑䁦㾽䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊
䢖䈊䘠䩍㿙F䃒ー䃜䂓䂺䃝䂪䁈䂆䁱䬢䨴䜴䧘䛏䖒䗀䂐䊈䁽䁼䁗㿚䂐䁛䂊䂇䁩䊂䯄䁗䂉䫭䡏㿙䮪䁆䁮䟀䡏䒨䓙䎳䁩䊂䁗䂉
䔽䫳㾼䂜䂪䂰䃏ー䂦ー䃄䂪䁶䁬䫳䁂䑒䁙䁨䁧㿚䁥䟀䂉䦴䭀䁊䁀䂉䞀䓏䕐䁩䌆䬗䁗䂉䘜䑒䁊䁀䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽  
㿙ʄ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䍶䬁䁬䈖䘢䑋䂐䖻䕣䁗䂉䁦䁦䂀䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱
A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䁩䁢䁂䁤䭀䋦䁓䂊䂉䁀䂇䂄䂉䢯䄙䂐䕢䢾䁗䂉䁑䁦䂐䊈䁾㾼䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁍䁛䁬䋆䫅䂐䭣䐿䁗䂉
䁑䁦㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䁉䁉䂉䓦䬺䁬䁗䁷䁤䁈䂆䁱䪒䍶䬁䁬䘢䑋䁬䖻䕣䁩䁢䁂
䁤䉱䔉䁗䂉䁦䁦䂀䁩㾼䁉䁉䂉䓦䬺䁈䂆䁱䖻䕣䁩䁢䁂䁤䄰䛁䁬䚼䣻䂐䧫䁄䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽  
㿙ʍ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼A͆͆˴e䂦ー䃄䂪㾼䣾䠴䂷䂪䂹䃗䂼䂴䂹㾼䡱䯠䂸䃁䂕䂪㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䕢䃼䚤䧎㾼䝩
䘎䚤䧎㾼䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䁑䂊䂇䁩䊂䯄䁗䂉䇻䥞䒳䌦䁈䂆䁱䤰䧞䁬䡸䮖㿙䁑䂊䁩䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂦ー䃄䂪䂐䭡䬺
䁗䂉䒣䁩䊂䯄䁗䂉㾼䁀䂇䂄䂉䇻䥞䡸䮖㾼䂾䂴䂹䃠ー䂠䁈䂆䁱䂦ー䃁䕸䨱䊨䊘㾼䂕䃤䂰ー䂾䂴䂹䂦ー䃄䂪㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂
䁊䓦䬺䁗䂉䁀䂇䂄䂉䁛䁬䝗䁬䃀ー䂺䂗䂘䂓㾼䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼䂀䁕䁍䁭䂦ー䃄䂪䂐䊈䁽䁼䁗䁊㾼䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚䁩
䊂䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂䁩䥞䚟䁕䁝䁗䁷䁤䁬䦝䬺㾼䎆䦝㾼䝕䔶㾼䁈䂆䁱䒊䫅㾼䁨䂇䁱䁩䛯䊳䁩䊂䁕䁤䂸
䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䁬䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂䁊䐿䁡䁝䈸䢮䁩䁢䁂䁤㾼䞤䣆䁥䚼䣻䂐䧫䁄䁑䁦㾽䣾䠴䈨䚟䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼
A͆͆˴e䁊䗇䫞䁥䋸䆻䁕䁨䁂䏑䂈㾼A͆͆˴e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼䌁䁗䂉䁂䁉䁨䂉䂙䃤䂰䂕䂹䃜䃒䃤䂹䃈䃞䃆䂒䂕䃜䁩䂀䂓䂠䂬
䂪䁥䁋䁼䁙䂑㾽 
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㿙e㿚䨫䔄1㿙䈊䢖䁗䂉䘜䑒㿚䁩䁈䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁈䂆䁱A͆͆˴e䓰䇦䕎䂐㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー
䂨䃘䃤䁬䤰䧞䁩䊂䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䛳䚋䇶䁩䁈䁏䂉䝽䭦䙙䁦䁕䁤䓶䫐䁗䂉䁝䁿䁩䦴䭀䁨䎳䭡䂐䗀䬗䁼䁝䁭䂤䃤䂹䃞ー
䃜䁕䁤䁂䂉䁑䁦㾼䁨䂇䁱䁩A͆͆˴e䁈䂆䁱A͆͆˴e䓰䇦䕎䁊䛯䊳䁬䓶䫐䂐䇃䁝䁗䁑䁦䁊䞀䓏䕐䁬䎳䭡䂐䩮䈂䁼䁝䁭䘻䈂䁕
䁨䁂䁑䁦䂐㾼䧃䫒䁈䂆䁱䨷䘋䁗䂉䁑䁦㾽 
㿙ʷ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䧫䁄䊤䝒䁬䋆䫅䂀䁕䁍䁭䚼䫅䁦䠻䘵䁗䂉䝯䬶㾼䁼䁝䁭䁛䁬䂆䁄䁨䋆䫅䂀䁕䁍䁭䚼䫅䂐䩮
䁐䂉䝯䬶䁥䐿䄝䁕䁨䁂䁑䁦㾽䁨䂇䁱䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁊䁑䂊䁼䁥䁩䡂䎠䁕䁝䍶䬁䁭㾼䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁍䂸䃊䃞䂴䃂䁬䋆䫅䁬䙵
䐿䂐䩮䁐䁨䁂䁑䁦㾽  
 
3.2 AppleソフトウェアおよびAppleサービスの使⽤ 
A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䂐䓦䬺䁗䂉䘢䎤䁦䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭䄎䆳䁬䁗䁷䁤䁬䔔䑋䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦
䁕䁼䁗㾽 
㿙a㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱䁀䂇䂄䂉䂦ー䃄䂪䂐㾼䪒䍶䬁䁩䂆䂈䫒䔤䡏䁩䋸䆻䁓䂊䁝䫭䡏䁬䁝䁿䁩䁬
䁽㾼䪒䍶䬁䁩䂆䂈䫒䔤䡏䁩䋸䆻䁓䂊䁝䩖䩘䁩䂆䂈㾼䡑䬺䁓䂊䂉䁗䁷䁤䁬䩘䮨䁩䖕䁡䁤㾼䓦䬺䁗䂉䁑䁦㾽  
㿙ɿ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭䔝䁬䁑䁦䂐䐿䁄䁝䁿䁩㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭䁂䁉䁨䂉A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䂀䓦䬺䁕䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼
䁗㾽㿙1㿚䦟䑒䩘䂀䁕䁍䁭䄧䩘䁨䐿䄝䂐䁨䁗䁝䁿㾼䁼䁝䁭䥶䒧䂂䁛䁬䝗䁬䧗䩘䐿䄝㾼䦟䑒䩘䂀䁕䁍䁭䄧䩘䁨䐿䄝䁩䊂䬨䁗
䂉䂀䁕䁍䁭䁛䁄䁕䁝䐿䄝䂐䝀䙖䁗䂉䆻䤓䚔䁊䁀䂉䕢䃼䚤䧎䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䂐䇻䥞䁗䂉䁝䁿㾼㿙2㿚䩳䮖䐿䄝㾼䂷䃞䃛䂫
䃑㾼䁛䁬䝗䁬䖜䝿䁨䈂䂐䋟䁺䁗䁦䌛䁗㾼䁛䁛䁬䁉䁗㾼䂀䁕䁍䁭䝀䁗䁝䁿㾼䁼䁝䁭㿙3㿚䓰䌁䂐䚔䡏䁩䒶䕢䁼䁝䁭䋙䝭䁗䂉䁑
䁦䂐䗉䠇䁗䂉䂤䃤䂷䃤䂵䂂䈸䢮䂐䒳䚕䁼䁝䁭䤰䘺䁗䂉䁝䁿㾽  
㿙ʄ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䃚䂕䃇䃚䃛㾼䁼䁝䁭䃂䂪䁭㾼㿥䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁈䂆䁱䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤㿦㿙䏍䐿䊲䠴䁭䆳䖩䁬
第3.3条䁩䠴䁿䂉䂀䁬㿚䂐䖻䕣䁕䁤䇻䥞䁓䂊䂉䁑䁦㾽 
㿙ʍ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁬䟀䂉䏑䂈䁩䁈䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䕢䃼䚤䧎䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䘠䩍㾼İʄoʍe
䂠䃚䂗䂺䂤䃤䂷䃤䂵㾼䁈䂆䁱䃂䂪䘠䩍䁭㾼䞀䓏䕐䁼䁝䁭A͆͆˴e䁬䟨䒳䎳㾼䗗䦾㾼䃈䃚䂕䃁䂨ー䁦䃂䃇䃛䂨䂷䂔䁩䊂䂍䂉䎳
䭡㾼䅞䌦䦘䪻㾼䣁䋸䁛䁬䝗䁬䟀䡏䒨䓙䎳䂀䁕䁍䁭䩘䡏䎳䭡㿙䮪䁆䁮䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊈䁼䂊䂉䁑䁦䁬䁀䂉
䂤䃤䂷䃤䂵䁦䃏䂷䃛䂓䃜䁬䁝䁿䁬䏆䦄䎳䂂䔾䆃䆴䎳㾼䅡䜹䆴䎳㾼䕈䙋䁼䁝䁭䇝䜹䁩䊂䁗䂉䎳䭡㾼䃞䂥䁬䎳䭡㾼䞀䓏䕐䁬
䂸ー䂰䁩䊂䁗䂉䎳䭡䁨䁧㿚䂐䩮䈂㾼䧗䚜䓦䬺㾼䁼䁝䁭䘻䈂䁕䁤䁈䂇䁘㾼䑪䏴䂀䘻䈂䁕䁨䁂䁑䁦㾽  
㿙e㿚A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼A͆͆˴e䘋䫒䗇㾼A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䂦ー䃄䂪䕤䞼䂐䠗䁖䁤㾼䔝䁬䁑䁦䂐䐿䁄䕢䃼䚤
䧎㾼䝩䘎䚤䧎㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䂤ー䂺䁼䁝䁭䃈䃞䂡䃚䃑䂐䒳䚕䁕䁨䁂䁑䁦㾽㿙1㿚䫇䐉䆴㾼䃀䂴䂞䃤䂡㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䕤䞼
䁥㾼˔¾ò㾼˔Paʍ¾ò㾼maʄ¾ò㾼tΚ¾ò㾼Κ˔͝˔on¾ò㾼Πatʄ˄¾ò㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼䂀䁕䁍䁭䁀䂇䂄䂉䂦ー䃄䂪䂀䁕䁍䁭䁛
䁬䝗䁬A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂂䂷䂠䂿䃞ジー䁩䔾䜲䁓䂊䁤䁂䂉㾼䂬䂞䃖䃛䂷䂔䂮䃛䃖ー䂨䃘䃤㾼䁼䁝䁭䁀䂇䂄䂉䂬䂞䃖䃛䂷䂔㾼
䂸ジ䂰䃜䗆䫐㾼䂸ジ䂰䃜䟨䒳䎳䉴䭦㾼䎲䘋䂀䁕䁍䁭䣾䘋䃒䂜䂼䂫䃑䂐䩮䈂䁗䂉䁑䁦㾼䁼䁝䁭A͆͆˴e䁩䂆䂉䗇䫞䁬䋸䆻䁊
䁀䂉䘜䑒䂐䗐䁋䝗䕐䁊䁛䁄䁕䁝䩮䈂䂐䐿䁄䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉䁑䁦㾼䁼䁝䁭㿙2㿚䁀䂇䂄䂉䃗ー䂧ー㾼䂾䂴䂹䃠ー䂠㾼䂤
䃤䃅䃖ー䂰㾼䠗䘺䂨䂪䂷䃑䁬䂬䂞䃖䃛䂷䂔㾼䚗䑒䚔㾼䆻䬺䚔䂐䘻䈂䁗䂉䁑䁦㾽 
㿙ʷ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䠋䛃䁼䁝䁭䊀䛃䂐䫳䂍䁘㾼䁂䁉䁨䂉A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂀䁕䁍䁭䂦ー䃄䂪㾼䪒䍶䬁䁬䫭䡏㾼䁼䁝䁭
A͆͆˴e䁬䗗䐿䄝䂐䜉䈂䁗䂉䁑䁦䂐䫭䡏䁦䁗䂉䁀䂇䂄䂉䐿䄝䁩䊂䬨䁕䁨䁂䁑䁦㾽䁑䂊䁩䁭㾼A͆͆ òtore㾼䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬
䤰䘺㾼þe͝ta˴˔g˄t㾼İʄoʍe䂠䃚䂗䂺㾼䂓䂺䃌䂴䂠䤰䘺㾼䁼䁝䁭䃈䃞䂡䃚䃑䁬䚔䤓䂀䁕䁍䁭䓦䬺䫭䡏䂐䩮䈂䁗䂉䐿䄝㿙䮪䁆
䁮㾼䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䞀䓏䕐䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䧗䚜䁨䃝䃄䃖ー䂐䠼䖧䁗䂉䁑䁦㾼䗴䦝䕐䁩䂆
䂉䑵䢯䂐䂀䁝䂇䁗䫭䡏䁥䞀䓏䕐䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䫐䗿䁦䔾䔽䡏䁩䮧䔕䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䫐䗿䂐
䛩䞊䁗䂉䁑䁦㾼䁼䁝䁭䞀䓏䕐䁩䂆䂉䡑䩘䁨䓦䬺䂐䩮䈂䁗䂉䫭䡏䁥䢖䈊䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䫐䗿䂐䨷䔛䁕䝎䁏䂉䁑䁦㿚䁊
䊈䁼䂊䁼䁗䁊㾼䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㾽䁓䂇䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䕢䃼䚤䧎䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䁩䊂䁕䁤㾼䁂䁉䁨
䂉䧗䩘㾼䧗䐇䨟㾼䏼䇧䂐䚟䁖䂉㾼䒄䋃䡏㾼䧗䡑䛁㾼䁼䁝䁭䚦䔾䁥䁨䁂䐿䄝䁼䁝䁭䗗䌦䉢䐿䁩䂀䊂䬨䁕䁨䁂䁑䁦㾼䁼䁝䁭䝗
䕐䁬䊂䬨䂐䝀䁓䁨䁂䁑䁦㿙䮪䁆䁮㾼䁈䁦䂈䆸䈚㾼䗴䦝䕐䁩䝩䁗䂉䧗䚜䧃䔤㾼䒄䋃䡏䁨䗗䌦䉢䐿㾼䁼䁝䁭䝗䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁦
䁬䧗䐇䨟䁨䌅䜥䁨䁧㿚㾽  
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㿙g㿚A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂐䬺䁂䁤䇻䥞䁓䂊䁝˔¾ò㾼˔Paʍ¾ò㾼tΚ¾ò㾼Κ˔͝˔on¾ò㾼䁈䂆䁱Πatʄ˄¾ò䐍䁏䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤
䁭㾼䪒䍶䬁䁩䠴䁿䂉䠗䂈㾼A͆͆˴e䁩䂆䂈㾼䁛䁬䔧䬜䒡䮓䁥㾼䛩䞊䁓䂊䁝䘜䑒䁩䏑䂈㾼A͆͆ òtore䎆䬜䁬䤰䧞㾼
þe͝ta˴˔g˄t䎆䬜䁬䃊ー䂰䥵䤰䧞㾼䁼䁝䁭Aʍ loʄ䤰䧞䂐䠗䁖䁤䤰䧞䁓䂊䂉䁑䁦㾽˔¾ò㾼˔Paʍ¾ò㾼maʄ¾ò㾼䁈䂆䁱
tΚ¾ò䐍䁏䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺䎆䬜䁥䤰䧞䁗䂉䁑䁦䂀䁥䁋䂉㾽A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂐䬺䁂䁤䇻䥞䁓䂊
䁝䃂䂪䁭㾼䧘䝋䗇5䂐䊈䁾䪒䍶䬁䁬䘢䎤䁩䖕䁂㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕㾼F䃒ー䃜㾼䂗䂘䃇䂦䂕䂹䁼䁝䁭䂓䃈䃛
䂢ー䂨䃘䃤䂐䎆䬜䁕䁤䤰䧞䁓䂊䂉䘜䑒䁊䁀䂉䁑䁦㾽A͆͆˴e䘋䫒䗇䁥䗆䫐䁓䂊䁝òaʷar˔䈘䟳䊨䤓䁭㾼䧘䝋䗇7䂐䊈䁾䪒䍶䬁
䁬䘢䎤䁩䖕䁂㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䤰䧞䁓䂊䂉䘜䑒䁊䁀䂉䁑䁦㾽䁼䁝maʄ¾ò䬺䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼第5.3条
䁈䂆䁱䞀5.4䘢䁬䊲䠴䁩䖕䁂㾼A͆͆˴e䘋䫒䗇䁼䁝䁭䂲䂢䂴䂹䂐䬺䁂䁤A͆͆ òtore䈀䁥䤰䧞䁓䂊䂉䘜䑒䁊䁀䂉䁑䁦㾽  
㿙˄㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䄧䩘㾼䬗䈂㾼䁼䁝䁭A͆͆˴e䂀䁕䁍䁭䝗䕐䁬䎳䭡䂐䘻䈂㾼䧗䚜䓦䬺䂀䁕䁍䁭䁑䂊䂇䁩䠻䘵䁗䂉䂤䃤䂷䃤
䂵䂐䚟䚕䁗䂉㾼䁼䁝䁭䚟䚕䁗䂉䁑䁦䂐䫭䡏䁦䁕䁤䁂䂉䁑䁦䂐䟀䂈䁨䁊䂇㾼䁼䁝䁭䢖䛲䟀䁡䁤䁂䂉䁭䁘䁥䁀䂈䁨䁊䂇㾼
A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䂐䓦䬺䁕䁨䁂㾼䁼䁝䁭䇋䢮䁓䁙䁨䁂䁑䁦㾽䁨䁈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼
䁝䁭䂦ー䃄䂪䂐䓦䬺䁕䁤䢖䈊䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱䂦ー䃄䂪䁩䣷䮖䁗䂉䘠䩍䂐䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩䦴䭀䁨䎳䭡䁈䂆䁱䃚䂕䂬䃤
䂪䂐䬗䁕䁤䁂䂉䁑䁦䂐䨷䘋䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
3.3 プログラム要件 
A͆͆ òtore㾼䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺㾼䂀䁕䁍䁭þe͝ta˴˔g˄t䁩䠼䖧䁓䂊㾼䁼䁝䁭㾼Aʍ loʄ䤰䘺䂐䠗䁖䁤䤰䧞䁓䂊䂉䁂䁉
䁨䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂀㾼第3.3条䁥䄎䆳䁩䠴䁿䂉䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤䂐䊈䁿㾼䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁈䂆䁱䪒䍶䬁䁩䖕䁡䁤䇻䥞䁓䂊
䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁼䁝㾼䝩䘎䚤䧎㾼䃚䂕䃇䃚䃛䁈䂆䁱䃂䂪䁭㾼䢯䬶䁬䭀䎤䁩䖕䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
3.3.1 API、機能、およびユーザーインターフェイス 
A. ⽂書化されたAPI 
䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼A͆͆˴e䁬䠴䁿䁝䩖䩘䁥䁬䁽䨘䗇䆴䁓䂊䁝APu䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋㾼䔂䬺䁬APu䂐䓦䬺䁕䁝䂈㾼䏕
䁱䖧䁕䁝䂈䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽䁓䂇䁩㾼A͆͆ òtore䁥䤰䧞䁗䂉䁝䁿䁩A͆͆˴e䁩䠼䖧䁓䂊䂉maʄ¾ò䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤
䁭㾼maʄ¾ò䁬䂸䃆䂚䃜䂹䁬䂕䃤䂪䂹ー䃜䁼䁝䁭İʄoʍe䁈䂆䁱¯aʄ ò=�㾼䁼䁝䁭òΠ˔ʷt P˴aάgroͺnʍ͝䁬䃁䃤䂺䃜䁦䁕
䁤䊈䁼䂊䁤䁂䂉䨘䗇䆴䁓䂊䁝APu䁬䁽䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋㾼䂦䃎ー䂹䖂䮂䬦䠴䁬䋁䖨㿙�aΚa䁨䁧㿚䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁭
䁥䁋䁼䁙䂑㾽 
 
B. 実⾏コード 
䔝䁬䞼䭗䁥䊲䠴䁗䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䔾䐿䂤ー䂺䂐䂱䂗䃤䃞ー䂺䁼䁝䁭䂕䃤䂪䂹ー䃜䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑
䁦㾽䂕䃤䂰ー䃈䃛䂰ー䍵䂤ー䂺䁭㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䂱䂗䃤䃞ー䂺䁥䁋䂉䘜䑒䁊䁀䂈䁼䁗䁊㾼䢖䈊䂤ー䂺䁊㾼㿙a㿚A͆͆ 
òtore䁩䠼䖧䁓䂊䁝䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䬦䠴䁈䂆䁱䐙䑛䁕䁝䫭䡏䁩䑒䟉䁕䁨䁂䊨䤓䁼䁝䁭䊨䤓䚔䂐䠼䌁䁕䁤䂓䃈䃛䂢
ー䂨䃘䃤䁬䕡䭀䁨䫭䡏䂐䨮䐥䁙䁘㾼㿙ɿ㿚䝗䁬䂤ー䂺䁼䁝䁭䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䬺䁬䂪䂹䂓䂀䁕䁍䁭䂪䂹䂓䃆䃞䃤䂹䂐䒳䚕䁙
䁘㾼䁉䁢㾼㿙ʄ㿚䗆䫐㾼䂦䃤䂺䃍䂴䂠䂪㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗¾ò䁬䂬䂞䃖䃛䂷䂔䊨䤓䂐妆䇨䁕䁨䁂䘜䑒䁩䏑䂈䁼䁗㾽 
 
䃈䃞䂡䃚䃐䃤䂡䩖䩘䁬䈨䖄䁩䓦䬺䁗䂉䁑䁦䂐䫭䡏䁦䁗䂉䃈䃞䂡䃚䃐䃤䂡䉯䌌䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䔝䁬䘢䎤䂐䪲䁝䁗䘜䑒
䁩䏑䂈㾼䔾䐿䂤ー䂺䂐䂱䂗䃤䃞ー䂺䁕䁤䔾䐿䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽㿙˔㿚䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁥䨫䡳䋸䬯䁓䂊䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䔾䐿䂤ー䂺
䁥䕢䢾䁓䂊䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䔉䟾䂙䃛䂓䁼䁝䁭䇝䫞䁊80ٕ䄎䆳䁥䁀䂉䁑䁦㾼㿙˔˔㿚䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䃗ー䂧ー䁊䃈䃞䂡
䃚䃐䃤䂡䉯䌌䁩䁂䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁥䑒䭦䡏䁩䃗ー䂧ー䁬䫭䁩䁢䁍䧃䔤䂐䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾼 
㿙˔˔˔㿚䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䁹䁉䁬䂤ー䂺䁼䁝䁭䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䬺䁬䂪䂹䂓䁼䁝䁭䂪䂹䂓䃆䃞䃤䂹䂐䒳䚕䁕䁨䁂䁑䁦㾼䁨䂇䁱䁩㾼
㿙˔Κ㿚䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䠼䌁䁗䂉䂮ー䂪䂤ー䂺䁭㾼䉛䛳䁩䅶䭠䁊䆻䤓䁥㾼䁉䁢䃗ー䂧ー䁩䂆䂉䨰䖏䂀䆻䤓䁥䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨
䁂䁑䁦㿙䮪䁆䁮㾼䂱䂗䃤䃞ー䂺䁓䂊䁝䂤ー䂺䁩䃈䃛䂤䃤䃂䂕䃜䃚䂕䃇䃚䃛䁼䁝䁭䃆䃝ー䃑䃠ー䂠䁊䊈䁼䂊䁤䁂䁨䁂䁑䁦㿚㾽  
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C. 追加的な機能または機能性 
A͆͆˴e䁬䗇䫞䁩䂆䂉䔔䛯䁬䗦䣾䁨䁍㾼䁼䁝䁭第3.3.9条（A）㿙In-App Purchase API㿚䁥䋸䞒䁓䂊䁤䁂䂉䠗䂈㾼䂓
䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼A͆͆ òtore㾼䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺㾼䁼䁝䁭þe͝ta˴˔g˄t䄎䈀䁬䤰䧞䃒䂜䂼䂫䃑䁩䂆䂈㾼䠕䆺䡏䁨䊨䤓
䁼䁝䁭䊨䤓䚔䂐䠼䌁䁕㾼䇧䗐䁕㾼䁼䁝䁭䬗䐉䆴䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽  
 
D. 指定コンテナ領域、macOSアプリケーション 
A͆͆˴e䁊䨫䡳䠴䁿䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼˔¾ò㾼Πatʄ˄¾ò㾼˔Paʍ¾ò㾼tΚ¾ò㾼䁼䁝䁭Κ˔͝˔on¾ò䐍䁏䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䂸䃁䂕
䂪䘕䁥䢖䈊䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䓶䠴䂤䃤䂷䂻䮕䄬䁬䁽䁉䂇䂸ー䂰䂐䣇䁽䕢䂈㾼䁼䁝䁭䢖䈊䮕䄬䁬䁽䁶䂸ー䂰䂐䗇䁋䑧䁾
䁑䁦䁊䁥䁋䂉䁑䁦㾽A͆͆ òtore䁥䤰䧞䁗䂉䁝䁿䁩A͆͆˴e䁩䠼䖧䁓䂊䂉maʄ¾ò䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䁢䁂䁤㾼㿙a㿚maʄ¾ò
䂐䔾䐿䁗䂉䁝䁿䁩䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䦴䭀䁨䁗䁷䁤䁬䃆䂒䂕䃜䁊㾼A͆͆˴e䁩䠼䖧䁓䂊䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䃁䃤䂺䃜䁩䊈䁼
䂊䁤䁂䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁘㾼䁉䁢A͆͆ òtore䁩䂆䂈䂕䃤䂪䂹ー䃜䁓䂊䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾼㿙ɿ㿚䁗䁷䁤䁬䃞ー䂜䃛䂭ー䂨䃘
䃤䁊䢯䁖䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䃁䃤䂺䃜䁩䊈䁼䂊䁤䁂䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁘㾼䁉䁢䣆䭰䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䜆䑒䁙䁼䁝䁭䖏䚸䁊
䞤䄰䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䃁䃤䂺䃜䁩䊈䁼䂊䁤䁂䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾼㿙ʄ㿚maʄ¾ò䁬䂾䂕䂷䂔䃇䃗ー䂧ー䂕䃤䂰ー䃆䂘䂕䂪䭀
䜅䁼䁝䁭䢮䒳㿙䮪䁆䁮㾼䂨䂪䂷䃑䃒䂼䃖ー㾼䂗䂔䃤䂺䂗䂦䂕䂫㾼䘴䁨䁧㿚䁊䇱䨮㾼䕼䚜㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䨮䐥䁓䂊䁨䁂䁑䁦㾼 
㿙ʍ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁬䗇䫞䁩䂆䂉䋸䆻䁼䁝䁭䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁩䁈䁏䂉䫒䊳䁊䁨䁂䏑䂈㾼䁉䁉䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁥㾼 
䂸ジ䂰䃜䟨䒳䎳䉴䭦䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䨃䚤䂀䁕䁍䁭䂓䂠䂬䂪䂤䃤䂹䃞ー䃜䃒䂜䂼䂫䃑䂐䓦䬺䁕䁨䁂䁑䁦㾼㿙e㿚第3.3.9条
（A）㿙In-App Purchase API㿚䁩䂆䂉䨫䞼䁬䋸䆻䁊䁨䁓䂊䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䢖䈊䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁬
䂸䂔䂪䂹䃛䃄䃖ー䂨䃘䃤䃒䂜䂼䂫䃑䁦䁕䁤䊨䤓䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾼䁉䁢㾼䢖䈊䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁩䂮䃆䂹䂗䂘䂓䤰䧞䁬䁝
䁿䁬䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂪䂹䂓㾼䂸䂔䂪䂹䃛䃄䃖ー䂨䃘䃤䂲䃔䂾䃜䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䃒䂜䂼䂫䃑䂐䒳䚕䁗䂉㾼䁼䁝䁭䆻䤓䁩䁗䂉䊨䤓
䂀䁕䁍䁭䊨䤓䚔䂐䊈䁿䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㿙䮪䁆䁮㾼䂛ー䂸䂔䂛䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䢖䈊䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁩䂛ー䂸䂔䂛
䃆䂔䃜䂰ー䃈䃚䂡䂕䃤䂪䂹䂓䂐䛆䁏䁤䁭䁨䂇䁨䁂㿚㾽 
 
E. iPadOS上での互換モード 
˔¾ò䐍䁏䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䃗ー䂧ー䁊˔Paʍ¾ò䘕䁥䏮䉤䃓ー䂺䁥䔾䐿䁗䂉䒣䁩䒍䠭䏑䢯䄰䁬䊨䤓䁈䂆䁱䊨䤓䚔䂐䬗
䁗䂉䁑䁦㿙䮪䁆䁮㾼˔Paʍ䘕䁥˔P˄one䁦䢯䢙䁬䂦䂕䂫䁬䂗䂔䃤䂺䂗䁥䔾䐿䁗䂉˔P˄one䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼˔P˄one䘕䁥
䔾䐿䁗䂉䔜䁦䔾䔽䡏䁩䢯䄰䁬䩖䩘䁥䊨䤓䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂㾽䁝䁞䁕㾼䁑䁬䋆䫅䁭㾼䂜䃒䃚䁊䝒䒥䁕䁨䁂䊨䊘䁩䁈䁏䂉
䃄䂸䂛䯠䇝䊨䤓䁨䁧㾼䣁䠴䁬䃀ー䂺䂗䂘䂓䊨䊘䁥䁭䂦䃎ー䂹䁓䂊䁨䁂䊨䤓䁼䁝䁭䊨䤓䚔䁩䁭䡑䬺䁓䂊䁨䁂㿚㾽䁼䁝㾼䂸䃊
䃞䂴䃂䁭㾼䏮䉤䃓ー䂺䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䅚䬺䁗䂉䁑䁦䂐䩮䈂䁕䁨䁂䁑䁦㾼䁼䁝䁭䁉䁉䂉䩮䈂䂐䔌䁽䁨䁂
䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽  
 
F. マルチタスク機能 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁩䊳䒢䁓䂊䁝䪒䭑䁬䫭䡏䁬䁝䁿䁩䁬䁽䃏䃜䂲䂰䂪䂠䂦ー䃄䂪䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䁑䁦㾽 
 
G. ドキュメント 
䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䃃䃖ー䃏䃤䂕䃤䂰ー䃆䂘䂕䂪䂝䂕䂺䃚䂕䃤㿙lud㿚䁈䂆䁱䁛䁬䝗䁬A͆͆˴e䁊䠴䁿䂉䂺䂞䃖䃒䃤䂹䂐䖻䕣
䁕䁤䁂䂉䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䚤䧎䁬䛆䎍䁦䏮䉤䚔䁬䁀䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䬺䁬䡑䛁䁨䃗ー䂧ー䂕䃤
䂰ー䃆䂘䂕䂪䁈䂆䁱䊨䤓䂐䇻䥞䁗䂉䁝䁿㾼lud䁩䖕䁄䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁗䂉㿙䮪䁆䁮㾼Πatʄ˄¾ò䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭
lud䁬Πatʄ˄¾ò䛆䎍䂷ー䃏䁩䆂䁡䁝䙢䝉䁨䂕䃤䂰䃚䂠䂨䃘䃤䐍䁏䁩䛆䎍䁓䂊䁝䃗ー䂧ー䂕䃤䂰ー䃆䂘䂕䂪䂐䬗䁕䁤䁂
䂉䦴䭀䁊䁀䂈䁼䁗㿚㾽 
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3.3.2 法令遵守 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䡑䬺䁓䂊䂉䁀䂇䂄䂉䊲䚐䁩䁈䁏䂉䭀䎤䂐䪲䁝䁗䁑䁦㾽䁑䂊䁩䁭㾼䂓䃒䃛䂜䑒䖈䑜䁩䁈䁏䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓
䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䚤䜿㾼䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡㾼䥼䤹㾼䁈䂆䁱䤰䧞䁩䊂䯄䁗䂉㾼䁗䁷䁤䁬䡑䬺䁓䂊䂉䩘䭮㾼䊲䝂㾼䁈䂆䁱䓺䒻䁬䉛
䛳䁨䖻䕣㾼䣁䁩䨥䑜䘶䧎䄩䬂䧎䌧㿙䄎䆳㿥a=A㿦䁦䁂䁂䁼䁗㿚㾼䁨䂇䁱䁩aAA㾼llò㾼aþ6㾼䁈䂆䁱a66䁨䁧䁬䁛䁬䝗䁬
䨥䑜䊲䚐䢖䌧䁬䭀䎤㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䓦䬺㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䭡䬺䆻䤓䁦䁗䂉䁀䂇䂄䂉䑜㾼䮕
䡺䁼䁝䁭䟁䄬䁩䁈䁏䂉䩘䭮㾼䊲䝂㾼䁈䂆䁱䁛䁬䝗䁬䡑䬺䁓䂊䂉䊲䚐䢖䌧㿙䮪䁆䁮¯lèA㾼6a=A㿚䁬䓺䒻䁊䊈䁼䂊䁼
䁗㾽䁝䁞䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䁩䊂䁗䂉䁂䁉䁨䂉䊲䚐䘕䁬䋸䞒䂀䋦䁿䁨䁂䁑䁦㾼䁼䁝㾼A͆͆˴e
䚤䧎䁊䊲䚐䁬䝩䘎䁦䁽䁨䁓䂊䂉䆻䤓䚔䁬䁀䂉㾼䁼䁝䁭A͆͆˴e䁩䋆䫅䂂䚐䏑䂐䇔䁗䆻䤓䚔䁬䁀䂉䁂䁉䁨䂉䎝䠴䂀䁕䁨
䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䤰䧞䁬䁝䁿䁩䛩䨫䁓䂊䂉䁑䁦䂐䫭䡏䁦䁕䁤A͆͆˴e䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘
䃤䂐䠼䖧䁗䂉䁑䁦䁩䂆䁡䁤㾼䡑䬺䁓䂊䂉䁀䂇䂄䂉䩘䭮㾼䊲䝂㾼䁈䂆䁱䓺䒻䂐䖻䕣䁕䁤䁂䂉䁑䁦䂐䧃䫒䁈䂆䁱䨷䘋䁕䁝䂀䁬
䁦䁽䁨䁓䂊䁼䁗㾽䁑䂊䁩䁭㾼䂓䃒䃛䂜䑒䖈䑜㾼䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䭡䬺䆻䤓䁦䁗䂉䁑䁦
䂐䬦䠴䁕䁤䁂䂉䁛䁬䝗䁬䑜㾼䮕䡺䁼䁝䁭䟁䄬䁩䁈䁏䂉㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䚤䜿㾼䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡㾼䥼䤹㾼䁈
䂆䁱䤰䧞䁩䊂䯄䁗䂉a=A䁬䁗䁷䁤䁬䩘䭮㾼䊲䝂㾼䁈䂆䁱䓺䒻䁊䊈䁼䂊䁼䁗䁊㾼䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴
䃂䁭㾼䋸䆻䁼䁝䁭䗦䣾䁓䂊䁝㾼䄙䙩䁗䂉䓦䬺䁼䁝䁭䡑䆘䁬䁝䁿䁩䁬䁽㾼䁉䁢㾼䡑䬺䁓䂊䂉䊲䚐䘕䁬䭀䎤䂐䏇䕣䁕䁤䁂䂉
䘜䑒䁩䁬䁽㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䘕䓲䁗䂉䁑䁦䂐䧃䫒䁈䂆䁱䨷䘋䁗䂉䁑䁦㾽A͆͆˴e䁊䭀䋦䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞
䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䓲䥼䁬䑳䋴䁦䁨䂉䋸䣾䆻䁩䊂䁗䂉䗇䫞䂐䝉䂂䁉䁩䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤䢯䄙
䁗䂉䁑䁦㾽a=A䁼䁝䁭䁛䁬䘿䒀䕤䝎䁋䁬䄰䉯䁦䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䘿䒀䁼䁝䁭䂷䂪䂹䁗䂉䦴䭀䁊䁀
䂉㾼䁹䁉䁬䚖䧟䊨䊂䁉䂇䭀䋦䁓䂊䁝䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䘿䒀䫭䡏䁥䢖䈊䊨䊂䁩䠼䌁
䁗䂉䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁩䝩䁕䁤㾼䢖䈊䊲䚐䘕䁬䭀䎤䁩䊂䯄䁗䂉㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䁗䂉䁀䂇
䂄䂉䍉䘠䁼䁝䁭䍉䘠䁬䌑䂊䁩䊂䁕䁤㾼第14.5条䁥䠴䁿䂉䕤䖽䁩䖕䁡䁤㾼䝉䂂䁉䁩䑛䟀䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽
䁼䁝㾼䁛䁬䘜䑒㾼A͆͆˴e䁭䢖䈊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䤰䧞䂐䠮䓽䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
3.3.3 データとプライバシー 
A. 記録等 
䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊㾼䃄䂸䂛㾼䃏䂕䂠㾼䂪䂠䃛ー䃤㾼䁼䁝䁭䂜䃒䃚䁥䂞䃔䃈䂲䃔䁼䁝䁭䊳䯠䂐䐿䁄䘜䑒㾼䂸䃁䂕
䂪䁩䨷䝒䁓䂊䂉䁉䂦ー䃁䁩䜴䘺䁓䂊䂉䁉䂐䫳䂍䁘㿙䮪䁆䁮㾼䇝䜹㾼䕈䙋㾼䆲䚣㾼䁼䁝䁭䂪䃅ー䂲䁬䂞䃔䃈䂲䃔䂀䁕䁍䁭䁛
䁬䝗䁬䊳䯠㿚㿙䄎䆳㿥記録等㿦䁦䜪䗿䁕䁼䁗㿚㾼䊳䯠䢙䁊䐿䂍䂊䁤䁂䂉䁑䁦䂐䔤䁗䁝䁿㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䄰䧶䁦䁕䁤㾼䫒
䂇䁉䁩䫭䁩䁢䁍䟾䈠䡏㾼䔉䈠䡏㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䂕䃤ジ䂢ー䂰䂐䃗ー䂧ー䁩䔤䁗䦴䭀䁊䁀䂉䁑䁦㾽 
 
՚ 䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䂆䂈㾼䁑䂊䂐䠗䁖䁤䁼䁝䁭䁑䂊䁩䊂䯄䁕䁤䐿䂍䂊䂉䁀䂇䂄䂉䍷䔬䁬䃗ー䂧ー
䂸ー䂰㾼䃗ー䂧ー䂤䃤䂷䃤䂵㾼䁼䁝䁭䃗ー䂧ー䘠䩍䁬䕷䖏㾼䖾䭦㾼䃒䃤䂷䂻䃤䂪㾼䂓䂴䃈䃞ー䂺㾼䢯䊥㾼䨷䝒㾼䜴䘺㾼䌆䬗㾼䇻
䔤㾼䁼䁝䁭䓦䬺䁭㾼䡑䬺䁓䂊䂉䁗䁷䁤䁬䃈䃚䂕䃁䂨ー䩘䮨䁬䁹䁉㾼䊂䯄䁗䂉䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤㿙䠗䟀䁼䁝䁭䢯䄙䁩䊂䁗䂉䭀
䎤䂐䊈䁽䁼䁗䁊䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚䂐䖻䕣䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽  
 
B. データ収集およびデータ使⽤ 
䂸䃊䃞䂴䃂㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䁊䐙䑛䂐䁗䂉䁝䁿䁩䍶䬁䂐䡂䎠䁕䁝䁀䂇䂄䂉䞀䓏䕐䁭㾼
䃗ー䂧ー䁬䔔䛯䁬䗦䞒䁨䁍㾼䢖䈊䂸ー䂰䁊䃗ー䂧ー䁉䂇䠋䛃䕢䢾䁓䂊䁝䂀䁬䁉A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼A͆͆˴e䂦ー䃄䂪㾼䁼
䁝䁭A͆͆˴e ò=�䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁤䕢䢾䁓䂊䁝䂀䁬䁉䂐䫳䂍䁘㾼䃗ー䂧ー䂸ー䂰䁼䁝䁭䂸䃁䂕䂪䂸ー䂰䂐䕷䖏䁕䁨䁂䁑䁦㾽
䁛䁕䁤䂸ー䂰䁬䕷䖏䁭㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䓦䬺䁩䠋䛃䊂䂍䂉䂦ー䃄䂪䁼䁝䁭䊨䤓䂐䠼䌁䁗䂉䁝䁿㾼䁼䁝䁭第3.3.3条（E）
䁩䊙䁣䁋䐙䑛䂐䁗䂉䁝䁿䁩䁬䁽䐿䂍䂊䂉䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸ー䂰䕷䖏䁬䈘䟳䁼䁝䁭䨮䐥䁩䊂䁗䂉䃗ー䂧ー䁬䔔䛯
䁬䢯䄙䁨䁍䁕䁤㾼䄎䛯䁩䕷䖏䁓䂊䁝䃗ー䂧ー䂸ー䂰䁼䁝䁭䂸䃁䂕䂪䂸ー䂰䂐䈘䟳䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䩖䩘䁥䓦䬺䥽䄓䂐䨮
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䐥䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁨䁂䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䁂䁘䂊䂀㾼䁂䁉䁨䂉䐝䋜䡏䁨䂸䃁䂕䂪䃊
ー䂪䁬䔭䨫䓰䁼䁝䁭䁛䁑䁉䂇䟜䖧䁓䂊䂉䁂䁉䁨䂉䂸ー䂰䂀㾼䂸䃁䂕䂪䂐䄰䄙䁩䔭䨫䁗䂉䫭䡏䁥䓦䬺䁕䁨䁂䁑䁦㾽䂸䃊䃞
䂴䃂䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䁂䁘䂊䂀㾼䂸䃁䂕䂪䁼䁝䁭䃗ー䂧ー䂐䄰䄙䁩䔭䨫䁗䂉䫭䡏䁥㾼䂸䃁䂕䂪䁉䂇
䁂䁉䁨䂉䂸ー䂰䂀䟜䖧䁕䁨䁂䁑䁦㾽 
 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭䞀䓏䕐䁬ò=�㿙A͆͆˴e䁊䠼䌁䁗䂉ò=�䁥䁭䁨䁂䂀䁬㿚䂐䊈䁿㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䪒䍶䬁䁈
䂆䁱䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁩䖶䋴䁕䁤䁂䂉䁑䁦䂐䈞䣾䁗䂉䚼䣻䂐䧫䁄䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁥䛉䫒䁓
䂊䁤䁂䂉䣁䠴䁬APu䂐䓦䬺䁕䁤䁂䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䃒䂰䂸ー䂰䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䁉䁉䂉APu
䁬䓦䬺䁈䂆䁱䁛䁬䓦䬺䁬䁝䁿䁩䟜䖧䁓䂊䁝䂸ー䂰䂐䚜䈞䁩䥮䅡䁕䁤䁂䂉㾼1䁢䁼䁝䁭䁛䂊䄎䘕䁬䋸䆻䁓䂊䁝䭦䬜䂐䫒
䊳䁗䂉䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉APu䁈䂆䁱䁛䁬䓦䬺䁩䂆䂈䟜䖧䁓䂊䁝䂸ー䂰䂐㾼䫒䊳䁓䂊䁝䭦䬜䁬䁝䁿䁩䁬䁽䓦䬺
䁗䂉䁑䁦㾽䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩㾼䂆䁍䓦䬺䁓䂊䂉䂀䁬䁦䁕䁤䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁩䊳䒢䁓䂊䁤䁂䂉䞀䓏䕐䁬
ò=�䁊䊈䁼䂊䁤䁂䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉䞀䓏䕐䁬ò=�䁊ò=�䃈䃞䃁䂕䂱䁩䂆䁡䁤䗆䫐䁓䂊䁤䁂䂉䁑䁦㾼䁉䁢㾼
䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁥䛉䫒䁓䂊䁤䁂䂉䦴䭀䁨䃒䂰䂸ー䂰䁊䊈䁼䂊䁤䁂䂉䁑䁦䂐䈞䣾䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽  
 
C. ユーザーへの開⽰ 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䃗ー䂧ー䂸ー䂰䁼䁝䁭䂸䃁䂕䂪䂸ー䂰䁬䕷䖏㾼䓦䬺㾼䁈䂆䁱䇻䔤䁩
䁢䁂䁤㾼䮪䁆䁮㾼A͆͆ òtore䘕䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䛉䫒䁩䁈䁏䂉䃗ー䂧ー䂸ー䂰䁈䂆䁱䂸䃁䂕䂪䂸ー䂰䁬䂸䃊䃞䂴䃂
䁩䂆䂉䓦䬺䁩䊂䁗䂉䊳䖩䁨䁧䁥㾼䫒䈞䁉䁢䉛䛳䁨䘠䩍䂐䠼䌁䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䞀䓏䕐䁩
䂆䂉䧗䚜䁨䓦䬺㾼䇻䔤㾼䁼䁝䁭䂓䂠䂬䂪䁉䂇䢖䈊䂸ー䂰䂐䨷䏽䁗䂉䁝䁿䁬䡑䛁䁨䛺䟈䂐䑁䁖䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽䃗
ー䂧ー䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䂸䃁䂕䂪䂸ー䂰䁼䁝䁭䃗ー䂧ー䂸ー䂰䁬䕷䖏㾼䓦䬺㾼䁼䁝䁭䇻䔤䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦䂐䕢䂈䓽䁿
䁝䘜䑒㾼䁼䁝䁭䚸䌩䡏䁩䢯䄙䂐䡕䇨䁕䁝䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂㿙䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䁊䐙䑛䂐䁗䂉䁝䁿䁩䍶䬁䂐䡂䎠䁕䁝䁀䂇
䂄䂉䞀䓏䕐㿚䁭䢖䈊䂸ー䂰䁬䓦䬺䁗䁷䁤䂐䠋䁟䁩䟘䓽䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛
䂢ー䂨䃘䃤㾼A͆͆ òtore䘕㾼䁼䁝䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䃗ー䂧ー䂸ー䂰䂀䁕䁍䁭䂸䃁䂕䂪䂸ー䂰䁬䕷䖏㾼䓦䬺㾼䇻䔤㾼䌆䬗㾼
䨷䔛䁈䂆䁱䒴䗐䂐䛉䫒䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂗䂘䃇䂦䂕䂹䘕䁩䁈䁂䁤㾼䃈䃚䂕䃁䂨ー䃎䃛䂨ー䂐䠼䌁䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑
䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸ー䂰䯔䅦䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁉䂇䕷䖏䁓䂊䁝䃗ー䂧ー䂸ー䂰䁊䯔䅦䁕䁝䘜䑒㾼䂸䃊䃞
䂴䃂䁬䃗ー䂧ー䁩䝩䁕㾼䡑䬺䩘䁩䖕䁡䁤䠗䟀䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㿙䮪䁆䁮㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁛䁬䃗ー䂧ー䂸ー䂰䁬䄙䙩
䡏䁥䁨䁂䇻䔤䁼䁝䁭䧗䚜䓦䬺䁊䁀䁡䁝䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃗ー䂧ー䁩F䃒ー䃜䁥䠗䟀䂐䜴䂉䁑䁦㿚㾽 
 
D. 法的要件およびその他の要件 
䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䡑䬺䁬䁀䂉䍰䔔㾼䫃䔔㾼䁈䂆䁱䁛䁬䝗䁬䚐䠴䩘䁈䂆䁱䊲䝂㿙䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䠼䌁
䁓䂊䂉㾼䁼䁝䁭䭡䬺䆻䤓䁦䁨䂉䁗䁷䁤䁬䩘䄬䁩䁈䁏䂉䁑䂊䂇䁬䩘䮨䁈䂆䁱䊲䝂䂐䊈䁾㿚䂐䖻䕣䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑
䁦㾽䁼䁝㾼䄎䆳䁩䁢䁂䁤䂀䈞䣾䁕䁤䁍䁞䁓䁂㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䃗ー䂧ー䂸ー䂰䁼䁝䁭䂸䃁䂕䂪䂸ー䂰㿙䮪䁆䁮㾼䃗ー䂧ー䁬uP䂓䂺䃝䂪㾼䃗ー䂧ー
䁬䂸䃁䂕䂪䁬䫐䛯㾼䁈䂆䁱䃗ー䂧ー䁩䊂䯄䁕䁝䂕䃤䂪䂹ー䃜䒗䁽䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㿚䁬䕷䖏㾼䓦䬺㾼䁼䁝䁭䇻䔤䁩䊂䁗䂉㾼
䡑䬺䁓䂊䂉䁗䁷䁤䁬䏓䙙䘠䩍䂂䂸ー䂰䕷䖏䁩䊂䁗䂉䩘䭮䁈䂆䁱䊲䝂䂐䖻䕣䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽 
 
՚ 䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐㾼䃀䃚䂪䃒䃤䂹㾼䭝䬺㾼䂪䃂䃑㾼䂪䂹ー䂞䃤䂡㾼䌛䥊㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䩖䩘䁩䂆䂉䝗䕐䁬䩘䡏䎳䭡 
㿙䃈䃚䂕䃁䂨ー䁈䂆䁱䃂䃇䃛䂨䂷䂔䎳䁨䁧㿚䁬䘻䈂䂐䫭䡏䁦䁕䁤䛆䎍䁼䁝䁭䥼䤹䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽 
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՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䢖䈊䂦ー䃄䂪䁩䊂䁕䁤A͆͆˴e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤䫒䔤䡏䁩䠼
䌁䁼䁝䁭䭡䬺䆻䤓䁩䁕䁝䂸ー䂰䂐䗐䁋㾼A͆͆˴e䁼䁝䁭䁛䁬䃚䂕䂬䃤䂦ー䁩䂆䂈䠼䌁䁓䂊䁝䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼䂸ー䂰䁼䁝䁭䂦
ー䃄䂪䂐㾼䂪䂠䃝䂕䃅䃤䂡㾼䃏䂕䂼䃤䂡㾼䎲䒼㾼䂞䃔䂴䂨䃖㾼䨌䚶䁗䂉䁝䁿䁩㾼䂀䁕䁍䁭䂕䃤䂸䂴䂠䂪䂐䒳䚕䁗䂉䁝䁿䁩㾼䁼䁝
䁭䢖䈊䂸ー䂰䂐䕢䢾䁗䂉䁝䁿䁩㿙䂀䁕䁍䁭䕢䢾䂐䔌䁽䂉䁝䁿䁩㿚㾼䊨䤓䂐䢮䒳䁓䁙䁝䂈㾼䂤䃤䂷䃤䂵㾼䂦ー䃄䂪㾼䘠䩍䁼䁝
䁭䂸ー䂰䁩䃛䃤䂠䁓䁙䁝䂈㾼䃞䃍䂴䂹㾼䂪䃂䂕䂱ー㾼䂦䂕䂹䎲䒼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䎲䒼䬺䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂀䁕䁍䁭䂸䃁䂕䂪
䂐䓦䬺䁕䁝䂈䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䢖䈊䂸ー䂰䂐䧗䚜䁨䫭䡏䁥䕷䖏㾼䭵䧞㾼䁼䁝䁭䓦䬺䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙
䁗䂉䁑䁦㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䙙䝧䁬䎷䋩䂐䫭䡏䁦䁕䁤䁂䂉䘜䑒㾼䁼䁝䁭䏓䙙䂸ー䂰䂐䊈䁾䆻䤓䚔䁬䁀䂉䄩䮌䂂䎦
䐛䁩䊂䯄䁕䁝䓦䬺䁬䁝䁿lea˴t˄�˔t APu䂐䓦䬺䁗䂉䘜䑒㿙䮪䁆䁮䎦䐛䊳䯠䁬䨷䝒㿚㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䓑䆺䕐䁩䝩䁕䁤㾼䁛
䁬䎷䋩䁼䁝䁭䄩䮌䂂䎦䐛䁩䊂䯄䁕䁝䓦䬺䁬䄰䉯䁦䁕䁤䓑䆺䕐䁬䏓䙙䘠䩍䂐䓦䬺䁗䂉䫭䡏䁈䂆䁱䇻䔤䁩䁢䁂䁤䠗䟀䁕㾼
䁉䁉䂉䎷䋩䁼䁝䁭䄩䮌䂂䎦䐛䁩䊂䯄䁕䁝䫭䡏䁬䁝䁿䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䓦䬺䁗䂉㾼䁉䁉䂉䓑䆺䕐㿙䁼䁝
䁭䁛䁬䨷䏽䕐㿚䁬䗦䞒䂐䢾䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䢽䫐䆴䁼䁝䁭䂤ー䂺䆴䁓䂊䁝䘠
䩍䂐䠼䌁䁗䂉䞀䓏䕐䁩䝩䁕䁤㾼䓑䆺䕐䁬䗦䞒䁨䁍㾼䁉䁉䂉䘠䩍䂐䓦䬺䁕䁤䓑䆺䕐䂐䒌䣁䠴䁗䂉㿙䁼䁝䁭䒌䣁䠴䂐䔌䁽
䂉㿚䁑䁦䂐䌵䓽䁗䂉䂀䁬䁦䁕㾼䁼䁝㾼䢖䈊䞀䓏䕐䁩䝩䁕䁤㾼䢽䫐䆴䁼䁝䁭䂤ー䂺䆴䁓䂊䁝䘠䩍䂐䕯䮕䁗䂉䁛䁬䝗䄰䛁䁬䕐
䁩䛯䊳䁬䚐䏑䂐䇔䁗䁷䁋䓻䂐䭀䋦䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽 
 
E. 広告識別⼦およびトラッキング設定；広告ネットワークAPI 
䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㿙䁨䂇䁱䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁊䐙䑛䂐䁗䂉䁝䁿䁩䍶䬁䂐䡂䎠䁕䁝䁀䂇䂄䂉䞀
䓏䕐㿚䁭㾼䐙䑛䂐䁗䂉䁝䁿䁩䁬䁽㾼䐙䑛䔭䨫䓰䁈䂆䁱䐙䑛䔭䨫䓰䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁤䕢䢾䁕䁝䁀䂇䂄䂉䘠䩍䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦
䁊䁥䁋䂉䁑䁦㾽䃗ー䂧ー䁊䐙䑛䔭䨫䓰䂐䃛䂬䂴䂹䁕䁝䘜䑒㾼䁛䁬䁀䁦㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䠋䛃䁼䁝䁭䊀䛃䂐䫳䂍䁘㾼䄎䛯䁬
䐙䑛䔭䨫䓰䁈䂆䁱䤟䚟䘠䩍䁦䃛䂬䂴䂹䁓䂊䁝䐙䑛䔭䨫䓰䁦䁬䎠䑒㾼䜧䊂㾼䃛䃤䂠䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䊂䯄䧘䁏䂐䁕䁨䁂䁑䁦
䁩䁢䁂䁤䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽䁀䂇䂄䂉A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䬺䁩䂤䃤䃂䂕䃜䁓䂊䁝䐙䑛䂦䃎ー䂹APu䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䠼䌁䁗䂉䂓
䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䁢䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䐙䑛䔭䨫䓰䂐䓦䬺䁕䁝䐙䑛䂐䁗䂉䛯䁩㾼䃗ー䂧ー䁬䂹䃚䂴䂞䃤䂡䛆䠴䂐䈞䣾䁗䂉
䁑䁦䁩䁢䁂䁤䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾼䁨䂇䁱䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䐙䑛䔭䨫䓰䂐䓦䬺䁗䂉䒣㾼䁈䂆䁱䁛䁬䝗䁬䃗ー䂧ー䂸ー䂰䁼䁝䁭䂸
䃁䂕䂪䂸ー䂰䂐䠕䚾䁩䓦䬺䁗䂉䒣㾼䂹䃚䂴䂞䃤䂡䛆䠴䁩䁈䁏䂉䃗ー䂧ー䁬䛆䠴䂐䖻䕣䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽 
 
䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䐙䑛䁬䂤䃤䃁ージ䃘䃤䂕䃊䃤䂹䂐䠕䚾䁗䂉䁝䁿䁩䐙䑛䂾䂴䂹䃠ー䂠APu䂐䓦䁄䂆
䁄䭀䚨䁥䁋䂉䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䐙䑛䂾䂴䂹䃠ー䂠APu䁬䓦䬺䋸䆻䂐䬨䁆䂇䂊䁤䁂䂉䘜䑒䁥䁀䁡䁤䂀㾼䐙䑛䁬䂤䃤䃁ー
ジ䃘䃤䂕䃊䃤䂹䁬䄰䉯䁦䁕䁤䐙䑛䎲䘋䘠䩍䂐䎲䘋䁗䂉䄎䈀䁬䫭䡏䁬䁝䁿䁩㾼䢖䈊APu㾼䁼䁝䁭䐙䑛䂾䂴䂹䃠ー䂠APu䁬䓦
䬺䂐䠗䁖䁤䕢䢾䁕䁝䘠䩍䂐䓦䬺䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䐙䑛䂾䂴䂹䃠ー䂠APu䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁤䐙䑛䎲
䘋䁬䄰䉯䁦䁕䁤䠼䌁䁓䂊䁝䘠䩍䂐㾼䠋䛃䁼䁝䁭䊀䛃䂐䫳䂍䁘㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䃗ー䂧ー䁩䁢䁂䁤䬗䁗䂉䝗䁬䘠䩍䁦䁬䎠
䑒㾼䜧䊂㾼䃛䃤䂠䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䊂䯄䧘䁏䂐䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽A͆͆˴e䁭㾼䔧䙔䁬䞤䣆䁬䒡䮓䁩䂆䂈㾼䐙䑛䂾䂴䂹
䃠ー䂠APu䂐䓦䬺䁗䂉䃛䂠䂙䂪䂹䂐䋳䦊䁗䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁗䂉䁑䁦㾽 
 
F. 位置情報およびマップ；ユーザーの同意 
㿙˔㿚 䄐䟈䘠䩍䝩䆘APu㿙䮪䁆䁮㾼䂤䂓䃞䂢ー䂨䃘䃤㾼¯a͆�˔t APu㾼A͆͆˴e ¯a͆͝ òerΚer APu㿚䂐䓦䬺䁗䂉㾼䁼䁝䁭
䁛䁬䝗䁬䄐䟈䘠䩍䂦ー䃄䂪䂐䠼䌁䁗䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䕒䮅䁬䢮䁋䁬䔧䢮䚐䏵䂀䁕䁍䁭䔧䭮䚐䏵䁬䁝䁿䁩㾼䁼䁝䁭
䌸䋣䫭䡏䂀䁕䁍䁭䋤䫑䫭䡏䁥㾼䛆䎍䁼䁝䁭䥼䤹䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽 
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㿙˔˔㿚 䄐䟈䘠䩍䂦ー䃄䂪䁼䁝䁭䊨䤓䂐䠼䌁䁗䂉㾼䁼䁝䁭A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁤䝗
䁬䩖䩘䁥䃗ー䂧ー䁬䄐䟈䂐䕢䢾䁗䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䢖䈊䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䂆䂈䃗ー䂧ー䁬䄐䟈䘠䩍䂸ー䂰䁊䕷
䖏㾼䜴䘺䁛䁬䝗䁬䩖䩘䁩䂆䂈䓦䬺䁓䂊䂉䛯䁩㾼䢖䈊䃗ー䂧ー䁩䠗䟀䁕㾼䁛䁬䢯䄙䂐䢾䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁘㾼䁛䁄䁕䁝䂸ー䂰䁭
䃗ー䂧ー䁊䢯䄙䁕䁝䩖䩘䁥㾼䁉䁢䪒䍶䬁䁥䋸䆻䁓䂊䁝䩖䩘䁥䓦䬺䁓䂊䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽䮪䁆䁮㾼䎇䝎䡏䁨䕷䖏䁈
䂆䁱䃗ー䂧ー䁬䄐䟈䘠䩍䂸ー䂰䁬䓦䬺䁬䁝䁿䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䟘䁥㿥䘟䁩㿦䁬䄐䟈䘠䩍
䂛䃈䂨䃘䃤䂐䓦䬺䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䫒䈞䁩䠴䋆䁓䂊䁝䚜䢖䁨䭦䬜䁈䂆䁱䃗ー䂧ー䁩䁦䁡䁤䁬䃒䃛䂴䂹䂐䠼䌁䁕䁨
䁏䂊䁮䁨䂇䁘㾼䁛䁄䁕䁝䠼䌁䁭㾼䃗ー䂧ー䁬䋸䆻䂐䢾䂉䒣䁩䫒䔤䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂈䁼䁙䂑㾽  
 
㿙˔˔˔㿚 䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䂐䠗䁖䁤䠼䌁䁓䂊䂉A͆͆˴e䃏䂴䃈䁦䨛䬺䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁬䄐䟈䘠
䩍䂦ー䃄䂪㾼䂸ー䂰㾼䁼䁝䁭䘠䩍䁬䠼䌁䂐䛩䞊䁗䂉䘜䑒㿙䮪䁆䁮㾼A͆͆˴e䃏䂴䃈䁬䘕䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䒳䚕䁕䁝䃏䂴䃈䁼䁝
䁭䃜ー䂹䂐䂛ー䃁ー䃝䂕䁗䂉䁑䁦㿚㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂦ー䃄䂪㾼䂸ー䂰䁼䁝䁭䘠䩍䁊㾼䓦䬺䁓䂊䁤䁂䂉A͆͆˴e
䃏䂴䃈䁦䚜䈞䁩䚗䑒䁗䂉䂆䁄䁩䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤䞤䣆䁥䚼䣻䂐䧫䁄䁑䁦㾽䃛䂓䃜䂰䂕䃑䃜ー䂹䂝䂕䂱䃤䂪䬺䄐䟈䘠䩍䝩䆘
APu䂐䓦䬺䁗䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䘜䑒㿙䂰ー䃤䃁䂕䂰ー䃤䩖䔬䁬䂻䃄䂣ー䂨䃘䃤䂨䂪䂷䃑䁼䁝䁭䁛䁬䝗䂬䃤䂦ー䂐䬺䁂
䁤䂻䃄䂣ー䂨䃘䃤䁗䂉䩖䔬䂐䊈䁽䁼䁗䁊㾼䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䆳䊳䁬䑛䟀䁊䊈䁼䂊䁤䁂䂉䂙䃤䂺
䃗ー䂧ー䓦䬺䋸䞒䍶䬁䂐䡂䎠䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽䁑䁬䃛䂓䃜䂰䂕䃑䃜ー䂹䂝䂕䂱䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䭡䬺䁗䂉
䘜䑒㾼䁒䔧䙔䁬䚼䣻䁥䭡䬺䁕䁤䁍䁞䁓䁂㾽䄐䟈䘠䩍䂸ー䂰䁭㾼䚜䈞䁥䁨䁂䆻䤓䚔䁊䁀䂈䁼䁗㾽 
 
㿙˔Κ㿚 䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼A͆͆˴e䁊䔾䐿䁗䂉䂨䂪䂷䃑䂓䃚ー䂹㾼䎏䑛㾼䧃䔤䃂䂾䃜㾼䢯䄙䃂䂾䃜䢙䂐䫇䐉䆴㾼䂛ー䃁
ー䃚䂕䂺㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䩮䈂䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽䁑䂊䁩䁭䃗ー䂧ー䁬䄐䟈䘠䩍䂸ー䂰㾼䂓䂺䃝䂪䟰䂸ー䂰㾼䂜䃝䃤䂱ー㾼
䕈䙋㾼䆲䚣䂸ー䂰㾼䁼䁝䁭䃛䃏䂕䃤䂱ー䁊䕷䖏㾼䜴䘺㾼䨷䔛㾼䖾䭦㾼䂀䁕䁍䁭䓦䬺䁓䂊䂉䓻䂐䃗ー䂧ー䁩䠗䟀䁗䂉䁑䁦䂐䫭
䡏䁦䁗䂉䁑䁦㾼䁼䁝䁭䁉䁉䂉䓦䬺䁩䁢䁂䁤䁬䢯䄙䂐䢾䂉䁑䁦䂐䫭䡏䁦䁗䂉䁑䁦䂐䊈䁽䁼䁗䁊㾼䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㾽
䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䁛䁄䁕䁝䂓䃚ー䂹㾼䎏䑛㾼䁈䂆䁱䧃䔤䃂䂾䃜䁩䛉䫒㿙䮪䁆䁮㾼䂜䃒䃚APu䬺䁬䫭䡏䨘䔘䮺䁬䟘䁬䘠䩍㿚
䂐䠕䆺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䘜䑒㾼䁛䁄䁕䁝䛉䫒䁭䚜䈞䁥䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁘㾼䓦䬺䥽䄓䂐䧗䚜䈞䁩䡥䁆䂉䂀䁬䁥䁀䁡䁤䁭䁨䂇
䁨䁂䁑䁦㾽䢯䄙䁊䋳䦊䁼䁝䁭䡕䇨䁓䂊䁝䘜䑒㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䁉䁉䂉䂸ー䂰䂐䕷䖏㾼䜴䘺㾼䨷䔛㾼䖾䭦㾼䓦䬺䁕䁝䂈㾼
䁼䁝䁭䃗ー䂧ー䁊䢯䄙䂐䋳䦊䂀䁕䁍䁭䡕䇨䁕䁝䁛䁬䝗䁬䐿䄝䂐䐿䁡䁝䂈䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽  
 
㿙Κ㿚 䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㿙䁼䁝䁭䈊䢖䁗䂉䘜䑒䁭䂗䂘䃇䂦䂕䂹䂀䁕䁍䁭䂗䂘䃇䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㿚䁊㾼˔¾ò
䃁ージ䃘䃤6䄎䑊䂐䔾䐿䁕䁤䁂䂉䂸䃁䂕䂪䁉䂇¯a͆�˔t APu㾼A͆͆˴e ¯a͆͝ òerΚer APu䂀䁕䁍䁭¯a͆�˔t �ò䂐䓦䬺
䁗䂉䘜䑒㾼䁼䁝䁭䁑䂊䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㿙䁼䁝䁭䈊䢖䁗䂉䘜䑒䁭䂗䂘䃇䂦䂕䂹䂀䁕䁍䁭
䂗䂘䃇䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㿚䁭㾼A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䁩䂓䂠䂬䂪䁕䁤䁑䂊䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦㾽¯a͆�˔t APu㾼A͆͆˴e ¯a͆͝ 
òerΚer APu㾼¯a͆�˔t �ò㾼䁈䂆䁱A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䁭㾼䁗䁷䁤䪒䍶䬁㿙䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤䂐䊈䁽䁼䁗㿚䁈䂆䁱
䧘䝋䗇6㿙A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䁩䊂䁗䂉䧘䆺䘢䎤㿚䁬䘢䎤䁩䖕䂍䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽 
 
G. ネットワーク拡張フレームワーク 
䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䕡䁦䁕䁤䂾䂴䂹䃠ー䂞䃤䂡䊨䤓䂐䠼䌁䁗䂉䁝䁿䁩䓶
䠴䁓䂊㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䁉䂇䁉䁉䂉䂓䂠䂬䂪䁬䎳䏑䂐䢾䁤䁂䁨䁂䏑䂈㾼䂾䂴䂹䃠ー䂠䈘䟳䃆䃝ー䃑䃠ー䂠䁩䂓
䂠䂬䂪䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊䁉䁉䂉䎳䏑䂐䢾䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭䄎䆳䁬䔔䑋䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
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՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕㾼䁧䁬䂆䁄䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬
䂾䂴䂹䃠ー䂠䘠䩍䂐䓦䬺䁗䂉䁬䁉㾼䁈䂆䁱䈊䢖䁗䂉䘜䑒䁩㾼䁧䁬䂆䁄䁩䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䂾䂴䂹䃠ー䂠䂸ー䂰䂐䃆䂔䃜䂰䃛
䃤䂡䁗䂉䁬䁉䁩䊂䁕䁤㾼䫒䈞䁩䇻䔤䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁕㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁉䂇䫒䔤䡏䁩䢯䄙䂐䕢䢾䁕㾼
䪒䍶䬁䁥䫒䔤䡏䁩䋸䆻䁓䂊䁝䩖䩘䁥䁬䁽㾼䁉䁉䂉䂸ー䂰䁈䂆䁱䘠䩍䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽 
  
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䄆䛳䁉䁢䡑䛁䁨䩖䩘䁥㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁉䂇䁬䂾䂴䂹䃠ー䂠䘠䩍䁼䁝䁭䂸ー䂰䂐䨷䝒㾼䁈䂆䁱䠗䘺䁗䂉
䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䦟䇻䔤䁬㾼䧗䡑䛁䁨㾼䁼䁝䁭䏼䇧䂐䗨䁍䕤䞼㿙䮪䁆䁮䐙䑛䕷䣷䂐䢾䂉䁝䁿㾼䁼䁝䁭䂗䂘䃇䂦䂕䂹䁬䁨䂈䁗
䁼䁕䁬䁝䁿䁩䂗䂘䃇䂦䂕䂹䎆䬜䁬䃆䂔䃜䂰䃛䃤䂡䂐䁗䂉䁨䁧㿚䁥㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䂾䂴䂹䃠ー䂠䂸ー䂰䁼䁝䁭䘠䩍䂐䡢䬺
䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䛆䠴䂐妆䇨䁼䁝䁭䫇䐉䆴䁗䂉䁝䁿䁩䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁉䂇䁬䂾䂴䂹䃠ー䂠䂸ー䂰䁼䁝䁭
䘠䩍䂐䓦䬺䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㿙䮪䁆䁮䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䐍䁏䁬䄐䟈䘠䩍䂦ー䃄䂪
䂐䫇䐉䁩䁕䁤䁂䂉䘜䑒䁩㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䗀䒥䟁䂐䣁䠴䁗䂉䁝䁿䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬ĩ˔a˔䂾䂴䂹䃠ー䂠
䁬䭡䬺䂐䠕䚾䁕䁨䁂䁑䁦䁨䁧㿚㾽 
 
՚ 第3.3.3条（B）䁬䠴䁿䁩䊂䂍䂇䁘㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘
䃤䁩䊂䁗䂉䂾䂴䂹䃠ー䂞䃤䂡䊨䤓䂐䠼䌁䁗䂉䁑䁦䄎䈀䁬䫭䡏䁥㾼䂾䂴䂹䃠ー䂠䈘䟳䃆䃝ー䃑䃠ー䂠㾼䁈䂆䁱䂾䂴䂹䃠ー䂠䈘
䟳䃆䃝ー䃑䃠ー䂠䎆䬜䁥䕢䢾䁓䂊䂉䂸ー䂰䁼䁝䁭䘠䩍䂐䓦䬺䁕䁨䁂䁑䁦㿙䮪䁆䁮㾼䐙䑛䂐䠼䌁䁗䂉䁝䁿䁩㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗
䁬䩖䩘䁥䐙䑛䁬䁝䁿䁬䃗ー䂧ー䃈䃞䃆䂒䂕䃜䂐䐨䟍䁗䂉䁝䁿䁩㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䂕䃤䂰ー䂾䂴䂹䂹䃚䃆䂔䂴䂠䂐䓦䬺䁕
䁨䁂䁑䁦䁨䁧㿚㾽 
 
A͆͆˴e䁭㾼䁛䁬䔧䬜䒡䮓䁥㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂾䂴䂹䃠ー䂠䈘䟳䃆䃝ー䃑䃠ー䂠䂐䓦䬺䁗䂉䎳䏑䂐䠼䌁䁙䁘㾼䁉䁢㾼䁂䁢䁥䂀
䁉䁉䂉䎳䏑䂐䕢䂈䗴䁗䎳䭡䂐䭸䨷䁕䁼䁗㾽䆺䁆䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼Aʄʄe͝͝ ĩ˔a˔ unʷormat˔on APu㿙䛃䝎䁓䂊䁤䁂䂉䂸
䃁䂕䂪䁩ĩ˔a˔䂾䂴䂹䃠ー䂠䂐䠼䌁䁗䂉䂀䁬㿚䁬䓦䬺䂐䊞䩴䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭䁉䁉䂉䓦䬺䁩䁢䁂䁤A͆͆˴e䁉䂇䎳䏑
䂐䢾䂉䂆䁄䃛䂠䂙䂪䂹䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁘㾼䁼䁝㾼第3.3.3条（B）䁬䊲䠴䁩䊂䂍䂇䁘㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䢖䈊䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤
䁩䠋䛃䊂䯄䁕䁝䂦ー䃄䂪䁼䁝䁭䊨䤓䁬䠼䌁䁬䁝䁿䁩䁬䁽㿙䮪䁆䁮䐙䑛䂐䠼䌁䁗䂉䁝䁿䁥䁨䁍㿚㾼䁉䁉䂉APu䂐䓦䬺䁗䂉
䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽 
 
H. HealthKit API；Motion & Fitness API；Journaling Suggestions API 
䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼lea˴t˄�˔t APu䁼䁝䁭¯ot˔on Հ a˔tne͝͝ APu䁬䓦䬺䁊䎦䐛㾼䅚䢮㾼䁼䁝䁭䃆䂔䂴䂹
䂾䂪䁬䫭䡏䁥䁀䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼lea˴t˄�˔t APu䁼䁝䁭¯ot˔on Հ a˔tne͝͝ APu䁩䂓䂠䂬䂪䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽䁼䁝㾼
�oͺrna˴˔ng òͺgge͝t˔on͝ APu䁬䓦䬺䁊ジ䃔ー䂻䃛䃤䂡䁬䫭䡏䁥䁀䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭
�oͺrna˴˔ng òͺgge͝t˔on͝ APu䁩䂓䂠䂬䂪䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽䁉䁉䂉䓦䬺䁭㾼䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䂷䂞䂪䂹䁦䃗ー䂧ー䂕
䃤䂰ー䃆䂘䂕䂪䁥䫒䈞䁩䔤䁓䂊䁤䁂䂉䦴䭀䁊䁀䂉䁑䁦㾽䁼䁝㾼䄎䆳䁩䁢䁂䁤䂀䈞䣾䁕䁤䁍䁞䁓䁂㾽 
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՚ 第3.3.3条（B）䁬䠴䁿䁩䊂䂍䂇䁘㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘
䃤䁩䊂䁗䂉䎦䐛㾼䅚䢮㾼䁼䁝䁭䃆䂔䂴䂹䂾䂪䂦ー䃄䂪䂐䠼䌁䁗䂉䁑䁦䄎䈀䁬䫭䡏䁥㾼lea˴t˄�˔t APu䂀䁕䁍䁭¯ot˔on Հ 
a˔tne͝͝ APu㾼䁼䁝䁭lea˴t˄�˔t APu䂀䁕䁍䁭¯ot˔on Հ a˔tne͝͝ APu䎆䬜䁥䕢䢾䁓䂊䂉䁂䁉䁨䂉䘠䩍䂀䓦䬺䁥䁋䁨
䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㿙䮪䁆䁮㾼䐙䑛䠼䌁䫭䡏䁥䁭䁨䁂䁑䁦䁨䁧㿚㾽䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨
䃘䃤䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䯄䁕䁤ジ䃔ー䂻䃛䃤䂡䂦ー䃄䂪䂐䠼䌁䁗䂉䄎䈀䁬䫭䡏䁥㾼�oͺrna˴˔ng 
òͺgge͝t˔on͝ APu䂐䓦䬺䁕䁝䂈㾼�oͺrna˴˔ng òͺgge͝t˔on͝ APu䎆䬜䁥䘠䩍䂐䕷䖏䁕䁝䂈䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䔔䛯䁬䫒䔤䡏䁨䢯䄙䁨䁍㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䎦䐛㾼䅚䢮㾼䃆䂔䂴䂹䂾䂪㾼䁼䁝䁭ジ䃔ー䂻
䃛䃤䂡䁬䠼䄊䁩䊂䁗䂉䘠䩍䂐䞀䓏䕐䁩䇻䔤䁼䁝䁭䠼䌁䁗䂉䁝䁿䁩㾼䁑䂊䂇䁬APu䁼䁝䁭䁑䂊䂇䁬APu䎆䬜䁥䣷䕤䁕䁝䘠
䩍䂐䓦䬺䁕䁤䁭䁨䂇䁘㾼䞀䓏䕐䁊䪒䍶䬁䁥䋸䆻䁓䂊䁤䁂䂉䩖䩘䁥䎦䐛㾼䅚䢮㾼䃆䂔䂴䂹䂾䂪㾼ジ䃔ー䂻䃛䃤䂡䂦ー䃄䂪䂐䠼
䌁䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉䫭䡏䁥䁬䁽䓦䬺䁗䂉䁑䁦㾽䮪䁆䁮㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁑䂊䂇䁬APu䎆䬜䁥䕷䖏䁕䁝䘠䩍䂐㾼䐙䑛䃈䃚䂴䂹
䃆䂚ー䃑㾼䂸ー䂰䃇䃞ー䂜ー㾼䁼䁝䁭䘠䩍䒌䥼䌦䕐䁩䌆䬗䁕䁝䂈䥼䤹䁕䁝䂈䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽䋅䋆䂐䦞䁏䂉䁝䁿䁩䫒
䊳䁗䂉䁦㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䄩䈨䎷䋩䁬䁝䁿䁩㾼lea˴t˄�˔t APu䁼䁝䁭¯ot˔on Հ a˔tne͝͝ APu䎆䬜䁥
䕷䖏䁓䂊䁝䂸ー䂰䂐䞀䓏䕐䁦䌆䬗䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦䂐䋸䆻䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁗㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䁧䁬䂆䁄䁩䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䎦䐛㾼䅚䢮㾼䃆䂔䂴䂹䂾
䂪㾼䁼䁝䁭ジ䃔ー䂻䃛䃤䂡䁬䠼䄊䁩䊂䁗䂉䘠䩍䂐䓦䬺䁗䂉䁬䁉䁩䁢䁂䁤㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䫒䈞䁩䇻䔤䁗䂉䁑䁦㾼䁉䁢㾼䂙
䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䫒䔤䡏䁩䗦䞒䁕䁤䪒䍶䬁䁥䫒䔤䡏䁩䋸䆻䁓䂊䁤䁂䂉䘜䑒䁩䏑䂈㾼䁉䁉䂉䘠䩍䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗
䂉䁑䁦㾽  
 
I. HomeKit API 
䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䃚䂕䂬䃤䂪䁊䧘䬨䁓䂊䁝lome�˔t䂓䂠䂬䂦䃛䁩䁢䁂䁤㾼䃌ー䃑䂤䃤䃆䂔䂟䃖䃝ー䂨䃘
䃤䂦ー䃄䂪䁼䁝䁭䃌ー䃑䂛ー䂹䃒ー䂨䃘䃤䂦ー䃄䂪㿙䮪䁆䁮㾼䡩䊫䂐䡤䁏䁝䂈㾼䂝䃝ージ䁬䂺䂓䂐䔛䁟䘕䁐䁝䂈䁗䂉䁑䁦䁨
䁧㿚䂐䠼䌁䁗䂉䁑䁦䂐䕡䫭䡏䁦䁕䁤䛆䎍䁓䂊㾼䁉䁢㾼䁑䁬䬺䩘䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䂷䂞䂪䂹䁈䂆䁱䃗ー䂧ー䂕䃤
䂰ー䃆䂘䂕䂪䁩䫒䈞䁩䔤䁓䂊䁤䁂䁨䁂䏑䂈㾼lome�˔t APu䁩䂓䂠䂬䂪䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䃚䂕䂬䃤䂪䁊
䧘䬨䁓䂊䁝lome�˔t䂓䂠䂬䂦䃛䁦䁬䂕䃤䂰ー䃆䂘䂕䂪䛃䝎㾼䠗䘺㾼䜧䏮䅚䬺㾼䂀䁕䁍䁭䂤䃤䂹䃞ー䃜䄎䈀䁬䫭䡏䁥㾼䁼䁝
䁭lome�˔t䂸ー䂰䃊ー䂪䂐䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩㾼lome�˔t APu䂐䓦䬺䁕䁨䁂䁑䁦㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩
䊂䁗䂉䃌ー䃑䂤䃤䃆䂔䂟䃖䃝ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䃌ー䃑䂛ー䂹䃒ー䂨䃘䃤䫭䡏䁥䁬䁽㾼䁛䂊䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽䁼
䁝㾼䄎䆳䁩䁢䁂䁤䂀䈞䣾䁕䁤䁍䁞䁓䁂㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼A͆͆˴e䁊䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁥䫒䔤䡏䁩䨫䞼䁬䋸䆻䂐䁕䁨䁂䏑䂈㾼lome�˔t APu䁼䁝䁭
lome�˔t䂸ー䂰䃊ー䂪䁉䂇䣷䕤䁓䂊䁝䘠䩍䂐㾼䏮䉤䚔䁬䁀䂉A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䘕䁥䁬䁽䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋㾼䁉䁢㾼
䈊䢖䁗䂉䚤䧎䁉䂇䁉䁉䂉䘠䩍䂐䂙䂠䂪䃎ー䂹㾼䃛䃓ー䂹䂓䂠䂬䂪㾼䁼䁝䁭䡢䜴䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㿙䮪䁆䁮㾼䃞䂴䂠䃂䂪䃠ー
䂺䁭㾼A͆͆˴e䄎䈀䁬䂸ー䂰䃊ー䂪䁩䨷䝒䁗䂉䁝䁿䁩䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䂸䃁䂕䂪䁩䜴䘺䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂㾼䁨䁧㿚  
 
՚ 第3.3.3条（B）䁬䠴䁿䁩䊂䂍䂇䁘㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘
䃤䁩䊂䁗䂉䃌ー䃑䂤䃤䃆䂔䂟䃖䃝ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䃌ー䃑䂛ー䂹䃒ー䂨䃘䃤䂦ー䃄䂪䂐䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁼䁝䁭䇱䛰䁗䂉䁑䁦䄎
䈀䁬䫭䡏䁥㿙䮪䁆䁮㾼䐙䑛䠼䌁䫭䡏䁥䁭䁨䁂䁑䁦䁨䁧㿚㾼lome�˔t APu㾼䁼䁝䁭lome�˔t APu䎆䬜䂀䁕䁍䁭lome�˔t
䂸ー䂰䃊ー䂪䎆䬜䁥䕢䢾䁓䂊䂉䁂䁉䁨䂉䘠䩍䂀䓦䬺䁥䁋䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽  
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J. App IntentおよびSiriKit  
㿙˔㿚 䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䂆䁡䁤䁛䂊䁜䂊䂦䃎ー䂹䁓䂊䁤䁂䂉䢖䈊
A͆͆ untent䂺䃒䂕䃤㿙䃒ー䃜㾼䕈䙋䁨䁧㿚䁼䁝䁭ò˔r˔�˔t䂺䃒䂕䃤䁩䊂䁕䁤㾼䊂䯄䁗䂉䃝䂪䃎䃤䂪䂐䃗ー䂧ー䁩䠼䌁䁗䂉䂆䁄
䁩㾼䁼䁝䁭䃗ー䂧ー䁬䃛䂠䂙䂪䂹䁼䁝䁭䂕䃤䂷䃤䂹䂐䔾䐿䁗䂉䂆䁄䁩䛆䎍䁓䂊䁤䁂䂉䘜䑒㿙䮪䁆䁮㾼䃚䂕䂺䂨䂘䂓䃛䃤䂡䁨
䁧㿚䁩䁬䁽㾼䁉䁢䢖䈊䓦䬺䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䂷䂞䂪䂹䁈䂆䁱䃗ー䂧ー䂕䃤䂰ー䃆䂘䂕䂪䁩䫒䔤䁓䂊䁤䁂䂉䘜
䑒䁩䏑䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐㾼A͆͆˴e䁊䠴䋆䁗䂉A͆͆ untent䂺䃒䂕䃤䂂ò˔r˔�˔t䂺䃒䂕䃤䂐
䓦䬺䁗䂉䫭䡏䁦䁕䁤䡱䯠䁥䁋䂉䁑䁦㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭A͆͆ untent䂂ò˔r˔�˔t䁩䂓䂠䂨䃘䃤䂐䠼䌁䁗
䂉䘜䑒䁊䁀䂉䁑䁦㾽䁝䁞䁕㾼䁛䁄䁕䁝䂓䂠䂨䃘䃤䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁬䃗ー䂧ー䁬䐿䄝䁼䁝䁭䈸䢮䁩䊂䯄
䁕䁤䁈䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䃗ー䂧ー䁩䊂䯄䁗䂉䃝䂪䃎䃤䂪䂐䠼䌁䁥䁋䂉䁉䃗ー䂧ー䁬䃝䂪䃎䃤䂪䂐䉛䮂䁥䁋䂉䘜䑒䁩䏑䂈
䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁛䁄䁕䁝䃗ー䂧ー䁬䈸䢮䁼䁝䁭䐿䄝䁩䊂䁗䂉䏼䁡䁝䘠䩍䂐A͆͆ untent䁼䁝䁭ò˔r˔�˔t䂐䓦䬺䁕䁤
䜴䘺䁕䁨䁂䁑䁦㾼䁼䁝䁭㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂀䁕䁍䁭䂦ー䃄䂪䂐䩮䈂䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
㿙˔˔㿚 䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼A͆͆ untent䂂ò˔r˔�˔t䂐䠗䁖䁤䣷䕤䁕䁝䘠䩍䂐㾼䂦䃎ー䂹䁓䂊䁝A͆͆˴e䚤
䧎䘕䁥䁬䁽䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋㾼䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤䊂䯄䁗䂉䃝䂪䃎䃤䂪䂐䠼䌁䁼䁝䁭䇱䛰䁗䂉䁝䁿㾼䁼䁝䁭䃗ー䂧ー䁬
䃛䂠䂙䂪䂹䂐䔾䐿䁗䂉䁝䁿㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䯄䁕䁤䦴䭀䁨䡁䡹䂐䠄䁆䁤㾼䁛䁄䁕䁝䘠䩍䂐䂸䃁
䂕䂪䁉䂇䂙䂠䂪䃎ー䂹㾼䃛䃓ー䂹䂓䂠䂬䂪㾼䁼䁝䁭䘨䡰䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁨䁂䁑䁦㾽第3.3.3条（B）䁬䠴䁿䁩䊂䂍䂇䁘㾼䂸䃊
䃞䂴䃂䁈䂆䁱䁛䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼A͆͆ untent䂂ò˔r˔�˔t㾼䁼䁝䁭A͆͆ untent䂂ò˔r˔�˔t䂐䠗䁖䁤䣷䕤䁕䁝䁂䁉䁨䂉
䘠䩍䂀㾼䃗ー䂧ー䁩䊂䯄䁗䂉䃝䂪䃎䃤䂪䂐䠼䌁䁗䂉㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䂦䃎ー䂹䁗䂉ò˔r˔�˔t䂺䃒䂕
䃤㾼A͆͆ untent䂺䃒䂕䃤㾼䂕䃤䂷䃤䂹䁼䁝䁭䂓䂠䂨䃘䃤䁩䊂䯄䁕䁝䃗ー䂧ー䁬䃛䂠䂙䂪䂹䂂䂕䃤䂷䃤䂹䂐䔾䐿䁗䂉㾼䁼䁝䁭
䃗ー䂧ー䁬䃛䂠䂙䂪䂹䁩䝩䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䆘䢚䚔䂐䇱䛰䁗䂉䁝䁿䄎䈀䁬䫭䡏㿙䮪䁆䁮㾼䐙䑛䂐䠼䌁
䁗䂉䁝䁿㿚䁥䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁨䁂䁑䁦㾽  
 
㿙˔˔˔㿚 䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊㾼A͆͆˴e䁊䂛ー䂸䂔䂛䂸ー䂰䂐䖾䭦䁗䂉䁑䁦䂐䆻䤓䁩䁗䂉䁝䁿䁩A͆͆ 
untent䂂ò˔r˔�˔t䂐䓦䬺䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䁛䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊㾼
䯠䆲䁓䂊䁝䂛ー䂸䂔䂛䂸ー䂰䂐㾼䂪䃅ー䂲䂐䣾䔭䁗䂉㾼䖾䭦䁗䂉㾼䁼䁝䁭䗇䁋䊵䁑䁗䁝䁿䁩A͆͆˴e䁩䜴䘺䁗䂉䁑䁦㾼䁨䂇
䁱䁩䢖䈊䂛ー䂸䂔䂛䂸ー䂰䁊A͆͆˴e䚤䧎䁈䂆䁱䂦ー䃄䂪䁬䇱䛰䁦䠼䌁䁬䁝䁿䁩䓦䬺䁓䂊䂉䘜䑒䁊䁀䂉䁑䁦䂐䫒䈞䁩䇻
䔤䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭䁓䂇䁩㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䫒䔤䡏䁩䢯䄙䁕㾼䪒䍶䬁䁩䁈䁂䁤䫒䔤䡏䁩䋸䆻䁓䂊
䁝䩖䩘䁥䁬䁽㾼䁛䁄䁕䁝䂛ー䂸䂔䂛䂸ー䂰䁈䂆䁱A͆͆ untent䂂ò˔r˔�˔t䁉䂇䨲䁓䂊䂉䣾䔭䁓䂊䁝䂷䂞䂪䂹䂐䓦䬺䁗䂉䁑
䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽 
 
K. アドレス帳 
䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊Aʍʍre͝͝ 1ooˬ APu䎆䬜䁥䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䂓䂺䃝䂪䟰䁬䂸ー䂰䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䘜
䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䂓䂺䃝䂪䟰䂸ー䂰䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䛯䁩㾼䁼䁝䁭䁉䁉
䂉䂸ー䂰䂐䓦䬺䁗䂉䛯䁩㾼䢖䈊䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁶䁬䠗䟀䁈䂆䁱䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䢯䄙䁬䕢䢾䂐䁗䂉䦴䭀䁊䁀䂉䁑䁦㾽䁼
䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䂸䃁䂕䂪䁬䈀䧶䁩㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䂓䂺䃝䂪䟰䁬aaʄeɿooˬ䂸ー
䂰䧶䨌䁬䁽䂐䁗䁷䁤㾼䔧䢮䡏䁩䜴䘺䁗䂉䃒䂜䂼䂫䃑䂐䠼䌁䁥䁋䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䋅䋆䂐䦞䁏䂉䁝䁿㾼䁑䂊䁭㾼䃗ー䂧ー
䁶䁬䠗䟀䁈䂆䁱䃗ー䂧ー䁬䢯䄙䁬䭀䎤䁊䪲䁝䁓䂊䁤䁂䂉䏑䂈㾼䃗ー䂧ー䁬䂓䂺䃝䂪䟰䁬䁗䁷䁤䂐䩋䈷䡏䁩䔧䢮䜴䘺䁗
䂉䁑䁦䂐䌵䓽䁗䂉䂀䁬䁥䁭䁀䂈䁼䁙䂑㾽䁼䁝㾼䃗ー䂧ー䁊䃗ー䂧ー䁬䂓䂺䃝䂪䟰䂸ー䂰䁬䄰䧶䂐䕤䢮䁥䜴䘺䁗䂉䁑䁦㿙䮪
䁆䁮㾼䛁䂈䕢䁡䁤䡡䂈䧘䁏䂉䁨䁧㿚㾼䁼䁝䁭䃗ー䂧ー䁊䜴䘺䁗䂉䣁䠴䁬䂸ー䂰䑋䫭䂐䏓䨫䁩䛩䞊䁗䂉䁑䁦䂐䆻䤓䁩䁗䂉䁑
䁦䂐䌵䓽䁗䂉䂀䁬䁥䁭䁀䂈䁼䁙䂑㾽 
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L. 顔データ 
䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䊒䂸ー䂰䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䓦䬺䁩䠋䛃䊂䯄䁗䂉
䂦ー䃄䂪䂂䊨䤓䂐䠼䌁䁗䂉䁝䁿䁞䁏䁩㾼䁛䂊䂇䁩䂓䂠䂬䂪䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾼䁈䂆䁱㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂
䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䊒䂸ー䂰䂐䓦䬺㾼䇻䔤䁗䂉䁑䁦䂐䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤䠗䟀䁕㾼䃗ー䂧ー䁬䫒䈞䁉䁢䈞䔾䁨䢯䄙䂐䢾
䁤䁉䂇㾼䊒䂸ー䂰䁬䕷䖏䁼䁝䁭䓦䬺䂐䇻䓭䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽第3.3.3条（B）䁬䠴䁿䁩䊂䂍䂇䁘㾼䂸䃊䃞䂴䃂㾼䂸
䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䁊䐙䑛䂐䠼䌁䁗䂉䁝䁿䁩䍶䬁䁕䁝䁂䁉䁨䂉䞀䓏䕐䂀㾼䐙䑛䂐䠼䌁䁗䂉䁝
䁿㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䊂䯄䈀䁬䫭䡏䁥䊒䂸ー䂰䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁨䁂䁑䁦㾽䁼䁝㾼䄎䆳䁩䁢䁂䁤䂀䈞䣾䁕䁤䁍䁞䁓䁂㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃗ー䂧ー㿙䁼䁝䁭䁀䂇䂄䂉䞀䓏䕐㿚䁬䩘䡏䎳䭡䂐䝕䁨䁄䩖䩘䁥㾼䁼䁝䁭㾼䄧䩘䁨㾼䧗䐇䨟
䁨㾼䏼䇧䂐䗨䁍㾼䧗䚜䁨㾼䧗䡑䛁䁨㾼䒶䕢䡏䁨㾼䁼䁝䁭䐒䁼䁕䁍䁨䁂䃗ー䂧ー䝧䏃䂐䠼䌁䁗䂉䁝䁿䁩䊒䂸ー䂰䂐䓦䬺䁗䂉
䁑䁦䁭䁥䁋䁘㾼䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁩䆂䁡䁝䩖䩘䁥䁬䁽䓦䬺䁥䁋䂉䁑䁦㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䣾䘋㾼䐙䑛㾼䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡㾼䁛䁬䝗䮧䔕䁬䩖䩘䁥䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䂐䝩䘎䁩䁕䁤㾼䊒䂸ー䂰䂐䓦䬺䁗䂉䁑
䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䃗ー䂧ー䃈䃞䃆䂒䂕䃜䁬䐨䟍䂐䫭䡏䁦䁕䁤䊒䂸ー䂰䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁘㾼䁼䁝䁭㾼䁛䁬䝗䊒䂸ー䂰䁩
䊙䁣䁂䁤䢽䫐䃗ー䂧ー䂐䣁䠴䂀䁕䁍䁭䃗ー䂧ー䃈䃞䃆䂒䂕䃜䂐䒌䐨䟍䁗䂉䁑䁦䂐䔌䁽㾼䝀䁕㾼䞀䓏䕐䁩䙮䗚䁗䂉䁑䁦䁭䁥
䁋䁼䁙䂑㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䐙䑛䃈䃚䂴䂹䃆䂚ー䃑㾼䨌䚶䃈䃞䃁䂕䂱㾼䂸ー䂰䃇䃞ー䂜ー㾼䘠䩍䒌䥼䌦䕐㾼䁈䂆䁱䁛䁬䝗䁬䮧䔕䁬䕐䁩
䝩䁕䁤䊒䂸ー䂰䂐䘨䡰㾼䌆䬗㾼䥼䤹㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䕤䞼䁥䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䘨䡰䁩䁢䁋䃗ー䂧ー䁬䫒䈞䁉䁢䈞䔾䁨䢯䄙䂐䢾䁨䁂䏑䂈㾼䊒䂸ー䂰䂐䃗ー䂧ー䁬䂸䃁䂕䂪䈀䁩䌆䬗䁼
䁝䁭䘨䡰䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁘㾼䁉䁢㾼䊒䂸ー䂰䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䠼䌁䁗䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䏖䬗䁬䂦ー䃄䂪䁼䁝䁭䊨䤓䂐䞘
䚕䁗䂉䫭䡏䁬䁽䁩䓦䬺䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂈䁼䁙䂑㿙䮪䁆䁮㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁥䃗ー䂧ー䁬䇝䜹䂐䧃䔤䁗䂉䫭䡏䁥䊒䃒䂴䂨
䃖䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁨䁧㿚㾽䁼䁝㾼䓦䬺䩖䩘䁊㾼䪒䍶䬁䁦䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁩䖶䋴䁕䁤䁂䂉䁑䁦䁊䦴䭀䁩䁨䂈䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼
䓦䬺䁗䂉䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䁩䝩䁕䁤㾼䃗ー䂧ー䁊䢯䄙䁗䂉䥽䄓䁉䁢䪒䍶䬁䁬䘢䑋䁩䆂䁄䩖䩘䁩䏑䠴䁕䁤㾼䊒䂸ー䂰䂐
䓦䬺䁗䂉䂆䁄䭀䋦䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽  
 
M. Background Assetsフレームワーク 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆ òtore䂐䠗䁖䁤䤰䧞䁓䂊䁝䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䐍䁏䁼䁝䁭þe͝ta˴˔g˄t䎆䬜䁥䁬䃊ー䂰
䥵䂷䂪䂹䐍䁏䁬䠕䆺䂓䂬䂴䂹䂐䂱䂗䃤䃞ー䂺䁗䂉䁝䁿䁩䁬䁽㾼1aʄˬgroͺnʍ A͝͝et͝䃆䃝ー䃑䃠ー䂠䂐䓦䬺䁥䁋㾼䁛䁬䝗
䁬䓦䬺䁊䋸䆻䁓䂊䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䃗ー䂧ー䂀䁕䁍䁭䂸䃁䂕䂪䁬䣁䠴䂐䫭䡏䁦䁕䁤䂸ー䂰䂐䕷䖏䂀䁕䁍
䁭䜴䘺䁗䂉䁝䁿㾼䁼䁝䁭䐙䑛䂀䁕䁍䁭䐙䑛䁩䊂䁗䂉䝇䠴䂐䐿䁄䁝䁿䁩㾼1aʄˬgroͺnʍ A͝͝et͝䃆䃝ー䃑䃠ー䂠䂐䓦䬺䁥
䁋䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉1aʄˬgroͺnʍ A͝͝et͝䃆䃝ー䃑䃠ー䂠䁈䂆䁱䂱䂗䃤䃞ー䂺䁕䁝䂓䂬䂴䂹䁬䓦䬺
䁭㾼A͆͆ èeΚ˔eΠ䂝䂕䂺䃚䂕䃤䂐䊈䁽䁼䁗䁊䁑䂊䁩䏑䠴䁓䂊䁨䁂㾼䪒䍶䬁䁬䘢䑋䁩䖶䋴䁕䁤䁂䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦
䁕䁼䁗㾽 
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N. ID確認API 
䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䠗䁖䁤䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬年䮷䈞䣾䁼䁝䁭䪒䙙䈞䣾䂐
䐿䁆䂉䂆䁄䁩䁗䂉䫭䡏䁥䁬䁽㾼u=䈞䣾APu䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭䔝䂐䣾䁿㾼䁑䂊䁩䢯䄙䁗䂉
䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
 
՚ A͆͆˴e䁊u=䈞䣾APu䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁤䔾䐿䁓䂊䂉年䮷䈞䣾䁼䁝䁭䪒䙙䈞䣾䁬䢖䔔䕐䁥䁭䁨䁍㾼䁉䁉䂉䈞䣾㿙䁨䂈䁗䁼
䁕䂐䊈䁾䁊䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁨䁂㿚䁩䁢䁂䁤䁭䄰䛁䚼䣻䂐䧫䂍䁨䁂䁑䁦㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䡑䬺䁓䂊䂉䁗䁷䁤䁬䩘䭮䁈䂆䁱䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁩䖕䁂㾼䁉䁢㾼䄆䛳䁨䩖䩘㿙䮪䁆䁮㾼䂦ー䃁䘕䁥䁬䄉䑑䆴㿚
䁥㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉u=䈞䣾APu䁬䓦䬺䁬䄰䉯䁦䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤䠼䌁䁓䂊䂉䃈䃚䂕䃊ー䂹䂞ー䁈䂆䁱u=䈞䣾
䂸ー䂰䂐䨷䝒䁗䂉䁑䁦㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䠗䁖䁤䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬年䮷䈞䣾䁼䁝䁭䪒䙙䈞䣾䂐䐿䁆䂉䂆䁄䁩䁗䂉䄎䈀䁬䫭䡏䁥㾼
u=䈞䣾APu䂐䏕䁱䖧䁕䁝䂈㾼䁛䁬䝗䁬䫭䡏䁥u=䈞䣾APu䂐䠗䁖䁤䘠䩍䂐䕢䢾䁕䂆䁄䁦䁕䁝䂈䁕䁨䁂䁑䁦㾽  
 
՚ u=䈞䣾APu䁩䂆䁡䁤䔾䐿䁓䂊䂉年䮷䈞䣾䁼䁝䁭䪒䙙䈞䣾䁊䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䁡䁤䡑䛁䁩䣾䔭䁓䂊㾼䢯䄙䁓䂊䁤䁂
䂉䁑䁦䂐䈞䣾䁗䂉䚼䣻䂐A͆͆˴e䁊䧫䂍䁨䁂䁑䁦㾽A͆͆˴e䁭㾼䁂䁉䁨䂉䘜䑒䁩䁈䁂䁤䂀㾼年䮷䈞䣾䁼䁝䁭䪒䙙䈞䣾䁩䊂䁗
䂉䧗䚜䂂䒄䋃䁩䁢䁂䁤䚼䣻䂐䧫䂍䁨䁂䁑䁦㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁩䖕䁡䁤㾼u=䈞䣾APu䂐䓦䬺䁗䂉䛯㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䠗䁖䁤u=䈞䣾
䂸ー䂰䂐䕷䖏䁗䂉䛯䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䓦䬺䁗䂉䈖䕢䄻䌦䕐䁊u=䈞䣾䁬䂦ー䃄䂪䊲
䬁䂐䗦䞒䁕㾼䁑䂊䁩䢯䄙䁕䁤䁂䂉䁑䁦䂐䈞䣾䁗䂉䦴䭀䁊䁀䂉䁑䁦㾽 
 
O. Sensitive Content Analysisフレームワーク 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䇝䜹䂂䃄䂸䂛䁩䂽ー䂺䁊䊈䁼䂊䁤䁂䂉䁑䁦䁊òen͝˔t˔Κe 6ontent Ana˴ά͝˔͝䃆䃝ー䃑䃠ー䂠䁩䂆䁡䁤䎲
䖧䁓䂊䁝䁉䁧䁄䁉䁩䊂䁗䂉䁂䁉䁨䂉䘠䩍䂀㾼䃗ー䂧ー䁬䂸䃁䂕䂪䁩䜴䘺䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽 
 
3.3.4 コンテンツの権利とライセンス 
A. コンテンツとマテリアル 
㿙˔㿚 䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁩䕷䯠䁓䂊䁤䁂䂉䃏䂪䂰ー䃝䂤ー䂺䁈䂆䁱䈪䌨䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂈䉛䛳䁩
䗀䬗䁓䂊䁤䁂䂉䁉㾼䁼䁝䁭㾼䮈䌿㾼䃞䂕䃕䃛䂷䂔䂀䁕䁍䁭䦝䬺䁬䜪䈫䂐䄎䏴A͆͆˴e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䂀䁕䁍䁭䞀䓏䕐䁩䓷䨇䁄
䦴䭀䁊䁨䁂䂆䁄㾼䝩䆸䛳䈫䨇䑧䒗䁽䁬䘤䝯䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁩䃚䂕䂬䃤䂪䁊䧘䬨䁓䂊䁤䁂䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽䁼䁝㾼䂸
䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䨥䑜䈀䁥䤰䧞䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁩䕷䯠䁓䂊䁤䁂䂉䃏䂪䂰ー䃝䂤
ー䂺䁈䂆䁱䈪䌨䁭㾼㿙a㿚䏍䒥䁼䁝䁭䗞䭑䁩䁈䁂䁤㾼䯠䆲䎳䁼䁝䁭䆃䜒㿔䂤䃐䃖䂼䂢ー䂨䃘䃤䎳䂐䕷䖏䁼䁝䁭䃚䂕䂬䃤䂪䉴
䭦䁕䁤䁂䂉䞶䝧䁬䉴䭦䒳䧎䁩䈊䢖䁙䁘㾼䁉䁢㾼㿙ɿ㿚䃚䂕䂬䃤䂪䂐䧘䬨䁓䂊䁝䂀䁬䁥䁀䂉䘜䑒䁩䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー
䂨䃘䃤䁩䁢䁂䁤㾼䈊䢖䁗䂉䟨䒳䎳䕐䁉䂇䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕㾼䣆䛑䡏䁨䃚䂕䂬䃤䂪䁊䧘䬨䁓䂊䁤䁂䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽  
 
㿙˔˔㿚 䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䁹䁉䁬䂤䃤䂷䃤䂵䁊䏍䒥䁼䁝䁭䗞䭑䊈䁼䂊䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䢖䈊䂤䃤
䂷䃤䂵䁬䁗䁷䁤䂐䗀䬗䁕䁤䁂䂉䁉㾼䁼䁝䁭䢖䈊䂤䃤䂷䃤䂵䁬䗀䬗䕐䁉䂇㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䁈䁏䂉䓦䬺䋸
䞒䂐䢾䁤䁂䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽 
 



 
Program Agreement  ページ 34 

 

㿙˔˔˔㿚 䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䐒䁼䁕䁍䁨䁂䁼䁝䁭䧗䡑䛁䁦䥬䞹䁓䂊䂉䌑䂊䁊䁀䂉䁦A͆͆˴e䁊䑒䭦䡏䁩䥬䞹䁗䂉䂤䃤
䂷䃤䂵㾼䁼䁝䁭䁀䂇䂄䂉䕩䮧䁬䃏䂷䃛䂓䃜㿙䨘䘀㾼䙩䍷㾼䇝䜹㾼䕈䙋㾼䆲䈪䢙㿚㾼䮪䁆䁮㾼䦉凼㾼䚔䡏㾼䂀䁕䁍䁭䟘䗑䡏䁦䙮䠴
䁓䂊䂉䃏䂷䃛䂓䃜䁊䊈䁼䂊䁤䁂䂉䘜䑒㾼䋖䆳䁓䂊䂉䆻䤓䚔䁊䁀䂉䁑䁦㾽  
  
㿙˔Κ㿚 䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䁭㾼䃏䃜䂗䂘䂓㾼䃳䄙䁬䁀䂉䂀䁕䁍䁭䬗䈂䁨䂤ー䂺㾼䃈䃞䂡䃚䃑㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䣞䧶䂤䃤䃎
ー䂾䃤䂹㿙䮪䁆䁮㾼䂤䃤䃅䃖ー䂰䂗䂕䃜䂪㾼䂹䃞䂕䁬䫫䤥㾼㿥䃁䂴䂠䂺䂓㿦䁨䁧㿚䁊䊈䁼䂊䁤䁭䁨䂇䁘㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼䂦ー
䃄䂪㾼A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎㾼䁛䁬䝗䁬䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼䃆䂒ー䃑䂗䂘䂓㾼䃀ー䂺䂗䂘䂓㾼䂸ー䂰㾼䂨䂪䂷䃑㾼䂦ー䃄䂪㾼䁼䁝䁭䂾䂴䂹
䃠ー䂠䁩䝕䈂䂐䬨䁆㾼䁑䂊䂇䂐䤡䇪䁕㾼䁼䁝䁭䁑䂊䂇䁩䃳䅠䌠䂐䋟䁺䁗䆻䤓䚔䁬䁀䂉䂀䁬䁊䊈䁼䂊䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽 
 
㿙Κ㿚 䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䁩a¾òò䁊䊈䁼䂊䂉䘜䑒䁩䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䡑䬺䁓䂊䂉䁗䁷
䁤䁬a¾òò䁬䃚䂕䂬䃤䂪䧘䬨䘢䎤䂐䖻䕣䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎
䁬䇻䥞䁩䁈䁂䁤㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁬a¾òò䄎䈀䁬䧶䨌䁩a¾òò䁬䃚䂕䂬䃤䂪䧘䬨䁩䊂䁗䂉䘢䑋䁼䁝䁭䋆䫅䁊䡑䬺
䁓䂊䂉䁑䁦䁩䁨䂉䂆䁄䁨䩖䩘䁥㾼a¾òò䂐䓦䬺䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽 
 
㿙Κ˔㿚 䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䬺䁬䎰䘏䁼䁝䁭䂤䃤䂷䂪䂹䊨䤓䂐䊈䁿䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䁑䁦㾽䁝
䁞䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䢖䈊䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䁬䞤䣆䁬䂪䃎䃤䂦ー䁥䁀䂈㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘
䃤䁊㾼䡑䬺䁓䂊䂉䁗䁷䁤䁬䩘䭮䂐䖻䕣䁕䁤䁈䂈㾼䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䭡䬺䆻䤓䁨䢖
䈊䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䁊䐿䂍䂊䂉䑜㾼䮕䡺䁼䁝䁭䟁䄬䁩䁈䁏䂉䡑䬺䁬䁀䂉䡱䯠䭀䎤䂐䁗䁷䁤䪲䁝䁕䁤䁂䂉䁑䁦䁊䦴䭀䁥䁗㾽
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䔧䙔䁊䄰䛁䁬䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䁈䂆䁱䘏䌿䁩䁢䁂䁤䞤䣆䁥䚼䣻䂐䧫䁄䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽䁉䁢㾼䈖䃈䃞䃓
ー䂨䃘䃤䁩䁢䁂䁤㾼A͆͆˴e䁊䢖䈊䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䁬䂪䃎䃤䂦ー䁥䁭䁨䁍㾼䁛䁬䔾䓺䁩䁢䁂䁤䄰䛁䚼䣻䂐䧫䂍䁨䁂䁑䁦䂐㾼
䩘䡏䐠䝆䮖䁬䁀䂉䚜䔬䁨䊲䠴䁩䫒䊳䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽 
 
㿙Κ˔˔㿚 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䊜䧘䂐䐿䁄䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂗䂘
䃇䂦䂕䂹䁬ページ䁩䠋䛃䬟䢱䁗䂉䃛䃤䂠䂐䊈䁿䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䁑䁦㾽䁝䁞䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䡑䬺䁓䂊䂉䁗䁷䁤䁬䩘䭮㿙䮕
䕷䗇䁬䥞䐿䁊䊈䁼䂊䂉䘜䑒䁊䁀䂈䁼䁗㿚䂐䖻䕣䁕㾼䁉䁢㾼䢖䈊䊜䧘䂐䐿䁄䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉䑜㾼䮕䡺䁼䁝䁭䟁䄬䁩
䁈䁂䁤䡑䬺䁬䁀䂉䊲䚐䁼䁝䁭䡱䯠䭀䎤䂐䁗䁷䁤䪲䁝䁕䁤䁂䂉䁑䁦䁊䦴䭀䁥䁗㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊䊜䧘䌿䁬
䩁䖏䕐䁥䁭䁨䁂䁑䁦䂐䫒䔤䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽 
 
B. スポットライト画像検索サービス 
䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䯄䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂺䃒䂕䃤㿙䄎䆳㿥䊂䯄䂺䃒䂕䃤㿦䁦䁂䁂䁼
䁗㿚䁶䁬䂓䂠䂬䂪䎳䁦䌆䁩A͆͆˴e䁬ò͆ot˴˔g˄t䇝䜹䎲䒼䂦ー䃄䂪䂐䠼䌁䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䍶䬁䂐䂀䁡䁤㾼
A͆͆˴e䁩䝩䁕㾼䪒䘢䑋䁥䠴䁿䂉䫭䡏䁥㾼䊂䯄䂺䃒䂕䃤䣞䁬䂤䃤䂷䃤䂵㿙䄎䆳㿥䃚䂕䂬䃤䂪䝩䘎䂤䃤䂷䃤䂵㿦䁦䁂䁂䁼䁗㿚䂐䂠
䃞ー䃜㾼䂪䂠䃝䂕䃈㾼䂤䃅ー㾼䜴䕯䘺㾼䁼䁝䁭䂞䃔䂴䂨䃖䁗䂉䋸䆻䂐䧘䬨䁗䂉䁑䁦㾽䃚䂕䂬䃤䂪䝩䘎䂤䃤䂷䃤䂵䁭㾼䪒䍶䬁䁩
䁈䁂䁤㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䘠䩍䁦䁕䁤䕢䂈䃼䂍䂊䂉䁑䁦㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䍶䬁䂐䂀䁡䁤㾼A͆͆˴e䁩䝩䁕㾼
㿙䃆䂒䂕䃜䂦䂕䂫䁬䠭䏊㾼䂦䃎ー䂹䁓䂊䂉䃆䂒䂕䃜䁬䕩䮧䁶䁬䨮䉤㾼䁼䁝䁭䂦䃑䂾䂕䃜䧃䔤䁬䫭䡏䁥㿚䃚䂕䂬䃤䂪䝩䘎䂤䃤
䂷䃤䂵䁬䃆䂒䂕䃜䍷䔬㾼䇧䜹䡹㾼䁈䂆䁱䈀䉻䂐䓦䬺㾼䒳䚕䁕㾼䒳䚕䁓䁙㾼䨃䚤㾼䂹䃛䃐䃤䂡㾼䁼䁝䁭䨮䐥䁗䂉䃚䂕䂬䃤䂪㾼䁨
䂇䁱䁩㾼䃚䂕䂬䃤䂪䝩䘎䂤䃤䂷䃤䂵䂐䐇䁩䧃䔤㾼䐇䁩䔾䐿㾼䢝䑒㾼䜆䑧䁽㾼䁈䂆䁱䤰䧞䁗䂉䁑䁦䁥㾼A͆͆˴e䁬䃒䂴䂬ージ䊨
䤓䁩䁈䁏䂉䃚䂕䂬䃤䂪䝩䘎䂤䃤䂷䃤䂵䁬䎲䒼㾼䎲䖧㾼䁈䂆䁱䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁶䁬䤰䧞䁬䊨䤓䂐䌎䆴䁗䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂐䁓䂇
䁩䧘䬨䁗䂉䁑䁦㾽䭦䬜䁬䣸䆶䂐䫳䂍䁘㾼䪒䍶䬁䁬䇧䗐䔜䁩㾼A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁭㾼䢖䈊䇧䗐䛯䁩
A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁤䕢䢾䁕䁝䁀䂇䂄䂉䃚䂕䂬䃤䂪䝩䘎䂤䃤䂷䃤䂵䂐䎇䝎䁕䁤䓦䬺䁈䂆䁱䤰䧞䁗䂉䁑䁦䂐
䋸䆻䁓䂊䁼䁗㾽  
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3.3.5 エンタープライズテクノロジーおよび教育テクノロジー 
A. 構成プロファイル 
䐨䚕䃈䃞䃆䂒䂕䃜䁭㾼ĩ˔a˔㾼AP³㾼ĦP³㾼䂀䁕䁍䁭¯=¯䛆䠴䁬䐨䚕䂐䫭䡏䁦䁗䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䁼䁝䁭䁛䁬䔜䡤䁥䒍䙃
䁬䐨䚕䃈䃞䃆䂒䂕䃜䓑䗹䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁩䁈䁂䁤A͆͆˴e䁊䫒䔤䡏䁩䨫䞼䁬䋸䆻䂐䁕䁝䘜䑒䂐䗐䁋㾼䃗ー䂧ー䁩䤰䧞䁗䂉䁑
䁦䁭䁥䁋䁨䁂䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䐨䚕䃈䃞䃆䂒䂕䃜䁬䓦䬺䁩䁢䁨䁊䂉䃗ー䂧ー䂓䂠䂨䃘䃤䁊䐿䂍䂊䂉䛯䁩㾼䕷䖏䁗䂉䃗
ー䂧ー䂸ー䂰䁬䕩䮧㾼䁈䂆䁱䕷䖏䁕䁝䃗ー䂧ー䂸ー䂰䁊䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䇝䫞䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䠗䟀䃒䂜䂼䂫䃑䁥䁧䁬䂆
䁄䁩䓦䂍䂊䂉䁉䂐䫒䈞䁩䧃䔤䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䐨䚕䃈䃞䃆䂒䂕䃜䎆䬜䁥䕢䢾䁕䁝䃗ー䂧ー䂸ー
䂰䂐㾼䐙䑛䃈䃚䂴䂹䃆䂚ー䃑㾼䂸ー䂰䃇䃞ー䂜ー㾼䁼䁝䁭䘠䩍䒌䥼䌦䕐䁩䌆䬗䁼䁝䁭䥼䤹䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁨䁂䁑䁦㾽䁓䂇䁩㾼
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䐨䚕䃈䃞䃆䂒䂕䃜䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䐨䚕䃈䃞䃆䂒䂕䃜䃒䂜䂼䂫䃑䁬䁝䁿䁬䢯䄙䃂䂾䃜䂐䂛ー䃁ー䃚䂕䂺䁥
䁋䁨䁂䁑䁦㾽 
 
B. ClassKit API；Roster API 
䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䌔䄭䂦ー䃄䂪䂐䠼䌁䁗䂉䁑䁦䂐䕡䫭䡏䁦䁕䁤䛆䎍䁓䂊䁤䁈䂈㾼䁉䁉䂉䓦䬺䁊䂸䃊䃞䂴
䃂䁬䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䂷䂞䂪䂹䁈䂆䁱䃗ー䂧ー䂕䃤䂰ー䃆䂘䂕䂪䁩䫒䈞䁩䊳䒢䁓䂊䁤䁂䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛
䂢ー䂨䃘䃤䁩6˴a͝͝�˔t APu䂐䊈䁿䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼6˴a͝͝�˔t APu䂐䠗䁖䁤㾼䏼䁡䁝㾼䂀䁕䁍䁭䧗䚜䈞䁨
䂸ー䂰䂐䜴䘺䁕䁨䁂䁑䁦㾼䁼䁝䁭6˴a͝͝�˔t APu䂐䠗䁖䁤䜴䘺䁓䂊䁝䂸ー䂰䁩䈴䂈䢖䁤䂇䂊䁝䂸ー䂰䂜䂷䂥䃛䁬䒌䠴䋆
䂐䔌䁽䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㿙䮪䁆䁮㾼䈨䚟䁬䄐䟈䘠䩍䂸ー䂰䁭䂦䃎ー䂹䝩䘎䁬䂸ー䂰䂰䂕䃈䁥䁭䁨䁍㾼䜴䘺䁗䂉䁑䁦
䁭䁥䁋䁨䁂㿚㾽  
 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䫐䩇䂸ー䂰䂐䁂䁉䁨䂉䞀䓏䕐㿙䮪䁆䁮㾼䊂䯄䇦䕎㾼䐙䑛䃈䃚䂴䂹䃆䂚ー䃑㾼䂸ー䂰䃇䃞ー䂜ー㾼䘠䩍䒌䥼䌦
䕐㿚䁩䂀䌆䬗㾼䥼䤹㾼䘨䡰㾼䁼䁝䁭䇻䔤䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䫐䩇䂸ー䂰䂐䌔䄭䫭䡏䁥䖾䭦䁗䂉䘜䑒䁭
䦴䁘㾼䈨䐧䁬uþ䉴䭦䕐䁬䓶䔤䁩䖕䂍䁨䁏䂊䁮䁨䂈䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䫐䩇䂸ー䂰䁬䍶䬁䐥䙃䁼䁝䁭䫐䩇䂸ー䂰䁬䓦
䬺䁩䝩䁗䂉䈨䐧䁬䢯䄙䁬䡕䇨䁩䁢䁂䁤㾼䈨䐧䁬uþ䉴䭦䕐䁬䛩䞊䁩䖕䂍䁨䁏䂊䁮䁨䂈䁼䁙䂑㾽䈨䐧䁬uþ䉴䭦䕐䁊䈨䐧䁬
䫐䩇䂸ー䂰䁩䁢䁂䁤䍶䬁䂐䐥䙃䁕䁨䁂䘜䑒㾼䁼䁝䁭䁛䁬䫐䩇䂸ー䂰䁶䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䂠䂬䂪䎳䂐䕢䂈䗴䁕䁝䘜䑒㾼䂸
䃊䃞䂴䃂䁭㾼䔧䙔䁊䨷䬗䁕䁤䁂䂉䢖䈊䈨䐧䁬䫐䩇䂸ー䂰䂐30⽇䄎䣞䁩䤡䊧䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂈䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䔧䙔
䁩䂆䂉èo͝ter APu䁬䓦䬺䁩䊂䯄䁕䁤䡑䬺䁓䂊䂉䁗䁷䁤䁬䩘䡏䭀䚨䂐䖻䕣䁗䂉䚼䣻䂐䧫䁂䁼䁗㾽  
 
C. Appleでサインイン、Appleでサインイン（勤務先と学校） 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䔧䙔䁩䂆䂉䓦䬺䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䁈䁂䁤սA͆͆˴e䁥䂦䂕䃤䂕䃤ս䁼䁝䁭սA͆͆˴e䁥䂦䂕䃤
䂕䃤㿙䌭䫅䛏䁦䈨䐧㿚ս䂐䊈䁿䂉䁑䁦䁦䢯䢙䁥䁀䂉䏑䂈䁩䁈䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䝩䘎䚤䧎䁥սA͆͆˴e䁥䂦䂕䃤䂕䃤ս䁼䁝䁭
սA͆͆˴e䁥䂦䂕䃤䂕䃤㿙䌭䫅䛏䁦䈨䐧㿚ս䂐䁛䂊䁜䂊䓦䬺䁥䁋䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼սA͆͆˴e䁥䂦䂕䃤䂕䃤ս䁼䁝䁭սA͆͆˴e
䁥䂦䂕䃤䂕䃤㿙䌭䫅䛏䁦䈨䐧㿚ս䎆䬜䁥䕢䢾䁕䁝䃗ー䂧ー䂸ー䂰䂐㾼䐙䑛䃈䃚䂴䂹䃆䂚ー䃑㾼䂸ー䂰䃇䃞ー䂜ー㾼䁼䁝䁭䘠䩍
䒌䥼䌦䕐䁩䌆䬗䁼䁝䁭䥼䤹䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽  
 
A͆͆˴e䁥䂦䂕䃤䂕䃤䁬䃗ー䂧ー䁊A͆͆˴e䁥䂦䂕䃤䂕䃤䁬䄰䉯䁦䁕䁤䃗ー䂧ー䂸ー䂰䂐䢽䫐䆴䁗䂉䁑䁦䂐䛩䞊䁕䁝䘜䑒㾼
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䔔䛯䁩䃗ー䂧ー䁬䢯䄙䂐䕢䢾䁗䂉䁑䁦䁨䁍㾼䏓䙙䂐䠋䛃䣁䠴䁗䂉䘠䩍㾼䁈䂆䁱A͆͆˴e䁥䂦䂕䃤䂕䃤䈀䁩䁈
䁂䁤䕢䢾䁕䁝䘠䩍䁩䢖䈊䢽䫐䆴䂸ー䂰䂐䦺䁣䁏䂉䁑䁦䂐䔌䁽䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽 
 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼սA͆͆˴e䁥䂦䂕䃤䂕䃤㿙䌭䫅䛏䁦䈨䐧㿚ս䁉䂇䔧䙔䁊䕯䁏䕢䁡䁝䂸ー䂰䂐䖾䭦䁗䂉䘜䑒䁭䦴䁘㾼䁛䁬䜆䘲䁬
uþ䉴䭦䕐䁬䓶䔤䁩䖕䂍䁨䁏䂊䁮䁨䂈䁼䁙䂑㾽 
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䪒第3.3.5条（C）䁬䫭䡏䁥䁬䁽㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䝩䘎䚤䧎䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁦䢯䄰䁬䂰䂕䂹䃜
䁈䂆䁱䔾䔽䡏䁩䢯䄰䁬䊨䤓䂐䬗䁕䁤䁂䁨䁏䂊䁮䁨䂈䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼㿥A͆͆˴e䁥䂦䂕䃤䂕䃤㿦䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁬䝩䘎
䚤䧎䁥䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩㾼䂗䂘䃇䂦䂕䂹䁈䂆䁱䁛䁬䝗䁬䃈䃚䂴䂹䃆䂚ー䃑䁬䭡䬺䁩䊂䁗䂉䂝䂕䂺䃚䂕䃤䁩䖕䁄䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉
䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䪒䍶䬁䁩䁈䁂䁤㾼䂗䂘䃇䂦䂕䂹䁛䁬䝗䁬䃈䃚䂴䂹䃆䂚ー䃑䁬䭡䬺䁩䊂䁗䂉䂝䂕䂺䃚䂕䃤䁩䁈䁏䂉㿥䂗䂘䃇䂦䂕
䂹䁼䁝䁭䂓䃈䃛㿦䁬䄙䪵䁩䁭㾼㿥A͆͆˴e䁥䂦䂕䃤䂕䃤㿦䁬APu䂐䓦䬺䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䝩䘎䚤䧎䁊䊈䁼䂊䁼䁗㾽  
 
D. モバイルデバイス管理 
¯=¯䁬䁗䁷䁤䁬䓦䬺䁭㾼䪒䍶䬁㿙䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤䂐䊈䁾㿚䁈䂆䁱䧘䝋䗇10㿙¯=¯䁬䓦䬺䁩䊂䁗䂉䧘䆺䘢䎤㿚䁬䘢䎤
䂐䖻䕣䁗䂉䦴䭀䁊䁀䂈䁼䁗㾽  
 
3.3.6 エンターテインメントテクノロジー 
A. Game Center 
dame 6enter䁬䓦䬺䁭䁗䁷䁤㾼䪒䍶䬁㿙䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤䂐䊈䁽䁼䁗㿚䁈䂆䁱䧘䝋䗇3㿙dame 6enter䁩䊂䁗䂉䧘䆺
䘢䎤㿚䁬䘢䎤䂐䖻䕣䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽 
 
B. Single Sign-On API 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䃏䃜䂲䂲䃔䂾䃜䃄䂸䂛䃈䃞䂡䃚䃐䃤䂡䂸䂔䂪䂹䃛䃄䃖ー䂰㿙¯ĦP=㿚䁥䁨䁂䏑䂈㾼䁼䁝䁭㾼䂸䃊
䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䕡䁦䁕䁤䂦䃇䂪䂠䃛䃈䂨䃘䃤䂐䛯䠼䁦䁗䂉¯ĦP=䂦ー䃄䂪䂐䠗䁖䁤䣾䘋䁓䂊䂉䃄䂸䂛䃈䃞䂡
䃚䃐䃤䂡䂐䠼䌁䁗䂉䁝䁿䁩䛆䎍䁓䂊䁤䁈䂈㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䁉䂇ò˔ng˴e ò˔gn՚¾n APu䂐䓦䬺䁗䂉䎳䏑䂐䢾
䁤䁂䁨䁂䏑䂈㾼ò˔ng˴e ò˔gn՚¾n APu䁩䂓䂠䂬䂪㾼䁼䁝䁭䁑䂊䂐䓦䬺䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊䁉䁉䂉䎳䏑䂐䬗
䁕䁤䁂䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂨䃤䂡䃜䂦䂕䃤䂛䃤䓣䬶䗇䁩䖕䁂㾼A͆͆˴e䚤䧎䂐䔉䟾䁗䂉䁝䁿䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁬¯ĦP=䂤䃤
䂷䃤䂵䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䃗ー䂧ー䁬䎳䏑䂐䣾䘋䁗䂉䫭䡏䁥䁬䁽㾼ò˔ng˴e ò˔gn՚¾n APu䁬䓦䬺䁊䋸䁓䂊䂉䁑䁦㾽䁉䁉䂉䓦䬺
䁭䁗䁷䁤㾼䂨䃤䂡䃜䂦䂕䃤䂛䃤䓣䬶䗇䁬䂺䂞䃖䃒䃤䂹䂐䖻䕣䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁘㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䁉
䁉䂉䎳䏑䂐䠼䌁䁕䁨䁂䎳䭡㾼䁈䂆䁱䁉䁉䂉䎳䏑䂐䁂䁢䁥䂀䁛䁬䔧䬜䒡䮓䁥䕢䂈䗴䁗䎳䭡䂐䭸䨷䁗䂉䁑䁦䂐䣾䁿䂉䁑䁦㾽 
 
䂸䃊䃞䂴䃂䁊ò˔ng˴e ò˔gn՚¾n APu䂐䓦䬺䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬¯ĦP=䂤䃤䂷䃤䂵䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䎳
䭡䂐䣾䘋䁗䂉䁝䁿䁩㾼䃗ー䂧ー䁊䂦䂕䃤䂕䃤䁗䂉ò˔ng˴e ò˔gn՚¾n APu䂐䠗䁖䁤䃗ー䂧ー䁊䂓䂠䂬䂪䁗䂉䂦䂕䃤䂕䃤ペ
ージ䂐䠼䌁䁗䂉䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉䂦䂕䃤䂕䃤ページ䁊䐙䑛䂐䧃䔤䁙䁘㾼䁉䁢㾼䂤䃤䂷䃤䂵
䁈䂆䁱䁉䁉䂉ページ䁬䈀䉻䁊㾼A͆͆˴e䁬䔔䛯䁬䘿䒀䁈䂆䁱䗦䣾䂐䘢䎤䁦䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊
ò˔ng˴e ò˔gn՚¾n APu䂐䓦䬺䁕㾼䁉䁢㾼A͆͆˴e䁊䁉䁉䂉APu㾼䁼䁝䁭䂨䃤䂡䃜䂦䂕䃤䂛䃤䓣䬶䗇䁬䂓䂴䃈䂸ー䂹䥵䂐䠼
䌁䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁉䂇䂓䂴䃈䂸ー䂹䥵䂐䕯䮕䁕䁤䁉䂇3䁉⽉䄎䣞䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䔾䜲䂐㾼䢖䈊䁬䙃䁕
䁂䃁ージ䃘䃤䁈䂆䁱䓣䬶䗇䁩䡑䑒䁗䂉䂆䁄䁩䂓䂴䃈䂸ー䂹䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽  
 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁩䝩䁕㾼䃗ー䂧ー䁊䃈䃞䃁䂕䂱䂐䛩䁱㾼䁉䁢㾼䂨䃤䂡䃜䂦䂕䃤䂛䃤䂐䠗䁖䁤䣾䘋䁗䂉A͆͆˴e䚤䧎䁥
䁬䃗ー䂧ー䂕䃤䂰ー䃆䂘䂕䂪䇝䫞䁩䁈䁏䂉䓦䬺䂐䊈䁾㾼䂨䃤䂡䃜䂦䂕䃤䂛䃤䊨䤓䁩䊂䁕䁤䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊
䠼䌁䁗䂉䗗䦾䂐䓦䬺㾼䨃䚤㾼䁈䂆䁱䧃䔤䁗䂉䁑䁦㾼䁼䁝䁭㾼䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤㾼䢖䈊䃗ー䂧ー䁊䂨䃤䂡䃜䂦䂕䃤䂛䃤䂐䠗䁖
䁤䂓䂠䂬䂪䆻䤓䁨䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䃛䂪䂹䂐䠼䌁䁗䂉䁑䁦䂐䋸䞒䁗䂉䁑䁦㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁩䝩䁕䁤㾼䂕䃤䂪
䂹䃚䂠䂨䃘䃤䔏䮈㾼䂹䃝ー䂼䃤䂡䔏䮈㾼䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䃏䂷䃛䂓䃜㾼䁈䂆䁱䁀䂇䂄䂉䤳䝧䁩䁈䁏䂉䐙䑛䁬䓦䬺㿙䂐䊈䁽䁼䁗
䁊䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚䁩䊂䁕䁤㾼䢖䈊䃗ー䂧ー䂕䃤䂰ー䃆䂘䂕䂪䁬䂪䂠䃛ー䃤䂨䃘䂴䂹䁈䂆䁱䇝䜹䂐䓦䬺䁗䂉䎳䭡䂐
䧘䬨䁗䂉䁑䁦㾽ò˔ng˴e ò˔gn՚¾n APu䂐䠗䁖䁤䠼䌁䁓䂊䂉䂸ー䂰䁭㾼䪒䘢䁥䠴䁿䂉䓦䬺䚐䏑䂐䘢䎤䁦䁕䁤㾼䪒䍶䬁䁩䊙
䁣䁍䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䘠䩍䁦䁽䁨䁓䂊䂉䁑䁦㾽  
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䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䚤䧎䁩䁈䁏䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬¯ĦP=䂤䃤䂷䃤䂵䁩䝩䁗䂉䃗ー䂧ー䁬䂓䂠䂬䂪䎳䏑䂐䣾䘋䁗䂉䁑䁦㾼
䂸䃊䃞䂴䃂䁬¯ĦP=䂤䃤䂷䃤䂵䁩䝩䁗䂉䂓䂠䂬䂪䎳䏑䂐䃗ー䂧ー䁩䠼䌁䁗䂉䁑䁦㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬¯ĦP=䂦ー䃄䂪
䁬䃂䃆䂚ー䃏䃤䂪䁈䂆䁱䋁䖨䡏䫳䞂䂐䇧䎝䁗䂉䁑䁦䄎䈀䁬䫭䡏䁥㾼ò˔ng˴e ò˔gn՚¾n APu䂐䠗䁖䁤䠼䌁䁓䂊䂉䂸ー䂰䂐
䕷䖏㾼䨷䝒㾼䁼䁝䁭䓦䬺䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼¯ĦP=䂦䃇䂪䂠䃛䃈䂨䃘䃤䁬䄰䉯䁦䁕䁤䁛䁬䃈䃞䂡䃚䃐䃤䂡
䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂈䠼䌁䁓䂊䂉䃄䂸䂛䃈䃞䂡䃚䃐䃤䂡䃈䃞䃁䂕䂱䁩䝩䁕䁤䠼䌁䁓䂊䁝䣾䘋䘠䩍䁥㾼䁉䁢㾼䃗ー䂧ー䁬
¯ĦP=䂦䃇䂪䂠䃛䃈䂨䃘䃤䁩䊙䁣䁍A͆͆˴e䚤䧎䁩䁈䁏䂉䢖䈊䃄䂸䂛䃈䃞䂡䃚䃐䃤䂡䁩䝩䁗䂉䃗ー䂧ー䁬䂓䂠䂬䂪䎳䏑䁬
䣾䘋䫭䡏䁬䁽䁬䘜䑒䂐䗐䁋㾼䁂䁉䁨䂉䞀䓏䕐䁩䝩䁕䁤䂀㾼ò˔ng˴e ò˔gn՚¾n APu䁬䓦䬺䁉䂇䕢䢾䁓䂊䁝䂸ー䂰㾼䂤䃤䂷
䃤䂵䁼䁝䁭䘠䩍䂐䠼䌁䁼䁝䁭䇻䔤䁕䁨䁂䁑䁦㾽  
 
C. TV App API 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼㿙a㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䕡䁦䁕䁤䃄䂸䂛䃈䃞䂡䃚䃐䃤䂡䂐䠼䌁䁗䂉䁝䁿䁩䛆䎍䁓䂊㾼㿙ɿ㿚䂸
䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䁉䂇䎳䏑䂐䢾䁤䁈䂈㾼䁉䁢㾼㿙ʄ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁬䓦䬺䁊þĦ A͆͆䓣䬶䗇䁩䖶䋴䁕䁤䁂䂉䘜䑒䁥䁨䁂䏑
䂈㾼þĦ A͆͆ APu䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁨䁂䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊þĦ A͆͆䂸ー䂰䂐A͆͆˴e䁩䠼䌁䁗䂉䥽䄓䣞䁥㾼A͆͆˴e
䁭㾼㿙a㿚þĦ A͆͆䊨䤓䁩䊂䁗䂉䘠䩍䁈䂆䁱䁈䁗䁗䁿䂐䃗ー䂧ー䁩䠼䌁䁗䂉䁑䁦㾼㿙ɿ㿚䃗ー䂧ー䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪
䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䎆䬜䁥䔉䟾䁗䂉䁝䁿䁩㾼䢖䈊䁈䁗䁗䁿㾼䁼䁝䁭䘠䩍䁉䂇䂤䃤䂷䃤䂵䁩䃛䃤䂠䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉䁑䁦㾼䁼䁝
䁭㾼㿙ʄ㿚þĦ A͆͆䊨䤓䁬䂦ー䃄䂪䠼䌁㾼䨷䕣㾼䁈䂆䁱䒍䡑䆴䁬䫭䡏䁥䁬䁽㾼䢖䈊䂸ー䂰䂐䨷䝒㾼䓦䬺㾼䨃䚤㾼䁈䂆䁱䧃䔤䁗䂉
䁑䁦䁊䁥䁋䂉䁑䁦㾽䪒䍶䬁䁬䇧䗐䛯䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁊䠼䖧䁕䁝䁀䂇䂄䂉þĦ A͆͆䂸ー䂰䁩䁢䁂䁤㾼A͆͆˴e䁭㾼䪒䍶䬁䁬䇧䗐
䏴㾼第3.3.6条（C）䁩䖕䁂㾼䢖䈊䂸ー䂰䁬䓦䬺䂐䎇䝎䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䁑䁦㾽þĦ A͆͆䂸ー䂰䁭㾼䪒䘢䁥䠴䁿䂉䓦䬺䚐䏑
䂐䘢䎤䁦䁕䁤㾼䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁋䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䘠䩍䁦䁽䁨䁓䂊䂉䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊䁛䁬䔧䬜䒡䮓
䁩䂆䂈㾼þĦ A͆͆䊨䤓䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䊈䁿䁨䁂䎳䭡䂐䭸䨷䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤䣾䁿䂉䁑䁦㾽 
 
A͆͆˴e䁭㾼A͆͆˴e Aʄʄoͺnt䁩䊙䁣䁋䧃䔤䁓䂊䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐þĦ A͆͆䊨䤓䁩䊈䁿䂉䛯
䁩㾼䃗ー䂧ー䁬A͆͆˴e Aʄʄoͺnt䁩䊙䁣䁂䁤䃗ー䂧ー䁬䢯䄙䂐䕢䢾䁕䁼䁗㾽䁼䁝㾼A͆͆˴e䁭㾼䄎䏴䃗ー䂧ー䁊䁂䁢䁥䂀䢖
䈊䂤䃤䂷䃤䂵䂐䡕䇨䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁕㾼䁉䁢㾼A͆͆˴e䁬䂨䂪䂷䃑䁉䂇þĦ A͆͆䂸ー䂰䂐䒴䗐䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁕䁼䁗㾽䁓䂇䁩㾼䂸
䃊䃞䂴䃂䁭㾼䔧䙔䁬䂦䃇䂪䂠䃛䃈䂨䃘䃤䡱䯠䕐u=䂨䂪䂷䃑䁩䊙䁣䁂䁤䃗ー䂧ー䁬䢯䄙䂐䋦䁿䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼
䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉þĦ A͆͆䂸ー䂰䁬A͆͆˴e䁶䁬䠼䌁䁩䊂䁗䂉䃗ー䂧ー䁬䢯䄙䂐䕢䢾䁗䂉䁝䁿䁩㾼䁀
䂇䂄䂉䏍䟁䁬䡑䬺䩘䮨䂐䊈䁾㾼䁗䁷䁤䁬䡑䬺䩘䮨䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁊䖻䕣䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤䚼䣻䂐䧫䁄䁑䁦㾽 
 
D. MusicKit 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂉A͆͆˴e ¯ͺ͝˔ʄ䂦䃇䂪䂠䃛䃈䂨䃘䃤䁶䁬䂓䂠䂬䂪䁬䝀䙖䁩䊂䯄䁕䁨䁂
䫭䡏䁥㾼¯ͺ͝˔ʄ�˔t APu䁼䁝䁭¯ͺ͝˔ʄ�˔t �ò䁬䏕䁱䖧䁕㿙䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䩖䩘䁥¯ͺ͝˔ʄ�˔t APu䁼䁝䁭¯ͺ͝˔ʄ�˔t �ò
䂐䠗䁖䁤䘠䩍䂐䢾䂉䁑䁦㿚䂐䔌䁽䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊¯ͺ͝˔ʄ�˔t APu䁼䁝䁭¯ͺ͝˔ʄ�˔t �ò䁩䂓䂠䂬䂪
䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e ¯ͺ͝˔ʄ uʍent˔tά dͺ˔ʍe˴˔ne͝䁩䖕䁄䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉¯ͺ͝˔ʄ�˔t 
APu䁼䁝䁭¯ͺ͝˔ʄ�˔t �ò䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁤㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁂䁉䁨䂉䩖䩘䁩䁈䁂䁤䂀㾼A͆͆˴e ¯ͺ͝˔ʄ䂦ー䃄䂪䁶䁬䂓䂠䂬
䂪䁩䝩䁕㾼䓷䨇䁂䂐䭀䋦䁕䁨䁂㾼䁼䁝䁭䊀䛃䡏䁨䕷䅱䆴㿙䮪䁆䁮㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁥䁬䑃䣷㾼䐙䑛㾼䃗ー䂧ー䘠䩍䁬䃛
䂠䂙䂪䂹䁨䁧㿚䂐䐿䂍䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽䁼䁝㾼䄎䆳䁩䁢䁂䁤䂀䈞䣾䁕䁤䁍䁞䁓䁂㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁊¯ͺ͝˔ʄ�˔t APu䁼䁝䁭¯ͺ͝˔ʄ�˔t �ò䂐䠗䁖䁤䆲䈪䒌䚟䂐䠼䌁䁗䂉䘜䑒㾼䛳䈪䌨䁬䒌䚟䁊䆻䤓䁥䁨䁏䂊
䁮䁨䂇䁘㾼䁉䁢㾼䃗ー䂧ー䁊䒌䚟䂐䇻䓭䁥䁋㾼㿥䒌䚟㿦㾼㿥䠮䓽㿦㾼䁈䂆䁱㿥䂪䂞䂴䃈㿦䁨䁧䁬䦾䖶䡏䁨䃒䂸䂔䂓䂤䃤䂹䃞ー䃜䊨
䤓䂐䓦䬺䁕䁤䒌䚟䂐䜝䒳䁥䁋䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭䁛䁄䁕䁝䂤䃤䂹䃞ー䃜䊨䤓䂐䧗䚜䈞䁩䡥䁆䂉
䁑䁦䁬䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽 
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՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁂䁉䁨䂉¯ͺ͝˔ʄ�˔t䂤䃤䂷䃤䂵䂀䂱䂗䃤䃞ー䂺㾼䂓䂴䃈䃞ー䂺㾼䁼䁝䁭䇱䨮䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁘㾼䁉䁢㾼䁉䁉
䂉䐿䄝䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䋸䆻䁗䂉䁑䁦䂀䁥䁋䁘㾼䁛䁬䝗䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁥A͆͆˴e䁊䨫䞼䁬䋸䆻䂐䁕䁨䁂䏑
䂈㾼¯ͺ͝˔ʄ�˔t䂤䃤䂷䃤䂵䁭㾼䝗䁬䁂䁉䁨䂉䂤䃤䂷䃤䂵䁦䂀䢯䊥䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁨䁂䁑䁦㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼¯ͺ͝˔ʄ�˔t APu 䁼䁝䁭 ¯ͺ͝˔ʄ�˔t �ò 䁩䂆䂈䧃䔤䁓䂊㾼䁉䁢㾼䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁥䋸䆻䁓䂊䁝䩖䩘䁥䁬䁽
㿙䮪䁆䁮㾼䂓䃜䃁䃑䂓ー䂹䃠ー䂠䁈䂆䁱¯ͺ͝˔ʄ�˔t APu䁉䂇䁬䆲䈪䊂䯄䂷䂞䂪䂹䁭㾼䆲䈪䒌䚟䁼䁝䁭䒌䚟䃛䂪䂹䁬䉴䭦䁦
䁭䄟䁨䂉䫭䡏䁥䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㿚㾼¯ͺ͝˔ʄ�˔t䂤䃤䂷䃤䂵䂐䒌䚟䁥䁋䂉䁑䁦㾽  
 
՚ 䃗ー䂧ー䁉䂇䁬䃒䂰䂸ー䂰㿙䃈䃝䂕䃛䂪䂹䂂䁈䊫䁩䣷䂈䁨䁧㿚䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤䫒䈞䁩䇻䔤䁓䂊㾼䁉䁢㾼A͆͆˴e
䁬䔧䬜䒡䮓䁩䂆䂈䎝䠴䁓䂊䁝䠗䂈䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䂗䂘䃇䂦䂕䂹㾼䁼䁝䁭䂗䂘䃇䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䓦
䬺䁦䠋䛃䊂䯄䁗䂉䂦ー䃄䂪䁼䁝䁭䊨䤓䂐䠼䌁䁗䂉䁝䁿䁩䁬䁽䓦䬺䁥䁋䂉䁑䁦㾽  
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䂗䂘䃇䂦䂕䂹㾼䁼䁝䁭䂗䂘䃇䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䟘䁬䂪䂰䃤䂺䂓䃞䃤䃚䂕
䃇䃚䃛䁦䁕䁤䁬䁽㾼䁉䁢㾼䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁥䋸䆻䁓䂊䁝䠗䂈䁩䁬䁽㾼¯ͺ͝˔ʄ�˔t �ò䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䁑䁦㿙䮪䁆䁮㾼䂸
䃊䃞䂴䃂䁭㾼¯ͺ͝˔ʄ�˔t �ò䂐䁛䁬䝗䁬䁂䁉䁨䂉�aΚaòʄr˔͆t䂤ー䂺䁦䂀䜆䁽䑒䂍䁙䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁘㾼䁼䁝䁭䨫䡳䂱䂗䃤
䃞ー䂺䁕䁝䂈㾼䒌䃌䂪䂹䁕䁝䂈䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁨䁂䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㿚㾽  
 
E. ShazamKit  
ò˄aθam�˔t APu䁬䓦䬺䁭䁗䁷䁤㾼䪒䍶䬁㿙A͆͆˴e ¯ͺ͝˔ʄ uʍent˔tά dͺ˔ʍe˴˔ne͝䁈䂆䁱䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤䂐䊈䁾㿚䁈䂆
䁱䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁬䘢䎤䂐䖻䕣䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽A͆͆˴e ¯ͺ͝˔ʄ䁥䣷䕤䆻䤓䁨䌨䁩䝩䁕䁤ò˄aθam�˔t䂤䃤䂷䃤䂵
䂐䧃䔤䁗䂉䘜䑒㾼A͆͆˴e ¯ͺ͝˔ʄ uʍent˔tά dͺ˔ʍe˴˔ne͝䁩䆂䁂㾼A͆͆˴e ¯ͺ͝˔ʄ䣞䁩䁈䁏䂉䁉䁉䂉䂤䃤䂷䃤䂵䁶䁬䃛䃤
䂠䂐䠼䌁䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䪒䍶䬁䁥䫒䔤䡏䁩䋸䆻䁓䂊䁤䁂䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䩖䩘䁬䣸䆶䂐䫳䂍䁘㾼
ò˄aθam�˔t䂤䃤䂷䃤䂵䂐䨃䚤㾼䇱䨮㾼䪓䬃㾼䣬䔝䡏䟨䒳䨊䁬䒳䚕㾼䐇䧃㾼䁼䁝䁭䐇䇻䁕䁨䁂䁑䁦䁩䁢䁋㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦
䁕䁼䁗㾽䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䝗䁬䆲䚣䣾䔭䂦ー䃄䂪䂐䇱䛰䁼䁝䁭䒳䚕䁗䂉䫭䡏䁥㾼ò˄aθam�˔t APu䁩䂆䂈䠼䌁䁓䂊
䁝䂸ー䂰䂐䓦䬺䁼䁝䁭䦓䈣䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽ò˄aθam�˔t APu䂐䓦䬺䁗䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䂤䃤䃈䃚䂕
䂓䃤䂪䂐䫭䡏䁦䁕䁤䛆䎍䁼䁝䁭䥼䤹䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㿙䮪䁆䁮㾼䆲䈪䁬䃚䂕䂬䃤䂪䌁䬨䂂䃞䂕䃕䃛䂷䂔䁬䉱䒀䁨䁧㿚㾽  
 
F. Apple Music Feed API 
A͆͆˴e ¯ͺ͝˔ʄ aeeʍ APu䁬䓦䬺䁭䁗䁷䁤㾼䪒䍶䬁㿙A͆͆˴e ¯ͺ͝˔ʄ uʍent˔tά dͺ˔ʍe˴˔ne͝䁈䂆䁱䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤䂐䊈
䁾㿚䁈䂆䁱䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁬䘢䎤䂐䖻䕣䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e ¯ͺ͝˔ʄ䃆䂔ー䂺䂤䃤䂷䃤
䂵䁊䄎䆳䁬䘢䎤䂐䪲䁝䁕䁤䁂䂉䘜䑒㾼䁛䁬䂤䃤䂷䃤䂵䁬䞂䒦䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁥䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䁗䂉䁑䁦
䂐䫭䡏䁦䁕䁤㾼A͆͆˴e ¯ͺ͝˔ʄ䃆䂔ー䂺䂤䃤䂷䃤䂵䂐䧃䔤䁥䁋䁼䁗㾽㿙˔㿚A͆͆˴e ¯ͺ͝˔ʄ䃆䂔ー䂺䂤䃤䂷䃤䂵䁬䃊ー䂪䁦䁨䁡
䁤䁂䂉䂤䃤䂷䃤䂵䁬䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂐䐿䁄䇝䫞䘕䁩䁬䁽䧃䔤䁓䂊䂉䁑䁦㾼㿙˔˔㿚䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䁬䝩䘎䁦䁨䁡䁤䁂䂉䆲䈪䁩
䃗ー䂧ー䁊䂓䂠䂬䂪䁥䁋䂉㾼A͆͆˴e ¯ͺ͝˔ʄ䁼䁝䁭˔þͺne͝䣞䁬ページ䁩䠋䛃䄠䢮䁗䂉䃛䃤䂠䁬䬀䈴䂐䇃䁝䁗A͆͆˴e 
¯ͺ͝˔ʄ䁬䃁䂴ジ䁩䌾䛃䁕䁤䁂䂉䁑䁦㾼㿙˔˔˔㿚䢖䈊䁬A͆͆˴e ¯ͺ͝˔ʄ䃆䂔ー䂺䂤䃤䂷䃤䂵䁩䌨䁼䁝䁭䃐䃖ージ䂴䂠䃄䂸䂛䃈䃝䃄
䃖ー䁊䊈䁼䂊䂉䘜䑒䁭㾼䁛䁬A͆͆˴e ¯ͺ͝˔ʄ䃆䂔ー䂺䂤䃤䂷䃤䂵䁊A͆͆˴e ¯ͺ͝˔ʄ䁬䋸䆻䂐䢾䁤䡢䒢䁕䁝䂀䁬䁥䁀䂉䁑䁦
䂐䔤䁗䊩䝋䧃䔤㿙տ͆roΚ˔ʍeʍ ʄoͺrte͝ά oʷ A͆͆˴e ¯ͺ͝˔ʄտ㿚䁊䊈䁼䂊䁤䁂䂉䁑䁦㾼㿙˔Κ㿚䢖䈊䁬A͆͆˴e ¯ͺ͝˔ʄ䃆䂔ー䂺
䂤䃤䂷䃤䂵䁩䌨䁼䁝䁭䃐䃖ージ䂴䂠䃄䂸䂛䃈䃝䃄䃖ー䁊䊈䁼䂊䂉䘜䑒䁭㾼䁛䁬䂤䃤䂷䃤䂵䁊䂪䂹䃛ー䃐䃤䂡䤰䘺䁓䂊䂉䁬
䁽䁥䁀䂈㾼䂱䂗䃤䃞ー䂺㾼䨷䝒㾼䂞䃔䂴䂨䃖㾼䁼䁝䁭䃄䂸䂛䁦䢯䊥䁓䂊䁨䁂䁑䁦㾼㿙Κ㿚䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䁬䫭䡏䁦䁭䄟䁨䂉䣆䭰
䁕䁝䂙䃤䂰ー䂷䂕䃤䃒䃤䂹䡏䆸䞿䁩䓦䬺䁓䂊䁨䁂䁑䁦㾼㿙Κ˔㿚䝗䁬䗗䧎䂂䂦ー䃄䂪䁬䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䁩䓦䬺䁓䂊䁨䁂䁑䁦㾽 
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3.3.7 インフラストラクチャーテクノロジー 
A. MFiアクセサリ 
䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼㿙˔㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䒍䖿䁩䠼䖧䁕䁝䒣䁩㾼¯a˔ 
Program䁩䊙䁣䁂䁤䢖䈊¯a˔䂓䂠䂬䂦䃛䁩䊂䁗䂉䃚䂕䂬䃤䂪䁊䧘䬨䁓䂊㾼㿙˔˔㿚¯a˔䃚䂕䂬䃤䂨ー䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛
䂢ー䂨䃘䃤䂐㾼¯a˔䂓䂠䂬䂦䃛䁦䁬䜧䏮䅚䬺䂐䣾䁿䂉䃛䂪䂹䁩䠕䆺䁕䁤䁈䂈㾼䁉䁢㾼㿙˔˔˔㿚¯a˔䃚䂕䂬䃤䂨ー䁊㾼¯a˔ 
Program䁉䂇䢖䈊䠕䆺䁩䁢䁂䁤䗦䣾䂐䢾䁤䁂䂉䘜䑒䁩䁬䁽㾼䃠䂕䃕䃝䂪䂹䃚䃤䂪䃎ー䂹䂐䠗䁖䁤㾼䁼䁝䁭A͆͆˴e䁬䃚䂕
䂹䂼䃤䂡䂢ー䃇䃜䂐䠗䁖䁤㾼䁼䁝䁭A͆͆˴e䁬30䃅䃤䂤䂾䂠䂰䂐䠗䁖䁤㾼¯a˔䂓䂠䂬䂦䃛㿙䘕䁩䠴䋆㿚䁦䁬䂕䃤䂰ー䃆䂘䂕䂪
䛃䝎㾼䠗䘺㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䜧䏮䅚䬺䁼䁝䁭䂤䃤䂹䃞ー䃜䂐䐿䁄䁑䁦䁊䁥䁋䂉䁑䁦㾽  
 
B. 携帯電話ネットワーク 
㿙˔㿚 䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䍾䝬䡩䯤䂾䂴䂹䃠ー䂠䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䦴䭀䁦䁗䂉䘜䑒㾼䁼䁝䁭䍾䝬䡩䯤䂾䂴䂹䃠ー䂠䁩䂓䂠
䂬䂪䁊䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁨䂉䘜䑒䁩䁭㾼䁛䁬䂆䁄䁨䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䁓䂇䁩㾼 
 
՚ 䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䂆䂉䍾䝬䡩䯤䂾䂴䂹䃠ー䂠䁶䁬䂓䂠䂬䂪䁈䂆䁱䁛䁬䓦䬺䁬䩖䩘䁩䊂䁗䂉A͆͆˴e䁬䃊䂪䂹䃈䃚䂠䂷䂔
䂪䁈䂆䁱䁛䁬䝗䁬䂝䂕䂺䃚䂕䃤䂐䖻䕣䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁘㾼䁉䁢㾼 
 
՚ 䂾䂴䂹䃠ー䂠䬯䮓䁼䁝䁭䝬䄬䧿䂐䇗䘚䁩䓦䬺䁕㾼䁼䁝䁭䁑䂊䂇䁩䌩䡹䁨䧫䞧䂐䁉䁏䂉䁦A͆͆˴e䁊䑒䭦䡏䁩䥬䞹䁗䂉䂀
䁬䁥䁀䁡䁤䁭䁨䂈䁼䁙䂑㾽 
 
㿙˔˔㿚 䍾䝬䡩䯤䂾䂴䂹䃠ー䂠䔔䌦䕐䁬䟘䁩䁭㾼䢖䈊䔔䌦䕐䁬䂾䂴䂹䃠ー䂠䘕䁥䁬䃍䂕䂪䂛ー䃁ー䂕䃤䂰ー䂾䂴䂹䃈䃞䂹
䂤䃜㿙ĦouP㿚䊨䤓㾼䮪䁆䁮䍾䝬䡩䯤䂾䂴䂹䃠ー䂠䘕䁥䁬ĦouP䡩䯤䁬䭡䬺䂐䌵䓽䁼䁝䁭䚐䏑䁕䁤䁂䂉䘜䑒䁊䁀䂈㾼䁉䁢㾼
ĦouP䁩䁢䁂䁤䠕䆺䮈䌿䢙䁬䦝䬺䂐䚨䋦䁗䂉䘜䑒䁊䁀䂉䁝䁿㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤㾼䮪䁆䁮㾼A͆͆ 
òtore䘕䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䢯䑴䁕䁤䠼䌁䁓䂊䂉䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䂷䂞䂪䂹䁬䟘䁥䢖䈊䠗䟀䂐䁗䂉䁨䁧䁬
䕤䞼䁥㾼䑃䣷䛯䁩㾼䢖䈊䔔䌦䕐䁦䁬䍶䬁䘢䎤䂐䈞䣾䁗䂉䂆䁄䠗䟀䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛
䂢ー䂨䃘䃤䁊㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩ò¯ò䃒䂴䂬ージ䂐䜴䂉䁑䁦㾼䁼䁝䁭䆲䚣䠗䯤䂐䐿䁄䁑䁦䂐䆻䤓䁩䁗䂉䂀䁬䁥䁀䂉䘜䑒㾼
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤㾼䢖䈊䊨䤓䂐䓦䬺䁗䂉䛯䁩㾼䦾䖶䂷䂞䂪䂹䃒䂴䂬ージ䮈䌿㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䓦䬺
䮈䁊䁉䁉䂉䓦䬺䁩䝩䁕䁤䡑䬺䁓䂊䂉䆻䤓䚔䁊䁀䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤䡥䁆䂉䁑䁦㾽 
 
C. Appleプッシュ通知サービスおよびローカル通知  
A͆͆˴e䁬䃈䂴䂨䃖䠗䟀䂦ー䃄䂪䂐䠗䁖䁝䃈䂴䂨䃖䠗䟀䁼䁝䁭䃞ー䂜䃜䠗䟀䁬䓦䬺䁭䁗䁷䁤㾼䪒䍶䬁㿙䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤䂐䊈
䁽䁼䁗㿚䁈䂆䁱䧘䝋䗇1㿙A͆͆˴e䁬䃈䂴䂨䃖䠗䟀䂦ー䃄䂪䁈䂆䁱䃞ー䂜䃜䠗䟀䁩䊂䁗䂉䧘䆺䘢䎤㿚䁬䘢䎤䂐䖻䕣䁕䁨䁏䂊
䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽 
 
D. iCloud 
˔6˴oͺʍ䂪䂹䃝ージAPu䁈䂆䁱6˴oͺʍ�˔t APu䁬䓦䬺䁈䂆䁱䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁍䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䁭
䁗䁷䁤㾼䪒䍶䬁㿙䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤䂐䊈䁽䁼䁗㿚䁈䂆䁱䧘䝋䗇4㿙˔6˴oͺʍ䁬䓦䬺䁩䊂䁗䂉䧘䆺䘢䎤㿚䁬䘢䎤䂐䖻䕣䁕䁨䁏䂊
䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽  
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E. 機能拡張 
䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䃁䃤䂺䃜䁩䁈䁏䂉䈘䟳䊨䤓䂐䊈䁾䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊ĩatʄ˄�˔t䈘䟳䊨䤓䂐䊈䁾
䘜䑒䂐䗐䁋㾼䞤䁨䂉䈘䟳䊨䤓䂐䠄䁆䂉䆶䂇䁉䁬䊨䤓䚔㿙䮪䁆䁮㾼䃉䃜䃈䂪䂠䃛ー䃤䂂䠕䆺䛆䠴䁨䁧㿚䂐䠼䌁䁕䁨䁏䂊䁮
䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽䁼䁝㾼䄎䆳䁩䁢䁂䁤䂀䈞䣾䁕䁤䁍䁞䁓䁂㾽 
 
՚ 㿙ĩatʄ˄�˔t䈘䟳䊨䤓䂐䗐䁍㿚䈘䟳䊨䤓䁭㾼䁛䁬䈘䟳䣞䬯䁩㾼䐙䑛㾼䚤䧎䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤㾼䂱䂕䃝䂠䂹䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡㾼 
䁼䁝䁭䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁥䁬䑃䣷䁬䠼䔤䂐䊈䁿䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦  
 
՚ 䈘䟳䊨䤓䁭㾼A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁬䇝䫞䛳䝧䂐䃇䃞䂴䂠䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁘㾼䁼䁝䁭㾼䝗䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘
䃤䂀䁕䁍䁭A͆͆˴e䁊䠼䌁䁗䂉䊨䤓䂂䂦ー䃄䂪䁬䃗ー䂧ー䁬䓦䬺䁩䁢䁂䁤㾼䦟䐇䇻䁼䁝䁭䜘䠴䈀䁬䩖䩘䁥䡢䜴㾼䩮䈂㾼 
䉞䗵䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁨䁂䁑䁦㾽 
 
՚ 䈘䟳䊨䤓䁭㾼䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁥䠴䁿䂇䂊䁤䁂䂉䠗䂈㾼˔¾ò㾼Πatʄ˄¾ò㾼˔Paʍ¾ò㾼tΚ¾ò㾼䁼䁝䁭Κ˔͝˔on¾ò䁬㾼A͆͆˴e䁊
䓶䠴䁗䂉䮕䄬䁩䁈䁂䁤䁬䁽䅚䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䁑䁦㾽  
 
՚ 䂞ー䃍ー䂺䊨䤓䂐䠼䌁䁗䂉䈘䟳䊨䤓䁭㾼䁀䂇䂄䂉䂾䂴䂹䃠ー䂠䂓䂠䂬䂪䁬䣆䭰䚔䂐䨷䁢䁑䁦䁊䁥䁋䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁘㾼 
䁉䁢㾼ćn˔ʄoʍe䨘䔘䂐䊈䂑䁥䁂䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㿙䇸䨘䔘䁬䁽䁥䁭䁨䁍㿚㾽 
 
՚ 䁉䁉䂉䈘䟳䊨䤓䁩䂆䂈䐿䂍䂊䂉䁂䁉䁨䂉䂞ー䂪䂹䃞ー䂠䃞䂟䃤䂡䂀㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕㾼䢖䈊䂸ー䂰䁊˔¾ò䁼䁝䁭
˔Paʍ¾ò䁉䂇䜴䘺䁓䂊䂉䛯䁩㾼䫒䈞䁩䇻䔤䁓䂊䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁘㾼䁉䁢㾼第3.3.3条（B）䁬䠴䁿䁩䊂䂍䂇䁘㾼䢖䈊䂸ー䂰
䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂞ー䃍ー䂺䊨䤓䁬䠼䌁䁼䁝䁭䇱䛰䫭䡏䁥䁬䁽䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䁑䁦㿙䮪䁆䁮㾼䐙
䑛䠼䌁䫭䡏䁥䓦䬺䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂㿚㾽  
 
՚ 䈘䟳䊨䤓䁩䂆䂈䐿䂍䂊䂉䁂䁉䁨䂉䃒䂴䂬ージ䃆䂔䃜䂰䃛䃤䂡䂀㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤㾼䫒䈞䁩䇻䔤䁓䂊䁨䁏䂊䁮䁨
䂇䁘㾼䁉䁢㾼第3.3.3条（B）䁬䠴䁿䁩䊂䂍䂇䁘㾼䁂䁉䁨䂉ò¯ò䁼䁝䁭¯¯ò䂸ー䂰䂀㾼䃒䂴䂬ージ䃆䂔䃜䂰䃛䃤䂡䈘䟳䊨
䤓䂐䠗䁖䁤䂓䂠䂬䂪䁓䂊䂉䁬䁉㾼䁼䁝䁭˔¾ò䁩䂆䁡䁤䃒䂴䂬ージ䃤䂡䈘䟳䊨䤓䁬䝩䆘䂦ー䃁䁩䝩䁕䁤䜴䘺䁓䂊䂉䁬䁉䂐
䫳䂍䁘㾼䂪䃂䃑䂂䧗䫒䁨䥞䘺䏅䁉䂇䁬䃒䂴䂬ージ䂐䏊䂇䁗䁑䁦䁩䂆䂈㾼䃗ー䂧ー䁬䃒䂴䂬ージ䃤䂡䝧䏃䁬䠼䌁䁼䁝䁭䇱
䛰䂐䔾䏍䁗䂉䫭䡏䁥䁬䁽䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䁑䁦㾼䁈䂆䁱㾼䐙䑛䠼䌁䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䫭䡏䁥䓦䬺䁓䂊䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑
䁦㾽䁓䂇䁩㾼䈘䟳䊨䤓䣞䁥䂓䂠䂬䂪䁓䂊䂉䃗ー䂧ー䁉䂇䁬ò¯ò䂸ー䂰䁼䁝䁭¯¯ò䂸ー䂰䁭㾼䁂䁉䁨䂉䘜䑒䂀䈘䟳䊨䤓
䁬䓶䠴䁬䂤䃤䂷䂻䂙䃛䂓䁉䂇䂙䂠䂪䃎ー䂹䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䈘䟳䊨䤓䁬䔧䢮䂕䃤䂪䂹ー䃜䁼䁝䁭䁛䁬䝗䃗ー䂧ー䁊䣾䔭䁕䁨䁂䈘䟳䊨䤓䁬䂕䃤
䂪䂹ー䃜䂐䁓䁙䁤䁭䁨䂇䁘㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤㾼䈘䟳䊨䤓䁬䫭䡏䁈䂆䁱䊨䤓䂐䚜䈞䁩䠼䔤䁕䁨䁏䂊
䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽 
 
F. DeviceCheck API 
䂸䃊䃞䂴䃂䁊=eΚ˔ʄe6˄eʄˬ䂸ー䂰䂐䨷䝒䁗䂉䁝䁿䁩=eΚ˔ʄe6˄eʄˬ APu䂐䓦䬺䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䈊䢖䁗䂉
䘜䑒㾼䁛䂊䂇䁬䞿䂐䃛䂬䂴䂹䁗䂉䁝䁿䁩䃗ー䂧ー䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁩䯄䭖䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䩖䩘䂐䠼䌁䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂
䁑䁦㿙䮪䁆䁮㾼䔌䬺䂦䃇䂪䂠䃛䃈䂨䃘䃤䁬䒌䛆䠴㾼䁼䁝䁭䙃䊲䃗ー䂧ー䁊䂸䃁䂕䂪䂐䕢䢾䁕䁝䒣䁩䄰䠴䁬䓦䬺䂐䒌䡹䣾䘋
䁗䂉䁑䁦䁨䁧㿚㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䧗䚜䐿䄝䁩䊂䁗䂉䞤䄰䁬䔭䨫䓰䁦䁕䁤=eΚ˔ʄe6˄eʄˬ䂸ー䂰䁩䄑䝒䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁘㾼
䁉䁢㾼䝗䁬䂸ー䂰䁼䁝䁭䘠䩍䁩䊂䁕䁤䁬䁽=eΚ˔ʄe6˄eʄˬ䂸ー䂰䂐䓦䬺䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㿙䮪䁆䁮㾼䂸䃁䂕䂪䁊
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䘨䡰䁓䂊䁝䂈䒌䥼䤹䁓䂊䁝䂈䁗䂉䆻䤓䚔䁊䁀䂉䁝䁿㾼=eΚ˔ʄe6˄eʄˬ䂸ー䂰䂐䁛䂊䁬䁽䁥䂸ー䂰䃎䂕䃤䂹䁦䁕䁤䃼䁄䁑
䁦䁭䁥䁋䁨䁂㿚㾽A͆͆˴e䁭㾼䁂䁢䁥䂀䁛䁬䔧䬜䒡䮓䁥㾼=eΚ˔ʄe6˄eʄˬ䂸ー䂰䂐䒴䗐䁗䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁕㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴
䃂䁭㾼䁉䁉䂉䂸ー䂰䁩䄑䝒䁕䁨䁂䁑䁦䁩䁢䁂䁤䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䂐䝽䭦䁕䁤䐿䄝䂐䐿䁄
䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䂐䗐䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䁉䂇䕢䢾䁕䁝=eΚ˔ʄe6˄eʄˬ䂹ー䂠䃤䂐㾼䁂䁉䁨䂉䞀䓏䕐䁦䂀䌆䬗䁕
䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽 
 
3.3.8 その他のテクノロジー  
A. Xcodeクラウド 
㿙˔㿚 䂸䃊䃞䂴䃂䁊İʄoʍe䂠䃚䂗䂺䂦ー䃄䂪䂐䓦䬺䁕䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁬İʄoʍe䂠䃚䂗䂺䂤䃤䂷䃤䂵䂐䉴䭦䁕㾼䂸䃊䃞
䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䐨䟍䁗䂉䏑䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䍶䬁䁩䂆䁡䁤㾼A͆͆˴e㾼䁨䂇䁱䁩A͆͆˴e䁬䊂䯄䇦䕎䁈䂆䁱䝽
䭦䡝䁩㾼䨃䚤㾼䃌䂪䂹㾼䖾䭦㾼䧃䔤㾼䜴䕯䘺㾼䇱䨮㾼䤟䚟䒳䧎䁬䒳䚕䂐䐿䁄䁑䁦䁩䊂䁕䁤㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䩖䩘䁥A͆͆˴e䁊
İʄoʍe䂠䃚䂗䂺䂦ー䃄䂪䂐䠼䌁䁗䂉䁝䁿䁩䁬䁽䂸䃊䃞䂴䃂䁬İʄoʍe䂠䃚䂗䂺䂤䃤䂷䃤䂵䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁩䊂䁕䁤㾼䦟䣆
䛑䡏䁩㾼䁀䂇䂄䂉䘜䗀䁥㾼䝩䆸䛳䈫䨇䑧䒗䁽䁬䘤䝯䁥㾼䃞䂕䃕䃛䂷䂔䃆䃛ー䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂐䧘䬨䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽
A͆͆˴e䁭㾼İʄoʍe䂠䃚䂗䂺䂦ー䃄䂪䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼䌁䁗䂉䫭䡏䁩䏑䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬İʄoʍe䂠䃚䂗䂺䂤䃤䂷䃤䂵䁬䁄
䁟䁬䂮ー䂪䂤ー䂺䂐䓦䬺䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭䄎䆳䁬䔔䑋䂐䣾䁿㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽㿙a㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉
İʄoʍe䂠䃚䂗䂺䂤䃤䂷䃤䂵䁩䞤䣆䁥䚼䣻䂐䧫䁂㾼A͆͆˴e䁭䗀䬗䎳䂐䬗䁓䁨䁂䁑䁦㾼㿙ɿ㿚İʄoʍe䂠䃚䂗䂺䂦ー䃄䂪䁦䌆䁩
䞀䓏䕐䁬䂦ー䃄䂪㿙䮪䁆䁮䂮ー䂪䂤ー䂺䁬䃌䂪䂷䂔䃤䂡㾼䂓ー䂷䂔䃆䂒䂠䂹䂪䂹䃝ージ㾼䃒䂴䂬ージ䃤䂡㾼䁼䁝䁭䂷䂪䂷䂔䃤䂡
䂦ー䃄䂪㿚䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䂐䛩䞊䁕䁝䘜䑒㾼䁉䁉䂉䞀䓏䕐䂦ー䃄䂪䁬䭡䬺䊲䬁䁬䖻䕣䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䚼䣻䁥䐿䁄䁑䁦㾼
㿙ʄ㿚İʄoʍe䂠䃚䂗䂺䂦ー䃄䂪䁩䂆䂉䃗ー䂧ー䚟䚕䂤䃤䂷䃤䂵䁬䃈䃞䃄ジ䃘䂼䃤䂡䁭㾼䍶䬁䘕䁼䁝䁭䓦䬺䋸䞒䘕䁬䚼䫅䁦
䁕䁤䁬䤰䘺䁦䁽䁨䁓䂊䂉䁑䁦㾼㿙ʍ㿚İʄoʍe䂠䃚䂗䂺䁩䁈䁏䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬İʄoʍe䂠䃚䂗䂺䂤䃤䂷䃤䂵䁬䔾䐿䁭㾼İʄoʍe
䂠䃚䂗䂺䂤䃤䂷䃤䂵䁬䂷䂪䂹䁬䁝䁿䁬䂀䁬䁩䚐䏑䁓䂊䂉䁑䁦㾼㿙e㿚İʄoʍe䂠䃚䂗䂺䂐䓦䬺䁕䁤䄉䑑䠗䇖䁬䃏䂕䂼䃤䂡䂐
䐿䂍䁨䁂䁑䁦㾼䁈䂆䁱㿙ʷ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁬İʄoʍe䂠䃚䂗䂺䂤䃤䂷䃤䂵䁊㾼第3.3.4条（A）（iv）䁈䂆䁱第3.3.4条（A）（v）
䁥䠴䁿䂇䂊䁝䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䭀䎤䂐䪲䁝䁗䁑䁦㾽 
 
㿙˔˔㿚 䪒䍶䬁䁩䠴䁿䂉A͆͆˴e䁬䁛䁬䝗䁬䎳䭡䂐䄰䛁䚐䏑䁗䂉䁑䁦䁨䁍㾼A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䪒䍶䬁䁬䘢䑋䁩䄧
䥮䁕䁝䁦䣁䠴䁕䁝㾼䁼䁝䁭䁛䁬䂆䁄䁩䘺䁖䂉䁩䝈䂉䭦䬜䁊䝒䒥䁗䂉䘜䑒㾼䁛䁬䞤䣆䁬䒡䮓䁥䛺䟈䂐䑁䁖䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁕
䁼䁗㾽䁉䁉䂉䛺䟈䁩䁭㾼İʄoʍe䂠䃚䂗䂺䂦ー䃄䂪䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䚐䏑㾼䠮䓽㾼䂀䁕䁍䁭䕢䂈䗴䁗䁑䁦㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬
䃄䃜䂺䂐䖂䮂䁗䂉䁑䁦䁊䊈䁼䂊䁼䁗㾽 
 
B. WeatherKit API 
ĩeat˄er�˔t APu䁬䁂䁉䁨䂉䓦䬺䂀㾼䪒䍶䬁㿙䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤䂐䊈䁽䁼䁗㿚䁈䂆䁱䧘䝋䗇8㿙ĩeat˄er�˔t APu䁬䭡䬺
䁩䊂䁗䂉䧘䆺䘢䎤㿚䁬䘢䎤䁩䖶䋴䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
C. 部分的に没⼊感のある体験 
䂸䃊䃞䂴䃂䁊䧶䨌䡏䁩䪍䣷䉡䁬䁀䂉䝧䏃㿙փm˔Ωeʍèea˴˔tά䂪䂰䂕䃜䁬䓦䬺䁨䁧㿚䂐䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䠼䌁䁗䂉䘜䑒䁭㾼
䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁩䖶䋴䁗䂉䦴䭀䁊䁀䂈䁼䁗㾽䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁩䊳䒢䁓䂊䁤䁂䂉䥽䄓䣞䁥䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䔉䫼䂐䕓䂉䝧䏃䁩
䁢䁂䁤䁭㾼Κ˔͝˔on¾ò䁩䂆䂉䂨䂪䂷䃑䌌䇶䂐䬗䐉䁩䁗䂉䁬䁥䁭䁨䁍㾼䉛䛳䁩䪍䣷䉡䁬䁀䂉䝧䏃㿙փΚ˔rtͺa˴èea˴˔tά䂪䂰䂕
䃜䁬䓦䬺䁨䁧㿚䂐䠼䌁䁕䁤䁍䁞䁓䁂㾽 
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D. iWork API 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䁩A͆͆˴e䁬Page͝㾼�eάnote㾼䁈䂆䁱³ͺmɿer͝䃆䂒䂕
䃜䍷䔬䁥䨷䝒䁓䂊䁝䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䨘䗇䁩䁢䁂䁤㾼䁉䁉䂉䨘䗇䁬䃈䃝䃄䃖ー䂐P=a䍷䔬䁩䨮䉤䁗䂉䁑䁦䁩䂆䂈䒳䚕䁗
䂉䫭䡏䁥䁬䁽㾼˔ĩorˬ APu䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽˔ĩorˬ APu䂐䓦䬺䁗䂉䒣㾼䊂䯄䁗䂉˔ĩorˬ䨘䗇䁭䃈䃝䃄䃖ー䂐
䚟䚕䁗䂉䫭䡏䁥A͆͆˴e䂦ー䃁䁩䜴䘺䁓䂊䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁈䂆䁱䡑䬺䁓䂊䂉䩘䭮䁩䖕䁂㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧
ー䁩䠗䟀䂐䜴䘺䁗䂉㾼䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁉䂇䢯䄙䂐䢾䂉䦴䭀䁊䁀䂈䁼䁗㾽 
 
E. Shallow Depth & Pressure機能 
䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䛛䁂䙯䙈䁥䐿䁄䂗䂚ー䂰ー䂓䂠䂷䂔䃄䂷䂔㿙䃈ー䃜䁥䁬䙯䅥㾼䂪䂿ー䂢䃛䃤䂡䁨䁧㿚䁥䓦
䬺䁗䂉䫭䡏䁥䁬䁽㾼䙯䙈䂸ー䂰䂐䃗ー䂧ー䁩䠼䌁䁗䂉䁝䁿䁩ò˄a˴˴oΠ =e͆t˄ Հ Pre͝͝ͺre䊨䤓䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋
䁼䁗㾽䂪䂞䃖ー䃁䂱䂕䃄䃤䂡䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂂㾼䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁥䠴䁿䂇䂊䁤䁂䂉䙯䙈䚐䏑䂐䠄䁆䁝䙯䙈䁥䐿䂍䂊䂉䂗䂚ー
䂰ー䂓䂠䂷䂔䃄䂷䂔䁥䁭䓦䬺䁥䁋䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁥䠴䁿䂇䂊䁤䁂䂉䙯䙈䚐䏑䁬䥽
䄓䣞䁥䁬䁽㾼䙯䙈䂸ー䂰䂐䃗ー䂧ー䁩䠼䌁䁥䁋䁼䁗㾽 
 
F. Now Playing API  
³oΠ P˴aά˔ng APu䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁩䂆䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭䔧䙔䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䘠䩍㾼䊂䯄䁗䂉䃒䂰䂸ー䂰㾼
䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䯄䁗䂉䗗䦾䁈䂆䁱䃞䂥㾼䁨䂇䁱䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁊³oΠ P˴aά˔ng APu䂐䓦䬺䁕䁤䭡䬺
䆻䤓䁩䁗䂉䂤䃤䂷䃤䂵䁼䁝䁭䘠䩍㿙㿥³oΠ P˴aά˔ng䘠䩍㿦㿚䁩�oͺrna˴˔ng òͺgge͝t˔on͝ APu䂐䇥䁕䁤䂓䂠䂬䂪䆻䤓䁩
䁨䂉䁑䁦䂐䭦䇧䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䔧䙔䁊䗐䈀䁬䃆䃚䂡䂐䛆䠴䁕䁨䁂䏑䂈㾼䝗䁬䂸䃊䃞䂴䃂䂂䁛䂊䂇䁬䂓
䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䂆䂉䂀䁬䂐䊈䁿䁝㾼�oͺrna˴˔ng òͺgge͝t˔on͝ APu䂐䇥䁕䁝䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁗䂉ジ䃔ー䂻䃛䃤䂡
䁬䠼䄊䁬䠼䌁䁩䊂䯄䁕䁤㾼³oΠ P˴aά˔ng䘠䩍䁊䓦䬺䁈䂆䁱䧃䔤䁓䂊䂉䘜䑒䁊䁀䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
G. Critical Messaging API 
䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䌸䋣䔜䁩䁈䁂䁤ò¯ò䎆䬜䁥䃒䂴䂬ージ䊨䤓䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䁝䁿䁩䁬䁽㾼6r˔t˔ʄa˴ 
¯e͝͝ag˔ng APu䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䋦䁿䂇䂊䁤䁂䁨䁂䃒䂴䂬ージ䂐䜴䘺䁗䂉䁝䁿䁩㾼䁼䁝䁭䃆
䂔䂴䂨䃤䂡䂂䂪䃂䃑䁬䁝䁿䁩㾼6r˔t˔ʄa˴ ¯e͝͝ag˔ng APu䂐䓦䬺䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁑䂊䁩䁭㾼䂓䃤䂲䂪䃂䃑
䩘䮨䁩䄧䥮䁗䂉䁀䂇䂄䂉䕩䮧䁬䐿䄝㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䧗䡑䛁㾼䧗䚜㾼䂀䁕䁍䁭䄧䩘䁦䁨䂉䐿䄝䂐䊈䁽䁼䁗䁊㾼䁑䂊䂇䁩䏑䂇
䂊䁼䁙䂑㾽A͆͆˴e䁭㾼6r˔t˔ʄa˴ ¯e͝͝ag˔ng APu䂐䓦䬺䁕䁤䜴䘺䁓䂊䁝䃒䂴䂬ージ䁬䆻䬺䚔㾼䚜䈞䚔㾼䘺䭓䚔㾼䁼䁝䁭䡑
䔜䚔䂐䨷䘋䁕䁼䁙䂑㾽 
 
3.3.9 取引およびパス 
A. In-App Purchase API 
un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䁈䂆䁱䊂䯄䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䁭䁗䁷䁤㾼䪒䍶䬁㿙䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤䂐䊈䁽䁼䁗㿚䁈䂆䁱䧘䝋䗇2
㿙un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䁬䭡䬺䁩䊂䁗䂉䧘䆺䘢䎤㿚䁬䘢䎤䁩䖕䁡䁤䁨䁓䂊䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽  
 
B. ウォレット 
䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䃂䂪䁬䇻䥞㾼䁨䂇䁱䁩䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁍䃂䂪䂰䂕䃈u=䁈䂆䁱䂗䂚䃝䂴䂹䁬䓦䬺䁭㾼䪒䍶䬁㿙䃈䃞䂡䃚䃑䭀
䎤䂐䊈䁽䁼䁗㿚䁈䂆䁱䧘䝋䗇5㿙䃂䂪䁩䊂䁗䂉䧘䆺䘢䑋㿚䁬䘢䎤䂐䖻䕣䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽 
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C. Apple Pay API 
㿙˔㿚 A͆͆˴e䁊䗇䫞䁥䋸䆻䁕䁨䁂䏑䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䂆䂈㾼䁼
䁝䁭䁑䂊䂐䎆䬜䁕䁤䐿䁄䓷䨇䁂䕤䝎䁋䂐䅹䈺䁩䁗䂉䫭䡏䁥䁬䁽㾼䁈䂆䁱˔P˄one㾼˔Paʍ㾼䁼䁝䁭A͆͆˴e ĩatʄ˄䄎䈀䁥
䓦䬺䁓䂊䂉䗗䧎䁈䂆䁱䂦ー䃄䂪䂐䑃䣷䁗䂉䁝䁿䁩䁬䁽㾼A͆͆˴e Paά APu䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䁑䁦㾽䋅䋆䂐䦞䁏䂉
䁝䁿㾼䪒第3.3.9条（C）（i）䁭㾼第3.3.1条（C）䁈䂆䁱䂝䂕䂺䃚䂕䃤䂐䊈䁽䁼䁗䁊䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁨䁂㾼un՚A͆͆ 
Pͺrʄ˄a͝e APu䁬䓦䬺䁩䊂䁗䂉䁂䁉䁨䂉䊲䠴䁈䂆䁱䭀䎤䁩䕢䁡䁤䝽䂍䂉䂀䁬䁥䁭䁀䂈䁼䁙䂑㾽䁼䁝㾼䄎䆳䁩䁢䁂䁤䂀䈞䣾
䁕䁤䁍䁞䁓䁂㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊㾼A͆͆˴e Paά APu䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁤䅹䈺䆴䁓䂊䁝䄰䛁䁬䓷䨇䕤䝎䁬䢖䔔䕐䁥䁭䁨䁍㾼䁉䁢㾼䁀
䂇䂄䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䓷䨇䬺䂜ー䂺䁊䭡䬺䁥䁋䁨䁂䁑䁦㾼䁼䁝䁭䧗䚜䎝䒗䁊䐿䂍䂊䂉䁑䁦㿙䂐䊈䁽䁼䁗䁊䁑䂊䂇䁩䏑
䠴䁓䂊䁨䁂㿚䂐䊈䁿㾼䁉䁉䂉䓷䨇䕤䝎䁩䁢䁂䁤䄰䛁䚼䣻䂐䧫䂍䁨䁂䁑䁦䂐䣾䁿㾼䗦䞒䁗䂉䁑䁦㾽䁉䁉䂉䓷䨇䕤䝎䁭㾼䂸
䃊䃞䂴䃂䁦㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䕤䝎䁋䁬䖾䭦䁩䭡䬺䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䍁䐿㾼䆺䫓䡝䍶䬁䇦䕎㾼䂜ー䂺䂾䂴䂹䃠ー䂠㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗
䁬䢖䔔䕐䁦䁬䊀䁥䐿䂍䂊䂉䂀䁬䁥䁀䂈㾼䁉䁢㾼䁉䁉䂉䞀䓏䕐䁦䁬䊀䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁊䡂䎠䁕䁝䍶䬁䂐䖻䕣䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼
䂸䃊䃞䂴䃂䁊䚼䣻䂐䧫䁄䁑䁦㾽䁉䁉䂉䍶䬁䁩䁭㾼A͆͆˴e Paά APu䁬䊨䤓䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁩䊂䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䎝䠴䁩䁢䁂
䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䢯䄙䁕䁤䚼䣻䂐䧫䁄䁑䁦䁩䁨䂉䄰䠴䁬䎳䭡㾼䋆䫅㾼䁼䁝䁭䚐䏑䘢䑋䁊䊈䁼䂊䂉䘜䑒䁊䁀䂉䁑䁦㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁩䖕䁂㾼䁉䁢㾼䄆䛳䁨䩖䩘㿙䮪䁆䁮㾼䂦ー䃁䘕䁥䁬䄉䑑䆴㿚䁥㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉A͆͆˴e Paά 
APu䁬䓦䬺䁬䄰䉯䁦䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤䠼䌁䁓䂊䂉䃈䃚䂕䃊ー䂹䂞ー䂐䨷䝒䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽䂸䃊
䃞䂴䃂䁭㾼˔P˄one䁼䁝䁭˔Paʍ䘕䁩㾼䄉䑑䆴䁓䂊䁤䁂䁨䁂䩖䩘䁥㾼䁂䁉䁨䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䓷䨇䁂䘠䩍䂀䨷䝒䁕䁨䁂
䁑䁦䁩䁢䁂䁤䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽䋅䋆䂐䦞䁏䂉䁝䁿㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼˔P˄one䁼䁝䁭˔Paʍ䘕䁬䁂䁉䁨䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䓷䨇
䁂䘠䩍䂀䧾䑑䁥䁋䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䓷䨇䁂䕤䝎䁋䂐䅹䈺䁩䁗䂉䁑䁦䁩䊂䯄䁕䁨䁂䫭䡏䁥㾼A͆͆˴e Paά APu䂐䏕䁱䖧䁓䁨
䁂䁑䁦㾼䁼䁝䁭㾼䁛䁬䝗A͆͆˴e Paά APu䂐䠗䁖䁤䘠䩍䂐䣷䕤䁕䂆䁄䁦䁕䁨䁂䁑䁦䁩䁢䁂䁤䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽  
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䁊䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䓢䑍䂐䨷䝒䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e Paά APu䂐䓦䬺䁕䁤㾼A͆͆˴e 
Paά䁩䛆䠴䁓䂊䁝䃗ー䂧ー䁬䂜ー䂺䇦䕎䁬䂜ー䂺䁩䜴䌿䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉䁑䁦㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁥A͆͆˴e Paά APu䂐䓦䬺䁗䂉䘜䑒㾼A͆͆˴e 6a͝˄䁊䁛䁄䁕䁝䂓䃈䃛䂢
ー䂨䃘䃤䁊䤰䧞䁓䂊䂉䟁䄬䁬䩘䄬䣞䁥䓦䬺䆻䤓䁥䁀䂉䏑䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭䗗䌦䡏䁩䑒䭦䡏䁨䡸䮖䂐䂀䁡䁤㾼䂺䂞䃖䃒䃤
䂹䁩䖕䁡䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬A͆͆˴e Paά APu䁬䓦䬺䁩䁈䁂䁤㾼A͆͆˴e 6a͝˄䂐䓷䨇䁂䂛䃈䂨䃘䃤䁦䁕䁤䊈䁿䂉䁑䁦䁩䢯䄙
䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
 
㿙˔˔㿚 A͆͆˴e Paά APu䎆䬜䁥䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䓷䨇䕤䝎䂐䅹䈺䁩䁗䂉䄰䉯䁦䁕䁤㾼A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂㿙䂸䃊䃞
䂴䃂䁊䕢䄻䌦䕐㾼䟙䇥䕐䁦䁕䁤䐿䄝䁗䂉䁉㾼䁼䁝䁭A͆͆˴e Paά䁥䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䓷䨇䕤䝎䂐䅹䈺䁩䁗䂉㾼䕢䄻䌦䕐
䁬䂗䂘䃇ページ䂐䧃䔤䁗䂉䁉䂐䫳䂍䁨䁂㿚䁩㾼A͆͆˴e Paάペ䂕䃞ー䂺䂐䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e 
Paάペ䂕䃞ー䂺䂐䕯䁏䕢䂉䒣㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭䄎䆳䁬䔔䑋䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 

՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁊䕢䄻䌦䕐䁦䁕䁤䐿䄝䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䓷䨇䕤䝎䂐䖾䭦䁗䂉䁝䁿䁩㾼䁈䂆䁱䂸䃊
䃞䂴䃂䁊䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䇻䔤䁕䁝䁛䁬䝗䁬䓦䬺䁬䁝䁿䁩㾼䁉䁢㾼䡑䬺䩘䮨䂐䖻䕣䁕䁤䁬䁽㾼A͆͆˴e Paάペ䂕䃞ー䂺䂐
䓦䬺䁥䁋䂉䁑䁦㾽  
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՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁊䟙䇥䕐䁦䁕䁤䐿䄝䁗䂉䘜䑒㾼 
 
㿙a㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䕢䄻䌦䕐䁦䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁦䁬䊀䁬䓷䨇䕤䝎䂐䅹䈺䁩䁗䂉䫭䡏㾼䁈䂆䁱䢖䈊䕤䝎䁬䄰䉯䁦䁕䁤䂸䃊
䃞䂴䃂䔧䙔䁬䟟䨘䂐䉴䭦䁗䂉䫭䡏㿙䮪䁆䁮㾼䂜䂪䂰䃏ー䂦ー䃄䂪䁨䁧㿚䁥䁬䁽㾼A͆͆˴e Paάペ䂕䃞ー䂺䂐䓦䬺䁥䁋䂉䁑䁦㾽 
㿙ɿ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䓷䨇䕤䝎㾼䁈䂆䁱䟟䨘䉴䭦䫭䡏䁬䙵䐿䁩䦴䭀䁨䊥䊀䂐䠄䁆䁤㾼䁑䂊䂇䁬䫭䡏䁥䕷䖏䁓
䂊䁝A͆͆˴e Paάペ䂕䃞ー䂺䂸ー䂰䂐䨷䬗䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽 
㿙ʄ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e Paάペ䂕䃞ー䂺䂐䊈䁽䁼䁗䁊䁑䂊䁩䏑䠴䁓䂊䁨䁂㾼A͆͆˴e Paά APu䎆䬜䁥䕢䢾䁕䁝䂸ー䂰
䂐㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䢖䈊䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䊂䁕䁤䨷䬗䁗䂉䁛䁬䝗䁬䁂䁉䁨䂉䂸ー䂰䁦䂀䎠䑒䁓䁙䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦
㿙䁝䁞䁕㾼䟟䨘䉴䭦䫭䡏䁥䦴䭀䁨㾼䏑䠴䁓䂊䁝䥽䄓䂐䗐䁋䁼䁗㿚㾽䋅䋆䂐䦞䁏䂉䁝䁿㾼䟙䇥䕐䁭㾼䐙䑛䛒䡥䁬䁝䁿㾼䃗ー䂧
ー䃈䃞䃆䂒䂕䃜䁬䐨䟍䂀䁕䁍䁭䌎䆴䁬䁝䁿㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䂐䝩䘎䁦䁕䁤㾼A͆͆˴e Paά APu䎆䬜䁥䕢䢾䁕
䁝䂸ー䂰䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
㿙ʍ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䕤䝎䁬䟙䇥䕐䁥䁀䂉䁑䁦䂐䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䇻䔤䁕㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䫐䛯䂐䟙䇥䕐
䁦䁕䁤䊈䁿䂉䁑䁦䁩䆺䁆䁤㾼A͆͆˴e Paάペ䂕䃒䃤䂹䂨ー䂹䁩䁈䁏䂉䣁䠴䁬䕢䄻䁩䊂䁗䂉㾼䕢䄻䌦䕐䁬䘠䩍䂐䂙䃤䂺䃗ー
䂧ー䁩䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽 
㿙e㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁊䕢䄻䌦䕐䂐䭡䬺䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䛩䠴䁕䁝䕢䄻䌦䕐䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁉䂇䠼䌁䁓
䂊䂉A͆͆˴e Paάペ䂕䃞ー䂺䂐䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䓷䨇䕤䝎䁬䖾䭦䁈䂆䁱䁛䁬䝗䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䇻䔤䁓䂊䁝䓦䬺䫭䡏䁥
䁬䁽㾼䁉䁢㾼䡑䬺䩘䮨䂐䖻䕣䁕䁤䁬䁽㾼䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤䚼䣻䂐䧫䁄䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䒍䠭䏑㾼䪒䍶䬁䁬䊲䠴䁦䢯
䁖䡁䡹䁩䚐䏑䡏䁉䁢A͆͆˴e䂐䨷䏽䁗䂉䘢䎤䁊䊈䁼䂊䂉䩘䡏䐠䝆䮖䁬䁀䂉䗇䫞䁩䂆䂉䍶䬁䂐㾼䢖䈊䕢䄻䌦䕐䁦䡂䎠䁗
䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽䁉䁉䂉A͆͆˴e Paάペ䂕䃞ー䂺䁩䊂䁕䁤䢖䈊䕢䄻䌦䕐䁩䂆䂈䁨䁓䂊䁝䁀䂇䂄䂉䐿䄝䁼䁝䁭䓷䨇
䕤䝎䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䁡䁤䁨䁓䂊䁝䂀䁬䁦䁽䁨䁓䂊䂉䁑䁦㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䢖䈊䕢䄻䌦䕐䁩䆺䁆䁤㾼䁉䁉䂉䐿䄝
㿙䁼䁝䁭䧗䒳䄝㿚䁬䁗䁷䁤䁩䁢䁂䁤A͆͆˴e䁩䝩䁕䁤䚼䣻䂐䧫䁄䁑䁦㾽䪒䍶䬁䄧䥮䂐䐨䚕䁗䂉㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䝕䈂䁬䏆
䄹䁦䁨䂉㾼䢖䈊䕢䄻䌦䕐䁬䒳䄝䁼䁝䁭䧗䒳䄝䁩䁢䁂䁤㾼A͆͆˴e䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤㾼䢖䈊䕢䄻䌦䕐䁬䓦䬺䟘䓽䂐䭀
䋦䁗䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁗䂉䁑䁦㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼A͆͆˴e Paά䁥䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䓷䨇䕤䝎䂐䅹䈺䁩䁗䂉㾼䕢䄻䌦䕐䁬䂗䂘䃇ページ䂐䧃䔤䁗䂉䁊㾼䟙
䇥䕐䁦䁕䁤䂀䕢䄻䌦䕐䁦䁕䁤䂀䐿䄝䁕䁨䁂㿙䁗䁨䂍䁟㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊ĩ�ĩeɿĦ˔eΠ䂐䠗䁖䁤䕢䄻䌦䕐䁬䂲䂘䂴䂠䂓䂗䂹
䂐䃌䂪䂹䁗䂉㿚䘜䑒㾼 
 
㿙a㿚䭦䬜䁬䣸䆶䂐䫳䂍䁘㾼A͆͆˴e Paάペ䂕䃞ー䂺䁩䂓䂠䂬䂪䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽 
㿙ɿ㿚䕢䄻䌦䕐䁬䂗䂘䃇ページ䂐䧃䔤䁗䂉䄎䈀䁬䫭䡏䁥㾼A͆͆˴e Paά䓷䨇䕤䝎䁩䬜䭑䁼䁝䁭䊂䯄䁗䂉䘠䩍䂐䓦䬺䁕䁨䁂
䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䝩䘎䚤䧎䁥A͆͆˴e Paά APu䂐䓦䬺䁗䂉䘜䑒㾼䂗䂘䃇䘕䁬A͆͆˴e Paά䁬䭡䬺䁩䊂䁗䂉䂝䂕䂺䃚䂕䃤㾼䡑
䬺䁓䂊䂉A͆͆˴e Paά䃈䃚䂴䂹䃆䂚ー䃑䂗䂘䃇䁬䭡䬺䊲䬁㾼䁈䂆䁱䊂䯄䁗䂉䍶䬁䁩䖕䁄䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䪒䍶
䬁䁩䁈䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䝩䘎䚤䧎䁥A͆͆˴e Paά APu䂐䓦䬺䁗䂉䘜䑒㾼䂗䂘䃇䘕䁬A͆͆˴e Paά䁬䭡䬺䁩䊂䁗䂉䂝䂕䂺
䃚䂕䃤䁩䁈䁏䂉㿥䂗䂘䃇䂦䂕䂹㿦䁬䄙䪵㾼䁨䂇䁱䁩A͆͆˴e Paά䃈䃚䂴䂹䃆䂚ー䃑䁬䂗䂘䃇䭡䬺䊲䬁䁈䂆䁱䊂䯄䁗䂉䍶䬁䁩
䁈䁏䂉㿥䂗䂘䃇䂦䂕䂹㿦䁬䄙䪵䁩䁭㾼䕢䄻䂐䅹䈺䁩䁗䂉䁝䁿䁩A͆͆˴e Paά APu䂐䓦䬺䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䝩䘎䚤䧎䂀䊈䁼
䂊䁼䁗㾽  

՚ 䪒第3.3.9条（C）䁩䁈䁂䁤䁬䁽㾼㿥A͆͆˴e㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䨥䑜䁩䗀䒥䁗䂉䘜䑒㾼A͆͆˴e Paάment͝ òerΚ˔ʄe͝ 
LL6㿙䗀䒥䟁㿁6900 ĩփ Parmer Laneւ ¾ʷʷ˔ʄe ³oփ A61՚2225ւ Aͺ͝t˔nւ þeΩa͝㿚䂐䄙䪵䁕䁼䁗㾽 
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D. Tap to Pay API 
㿙˔㿚 䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䕢䄻䌦䕐䁩䂆䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䠗䁖䁝䕢䄻䁬䔾䐿䂐䆻䤓
䁩䁗䂉䫭䡏䁥䁬䁽㾼þa͆ to Paά APu䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼þa͆ to Paά APu䁶䁬
䂓䂠䂬䂪䁩䁢䁂䁤A͆͆˴e䁉䂇䎳䏑䂐䢾䁤䁂䁨䁂䏑䂈㾼䢖䈊䂓䂠䂬䂪䂐䐿䁡䁤䁭䁨䂈䁼䁙䂑㾽䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭䔝䂐䣾
䁿㾼䁑䂊䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
՚ A͆͆˴e䁭㾼þa͆ to Paά APu䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁤䅹䈺䆴䁓䂊䁝䄰䛁䁬䕢䄻䁬䢖䔔䕐䁥䁭䁨䁍㾼䁉䁢㾼䁀䂇䂄䂉䓷䨇䁂䬺䂜
ー䂺䁊䭡䬺䁥䁋䁨䁂䁑䁦㾼䁼䁝䁭䧗䚜䎝䒗䁊䐿䂍䂊䂉䁑䁦䂐䊈䁿㿙䁝䁞䁕㾼䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁨䁂㿚㾼䁉䁉䂉䕢䄻䁩䁢䁂
䁤䄰䛁䚼䣻䂐䧫䂍䁨䁂䁑䁦㾽䁉䁉䂉䕢䄻䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁦㾼䕢䄻䌦䕐㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䕢䄻䁬䖾䭦䁩䭡䬺䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂
䁬䎝䒗䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱㾼䆺䫓䡝䍶䬁䇦䕎㾼䂜ー䂺䂾䂴䂹䃠ー䂠㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䢖䔔䕐䁦䁬䊀䁥䐿䂍䂊䂉䂀䁬䁥䁀
䂈㾼䁉䁢㾼䁉䁉䂉䞀䓏䕐䁦䁬䊀䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁊䡂䎠䁕䁝䍶䬁䂐䖻䕣䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䚼䣻䂐䧫䁄䁑䁦㾽䁉
䁉䂉䍶䬁䁩䁭㾼þa͆ to Paά APu䁬䊨䤓䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁩䊂䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䎝䠴䁩䁢䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䢯䄙䁕䁤䚼
䣻䂐䧫䁄䁑䁦䁩䁨䂉䄰䠴䁬䎳䭡㾼䋆䫅㾼䁼䁝䁭䚐䏑䘢䑋䁊䊈䁼䂊䂉䘜䑒䁊䁀䂉䁑䁦㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁩䖕䁂㾼䁉䁢㾼䄆䛳䁨䩖䩘㿙䮪䁆䁮㾼䂦ー䃁䘕䁥䁬䄉䑑䆴㿚䁥㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉þa͆ to 
Paά APu䁬䓦䬺䁬䄰䉯䁦䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤䠼䌁䁓䂊䂉䃈䃚䂕䃊ー䂹䂞ー䁈䂆䁱þþP䂸ー䂰䂐䨷䝒䁗䂉䁑䁦㾽 
䋅䋆䂐䦞䁏䂉䁝䁿䁩䫒䊳䁗䂉䁦㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䎝䒗䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䁦䁕䁤þþP䂸ー䂰䂐䖾䭦䁗䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䁂䁉
䁨䂉䄉䑑䆴䁓䂊䁝þþP䂸ー䂰䂀䧾䑑䁥䁋䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䕢䄻䌦䕐䁩䂆䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁝䕢䄻䁬䔾䐿䂐䆻䤓䁩䁗䂉䁑䁦䁩䊂䯄䁕
䁨䁂䫭䡏䁥㾼þþP APu䂐䏕䁱䖧䁓䁨䁂䁑䁦㾼䁼䁝䁭㾼䁛䁬䝗þþP APu䂐䠗䁖䁤䘠䩍䂐䣷䕤䁕䂆䁄䁦䁕䁨䁂䁑䁦㾽  
 
՚ A͆͆˴e䁭㾼þa͆ to Paά APu䁩䂆䂈䅹䈺䆴䁓䂊䁝䕢䄻䁊䚜䢖䁩䗦䣾䁓䂊䁤䁂䂉䁑䁦䂐䈞䣾䁗䂉䚼䣻䂐䄰䛁䧫䂍䁨䁂
䁑䁦㾽A͆͆˴e䁭㾼䧗䚜䁼䁝䁭䒄䋃䡏䁨䕢䄻䁊䐿䂍䂊䁝䘜䑒䁥䂀㾼䚼䣻䂐䧫䁂䁼䁙䂑㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e Paά䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䤰䧞䁓䂊䂉䟁䄬䁬䩘䄬䣞䁥䓦䬺䆻䤓䁥䁀䂉䏑䂈㾼䗗䌦
䡏䁩䑒䭦䡏䁨䡸䮖䂐䂀䁡䁤㾼䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁩䖕䁡䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬þa͆ to Paά APu䁬䓦䬺䁩䁈䁂䁤㾼A͆͆˴e Paά䂐䓷䨇
䁂䂛䃈䂨䃘䃤䁦䁕䁤䊈䁿䂉䁑䁦㾽 
 
㿙˔˔㿚 A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂㿙䂸䃊䃞䂴䃂䁊䕢䄻䌦䕐䁼䁝䁭䟙䇥䕐䁬䁂䁘䂊䁦䁕䁤䐿䄝䁗䂉䁉䂐䫳䂍䁨䁂㿚䁩㾼þþP
䂸ー䂰䂐䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊þþP䂸ー䂰䂐䕯䁏䕢䂉䒣㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭䄎䆳䁬䔔䑋䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕
䁼䁗㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁊䕢䄻䌦䕐䁦䁕䁤䐿䄝䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭䕢䄻䂐䖾䭦䁗䂉䁝䁿䁩䁬䁽㾼䁈䂆䁱䟟䨘䂐䉴䭦䁗䂉䫭䡏䁥
䁬䁽㾼䁉䁢㾼䁂䁘䂊䁬䘜䑒䂀䡑䬺䩘䮨䂐䖻䕣䁕䁤㾼þþP䂸ー䂰䂐䓦䬺䁥䁋䂉䁑䁦㾽 
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՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁊䟙䇥䕐䁦䁕䁤䐿䄝䁗䂉䘜䑒㾼㿙a㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭䕢䄻䌦䕐䁦䕢䄻䌦䕐䁬䏫䋗䁬䊀䁩䁈䁏䂉䕢䄻䂐䅹䈺䆴
䁗䂉䁝䁿䁩䁬䁽㾼䁈䂆䁱䟟䨘䂐䉴䭦䁗䂉䫭䡏䁥䁬䁽㾼þþP䂸ー䂰䂐䓦䬺䁥䁋䂉䁑䁦㾼㿙ɿ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭䕢䄻䂐䅹䈺䆴䁗䂉
䁝䁿䁩䦴䭀䁨䢖䔔䕐䁩䁬䁽㾼þþP䂸ー䂰䁬䘨䡰䁼䁝䁭䇻䔤䂐䚐䏑䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾼㿙ʄ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭䕢䄻䁬䙵
䐿䁈䂆䁱䟟䨘䉴䭦䫭䡏䁥䦴䭀䁨䊥䊀䂐䠄䁆䁤㾼þþP䂸ー䂰䂐䨷䬗䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁨䁂䁑䁦㾼䁨䂇䁱䁩㿙ʍ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼
þþP䂸ー䂰䂐䊈䁽䁼䁗䁊䁑䂊䁩䏑䠴䁓䂊䁨䁂㾼þa͆ to Paά APu䎆䬜䁥䕢䢾䁕䁝䂸ー䂰䂐㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䕢䄻䁩䊂䬨䁗
䂉䕢䄻䌦䕐䁼䁝䁭䕢䄻䌦䕐䁬䏫䋗䁩䊂䁕䁤䨷䬗䁗䂉䁛䁬䝗䁬䁂䁉䁨䂉䂸ー䂰䁦䂀䎠䑒䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁨䁂䁑䁦㿙䁝䁞
䁕㾼䕢䄻䁬䅹䈺䆴䁈䂆䁱䟟䨘䉴䭦䫭䡏䁥䦴䭀䁨㾼䏑䠴䁓䂊䁝䥽䄓䂐䗐䁋䁼䁗㿚㾽䋅䋆䂐䦞䁏䂉䁝䁿䁩䫒䊳䁗䂉䁦㾼䟙䇥
䕐䁭㾼䐙䑛䛒䡥䁬䁝䁿㾼䕢䄻䌦䕐䁬䏫䋗䃈䃞䃆䂒䂕䃜䁬䐨䟍䂀䁕䁍䁭䌎䆴䁬䁝䁿㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䕢䄻䌦䕐䁬䏫䋗䂐䝩䘎
䁦䁕䁤㾼þa͆ to Paά APu䎆䬜䁥䕢䢾䁕䁝䂸ー䂰䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁊䎝䒗䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䁦䁕䁤䐿䄝䁕䁨䁂䘜䑒㾼㿙˔㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭䎝䒗䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䁦䍶䬁䂐䡂䎠
䁕㾼㿙˔˔㿚䢖䈊䎝䒗䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䁊㾼䕢䄻䂐䖾䭦䁗䂉䫭䡏㿙䧗䚜䎲䟀䂦ー䃄䂪䁬䡑䬺䁊䊈䁼䂊䂉䘜䑒䁊䁀䂈䁼䁗㿚䁥
䁬䁽㾼䁈䂆䁱䟟䨘䂐䉴䭦䁗䂉䫭䡏䁥䁬䁽㾼䁉䁢㾼䁂䁘䂊䁬䘜䑒䂀䡑䬺䩘䮨䂐䖻䕣䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䕢䢾䁕䁝þþP䂸ー
䂰䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䂐䈞䔾䁩䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽䋅䋆䂐䦞䁏䂉䁝䁿䁩䫒䊳䁗䂉䁦㾼䢖䈊䎝䒗䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䁭
䂸䃊䃞䂴䃂䁬䞀䓏䕐䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䁥䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊䕢䄻䌦䕐䁥䁀䂉䁉䟙䇥䕐䁥䁀䂉䁉䁩䊂䂍䂇䁘㾼䂸䃊䃞䂴䃂
䁉䂇䂸䃊䃞䂴䃂䁬䎝䒗䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䁩䡢䜴䁓䂊䁝þþP䂸ー䂰䁩䊂䁕䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁬䎝䒗䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䁩
䂆䂈䁨䁓䂊䁝䁀䂇䂄䂉䐿䄝䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䁡䁤䁨䁓䂊䁝䂀䁬䁦䁽䁨䁓䂊䂉䁑䁦㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬
䎝䒗䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䁩䆺䁆䁤㾼䁉䁉䂉䐿䄝㿙䁼䁝䁭䧗䒳䄝㿚䁬䁗䁷䁤䁩䁢䁂䁤A͆͆˴e䁈䂆䁱䕢䄻䌦䕐䁬䏫䋗䁩䝩䁕
䁤䚼䣻䂐䧫䁄䁑䁦㾽 
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁊䟙䇥䕐䁥䁀䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䓦䬺䁗䂉䕢䄻䌦
䕐䁊䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁩䖕䁡䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䓦䬺䁕䁤䕢䄻䂐䔾䐿䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉䛯䁩㾼䢖䈊䈖䕢䄻䌦䕐
䁊þa͆ to Paά P˴atʷorm䭡䬺䊲䬁䁩䗦䞒䁈䂆䁱䢯䄙䁕䁤䁂䂉䁑䁦䂐䈞䣾䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊䕢䄻
䌦䕐䁥䁀䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁥䕢䄻䂐䔾䐿䁗䂉䛯䁩㾼þa͆ to Paά P˴atʷorm䭡䬺䊲䬁
䁩䗦䞒䁈䂆䁱䢯䄙䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽 
 
A͆͆˴e䁭㾼䁛䁬䔧䬜䒡䮓䁥㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩þa͆ to Paά APu䂐䓦䬺䁗䂉䎳䏑䂐䠼䌁䁙䁘㾼䁉䁢㾼䁂䁢䁥䂀䁉䁉䂉䎳䏑䂐
䕢䂈䗴䁗䎳䭡䂐䭸䨷䁕䁼䁗㾽 
 
3.3.10 その他のサービスまたはソフトウェア 
A. 追加のサービスまたはプレリリース版ソフトウェア 
A͆͆˴e䁭䙹䔜㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䯄䁕䁤䭡䬺䁗䂉䁝䁿䁩㾼䁼䁝䁭䧄䆸䫭䡏䁥䂙䃤䂺䃗ー䂧
ー䁦䁕䁤䭡䬺䁗䂉䁝䁿䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠕䆺䁬䂦ー䃄䂪䁼䁝䁭䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䠼䌁䁗
䂉䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽䁑䂊䂇䁬䟘䁩䁭㾼䪒䍶䬁䁬䁹䁉㾼䨫䡳䠴䁿䂉䘢䎤䁬䡑䬺䂐䕯䁏䂉䂀䁬䂀䁀䂈㾼䁛䁬䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂
䁩䂆䂉䭡䬺䁭㾼䢖䈊䘢䎤䁬䡑䬺䂐䕯䁏䂉䁑䁦㾽䢖䈊䂦ー䃄䂪䁼䁝䁭䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁭㾼䁗䁷䁤䁬䏐䏻䁥㾼䁼䁝䁭䁗䁷䁤䁬䑜
䂀䁕䁍䁭䟁䄬䁥䭡䬺䆻䤓䁥䁀䂉䁦䁭䏑䂇䁘㾼䁼䁝A͆͆˴e䁭㾼䁛䂊䂇䁊䣁䠴䁬䟁䄬䁥䁬䭡䬺䁩䡑䁕䁤䁂䂉䁑䁦䂂䭡䬺䆻䤓
䁥䁀䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䁂䁉䁨䂉䧃䫒䂀䁕䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊䢖䈊䂦ー䃄䂪䁼䁝䁭䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁩䂓䂠䂬䂪䁗
䂉䁑䁦䂐䛩䞊䁗䂉䏑䂈䁩䁈䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭䔧䥞䡏䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䂀䁬䁦䁕㾼䏍䟁䁬䩘䮨䂐䁭䁖䁿䁦䁕䡑䬺䁓䂊䂉䁀䂇
䂄䂉䩘䮨䂐䖻䕣䁗䂉䚼䣻䂐䧫䞧䁗䂉䁑䁦㾽䢖䈊䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁩A͆͆˴e䁬aaʄeþ˔me䁼䁝䁭䃒䂴䂬ージ䊨䤓䁊䊈䁼䂊䂉䘜
䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉䊨䤓䂐䓦䬺䁗䂉䒣㾼䢖䈊䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱䊨䤓䁬䠼䌁䁈䂆䁱䇱䮐䁬䁝䁿㾼䡩䯤䦃䑑䁈䂆䁱䂸
䃊䃞䂴䃂䁬䣾䠴䂷䂪䂹䃗䂼䂴䂹䁦䛃䝎䁓䂊䁝䂸䃁䂕䂪䁬䔭䨫䓰㾼䁨䂇䁱䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁊䠼䖧䁕䁝F䃒ー䃜䂓䂺䃝䂪䁼䁝䁭
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A͆͆˴e Aʄʄoͺnt䘠䩍䂐㾼A͆͆˴e䁊䓦䬺䁈䂆䁱䨷䔛䁗䂉䘜䑒䁊䁀䂉䁑䁦䂐䣾䁿㾼䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂐䠗䁖
䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䂠䂬䂪䂐䆻䤓䁩䁗䂉䂦ー䃄䂪䁭㾼䞀䓏䕐䁉䂇䠼䌁䁓䂊䂉䘜䑒䁊䁀䂉䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䢖䈊䞀䓏䕐䂦ー
䃄䂪䁼䁝䁭A͆͆˴e䁬䠼䌁䁗䂉䁀䂇䂄䂉䂦ー䃄䂪䁩䁢䁂䁤㾼A͆͆˴e䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䂐䁭䁖䁿䁦䁗䂉䁛䁬
䝗䁬䕐䁩䝩䁕䁤䄰䛁䁬䚼䣻䂐䧫䂍䁨䁂䁑䁦䂐䣾䁿䂉䁑䁦㾽A͆͆˴e䁈䂆䁱䁛䁬䃚䂕䂬䃤䂦ー䁭㾼䙹䔜㾼䂦ー䃄䂪䁶䁬䂓䂠䂬䂪
䂐䨮䐥㾼䟘䓽㾼䒴䗐㾼䁼䁝䁭䫇䐉䆴䁗䂉䎳䭡䂐䬗䁗䂉䁑䁦㾽䁂䁉䁨䂉䘜䑒䁩䂀㾼A͆͆˴e䁭㾼䁉䁉䂉䂦ー䃄䂪䁩䝩䁗䂉䂓䂠䂬䂪
䁬䒴䗐䁼䁝䁭䫇䐉䆴䁩䁢䁂䁤㾼䄰䛁䚼䣻䂐䧫䂍䁨䁂䁑䁦㾽䁓䂇䁩㾼䢖䈊䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䁬䗗䬺䃛䃛ー䂪䔜䁩㾼䁼
䁝䁭A͆͆˴e䁊䋦䁿䂉䘜䑒䁭䁛䂊䂆䂈䂀䛯䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁋㾼䧄䆸䁬䁝䁿㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁦䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴
䃂䁩䠼䌁䁓䂊䁝䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁬䁗䁷䁤䁬䓦䬺䂐䟘䓽䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽 
 
B. Googleセーフブラウジングサービス 
䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂐䠗䁖䁤doog˴e䂬ー䃆䃇䃚䂗ジ䃤䂡䂦ー䃄䂪䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䘜
䑒㾼䢖䈊䂓䂠䂬䂪䁩䁭㾼˄tt͆͝օՍՍʍeΚe˴o͆er͝փgoog˴eփʄomՍ͝aʷeɿroΠ͝˔ngՍterm͝䁩䊲䠴䁓䂊䁤䁂䂉doog˴e䁬䂦
ー䃄䂪䘢䎤䁊䡑䬺䁓䂊䂉䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊䢖䈊䂦ー䃄䂪䘢䎤䁩䢯䄙䁕䁨䁂䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁥
doog˴e䂬ー䃆䃇䃚䂗ジ䃤䂡䂦ー䃄䂪䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁘㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉䓦䬺䁊䢖䈊䂦ー䃄䂪䘢䎤䁶
䁬䢯䄙䂐䄙䪵䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤䣾䁿㾼䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽 
 
4. プログラム要件または契約条項の䨮䐥 
A͆͆˴e䁭㾼䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤䁼䁝䁭䪒䍶䬁䁬䘢䑋䂐㾼䁂䁢䁥䂀䨮䐥䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䙃䛆䁼䁝䁭䕼䚜䁓䂊
䁝䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤䁊㾼A͆͆ òtore䁼䁝䁭䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺䎆䬜䁥䁗䁥䁩䤰䧞䁓䂊䁝䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩㾼
姚䋟䡏䁩䡑䬺䁓䂊䂉䁑䁦䁭䁀䂈䁼䁙䂑㾽䁝䁞䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊䁂䁢䁥䂀䙃䛆䁼䁝䁭䕼䚜䁕䁝䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤
䁩䑒䟉䁕䁨䁂䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐㾼A͆͆ òtore䁼䁝䁭䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺䁉䂇䒴䗐䁗䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁋㾼
䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼A͆͆˴e䘋䫒䗇㾼䁼䁝䁭䁗䁷䁤䁬䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䂐䎇䝎䁗䂉䁝䁿䁩㾼䂸䃊䃞䂴
䃂䁭㾼䙃䁕䁂䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤㾼䁼䁝䁭䪒䍶䬁䁬䙃䁕䁂䘢䑋䂐䗦䞒䁕㾼䁑䂊䁩䢯䄙䁗䂉䦴䭀䁊䁀䂈䁼䁗㾽䙃䁕䁂䃈䃞䂡䃚䃑
䭀䎤䁼䁝䁭䙃䁕䁂䍶䬁䘢䑋䁶䁬䢯䄙䁊䐿䂍䂊䁨䁂䘜䑒㾼A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼A͆͆˴e䘋䫒
䗇㾼䁈䂆䁱䁀䂇䂄䂉䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䂐䠮䓽䁼䁝䁭䖂䮂䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁛䁬䂆䁄䁨䙃䁕䁂䍶䬁䘢䑋䁼䁝䁭䃈䃞䂡
䃚䃑䭀䎤䁬䗦䞒䂐㾼䡩䓰䡏䕤䞼㿙䂸䃊䃞䂴䃂䁊䃍䂴䂠䂪䁩䂲䂘䂴䂠䃏ー䂠䂐䧘䁏䂉䁑䁦㾼䁼䁝䁭㿥䢯䄙䁗䂉㿦䂀䁕䁍䁭䮧䔕
䁬䃍䂰䃤䂐䂠䃛䂴䂠䁗䂉䁑䁦䂐䊈䁽䁼䁗䁊䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚䁩䂆䂈䔤䁗䁑䁦䁊䁥䁋䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼
䁗㾽䪒䘢䁭㾼A͆͆˴e䁬第5条（Apple証明書；取消し）䁩䊙䁣䁍䎳䭡䁩䅠䌠䂐䬨䁆䂉䂀䁬䁥䁭䁀䂈䁼䁙䂑㾽 
 
5. Apple証明書；取消し 
5.1 証明書の要件 
䁗䁷䁤䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䣾䠴䂷䂪䂹䃗䂼䂴䂹䂂䡱䯠䂸䃁䂕䂪䁩䂕䃤䂪䂹ー䃜䁓䂊䂉䁝䁿㾼䁼䁝䁭A͆͆ òtore㾼䂜䂪䂰
䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺㾼䁼䁝䁭þe͝ta˴˔g˄t䎆䬜䁥䁬䤰䧞䬺䁩A͆͆˴e䁩䠼䖧䁓䂊䂉䁝䁿䁩䁭㾼A͆͆˴e䘋䫒䗇䁩䂆䂉䗆䫐䂐䕯䁏
䂉䦴䭀䁊䁀䂈䁼䁗㾽䢯䬶䁩㾼䁗䁷䁤䁬䃂䂪䁭㾼䂗䂚䃝䂴䂹䁥䣾䔭䁈䂆䁱䗦䣾䁓䂊䂉䁝䁿㾼A͆͆˴e䘋䫒䗇䁩䂆䂉䗆䫐䂐䕯䁏
䂉䦴䭀䁊䁀䂈䁼䁗㾽òaʷar˔䈘䟳䊨䤓䁭㾼maʄ¾ò䘕䁬òaʷar˔䁥䔾䐿䁗䂉䁝䁿䁩㾼A͆͆˴e䘋䫒䗇䁩䂆䂉䗆䫐䂐䕯䁏䂉䦴
䭀䁊䁀䂈䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼maʄ¾ò䘕䁬òaʷar˔䎆䬜䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂦䂕䂹䁬䁝䁿䁬䢖䈊䠗䟀䁬䕯䘺䁩䢯䄙䁕䁝䃗ー
䂧ー䁬maʄ¾ò䂸䂪䂠䂹䂴䃈䁩䝩䁕㾼òaʷar˔䃈䂴䂨䃖䠗䟀䂐䜴䘺䁗䂉䁝䁿䁩䂗䂘䃇䂦䂕䂹u=䂐䓦䬺䁗䂉䦴䭀䁊䁀䂈䁼䁗㾽
䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䍶䬁䁈䂆䁱䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁥䠴䁿䂉䁛䁬䝗䁬䫭䡏䁥㾼䝗䁬A͆͆˴e䘋䫒䗇䁈䂆䁱䂞ー䂐䕢䢾䁗䂉䁑䁦
䂀䁥䁋䁼䁗㾽  
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䄎䘕䁩䊂䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭A͆͆˴e䁩䝩䁕㾼䔝䁬㿙a㿚䁉䂇㿙e㿚䁩䠴䁿䂉䔔䑋䂐䧃䫒䁈䂆䁱䨷䘋䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
㿙a㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䘋䫒䗇㾼䂞ー㾼䁼䁝䁭䃈䃞䃄ジ䃘䂼䃤䂡䃈䃞䃆䂒䂕䃜䁬䠗䘟䢮䒳䁩䉞䗵䁗䂉䐿䄝䂐䐿䂍䁨䁂䁑䁦㾽  
㿙ɿ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䋸䆻䂐䕯䁏䁤䁂䁨䁂䕐䁼䁝䁭䜆䘲䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬A͆͆˴e䘋䫒䗇䁈䂆䁱䂞ー䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䁑䁦䂐䬦
䩿䁗䂉䚼䣻䂐䞤䣆䁥䧫䁄䁦䌆䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬A͆͆˴e䘋䫒䗇䁈䂆䁱䂞ー䂐䯔䁆䁂䁉䂇䨷䏽䁗䂉䁝䁿䁩䔧䙔䁬䒍䛰䁬䡸
䮖䂐䨇䁄䁑䁦㿙䮪䁆䁮㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆ òtore䤰䧞䬺䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬A͆͆˴e䘋䫒䗇䂐㾼䞀䓏䕐䁊䓦䬺䁥䁋䂉䂆䁄䁩
䂠䃚䂗䂺䃛䃎ジ䂹䃛䁩䂓䂴䃈䃞ー䂺䁕䁨䁂䁑䁦㿚㾽  
㿙ʄ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁛䁬A͆͆˴e䘋䫒䗇䁼䁝䁭䂞ー䁊䯔䅦䁕䁝䁦䐸䁆䂉䭦䬜䁊䁀䂉䘜䑒䁭㾼䠋䁟䁩A͆͆˴e䁩䗇䫞䁥䠗䟀䁗
䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽 
㿙ʍ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䃈䃞䂡䃚䃑䁩䊙䁣䁋䠼䌁䁓䂊䁝A͆͆˴e䘋䫒䗇䁼䁝䁭䂞ー䂐㾼䞀䓏䕐䁩䠼䌁䁼䁝䁭䘨䡰䁕䁨䁂䁑
䁦㾽䁝䁞䁕㾼䪒䍶䬁䁬䊲䠴䁩䖕䁂㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䁝䁿䁩㾼䁉䁢䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁼䁝䁭䪒䍶䬁䁥A͆͆˴e䁩䂆䁡䁤䫒䔤䡏䁩䋸䆻
䁓䂊䁝䏑䠴䥽䄓䁥䁬䁽㾼䁛䂊䂇䂐䓦䬺䁗䂉䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䂐䗐䁋䁼䁗㿙䮪䁆䁮㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆ òtore䁶䁬䤰
䘺䁼䁝䁭䠼䖧䁬䁝䁿䁩䓦䬺䁓䂊䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬A͆͆˴e䘋䫒䗇䂐㾼䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䁩䠼䌁䁼䁝䁭䘨䡰䁗䂉䁑䁦䂐䌵
䁖䂇䂊䁤䁂䁼䁗㿚㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬A͆͆˴e䘋䫒䗇䂐㾼䞀䓏䕐䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䃂䂪㾼䈘䟳䊨䤓㾼䠗䟀㾼
䔾䜲㾼䁼䁝䁭䂦䂕䂹䁩䗆䫐䁗䂉䁝䁿䁩䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽 
㿙e㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊䋸䆻䁗䂉䠗䂈䁩䁬䁽㾼䁉䁢㾼䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁩䖕䁡䁤㾼䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁋䠼䌁䁓䂊䁝A͆͆˴e䘋䫒
䗇䁼䁝䁭䂞ー䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦㾽 
㿙ʷ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䃈䃞䂡䃚䃑䁩䊙䁣䁋䠼䌁䁓䂊䂉A͆͆˴e䘋䫒䗇䂐㾼䪒䃈䃞䂡䃚䃑䁩䁈䁂䁤䔤䁓䂊䁤䁂䂉䠗䂈䁩㾼䁼䁝䁭
䁛䁬䝗A͆͆˴e䁊䋸䆻䁗䂉䠗䂈䁩㾼䁉䁢㾼䪒䍶䬁䁩䖕䁡䁤䁬䁽㾼䂷䂪䂹㾼A͆͆˴e䁶䁬䠼䖧㾼¯=¯㾼䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭䡱䯠䂸䃁䂕
䂪䂀䁕䁍䁭䣾䠴䂷䂪䂹䃗䂼䂴䂹䁥䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁬䏑䠴䡏䁨䤰䧞䂐䐿䁄䁝䁿䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䁩䗆䫐䁗䂉䁑䁦㾼䂸䃊䃞䂴
䃂䁬òaʷar˔䈘䟳䊨䤓䁩䗆䫐䁗䂉䁑䁦㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂦䂕䂹䁬䡱䯠䃁䃤䂺䃜䁩䗆䫐䁗䂉䁑䁦㾼AP³䂦ー䃄䂪䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䁑
䁦㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䗆䫐䁗䂉䁑䁦䁬䁽䂐䫭䡏䁦䁕䁤䓦䬺䁗䂉䁑䁦㾽䛯䊳䁩䝩䁗䂉䏑䠴䡏䁨䮪䈀䁦䁕
䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䁩䝩䁕㾼A͆͆˴e䥞䐿䁬䇻䥞䘋䫒䗇䁥䗆䫐䁗䂉䁝䁿䁩㾼˔¾ò㾼
Πatʄ˄¾ò㾼˔Paʍ¾ò㾼tΚ¾ò㾼䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭Κ˔͝˔on¾ò䂐䢋䒢䁕䁝A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䘕䁥㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䁝䁿䁩䂸䃊䃞
䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂷䂪䂹䂐䔾䓺䁓䁙䂉䫭䡏䁥䁬䁽㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䨃䙾䁬䃁ージ䃘䃤䂐䠼䌁䁗䂉䁑
䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁝䁞䁕㾼䁉䁉䂉䂷䂪䂹䁭䁗䁷䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䁩䂆䁡䁤䣞䧶䡏䁩䐿䂍䂊䂉䂀䁬
䁥䁀䂈㿙䮪䁆䁮㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䈀䧶䁩䤰䘺䁕䁨䁂䁨䁧㿚㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䁉䁉䂉
䂷䂪䂹䁬䔾䓺䏴㾼䑒䭦䡏䁨䊥䊀䣞䁩䒴䗐䁓䂊䂉䦴䭀䁊䁀䂈䁼䁗㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䁊㾼
䁉䁉䂉䂷䂪䂹䂦ー䃄䂪䁬䔾䓺䁩䂆䁡䁤䕢䢾䁓䂊䁝䂸ー䂰䂐㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䚔䤓䁩䊂䁗䂉䘠
䩍䂐䠼䌁䁗䂉䫭䡏䁥䁬䁽䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁋㿙䮪䁆䁮㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤
䁬䂷䂪䂹䎠䇃䁦㾼䁛䁬䝗䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂷䂪䂹䎠䇃䁦䂐䢝䑒䁗䂉䁑䁦䁭䌵䓽䁓䂊䂉䁑䁦䁨䁧㿚㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁩䝩䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬òaʷar˔䈘䟳䊨䤓㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂦䂕
䂹䁬䡱䯠䃁䃤䂺䃜㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䁩䡑䬺䁓䂊䂉㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䕢䃼䚤䧎䂀䁕䁍䁭䝩䘎䚤䧎䁩䊈䁼䂊
䂉㾼䞀䓏䕐䁬䂤ー䂺䂀䁕䁍䁭a¾òò䁩䡑䬺䁓䂊䂉䃚䂕䂬䃤䂪䘢䑋䁊㾼䃈䃞䂡䃚䃑䁬䂸ジ䂰䃜䗆䫐㾼䂤䃤䂷䃤䂵䁬䨷䏽㾼䁼
䁝䁭䃈䃞䂡䃚䃑䂀䁕䁍䁭䪒䍶䬁䁬䘢䑋㾼䘢䎤㾼䂀䁕䁍䁭䭀䎤䁦䄰䟉䁕㾼䁛䂊䂇䁦䫉䖸䁗䂉䂀䁬䁥䁭䁨䁂䁑䁦䂐䧃䫒䁕㾼䨷
䘋䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䣁䁩㾼䛯䊳䁬䃚䂕䂬䃤䂪䘢䑋䁊㾼A͆͆˴e㿙䁼䁝䁭䁛䁬䝽䭦䙙㿚䁩䝩䁕䁤㾼A͆͆ òtore䂐䊈䁾㾼A͆͆˴e
䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁬䄰䧶䁦䁕䁤䭡䬺䁓䂊䂉㾼䂬䂞䃖䃛䂷䂔䂮䃛䃖ー䂨䃘䃤㾼䂸ジ䂰䃜䗆䫐䂀䁕䁍䁭䂸ジ䂰䃜䟨䒳䎳䉴䭦䃒䂜䂼䂫
䃑㾼䁼䁝䁭䂬䂞䃖䃛䂷䂔䁩䊂䁗䂉㾼䂞ー㾼䣾䘋䂤ー䂺㾼䃒䂮䂴䂺㾼䕤䖽㾼䂸ー䂰㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䘠䩍䁬䇻䔤䁼䁝䁭䠼䌁䂐䭀
䋦䁗䂉䕫䓻䁥䁭䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊䘕䖩䁕䁝䣞䬯䁩䊂䁗䂉䧗䄰䟉䁼䁝䁭䠻䘵䂐䥞䎼䁕䁝䘜䑒䁭㾼䂸䃊䃞䂴
䃂䁭䁛䁬䓻䂐䠋䁟䁩A͆͆˴e䁩䠗䟀䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕㾼䁼䁝㾼䢖䈊䫳䞂䂐䇧䎝䁗䂉䁝䁿䁩A͆͆˴e䁦䌈䮖䁗䂉䂀
䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊㾼䫳䞂䁦䁨䁡䁝䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䃂䂪䁬䤰䧞䂐䠋䁟䁩䟘䓽䁗䂉䁑䁦
䁊䁥䁋㾼䁼䁝㾼A͆͆˴e䁊䑒䭦䡏䁩䪲䝈䁬䁂䁍䂆䁄䁩䢖䈊䫳䞂䁊䇧䎝䁓䂊䂉䁼䁥㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁉䂇䁬䄎䏴䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘
䃤䁼䁝䁭䃂䂪䁬䠼䖧䁬䕯䭦䂐䋖䆳䁗䂉䁑䁦䁊䁀䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤䣾䁿㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  



 
Program Agreement  ページ 49 

 

5.2 信頼した当事者の証明書  
A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁭㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂀䁕䁍䁭A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁩䂆䂉䗦䣾䂐䢾䂉䁝䁿䁩㿙䮪
䁆䁮㾼A͆͆˴e Paά䁨䁧㿚㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁗䂉䘠䩍䠼䌁䁩䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩㿙䮪䁆䁮㾼䕢䄻䁬䮕䕷䗇㾼A͆͆ Atte͝t
䁬䕯䮕䗇䁨䁧㿚㾼A͆͆˴e䘋䫒䗇䁼䁝䁭䞀䓏䕐䁬䘋䫒䗇䁬䁂䁘䂊䁉䁬䂸ジ䂰䃜䘋䫒䗇䂐䋸䆻䁗䂉䊨䤓䚔䂐䊈䁾䁑䁦䁊䁀
䂈䁼䁗㾽䁛䂊䂇䂐䘺䭓䁗䂉䛯䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䁉䂇䕯䮕䁗䂉䁀䂇䂄䂉䘋䫒䗇䁼䁝䁭䮕䕷䗇䁬䬗䐉䚔䂐䎲䘋䁗䂉䁑
䁦䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䚼䣻䁥䁗㿙䮪䁆䁮㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䓦䬺䁕䁤䂤䃤䂷䃤䂵䂐䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩
䤰䧞䁗䂉䛯䁩㾼A͆͆˴e䁉䂇䣍䁂䁝䕯䮕䗇䁩䁢䁂䁤䎲䘋䁗䂉䦴䭀䁊䁀䂈䁼䁗㿚㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉䘋䫒䗇䁈䂆䁱䕯䮕
䗇䂐䘺䭓䁗䂉䁑䁦䁩䊂䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䥬䞹䁩䁢䁂䁤㾼䞤䣆䁥䚼䣻䂐䧫䁂㾼䁉䁢㾼A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼A͆͆˴e㿙䁼䁝
䁭䞀䓏䕐㿚䁉䂇䣍䁍䁉䁉䂉䘋䫒䗇䂀䁕䁍䁭䕯䮕䗇䁬䎲䘋䁊䁥䁋䁨䁂䘜䑒㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䘋䫒䗇䁼䁝䁭䁛
䁬䝗䁬䂸ジ䂰䃜䘋䫒䗇䂐䘺䭓䁗䂉䘜䑒䁩㾼䁂䁉䁨䂉䚼䣻䂀䧫䁂䁼䁙䂑㾽  
 
5.3 macOS⽤の公証アプリケーション  
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬maʄ¾ò䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䐇䘋䂐䢾䂉䁝䁿䁩㾼A͆͆˴e䁬䂸ジ䂰䃜䐇䘋䂦ー䃄䂪䁩䝩䁕䁤㾼
䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䐇䘋䬺䁬䂸ジ䂰䃜䃆䂒䂕䃜㿙䄎䆳㿥チケット㿦䁦䁂䁂䁼䁗㿚䂐䚨䋦䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼
䁑䁬䂲䂢䂴䂹䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁬A͆͆˴e䘋䫒䗇䁦䌆䁩䓦䬺䁕䁤㾼maʄ¾ò䘕䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䗆䫐䁈䂆䁱
䃗ー䂧ー䝧䏃䁬䇱䛰䂐䙩䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁑䁬䂲䂢䂴䂹䂐A͆͆˴e䁬䂸ジ䂰䃜䐇䘋䂦ー䃄䂪䁩䚨䋦䁗䂉
䁝䁿㾼䎇䝎䡏䁨䂬䂞䃖䃛䂷䂔䂲䂘䂴䂠䂐䫭䡏䁦䁕䁤㾼A͆͆˴e䁬䂸䃊䃞䂴䃂䂵ー䃜㿙䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䭀䋦䁓䂊䁝䓣䜆䁽㿚䂐䬺
䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐A͆͆˴e䁩䂓䂴䃈䃞ー䂺䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂈䁼䁙䂑㾽䁑䁄䁕䁝䎇䝎䡏䁨䂬䂞䃖䃛䂷䂔䂲䂘
䂴䂠䁩䁭㾼䃏䃜䂗䂘䂓㾼䁛䁬䝗䁬䬗䈂䂀䁕䁍䁭䋅䂍䁕䁂䂤ー䂺䂂䂤䃤䃎ー䂾䃤䂹㾼䁼䁝䁭䂬䂞䃖䃛䂷䂔䘕䁬䚯䕟䚔䂐䎲䖧䁗
䂉䁝䁿䁬㾼A͆͆˴e䁩䂆䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䔧䢮䂪䂞䃔䃤㾼䔧䢮䂷䂪䂹㾼䁈䂆䁱䔧䢮䨌䚶䁊䊈䁼䂊䁼䁗㾽䁓䂇
䁩㾼䏑䠴䡏䁨䘤䌖䁩䁈䁂䁤䁭㾼䢯䬶䁬䫭䡏䁬䁝䁿㾼A͆͆˴e䁩䂆䂉䂸䃊䃞䂴䃂䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䕤䢮䁬䋁䖨䠂䒀䁊䊈䁼
䂊䂉䆻䤓䚔䁊䁀䂈䁼䁗㾽䁑䁬䂸ジ䂰䃜䐇䘋䂦ー䃄䂪䁬䁝䁿䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐A͆͆˴e䁩䂓䂴䃈䃞ー䂺䁗䂉
䁑䁦䁥㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊㾼䁉䁉䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䝩䁕䁤㾼䃏䃜䂗䂘䂓䁼䁝䁭䝗䁬䬗䈂䁼䁝䁭䋅䂍
䁕䁂䂤ー䂺䂂䂤䃤䃎ー䂾䃤䂹䁬䎲䖧䂐䫭䡏䁦䁕䁤㾼䂬䂞䃖䃛䂷䂔䂲䂘䂴䂠䂐䔾䓺䁗䂉䘜䑒䁊䁀䂉䁑䁦㾼䁈䂆䁱㾼A͆͆˴e䁊㾼䢯
䬶䁬䫭䡏䁬䁝䁿㾼䂬䂞䃖䃛䂷䂔䂲䂘䂴䂠䂐䎇䝎䁗䂉䁝䁿䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䨷䔛䁕㾼䓦䬺䁗䂉䘜䑒䁊䁀䂉
䁑䁦䁩䢯䄙䁕䁝䁑䁦䁩䁨䂈䁼䁗㾽 
 
A͆͆˴e䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䗆䫐䂐䣾䘋䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䒍䖿䁬䂬䂞䃖䃛䂷䂔䂲䂘䂴䂠䁩䑒䈚䁕䁝䘜䑒㾼
A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤㾼A͆͆˴e䘋䫒䗇䁦䌆䁩䓦䬺䁗䂉䂲䂢䂴䂹䂐䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭䁛䁬䔧䬜䒡
䮓䁥䂲䂢䂴䂹䂐䥞䐿䁗䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁕䁼䁗㾽䁼䁝㾼A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䃏䃜䂗䂘䂓㾼䁼䁝䁭䃳䄙䁊
䁀䂉㾼䋅䂍䁕䁂㾼䂀䁕䁍䁭䬗䈂䁨䂤ー䂺䂂䂤䃤䃎ー䂾䃤䂹䂐䊈䂑䁥䁂䂉㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䙔䏅䂐䘋䫒䁗䂉䗆䫐䁩䫳䞂
䁊䁀䂉䁦A͆͆˴e䁊䘺䁖䂉䁩䝈䂉䭦䬜㾼䁼䁝䁭䑒䭦䡏䁨䋅䁂䁊䁀䂉䘜䑒㾼A͆͆˴e䁭䁛䁬䒡䮓䁥㾼䂲䂢䂴䂹䂐䙹䔜䕢䂈䗴䁗
䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䙹䔜㾼͆roʍͺʄt՚͝eʄͺr˔tάՌa͆͆˴eփʄom䁩F䃒ー䃜䂐䜴䘺䁕㾼A͆͆˴e䁊䂸䃊
䃞䂴䃂䁬䂲䂢䂴䂹䂐䕢䂈䗴䁗䂆䁄䭀䋦䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂲䂢䂴䂹䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬
A͆͆˴e䘋䫒䗇䂐䕢䂈䗴䁕䁝䘜䑒㾼䁛䂊䄎䑊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐maʄ¾ò䘕䁥䔾䐿䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽 
 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂲䂢䂴䂹䚨䋦䁩䊂䁕䁤A͆͆˴e䁦䌈䮖䁗䂉䂀䁬䁦䁕㾼䁉䁢㾼A͆͆˴e䁬䂬䂞䃖䃛䂷䂔䂲䂘䂴䂠䁩䝩
䁕䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐A͆͆˴e䁉䂇䅁䁕䁝䂈㾼妆䇨䂐䔌䁽䁝䂈㾼䁛䁬䄰䧶䂐䧗䚜䈞䁩䡥䁆䁝䂈㾼䁼䁝䁭䝗䁬
䩖䩘䁥A͆͆˴e䁩䂆䂉䂬䂞䃖䃛䂷䂔䂲䂘䂴䂠䁬䔾䓺䂐䩮䁐䁝䂈䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e
䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂬䂞䃖䃛䂷䂔䂲䂘䂴䂠䂂䃏䃜䂗䂘䂓䎲䖧䂐䐿䁡䁝䁑䁦㾼䁼䁝䁭A͆͆˴e䁊A͆͆˴e䁬䂸ジ
䂰䃜䐇䘋䂦ー䃄䂪䁉䂇䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂲䂢䂴䂹䂐䥞䐿䁗䂉䁝䁿䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䘿䒀䂐䐿䁡䁝㾼䂀䁕䁍
䁭䣾䘋䁕䁝䁑䁦䁩䁢䁋㾼䏐䋟䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊A͆͆˴e䁬䂸ジ䂰䃜䐇䘋䂦ー
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䃄䂪䁦䊂䯄䁕䁤䁬䁽䂬䂞䃖䃛䂷䂔䂲䂘䂴䂠䂐䔾䓺䁗䂉䁑䁦㾼䁈䂆䁱䁛䁄䁕䁝䂬䂞䃖䃛䂷䂔䂲䂘䂴䂠䁭㾼䈞䔾䁩䃏䃜䂗䂘䂓䂐䎲
䖧䁗䂉䂀䁬䁥䁭䁨䁍㾼䆶䂇䁉䁬䂬䂞䃖䃛䂷䂔䎲䘋䎠䇃䁦䁕䁤䬺䁂䂉䁑䁦䂀䁥䁋䁨䁂䁑䁦䂐䣾䁿㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸
䃊䃞䂴䃂䁭㾼䔧䙔䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䁢䁂䁤㾼䁈䂆䁱㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䄆䛳䁥㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䈞䔾
䁩䓦䬺䁥䁋䂉䂀䁬䁥䁀䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤㿙䮪䁆䁮㾼䃏䃜䂗䂘䂓䁬䫳䞂䁊䥞䚟䁕䁝䘜䑒㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂
䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䠮䓽䁗䂉䁑䁦䁊䁀䂉䁦䠗䟀䁗䂉䁑䁦䁨䁧㿚㾼䉛䛳䁩䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞
䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐A͆͆˴e䁩䂓䂴䃈䃞ー䂺䁗䂉䘜䑒㾼䢖䈊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䩘䄬䁩䁈䁏䂉䬌䖧䭀䎤䂐䖻䕣䁗䂉䁑䁦䁩
䢯䄙䁕㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䄎䆳䁬䁂䁘䂊䁉䁩䈊䢖䁗䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䂓䂴䃈䃞ー䂺䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁕䁼䁗㾽䄎䆳
䁬䁂䁘䂊䁉䁩䈊䢖䁗䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䂓䂴䃈䃞ー䂺䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁕䁼䁗㾽㿙a㿚䨥䑜䬌䖧䉴䭦䊲䝂㾼15 6aè䃂ー
䂵730՚774䁼䁝䁭䑜䒣䧲䊘䕢䄻䊲䝂㾼22 6aè䃂ー䂵730՚774䁩䖕䁄䂀䁬㾽㿙ɿ㿚䣁䠴䁬䕩䮧䁬䄉䑑䆴䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈
䂆䁱䂮ー䂪䂤ー䂺䂐䊈䁾䁊䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁨䁂㾼䔔䛯䁬䗇䫞䁩䂆䂉䚖䧟䁬䗦䣾䁨䁕䁩㾼䁛䁬䗦䣾䂐䒍䖿䁩䕢䢾䁕䁨䁂
䏑䂈㾼䬌䖧䁗䂉䁑䁦䁬䁥䁋䁨䁂䂀䁬㾽A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂂䝩䘎䚤䧎䣞䁬䃏䃜䂗䂘䂓㾼䁼䁝䁭䝗䁬
䋅䂍䁕䁂㾼䬗䈂䁨䂤ー䂺䂀䁕䁍䁭䂤䃤䃎ー䂾䃤䂹䂐䎲䖧䁥䁋䁨䁂䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䂬䂞䃖䃛䂷䂔䘕䁬䫳䞂䁩
䁢䁂䁤㾼䁼䁝䁭䂲䂢䂴䂹䁬䥞䐿䂂䕢䂈䗴䁕䁩䁢䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤㾼䁼䁝䁭䁂䁉䁨䂉䞀䓏䕐䁩䝩䁕䁤䂀䚼䣻䂐䬗䁓
䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼A͆͆˴e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂬䂞䃖䃛䂷䂔䂲䂘䂴䂠䂐䔾䓺䁕䁝䁦䁂䁄䔔䔾䂐
䊈䁾䁊䁛䂊䁩䏑䠴䁓䂊䁨䁂㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䇻䥞㾼䝩䘎䚤䧎䁬䇻䥞㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂂䂦ー䃄䂪䁬䓦
䬺㿙䂸ジ䂰䃜䣾䘋䂦ー䃄䂪䂐䊈䁾㿚㾼䁼䁝䁭A͆͆˴e䘋䫒䗇㾼䂲䂢䂴䂹㾼䂀䁕䁍䁭䃈䃞䂡䃚䃑䁶䁬䓑䆺䁬䎠䇃䁦䁕䁤䂸䃊䃞䂴
䃂䁩䚟䁖䁝䁂䁉䁨䂉䦝䬺㾼䎆䦝㾼䝕䈂㾼䝕䔶㾼䁼䁝䁭䝗䁬䒊䫅䁩䁢䁂䁤䂀䚼䣻䂐䧫䂍䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
5.4 証明書の取消し  
䪒䍶䬁䁩䁈䁂䁤䨫䞼䁬䠴䁿䁊䁨䁂䏑䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤䥞䐿䁓䂊䁝A͆͆˴e䘋䫒䗇䂐䁂䁢䁥䂀䕢䂈
䗴䁗䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䁩䗆䫐䁗䂉䁝䁿䁩䓦䬺䁓䂊䁝㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤A͆͆ 
òtore䈀䁥䤰䧞䁓䂊䁝maʄ¾ò䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁦䌆䁩䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩䥞䐿䁓䂊䁝㾼A͆͆˴e䘋䫒䗇䂐䕢䂈䗴䁗䁑䁦䂐䊞
䩴䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䙹䔜㾼͆roʍͺʄt՚͝eʄͺr˔tάՌa͆͆˴eփʄom䁩F䃒ー䃜䂐䜴䘺䁕㾼A͆͆˴e䁊䁉䁉䂉A͆͆˴e䘋䫒
䗇䂐䕢䂈䗴䁗䂆䁄䭀䋦䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽A͆͆˴e䂀䁼䁝䁛䁬䔧䬜䒡䮓䁥㾼䁂䁢䁥䂀䁀䂇䂄䂉A͆͆˴e䘋䫒䗇䂐䕢䂈䗴䁗
䎳䭡䂐䭸䨷䁕䁼䁗㾽䮪䁦䁕䁤㾼A͆͆˴e䁭㾼䄎䆳䁬䁂䁘䂊䁉䁩䈊䢖䁗䂉䘜䑒䁩㾼䁉䁉䂉䐿䄝䂐䛩䞊䁗䂉䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽
㿙a㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁬A͆͆˴e䘋䫒䗇䂀䁕䁍䁭䝩䆘䁗䂉䃈䃚䂕䃊ー䂹䂞ー䁊䯔䁆䁂䁕㾼䁼䁝䁭䁂䁘䂊䁉䁊䯔䁆䁂䁕䁝䁦A͆͆˴e
䁊䘺䁘䂉䭦䬜䁊䁀䂉䘜䑒㾼㿙ɿ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁬䕢䃼䚤䧎䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䁊㾼䃏䃜䂗䂘䂓㾼䃳䄙䁬䁀䂉㾼䋅䂍䁕䁂㾼䁼䁝䁭䬗
䈂䁨䂤ー䂺䂀䁕䁍䁭䂤䃤䃎ー䂾䃤䂹㿙䮪䁆䁮㾼䂤䃤䃅䃖ー䂰䂗䂕䃜䂪㿚䂐䊈䂑䁥䁂䂉䁦A͆͆˴e䁊䘺䁘䂉䭦䬜䁼䁝䁭䑒䭦䡏䁨
䋅䁂䂐䬗䁗䂉䘜䑒㾼㿙ʄ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁬䕢䃼䚤䧎䁊㾼A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁼䁝䁭䁉䁉䂉䚤䧎䁩䂆䂈䂓䂠䂬䂪䂀䁕䁍䁭䓦䬺
䁓䂊䂉䁛䁬䝗䁬䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼䃆䂒ー䃑䂗䂘䂓㾼䃀ー䂺䂗䂘䂓㾼䂸ー䂰㾼䂨䂪䂷䃑㾼䁼䁝䁭䂾䂴䂹䃠ー䂠䁬䂬䂞䃖䃛䂷䂔䁩䃳䅠
䌠䂐䬨䁆䂉䁦A͆͆˴e䁊䘺䁘䂉䭦䬜䁊䁀䂉䘜䑒㾼㿙ʍ㿚A͆͆˴e䁬䘋䫒䗇䥞䐿䕤䝎䁩䧗䚜䂓䂠䂬䂪䁓䂊䁝䘜䑒㾼䁼䁝䁭䁉䁉
䂉䕤䝎䁩䧗䚜䂓䂠䂬䂪䁓䂊䁝䁦A͆͆˴e䁊䘺䁘䂉䭦䬜䁊䁀䂉䘜䑒㾼㿙e㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁊䪒䍶䬁䁬䁂䁘䂊䁉䁬䘢䑋䁼䁝䁭䘢
䎤䁩䄧䥮䁕䁝䘜䑒㾼㿙ʷ㿚A͆͆˴e䁊䪒䃈䃞䂡䃚䃑䁩䊙䁣䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䕢䃼䚤䧎䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䁩䝩䁕䁤A͆͆˴e䘋䫒䗇
䁬䥞䐿䂐䟘䓽䁕䁝䘜䑒㾼㿙g㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁬䕢䃼䚤䧎䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䁊㾼䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁋䠼䌁䁓䂊䂉䂦ー䃄䂪䂐䧗䚜䓦
䬺䁕䁤䁂䂉㾼䁼䁝䁭䇗䝿䁨䧫䇐䂐䁉䁏䁤䁂䂉㾼䁼䁝䁭㿙˄㿚䁉䁉䂉䛺䟈䁊䡑䛁䁼䁝䁭䦴䭀䁥䁀䂉䁦A͆͆˴e䁊䘺䁘䂉䭦䬜䁊
䁀䂉䘜䑒䁩㾼䁉䁉䂉䐿䄝䂐䛩䞊䁗䂉䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䃈䃚䂕䃁䂨ー㾼䄆䛳㾼䂀䁕䁍
䁭䂬䂞䃖䃛䂷䂔䂐䨷䏽䁗䂉䁝䁿䁩A͆͆˴e䁊䁉䁉䂉䛺䟈䁊䦴䭀䁥䁀䂉䁦䘺䁖䂉䘜䑒㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗A͆͆˴e䁬䑒䭦䡏䁨䥬
䞹䁩䂆䂈䡑䛁䂀䁕䁍䁭䦴䭀䁥䁀䂉䁦䎝䠴䁓䂊䁝䘜䑒㾼A͆͆˴e䁊㾼A͆͆˴e䘋䫒䗇䁥䗆䫐䁓䂊䁝䕢䃼䚤䧎䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎
䁩䊂䁕䁤㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䠗䟀䂐䜴䘺䁗䂉䁑䁦䁊䁀䂉䁑䁦䂐䭦䇧䁕㾼䁑䂊䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁬䘋䫒䃎䃛
䂨ー䁈䂆䁱䣾䘋䔾䫅䊲䠴䁭㾼˄tt͆͝օՍՍΠΠΠփa͆͆˴eփʄomՍʄert˔ʷ˔ʄateaͺt˄or˔tά䁥䁒䈞䣾䁂䁝䁞䁏䁼䁗㾽 
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6. アプリケーションの提出および選定 
6.1 App Storeまたはカスタムアプリの配信経由で配布するためのAppleへの提出 
䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂷䂪䂹䁊䡑䛁䁩䐿䂍䂊㾼䉛䚕䁕䁝䁦䥬䞹䁕䁝䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼
A͆͆˴e䁊A͆͆ òtore䁼䁝䁭䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺䂐䠗䁖䁤䤰䧞䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂆䁄䁩㾼䁑䂊䂐A͆͆˴e䁩䠼䖧䁗䂉䁑䁦
䁊䁥䁋䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䠼䖧䁗䂉䁑䁦䁥㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䁛䁬䔜䡤
䁩䁈䁂䁤䬗䐉䁨㿥䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁈䂆䁱䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤㿦㾼䁨䂇䁱䁩A͆͆˴e䁊䪒䃈䃞䂡䃚䃑䁬䂗䂘䃇䃎ー䂰䃜䁼䁝䁭A͆͆ 
òtore 6onneʄt䁩䍽䒢䁗䂉䆻䤓䚔䁬䁀䂉䠕䆺䁬䂝䂕䂺䃚䂕䃤䁩䡑䑒䁗䂉䂀䁬䁥䁀䂉䁑䁦䂐䧃䫒䁕㾼䨷䘋䁕䁝䂀䁬䁦䁽
䁨䁓䂊䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䠼䖧䁕䁝䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䊨䤓㾼䂤䃤䂷䃤䂵㾼䂦ー䃄䂪㾼䁼䁝䁭䊨䤓䚔䂐㾼
A͆͆˴e䁊䘿䒀䁥䁋䁨䁂䂆䁄䁩䅁䁕䁝䂈㾼䧗䚜䈞䁩䡥䁆䁝䂈㾼䁛䁬䝗A͆͆˴e䁊䁉䁉䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䖔䨌䁩䘿䒀䁥䁋
䁨䁂䂆䁄䁩䁕䁝䂈䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊㾼¯a˔䂓䂠䂬䂦
䃛䂐䊈䁾䁊䁑䂊䁩䏑䠴䁓䂊䁨䁂㾼䨊䭦䂸䃁䂕䂪䁩䛃䝎䁓䂊䂉䘜䑒䁩䁭㾼A͆͆ òtore 6onneʄt䎆䬜䁥䗇䫞䁥䁛䁬䓻䂐
A͆͆˴e䁩䟀䂇䁙䂉䂀䁬䁦䁕㾼䁉䁉䂉䘜䑒䁩䁭㾼䁛䁬䛃䝎䕤䞼㿙˔AP㾼1˴ͺetoot˄ LoΠ Fnergά㿙1LF㿚㾼䃉䂴䂺䃆䂚䃤ジ䃔
䂴䂠㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䠗䘺䃈䃞䂹䂤䃜䂀䁕䁍䁭䊲䈚䁬䁂䁘䂊䁉㿚䂐䇻䔤䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䠗䘺䁥䁋䂉
䂆䁄䛆䎍䁓䂊䁤䁂䂉䨊䭦䂸䃁䂕䂪䂐䗠䁨䁍䁦䂀䄰䁢䫒䔤䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁊䭀䋦䁕䁝䘜䑒㾼䂸
䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䦝䬺䧫䞧䁥㾼䢖䈊䂸䃁䂕䂪䁩䝩䁗䂉䂓䂠䂬䂪䁼䁝䁭䁛䁬䂦䃤䃈䃜䂐䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉
䂀䁬䁦䁕䁼䁗㿙䂦䃤䃈䃜䁭䨲䋖䁓䂊䁼䁙䂑㿚㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉䠼䖧䃈䃞䂬䂪䁩䁈䁂䁤A͆͆˴e䁩䌈䮖䁗䂉䁑䁦㾼䁈䂆
䁱㾼䔽䫳䁶䁬䇨䢚䁈䂆䁱A͆͆˴e䁊䑒䭦䡏䁩䭀䋦䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䠼䖧䁕䁝䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䁗䂉䘠䩍䁈䂆䁱䔏䮈
䁬䠼䌁䂐䐿䁄䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁑䂊䁩䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䁕䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁊䨷䬗䁗䂉䨷
䏁䘠䩍㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䔔䌦䁬䅚䅞㾼䁼䁝䁭䪒䍶䬁䁩䁈䁏䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䋆䫅䁊䊈䁼䂊䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩
䁕㾼䣁䠴䁬䕩䮧䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䁢䁂䁤㾼䄰䠴䃝䃊䃜䁬䨷䏁䁩䣷䂉䁑䁦㾼䁈䂆䁱㾼䠕䆺䁬䦜䨷䏁䕐䁦䁕䁤A͆͆˴e䂐䓶
䠴䁗䂉䁑䁦䂐䋦䁿䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼A͆͆˴e䁶䁬䠼䖧䏴䁩䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䨮䐥䂐䆺䁆䂉䘜
䑒㿙un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䁬䭡䬺䂐䠗䁖䁤䠼䌁䁗䂉䊨䤓䂐䊈䁽䁼䁗㿚㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐A͆͆˴e䁶䒌
䠼䖧䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䢯䬶䁩㾼A͆͆˴e䁩䂆䂉䨫䞼䁬䋸䆻䁊䁨䁂䏑䂈㾼A͆͆ òtore䁼䁝䁭䂜䂪䂰䃑䂓䃈
䃛䁬䤰䘺䎆䬜䁥䁬䤰䧞䬺䁦䁓䂊䂉䁝䁿䁩䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䁗䁷䁤䁬䃁䂡䕼䚜㾼䂓䂴䃈䂸ー䂹㾼䂓䂴䃈䂡
䃝ー䂺㾼䕼䚜㾼䇱䮐㾼䨾䝈㾼䇱䡄㾼䙃䊲䃛䃛ー䂪㾼䁈䂆䁱䙃䊲䃁ージ䃘䃤䂀䁼䁝㾼A͆͆˴e䁊䁑䂊䂐䘿䒀䁥䁋䂉䂆䁄㾼A͆͆˴e䁶
䁬䠼䖧䁊䦴䭀䁩䁨䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
 
6.2 App Thinningおよびバンドルリソース 
A͆͆ òtore䁼䁝䁭䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺䁶䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䠼䖧䁬䄰䉯䁦䁕䁤㾼A͆͆˴e䁭㾼䝩䘎䁦䁗䂉
䣁䠴䁬䂸䃁䂕䂪䘕䁥䂆䂈䐉䭯䡏䁩䔾䐿䁕㾼䁉䁢㾼䂆䂈䗠䁨䁂䂪ペー䂪䁬䓦䬺䁥䒗䁾䂆䁄㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤
䁬䣁䠴䁬䊨䤓䁈䂆䁱䠼䌁䁓䂊䁝䃛䂮ー䂪㿙䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁩䊳䒢䁬䠗䂈㿚䂐䒌䃂䂴䂢ージ䁗䂉䁑䁦䁩䂆䂈㾼䝩䘎䂸䃁䂕䂪䁩䝩
䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䒍䡑䆴䁗䂉䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㿙䄎䆳㿥App Thinning㿦䁦䁂䁂䁼䁗㿚㾽䮪䁆䁮㾼A͆͆˴e
䁭㾼䝩䘎䂸䃁䂕䂪䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬32䃄䂴䂹䁼䁝䁭64䃄䂴䂹䃁ージ䃘䃤䁬䁽䂐䤰䧞䁕㾼䁉䁢㾼䝩䘎䂸䃁
䂕䂪䁬䂸䂔䂪䃈䃝䂕䘕䁥䁭䧃䔤䁓䂊䁨䁂䂓䂕䂤䃤䁬䤰䧞䂂䇝䫞䧃䔤䂐䁕䁨䁂䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊㾼
䝩䘎䂸䃁䂕䂪䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂆䂈䒍䡑䆴䁓䂊䁝䃁ージ䃘䃤䂐䤰䧞䁗䂉䁝䁿㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー
䂨䃘䃤䁬䒌䃂䂴䂢ージ䁩A͆͆ þ˄˔nn˔ng䂐䓦䬺䁗䂉䘜䑒䁊䁀䂉䁑䁦䁩䁢䁋㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
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A͆͆ þ˄˔nn˔ng䁬䄰䉯䁦䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂤ー䂺䠼䖧䁬䄰䧶䁥䁀䂉㾼䃁䃤䂺䃜䁓䂊䁝䢖䈊䃛䂮ー䂪㿙䄎
䆳㿥バンドルリソース㿦䁦䁂䁂䁼䁗㿚䂐䣁䠴䁗䂉䁑䁦䁩䂆䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䐍䁏䁬䣁䠴䁬䃛䂮ー䂪㿙䮪䁆
䁮㾼dPć䃛䂮ー䂪㿚䁬䝩䘎䂸䃁䂕䂪䁶䁬䤰䧞䂐A͆͆˴e䁩䭀䋦䁗䂉䁑䁦䂀䁥䁋䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䝩䘎䁦䁗䂉䂸䃁䂕䂪䁶
䁬䂓䂬䂴䂹䁬䤰䧞䂀䁕䁍䁭䔜䊥䁩䃁䃛䂙ー䂨䃘䃤䂐䔛䁝䁙䂉䂆䁄䁩㾼䁉䁉䂉䃁䃤䂺䃜䃛䂮ー䂪䂐䠴䋆䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗
㿙䮪䁆䁮㾼䃗ー䂧ー䁊䁀䂉䂣ー䃑䁥䄰䠴䁬䃝䃊䃜䁩䞘䁕䁝䂇㾼䂤䃤䂷䃤䂵䂐䂛䃤䂸䃏䃤䂺䁥䝩䘎䂸䃁䂕䂪䁩䤰䧞䁗䂉䁨
䁧㿚㾽A͆͆ þ˄˔nn˔ng䁈䂆䁱䃁䃤䂺䃜䃛䂮ー䂪䁭㾼䁗䁷䁤䁬A͆͆˴e䂛ペ䃝ー䂷䂔䃤䂡䂨䂪䂷䃑䁩䁢䁂䁤䭡䬺䆻䤓䁦䁭䏑䂇
䁘㾼䁉䁢㾼A͆͆˴e䁭㾼䁂䁍䁢䁉䁬䝩䘎䂸䃁䂕䂪䁩䉛䛳䁨䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䃁䂕䂻䃛䁬䤰䧞䂐䎇䝎䁗䂉䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽  
 
6.3 macOSとvisionOSでのiOSおよびiPadOS向けアプリケーション  
䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼˔¾ò䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭˔Paʍ¾ò䐍䁏䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䂤䃤䃂䂕䃜䁕㾼䢖䈊䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐
A͆͆ òtore䘕䁥䁬䤰䧞䁬䁝䁿䁩䠼䖧䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆ òtore 6onneʄt䁬䂛䃈䂹䂓䂗䂹䃈䃞䂬䂪
䁩䖕䁂㾼maʄ¾ò䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭Κ˔͝˔on¾ò䘕䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䭡䬺䆻䤓䁩䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤䂛䃈䂹䂓䂗䂹
䁕䁨䁂䏑䂈䁩䁈䁂䁤㾼A͆ ˴͆e䁊A͆͆ òtore䎆䬜䁥maʄ¾ò䁈䂆䁱Κ˔͝˔on¾ò䁥䂀䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䭡䬺䆻䤓
䁩䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䛯䊳䁬䠴䁿䁊㾼䏍䒥A͆͆ òtore䘕䁥䭡䬺䆻䤓䁨㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䠼䖧䁕䁝
˔¾ò䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭˔Paʍ¾ò䐍䁏䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䁊˔¾ò䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭˔Paʍ¾ò䐍䁏䁩䂤䃤䃂䂕䃜
䁕䁤A͆͆ òtore䁩䠼䖧䁗䂉䗞䭑䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䝩䁕䁤䡑䬺䁓䂊䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䛯䊳䁩䊂䂍䂇䁘㾼䢖
䈊䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䞀7䘢䁩䖕䁂A͆͆ òtore䘕䁥䤰䧞䁗䂉䁝䁿䁩A͆ ˴͆e䁩䛩䞊䁓䂊䁝䘜䑒㾼䁈䂆䁱䢖䈊䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤
䁊maʄ¾ò䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭Κ˔͝˔on¾ò䘕㿙䈊䢖䁗䂉䘜䑒㿚䁥䡑䛁䁩䊨䤓䁕㾼䁉䁢䏮䉤䚔䁊䁀䂉䁦㾼A͆ ˴͆e䁊䣆䔧䁬䒡䮓䁩䁈䁂
䁤䥬䞹䁕䁝䘜䑒䁩䏑䂈㾼A͆͆ òtore䁥䁬䭡䬺䆻䤓䚔䁊䡑䬺䁓䂊䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘
䃤䂐maʄ¾ò䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭Κ˔͝˔on¾ò䘕䁥䅚䬺䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤䡑䛁䁨䎳䭡䂐䬗䁗䂉䁉䁧䁄䁉䁩䁢䁂䁤䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊
䥬䞹䁕㾼䁛䁬䎳䭡䂐䕢䢾䁗䂉䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊䢖䈊䎳䭡䂐䬗䁕䁨䁂䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼maʄ¾ò䁈䂆
䁱㿔䁼䁝䁭Κ˔͝˔on¾ò䘕䁥䢖䈊䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䭡䬺䆻䤓䁩䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤䂛䃈䂹䂓䂗䂹䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼
䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼maʄ¾ò䁈䂆䁱Κ˔͝˔on¾ò䘕䁬䢖䈊䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂷䂪䂹䁩䁢䁂䁤䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
6.4 Bitcodeの提出 
䁂䁘䂊䁉䁬A͆͆˴e䂛ペ䃝ー䂷䂔䃤䂡䂨䂪䂷䃑䐍䁏㿙䮪䁆䁮㾼Πatʄ˄¾ò䐍䁏㿚䁩㾼A͆͆ òtore䁼䁝䁭䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䤰
䘺䁶䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䠼䖧䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕㾼LLĦ¯䂤䃤䃂䂕䃚䐍䁏䃁䂕䂻䃛䃆䂒䂕䃜䍷
䔬䁥㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䟘䊀䧃䔤䁬䠼䖧䂐䋦䁿䂉䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㿙䄎䆳㿥Bitcode㿦䁦䁂䁂䁼䁗㿚㾽䂸䃊䃞
䂴䃂䁭㾼䁛䁬䝗䁬䂦䃎ー䂹䝩䘎䁬A͆͆˴e䂛ペ䃝ー䂷䂔䃤䂡䂨䂪䂷䃑䐍䁏1˔tʄoʍe䂐䠼䖧䁗䂉䁑䁦䂀䁀䂈䁼䁗㾽䁉䁉䂉
1˔tʄoʍe䠼䖧䁩䂆䂈㾼A͆͆˴e䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬1˔tʄoʍe䂐㾼䝩䘎䁦䁨䂉䣁䠴䁬A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䂸䃁䂕䂪䁩䂤䃤䃂䂕䃜䁗
䂉䁑䁦䁊䆻䤓䁩䁨䂈㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䏴䝎䃛䃛ー䂪䐍䁏䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬1˔tʄoʍe䂐㾼A͆͆˴e䃀ー
䂺䂗䂘䂓㾼䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼䁼䁝䁭䂤䃤䃂䂕䃚䁬䨮䐥䁬䁝䁿䁩䒌䂤䃤䃂䂕䃜䁗䂉䁑䁦䁊䆻䤓䁩䁨䂈䁼䁗㾽1˔tʄoʍe䂐䠼䖧䁗䂉
䒣㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼1˔tʄoʍe䁩䁈䁏䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䬺䁬䊳䑑䂐䊈䁿䂉䁉䦊䁉䁩䁢䁋㾼䛩䞊䁗䂉䁑䁦䁊䁥
䁋䁼䁗㾽䁝䁞䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䊳䑑䂐䊈䁿䁨䁂䘜䑒㾼A͆͆˴e䁭㾼䏴䖩䁬第6.6条（デベロッパのアプリケーションの改良）
䁥䠴䁿䂉㾼䊳䑑䆴䁓䂊䁝䂠䃚䂴䂨䃖䃞䂡䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䙓䞹䘠䩍䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁨䁍䁨䂈䁼䁗㾽䁓䂇
䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬1˔tʄoʍe䂐䊈䁾䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂤䃤䃂䂕䃜䁓䂊䁝䃁䂕䂻䃛䁬䠼䖧䂐
䋦䁿䂇䂊䂉䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽 
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1˔tʄoʍe䂐A͆͆˴e䁩䠼䖧䁗䂉䁑䁦䁩䂆䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁩䝩䁕㾼䣁䠴䁬A͆͆˴e䚤䂸䃁䂕䂪䂐䝩䘎䁦䁗䂉䚟䚕䁓
䂊䁝䃁䂕䂻䃛䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁬1˔tʄoʍe䂐䂤䃤䃂䂕䃜䁕㾼䂓䂴䃈䂸ー䂹䁓䂊䁝䃀ー䂺䂗䂘䂓㾼䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼䁼䁝䁭䂤䃤䃂䂕䃚
䁬䨮䐥䁬䁝䁿㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䄎䑊䁬䃛䃄䃜䂺䁈䂆䁱䃛䂤䃤䃂䂕䃜䁬䁝䁿㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬1˔tʄoʍe䂐䃛
䂤䃤䃂䂕䃜䁗䂉䎳䏑䂐䬨䁆䁝䂀䁬䁦䁽䁨䁓䂊䁼䁗㿙䮪䁆䁮㾼A͆͆˴e䁊䙃䁝䁨䂸䃁䂕䂪䂐䃛䃛ー䂪䁕䁝䘜䑒㾼A͆͆˴e䁭㾼䒌
䜴䘺䂐䭀䋦䁗䂉䁑䁦䁨䁍㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬1˔tʄoʍe䂐䓦䬺䁕䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䂓䂴䃈䂸ー䂹䁗䂉䘜䑒䁊䁀
䂈䁼䁗㿚㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊㾼A͆͆˴e䁬䂸䃊䃞䂴䃂䂵ー䃜䁬䂷䂪䂹䁈䂆䁱䇱䮐䂐䫭䡏䁦䁕䁝䔧䏙䁬䣞䧶䓦䬺䁬䁝䁿
䁩㾼䁉䁢㾼A͆͆˴e䂛ペ䃝ー䂷䂔䃤䂡䂨䂪䂷䃑䁥䔾䐿䁗䂉䁝䁿䁩䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䒍䡑䆴䁗䂉䩖䩘䂐䨌䚶䁈䂆䁱䇱䮐䁗䂉
䫭䡏䁥㾼䁉䁉䂉1˔tʄoʍe䂐䂤䃤䃂䂕䃜䁗䂉䁑䁦䁊䁀䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㿙䮪䁆䁮㾼䁧䁬䃆䃝ー䃑䃠ー䂠䁊䒍䂀
䧔䥹䁩䓦䬺䁓䂊䂉䁉㾼䣁䠴䁬䃆䃝ー䃑䃠ー䂠䁊䁧䁬䂆䁄䁩䃒䃓䃛ー䂐䗴䦝䁗䂉䁉㾼䁨䁧㿚㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊䁧䁬䂆
䁄䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁬1˔tʄoʍe䂐䃏䂨䃤䂤ー䂺䁬䃁䂕䂻䃛䍷䔬䁩䖾䭦䁗䂉䁉䂐䈞䣾䁕䂷䂪䂹䁗䂉䁝䁿㾼A͆͆˴e䁬䂸䃊䃞䂴䃂
䂵ー䃜䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽1˔tʄoʍe䁭㾼䁗䁷䁤䁬A͆͆˴e䂛ペ䃝ー䂷䂔䃤䂡䂨䂪䂷䃑䁥䓦䬺䁥䁋䂉䁦䁭
䏑䂈䁼䁙䂑㾽  
 
6.5 TestFlightの提出 
䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐þe͝ta˴˔g˄t䎆䬜䁥䂸䃊䃞䂴䃂䊔䌦䈀䁼䁝䁭䜆䘲䈀䁬䃊ー䂰䥵䂷䂪䂰ー
䁩䤰䧞䁕䁝䁂䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁼䁘䘿䒀䁬䁝䁿䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐A͆͆˴e䁩䠼䖧䁗䂉䦴䭀䁊䁀䂈䁼
䁗㾽䁉䁉䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䠼䖧䁗䂉䁑䁦䁩䂆䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䁛䁬䔜䡤䁩䁈䁂䁤䬗
䐉䁨㿥䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁈䂆䁱䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤㿦㾼䁨䂇䁱䁩A͆͆˴e䁊䪒䃈䃞䂡䃚䃑䁬䂗䂘䃇䃎ー䂰䃜䁼䁝䁭A͆͆ òtore 
6onneʄt䁩䍽䒢䁗䂉䆻䤓䚔䁬䁀䂉䠕䆺䁬䂝䂕䂺䃚䂕䃤䁩䡑䑒䁗䂉䂀䁬䁥䁀䂉䁑䁦䂐䧃䫒䁕㾼䨷䘋䁕䁝䂀䁬䁦䁽䁨䁓䂊
䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼þe͝ta˴˔g˄t䂐䠗䁖䁤䃊ー䂰䥵䂷䂪䂰ー䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵䂐䧃䔤㾼䃏ー
䂢䂷䂔䃤䂡㾼䁼䁝䁭䠼䌁䁗䂉䁝䁿䁩㾼䤰䧞䁬䗦䣾䂐䕯䁏䁝䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䨫䁬䃁ージ䃘䃤䁦䌆䁩䠼䖧䁕
䁝䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䘠䩍䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆ òtore 6onneʄt䁩䁈䁏䂉䔧䙔䁬䂓
䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵䁩䥫䁄䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䘠䩍䁬䁉䁉䂉䓦䬺䂐䂛䃈䂹䂓䂗䂹䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼
䁗㾽䁼䁝㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䘠䩍䁊䔧䙔䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵䂐䧃䏍䁗䂉䂀䁬䁥䁨䁂䘜䑒䁩䁭
䁂䁢䁥䂀㾼䂛䃈䂹䂓䂗䂹䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
 
䁕䁉䂉䏴㾼A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕㾼䢖䈊䂓䂴䃈䂸ー䂹䥵䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆ òtore 6onneʄt䁥A͆͆˴e䁩䩍䑛
䁕㾼䢖䈊䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䒌䘿䒀䂐䕯䁏䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁕䁤䁂䂉䖜䝿䁨䨮䐥䂐䊈䁼䁨䁂䏑䂈㾼A͆͆˴e䁩䂆䂉䘿䒀䂐䎆䁘
䁩㾼䁉䁉䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂓䂴䃈䂸ー䂹䥵䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃊ー䂰䥵䂷䂪䂰ー䁩䠋䛃䤰䧞䁗䂉䁑䁦䂐䋸䆻䁗䂉䘜䑒䁊䁀
䂈䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼䁂䁢䁥䂀㾼䁛䁬䔧䬜䒡䮓䁥㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕㾼þe͝ta˴˔g˄t䎆䬜䁥䁬㾼䁼䁝䁭䣁䠴䁬䃊ー䂰䥵䂷䂪䂰
ー䁶䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁗䂉㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䤰䧞䁬䟘䓽䂐䭀䋦䁗䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁕䁼䁗㾽 
 
6.6 デベロッパのアプリケーションの改良  
䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊㾼A͆͆ òtore㾼䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺㾼䁼䁝䁭þe͝ta˴˔g˄t䎆䬜䁥䤰䧞䁗䂉䁝䁿
䁩䠼䖧䁓䂊䁝䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁦A͆͆˴e䚤䧎䁈䂆䁱䂦ー䃄䂪䁦䁬䏮䉤䚔䂷
䂪䂹䂐䐿䁄䏑䠴䡏䁨䫭䡏䁬䁝䁿㾼A͆͆˴e䚤䧎䁈䂆䁱䂦ー䃄䂪㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䃁䂡䁈䂆䁱䫳䞂
䡤䁬䎲䖧䁈䂆䁱䕼䚜䂐䐿䁄䁝䁿㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䁈䁏䂉䁼䁝䁭䁛䂊䁦䁬˔¾ò㾼Πatʄ˄¾ò㾼tΚ¾ò㾼
˔Paʍ¾ò㾼Κ˔͝˔on¾ò㾼䁼䁝䁭maʄ¾ò䁬䃂䃆䂚ー䃏䃤䂪䁬䫳䞂䡤䂐䧄䆸䁗䂉䣞䧶䓦䬺䁬䁝䁿㾼䂬䂞䃖䃛䂷䂔䂷䂪䂹䂐䐿䁄
䁝䁿㾼䁨䂇䁱䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤䁛䁬䝗䁬䘠䩍㿙䮪䁆䁮㾼䂠䃚䂴䂨䃖䃞䂡䁨䁧㿚䂐䠼䌁䁗䂉䁝䁿㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢
ー䂨䃘䃤䂐䭡䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁀䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂨䃤䃍䃜䁬䘠䩍䂐A͆͆˴e
䁩䜴䘺䁗䂉䁑䁦䁩䂛䃈䂹䂓䂗䂹䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽䁛䁬䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭A͆͆˴e䁊㾼䁉䁉䂉䂨䃤䃍䃜䂐㾼A͆͆˴e䚤䧎
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䁈䂆䁱䂦ー䃄䂪䂐䓦䬺䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂠䃚䂴䂨䃖䃞䂡䁈䂆䁱䁛䁬䝗䁬䙓䞹䘠䩍㾼䏮䉤䚔䂷䂪䂹䁬䧾
䏅䘠䩍䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼䌁䁗䂉䁑䁦䂐䫭䡏䁦䁕䁤㾼䁉䁢A͆͆˴e䁬䚤䧎䁈䂆䁱䂦ー䃄䂪㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー
䂨䃘䃤䁬䃁䂡䂂䫳䞂䂐䎲䖧䁕㾼䇧䎝䁗䂉䁝䁿㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䂨䃤䃍䃜䆴䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁤䓦䬺䁗䂉䁑䁦
䁩䢯䄙䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂠䃚䂴䂨䃖䃞䂡䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䙓䞹䘠䩍䂐䠼䌁
䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䢖䈊䂠䃚䂴䂨䃖䃞䂡䁈䂆䁱䘠䩍䂐㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁈䂆䁱䊂䯄䚤䧎䁬䃁䂡䁬䕼
䚜䁈䂆䁱䃂䃆䂚ー䃏䃤䂪䁬䇱䛰䁬䫭䡏䁥䁬䁽䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䢽䫐䁬䦟䝋䙙
䡏䔔䑋䁩䏑䁡䁤䢖䈊䘠䩍䂐䕷䖏䁕㾼䁉䁢㾼䣁䠴䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䂀䁕䁍䁭䂸䃁䂕䂪䁩䊂䁗䂉䘠䩍䂐䔭䨫䁼䁝䁭䟜䖧䁗䂉
䄙䙩䁥䢖䈊䘠䩍䂐䒌䎠䑒㾼䊂䯄䧘䁏㾼䁼䁝䁭䓦䬺䁕䁨䁂䏑䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁉䂇㾼䁛䂊䁊䂠䃚䂴䂨䃖䁕䁝
䒣䁩㾼䙾䔘䮺䁈䂆䁱䨮䙾䂐䕷䖏䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
6.7 解析  
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁈䂆䁱䊂䯄䚤䧎䂐䇱䮐䁗䂉䫭䡏䁥䁬䁽㾼A͆͆˴e䁊䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䇧䚶
䂦ー䃄䂪䂐䠗䁖䁤䠼䌁䁗䂉䂸ー䂰䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䂐
䗐䁋㾼䁉䁉䂉䂸ー䂰䂐䁂䁉䁨䂉䞀䓏䕐䁩䂀䠼䌁䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂
䁬䁝䁿䁩㾼䁉䁉䂉䂸ー䂰䁬䖾䭦䁈䂆䁱䇧䚶䂐䓷䆁䁗䂉䦴䭀䁊䁀䂈㾼䁛䁬䝗䁬䫭䡏䁥䁬䓦䬺䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䁂䁉䁨䂉䕐
䁶䁬䇻䔤䂀䋸䆻䁓䂊䁤䁂䁼䁙䂑㾽䮪䁆䁮㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁑䂊䂇䁬䂦ー䃄䂪䁬䄰䉯䁦䁕䁤A͆͆˴e䁉䂇䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼䌁
䁓䂊䁝䂸ー䂰䂐㾼䁹䁉䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬䨌䚶䘠䩍䁦䢝䑒㿙䁼䁝䁭䞀䓏䕐䁩䂆䂉䢝䑒䂐䋸䆻㿚䁕䁤䁭䁭䁨䂈䁼䁙䂑㾽䁼䁝㾼䂸
䃊䃞䂴䃂䁊䁉䁉䂉䘠䩍䂐䨃䙾䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁩䁼䁝䁊䂉䨌䚶䁬䁝䁿䁬䃛䃎ジ䂹䃛䁩䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽䁉䁢㾼䂸
䃊䃞䂴䃂䁭㾼䇧䚶䂦ー䃄䂪㾼䁼䁝䁭䁂䁉䁨䂉䇧䚶䂸ー䂰䂀㾼䣁䠴䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䂸䃁䂕䂪䁩䊂䁗䂉䘠䩍䂐䔭䨫䁼䁝䁭
䟜䖧䁗䂉䫭䡏䁥䓦䬺䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䋅䋆䂐䦞䁏䂉䁝䁿㾼䁑䁬䞼䭗䁭䩘䭮䁥䫒䔤䡏䁩䋸䆻䁓䂊䁤䁂䂉䌆䬗
䁼䁝䁭䓦䬺䂐䌵䓽䁗䂉䂀䁬䁥䁭䁀䂈䁼䁙䂑㾽 
 
A͆͆˴e䁭㾼A͆͆ òtore䘕䁬䮧䔕䁕䁝䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁦䁬䦓䈣䁩䊙䁣䁍䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䃂䃆䂚ー䃏䃤
䂪䁩䊂䁕䁤㾼A͆͆ Ana˴άt˔ʄ͝䁬䂸ー䂰䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽䁑䁬䂸ー䂰䁭㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁦䂙䃤䂺
䃗ー䂧ー䂐䨷䏽䁗䂉䁝䁿㾼䑿䨌䃈䃚䂕䃁䂨ー䂐䓦䬺䁕䁤䓚䖧䁓䂊䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁬䏓䙙䂸ー䂰䁭㾼䁂䁉䁨䂉䘜䑒䁩䁈
䁂䁤䂀A͆͆˴e䃈䃚䂕䃁䂨ー䃎䃛䂨ー䁩䖕䁡䁤䕢䂈䃼䂍䂊䁼䁗㾽䃈䃚䂕䃁䂨ー䃎䃛䂨ー䁭㾼
˄tt͆͝օՍՍΠΠΠփa͆͆˴eփʄomՍ˨͆Ս˴ega˴Ս͆r˔Κaʄά䁥䁒䈞䣾䁂䁝䁞䁏䁼䁗㾽  
 
6.8 現在出荷されているOSバージョンとの互換性要件  
A͆͆ òtore䎆䬜䁥䤰䧞䁗䂉䁝䁿䁩䛩䞊䁓䂊䁝䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼A͆͆˴e䁶䁬䠼䖧䔜䁩㾼䏍䒥䖧䇐䁓䂊䁤䁂䂉A͆͆˴e
䁬䂛ペ䃝ー䂷䂔䃤䂡䂨䂪䂷䃑㿙¾ò㿚䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁦䁬䏮䉤䚔䁊䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁘㾼䁉䁢㾼䁉䁉䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䢖䈊䂓
䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊A͆͆ òtore䎆䬜䁥䤰䧞䁓䂊䂉䏑䂈䁩䁈䁂䁤㾼䒍䙃䁥㾼䈊䢖䁗䂉¾ò䃁ージ䃘䃤䁬䈖䙃䊲䃛䃛ー䂪䁦䁬䏮
䉤䚔䂐䄡䔛䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䁛䁬䔜䡤䁥䒍
䙃䁬¾ò䥵䁦䁬䏮䉤䚔䂐䬗䁕䁨䁂䁦䁋䁩㾼䁂䁢䁥䂀㾼䁛䁬䔧䬜䒡䮓䁥㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐A͆͆ òtore䁉䂇䒴䗐䁗䂉䘜䑒
䁊䁀䂉䁑䁦䂐䭦䇧䁕㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
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6.9 Appleによる配布のための選定 
䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼A͆͆ òtore㾼䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺㾼䁼䁝䁭þe͝ta˴˔g˄t䎆䬜䁥䤰䧞䁗䂉䁝䁿䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー
䂨䃘䃤䂐A͆͆˴e䁩䠼䖧䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊㾼䁛䁬䔧䬜䒡䮓䁥㾼䄎䆳䁬䁂䁘䂊䁉䁬䐿䄝䂐䐿䁄䁑䁦䁊䁀䂉䁑
䁦䂐䭦䇧䁕㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
㿙a㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊㾼䁛䁬䔜䡤䁩䁈䁂䁤䬗䐉䁨㿥䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁼䁝䁭䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤㿦䁬䛳䧶䁼䁝䁭䄰䧶
䁩䡑䑒䁕䁤䁂䁨䁂䁦䥬䞹䁗䂉䁑䁦㾽  
㿙ɿ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊㾼㿥䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁈䂆䁱䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤㿦䁩䡑䑒䁕䁤䁂䂉䘜䑒䁥䁀䁡䁤䂀㾼䆶䂇䁉䁬䭦
䬜䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䤰䧞䂐䋖䆳䁗䂉䁑䁦㾽 
㿙ʄ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐㾼A͆͆ òtore㾼䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺㾼䁼䁝䁭þe͝ta˴˔g˄t䂐䠗䁖䁝䤰䧞䬺䁩䛩䠴
䁕㾼䡩䓰䡏䁩䗆䫐䁗䂉䁑䁦㾽 
 
A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊A͆͆ òtore䁼䁝䁭䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺䎆䬜䁥䤰䧞䁓䂊䂉䁝䁿䁩䛩䠴䁓
䂊䁨䁉䁡䁝䔔䔾䂐䊈䁽䁼䁗䁊䁑䂊䁩䏑䠴䁓䂊䁨䁂㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䇻䥞㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼
A͆͆˴e䂦ー䃄䂪㾼䂀䁕䁍䁭A͆͆˴e䘋䫒䗇䁬䓦䬺㾼䁼䁝䁭㾼䪒䃈䃞䂡䃚䃑䁶䁬䓑䆺䁩䊵䄹䁕䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁊䦜䁡䁝䦝䬺㾼䎆
䦝㾼䝕䈂㾼䝕䔶㿙䔔䌦䊨䇦䁬䜐䔶䂀䁕䁍䁭䄲䔶䭡䅱䂐䊈䁽䁼䁗䁊䁑䂊䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䚼䣻䁩䁢䁂
䁤㾼䄰䛁䚼䣻䂐䧫䁂䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䄆䛳䁥㾼䛆䎍䁈䂆䁱䜝䒳䁩䁈䁂䁤刘剛䁊䁨䁍㾼䁉䁢㾼䡑䬺䁓䂊䂉䩘䮨䁩䖕䁡
䁝䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䇻䥞䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䞤䣆䁥䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨
䃘䃤䁩䊂䁗䂉䄰䛁䁬䨘䗇㾼䁨䂇䁱䁩㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁥䁀䂉䏫䋗䁶䁬䂦䃎ー䂹䁈䂆䁱䨷䘋䁩䊂䁕䁤䂀㾼䞤䣆䁥䚼䣻䂐䧫䁄
䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁊䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䘿䒀㾼䂷䂪䂹㾼䗦䣾㾼䁼䁝䁭䛩䠴䁕䁝䁦䁂䁄䔔䔾䁊䁀䁡䁤䂀㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䛯
䊳䁬䚼䣻䂐䫚䂊䂉䁑䁦䁭䁀䂈䁼䁙䂑㾽 
 
7. アプリケーションおよびライブラリの配布 
 
アプリケーション： 
 
䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁋䇻䥞䁕䁝˔¾ò㾼˔Paʍ¾ò㾼maʄ¾ò㾼tΚ¾ò㾼Κ˔͝˔on¾ò㾼䁼䁝䁭Πatʄ˄¾ò䐍䁏䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼 
㿙1㿚A͆͆ òtore䂐䠗䁖䁝䤰䧞㿙A͆͆˴e䁩䂆䂈䛩䁮䂊䁝䘜䑒㿚㾼㿙2㿚第7.3条䁩䊙䁣䁍Aʍ loʄ䤰䧞㾼䁈䂆䁱㿙3㿚第7.4条
䁩䊙䁣䁍þe͝ta˴˔g˄t䂐䠗䁖䁝䃊ー䂰䂷䂪䂹䁬䁝䁿䁬䤰䧞䁊䆻䤓䁥䁗㾽˔¾ò㾼˔Paʍ¾ò㾼maʄ¾ò㾼䁈䂆䁱tΚ¾ò䐍䁏䁩䇻
䥞䁕䁝䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁦䁕䁤䤰䧞䁗䂉䁑䁦䂀䆻䤓䁥䁗㿙A͆͆˴e䁩䂆䂈䛩䁮䂊䁝䘜䑒㿚㾽䁓䂇䁩㾼
maʄ¾ò䐍䁏䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䪒䍶䬁䁩䊳䒢䁓䂊䁤䁂䂉䂆䁄䁩䨫䏓䁥䤰䘺䁗䂉䁑䁦䂀䁥䁋䁼䁗㾽 
 
7.1 App Store経由またはカスタムアプリの配信経由の無償ライセンスアプリケーションの配布 
䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁦䁕䁤䡑䈚䁥䁀䂉䘜䑒㾼䁉䁉䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼A͆͆˴e
䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭A͆͆˴e䓰䇦䕎䁩䂆䂉A͆͆ òtore䎆䬜䁼䁝䁭䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺䎆䬜䁥䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁶䁬䤰䧞䁩
䁢䁂䁤㾼䡑䈚䚔䂐䬗䁗䂉䁑䁦䁩䁨䂈䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤㾼A͆͆ òtore䎆䬜䁼䁝䁭䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛
䁬䤰䘺䎆䬜䁥㾼䫇䗒䁬㿙䫇䮈䁬㿚㾼A͆͆˴e䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭A͆͆˴e䓰䇦䕎䁩䂆䂉㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤
䁬䤰䧞㾼䁼䁝䁭un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁝䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䁈䁏䂉䠕䆺䁬䂤䃤
䂷䃤䂵㾼䊨䤓㾼䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䁬䠼䌁䁬䋸䆻䂐䊞䩴䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䫇䗒䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䓶
䠴䁗䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䁕䁤㾼䨫䔄1䁬䘢䑋䁩䖕䁡䁤㾼A͆͆˴e䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭A͆͆˴e䓰䇦䕎䂐㾼䂸䃊䃞䂴
䃂䁬䩘䡏䁨䝽䭦䙙㾼䁼䁝䁭䂤䃐䂴䂨䃘䂻ー䁩䓶䫐䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
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7.2 別紙2および別紙3（有償ライセンスアプリケーション向け）；領収書 
䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁦䁕䁤䡑䈚䁥䁀䂈㾼䁉䁢㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䁬䓦䬺
䂐䠗䁖䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䝩䁕䁤㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁥㾼䂙䃤䂺䃗ー
䂧ー䁩䝩䁕䁤䆶䂇䁉䁬䇔䌿䂐䁗䂉䘜䑒㾼A͆͆ òtore䎆䬜䁥䁉䁉䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䗗䬺䤰䧞
䁊䇻䓭䁓䂊䂉䛯䁩㾼䁼䁝䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤䇔䌿䂐䁗䂉䠕䆺䁬䂤䃤䂷䃤䂵㾼䊨䤓㾼䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪
䁬䗗䬺䤰䧞䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䁈䁏䂉un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁤䋸䆻䁓䂊䂉
䛯䁩㾼A͆͆˴e䁼䁝䁭A͆͆˴e䓰䇦䕎䁦䨫䡳䍶䬁㿙䨫䔄2㿚䂐䡂䎠䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䁬
䗆䫐䂐䕯䮕䁕㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺䎆䬜䁥䬗䗒䤰䧞䁗䂉䁑䁦䂐䊞䩴䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉
䂉䤰䧞䁊䔾䓺䁓䂊䂉䛯䁩㾼A͆͆˴e䁼䁝䁭A͆͆˴e䓰䇦䕎䁦䨫䡳䍶䬁㿙䨫䔄3㿚䂐䡂䎠䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽
A͆͆˴e䁼䁝䁭A͆͆˴e䓰䇦䕎䁦䨫䔄2䂀䁕䁍䁭䨫䔄3䁬䍶䬁䂐䡂䎠䁗䂉䘜䑒㾼䁼䁝䁭䁗䁥䁩䡂䎠䁕䁤䁂䂉䘜䑒㾼䨫䔄2䂀
䁕䁍䁭䨫䔄3䁬䘢䑋䁭㾼䁑䁬䄻䬺䁩䂆䂈䪒䍶䬁䁩䜆䁽䑧䁼䂊䂉䂀䁬䁦䁽䁨䁓䂊䁼䁗㾽 
 
䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䂕䃤䂪䂹ー䃜䁕䁝䘜䑒㾼A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤㾼
A͆͆˴e䘋䫒䗇䧘䁋䁬䗆䫐䁓䂊䁝䕢䄻䮕䕷䗇䂐䠼䌁䁕䁼䁗㾽䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁥䠴䁿䂇䂊䁝䠗䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䢖䈊䘋䫒䗇
䁈䂆䁱䮕䕷䗇䁊A͆͆˴e䁩䂆䂈䥞䐿䁓䂊䁝䁑䁦䁬䎲䘋䂐㾼䔧䙔䁬䚼䣻䁥䐿䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼un՚A͆͆ 
Pͺrʄ˄a͝e APu䁩䊂䯄䁕䁤㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䑃䣷䁩䊂䁗䂉㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䢖䈊䘋䫒䗇䁈䂆䁱䮕䕷䗇
䁬䓦䬺䁼䁝䁭䁑䂊䂇䁩䝩䁗䂉䘺䭓䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䞤䣆䁥䁛䁬䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼䫒䔤䁼䁝䁭䫬䔤䂐
䫳䂍䁘㾼䢖䈊A͆͆˴e䘋䫒䗇䁈䂆䁱䮕䕷䗇䁩䊂䁗䂉䗗䧎䚔㾼䣁䠴䫭䡏䁶䁬䡑䑒䚔㾼䚜䈞䚔㾼䘺䭓䚔㾼䄆䛳䚔㾼䁼䁝䁭䞀䓏
䕐䁬䎳䭡䁬䦟䘻䈂䚔䁩䁢䁂䁤㾼䄰䛁䨷䘋䁼䁝䁭䧃䫒䁕䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁩䖕䁡䁤䁬䁽䢖䈊䮕䕷䗇䁈
䂆䁱䘋䫒䗇䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦㾼䁈䂆䁱㾼䄰䛁䁬䊼䜿䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䧗䚜䓦䬺䂐䊈䁿㿙䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚㾼䢖䈊䮕䕷
䗇䁈䂆䁱䘋䫒䗇䁬䚜䘟䁨䅚䬺䁬䩮䈂䁼䁝䁭䇱䁔䂑䂐䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
7.3 登録デバイス上での配布（特別配布） 
䪒䍶䬁䁬䊲䠴䁩䖕䁂㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼˔¾ò㾼Πatʄ˄¾ò㾼˔Paʍ¾ò㾼tΚ¾ò㾼䁈䂆䁱Κ˔͝˔on¾ò䐍䁏䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛
䂢ー䂨䃘䃤䂐㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䕎䣞㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䜆䘲䣞㾼䌔䄭䊨䊂䣞㾼䂡䃜ー䃈䣞䁬䏓䙙㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁦䠼䍾䊂䍮
䁩䁀䂉䕐䁩䝩䁕䁤㾼䏑䠴䙾䮓䁬䡱䯠䂸䃁䂕䂪㿙䃈䃞䂡䃚䃑䂗䂘䃇䃎ー䂰䃜䁥䓶䠴㿚䁥䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩䤰䧞䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋
䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁝䁞䁕㾼䪒䍶䬁䁩䠴䁿䂉䠗䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䗀䬗䁗䂉A͆͆˴e䘋䫒䗇䂐䬺䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー
䂨䃘䃤䁊䂸ジ䂰䃜䗆䫐䁓䂊䁤䁂䂉䁑䁦䂐䘢䎤䁦䁕䁼䁗㾽䁑䁬䂆䁄䁨䩖䩘䁥㾼䡱䯠䂸䃁䂕䂪䘕䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨
䃘䃤䂐䤰䧞䁗䂉䁑䁦䁩䂆䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁩䝩䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䁛䁬䔜䡤䁥䬗䐉䁨A͆͆˴e
䁬㿥䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁈䂆䁱䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤㿦䂐䪲䁝䁕䁤䁂䂉䁑䁦䂐䧃䫒䁈䂆䁱䨷䘋䁕䁝䂀䁬䁦䁽䁨䁓䂊䁼䁗㾽䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞
䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊䑒䭦䡏䁨䥽䄓䁥䭀䋦䁗䂉㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䁗䂉䔽䫳䁶䁬䇨䢚䁈䂆䁱䘠䩍䠼䌁䁩䌈
䮖䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂㾼䜆䘲㾼䌔䄭䊨䊂㾼䁼䁝䁭䊂䯄䂡䃜ー䃈䣞䁬䁧䁬䏓䙙䁊
䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂂䡱䯠䂸䃁䂕䂪䁩䂓䂠䂬䂪䁕㾼䭡䬺䁗䂉䎳䭡䂐䬗䁗䂉䁉䂐䎝䠴䁕㾼䁉䁉䂉䡱䯠䂸䃁䂕䂪䁬
䉴䭦䁩䞤䣆䁥䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐㾼䘕䖩䁬䩖䩘䁩䂆䂈䤰
䧞䁕䁝䘜䑒䁩䥞䚟䁗䂉䦝䬺㾼䓷䖧㾼䝕䈂㾼䝕䔶㿙䔔䌦䊨䇦䁬䜐䔶㾼䄲䔶䭡䅱䂐䊈䁽䁼䁗䁊䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚㾼䁼
䁝䁭䁛䁬䝗䁬䒊䫅䁩䁢䁂䁤㾼䄰䛁䚼䣻䂐䧫䂍䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁈
䂆䁱䡱䯠䂸䃁䂕䂪䁶䁬䂓䂠䂬䂪䁈䂆䁱䁛䁬䭡䬺䁬䡑䛁䁨䉴䭦㾼䚐䏑㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䂤䃤䂹䃞ー䃜䂐䁥䁋䁨䁂䘜䑒䁩䁢
䁂䁤䂀㾼A͆͆˴e䁭䄰䛁䚼䣻䂐䧫䂍䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䔧䬜䒡䮓䁩䂆䂈㾼䁓䂇䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁬
䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䡑䛁䁨䭡䬺䘢䎤䢙䂐䧘䝬䁓䁙䂉䚼䣻䂐䧫䁂䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁬䭡䬺䘢䎤䁩䝩䁗䂉䄧䥮䁩䁢䁂䁤㾼
A͆͆˴e䁭䄰䛁䚼䣻䂐䧫䁂䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䁗䂉䃗ー䂧ー䓷䆁㾼䨷䘋㾼䁈䂆䁱䂦
䃎ー䂹䁩䁢䁂䁤㾼䞤䣆䁥䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
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7.4 TestFlight配布 
A. 認定デベロッパおよびApp Store Connectユーザーへの内部配布 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼㿙þe͝ta˴˔g˄t䂸䃊䃞䂴䃂䂦䂕䂹䁥䓶䠴䁓䂊䁝㿚䏑䠴䁓䂊䁝䙾䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂㾼䁼䁝䁭䂸䃊
䃞䂴䃂䊔䌦䂀䁕䁍䁭䜆䘲䁬䄰䄸䁥䁀䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬A͆͆ òtore 6onneʄt䃗ー䂧ー䁩䝩䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨
䃘䃤䁬䂷䂪䂹㾼䧄䆸㾼䁼䁝䁭䇻䥞䁩䁈䁏䂉䦍䂇䁬䣞䧶䓦䬺䁬䁝䁿䁩䁬䁽㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵
䂐䣞䧶䤰䧞䁗䂉䫭䡏䁥㾼þe͝ta˴˔g˄t䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼䁂䁢䁥䂀㾼䁛䁬䔧䬜䒡䮓䁥㾼䂸䃊
䃞䂴䃂䁩䝩䁕㾼þe͝ta˴˔g˄t䎆䬜䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁬䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂䂀䁕䁍䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬A͆͆ òtore 6onneʄt䃗ー䂧ー
䁶䁬㾼䁼䁝䁭䣁䠴䁬䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂䂀䁕䁍䁭A͆͆ òtore 6onneʄt䃗ー䂧ー䁶䁬㾼䁉䁉䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䤰䧞䁬䟘
䓽䂐䭀䋦䁗䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁕䁼䁗㾽  
 
B. ベータ版テスターへの外部配布 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼㿙þe͝ta˴˔g˄t䂸䃊䃞䂴䃂䂗䂘䃇䂦䂕䂹䁥䓶䠴䁓䂊䁝㿚䏑䠴䁓䂊䁝䙾䁬䃊ー䂰䥵䂷䂪䂰ー䁩䝩䁕㾼䂸䃊䃞䂴
䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂷䂪䂹䁈䂆䁱䧄䆸䂐䐿䁄䫭䡏䁥䁬䁽㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊㾼第6.5条
（TestFlight提出）䁥䠴䁿䂉䠗䂈㾼A͆͆˴e䁊䁉䁉䂉䤰䧞䂐䁗䂉䁝䁿䁩䗦䣾䁓䂊䁤䁂䂉䘜䑒䁩䏑䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛
䂢ー䂨䃘䃤䁬䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵䂐䈀䧶䤰䧞䁗䂉䁝䁿䁩þe͝ta˴˔g˄t䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸
䃊䃞䂴䃂䁬䃊ー䂰䥵䂷䂪䂰ー䁩䝩䁕㾼A͆͆˴e䁬þe͝ta˴˔g˄t䁩䓑䆺䁗䂉䁝䁿䁬㾼䁼䁝䁭䢖䈊䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵䂐䓦䬺䁗䂉䁝
䁿䁬䁂䁉䁨䂉䕩䮧䁬䦝䬺䂀䚨䋦䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䃈䃝
䃛䃛ー䂪䥵䁬䧎䔽㾼䃂䃆䂚ー䃏䃤䂪㾼䁼䁝䁭䬗䬺䚔䁬䇱䛰䁩䊂䯄䁕䁨䁂䫭䡏䁥㾼þe͝ta˴˔g˄t䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑
㿙䮪䁆䁮㾼A͆͆ òtore䂐䇨䦞䁗䂉䄙䙩䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂸䃓䥵䂐䎇䝎䡏䁩䤰䧞䁕䁝䂈㾼A͆͆ òtore䁥
䁬䐒䁼䁕䁂䧄䆸䂐䢾䂉䫭䡏䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䝧䏃䥵䂐䠼䌁䁕䁝䂈䁗䂉䁑䁦䁭䋸䆻䁓䂊䁼䁙䂑㿚㾽䁓䂇
䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䕡䁦䁕䁤䓰䁧䂀䂐䝩䘎䁦䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃊ー䂰䥵䂷䂪䂰ー
䁊㾼䈖㿐䁬䩘䄬䁩䁈䁏䂉䚕䙙年䮷䁩䞘䁕䁤䁂䂉䁑䁦䂐䈞䁉䁿䂉䦴䭀䁊䁀䂈䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䃊ー䂰䥵䂷䂪䂰ー䂐
þe͝ta˴˔g˄t䁩䠕䆺䁗䂉䁑䁦䂐䛩䞊䁕䁝䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁗䂉䗨䝭䁬䜴䘺䁩䁢䁂䁤㾼䁈䂆
䁱䁉䁉䂉䃗ー䂧ー䁶䁬䯄䭖䁩䁢䁂䁤䢯䙙䁬䢯䄙䂐䕢䢾䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䚼䣻䂐䧫䁂䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼þe͝ta˴˔g˄t䂐
䇥䁕䁤䁉䁉䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䗨䝭䂐䜴䘺䁗䂉䁑䁦䁬䁽䂐䫭䡏䁦䁕䁤㾼þe͝ta˴˔g˄t䂐䎆䬜䁕䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁊䠼䌁䁕䁝F
䃒ー䃜䂓䂺䃝䂪䂐䓦䬺䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䃊ー䂰䥵䂷䂪䂰ー䁩䝩䁕䁤䗨䝭䂐䜴䘺䁗䂉䫭䡏䁥F䃒ー䃜䂓䂺䃝䂪䂐䂓䂴䃈䃞
ー䂺䁗䂉䁑䁦䁩䂆䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䗨䝭䂐䜴䘺䁗䂉䫭䡏䁥䁛䁄䁕䁝F䃒ー䃜䂓䂺䃝䂪䂐䓦䬺䁗䂉䡑䛁䁨䩘
䡏䑳䋴䂐䬗䁕䁤䁂䂉䁑䁦䂐䨷䘋䁕䁝䂀䁬䁦䁽䁨䁓䂊䁼䁗㾽䃊ー䂰䥵䂷䂪䂰ー䁊㿙þe͝ta˴˔g˄t䎆䬜䁥㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䩖
䩘䁩䂆䂈㿚㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁉䂇䁬䯄䭖䂐䟘䓽䁗䂉䂆䁄䭀䋦䁕䁝䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭䝉䂂䁉䁩䯄䭖䂐䟘䓽䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉
䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
C. TestFlight情報の使⽤ 
þe͝ta˴˔g˄t䁊㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂉䂸䃊䃞䂴䃂䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵䁬䓦䬺䁩䊂䁗䂉䃊ー䂰䥵䇧䚶䘠䩍
㿙䮪䁆䁮㾼䂕䃤䂪䂹ー䃜䔜䊀㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䈖䔧䁬䓦䬺䧔䡹䁨䁧㿚㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䊂䯄䘠䩍㿙䮪䁆䁮㾼䂷䂪䂰ー䁬䠼
䄊㾼䃆䂔ー䂺䃁䂴䂠㾼䂪䂠䃛ー䃤䂨䃘䂴䂹㿚䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼䌁䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉䂸ー䂰䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛
䂢ー䂨䃘䃤䁈䂆䁱䊂䯄䗗䧎䂐䇱䛰䁗䂉䫭䡏䁥䁬䁽䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬
䁝䁿䁩㾼䁉䁉䂉䂸ー䂰䁬䖾䭦䁈䂆䁱䇧䚶䁩䁢䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䂐䆁䗉䁕㾼䁉䁢㾼䁛䁬䝗䁬䫭䡏䁥䁬䓦䬺䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁂
䁉䁨䂉䕐䁶䁬䇻䔤䂀䋸䆻䁓䂊䁤䁂䁨䁂䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䂐䗐䁋㿙䁉䁢㾼䁛䁬䘜䑒䁥䂀㾼A͆͆˴e䁩䂆䁡䁤䌵䁖䂇䂊䁤䁂
䁨䁂䏑䠴䥽䄓䁬䁽䁦䁗䂉㿚㾼䁉䁉䂉䘠䩍䂐䁂䁉䁨䂉䞀䓏䕐䁩䂀䠼䌁䁕䁨䁂䁑䁦䁩䁢䁂䁤䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䋅䋆䂐
䦞䁏䂉䁝䁿㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼þe͝ta˴˔g˄t䁬䄰䉯䁦䁕䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䁕䁤A͆͆˴e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼
䌁䁕䁝䃊ー䂰䥵䇧䚶䘠䩍䂐㾼䁛䁬䝗䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃊ー䂰䥵䇧䚶䘠䩍䁦䢝䑒㿙䁼䁝䁭䞀䓏䕐䁩䂆䂉䢝䑒䂐䋸䆻㿚䁕䁤䁭
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䁨䂇䁘㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䊀䁥䜧䏮䁩䃊ー䂰䥵䇧䚶䂐䐿䁄䁝䁿䁩㾼䁉䁉䂉䘠䩍䂐䃛䃎ジ䂹䃛䁩䢊䐱䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䂀䁬
䁦䁕䁼䁗㾽䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼þe͝ta˴˔g˄t䎆䬜䁥䠼䌁䁓䂊䁝䃊ー䂰䥵䇧䚶䘠䩍䂐㾼þe͝ta˴˔g˄t䈀䁥㾼䣁䠴䁬䂸䃁䂕
䂪䁉䂇䢾䂇䂊䁝䘠䩍䁼䁝䁭䣁䠴䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䊂䁗䂉䘠䩍䂐䦟䢽䫐䆴䁗䂉䫭䡏䁥䓦䬺䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼
䁗㿙䮪䁆䁮㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䣁䠴䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䊂䁗䂉þe͝ta˴˔g˄t䎆䬜䁥䖏䁿䂇䂊䁝䂸ー䂰䂐㾼A͆͆˴e䁬䇧䚶䂦ー䃄
䂪䎆䬜䁥䢽䫐䁥䠼䌁䁓䂊䁝䘠䩍䁦䎠䁱䧘䁏䂉䁑䁦䂐䔌䁽䁤䁭䁨䂈䁼䁙䂑㿚㾽  
 
ライブラリ： 
 
7.5 ライブラリの配布  
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂐䓦䬺䁗䂉䃚䂕䃇䃚䃛䂐䇻䥞䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽İʄoʍe䁦A͆͆˴e ò=�䁬䭡䬺䊲
䬁㾼䁼䁝䁭òΠ˔ʷt P˴aάgroͺnʍ͝䍶䬁䁬䠴䁿䁩䊂䂍䂇䁘㾼䪒䍶䬁䁩䁈䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼İʄoʍe䁈䂆䁱A͆͆˴e ò=�
䃚䂕䂬䃤䂪㾼䁼䁝䁭òΠ˔ʷt P˴aάgroͺnʍ͝䃚䂕䂬䃤䂪䁬䄰䧶䁦䁕䁤䠼䌁䁓䂊䂉䈊䢖䁗䂉A͆͆˴e ò=�䂐䓦䬺䁗䂉˔¾ò㾼
Πatʄ˄¾ò㾼˔Paʍ¾ò㾼tΚ¾ò㾼䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭Κ˔͝˔on¾ò䐍䁏䁬䃚䂕䃇䃚䃛䂐䇻䥞䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽䁝䁞䁕㾼䁉䁉䂉
䃚䂕䃇䃚䃛䁭㾼A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁦䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩䁬䁽䇻䥞䁈䂆䁱䤰䧞䁓䂊䂉䂀䁬䁦䁕㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉
䃚䂕䃇䃚䃛䁬䓦䬺䂐㾼䁉䁉䂉䚤䧎䁦䌆䁩䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩䏑䠴䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䃇䃚䃛䁊
A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁦䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩䛆䎍䁓䂊䁤䁂䁨䁂䁦䥬䞹䁕䁝䘜䑒㾼A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕㾼䁂䁢䁥䂀䂸䃊
䃞䂴䃂䁬䃚䂕䃇䃚䃛䁬䤰䧞䂐䟘䓽䁗䂉䂆䁄䭀䋦䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁉䂇䠗䟀䁓䂊䁝
䘜䑒䁭䁝䁞䁟䁩䁉䁉䂉䃚䂕䃇䃚䃛䁬䁗䁷䁤䁬䤰䧞䂐䟘䓽䁗䂉䁑䁦㾼䁈䂆䁱䁉䁉䂉䃚䂕䃇䃚䃛䁬䓢䂈䁬䨃䚤䂐䒴䗐䁗䂉䁝
䁿䁩A͆͆˴e䁩䌈䮖䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䋅䋆䂐䦞䁏䂉䁝䁿㾼䛯䖩䁬䚐䏑䁭㾼maʄ¾ò䐍䁏䃚䂕䃇䃚䃛䁬䇻
䥞䂐䌵䓽䁗䂉䕫䓻䁥䁭䁀䂈䁼䁙䂑㾽 
 
7.6 本契約において許可されていない配布の禁⽌  
第7.1条䁈䂆䁱7.2条䁩䊙䁣䁍A͆͆ òtore䁼䁝䁭䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺䎆䬜䁥䁬䫇䗒䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䤰
䧞㾼第7.2条㿙䣁䨫䤰䧞㿚䁥䊲䠴䁗䂉䡱䯠䂸䃁䂕䂪䁥䁬䭡䬺䁬䁝䁿䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䤰䧞㾼第7.4条䁥䊲䠴䁗䂉
þe͝ta˴˔g˄t䎆䬜䁬䃊ー䂰䂷䂪䂹䁬䁝䁿䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䤰䧞㾼第7.5条䁩䊙䁣䁍䃚䂕䃇䃚䃛䁬䤰䧞㾼䧘䝋䗇5䁩䊙
䁣䁍䃂䂪䁬䤰䧞㾼maʄ¾ò䘕䁬òaʷar˔䃈䂴䂨䃖䠗䟀䁬䜴䘺㾼maʄ¾ò䘕䁬òaʷar˔䈘䟳䊨䤓䁬䤰䧞㾼maʄ¾ò䐍䁏䁩䇻䥞
䁓䂊䁝䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁈䂆䁱䃚䂕䃇䃚䃛䁬䤰䧞㾼䁈䂆䁱䁛䁬䝗䪒䍶䬁䁥䋸䆻䁓䂊䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂐
䬺䁂䁤䇻䥞䁓䂊䁝䃈䃞䂡䃚䃑䁼䁝䁭䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䁛䁬䝗䁬䤰䧞䁭㾼䪒䍶䬁䁥䁭䄰䛁䣾䁿䂇䂊䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽
A͆͆˴e䁦䨫䡳䍶䬁䂐䐁䂍䁕䁤䁂䁨䁂䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䝗䁬䤰䧞䩖䩘䁩䂆䂈㾼˔¾ò㾼˔Paʍ¾ò㾼tΚ¾ò㾼Κ˔͝˔on¾ò㾼䁼
䁝䁭Πatʄ˄¾ò䐍䁏䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐㾼䞀䓏䕐䁩䤰䧞䁕䁝䂈㾼䁼䁝䁭䝗䕐䁊䁉䁉䂉䐿䄝䂐䁥䁋䂉䂆䁄
䁩䁕䁝䂈㾼䂀䁕䁍䁭䁛䂊䂐䋸䆻䁕䁝䂈䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䍶䬁䁩䖶䋴䁕䁝䩖䩘䁥䁬䁽㾼䂸䃊
䃞䂴䃂䁬䕢䃼䚤䧎䂐䤰䧞䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
7.7  アイコンのカスタマイズ 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䔧䙔䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䯄䁗䂉䂓䂕䂤䃤䁬䘴䂐䨮䐥䁕㾼䓦䬺䁕䁤䁂䂉䂸䃁䂕䂪䁩䁛䂊䂇
㿙䘴䁬䨮䐥䂐䊈䁾㿚䂐䧃䔤䁥䁋䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁼䁝㾼A͆͆˴e䁊䔧䙔䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䯄䁗䂉䂓䂕䂤䃤
䁬䘴䂐䨮䐥䁗䂉䁑䁦䁊䁀䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊䨫䡳䗇䫞䁥A͆͆˴e䁩䠗䟀䁕䁨䁂䏑䂈㾼A͆͆˴e䁭䔧
䕎䁬䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䃏䂷䃛䂓䃜㾼䄰䥺䂸䃊䃞䂴䃂䐍䁏䨘䗇㾼䁈䂆䁱A͆͆˴e =eΚe˴o͆er䁬䂕䃊䃤䂹㿙ĩĩ=6㾼A͆͆˴e䁬䂙䂞
䂪䃂ー䂹䁩䜧䞾䁨䁧㿚䁩䁈䁂䁤䁉䁉䂉䂓䂕䂤䃤䂐䓦䬺䁼䁝䁭䧃䔤䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㿙䘴䁬䨮䐥䂐䊈䁽䁼䁗㿚㾽 
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8. プログラム料䌿 
䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䁉䂇䬗䐉䁨䮈䌿䫚䗐䂐䕯䁏䁤䁂䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁋䂸䃊䃞䂴䃂䁩䧘䬨䁓䂊䂉䎳䭡䁈䂆
䁱䃚䂕䂬䃤䂪㾼䁨䂇䁱䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䪒䃈䃞䂡䃚䃑䁶䁬䓑䆺䁬䝩䆸䁦䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䃈䃞䂡䃚䃑䁬䂗䂘䃇䂦
䂕䂹䁥䠴䁿䂉䪒䃈䃞䂡䃚䃑年䇦䦝䂐A͆͆˴e䁩䓷䨇䁄䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䢖䈊䮈䌿䁬䨇䫱䁕䁭䐿䂍䂊䁘㾼䁉
䁢㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼A͆͆˴e䂦ー䃄䂪㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䪒䃈䃞䂡䃚䃑䁬䓦䬺䁩䁢䁂䁤䧬䇔䁓䂊䢾䂉䄰䛁䁬䚮
䌿䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁊䧫䞧䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁬䪒䃈䃞䂡䃚䃑䮈䌿䁭㾼䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁋䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂓䃈䃛䂢ー
䂨䃘䃤䂐A͆͆˴e䁩䠼䖧㿙䁼䁝䁭䒌䠼䖧㿚䁗䂉䔜䡤䁩䁈䁂䁤䛳䈫䁊䓷䨇䂍䂊䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁘㾼䏴䨇䁂䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁨䁂
䂀䁬䁦䁕㾼䈊䢖䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䪒䃈䃞䂡䃚䃑䂗䂘䃇䃎ー䂰䃜䁈䂆䁱A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁬䎇䝎䓦䬺䁭㾼䂸䃊䃞䂴
䃂䁩䂆䂉䁉䁉䂉䮈䌿䁬䓷䨇䁂䂐䘢䎤䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䔧䢮䐥䙃䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁬年䊀䃈䃞䂡䃚䃑䮈
䌿䂐䓷䨇䁄䁑䁦䂐䛩䞊䁕䁝䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䔧䢮䐥䙃䃒䃤䃁ー䂨䂴䃈䁶䁬䡱䯠䂐䛩䞊䁕䁝䔜䁩䃈䃞䂡䃚䃑䂗䂘䃇䃎ー
䂰䃜䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁊䢯䄙䁕䁝䘢䎤䁩䖕䁂㾼A͆͆˴e䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䁩䡱䯠䁕䁝䂠䃝ジ䂴䂹䂜ー䂺䁩䢖䈊䮈䌿䂐䚨䋦
䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 

䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e =eΚe˴o͆er䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䠗䁖䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁬䪒䃈䃞䂡䃚䃑䮈䌿䂐䓷䨇䁄䘜䑒㾼䧘䝋䗇9
㿙A͆͆˴e =eΚe˴o͆er䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䠗䁖䁤䑃䣷䁕䁝䂦䃇䂪䂠䃛䃈䂨䃘䃤䁩䊂䁗䂉䧘䆺䘢䎤㿚䁬䘢䑋䂀䡑䬺䁓䂊䁼䁗㾽 
 
9. 機密保持 
9.1 Appleの秘密情報とみなされる情報 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱A͆͆˴e䂦ー䃄䂪㿙䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵䂺䂞䃖䃒䃤䂹䂐䊈䁾㿚㾼䃈䃝䃛䃛
ー䂪䥵A͆͆˴e䃀ー䂺䂗䂘䂓㾼aPò䢱䣷䃂䂴䂢ージ䁊㾼㿥A͆͆˴e䦘䪻䘠䩍㿦䁦䁽䁨䁓䂊䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁝䁞
䁕㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁊䄰䞩䗗䬺䥼䤹䁓䂊䁝䘜䑒㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁬䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵䊨䤓䂐
䇻䔤䁕䁝䭡䬺䊲䬁䁭㾼䦘䪻䚔䂐䜐䔶䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䘕䊳䁩䊂䂍䂇䁘㾼䔝䁬䁂䁘䂊䁉䁩䈊䢖䁗䂉䘠䩍䁭㾼A͆͆˴e䦘䪻
䘠䩍䁩䊈䁼䂊䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽㿙˔㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁬䄧䥮䁩䂆䂇䁘䁕䁤㾼䑒䩘䡏䁩䐇䟀䁦䁨䁡䁝䘠䩍㾼㿙˔˔㿚A͆͆˴e䁊䄰䥺䁩
䇻䔤䁕䁝䘠䩍㾼㿙˔˔˔㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼A͆͆˴e䦘䪻䘠䩍䁩䭓䂉䁑䁦䁨䁍䞤䣆䁥䇻䥞䁕䁝䘠䩍㾼㿙˔Κ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤䚐䬁䂐
䕯䁏䂉䁑䁦䁨䁍䘠䩍䁬䘨䡰䁼䁝䁭䇻䔤䂐䐿䁄䎳䭡䂐䬗䁗䂉䞀䓏䕐䁉䂇䚜䢖䁩䣷䕤䁕䁝䘠䩍㾼㿙Κ㿚A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁩
䊈䁼䂊䁤䁂䂉䃆䃛ー䂛ー䃈䃤䂮ー䂪䂮䃆䂹䂗䂘䂓㿙a¾òò㿚䁥䁀䂈㾼䁛䁬䭡䬺䁼䁝䁭䘠䩍䇻䔤䁩䁢䁂䁤䦘䪻䨷䔛䋆䫅䂐䃚䂕
䂬䃤䂪䘢䎤䁩䇔䁕䁤䁂䁨䁂䂀䁬㾽䁓䂇䁩㾼A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼A͆͆˴e䂦ー䃄䂪㾼
䁼䁝䁭䃀ー䂺䂗䂘䂓䁬䂪䂠䃛ー䃤䂨䃘䂴䂹䁬䍽䒢㾼䃂䃇䃛䂴䂠䃝䃄䃖ー䁬䊳䒢㾼䁼䁝䁭䒌䤰䧞䂐䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦䂐䗐䁋㾼
䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼ĩĩ=6㿙A͆͆˴e䁬䃠ー䃜䂺䃠䂕䂺䂸䃊䃞䂴䃂䂜䃤䃆䂒䃝䃤䂪㿚䁥A͆͆˴e䁩䂆䂈䇻䔤䁓䂊䁝䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵
A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁩䊂䁗䂉䋁䖨䘠䩍䁩䁢䁂䁤㾼䛯䊳䦘䪻䨷䔛䘢䑋䁩䐠䝆䁓䂊䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙
䁕䁼䁗㾽 
 
9.2 Apple秘密情報に関する義務 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䢯䢙䁬䖜䭀䚔䂐䬗䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁬䦘䪻䘠䩍䂐䨷䏽䁗䂉䘜䑒䁦䗠䁨䁍䁦䂀䢯䁖㿙䁝䁞䁕䗠䁨䁍䁦䂀
䜧䆘䁨㿚䟟䄙䂐䨇䁡䁤㾼A͆͆˴e䦘䪻䘠䩍䂐䨷䏽䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁍䂸䃊䃞
䂴䃂䁬䎳䭡䁬䐿䓦䁦䋆䫅䁬䭣䐿䁬䁝䁿䁩䁬䁽㾼A͆͆˴e䦘䪻䘠䩍䂐䓦䬺䁗䂉䂀䁬䁦䁕㾼A͆͆˴e䁬䗇䫞䁩䂆䂉䔔䛯䁬䋸䆻
䂐䢾䂉䁑䁦䁨䁍㾼䝗䁬䁂䁉䁨䂉䫭䡏䁩䂀㾼䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁼䁝䁭䞀䓏䕐䁬䭡䅱䁬䁝䁿䁩㾼A͆͆˴e䦘䪻䘠䩍䂐䓦䬺䁕䁤䁭
䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁓䂇䁩㾼䁈䋗䬶䁭㾼A͆͆˴e䦘䪻䘠䩍䂐䔝䁩䍽䁐䂉䕐䄎䈀䁩䇻䔤䁼䁝䁭䭵䧞䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗
䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽㿙˔㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁬䖕䌦䄸䁼䁝䁭䈀䧶䍶䬁䕐㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁊䌔䄭䊨䊂䁥䁀䂉䘜䑒䁩䁭䁛䁬䌔䘳䄸
䁥㾼A͆͆˴e䦘䪻䘠䩍䂐䟀䂉䦴䭀䁊䁀䂈㾼A͆͆˴e䦘䪻䘠䩍䁬䫇䞹䓦䬺䂂䇻䔤䂐䌵䓽䁗䂉䍶䬁䂐䐁䂍䁕䁝䕐㾼䁼䁝䁭㾼 
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㿙˔˔㿚䁛䁬䝗A͆͆˴e䁊䗇䫞䂐䂀䁡䁤䑒䄙䁼䁝䁭䋸䆻䁕䁝䕐㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䩘䮨䁩䂆䂈A͆͆˴e䦘䪻䘠䩍䂐䇻䔤䁗䂉䁑䁦䁊
䋦䁿䂇䂊䁝䘜䑒㾼䇻䔤䭀䋦䁓䂊䁤䁂䂉䏑䡹䁩䁈䁂䁤㾼䇻䔤䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁝䁞䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䦘䪻䘠䩍
䂐䇻䔤䁗䂉䛯䁩䁉䁉䂉䭀䋦䁊䁀䁡䁝䓻䂐A͆͆˴e䁩䠗䟀䁕㾼A͆͆˴e䦘䪻䘠䩍䁬䨷䏽䛺䟈䂐䑁䁘䂉䁝䁿䁬䑒䭦䡏䁨䝩䆘
䂐䐿䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁈䋗䬶䁭㾼A͆͆˴e䦘䪻䘠䩍䂐䧗䡑䛁䁩䇻䔤䁕䁝䘜䑒䁬䝕䈂䁭䇨䧾䧗䤓䁦䁨䂈䢾䂉䁑䁦㾼䁕䁝䁊䁡
䁤㾼A͆͆˴e䁭䁹䁉䁬䁀䂇䂄䂉䋤䒗䛺䟈䁩䆺䁆㾼䑿䓽䫑䮨䁈䂆䁱䆵䑿䓽䫑䮨䂐䊈䁿䁝䑀䨟䩘䘕䁬䋤䒗䛺䟈䂐䋦䁿䂉䎳䭡
䂐䬗䁗䂉䁑䁦䂐䣾䁿䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
9.3 Appleに提出された情報は秘密情報とはみなされないこと 
A͆͆˴e䁭䝘䙾䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁦䌦䫅䂐䐿䁡䁤䁈䂈㾼䢖䈊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䚤
䧎䁬䟘䁩䁭㾼䣁䠴䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁦䮧䔕䁼䁝䁭䌅䑒䁗䂉䚤䧎䁊䝒䒥䁗䂉䘜䑒䁊䁀䂈䁼䁗㾽䁼䁝㾼
A͆͆˴e䔧䂇䁊䮧䔕䁼䁝䁭䌅䑒䁗䂉䔧䕎䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁈䂆䁱䚤䧎䂐䇻䥞䁗䂉䆻䤓䚔㾼䁼䁝䁭䗞䭑䁩䁈䁂䁤䁉䁉䂉
䇻䥞䂐䐿䁄䁑䁦䂐䎝䠴䁗䂉䆻䤓䚔䂀䁀䂈䁼䁗㾽䏼䇧䁬䆻䤓䚔䂐䦞䁏䂉䁝䁿㾼䁉䁢㾼䪒䍶䬁䁥䨫䞼䁬䫒䈞䁨䠴䁿䁊䁀䂉䘜
䑒䂐䗐䁋㾼A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䁢䁂䁤䁬䘠䩍㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䘠䩍㾼䁈䂆䁱䃒䂰䂸ー
䂰㿙䂐䊈䁽䁼䁗䁊䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚㾼䪒䍶䬁䁼䁝䁭䃈䃞䂡䃚䃑䁩䊂䯄䁕䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁊䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁬䁀䂉䄰䛁
䁬䘠䩍㿙䁉䁉䂉䇻䔤䘠䩍䂐㿥ライセンシーによる開⽰情報㿦䁦䁂䁂䁼䁗㿚䁩䊂䁕䁤㾼䫒䔤㾼䫬䔤䂐䫳䂍䁘㾼䦘䪻䨷䔛䋆䫅䁼
䁝䁭䓦䬺䚐䏑䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦䁭䄰䛁䁥䁋䁘㾼䁑䂊䁩䁢䁂䁤䁬䚼䣻䂐䫒䔤䡏䁩䦊䣾䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉䃚䂕䂬
䃤䂨ー䁩䂆䂉䇻䔤䘠䩍䁭⾮秘密情報䁥䁀䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䪒䍶䬁䁥䨫䞼䁬䫒䈞䁨䠴䁿䁊䁀䂉䘜䑒䂐䗐
䁋㾼A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠗䟀䁼䁝䁭䨾䗒䂐䐿䁄䁑䁦䁨䁍㾼䃚䂕䂬䃤䂨ー䁩䂆䂉䇻䔤䘠䩍䂐䁗䁷䁤䔧䬜䁉䁢䫇䚐䏑䁩䓦
䬺䁈䂆䁱䇻䔤䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䃚䂕䂬䃤䂨ー䁩䂆䂉䇻䔤䘠䩍䁬䁂䁘䂊䁉䁬䧶䨌䁬䕯䮕㾼䈞
䣾㾼䓦䬺㾼䁼䁝䁭䇻䔤䁩䊵䄹䁕䁤䥞䚟䁗䂉䆻䤓䚔䁊䁀䂉䁗䁷䁤䁬䚼䣻䁈䂆䁱䋆䫅䁩䊂䁕䁤A͆͆˴e䂐䫚䚼䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼
䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䁩䠼䖧䁗䂉䄰䛁䁬䬗䍷䨊䁭A͆͆˴e䁬䔏䓙䁦䁨䂈㾼A͆͆˴e䁭㾼䁑䂊䂇䁬䬗䍷䨊䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁩䨲
䋖䁗䂉䋆䫅㾼䁼䁝䁭䁛䁬䤧䊧䂐䘋䫒䁗䂉䋆䫅䂐䧫䁂䁼䁙䂑㾽 
 
9.4 プレスリリースおよびその他の宣伝 
䁈䋗䬶䁭㾼A͆͆˴e䁬䫒䔤䡏䁨䗇䫞䁩䂆䂉䔔䛯䁬䗦䣾䁨䁍㾼䪒䍶䬁䁈䂆䁱䁛䁬䗈䘢䎤㾼䁼䁝䁭䮅䢖䔔䕐䁬䊂䍮䁩䊂䁕䁤
䃈䃝䂪䃛䃛ー䂪䂐䥞䐿䁕䁤䁭䁨䂇䁘㾼䁼䁝䁛䁬䝗䁬䐇䔬䥞䧃䂀䐿䁡䁤䁭䁨䂈䁼䁙䂑㾽A͆͆˴e䁭䛯䊳䁬䗦䣾䂐㾼䁛䁬䒡䮓
䁩䁈䁂䁤䭸䨷䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽 
 
10. 補償  
䡑䬺䁓䂊䂉䩘䭮䁩䂆䁡䁤䣾䁿䂇䂊䂉䥽䄓䣞䁩䁈䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䔝䁬䁂䁘䂊䁉䁩䊵䄹䁕䁤㿙䁝䁞䁕㾼䪒䘢䁩䁈䁂䁤
䁭㾼A͆͆ òtore䈀䁥䤰䧞䁓䂊㾼䁉䁢㾼A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁼䁝䁭䘋䫒䗇䂐䓦䬺䁕䁨䁂maʄ¾ò䐍䁏䁬䁀䂇䂄䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨
䃘䃤䂐䗐䁋䁼䁗㿚㾼A͆͆˴e㾼䁛䁬䕢䡂䬀㾼䬀䄸㾼䖕䌦䄸㾼䣆䭰䁕䁝䈀䧶䍶䬁䕐䁈䂆䁱䝽䭦䙙㿙䈖㿐䂐㿥A͆͆˴e䦜䨾䗒䢖䔔
䕐㿦䁦䁂䁂䁼䁗㿚䁩䝩䁕䁤㾼A͆͆˴e䦜䨾䗒䢖䔔䕐䁊䧫䞧䁕䁝㾼䄎䆳䁬䁂䁘䂊䁉䁩䊵䄹䁗䂉䁉㾼䁼䁝䁭䁛䂊䁩䊂䯄䁕䁤䥞䚟
䁕䁝䄰䛁䁬䚨䋦㾼䝕䔶㾼䧫䒊㾼䝕䈂㾼䚮䌿㾼䎆䦝㾼䁈䂆䁱䦝䬺㿙䨶䏽䓬䩍䖎䁈䂆䁱䜈䘊䦝䬺䂐䊈䁽䁼䁗䁊䁑䂊䁩䏑䠴䁕䁨
䁂㿚㿙䄎䆳㿥䪒䎤䝕䔶㿦䁦䜪䗿䁕䁼䁗㿚䁩䁢䁂䁤㾼䨾䗒䁕㾼䨷䏽䁗䂉䁑䁦㾼䁈䂆䁱A͆͆˴e䁬䭀䋦䁩䂆䂈䩿䏵䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁕
䁼䁗㾽㿙˔㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉㿙䈊䢖䁗䂉䘜䑒䁭䨫䔄2䁈䂆䁱䨫䔄3䂐䊈䁾㿚䪒䍶䬁䁩䁈䁏䂉䣾䘋㾼䬁䠴㾼䋆䫅㾼䧃䫒㾼䁼䁝䁭
䨷䘋䁩䝩䁗䂉䄧䥮㾼㿙˔˔㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁬䕢䃼䚤䧎䂂䝩䘎䚤䧎㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䕢䃼䚤䧎䂂䝩䘎䚤䧎䁬䤰䧞㾼䥼䤹㾼䤹
䑧䁽㾼䓦䬺䁼䁝䁭䢱䣷㿙䞤䣆䁼䁝䁭䜆䁽䑒䂍䁙䁬䖜䭀䁨䧶䨌䁦䁕䁤㿚㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䘠䩍㾼䃒䂰䂸ー䂰㾼䁼
䁝䁭䃂䂪䘠䩍䁊㾼䞀䓏䕐䁬䟀䡏䒨䓙䁼䁝䁭䒨䓙䎳䁩䄧䥮䁼䁝䁭䘻䈂䁕䁤䁂䂉䁦䁬䚨䋦㾼㿙˔˔˔㿚㿙䈊䢖䁗䂉䘜䑒䁭䨫䔄1㾼䨫
䔄2㾼䁼䁝䁭䨫䔄3䁥䠴䁿䂉㿚䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䁝䁿䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䓦䬺䋸䞒䍶䬁䁩䠴䁿䂉䋆䫅䁬䄧䥮㾼
㿙˔Κ㿚A͆͆˴e䁉䂇䣾䁿䂇䂊䁝䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䘠䩍㾼òaʷar˔䃈䂴䂨䃖
䠗䟀㾼òaʷar˔ FΩten͝˔on㿙䈊䢖䁗䂉䘜䑒㿚㾼䃂䂪㾼䃂䂪䘠䩍㾼䃒䂰䂸ー䂰㾼䊂䯄䗗䦾䁈䂆䁱䃞䂥㾼䁼䁝䁭䪒䍶䬁㿙䈊䢖䁗䂉
䘜䑒䁭䨫䔄2䁼䁝䁭䨫䔄3䂐䊈䁾㿚䁩䊙䁣䁋䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䁩䠼䌁䁕䁝䇝䜹䁈䂆䁱䁛䁬䝗䁬䃏䂷䃛䂓䃜䁬䓦䬺㾼䃈
䃞䃓ー䂨䃘䃤㾼䁼䁝䁭䤰䧞㾼㿙Κ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁬䕢䃼䚤䧎㾼䝩䘎䚤䧎㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䘠䩍㾼䃂䂪䘠䩍㾼䁼䁝䁭䊂
䯄䁗䂉䃞䂥㾼䗗䦾㾼䂤䃤䂷䃤䂵䂀䁕䁍䁭䇝䜹䁩䊂䁗䂉䁀䂇䂄䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䚨䋦䂐䊈䁾䁊䁑䂊䁩䏑䂇䁨䁂䁗䁷䁤䁬
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䚨䋦㾼㿙Κ˔㿚A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂀䁕䁍䁭䂦ー䃄䂪㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䘠䩍㾼䃂䂪䘠䩍㾼䃒䂰䂸ー䂰㾼
䂸䃊䃞䂴䃂䁬䣾䠴䂷䂪䂹䃗䂼䂴䂹㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䡱䯠䂸䃁䂕䂪㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䕢䃼䚤䧎㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䝩䘎䚤䧎㾼䐨䚕䃈
䃞䃆䂒䂕䃜䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䓦䬺㾼䁼䁝䁭䁑䂊䂇䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䇻䥞䁈䂆䁱䤰䧞㾼䁼䁝䁭㿙Κ˔˔㿚¯=¯䏫䋗䁉䂇䁬㾼
䂸䃊䃞䂴䃂䁬¯=¯䏮䉤䚤䧎䁩䊂䁗䂉䚨䋦㾼䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䁬¯=¯䏮䉤䚤䧎䁊䞀䓏䕐䁬䟀䡏䒨䓙䎳䁼䁝䁭䗀䬗䎳
䂐䄧䥮䁼䁝䁭䘻䈂䁕䁤䁂䂉䁦䁂䁄䚨䋦㾽 
 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭䁂䁉䁨䂉䂦ー䃄䂪䂀㾼䢖䈊䕢䃼䚤䧎䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䁬䂤䃤䂷䃤䂵㾼䊨䤓㾼䂦ー
䃄䂪㾼䂸ー䂰㾼䁼䁝䁭䘠䩍䁬䏼䂈䁼䁝䁭䧗䚜䈞䚔㾼䁀䂉䁂䁭䁛䂊䂇䁬䧗䍎䑒䁩䂆䂈㾼䓾䩪㾼䧫䗑㾼䁼䁝䁭䙈䑚䁨䨊䭦䡏䂀
䁕䁍䁭䉯䌌䘕䁬䝕䈂䂐䄻䁋䊵䁑䁕䢾䂉䕢䃼䚤䧎䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䁬䇻䥞䁩䓦䬺䁓䂊䂉䁑䁦䂐䄙䙩䁕䁤䁂䁨䁂䁑䁦䂐䮂䇧
䁕㾼䁉䁢㾼䩘䮨䁩䂆䂈䋸䬯䁓䂊䂉䥽䄓䣞䁩䁈䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䍶䬁䁩䂆䂈㾼䁉䁉䂉䓦䬺䂐䏆䄹䁦䁕䁤A͆͆˴e䦜䨾䗒
䢖䔔䕐䁩䥞䚟䁕䁝䄰䛁䁬䪒䎤䝕䔶䁩䁢䁂䁤㾼䈖A͆͆˴e䦜䨾䗒䢖䔔䕐䁊䁑䂊䂐䦜䂇䁪䂆䁄䨾䗒䁕㾼䨷䏽䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙
䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
䁂䁉䁨䂉䘜䑒䁩䁈䁂䁤䂀㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁬䗇䫞䁩䂆䂉䔔䛯䁬䢯䄙䁨䁍㾼䆶䂇䁉䁬䩖䩘䁥A͆͆˴e䁬䎳䭡䁩䅠䌠
䁕㾼䁼䁝䁭A͆͆˴e䂐䐠䝆䁗䂉䂆䁄䁨䯣䇧䁼䁝䁭䮧䔕䁬䑒䄙䂐䞀䓏䕐䁦䁬䊀䁥䡂䎠䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
11. 契約の期間と解除 
11.1 契約期間 
䪒䍶䬁䁬䍶䬁䊥䊀䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃈䃞䂡䃚䃑䂓䂜䂗䃤䂹䁊䒍䖿䁩䂓䂠䂷䂔䃊ー䂹䁓䂊䁝⽇䁉䂇1年䊀䁦䁕䁼䁗㾽䄎䏴
䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊年䔝䐥䙃䮈䂐䓷䨇䁄䁑䁦㾼䁈䂆䁱䪒䍶䬁䁬䘢䑋䂐䖻䕣䁗䂉䁑䁦䂐䘢䎤䁦䁕䁤㾼1年䊀䁒䁦䁩䔧䢮䡏䁩䍶
䬁䊥䊀䁊䐥䙃䁓䂊䁼䁗㾽䁝䁞䁕㾼䪒䍶䬁䁩䖕䁡䁤䡳䟘䇧䗐䁓䂊䁝䘜䑒䂐䗐䁋䁼䁗㾽  
 
11.2 解除  
䄎䆳䁬䁂䁘䂊䁉䁬䔔䬜䁩䈊䢖䁗䂉䘜䑒㾼䪒䍶䬁䁈䂆䁱䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁋A͆͆˴e䁊䧘䬨䁕䁝䁗䁷䁤䁬䎳䭡㾼䃚䂕䂬䃤䂪㾼 
䁈䂆䁱䂦ー䃄䂪䁭㾼A͆͆˴e䁉䂇䠗䟀䁊䐿䂍䂊䔝䞀㾼䝃䔜䇧䗐䁓䂊䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
㿙a㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁼䁝䁭䁛䁬䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂䁬䁂䁘䂊䁉䁊㾼䪒第11.2条䁥䄎䆳䁩䊲䠴䁗䂉䘢䑋䄎䈀䁬䪒䍶䬁䁬䁂䁘䂊䁉
䁬䘢䑋䂐䖻䕣䁙䁘㾼䁉䁢㾼䢖䈊䄧䥮䂐䣾䔭䁕䁝䁀䁦㾼䁼䁝䁭䢖䈊䄧䥮䁬䠗䟀䂐䕯䮕䁕䁝䁀䁦㾼30⽇䄎䣞䁩䢖䈊䄧䥮䂐
䚎䚜䁕䁨䁉䁡䁝䘜䑒㾽 
㿙ɿ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁼䁝䁭䁛䁬䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂䁬䁂䁘䂊䁉䁊㾼第9条（秘密保持）䁬䘢䑋䂐䖻䕣䁕䁨䁉䁡䁝䘜䑒㾽 
㿙ʄ㿚䆳䖩䁬㿥䨌䭬㿦䘢䑋䁩䠴䁿䂉䘤䌖䁩䊃䁡䁝䘜䑒㾽  
㿙ʍ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䍶䬁䊥䊀䟘䁩A͆͆˴e䁩䝩䁕䣁䋸䘻䈂䜈䘊䂐䠼䊵䁕䁝䘜䑒㾽  
㿙e㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁊䓷䨇䧗䤓䁩䊃䂈㾼䓷䨇䊥䏑䁩䒊䫅䂐䓷䨇䁄䁑䁦䁊䁥䁋䁘㾼䇧䓕䂀䁕䁍䁭䔔䌦䂐䠮䓽䁕㾼䤡䓙䂐䚨䋦㾼 
䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤䤡䓙䁬䙉䭰䁤䁊䐿䂍䂊䁝䘜䑒㾽 
㿙ʷ㿚䂸䃊䃞䂴䃂㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䂐䠋䛃䡏䂀䁕䁍䁭䊀䛃䡏䁩䓷䤰䁗䂉㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁦䌆䁩䓷䤰䆳䁩䁀䂉㿙䁑䁑䁥
䁬㿥䓷䤰㿦䁦䁭14փ8䘢䁥䠴䋆䁓䂊䁝䄙䪵䂐䔛䁟䁼䁗㿚㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁊䕢䄻䂐䅹䈺䁩䁗䂉䁝䁿䁩䂓䃈䃛䂐䇻䥞䁕䁤
䁂䂉䩘䙙䂀䁕䁍䁭䏓䙙䁭㾼A͆͆ òtore 6onneʄt䁥䭡䬺䆻䤓䁨䑜䁼䁝䁭䟁䄬䁩䁈䁏䂉䚐䒡䛺䟈䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䚐䏑
䔔䑋䁬䝩䘎䁥䁀䂉㾼䁼䁝䁭䝩䘎䁩䁨䂈䁼䁗㾽 
㿙g㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䪒䍶䬁䁩䊂䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䚔䔽䁩䊂䁗䂉䧗䚜䈞䁨䧃䔤㿙䮪䁆䁮㾼A͆͆˴e䁬䘿
䒀䁉䂇䊨䤓䂐䅁䁕䁝䘜䑒䁼䁝䁭䅁䁗䁑䁦䂐䔌䁽䁝䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䝩䁗䂉䃗ー䂧ー䁬䃝䃄䃖ー䂐
䇱䁔䂑䁕䁝䘜䑒㾼䓷䨇䁂䧗䚜䁩䊂䬨䁕䁝䘜䑒䁨䁧㿚䂐䊈䁾䁊䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁨䁂㾼䏼䇧䂐䗨䁍䐿䄝㾼䧗䚜䁨䐿䄝㾼䧗
䡑䛁䁨䐿䄝㾼䄧䩘䁨䐿䄝㾼䁼䁝䁭䧗䚦䔾䁨䐿䄝䁩䁉䁉䂍䁡䁝䘜䑒㾼䁼䁝䁭䝗䕐䂐䁕䁤䁉䁉䂍䂇䁙䁝䘜䑒㾽  
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䁼䁝㾼A͆͆˴e䁭㾼第4条䁩䠴䁿䂉䙃䁕䁂䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤䁼䁝䁭䍶䬁䘢䑋䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁊䗦䞒䁕䁨䁉䁡䁝䘜䑒㾼䪒䍶䬁䂐
䇧䗐䁕㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂀䁕䁍䁭䂦ー䃄䂪䂐䓦䬺䁗䂉䎳䭡䂐䠮䓽䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼
䁗㾽䁂䁘䂊䁬䢖䔔䕐䂀㾼䚜䢖䁨䭦䬜䁬䬗䫇䂐䫳䂍䁘㾼䡴䑒䁩䂆䂈䪒䍶䬁䂐䇧䗐䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕㾼䇧䗐䁬䄙䓵
䁬䗇䫞䠗䟀䂐䝗䩖䢖䔔䕐䁩䐿䁡䁤䁉䂇30⽇䏴䁩䇧䗐䁬䐉䮖䁊䚟䁘䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
11.3 解除の効果 
䭦䬜䁬䣸䆶䂐䫳䂍䁘㾼䪒䍶䬁䁊䇧䗐䁓䂊䁝䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䠋䁟䁩A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䁬䄰䛁䁬䓦
䬺䂐䟘䓽䁗䂉䁑䁦㾼䁨䂇䁱䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䁛䁬䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂䁊䨷䬗䁼䁝䁭䉴䭦䁗䂉A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱
A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁩䊂䯄䁗䂉䘠䩍㿙䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃈䂴䂨䃖䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤u=䂐䊈䁾㿚䁬䛳䧶䁼䁝䁭䄰䧶䁬䨃䚤䁬䁗䁷䁤㾼
䁈䂆䁱A͆͆˴e䦘䪻䘠䩍䁬䨃䚤䁬䁗䁷䁤䂐䗴䋰䁈䂆䁱䤡䊧䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁉䂇
䭀䚨䁊䁀䁡䁝䘜䑒䁩䁭㾼䛯䊳䁬䤡䊧䂐䘋䫒䁗䂉䨘䗇䂐A͆͆˴e䁩䠼䖧䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䨫䔄1䁩䠴䋆䁈
䂆䁱䊳䒢䁓䂊䁤䁂䂉䤰䧞䊥䊀䁊䪲䮂䁕䁝䘜䑒䁩䁭㾼A͆͆˴e䁊䨷䬗䁼䁝䁭䉴䭦䁗䂉䄰䛁䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤
䁈䂆䁱䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䘠䩍㿙A͆͆˴e䁬䦾䖶䁬䃄ジ䂾䂪䃈䃚䂠䂷䂔䂪䁩䖕䁡䁤䨷䉴䁓䂊䂉䂓ー䂜䂕䃇䂤䃅ー㾼䁈
䂆䁱䡑䬺䁓䂊䂉䩘䭮㾼䊲䝂㾼䁼䁝䁭䊲䚐䁩䂆䂈䨷䉴䁊䋆䫅䁣䁏䂇䂊䂉䂓ー䂜䂕䃇䂤䃅ー䂐䗐䁋䁼䁗㿚䂐㾼䄎䏴䑒䭦䡏䁨䊥
䊀䣞䁩䒴䗐䁼䁝䁭䤡䊧䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䔝䁬䊲䠴䁭㾼䪒䍶䬁䁬䖂䮂䏴䂀䝒䝎䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䞀1䘢㾼䞀2փ3䘢㾼 
䞀2փ5䘢㾼䞀2փ6䘢㾼䞀3փ1䘢㿙ʍ㿚㾼䞀3փ1䘢㿙e㿚㾼䞀3փ1䘢㿙ʷ㿚㾼䞀3փ2䘢㾼䞀3փ3䘢㾼䞀5փ1䘢䞀2䞼㿙䝒䝎䁗䂉䚐䏑䄎䈀䁬䒍
䏴䁬2䨘䂐䗐䁍㿚㾼䞀5փ1䘢䞀3䞼㾼䞀5փ3䘢䁬䞀1䞼䁬䒍䏴䁬䨘㾼䁈䂆䁱䞀5փ3䘢䁬䚐䏑㾼䞀5փ4䘢㾼䞀6փ6䘢䁬䞀1䨘䁈
䂆䁱䚐䏑㾼䞀6փ7䘢䁬䚐䏑㾼䞀6փ9䘢䁬䞀2䞼㾼䞀7փ1䘢㿙䤰䧞䊥䊀䁩䁢䁂䁤䁭䨫䔄1㿚㾼䞀7փ3䘢㾼䞀7փ4䘢㾼䁈䂆䁱䞀7փ5䘢
䁬䚐䏑㾼䞀7փ6䘢㾼䞀9䘢䤋䔈䞀14䘢㾽䧘䝋䗇1䁬䞀1փ1䑋䁬䒍䏴䁬1䨘㾼䞀2䑋㾼䞀3փ2䑋㿙䁝䁞䁕㾼䏍䁩䝒䒥䁗䂉䃈䃞䃓
ー䂨䃘䃤䁩䏑䂉㿚㾼䞀4䑋䁬䞀2䨘䁈䂆䁱䞀3䨘㾼䞀5䑋㾼䁈䂆䁱䞀6䑋㾽䧘䝋䗇2䁬䞀1փ3䑋㾼䞀2䑋㾼䞀3䑋㾼䞀4䑋㾼䞀5䑋㾼
䞀6䑋㾼䁈䂆䁱䞀7䑋㾽䧘䝋䗇3䁬䞀1䑋㾼䞀2䑋㿙䞀2փ1䑋䁬䞀2䨘䂐䗐䁍㿚㾼䞀3䑋㾼䁈䂆䁱䞀4䑋㾽䧘䝋䗇4䁬䞀1փ2䑋㾼
䞀1փ5䑋㾼䞀1փ6䑋㾼䞀2䑋㾼䞀3䑋㾼䁈䂆䁱䞀4䑋㾽䧘䝋䗇5䁬䞀2փ2䑋㾼䞀2փ3䑋㾼䞀2փ4䑋㿙䁝䁞䁕㾼䏍䁩䝒䒥䁗䂉䃈䃞䃓ー
䂨䃘䃤䁩䏑䂉㿚㾼䞀3փ3䑋㾼䁈䂆䁱䞀5䑋㾽䧘䝋䗇6䁬䞀1փ2䑋㾼䞀1փ3䑋㾼䞀2䑋㾼䞀3䑋㾼䁈䂆䁱䞀4䑋㾽䧘䝋䗇7䁬䞀1փ1䑋
䁈䂆䁱䞀1փ2䑋㾽䁨䂇䁱䁩䧘䝋䗇8㾽A͆͆˴e䁭㾼䪒䍶䬁䂐䁛䁬䘢䑋䁩䖕䁡䁤䇧䗐䁕䁝䁑䁦䁩䂆䂈㾼䁂䁉䁨䂉䕩䮧䁬䨾䗒㾼
䫚䚼㾼䁼䁝䁭䝕䈂䤺䗒䂐䁗䂉䚼䣻䂀䧫䂍䁨䁂䂀䁬䁦䁕㾼䁼䁝㾼䪒䍶䬁䁬䇧䗐䁩䂆䂈㾼A͆͆˴e䁊䏍䒥䁼䁝䁭䗞䭑䁩䁈䁂䁤
䬗䁗䂉䁛䁬䝗䁬䎳䭡䁼䁝䁭䋤䒗䕤䞼䁊䝕䁨䂍䂊䂉䁑䁦䁭䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
12. 補償の免除 
A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁭㾼䧗䍎䑒䂂䂸ー䂰䜐䔶䂐䚟䁖䁄䂉䏼䂈䂂䂙䃚ー䁊䊈䁼䂊䂉䆻䤓䚔䁊䁀䂈㾼䧗
䉛䛳䁥䁀䂉䆻䤓䚔䁊䁀䂈䁼䁗㾽A͆͆˴e䁼䁝䁭䁛䁬䃚䂕䂬䃤䂦ー䁭㾼䁂䁢䁥䂀䬦䑛䁨䁍㾼䁀䂇䂄䂉䂦ー䃄䂪㿙䁼䁝䁭䁛䂊䂇
䁬䄰䧶㿚䂐䨮䐥㾼䠮䓽㾼䒴䗐㾼䁼䁝䁭䂓䂠䂬䂪䧗䤓䁩䁗䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁕䁼䁗㾽䁂䁉䁨䂉䘜䑒䁩䂀㾼A͆͆˴e䁼䁝䁭䁛䁬䃚䂕
䂬䃤䂦ー䁭㾼䢖䈊䂦ー䃄䂪䁬䒴䗐䁼䁝䁭䂓䂠䂬䂪䧗䤓䁩䁢䁂䁤㾼䄰䛁䚼䣻䂐䧫䁂䁼䁙䂑㾽䁼䁝㾼A͆͆˴e䁼䁝䁭䁛䁬䃚䂕䂬
䃤䂦ー䁭㾼䁂䁢䁥䂀㾼䁂䁉䁨䂉䘤䌖䁩䂀㾼䬦䑛䁨䁍㾼䄰䛁䁬䚼䣻䂐䧫䁄䁑䁦䁨䁍㾼䣁䠴䁬䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䂀䁕䁍䁭䂓䂠䂬䂪
䁩䚐䏑䂐䇔䁕㾼䁼䁝䁭䫇䊥䏑䁩䂦ー䃄䂪䂐䒴䗐䁕䁝䂈㾼䂀䁕䁍䁭䂦ー䃄䂪䂐䕢䂈䗴䁕䁝䂈䁗䂉䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽䡑䬺䩘䮨
䁩䂆䂈䋸䬯䁓䂊䂉䒍䝿䏑䁬䥽䄓䣞䁩䁈䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼䂬䂞䃖䃛䂷䂔䂮䃛䃖ー䂨䃘䃤㾼䁈䂆䁱䄰䛁
䁬䂦ー䃄䂪䂐䓦䬺䁗䂉䘕䁥䁬䊖䏁䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䁽䁊䧫䞧䁕㾼䖓䨌䁨䧎䔽㾼䃂䃆䂚ー䃏䃤䂪㾼䚜䈞䚔㾼䁈䂆䁱䯍䮖䁩䊂䁗
䂉䩋䈷䡏䊖䏁䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁩䊩䁗䂉䁑䁦䂐䫒䈞䁩䣾䁿㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼䂬䂞䃖䃛䂷䂔䂮䃛䃖
ー䂨䃘䃤䁈䂆䁱䁂䁉䁨䂉䂦ー䃄䂪䂀㾼䁗䁷䁤䁬刘剛䂐䫳䂍䁘㾼䁉䁢䄰䛁䁬䨷䘋䂐䥫䂍䁨䁂㿥䏍䘤䬗䓯㿦䁉䁢㿥䭡䬺䆻䤓䁨
䏑䡹㿦䁥䠼䌁䁓䂊㾼A͆͆˴e㾼A͆͆˴e䁬䝽䭦䙙䁈䂆䁱A͆͆˴e䁬䃚䂕䂬䃤䂦ー㿙第12条および13条において「Apple」と総
称します㿚䁭㾼䪒䍶䬁䁩䂆䁡䁤㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼䂬䂞䃖䃛䂷䂔䂮䃛䃖ー䂨䃘䃤䁈䂆䁱䂦ー䃄䂪䁩䊂䁗䂉䁗䁷䁤䁬䫒䔤㾼䫬
䔤㾼䁼䁝䁭䩘䠴䁬䨷䘋䁈䂆䁱䘢䎤䂐䫒䈞䁩䦊䣾䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䢖䈊䨷䘋䁈䂆䁱䘢䎤䁭㾼䗗䧎䚔㾼䖓䨌䁨䧎䔽㾼䣁䠴
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䁬䫭䡏䁩䁢䁂䁤䁬䡑䑒䚔㾼䚜䈞䚔㾼䡑䔜䚔㾼䁈䂆䁱䞀䓏䕐䁬䎳䭡䂐䘻䈂䁕䁤䁂䁨䁂䁑䁦䁩䊂䁗䂉䫬䔤䁬䨷䘋䁈䂆䁱䘢䎤
䂐䊈䁽䁼䁗䁊㾼䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㾽A͆͆˴e䁭㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼䂬䂞䃖䃛䂷䂔䂮䃛䃖ー䂨䃘䃤㾼䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䂐
䋿䕯䁗䂉䘕䁥䁬䜉䈂䭀䄹䁊䁨䁂䁑䁦㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼䂬䂞䃖䃛䂷䂔䂮䃛䃖ー䂨䃘䃤㾼䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬
䭀䋦䂐䪲䁝䁗䁑䁦㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁬䅚䬺㾼䂬䂞䃖䃛䂷䂔䂮䃛䃖ー䂨䃘䃤㾼䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䁬䠼䌁䁊䜉䈂䁓䂊䁘㾼䡑䔜䚔
䁊䁀䂈㾼䄆䛳䚔䁊䁀䂈㾼䁼䁝䁭䂙䃚ー䁊䁨䁂䁑䁦㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼䂬䂞䃖䃛䂷䂔䂮䃛䃖ー䂨䃘䃤㾼䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䁩䁈䁏
䂉䎜䊃䁼䁝䁭䂙䃚ー䁊䕼䚜䁓䂊䂉䁑䁦㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼䂬䂞䃖䃛䂷䂔䂮䃛䃖ー䂨䃘䃤㾼䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䁊䗞䭑䁬
A͆͆˴e䚤䧎䁬䂦ー䃄䂪䂀䁕䁍䁭䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼䁼䁝䁭䞀䓏䕐䁬䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂀䁕䁍䁭䂦ー䃄䂪䁦䏮䉤䚔
䁊䁀䂉䁑䁦㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䂐䠗䁖䁤䖾䭦㾼䨷䝒䁼䁝䁭䜴䘺䁓䂊䁝䘠䩍䁊䜐䔶㾼䤡䝕㾼䁼䁝䁭䝕䈂䂐
䕯䁏䁨䁂䁑䁦䂐䨷䘋䁕䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁊㾼䈛䓺䛆䁬䅚䅞㾼䐽䍑䊨䁬䐽
䐿䂀䁕䁍䁭䠗䘺䂨䂪䂷䃑㾼䁼䁝䁭䐽䍑䐁䠗䉴䭦㾼䚟䫑䄡䔛䂀䁕䁍䁭䧲䊘䂨䂪䂷䃑䂐䊈䁽䁼䁗䁊䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁨䁂㾼
A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁩䂆䂉䁉䁼䁝䁭䁑䂊䂇䂐䠗䁖䁝㾼䂸ー䂰䁼䁝䁭䘠䩍䁬䖾䭦㾼䜴䘺䁼䁝䁭䨷䝒
䁩䁈䁏䂉䂙䃚ー㾼䟋䅾㾼䧗䍎䑒䁼䁝䁭䧗䚜䈞䚔䁩䂆䁡䁤㾼䓾䩪㾼䙙䙔䗑䈂㾼䁼䁝䁭䌿䛫䡏㾼䨊䭦䡏㾼䒨䓙䡏䂀䁕䁍䁭䉯䌌䘕
䁬䝕䈂䂐䄻䁋䊵䁑䁗䌑䂊䁬䁀䂉䘤䌖䁼䁝䁭䉯䌌䁥䁬䓦䬺䂐䫭䡏䁦䁗䂉䂀䁬䁥䁭䁨䁍㾼䁉䁢㾼䁉䁉䂉䓦䬺䁩䡑䁕䁤䁂䁨䁂
䁑䁦䂐䣾䁿䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁼䁝䁭A͆͆˴e䁉䂇䚜䔬䁨䎳䏑䂐䧘䬨䁓䂊䁝䝽䧃䕐䁩䂆䂉㾼䐌䢪䁼䁝䁭䗇䫞䁩䂆䂉
䘠䩍䂀䁕䁍䁭䗉䏐䁬䄰䛁䁭㾼䫒䔤䡏䁩䪒䍶䬁䁩䁈䁂䁤䊲䠴䁓䂊䁨䁂䏑䂈㾼䙃䁕䁂䨷䘋䂐䚟䁖䁓䁙䂉䂀䁬䁥䁭䁀䂈䁼䁙
䂑㾽A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼䂬䂞䃖䃛䂷䂔䂮䃛䃖ー䂨䃘䃤㾼䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䁩刘剛䁊䁀䂉䁦䥬䫒䁕䁝䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁗䁷
䁤䁬䂓䃆䂰ー䂦ー䃄䂪㾼䕼䭦䁼䁝䁭䕼䚜䁩䭀䁗䂉䛳䦝䬺䂐䧫䞧䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁂䁉䁨䂉䂦ー䃄䂪䁼䁝䁭䂮䃆䂹䂗䂘䂓
䁩䂆䁡䁤䠼䌁䁓䂊䂉䄐䟈䘠䩍䂸ー䂰䁼䁝䁭䃏䂴䃈䂸ー䂰䂀㾼䊙䜁䡏䁨䂻䃄䂣ー䂨䃘䃤䁬䁽䂐䫭䡏䁦䁗䂉䂀䁬䁥䁀䁡䁤㾼䚡
䪻䁨䄐䟈䘠䩍䁊䦴䭀䁦䁓䂊䂉䘤䌖㾼䁼䁝䁭䏼䁡䁝㾼䧗䚜䈞䁨㾼䂀䁕䁍䁭䧗䉛䛳䁨䄐䟈䘠䩍䂸ー䂰䁊䓾䩪㾼䙙䙔䘔䈂㾼䝩
䨊䝕䈂㾼䁼䁝䁭䉯䌌䤡䇪䁩䁢䁨䁊䂉䌑䂊䁊䁀䂉䘤䌖䁥䘺䭓䁓䂊䂉䁑䁦䂐䄙䙩䁕䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䂀䁛䁬䃚䂕䂬
䃤䂦ー䂀㾼䂦ー䃄䂪䁼䁝䁭䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁩䂆䁡䁤䧃䔤䁓䂊䁝䄐䟈䘠䩍䂸ー䂰㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䂸ー䂰䂀䁕䁍䁭䘠䩍䁩䊂䁕
䁤㾼䁛䁬䭡䬺䆻䤓䚔㾼䚜䈞䚔㾼䉛䛳䚔㾼䘺䭓䚔㾼䁼䁝䁭䡑䔜䚔䂐䨷䘋䁗䂉䁑䁦䁭䁀䂈䁼䁙䂑㾽 
 
13. 責任の制限  
䡑䬺䩘䮨䁩䂆䂈䌵䓽䁓䂊䁨䁂䥽䄓䣞䁩䁈䁂䁤㾼䁂䁉䁨䂉䘜䑒䂀㾼A͆͆˴e䁭㾼䪒䍶䬁㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼䂬䂞䃖䃛䂷䂔䂮
䃛䃖ー䂨䃘䃤㾼䂦ー䃄䂪㾼A͆͆˴e䘋䫒䗇䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䓦䬺䂀䁕䁍䁭䓦䬺䧗䤓㾼䁼䁝䁭䃈䃞䂡䃚䃑䁩䁈䁏䂉䂸䃊䃞䂴
䃂䁩䂆䂉䇻䥞䡸䮖䂀䁕䁍䁭䓑䆺䁩䊵䄹䁼䁝䁭䊂䯄䁗䂉㾼䄲䔶䭡䅱㾼䂸ー䂰䁬䗴䔶㾼䔔䌦䁬䟘䞹㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䗗䌦䡏
䁨䝕䈂䂀䁕䁍䁭䝕䔶䂐䊈䁽䁼䁗䁊䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁨䁂㾼䙙䙔䗑䈂㾼䁼䁝䁭䄰䛁䁬䍒䥞䡏㾼䣁䨫㾼䊀䛃䡏㾼䎠䇃䡏㾼䂀䁕
䁍䁭䟶䥢䡏䁨䝕䈂䁩䁢䁂䁤㾼䁛䂊䁊䍶䬁㾼䨷䘋㾼䧗䩘䐿䄝㿙䇗䔶䂐䊈䁽䁼䁗㿚㾼䚤䜿䨊䚼䣻㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䁂䁘䂊䁩䊙
䁣䁂䁤䥞䚟䁕䁝䁉䁩䊂䂍䂇䁘㾼A͆͆˴e䁊䢖䈊䝕䈂䁬䆻䤓䚔䂐䔤䑼䁓䂊䁤䁂䁝䘜䑒䁥䁀䁡䁤䂀㾼䁉䁢㾼䋤䒗䛺䟈䁬䕡䁝
䂉䫭䡏䁊䞘䚕䁓䂊䁨䁂䘜䑒䁥䁀䁡䁤䂀㾼䄰䛁䚼䣻䂐䧫䁂䁼䁙䂑㾽䁂䁉䁨䂉䘜䑒䂀㿙䙙䙔䗑䈂䁩䊂䂍䂉䘜䑒䁩䡑䬺䩘䁊
䭀䋦䁗䂉䘜䑒䂐䗐䁂䁤㿚㾼䪒䍶䬁䁩䁈䁏䂉䁗䁷䁤䁬䝕䈂䁩䊂䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁗䂉A͆͆˴e䁬䤺䗒䚼䣻䜪䈫䁭㾼50䨥
䂺䃜䂐䘕䏑䁦䁕䁼䁗㾽 
 
14. ⼀般法的条項 
14.1 第三者への通知  
A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭䪒䂦ー䃄䂪䁬䄰䧶䁩䁭㾼䞀䓏䕐䚤䁬䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱䁛䁬䝗䁬䟨䒳䨊䁊䭡䬺䁓䂊䁤䁂䂉㾼䁼
䁝䁭䊈䁼䂊䁤䁂䂉䘜䑒䁊䁀䂈䁼䁗㾽䢖䈊䟨䒳䨊䁩䝩䁗䂉䗦䣾㾼䃚䂕䂬䃤䂪䘢䑋䁈䂆䁱䫚䚼䁩䁢䁂䁤䁭㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘
䂓䁈䂆䁱A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁩䊂䁗䂉䡩䓰䡏䗇䫞䁩䊳䒢䁓䂊䁤䁈䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䢖䈊䟨䒳䨊䁬䓦䬺䁩䁢䁂䁤䁭㾼䁛䂊
䂇䁬䈖䘢䑋䁊䡑䬺䁓䂊䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
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14.2 データの収集および使⽤に対する同意  
A. プレリリース版iOS、watchOS、tvOS、visionOS、iPadOS、およびmacOS 
A͆͆˴e㾼䁛䁬䃂ー䂹䂻ー㾼䁈䂆䁱䞀䓏䕐䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䁛䁬䚤䧎䁈䂆䁱䂦ー䃄䂪䁬䠼䌁㾼䂷䂪䂹㾼䁈䂆䁱䇱䮐䁬䓷䆁
䂐䐿䁄䁝䁿䁩㾼䁉䁢㾼䈊䢖䁗䂉䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵˔¾ò㾼Πatʄ˄¾ò㾼tΚ¾ò㾼˔Paʍ¾ò㾼Κ˔͝˔on¾ò㾼䁼䁝䁭maʄ¾ò䁥䂸䃊䃞䂴
䃂䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂛䃈䂹䂓䂗䂹䁕䁝䘜䑒䂐䗐䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁦䁛䁬䓰䇦䕎䁈䂆䁱䝽䭦
䙙䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䂨ー䂺䃈䃞䂬䂪䁬䄰䉯䁦䁕䁤㾼㿙䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䂐䔾䐿䁕䁤䁂
䂉㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁬䣾䠴䂷䂪䂹䃗䂼䂴䂹䁉䂇䙓䞹䘠䩍㾼䋁䖨䘠䩍㾼䁨䂇䁱䁩䭡䬺䃞䂡䁈䂆䁱䭡䬺䘠䩍䂐䕷䖏㾼䓦䬺㾼䨷䝒㾼䜴
䘺㾼䖾䭦㾼䁈䂆䁱䇧䚶㿙䄎䆳䜪䗿䁕䁤㿥収集㿦䁦䁂䁂䁼䁗㿚䁗䂉䁑䁦䂐䣾䁿䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁑䁬䘠䩍䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁼䁝䁭
䂸䃊䃞䂴䃂䁬䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂䂐䏓䙙䁦䁕䁤䣁䠴䁕䁨䁂䩖䩘䁥䕷䖏䁓䂊㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䣾䠴䂷䂪䂹䃗䂼䂴䂹䁉䂇㾼䁂
䁢䁥䂀䕷䖏䁓䂊䂉䆻䤓䚔䁊䁀䂈䁼䁗㾽䕷䖏䁓䂊䂉䘠䩍䁩䁭㾼䄰䥺䡏䁨䙓䞹䘠䩍䁈䂆䁱䭡䬺䂸ー䂰㾼䈖䕩䏖䬗䂸䃁䂕䂪
䔭䨫䓰㾼䈖䕩䏖䬗䂨䂪䂷䃑䁼䁝䁭䃀ー䂺䂗䂘䂓䁬䔭䨫䓰㾼䃀ー䂺䂗䂘䂓䁈䂆䁱䂛ペ䃝ー䂷䂔䃤䂡䂨䂪䂷䃑䓣䬶䁬䘍䒟㾼䃂
䃆䂚ー䃏䃤䂪䢝䎍䘠䩍㾼䁨䂇䁱䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䣾䠴䂷䂪䂹䃗䂼䂴䂹㾼䂨䂪䂷䃑㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂮䃆䂹䂗䂘
䂓㾼䁈䂆䁱䕸䨱䊨䊘䂐䁧䁬䂆䁄䁩䓦䬺䁕䁝䁉䁩䊂䁗䂉䂸ー䂰㾼䁓䂇䁩䄐䟈䘠䩍䂦ー䃄䂪䁊䭡䬺䁥䁋䂉䘜䑒䁩䁭䄰䠴䁬䄐
䟈䘠䩍䁊䊈䁼䂊䁼䁗䁊㾼䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊㾼䃂ー䂹䂻ー䁈䂆䁱䞀䓏䕐䁬䇻䥞䕐䁊
A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䘕䁼䁝䁭䁛䂊䁦䛃䝎䁕䁤䔾䐿䁗䂉䁛䁬䚤䧎䁈䂆䁱䂦ー䃄䂪䂐䇱䮐䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉䫭䡏䁥㾼䁉䁉䂉
䙓䞹䘠䩍㾼䋁䖨䘠䩍㾼䁨䂇䁱䁩䭡䬺䃞䂡䁈䂆䁱䭡䬺䘠䩍䂐䌆䬗䁥䁋䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽デベロッパ
がデベロッパの認定テストユニットで、プレリリース版iOS、watchOS、tvOS、iPadOS、visionOS、または
macOSをインストールまたは使⽤することにより、デベロッパは、Appleとその⼦会社および代理⼈が、本条におい
て前記に定める通り、かかる情報のすべての収集および使⽤に関してデベロッパの許可を得たことになることを認め、
同意したものとみなされます。 
 
B. その他のプレリリース版AppleソフトウェアおよびAppleサービス 
A͆͆˴e䁬䚤䧎䁈䂆䁱䂦ー䃄䂪䁬䂷䂪䂹㾼䠼䌁䁈䂆䁱䇱䮐䁬䁝䁿䁩㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂸䃊䃞䂴䃂䂨ー䂺䃈䃞䂬䂪䁼䁝䁭
䪒䃈䃞䂡䃚䃑䁬䄰䉯䁦䁕䁤䠼䌁䁓䂊䁝䁛䁬䝗䁬䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁬䂕䃤䂪䂹ー
䃜䁼䁝䁭䓦䬺䂐䛩䞊䁕䁝䘜䑒䁩䁬䁽㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁦䁛䁬䓰䇦䕎䁈䂆䁱䝽䭦䙙䁊㾼䁛䁬䝗䁬䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵
A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁉䂇㾼䙓䞹䘠䩍㾼䋁䖨䘠䩍㾼䭡䬺䘠䩍㾼䁈䂆䁱䊂䯄䁗䂉䘠䩍䂐䕷䖏䁗䂉䁑䁦䂐
䣾䁿䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕㾼䃈䃞䂡䃚䃑䂗䂘䃇䃎ー䂰䃜䘕䁬䁉䁉䂉䘠䩍䁬䕷䖏䁩䁢䁂䁤䠗䟀䁕㾼
䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䂐䂕䃤䂪䂹ー䃜䁼䁝䁭䓦䬺䁗䂉䁉
䦊䁉䁩䁢䁂䁤䛩䞊䁗䂉䛯䁩㾼A͆͆˴e䁊䇻䔤䁗䂉䃛䃛ー䂪䂿ー䂹䁈䂆䁱䁛䁬䝗䁬䘠䩍䂐䟟䄙䙈䁍䎲䢢䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂
䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽かかるプレリリース版AppleソフトウェアおよびAppleサービスをインストールまたは使⽤することに
より、デベロッパは、Appleとその⼦会社および代理⼈が、前記の通り、かかる情報のすべてを収集および使⽤するこ
とについてデベロッパの許可を得ることになることについて、認め、同意したものとみなされます。 
 
C. デバイス導⼊サービス 
A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁬䂸䃁䂕䂪䃈䃞䃄ジ䃘䂼䃤䂡㾼䂓䂜䂗䃤䂹䣾䘋㾼䁈䂆䁱䢱䣷䊨䤓䂐䂬䂴䂹䂓䂴䃈
䁈䂆䁱䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁈䂆䁱䂓䂜䂗䃤䂹䘠䩍䁩䊂䁗䂉䣁䠴䁬䏖䬗䔭䨫䓰䁊䦴䭀䁩
䁨䂉䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽䁑䂊䂇䁬䏖䬗䔭䨫䓰䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬F䃒ー䃜䂓䂺䃝䂪㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬A͆͆˴e Aʄʄoͺnt㾼䂸䃊䃞䂴
䃂䁬䂤䃤䃅䃖ー䂰䁬䃀ー䂺䂗䂘䂓䔭䨫䓰㾼䁈䂆䁱䁉䁉䂉A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䐍䁏䁬A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭A͆͆˴e䂦ー
䃄䂪䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁊䣷䮖䁕䁝䂸䃁䂕䂪䔭䨫䓰䂐䊈䁾䘜䑒䁊䁀䂈䁼䁗㾽䁉䁉䂉䔭䨫䓰䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁦
䁬䯄䍾㾼䁨䂇䁱䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䁑䂊䂇䁬䊨䤓㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼䁈䂆䁱A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䁩䊂䯄䁕䁤䊳䯠䁓
䂊䂉䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽これらの機能を使⽤することにより、デベロッパは、Appleおよびその⼦会社および代理⼈が、
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かかる識別⼦を、アカウント認証および不正⾏為防⽌措置のために使⽤することを含む、Appleソフトウェアおよび
Appleサービスを提供する⽬的で、この情報を収集することがあることにつき、同意することになります。䂸䃊䃞䂴䃂
䁊䁑䁬䘠䩍䂐䠼䌁䁕䁝䁍䁨䁂䘜䑒㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁼䁝䁭A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁬䃈䃞䃄ジ䃘䂼䃤䂡㾼䢱䣷䁼䁝䁭䣾䘋䊨䤓
䂐䓦䬺䁕䁨䁂䁥䁍䁞䁓䁂㾽  
 
D. Appleサービス  
A͆͆˴e䁬䚤䧎䁈䂆䁱A͆͆˴e䁬䂦ー䃄䂪䂐䂷䂪䂹㾼䠼䌁㾼䁈䂆䁱䇱䮐䁗䂉䁝䁿䁩㾼䁉䁢㾼䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁋䂸䃊䃞䂴䃂䁊
A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䂐䛩䞊䁕䁝䘜䑒䁩䁬䁽㿙䁈䂆䁱䪒䍶䬁䁥䨫䞼䁬䠴䁿䁊䁀䂉䘜䑒䂐䗐䁋㿚㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e
䁦䁛䁬䓰䇦䕎䁈䂆䁱䝽䭦䙙䁊㾼A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁉䂇䙓䞹䘠䩍㾼䋁䖨䘠䩍㾼䭡䬺䘠䩍㾼䁈䂆䁱䊂䯄䁗䂉䘠䩍䂐䕷䖏䁗䂉䁑
䁦䁊䁀䂉䁑䁦䂐䣾䁿䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁑䁬䘠䩍䁬䟘䁩䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䂐䏓䙙䁦䁕䁤䔭䨫䁕䁨䁂䍷䔬䁥㾼䕷䖏䁓䂊䂉䂀䁬䂀
䁀䂈䁼䁗㾽䁝䁞䁕㾼䘜䑒䁩䂆䂈㾼A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䂐䏓䙙䁦䁕䁤䔭䨫䁗䂉䘠䩍䁬䕷䖏䁊䦴䭀䁨䘜䑒䁊䁀䂈䁼䁗䁊㾼
A͆͆˴e䁊㾼䄎䆳䁬䁂䁘䂊䁉䁬䁝䁿䁩䁉䁉䂉䕷䖏䁊䑒䭦䡏䁩䦴䭀䁥䁀䂉䁦䚦䔾䁩䘺䁖䂉䘜䑒䁩䏑䂇䂊䁼䁗㾽ՆaՇ A͆͆˴e
䂦ー䃄䂪䁬䠼䌁㾼ՆɿՇ 䩘䡏䕤䝎䁼䁝䁭䭀䎤䁬䖻䕣㾼ՆʄՇ 䪒䍶䬁䁬䘢䑋䁬䖻䕣䁬䎲䘋㾼ՆʍՇ 䛞䒥䡏䁨䋁䖨䘕䁬䫳䞂䁼䁝䁭
䄧䥮䁬䠂䒀䂐䊈䁾㾼䧗䚜䐿䄝䁬䩿䓽㾼ՆeՇ 䩘䮨䁩䂆䂈䭀䋦䁼䁝䁭䋸䬯䁓䂊䂉A͆͆˴e㾼䁛䁬䇻䥞䕐㾼䏫䋗㾼䁼䁝䁭䄰䥺䃗
ー䂧ー䁬䎳䭡㾼䒨䓙㾼䂬䂞䃖䃛䂷䂔㾼䁼䁝䁭䄆䛳䁬䨷䏽㾽かかるAppleサービスをインストールまたは使⽤することによ
り、デベロッパは、Appleとその⼦会社および代理⼈が、本条で定めるかかる情報のすべてを収集および使⽤するた
めのデベロッパの許可を得たことについて、認め、同意することになります。䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊㾼䃂ー䂹䂻
ー䁈䂆䁱䞀䓏䕐䇻䥞䕐䁊A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䘕䁼䁝䁭䁛䂊䁩䛃䝎䁕䁤䔾䐿䁗䂉䚤䧎䁈䂆䁱䂦ー䃄䂪䂐䇱䮐䁥䁋䂉䂆䁄
䁩䁗䂉䫭䡏䁥㾼䙓䞹䘠䩍㾼䋁䖨䘠䩍㾼䁨䂇䁱䁩䭡䬺䃞䂡䁈䂆䁱䭡䬺䘠䩍㿙䏓䙙䔭䨫䘠䩍䂐䗐䁍㿚䂐䌆䬗䁗䂉䘜䑒䁊䁀䂉䁑
䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
E. プライバシーポリシー 
䪒第14.2条䁩䖕䁂䕷䖏䁓䂊䁝䂸ー䂰䁭㾼˄tt͆͝օՍՍΠΠΠփa͆͆˴eփʄomՍ˨͆Ս˴ega˴Ս͆r˔Κaʄά䁥䅶䭠䁥䁋䂉A͆͆˴e䁬䃈䃚䂕
䃁䂨ー䃎䃛䂨ー䁩䖕䁡䁤䕢䂈䃼䂍䂊䁼䁗㾽 
 
14.3 譲渡、当事者の関係  
A͆͆˴e䁬䗇䫞䁩䂆䂉䫒䔤䡏䁨䔔䛯䁬䢯䄙䁨䁍㾼䁛䁬䄰䧶䁦䛳䧶䁦䂐䫳䂍䁘㾼䩘䁬䒳䬺㾼䑒䨛㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䕤䞼䁥㾼
䁈䋗䬶䁊䪒䍶䬁䂐䘨䡰䁗䂉䁑䁦㾼䁼䁝䁭䪒䍶䬁䁩䁈䁏䂉䁈䋗䬶䁬䋆䫅䂐䄕䣻䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁘㾼䢖䈊䢯䄙䁬䁨䁂䘨䡰
䁬䁂䁉䁨䂉䔌䁽䂀䫇䐉䁩䁨䂈䁼䁗㾽䘨䡰䁩䝩䁗䂉A͆͆˴e䁬䢯䄙䃛䂠䂙䂪䂹䂐䜴䘺䁗䂉䁩䁭㾼ʍeΚe˴o͆erփa͆͆˴eփʄom䁥
䂓䂜䂗䃤䂹䁩䃞䂡䂕䃤䁕㾼䃒䃤䃁ー䂨䂴䃈䁬䕤䖽䁩䖕䁡䁤䁍䁞䁓䁂㾽䨫䔄1䁥䓶䠴䁓䂊䁝䝽䭦䙙䓶䫐㿙䈊䢖䁗䂉䘜䑒㿚䂐䗐
䁋㾼䪒䍶䬁䁥䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁦A͆͆˴e䁬䊀䁩㾼䁛䁬䝗䁬䝽䭦䊂䍮㾼䁼䁝䁭䃂ー䂹䂻ー䂨䂴䃈㾼ジ䃘䂕䃤䂹䃊䃤䂲䃔ー㾼䘺䣾䊂
䍮㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䁂䁉䁨䂉䩘䡏䁨䊂䍮䂀䐨䚕䁓䂊䁘㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䫒䔤䁼䁝䁭䫬䔤䂐䫳䂍䁘㾼䈀䉻䁛䁬䝗䁩
䊂䂍䂈䁨䁍㾼䁑䂊䁦䄟䁨䂉䧃䫒䂐䁕䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䪒䍶䬁䁭㾼䞀䓏䕐䁬䭡䅱䁬䁝䁿䁩䁨䁓䂊䂉䂀䁬䁥䁭䁀䂈䁼䁙䂑㾽  
 
14.4 開発の独⽴性  
䪒䍶䬁䁩䁈䁏䂉䁂䁉䁨䂉䘢䑋䂀㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䕢䃼䚤䧎㾼䝩䘎䚤䧎㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁊䇻
䥞㾼䚤䜿㾼䥼䤹㾼䂀䁕䁍䁭䌁䋭䁗䂉䚤䧎䂀䁕䁍䁭䋁䖨䁦㾼䢯䄰䁼䁝䁭䮧䔕䁬䊨䤓䂐䬗䁗䂉䚤䧎䁼䁝䁭䋁䖨㾼䁀䂉䁂䁭䁑䂊
䂇䁦䌅䑒䁗䂉䚤䧎䁼䁝䁭䋁䖨䂐㾼A͆͆˴e䁊䇻䥞㾼䕢䢾㾼䓦䬺䋸䞒㾼䥼䤹㾼䛒䡥㾼䁼䁝䁭䤰䧞䁗䂉䎳䭡䂐䝕䁨䁄䂀䁬䁥䁭䁀
䂈䁼䁙䂑㾽 
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14.5 通知  
第14.3条䁩䨫䡳䊲䠴䁗䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䪒䍶䬁䁩䊂䁗䂉䁂䁉䁨䂉䠗䟀䂀䗇䫞䁩䂆䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁈䋗䬶䁊䡱䯠䁬䇗䡁
䁥䠼䌁䁕䁝F䃒ー䃜䂓䂺䃝䂪䁼䁝䁭䬢䜴䛏䖒䗀䁩A͆͆˴e䁊䜴䧘䁗䂉䁑䁦䁩䂆䂈㾼A͆͆˴e䁩䂆䂉䠗䟀䁊䁨䁓䂊䁝䂀䁬䁦䁽
䁨䁓䂊䁼䁗㾽第14.3条䁩䊲䠴䁗䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䪒䍶䬁䁩䊂䁗䂉A͆͆˴e䁩䝩䁗䂉䠗䟀䁭䁗䁷䁤㾼A͆͆˴e䁬䖒䗀䁥䁀䂉
=eΚe˴o͆er èe˴at˔on͝ Lega˴ւ A͆͆˴e unʄփւ ¾ne A͆͆˴e Parˬ ĩaάւ 169՚4uò¯ւ 6ͺ͆ert˔noւ 6a˴˔ʷorn˔aւ 
95014 ćփòփA䁩䝩䁕䁤䔝䁊䐿䂍䂊䁝䔜䡤䁥䁨䁓䂊䁝䂀䁬䁦䁽䁨䁓䂊䁼䁗㾽㿙a㿚䠋䛃䣍䁏䂇䂊䁝䔜㾼㿙ɿ㿚䤰䞘䘋䫒䧘䁋
䁬䗗䌦䅚䜴䌦䕐䁩䂆䂉䭋⽇䤰䞘䨴䁥䥞䜴䁓䂊䁤䁉䂇3䅞䌦⽇䏴㾼䁈䂆䁱㿙ʄ㿚䬢䨴䮈䌿䛯䨇䁂䁬䞀䄰䕩䬢䨴䁼䁝䁭䗇䭸
䁊䄎䆳䁬A͆͆˴e䁬䖒䗀䁩䜴䧘䁓䂊䁤䁉䂇5䅞䌦⽇䏴㾽䁈䋗䬶䁭㾼F䃒ー䃜䁥䠗䟀䂐䕯䁏䕢䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁦䁦䂀䁩㾼
A͆͆˴e䁊䁈䋗䬶䁩䡩䓰䡏䁩䜴䧘䁗䂉䠗䟀䁊䩘䡏䁨䜴䞘䭀䎤䂐䪲䁝䁗䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䢖䔔䕐䁭㾼䛯䊳䁬
䁛䁬䝗䁬䗇䫞䁩䂆䂉䠗䟀䂐䐿䁄䁑䁦䁩䂆䂈㾼F䃒ー䃜䂓䂺䃝䂪䁼䁝䁭䬢䜴䛏䖒䗀䂐䨮䐥䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽 
 
14.6 契約可分性  
䉴䈼䎳䂐䬗䁗䂉䒡䥬䗀䁊㾼䭦䬜䁬䣸䆶䂐䫳䂍䁘㾼䪒䍶䬁䁬䁂䁘䂊䁉䁬䘢䑋䂐䭣䐿䧗䤓䁥䁀䂉䁦䥬䞹䁕䁝䘜䑒㾼䪒䍶䬁䁬䢖
䈊䘢䑋䁭㾼䢖䔔䕐䁬䄙䙩䂐䔾䏍䁗䂉䁝䁿䁩䋸䬯䁓䂊䂉䒍䝿䏑䁬䥽䄓䣞䁥䭣䐿䁓䂊䂉䂀䁬䁦䁕㾼䁉䁢㾼䪒䍶䬁䁬䓢䂈䁬䧶䨌
䁭㾼䄻䁋䝎䁋䉛䛳䁩䐉䮖䂐䬗䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁝䁞䁕㾼䖶䋴䩘䁩䂆䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䨫䔄1䂀䁕䁍䁭䪒䍶䬁䁬㿥䣞䧶䓦䬺䃚
䂕䂬䃤䂪䁈䂆䁱䚐䏑㿦㾼㿥䂸䃊䃞䂴䃂䁬䋆䫅㿦㾼䁼䁝䁭㿥A͆ ˴͆e䘋䫒䗇㾼䕢䗴䁕㿦䁬䘢䑋䂐䉛䛳䁉䁢䏓䨫䁩䖻䕣䁗䂉䁑䁦㾼䁼䁝䁭
䁑䂊䂇䁬䘢䑋䁩䊙䁣䁋A͆ ˴͆e䂀䁕䁍䁭A͆ ˴͆e䓰䇦䕎䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁬䝽䭦䙙䁦䁕䁤䓶䫐䁗䂉䁑䁦䂐䌵䓽䁼䁝䁭䚐䏑䁓䂊䁤䁂
䂉䘜䑒㾼䁼䁝䁭䁑䂊䂇䁬䘢䑋䁼䁝䁭䨫䔄1䁬䁂䁘䂊䁉䁬䭣䐿䁊䩮䁐䂇䂊䂉䘜䑒㾼䪒䍶䬁䁭㾼䠋䁟䁩䇧䗐䁓䂊㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴
䃂䁭㾼㿥䍶䬁䊥䊀䁈䂆䁱䇧䗐㿦䁬䘢䑋䁥䠴䁿䂉䠗䂈㾼A͆ ˴͆e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁬䓦䬺䂐䠋䁟䁩䟘䓽䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
14.7 権利放棄および解釈  
A͆͆˴e䁊䪒䍶䬁䁬䁂䁘䂊䁉䁬䘢䑋䂐䭣䐿䁕䁨䁉䁡䁝䘜䑒䂀㾼䢖䈊䘢䑋䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䘢䑋䁬䗞䭑䁩䁈䁏䂉䭣䐿䂐䩕
䊧䁕䁝䁦䁭䁽䁨䁓䂊䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䍶䬁䨘䏐䁊䊵䜭䕐䁩䧗䭡䁩䇧䕛䁓䂊䂉䁂䁉䁨䂉䩘䭮䂂䊲䝂䂀㾼䪒䍶䬁䁩䁭䡑
䬺䁓䂊䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䈖䘢䑋䁬䧃䞂䁭䨴䊿䁬䁝䁿䁩䁬䁽䧘䁓䂊䁝䂀䁬䁥䁀䂈㾼䪒䍶䬁䁬䇧䕛䁼䁝䁭䭦䇧䁩䁈䁂䁤
䁭䐸䭿䁓䂊䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
14.8 輸出規制  
Aփ 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂓䃒䃛䂜䑒䖈䑜䁬䩘䭮㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂐䕢䢾䁕䁝䩘䄬䁬䩘䭮㾼䁨䂇䁱䁩䁛䁬䝗䁬
䡑䬺䁓䂊䂉䩘䭮䁈䂆䁱䊲䝂䁥䣾䁿䂇䂊䁤䁂䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼䪒䂦ー䃄䂪㾼䁼䁝䁭䂺䂞䃖䃒䃤䂹䂐䓦䬺㾼
䬌䖧㾼䒌䬌䖧㾼䬌䣷㾼䥼䤹㾼䃛䃛ー䂪㾼䁼䁝䁭䘨䡰䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽䣁䁩㾼A͆͆˴e䁬䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼䪒䂦ー䃄䂪㾼䂮ー䂪
䂤ー䂺㾼䂷䂠䂿䃞ジー㾼䁈䂆䁱䂺䂞䃖䃒䃤䂹㿙䪒䞀14փ8䘢䁥䁭㿥A͆͆˴e䂷䂠䂿䃞ジー㿦䁦䜪䗿䁕䁼䁗㿚䂐㾼㿙a㿚䂓䃒䃛䂜䑒䖈䑜
䁬䠗䗗䌵䓽䑜䂀䁕䁍䁭䟁䄬䁩䝩䁕䁤㾼䁼䁝䁭㿙ɿ㿚䂓䃒䃛䂜䑒䖈䑜䒨䫅䗻䁬䣁䨫䓶䠴䑜䃛䂪䂹㿙˴˔͝t oʷ ò͆eʄ˔a˴˴ά 
=e͝˔gnateʍ ³at˔ona˴͝㿚䂀䁕䁍䁭䂓䃒䃛䂜䑒䖈䑜䗗䫅䗻䁬䕢䄻䌵䓽䝩䘎䕐䃛䂪䂹㿙=en˔eʍ Per͝on͝ L˔͝t㿚㾼䂀䁕䁍
䁭䁛䁬䝗䁬䁀䂇䂄䂉䊲䚐䝩䘎䢖䔔䕐䃛䂪䂹䁩䊳䒢䁬䕐䁩䝩䁕䁤㾼䂀䁕䁍䁭䁑䂊䂇䁬䕐䁦䁬䕢䄻䂐䝀䙖䁗䂉䁝䁿䁩㾼䬌䖧
䂀䁕䁍䁭䒌䬌䖧㾼䘨䡰㾼䁼䁝䁭䃛䃛ー䂪䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽A͆͆˴e䂷䂠䂿䃞ジー䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁩䂆䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼
䛯䊳䁬䑜䁼䁝䁭䟁䄬䁩䋱䖒䁕䁤䁂䁨䁂䁑䁦㾼䁼䁝䁭䛯䊳䁬䃛䂪䂹䁩䈊䢖䁗䂉䂀䁬䁥䁭䁨䁂䁑䁦䂐䧃䫒䁈䂆䁱䨷䘋䁕䁝䁑
䁦䁩䁨䂈䁼䁗㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂓䃒䃛䂜䑒䖈䑜䁬䩘䭮䁥䌵䓽䁓䂊䁤䁂䂉䫭䡏䁥㾼䁀䂇䂄䂉䃈䃝䃛䃛ー䂪
䥵䂐䊈䁾㾼A͆͆˴e䂷䂠䂿䃞ジー䂐䓦䬺䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䢖䈊䫭䡏䁩䁭㾼䈛㾼䃐䂦䂕䃜㾼䆴䈨䨜䊘㾼䂀䁕
䁍䁭䚟䨊䨜䊘䁬䇻䥞㾼䛆䎍㾼䚤䜿㾼䂀䁕䁍䁭䚟䓙䫭䡏㾼䁼䁝䁭15 6փaփèփ ׁ 744䁥䠴䋆䁓䂊䁝䁛䁬䝗䁬䍪䔔䡏䒍䖂䬺䡳
䂐䊈䁽䁼䁗䁊㾼䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䂷䂠䂿䃞ジー䁬䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵䁊䇻䥞䁦䂷䂪䂹䁬䁝䁿䁞
䁏䁩䓦䬺䁓䂊䂉䂀䁬䁥䁀䂈㾼䝷䖧㾼䥼䤹㾼䃛ー䂪㾼䒌䓦䬺䋸䞒㾼䘨䡰㾼䁛䁬䝗䁬䄠䡢䁊䁓䂊䁨䁂䁑䁦䂐䨷䘋䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼
䁗㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭䁛䁬䂆䁄䁨䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵䁬A͆͆˴e䂷䂠䂿䃞ジー䁬䠋䛃䚕䇃䁥䁀䂉䁂䁉䁨䂉䚤䧎㾼䃈䃞䂬䂪㾼䂦ー
䃄䂪䂀㾼䥼䤹㾼䘨䡰㾼䁼䁝䁭䬌䖧䁕䁨䁂䁑䁦䂐䨷䘋䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
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1փ 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂㾼䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䂐䠋䛃䡏䂀䁕䁍䁭䊀䛃䡏䁩䓷䤰䁗䂉䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁦䌆䁩䓷䤰䆳䁩
䁀䂉䩘䙙䂀䁕䁍䁭䏓䙙䁊㾼䔝䁬䁂䁘䂊䁩䂀䈊䢖䁕䁨䁂䁑䁦䂐䧃䫒䁈䂆䁱䨷䘋䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽㿙a㿚A͆͆ òtore 
6onneʄt䁥䭡䬺䆻䤓䁨䑜䁼䁝䁭䟁䄬䁬䚐䒡䃛䂪䂹䁩䊳䒢䁓䂊䁤䁂䂉㾼㿙ɿ㿚䨥䑜䁬䠗䗗䌵䓽䑜䁼䁝䁭䟁䄬䁥䔔䌦䂐䐿䁡
䁤䁂䂉㾼䁈䂆䁱㿙ʄ㿚15 6aè ׁ 744䁥䠴䋆䁈䂆䁱䘍䖩䁓䂊䁤䁂䂉䍪䔔䊂䍮䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー㾽䪒14փ8䘢䁥䬺䁂䂉㿥䓷
䤰㿦䁦䁭㾼䁉䁉䂉䩘䙙䁼䁝䁭䏓䙙䁊㾼䋉䎝䎳䉂䔬䁬䗀䬗㾼䡱䯠䔏䪒䌿䁬䔛䨌䦓䭯㾼䍶䬁㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䕤䞼䁩䂆䁡䁤㾼
䁛䁬䝗䁬䊔䌦䝧䁬䎆䅞䩖䙗䂐䠋䛃䡏䁨䁂䁕䊀䛃䡏䁩䎝䠴䁕㾼䁼䁝䁭䎝䠴䁓䁙䂉䎳䏑䂐䗀䬗䁗䂉䁑䁦䂐䄙䪵䁕䁼䁗㾽  
 
14.9 政府機関のエンドユーザー  
A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁭㾼㿥䗗䌦䬺䂤䃤䃅䃖ー䂰䂮䃆䂹䂗䂘䂓㿦㿙6ommerʄ˔a˴ 6om͆ͺter òoʷtΠare㿚㾼
㿥䗗䌦䬺䂤䃤䃅䃖ー䂰䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂺䂞䃖䃒䃤䂹㿦㿙6ommerʄ˔a˴ 6om͆ͺter òoʷtΠare =oʄͺmentat˔on㿚䁉䂇䐨䚕䁓
䂊䂉㾼48 6փaփèփ 2փ101䘢䁥䠴䋆䁗䂉㿥䗗䌦䚤䧎㿦㿙6ommerʄ˔a˴ Proʍͺʄt͝㿚䁥䁀䂈㾼䢖䈊䬺䏻䁭㾼䈊䢖䁬䘜䑒䁩䆘䁖 
48 6փaփèփ 12փ212䘢䁼䁝䁭48 6փaփèփ 227փ7202䘢䁥䓦䬺䁓䂊䁤䁂䁼䁗㾽䘜䑒䁩䆘䁖䁤㾼48 6փaփèփ ׁ12փ212䁼䁝
䁭48 6փaփèփ ׁ227փ7202՚1䁉䂇227փ7202՚4䁩䖕䁂㾼䗗䬺䂤䃤䃅䃖ー䂰䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁈䂆䁱䗗䬺䂤䃤䃅䃖ー䂰䂮䃆䂹
䂗䂘䂓䨘䗇䁭㾼䨥䑜䚖䧟䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤㾼㿙a㿚䗗䬺䚤䧎䁦䁕䁤䁬䁽㾼䁉䁢㿙ɿ㿚䪒䍶䬁䁬䗈䘢䎤䁩䖕䁡䁤䁛䁬䝗
䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁗䁷䁤䁩䧘䬨䁓䂊䂉䎳䭡䁬䁽䂐䥫䁡䁤㾼䓦䬺䋸䞒䁓䂊䂉䂀䁬䁥䁗㾽䦟䐇䇻䁬䎳䭡䁭㾼䂓䃒䃛䂜䑒䖈䑜
䁬䟨䒳䎳䩘䁩䊙䁣䁋䭸䨷䁓䂊䁤䁂䁼䁗㾽 
 
14.10 紛争解決、準拠法  
䪒䍶䬁㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁦A͆͆˴e䁦䁬䊂䍮䁩䊵䄹䁼䁝䁭䊂䯄䁕䁤䚟䁖䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁦A͆͆˴e䁦
䁬䊀䁬䜈䘊䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䨖䜥㿙䣁䋸䟱䁥䁬䣁䋸䄟䋉䙉䭰䄎䈀㿚䁭㾼䂜䃛䃆䂚䃜䂼䂓䕻䪂䧶䟁䍅䁥䐿䂍䂊䂉䂀䁬䁦䁕㾼
䂸䃊䃞䂴䃂䁦A͆͆˴e䁭䢖䈊䜈䘊䁼䁝䁭䨖䜥䁬䇧䎝䁬䁝䁿㾼䢯䟁䍅䣞䁬䕻㾼䯄䩤䒡䥬䗀䁬䝩䙙䉴䈼䎳䁦䣆䛑䡏䒡䥬䟁䁩
䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䪒䍶䬁䁭㾼䩘䁬䠻䘵䁩䊂䁗䂉䂜䃛䃆䂚䃜䂼䂓䕻䩘䁬䊲䠴䂐䗐䁋㾼䨥䑜䩘䁈䂆䁱䂜䃛䃆䂚䃜䂼䂓䕻
䩘䁩䖶䋴䁕㾼䁑䂊䁩䖕䁡䁤䇧䕛䁓䂊䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䛯䊳䁩䊂䂍䂇䁘㾼  
 
㿙a㿚䁈䋗䬶䁊䨥䑜䯄䩤䚖䧟䁬䉜䟱㾼䐿䚖䊨䊂㾼䁼䁝䁭䧶䌧䁥䁀䂉䘜䑒㾼䪒䍶䬁䁭䨥䑜䯄䩤䩘䁩䖶䋴䁕㾼䡑䬺䁓䂊䂉䯄䩤
䩘䁊䝒䒥䁕䁨䁂䘜䑒䁩䁭㾼䂜䃛䃆䂚䃜䂼䂓䕻䩘䁊䡑䬺䁓䂊䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁓䂇䁩㾼䪒䍶䬁㿙第10条（補償）䂐䊈䁽䁼䁗
䁊䁑䂊䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚䁩䄟䁨䂉䠴䁿䁊䁀䂉䘜䑒䁥䂀㾼䁗䁷䁤䁬䚨䋦㾼䙉䭰㾼䜈䘊㾼䁈䂆䁱䨖䜥䁭㾼䘜䑒䁩䆘䁖䁤䍶䬁
䨖䜥䩘㿙䑒䖈䑜䩘䡙䞀41䨰601䘢䤋䔈613䘢㿚㾼䂰䂴䂜ー䩘㿙䑒䖈䑜䩘䡙䞀28䨰1346㿙a㿚䘢䁈䂆䁱1491䘢㿚㾼䂀䁕䁍
䁭䯄䩤䧗䩘䐿䄝䚨䋦䎳䩘㿙䑒䖈䑜䩘䡙䞀28䨰1346㿙ɿ㿚䘢㾼2401䘢䤋䔈2402䘢㾼2671䘢䤋䔈2672䘢㾼2674䘢
䤋䔈2680䘢㿚㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䡑䬺䁓䂊䂉䚖䧟䁬䎳䏑䁩䨀䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䋅䋆䂐䦞䁏䂉䁝䁿䁩䫒䊳䁗䂉䁦㾼䁈䋗
䬶䁊䨥䑜䁬䯄䩤㾼䕻㾼䂀䁕䁍䁭䟁䩖䚖䧟䁬䉜䟱㾼䐿䚖䊨䊂㾼䂀䁕䁍䁭䧶䌧㾼䁼䁝䁭䨥䑜䁬䐇䭰䁈䂆䁱䣾䠴䁬䌔䄭䊨䊂䁥
䁀䂉䘜䑒䁩䁭㾼䁈䋗䬶䁬䨾䗒䋆䫅䁭㾼䁈䋗䬶䁩䂆䂉䡑䬺䁓䂊䂉䩘䭮㿙䚽䔘䬦䓚䩿䓽䩘㿙Ant˔՚=eʷ˔ʄ˔enʄά Aʄt㿚䁨䁧㿚
䁶䁬䄧䥮䁦䁨䂇䁘㾼䁉䁢㾼䁈䋗䬶䁊䩘䡏䁩䭀䋦䁓䂊䂉䁀䂇䂄䂉䎳䏑䁼䁝䁭䎳䏑䂐䧘䬨䁗䂉䩘䮨䂐䬗䁗䂉䥽䄓䣞䁥䁬䁽
䡑䬺䁓䂊䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
㿙ɿ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁊㿙䪒䍶䬁䂐䡂䎠䁕䁤䁂䂉䞶䝧䁦䁕䁤㿚䨥䑜䁬䐇䭰䁈䂆䁱䣾䠴䁬䌔䄭䊨䊂䁼䁝䁭䨥䑜䣞䁬䯄䩤㾼䕻㾼䂀䁕
䁍䁭䟁䩖䚖䧟䁬䝽䭦䙙㾼䊨䊂㾼䂀䁕䁍䁭䧶䌧䁥䁀䂉䘜䑒㾼㿙a㿚䠻䘵䩘䁩䊂䁗䂉䕻䩘䁬䊲䠴䂐䗐䁋㾼䪒䍶䬁䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂
䁬䞶䝧䁊䗀䒥䁗䂉䨥䑜䣞䁬䕻䁬䕻䩘䁩䖶䋴䁕㾼䢯䩘䁩䖕䁡䁤䇧䕛䁓䂊䂉䂀䁬䁦䁕㾼䁉䁢㾼㿙ɿ㿚䪒䍶䬁㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘
䂓㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬A͆͆˴e䁦䁬䊂䍮䁩䊵䄹䁼䁝䁭䊂䯄䁗䂉㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁦A͆͆˴e䁦䁬䊀䁬䜈䘊䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䨖䜥䁭㾼䂜
䃛䃆䂚䃜䂼䂓䕻䪂䧶䟁䍅䣞䁬䯄䩤䒡䥬䗀䁥䐿䂍䂊䂉䂀䁬䁦䁕㾼䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䞶䝧䁊䗀䒥䁗䂉䕻䁬䕻䩘䁥䫒䔤䡏
䁩䌵䓽䁓䂊䁨䁂䏑䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱A͆͆˴e䁭㾼䪒䍶䬁䁩䂆䂈㾼䢯䟁䍅䁬䝩䙙䉴䈼䎳䁈䂆䁱䣆䛑䡏䒡䥬䟁䁩䢯䄙䁗
䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
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㿙ʄ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁊䑜䒣䡏䁨䚖䧟䊀䜆䘲䁥䁀䁡䁤㾼䁛䁬䚖䧟䊀䎯䘀䁼䁝䁭䌈䠴䁩䂆䂈䑜䣞䒡䥬䗀䁩䁢䁂䁤䒡䥬䎳䫚䗐䣁
䎳䁊䣾䁿䂇䂊䁤䁂䂉䘜䑒㾼䪒䍶䬁䁼䁝䁭䁛䁬䄧䥮䁩䊵䄹䁼䁝䁭䊂䯄䁕䁤䚟䁖䂉䯡䜥䁼䁝䁭䚨䋦䁩䁢䁂䁤䁭㾼䟙䒡䁩䂆
䂈㾼䟙䒡䙉䚨䁬䔜䡤䁥䬗䐉䁨䑜䒣䗗䌦䇦䋉䗀䁬䟙䒡䊲䝂㿙䄎䆳㿥u66䊲䝂㿦䁦䁂䁂䁼䁗㿚䁩䊙䁣䁋㾼u66䊲䝂䁩䖕䁡䁤䛩
䣻䁓䂊䂉3䫐䁬䟙䒡䙙䁩䂆䁡䁤䥬䞹䁓䂊䂉䂀䁬䁦䁕㾼䑜䒣䩘䜟䌈䇦㿙u1A㿚䑜䒣䟙䒡䘋䋴䠂䁷䊲䝂䁩䖶䁖䁤䐿䂍䂊䂉䁑
䁦䁦䁕䁼䁗㾽䟙䒡䟁䁭䅫䑜䁬䃞䃤䂺䃤䁦䁕䁼䁗㾽䟙䒡䕤䝎䁋䁥䓦䬺䁗䂉䏐䏻䁭䅫䏻䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁬䭀䚨䁩䆘䁖䁤㾼䁈
䋗䬶䁭㾼䢖䈊䣁䎳䁈䂆䁱䫚䗐䂐䧘䬨䁓䂊䁝䚖䧟䊀䜆䘲䁦䁕䁤䁬䁈䋗䬶䁬䟁䄐䁩䊂䁗䂉䘋䋴䂐䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉
䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
㿙ʍ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭A͆͆˴e =˔͝tr˔ɿͺt˔on unternat˔ona˴ Ltʍփ䁦䆜䕻䊂䍮䂐䬗䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞
䂴䃂䁦A͆͆˴e䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭A͆͆˴e =˔͝tr˔ɿͺt˔on unternat˔ona˴ Ltʍփ䁦䁬䆜䕻䊂䍮䁩䊂䁗䂉䙉䁕䭰䁤䁭㾼䂓䂕䃜䃚䃤
䂺䁬䒡䥬䗀䁬䛓䝋䉴䈼䎳䁩䨀䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䪒第14.10条（d）㾼䁨䂇䁱䁩䆜䕻䊂䍮䁩䊵䄹䁼䁝䁭䊂䯄䁕䁤䚟䁖䂉
䍶䬁䈀䁬䋆䫅䁭㾼䂓䂕䃜䃚䃤䂺䁬䩘䭮䁩䖶䋴䁕㾼䢯䩘䁩䖕䁡䁤䇧䕛䁓䂊䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䫉䖸䁊䝒䒥䁗䂉䘜䑒㾼䪒第
14.10条（d）䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁦A͆͆˴e䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭A͆͆˴e =˔͝tr˔ɿͺt˔on unternat˔ona˴ Ltʍփ䁦䁬䊀䁬䁛䁬䝗䁬䉴
䈼䎳䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭䖶䋴䩘䁩䊂䁗䂉䑒䄙䂆䂈䂀䬏䛏䁓䂊䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䪒第14.10条（d）䁭㾼䟀䡏䒨䓙䎳䁬䄧䥮㾼
䧗䚜䓦䬺㾼䁼䁝䁭䘻䈂䁩䊂䯄䁕䁤㾼䢖䈊䩘䄬䁥䡑䬺䁓䂊䂉䩘䭮䁩䊙䁣䁂䁤䙉䁕䭰䁤䂐䐿䁄㾼䁼䁝䁭䜈䘊䂐䊵䁑䁗㾼
A͆͆˴e䁼䁝䁭A͆͆˴e =˔͝tr˔ɿͺt˔on unternat˔ona˴ Ltʍփ䁬䎳䭡䁩䅠䌠䂐䬨䁆䂉䂀䁬䁥䁭䁀䂈䁼䁙䂑㾽 
 
䪒䍶䬁䁩䁭㾼䑜䒣䨊䧎䤹䤸䍶䬁䁩䊂䁗䂉䑜䯄䘢䬁䁭䡑䬺䁓䂊䁘㾼䢖䈊䘢䬁䁬䡑䬺䁭䫒䔤䡏䁩䤩䗐䁓䂊䁼䁗㾽  
 
14.11 完全合意、適⽤⾔語  
䪒䍶䬁䁭㾼䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁋䓦䬺䋸䞒䁓䂊䁝A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼A͆͆˴e䂦ー䃄䂪㾼䁈䂆䁱A͆͆˴e䘋䫒䗇䁬䓦䬺䁩䁢䁂
䁤㾼䢖䔔䕐䊀䁬䉛䛳䁨䑒䄙䂐䠴䁿䂉䂀䁬䁥䁀䂈㾼䪒䍶䬁䁥䨫䞼䁬䠴䁿䁊䁀䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䁛䁬䕡䞂䁩䊂䁗䂉䖕䛯䁬䁀䂇
䂄䂉䕢䂈䎝䁿䁩䬏䛏䁕䁼䁗㾽䛯䊳䁩䊂䂍䂇䁘㾼䪒䃈䃞䂡䃚䃑䁩䊙䁣䁋䂸䃊䃞䂴䃂䁊䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵䃏䂷䃛䂓䃜䂐䠼䌁䁓
䂊㾼䁉䁢㾼䁉䁉䂉䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵䃏䂷䃛䂓䃜䁊䨫䁬䓦䬺䋸䞒䍶䬁䁬䡑䬺䂐䕯䁏䂉䏑䂈䁩䁈䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴
䃂䁬䁉䁉䂉䃏䂷䃛䂓䃜䁬䓦䬺䁊㾼䪒䍶䬁第9条（秘密保持）䁩䆺䁆㾼䁉䁉䂉䃏䂷䃛䂓䃜䁩䢯䑴䁓䂊䂉䓦䬺䋸䞒䍶䬁䁬䡑
䬺䂀䕯䁏䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊İʄoʍe䁦A͆͆˴e ò=�䁬䭡䬺䊲䬁䂐䁗䁥䁩䡂䎠䁕䁤䁂䂉䘜䑒㾼
䁼䁝䁭䑪䏴䡂䎠䁗䂉䘜䑒䁩㾼䢯䄰䁬䔔䑋䁩䁢䁂䁤㾼䮅䕐䁬䊀䁩䜧䄧䁊䁀䂉䁦䁋䁩䁭㾼䪒A͆͆˴e =eΚe˴o͆er Program
䓦䬺䋸䞒䍶䬁䁊䡑䬺䁓䂊䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁝䁞䁕㾼A͆͆˴e =eΚe˴o͆er Program䓦䬺䋸䞒䍶䬁䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼
İʄoʍe䁦A͆͆˴e ò=�䁬䭡䬺䊲䬁䁩䁈䁂䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁩䧘䬨䁓䂊䁝䎳䭡䂐㾼䢯䍶䬁䁥䠴䁿䂉䘢䑋䁈䂆䁱䘢䎤䁩䖕䁂
䐿䓦䁗䂉䁑䁦䂐䩮䁐䂉䂀䁬䁥䁭䁀䂈䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊òΠ˔ʷt P˴aάgroͺnʍ͝䍶䬁䂐䁗䁥䁩䡂䎠䁕䁤䁂䂉䘜䑒㾼䁼䁝
䁭䑪䏴䡂䎠䁗䂉䘜䑒䁩㾼䢯䄰䁬䔔䑋䁩䁢䁂䁤㾼䮅䕐䁬䊀䁩䜧䄧䁊䁀䂉䁦䁋䁩䁭㾼䪒A͆͆˴e =eΚe˴o͆er Program䓦䬺
䋸䞒䍶䬁䁊䡑䬺䁓䂊䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁝䁞䁕㾼A͆͆˴e =eΚe˴o͆er Program䓦䬺䋸䞒䍶䬁䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼òΠ˔ʷt 
P˴aάgroͺnʍ͝䍶䬁䁩䁈䁂䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁩䧘䬨䁓䂊䁝䎳䭡䂐㾼䢯䍶䬁䁥䠴䁿䂉䘢䑋䁈䂆䁱䘢䎤䁩䖕䁂䐿䓦䁗䂉䁑䁦䂐
䩮䁐䂉䂀䁬䁥䁭䁀䂈䁼䁙䂑㾽䪒䍶䬁䁭㾼㿙a㿚䮅䢖䔔䕐䁊䗆䫐䁕䁝䕼䚜䍶䬁䗇䁩䂆䂉䁉㾼䁼䁝䁭㿙ɿ㿚㿙䮪䁆䁮㾼A͆͆˴e䁩䂆
䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁶䁬䗇䫞䁼䁝䁭F䃒ー䃜䁩䂆䂉䠗䟀䁨䁧㿚䪒䍶䬁䁥䫒䔤䡏䁩䣾䁿䂇䂊䁤䁂䂉䥽䄓䣞䁩䁈䁂䁤䁬䁽㾼䇱䡄䁗
䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽䪒䍶䬁䗇䁬䪓䬃䁭㾼䓑䐸䁦䁕䁤䠼䌁䁓䂊䂉䂀䁬䁥䁀䂈㾼䅫䏻䥵䁦䁛䂊䄎䈀䁬䏐䏻䥵䁦䁥䑿䄟䫉䖸䁊
䁀䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䩘䄬䁩䁈䁏䂉䏍䟁䩘䁊䌵䓽䁕䁨䁂䥽䄓䣞䁩䁈䁂䁤䪒䍶䬁䁬䅫䏻䥵䁊䡑䬺䁓䂊䂉䂀䁬䁦䁕䁼
䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂜䂻䂱䁬䂢䃊䂴䂠䕻䁩䗀䒥䁗䂉䘜䑒䁼䁝䁭䃆䃚䃤䂪䑜䣞䁬䚖䧟䊨䊂䁥䁀䂉䘜䑒䁩䁭㾼䔝䁬䘢䑋䁊䂸䃊
䃞䂴䃂䁩䡑䬺䁓䂊䁼䁗㾽䮅䢖䔔䕐䁭䪒䍶䬁䁩䂆䂈㾼䪒䍶䬁䁈䂆䁱䁗䁷䁤䁬䊂䯄䨘䗇䁊䅫䏻䁥䊵䜭䁓䂊䂉䂆䁄䭀䋦䁕䁝
䁑䁦䂐䣾䁿䁼䁗㾽Le͝ ͆art˔e͝ ont eΩ˔gʚ ͉ͺe ˴e ͆rʚ͝ent ʄontrat et toͺ͝ ˴e͝ ʍoʄͺment͝ ʄonneΩe͝ ͝o˔ent 
rʚʍ˔gʚ͝ en ang˴a˔͝փ  
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付䝋書1 
（本契約に対する） 

Appleプッシュ通知サービスおよびローカル通知に関する付加条件 
 
䄎䆳䁬䘢䎤䁭㾼䪒䍶䬁䁬䊲䠴䁩䠕䆺䁓䂊㾼䁉䁢㾼AP³㿙A͆͆˴e䃈䂴䂨䃖䠗䟀䂦ー䃄䂪㿚䁬䁀䂇䂄䂉䭡䬺䁩䡑䬺䁓䂊䁼䁗㾽 
 
1. APNおよびローカル通知の使⽤ 
 
1.1 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁥㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䣞䁥㾼䁼䁝䁭maʄ¾ò䘕䁬òaʷar˔䎆䬜䁥
䠗䟀䁬䕯䘺䁩䢯䄙䁕䁝䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂦䂕䂹䁬䃗ー䂧ー䁬maʄ¾ò䂸䂪䂠䂹䂴䃈䁩䝩䁕䁤òaʷar˔䃈䂴䂨䃖䠗䟀䂐䜴䘺䁗䂉
䒣䁩䁬䁽㾼AP³䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䁭㾼
AP³ APu䎆䬜䁥䁬䁽㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䁉䂇䃈䂴䂨䃖䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤u=䂐䈴䂈䢖䁤䂇䂊䁤䁂䂉䘜䑒䁩䁬䁽㾼
AP³䁩䂓䂠䂬䂪䁥䁋䁼䁗㾽AP³䁬䓦䬺䁩䁢䁂䁤䂸䃊䃞䂴䃂䂐䓷䆁䁕䁤䁂䂉䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䂐䗐䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼
䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃈䂴䂨䃖䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤u=䂐䁂䁉䁨䂉䞀䓏䕐䁩䂀䌆䬗䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴
䃂䁬䪒䍶䬁䁬䪲䮂䁼䁝䁭䇧䗐䏴㾼AP³䁬䂓䂠䂬䂪䁼䁝䁭䓦䬺䁊䁥䁋䁨䁂䁑䁦䂐䭦䇧䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
 
1.2 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䍶䬁㾼AP³䂺䂞䃖䃒䃤䂹㾼䁨䂇䁱䁩䁀䂇䂄䂉䡑䬺䁬䩘䭮䁈䂆䁱䊲䝂㿙䁀䂇䂄䂉䟀䡏䒨䓙䩘䂐
䊈䁽䁼䁗㿚䁥䫒䔤䡏䁩䋸䆻䁓䂊䁤䁂䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪㾼䁼䁝䁭maʄ¾ò䘕䁬
òaʷar˔䎆䬜䁥䠗䟀䁬䕯䘺䁩䢯䄙䁕䁝䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂦䂕䂹䁬䃗ー䂧ー䁬maʄ¾ò䂸䂪䂠䂹䂴䃈䁩䝩䁕㾼䃈䂴䂨䃖䠗䟀䂐䜴
䘺䁗䂉䫭䡏䁥䁬䁽㾼AP³䁈䂆䁱AP³ APu䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䋸䆻䁓䂊䁼䁗㾽䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛
䂢ー䂨䃘䃤䁬䠼䖧䃈䃞䂬䂪䁬䄰䉯䁦䁕䁤㾼A͆͆˴e䁩䝩䁕㾼AP³䁬䁀䂇䂄䂉䓦䬺䁩䁢䁂䁤䇻䔤䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦䁩
䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
1.3 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼AP³䂐䇥䁕䁤䃈䂴䂨䃖䠗䟀䂐䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䜴䘺䁗䂉䛯䁩㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䢖䈊䠗䟀䁬䕯
䘺䁩䢯䄙䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦䂐䭦䇧䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊䔾䜲䁕䁝䢯䄙䃂䂾䃜䂂㾼䠗䟀䊨䤓
䁬䬗䐉䆴㿔䫇䐉䆴䂐䐿䁄A͆͆˴e䁬䂨䂪䂷䃑䉯䌌䛆䠴䁩䁢䁂䁤㾼䫇䐉䆴㾼䂛ー䃁ー䃚䂕䂺䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䉞䗵䂐䐿䂍䁨
䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䃈䂴䂨䃖䠗䟀䁬䕯䘺䢯䄙䁊䋳䦊䁓䂊䁝䘜䑒㾼䁼䁝䁭䏴䁉䂇䕢䂈䗴䁓
䂊䁝䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤䃈䂴䂨䃖䠗䟀䂐䜴䘺䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
2. 付加条件  
 
2.1 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤㾼䋦䁿䂇䂊䁤䁂䁨䁂䃒䂴䂬ージ䂐䜴䘺䁗䂉䫭䡏䁥㾼䁼䁝䁭䃆䂔䂴䂨䃤䂡
䂂䂪䃂䃑䁬䫭䡏䁥㾼AP³䁼䁝䁭䃞ー䂜䃜䠗䟀䂐䓦䬺䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁑䂊䁩䁭㾼䂓䃤䂲䂪䃂䃑䩘䮨䁩䄧䥮
䁗䂉䁀䂇䂄䂉䕩䮧䁬䐿䄝㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䧗䡑䛁㾼䧗䚜㾼䂀䁕䁍䁭䄧䩘䁦䁨䂉䐿䄝䂐䊈䁽䁼䁗䁊㾼䁑䂊䂇䁩䏑䂇䂊䁼䁙䂑㾽
AP³䁦䃞ー䂜䃜䠗䟀䁭㾼䃗ー䂧ー䁩䊂䯄䁕㾼䃗ー䂧ー䁩䭡䅱䂐䂀䁝䂇䁗䠗䟀㿙䮪䁆䁮㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁉䂇䁬䘠䩍䚨䋦䁶
䁬䝩䆘㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䯄䁕䁝䘠䩍䁬䠼䌁䁨䁧㿚䂐䜴䘺䁗䂉䁝䁿䁩䓦䬺䁓䂊䂉䦴䭀䁊䁀䂈䁼䁗㾽  
 
2.2 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼AP³䁼䁝䁭䃞ー䂜䃜䠗䟀䂐㾼䕩䮧䁩䊂䂍䂇䁘䐙䑛㾼䚤䧎䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤㾼䁼䁝䁭䂱䂕䃝䂠䂹䃏ー
䂢䂷䂔䃤䂡㿙䮪䁆䁮㾼䂆䂈䑍䈫䁬䗗䧎䁬䥼䤹䂂䩓䁋䑒䂍䁙䥼䤹䁨䁧㿚䁥䓦䬺䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁑䂊䁩䁭㾼䂸
䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䓦䬺䂐䝀䙖䁗䂉䁝䁿䁬䃒䂴䂬ージ䁬䜴䧘䂂㾼䙃䊨䤓䂂䃁ージ䃘䃤䁬䬗䐉䚔䁬䐙䑛䂐䊈䁽
䁼䁗䁊㾼䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㾽䁝䁞䁕㾼䁛䁬䂆䁄䁨䃒䂴䂬ージ䁬䕯䘺䂐㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䃗ー䂧ー䂕
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䃤䂰ー䃆䂘䂕䂪䁩䧃䔤䁓䂊䂉䢯䄙䃒䂴䂬ージ䂐䠗䁖䁤䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䫒䔤䡏䁩䂛䃈䂹䂕䃤䁕䁤䁈䂈㾼䁉䁢䂛䃈䂹䂓䂗䂹䁗
䂉䕤䞼䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁩䬺䄙䁕䁤䁂䂉䘜䑒䂐䗐䁋䁼䁗㾽䛯䊳䁩䊂䂍䂇䁘㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䮪䁆䁮㾼䂪
䂹䂓䂠ー䃎䃤䁊䂗䂚䃝䂴䂹䣞䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䁩䜴䘺䁓䂊䂉䘜䑒䁨䁧㾼䢖䈊䓦䬺䁊䃂䂪䁩䠋䛃䊂䯄䁗䂉䏑䂈䁩䁈䁂䁤㾼
䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䁬䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂐䫭䡏䁦䁕䁤㾼AP³䁼䁝䁭䃞ー䂜䃜䠗䟀䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽 
 
2.3 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁬䑒䭦䡏䁨䒡䮓䁩䂆䂉䥬䞹䁩䖕䁂㾼AP³䁬䛳䝧䡏䁨䂾䂴䂹䃠ー䂠䊨䤓䁼䁝䁭䝬䄬䧿䂐
䇗䘚䁩䓦䬺䁕䁝䂈㾼A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁼䁝䁭䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䇗䡹䁨䃈䂴䂨䃖䠗䟀䁼䁝䁭䃞ー䂜䃜䠗䟀䂐䓦䁡䁤䧗䢖
䁨䧫䇐䂐䁉䁏䁝䂈䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁬䂾䂴䂹䃠ー䂠䂀䁕䁍䁭䂦ー䃄䂪㾼䁼䁝䁭
AP³䁩䛃䝎䁓䂊䁝䞀䓏䕐䁬䂦ー䃁䂀䁕䁍䁭䂾䂴䂹䃠ー䂠䁩䈂䂐䬨䁆䁝䂈㾼䉞䗵䁕䁝䂈䁕䁤䁭䁨䂇䁘㾼䁼䁝㾼䝗䁬䂸䃊䃞䂴
䃂䁩䂆䂉AP³䁬䓦䬺䂐䟘䞹䁓䁙䁤䁭䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
2.4 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼AP³䁼䁝䁭䃞ー䂜䃜䠗䟀䂐㾼凼嗆㾼䚔䡏㾼䧗䇫䉡䂐䬨䁆䂉㾼䂀䁕䁍䁭䟘䗑䡏䁨䂤䃤䂷䃤䂵䂀䁕䁍
䁭䁀䂇䂄䂉䕩䮧䁬䃏䂷䃛䂓䃜㿙䨘䘀㾼䙩䍷㾼䇝䜹㾼䕈䙋㾼䆲䚣䁨䁧㿚㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䃂䂪㾼䂀䁕䁍䁭
䂦䂕䂹䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂈䐒䁼䁕䁍䁨䁂䁦䥬䞹䁓䂊䂉䌑䂊䁊䁀䂉䁦A͆͆˴e䁊䑒䭦䡏䁩䥬䞹䁗䂉䁛䁬䝗䁬䂤䃤䂷䃤䂵
䂀䁕䁍䁭䃏䂷䃛䂓䃜䁊䊈䁼䂊䁤䁂䂉䃏䂷䃛䂓䃜䂐䜴䘺䁗䂉䁝䁿䁩䓦䬺䁕䁤䁭䁨䂈䁼䁙䂑㾽 
 
2.5 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼AP³䁼䁝䁭A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁬䠗䘟䁬䢮䒳䁩䝕䈂䂐䬨䁆䁝䂈㾼䟘䞹䁕䁝䂈㾼䚐䏑䁕䁝䂈䁗䂉
䆻䤓䚔䁬䁀䂉䂗䂕䃜䂪䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䂤䃤䃅䃖ー䂰䂤ー䂺㾼䃆䂒䂕䃜䁼䁝䁭䃈䃞䂡䃚䃑䂐䊈䁾䃏䂷䃛䂓䃜䂐䜴䘺㾼䨷䝒㾼䁼
䁝䁭䁛䁬䝗䁬䩖䩘䁥䭡䬺䆻䤓䁩䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽䁼䁝㾼AP³䁩䜆䁽䑧䁼䂊䁤䁂䂉㾼䁼䁝䁭AP³䁊䓦䬺䁗䂉䂬䂞䃖
䃛䂷䂔㾼䂸ジ䂰䃜䗆䫐㾼䎲䘋㾼䁼䁝䁭䣾䘋䃒䂜䂼䂫䃑䂐䫇䐉䁩䁕䁝䂈㾼䁨䂈䁗䁼䁕䂐䐿䁡䁝䂈㾼䃀䂴䂞䃤䂡䁕䁝䂈㾼䁛䁬䝗䁬
䩖䩘䁥䩮䈂䁕䁝䂈㾼䝗䁬䙙䁊䁛䁄䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁕䁝䂈䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
 
3. ウェブサイトプッシュIDの付加条件 
 
3.1 䪒䍶䬁䁬䊲䠴䁬䖻䕣䂐䘢䎤䁦䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂗䂘䃇䂦䂕䂹䃈䂴䂨䃖u=䂐䓦䬺䁕䁤䂸䃊䃞䂴䃂
䁊䜴䘺䁗䂉òaʷar˔䃈䂴䂨䃖䠗䟀䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁬䫐䗿㾼䗗䦾㾼䁼䁝䁭䃇䃚䃤䂺䁥䜴䘺䁓䂊䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁘㿙䮪䁆䁮㾼䠗
䘺䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂦䂕䂹䁉䂇䣍䁂䁤䁂䂉䁑䁦䂐䃗ー䂧ー䁩䟀䂇䁙䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦䁨䁧㿚㾼䁉䁢㾼䂓䂕䂤䃤㾼䗗䦾㾼䃞
䂥㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂦䂕䂹䂐䔭䨫䁗䂉䁝䁿䁬䃏ー䂠䁊䊈䁼䂊䁤䁂䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦䂐䭦䇧䁕㾼䁑䂊䁩
䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼òaʷar˔䃈䂴䂨䃖䠗䟀䁬䥞䘺䏅䁩䁢䁂䁤㾼䝗䁬䂦䂕䂹䂀䁕䁍䁭䞶䝧䁦䊼䂈㾼䁼䁝䁭䁑
䂊䁩䁨䂈䁗䁼䁕㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䃗ー䂧ー䁬䏼䇧䂐䗨䁍䁑䁦䁬䁨䁂䂆䁄䁩䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊
䂸䃊䃞䂴䃂䁬òaʷar˔䃈䂴䂨䃖䠗䟀䣞䁥䞀䓏䕐䁬䗗䦾䁼䁝䁭䃇䃚䃤䂺䁩䏐䋟䁗䂉䏑䂈䁩䁈䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴
䃂䁊䦴䭀䁨䁗䁷䁤䁬䎳䭡䂐䬗䁗䂉䁑䁦䂐䧃䫒䁈䂆䁱䨷䘋䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
 
3.2 䪒䍶䬁䁥䋸䆻䁓䂊䁝䠗䂈㾼AP³䂐䬗䐉䆴䁕㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂦䂕䂹䁬䁝䁿䁩òaʷar˔䃈䂴䂨䃖䠗䟀䂐䜴䘺䁗
䂉䁑䁦䁩䂆䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䍶䬁䁩䂆䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䫭䡏䁥䓦䬺䁗䂉䎳䭡䂐䬗䁓䁘㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴
䃂䁊A͆͆˴e䁩䝩䁕䗇䫞䁥䣁䠴䁕䁝䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂐䗐䁋㾼A͆͆˴e䁊㾼䛒䡥䫭䡏䁥㾼䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䃏䂷䃛䂓䃜䁩䁈䁂䁤㾼
㿙˔㿚maʄ¾ò䘕䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬òaʷar˔䃈䂴䂨䃖䠗䟀䁬䂪䂠䃛ー䃤䂨䃘䂴䂹㾼䁈䂆䁱㾼㿙˔˔㿚䁉䁉䂉䠗䟀䁩䊂䯄䁗䂉䗗䦾䁈䂆䁱
䃞䂥䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䂐䋸䆻䁕䁝䂀䁬䁦䁽䁨䁓䂊䁼䁗㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁬䑒䭦䡏䁨䭀䋦䁩䆘䁖䁤㾼A͆͆˴e䁊㾼
䛒䡥䫭䡏䁥㾼䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䃏䂷䃛䂓䃜䁩䁈䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䁩䝩䁕䁤䠼䌁䁗䂉䇝䜹䁈䂆䁱䁛䁬䝗䁬䃏䂷䃛䂓
䃜䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䂀䋸䆻䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
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4. APNまたはローカル通知を通じた提供。䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼AP³䂐䠼䌁䁕㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃈䂴䂨䃖䠗䟀䂐
A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁩䁈䁂䁤䭡䬺䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉䁝䁿䁩㾼A͆͆˴e䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃈䂴䂨䃖䠗䟀䂐㾼䬶㿐䁨䐇䌆䂾䂴䂹
䃠ー䂠㾼䬶㿐䁨䃒䂸䂔䂓䂐䠗䁖䁤䜴䘺䁕㾼䁼䁝䁭䂾䂴䂹䃠ー䂠䂂䂸䃁䂕䂪䁩䛃䝎䁗䂉䁝䁿䁩㾼䕼䚜䂀䁕䁍䁭䨮䐥䁗䂉䆻䤓䚔
䁊䁀䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤䭦䇧䁕㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼AP³䁊㾼䨷䘋䁓䂊䁝㾼䁼䁝䁭䄆䛳䁨䂸䃛䃁䃛ー䂦ー
䃄䂪䁥䁭䁨䁍㾼䁛䁬䂆䁄䁩䄙䙩䁓䂊䁝䂀䁬䁥䂀䁨䁂䁑䁦䂐䣾䁿㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁼䁝䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼AP³䂐㾼䁛䁬
䂆䁄䁩䓦䬺䁼䁝䁭䘺䭓䁕䁤䁭䁨䂈䁼䁙䂑㾽䁓䂇䁩㾼AP³䂐䓦䬺䁗䂉㾼䁼䁝䁭䃞ー䂜䃜䠗䟀䂐䠼䌁䁗䂉䘢䎤䁦䁕䁤㾼䂸䃊䃞
䂴䃂䁭㾼䢖䈊䠗䟀䁬䄰䧶䁦䁕䁤㾼䏓䙙䁩䝋䁗䂉㾼䂬䃤䂨䂷䂔䃇䁨䏓䙙䘠䩍䁼䁝䁭䦘䪻䘠䩍㿙䮪䁆䁮䕎䇦䨷䘔䦃䑑㾼䌿䬤䐌
䒈䂀䁕䁍䁭䕢䄻䘠䩍㾼䁼䁝䁭䏓䙙䁊䄆䛳䁨䜴䘺䂐䑒䭦䡏䁩䊥䝭䁗䂉䂆䁄䁨䁀䂇䂄䂉䘠䩍㿚䂐䠗䘺䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁕㾼
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䏓䙙䘠䩍䁬䕷䖏㾼䠗䘺㾼䄡䔛㾼䖾䭦㾼䁼䁝䁭䓦䬺䁩䁢䁂䁤㾼䈊䢖䁗䂉䠗䟀䁼䁝䁭䢯䄙䃛䂠
䂙䂪䂹䁩䖶䋴䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
5. デベロッパの承諾。䂸䃊䃞䂴䃂䁭䄎䆳䁬䔔䑋䂐䣾䁿㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
5.1 A͆͆˴e䁭㾼䁂䁢䁥䂀㾼䡑䊿㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁶䁬䔔䛯䁬䠗䟀䁬䬗䫇䁩䊂䂍䂇䁘㾼㿙a㿚䁀䂇䂄䂉䣁䚔䂂䊨䤓䚔䁬䨮䐥
䁼䁝䁭䒴䗐䂐䊈䁿䁤㾼AP³䂐䕼䚜䁗䂉䁑䁦㾼㿙ɿ㿚AP³ APu䂐䕼䚜䁗䂉䁑䁦㾼䂦䃎ー䂹䂐䖂䮂䁗䂉䁑䁦㾼䒌䥞䐿䁼䁝䁭䒌䥵
䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁛䁬䂆䁄䁨䕼䚜䁩䂆䁡䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼
䃂䂪㾼䁼䁝䁭䂦䂕䂹䂐㾼䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁬䦝䬺䁥㾼䨮䐥䁼䁝䁭䂓䂴䃈䂸ー䂹䁗䂉䦴䭀䁊䚟䁖䂉䆻䤓䚔䁊䁀䂉䁑䁦䁩䁢䁋㾼䭦
䇧䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼AP³䂐䠼䌁䁗䂉㾼䁼䁝䁭䠼䌁䂐䎇䝎䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䫒䔤䁼䁝䁭䫬䔤䁬䋆䫅䁊䁨䁂
䂀䁬䁦䁕㾼AP³䁬䁗䁷䁤䁼䁝䁭䄰䧶䂐㾼䁂䁢䁥䂀䠮䓽䁼䁝䁭䟘䓽䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼AP³䁼䁝
䁭AP³ APu䁬䘕䊳䁬䂦ー䃄䂪䁬䠮䓽䂀䁕䁍䁭䟘䓽㾼䁼䁝䁭䘕䊳䁬䨮䐥䁩䊵䄹䁼䁝䁭䊂䯄䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁼䁝䁭䁛䁬
䝗䁬䢖䔔䕐䁊䦜䁡䁝㾼䝕䔶㾼䝕䈂㾼䁼䁝䁭䦝䬺䁩䁢䁂䁤㾼䄰䛁䚼䣻䂐䧫䁂䁼䁙䂑㾽 
 
5.2 AP³䁭㾼䁗䁷䁤䁬䏐䏻㾼䁼䁝䁭䑜䂀䁕䁍䁭䟁䄬䁥䭡䬺䁥䁋䂉䂍䁏䁥䁭䁨䁍㾼A͆͆˴e䁭㾼䁉䁉䂉䂦ー䃄䂪䁊㾼䣁䠴
䁬䟁䄬䁥䁬䭡䬺䁩䡑䁕䁤䁂䂉䁑䁦䂂䭡䬺䆻䤓䁥䁀䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䁂䁉䁨䂉䧃䫒䂀䁕䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊
AP³䁩䂓䂠䂬䂪䁕䁤䁛䂊䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䂐䛩䞊䁗䂉䏑䂈䁩䁈䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䔧䙔䁬䥬䞹䁥䂓䂠䂬䂪䁗䂉䂀䁬䁦䁕㾼
䏍䟁䁬䩘䮨䂐䁭䁖䁿䁦䁕㾼䡑䬺䁓䂊䂉䁀䂇䂄䂉䩘䮨䂐䖻䕣䁗䂉䚼䣻䂐䧫䞧䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
5.3 A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䃂䂪㾼䁼䁝䁭䂦䂕䂹䁦䌆䁩䓦䬺䁗
䂉䁑䁦䂐䄙䙩䁕䁤AP³䂐䠼䌁䁗䂉䂀䁬䁦䁕㾼䁉䁢㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䠋䛃AP³䂐䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁭䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸
䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁀䂇䂄䂉䃈䂴䂨䃖䠗䟀䁊㾼A͆͆˴e䁥䁭䁨䁍㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䁡䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䃂䂪㾼䁼䁝
䁭䂦䂕䂹䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤䜴䘺䁓䂊䂉䁑䁦䂐䣾䁿㾼䁑䂊䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䁽䁊㾼䁉䁉
䂉䠗䟀䁩䂆䁡䁤䜴䘺䁓䂊䁝䁀䂇䂄䂉䂸ー䂰䁼䁝䁭䂤䃤䂷䃤䂵㾼䁈䂆䁱䁀䂇䂄䂉AP³䁬䢖䈊䓦䬺䁩䁢䁂䁤㾼䞤䣆䁥䚼䣻䂐
䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁀䂇䂄䂉䃞ー䂜䃜䠗䟀䁊㾼A͆͆˴e䁥䁭䁨䁍㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䁡䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬
䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤䜴䘺䁓䂊䂉䁑䁦䂐䣾䁿㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁬䁽䁊㾼䁉䁉䂉
䠗䟀䁩䂆䁡䁤䜴䘺䁓䂊䁝䁀䂇䂄䂉䂸ー䂰䁼䁝䁭䂤䃤䂷䃤䂵䁩䁢䁂䁤㾼䞤䣆䁥䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
5.4 A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤㾼AP³䁬䆻䬺䚔䁼䁝䁭䇋䢭䔜䊀䁩䁢䁂䁤䄰䛁䨷䘋䁙䁘㾼AP³䁬䃒䃤䂷䂻䃤
䂪㾼䂷䂠䂼䂜䃜䂦䃎ー䂹㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䂦䃎ー䂹䂐䠼䌁䁕䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
 
5.5 A͆͆˴e䁭㾼䁂䁢䁥䂀㾼䁛䁬䔧䬜䒡䮓䁩䂆䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬AP³䁶䁬䂓䂠䂬䂪䎳䂐䒴䗐䁗䂉䎳䭡㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩
䂆䂉AP³䁬䓦䬺䂐䚐䏑䁗䂉䎳䭡㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃈䂴䂨䃖䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤u=䂐䫇䐉䁩䁗䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁕䁼䁗㾽 
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5.6 A͆͆˴e䁭㾼A͆͆˴e䁊AP³䁈䂆䁱䁛䁬䝗䁬A͆͆˴e䚤䧎䁼䁝䁭A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䂐䇱䮐䁗䂉䁝䁿㾼䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴
䃂䁊䪒䍶䬁䂐䖻䕣䁕䁤䁂䂉䁑䁦䂐䈞䣾䁗䂉䁝䁿㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉AP³䁬䓦䬺䁩䁢䁂䁤㾼䘠䩍㿙䋁䖨䘠䩍䁈䂆䁱䙓䞹䘠
䩍䂐䊈䁽䁼䁗䁊䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚䂐䃓䂼䂰ー䁈䂆䁱䕷䖏䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁝䁞䁕㾼A͆͆˴e䁭㾼䁉䁉䂉䂓䂠䂬
䂪䁼䁝䁭䇻䔤䁊䄎䆳䁬䁂䁘䂊䁉䁬䔔䬜䁬䁝䁿䁩䑒䭦䡏䁩䦴䭀䁥䁀䂉䁦A͆͆˴e䁊䚦䔾䁨䥬䞹䂐䐿䁄䘜䑒䂐䗐䁋㾼䃈䂴䂨
䃖䠗䟀䁬䣞䬯䁩䁢䁂䁤䂓䂠䂬䂪䁼䁝䁭䇻䔤䁗䂉䁑䁦䁭䁀䂈䁼䁙䂑㾽㿙a㿚䩘䡏䁨䕤䝎䁋䂀䁕䁍䁭䭀䋦䁩䖕䁄䁝䁿㾼㿙ɿ㿚䪒䍶
䬁䁬䄧䥮䁬䌑䂊䂐䠂䒀䁗䂉䁨䁧㾼䪒䍶䬁䂐䭣䐿䁗䂉䁝䁿㾼㿙ʄ㿚䂬䂞䃖䃛䂷䂔㾼䧗䚜㾼䁼䁝䁭䋁䖨䘕䁬䫳䞂䂐䎲䖧㾼䩿䓽䁕㾼
䁼䁝䁭䁛䂊䁩䝩䖾䁗䂉䁝䁿㾼㿙ʍ㿚䩘䭮䁥䭀䋦䁓䂊䂉㾼䁼䁝䁭䣾䁿䂇䂊䂉䁦䁑䂋䁩䂆䂈㾼A͆͆˴e㾼䁛䁬䂸䃊䃞䂴䃂㾼䏫䋗㾼䁼
䁝䁭䄰䥺䃗ー䂧ー䁬䎳䭡㾼䒨䓙㾼䂀䁕䁍䁭䄆䛳䂐䨷䏽䁗䂉䁝䁿㾽䛯䊳䁩䊂䂍䂇䁘㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䃗ー䂧ー䁬䃛䂠䂙䂪䂹䁩
䝩䆘䁗䂉䁑䁦㾼䁈䂆䁱䂸䃁䂕䂪䘕䁬䃗ー䂧ー䝧䏃䁈䂆䁱䠼䄊䂐䃂ー䂮䂻䃚䂕䂫䁗䂉䁑䁦䁬䁽䂐䫭䡏䁦䁕䁤㾼˔¾ò㾼
˔Paʍ¾ò㾼maʄ¾ò㾼䁈䂆䁱Πatʄ˄¾ò䁊㾼䃗ー䂧ー䁬䂸䃁䂕䂪䘕䁥䃞ー䂜䃜䁩㾼䃈䂴䂨䃖䠗䟀䁩䂓䂠䂬䂪䁥䁋䂉䁑䁦䂐䣾
䁿㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
6. 追加免責。A͆͆˴e䁭㾼䠮䡩㾼䁼䁝䁭䂨䂪䂷䃑䘔䈂㾼䂾䂴䂹䃠ー䂠䐢䎘㾼䎍䇝䡏䂀䁕䁍䁭䎍䇝䈀䁬䃒䃤䂷䂻䃤䂪㾼䂀
䁕䁍䁭䁛䁬䝗䁬䟘䞹䂐䊈䁽䁼䁗䁊䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁨䁂㾼䁀䂇䂄䂉AP³䁬䟘䞹䁼䁝䁭䠗䟀䁬䓦䬺䂐䊈䁾㾼AP³䁬䓦䬺
䁩䊵䄹䁗䂉䁂䁉䁨䂉䝕䈂䁼䁝䁭䝕䔶䁩䁢䁂䁤䂀䄰䛁䚼䣻䂐䧫䁂䁼䁙䂑㾽  
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付䝋書2  
（本契約に対する） 

In-App Purchase APIの利⽤に関する付加条件 
 
1. In-App Purchase APIの使⽤ 
 
1.1 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁥䭡䬺䆻䤓䁩䁕䁝䂤䃤䂷䃤䂵㾼䊨䤓㾼䁼䁝䁭䂦ー
䃄䂪㿙䮪䁆䁮㾼䂸ジ䂰䃜䃇䂴䂠㾼䠕䆺䡏䁨䂣ー䃑䁬䃝䃊䃜㾼䂻䃄䂣ー䂨䃘䃤䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䁶䁬䂓䂠䂬䂪䁨䁧㿚䁩㾼䂙䃤䂺䃗
ー䂧ー䁊䂓䂠䂬䂪䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉䁝䁿㾼䁼䁝䁭䁛䂊䂇䂐䕯䮕䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉䁝䁿䁩䏑䂈㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐
䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䈀䧶䁬䁽䁥䓦䬺䁗䂉䚤䧎䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䂐䠼
䌁䁗䂉䁝䁿䁩㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽  
 
1.2 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁑䁬䧘䆺䘢䎤䁈䂆䁱䪒䍶䬁第6条（アプリケーションの提出および選定）䁩䊲䠴䁓䂊䂉䕤䝎䁋
䁩䖕䁡䁤㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䓦䬺䁕䁤䠼䌁䁗䂉䁑䁦䂐䬦䠴䁕䁤䁂䂉䁗䁷䁤䁬䂤䃤䂷䃤䂵㾼䊨䤓㾼䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪
䂐㾼A͆͆˴e䁊䘿䒀䁈䂆䁱䗦䣾䁗䂉䁝䁿䁩㾼A͆͆˴e䁩䝩䁕㾼䠼䖧䁗䂉䋆䫅䂐䧫䁂䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䠼䖧䁩䒣䁕㾼䘟䁩䫐
䗿㾼䂷䂞䂪䂹䊳䖩㾼䆸䈚㾼䏖䬗䁬䔭䨫䦃䑑㾼䁈䂆䁱A͆͆˴e䁊䑒䭦䡏䁩䭀䋦䁗䂉䁛䁬䝗䁬䘠䩍㿙䄎䆳㿥Submission 
Description㿦䁦䜪䗿䁕䁼䁗㿚䂐䠼䌁䁗䂉䦴䭀䁊䁀䂈䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼òͺɿm˔͝͝˔on =e͝ʄr˔͆t˔on䁩䊳䒢䁓䂊䁝䔾䒣
䁬䂤䃤䂷䃤䂵㾼䊨䤓㾼䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䂐㾼䁂䁢䁥䂀㿙䠼䖧䕤䝎䟘䁈䂆䁱A͆͆˴e䁩䂆䂉òͺɿm˔͝͝˔on =e͝ʄr˔͆t˔on䁬䗦䣾
䏴䂐䊈䁽䁼䁗䁊㾼䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚䘿䒀䁗䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䠗䁕
䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬òͺɿm˔͝͝˔on =e͝ʄr˔͆t˔on䁩䊳䒢䁓䂊䁤䁂䁨䁂䠕䆺䁬䂤䃤䂷䃤䂵㾼䊨䤓㾼䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䁬䠼䌁䂐䊞
䩴䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䓦䬺䁕䁤䁛䂊䂇䂐䭡䬺䆻䤓䁩䁗䂉䛯䁩㾼A͆͆˴e䁬䘿䒀䁈䂆䁱䗦
䣾䂐䕯䁏䂉䁝䁿㾼䙃䊲䁬㾼䁼䁝䁭䐥䙃䁕䁝òͺɿm˔͝͝˔on =e͝ʄr˔͆t˔on䂐䠼䖧䁗䂉䦴䭀䁊䁀䂈䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼䖕䛯䁩
䗦䣾䁕䁝䂤䃤䂷䃤䂵㾼䊨䤓㾼䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䁬䗦䣾䂐䕢䂈䗴䁗䎳䭡䂐䭸䨷䁕㾼䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛
䂢ー䂨䃘䃤䣞䁬䁉䁉䂉䂤䃤䂷䃤䂵㾼䊨䤓㾼䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䂐䭡䬺䧗䤓䁩䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
 
1.3 un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䠗䁕䁤䠼䌁䁓䂊䂉䁗䁷䁤䁬䂤䃤䂷䃤䂵㾼䊨䤓㾼䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䁭㾼㿥䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘
䃤䁬䁝䁿䁬䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤㿦㿙Program èe͉ͺ˔rement͝ ʷor A͆͆˴˔ʄat˔on͝㿚䁩䖕䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁉䁢㾼䁉䁉䂉䂤䃤
䂷䃤䂵㾼䊨䤓㾼䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䁊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䆺䁆䂇䂊䂉䁦㾼䁛䂊䂇䁭䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䄰
䧶䁦䁽䁨䁓䂊㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁦䢯䄰䁬䋆䫅䁈䂆䁱䘢䎤䁩䖕䁄䦴䭀䁊䚟䁖䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䋅䋆䂐䦞䁏䂉䁝
䁿㾼䂞ー䃍ー䂺䈘䟳䊨䤓䂐䠼䌁䁗䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䂞ー䃍ー䂺䈘䟳䔧䝧䣞䁩䁈䁂䁤㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䓦
䬺䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽䁝䁞䁕㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁬䨫䁬䊨䤓䁥un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䁬䓦䬺䂐䎇䝎䁗䂉䁑䁦䁭
䁥䁋䁼䁗㾽 
 
2. 付加制限 
 
2.1 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䈀䧶䁬䁽䁥䓦䬺䁗䂉䂤䃤䂷䃤䂵㾼䊨䤓㾼䂀䁕
䁍䁭䂦ー䃄䂪䂐䎇䝎䡏䁩䑃䣷䁗䂉䁝䁿䁩䓦䬺䁥䁋䂉䃈䃛ペ䂕䂺䂓䂜䂗䃤䂹䂐䛆䠴䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉䁝䁿㾼䁼䁝䁭㾼䁛䁬䝗
䏴⽇䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䁉䁉䂉䑃䣷䂐䐿䁄䁝䁿䁩䄻䁋䉤䁆䁼䁝䁭䓦䬺䁥䁋䂉䓢䑍䂂䂠䃝ジ䂴䂹䂐䒳䚕䁗䂉䁝䁿䁩㾼 
un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䓦䬺䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
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2.2 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䓦䬺䁕䁤㾼䁂䁉䁨䂉䕩䮧䁬䠗䇖䂀䑃䣷䁥
䁋䂉䂆䁄䁩䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁑䂊䁩䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䈀䁥䁬䑃䣷䁼䁝䁭䕢䢾䁩䁈䁂䁤䐁
䉤㾼䜾䬨㾼䄻䁋䉤䁆㾼䜴䌿㾼䕢䄻㾼䁼䁝䁭䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁬䠗䇖䂐䊈䁽䁼䁗䁊㾼䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㾽㿥䠗䇖㿦䁦䁭㽿䏓䙙
䁬䂡䃜ー䃈䁼䁝䁭䞶䝧䁊㾼䣁䠴䁬䆸䞿䂐䬗䁗䂉䂀䁬䁦䣾䔭䁕䁤䁂䂉䁀䂇䂄䂉䍷䔬䁬䠗䇖㽿䃎䂕䃤䂹㾼䂠䃝ジ䂴䂹㾼䃛䂮ー
䂪㾼䂤䃤䂷䃤䂵㾼䁛䁬䝗䁬䂓䂕䂷䃑䂀䁕䁍䁭䞤䄐䁬䁑䁦䂐䁂䁂㾼䨊䭦䡏䁨䗗䧎䂂䂦ー䃄䂪㾼䁼䁝䁭䌿䬤䂦ー䃄䂪䂂䌿䬤䔏
䓙䁦䁬䐁䉤䤳䝧䁦䁕䁤䄠䡢䁼䁝䁭䭵䠗䁓䁙䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
2.3 䂤䃤䂷䃤䂵䁈䂆䁱䂦ー䃄䂪䁭㾼䂦䃇䂪䂠䃛䃈䂨䃘䃤䃊ー䂪䁥㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䠗䁖䁤䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁊
䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㿙䮪䁆䁮㾼䙃䨙䁈䂆䁱䓊䔍䁬䑃䣇㿚㾽䅡䇝㾼䂷䃝䃄䦃䜆㾼䆲䈪㾼䗇䚹䁨䁧䁬䣁䠴䁬䗦䣾䁓䂊䁝䃝䃤䂰䃜
䂤䃤䂷䃤䂵䂐䗐䁋㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䠗䁖䁤䂤䃤䂷䃤䂵㾼䂦ー䃄䂪㾼䁼䁝䁭䊨䤓䁬䃝䃤䂰䃜䂐䐿䁄䁑䁦䁭䁥䁋䁼
䁙䂑㿙䮪䁆䁮㾼䔔䛯䁩䓶䠴䁓䂊䁝䄰䠴䊥䊀䣞䁬䣁䠴䁬䂤䃤䂷䃤䂵䁬䓦䬺䁭䚐䏑䁓䂊䁨䁂䘜䑒䁊䁀䂈䁼䁗㿚㾽 
 
2.4 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁂䁉䁨䂉䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂓䂴䃈䂸ー䂹䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䜴䂉䁝䁿䁩䂀㾼䁼䁝㾼䁛䁬
䝗䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䁂䁉䁨䂉䠕䆺䡏䁨䔾䐿䂤ー䂺䂐䧘䆺䁗䂉䁝䁿䁩䂀㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䓦䬺
䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁥䁬䑃䣷䚤䧎䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁩䁗䁥䁩䝒䒥䁕䁤
䁂䁤㾼䁉䁢䃞䂴䂠䂐䇧䗐䁓䂊䂉䁑䁦㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䁬䂹䃚䃤䂧䂠䂨䃘䃤䉛䮂䏴䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘
䃤䁩䤰䘺䁓䂊䂉䁑䁦㾼䁼䁝䁭㾼䁉䁉䂉䂹䃚䃤䂧䂠䂨䃘䃤䉛䮂䏴䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䞤䁨䂉䂸ー䂰䁦䁕䁤䂱䂗
䃤䃞ー䂺䁓䂊䂉䁑䁦䂐䝭䊨䁕䁤䁂䂉䘤䝯䁥䁀䂉䦴䭀䁊䁀䂈䁼䁗㾽 
 
2.5 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊䐒䁼䁕䁍䁨䁂䁼䁝䁭䧗䡑䛁䁦䑒䭦䡏䁩䥬䞹䁗䂉䁂䁉䁨䂉䕩䮧䁬䂤䃤䂷䃤䂵䁼䁝䁭䃏
䂷䃛䂓䃜㿙䨘䘀㾼䙩䍷㾼䇝䜹㾼䕈䙋㾼䆲䚣䁨䁧㿚䂐䊈䁾䁀䂇䂄䂉䂀䁬㾼䮪䁆䁮㾼䧗䇫㾼凼嗆㾼䁼䁝䁭䟘䗑䡏䁨䃏䂷䃛䂓䃜䂐䤰
䘺䁗䂉䁝䁿䁩㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽  
 
2.6 䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁥䗴䦝䁗䂉䁼䁝䁭䓦䁂䛁䂉䂤䃤䂷䃤䂵䁬䂓䂕䂷䃑㿙䮪䁆䁮㾼
䎮䒦䁬䂆䁄䁨䆵䜘䁬䌁䋭䧎㿚㿙䄎䆳㿥䗴䫩䧎㿦䁦䁂䁂䁼䁗㿚䂐䗐䁋㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䓦䬺䁕䁤䄻䁋䡰䁓䂊䂉䁛
䁬䝗䁬䁀䂇䂄䂉䂤䃤䂷䃤䂵㾼䊨䤓㾼䂦ー䃄䂪㾼䁼䁝䁭䂦䃇䂪䂠䃛䃈䂨䃘䃤㿙䮪䁆䁮㾼䂣ー䃑䬺䁬䎩㿚㿙䄎䆳㿥䦟䗴䫩䧎㿦䁦䁂䁂
䁼䁗㿚䁭㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁦䢯䄰䁬䭡䬺䊲䝂䁩䖕䁡䁤㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂉䭡䬺䂐䆻䤓䁦䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂈䁼
䁙䂑㿙䮪䁆䁮㾼䁉䁉䂉䂤䃤䂷䃤䂵㾼䂦ー䃄䂪㾼䁼䁝䁭䊨䤓䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䂓䂜䂗䃤䂹䁩䊂䯄䁗䂉䁗䁷䁤䁬䂸䃁䂕䂪䁥䭡
䬺䆻䤓䁥䁀䂉䦴䭀䁊䁀䂈䁼䁗㿚㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁩䝩䁕䁤䗴䫩䧎䂐䣁䠴䁗䂉䚼䣻㾼䁈䂆䁱䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤
䗴䫩䧎䁊䝗䁬䂸䃁䂕䂪䁥䓦䬺䁥䁋䁨䁂䁑䁦䁩䁢䁂䁤䇻䔤䁗䂉䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
3. デベロッパの責任 
 
3.1 A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁤䚜䘟䁩䉛䮂䁕䁝䕢䄻䁒䁦䁩㾼䕢䄻䮕
䕷䗇䂐䥞䐿䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁗䂉䁀䂇䂄䂉䂤䃤䂷䃤䂵㾼䊨䤓㾼䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䁬䄻䁋䡰䁕䛯䁩㾼
䁉䁉䂉䮕䕷䗇䁬䬗䐉䚔䂐䈞䣾䁗䂉䚼䣻䂐䧫䁂䁼䁗㾽䁛䁕䁤㾼A͆͆˴e䁭㾼䁉䁉䂉䕢䄻䮕䕷䗇䁊A͆͆˴e䁉䂇䠼䌁䁓䂊䁝䂀
䁬䁉䦊䁉䁩䁢䁂䁤䁬䎲䘋䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁊䝮䁡䁝䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䄰䛁䚼䣻䂐䧫䂍䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
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3.2 A͆͆˴e䁊䂨䂪䂷䃑䃗ー䂧ー䂕䃤䂰ー䃆䂘䂕䂪䭀䜅䂐䧃䔤䁗䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー
䂨䃘䃤䁊㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䓦䬺䁕䁝䟟䨘䂐䧃䔤䁗䂉䃗ー䂧ー䂕䃤䂰ー䃆䂘䂕䂪䂐䇻䥞䁗
䂉䚼䣻㾼䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁥un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䠗䁖䁤䂓䂕䂷䃑䂐䥼䤹䁗䂉䛯䁩䂙䃤䂺䃗ー䂧ー
䁩䠼䔤䁗䂉䁑䁦䁊䩘䭮䘕䭀䋦䁓䂊䁤䁂䂉䁗䁷䁤䁬䇻䔤䘠䩍䂐䠼䌁䁗䂉䚼䣻䂐䧫䁂䁼䁗㾽A͆͆ òtore䁬䨥䑜䁬䂪䂹䂓䃆䃞
䃤䂹䁥䁭㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䠗䁖䁤䂸ジ䂰䃜䂤䃤䂷䃤䂵㿙䓊䔍㾼䙃䨙㾼䗇䚹㾼䆲䚣㾼䆲䈪㾼䃄䂸䂛䁨䁧㿚䁬1䇨䏑䂈䁬䕢
䄻䂐䠼䌁䁗䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䕢䄻䂐䐿䁄䛯䁩㾼䁛䁬䂸ジ䂰䃜䂤䃤䂷䃤䂵䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂐䑃䣷䁗䂉䁑
䁦䁩䁨䂉䓻䂐䂍䁉䂈䂂䁗䁂䏐䬾䁥䫒䈞䁉䁢䫭䭰䁢䍷䁥䊳䒢䁕㾼䁉䁢㾼A͆͆˴e䃒䂸䂔䂓䂦ー䃄䂪䭡䬺䊲䬁䁈䂆䁱䈊䢖䁗䂉䘜
䑒䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂜䂪䂰䃑䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䓦䬺䋸䞒䍶䬁䂐䊈䁿㾼䢖䈊䃚䂕䂬䃤䂪䁩䊂䁗䂉䘍䒟䘠䩍䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䁝䁿䁬
䃀䂕䃂ー䃛䃤䂠䁼䁝䁭䮧䔕䁗䂉䩖䩘䂐䊈䁿䁨䁏䂊䁮䁨䂈䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu
䂐䓦䬺䁕䁝䂓䂕䂷䃑䁬䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䁈䂆䁱䥼䤹䁩䊂䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆ òtore 6onneʄt䂐䠗䁖䁤䜴䘺䁗䂉䃚䂕䂬䃤
䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䘠䩍㾼䁈䂆䁱䁀䂇䂄䂉䃒䂰䂸ー䂰㿙䂐䊈䁽䁼䁗䁊㾼䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚䁩䁈䁂䁤㾼䧗䚜䈞䁨䧃䔤㾼䋷
䊼䁬䚨䋦㾼䁼䁝䁭㾼䧗䐇䚜䂀䁕䁍䁭䒄䋃䡏䁨䬟䢱䂀䁕䁍䁭䉖䬟䐿䄝䂀䁕䁍䁭䔾䛨䂐䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸
䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁗䁷䁤䁬䡑䬺䁓䂊䂉䩘䭮䁈䂆䁱䊲䚐䁩䖕䁄䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁑䂊䁩䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂤䃤䂷䃤䂵㾼
䊨䤓㾼䂦ー䃄䂪㾼䁼䁝䁭䂦䃇䂪䂠䃛䃈䂨䃘䃤䂐㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䠗䁖䁤䭡䬺䆻䤓䁩䁗䂉䁀䂇䂄䂉䩘䄬䁩䁈䁏䂉䩘
䭮䁈䂆䁱䊲䚐㿙䗴䦝䕐䨷䏽䩘䁈䂆䁱䬌䖧䊲䚐䂐䊈䁽䁼䁗䁊㾼䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚䁊䊈䁼䂊䁼䁗㾽 
 
3.3 A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䠗䁖䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䠼䌁䁗䂉䁑䁦䂐䊞
䩴䁗䂉䦟䗴䫩䧎䁩䊂䁕䁤㾼䃌䂪䂷䂔䃤䂡䂦ー䃄䂪䂐䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽A͆͆˴e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䁝䁿䁩䁉䁉䂉䦟䗴
䫩䧎䂐䃌䂪䂷䂔䃤䂡䁗䂉䘜䑒䁥䁀䁡䁤䂀㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䡑䔜䁩㿙䁗䁨䂍䁟㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩
䝩䁕䁤㾼䁛䁬䂓䂕䂷䃑䁊䠕䁡䁤䭡䬺䆻䤓䁩䁨䂉䁑䁦䂐䫒䔤䁕䁝䘜䑒䂐䗐䁋㾼A͆͆˴e䁊䕢䄻䮕䕷䗇䂐䥞䐿䁕䁝䁀䁦䝉䂂䁉
䁩㿚㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䠗䁖䁤䟟䨘䁓䂊䁝䂓䂕䂷䃑䂐䠼䌁䁕㾼䁑䂊䂇䁩䊂䯄䁗䂉䁗䁷䁤䁬䡑䬺䩘䮨㿙䟟䨘䧎䁬䕢
䗴䁕䁼䁝䁭䄻䁋䡰䁕䁩䊂䁗䂉䩘䭮㾼䊲䝂㾼䊲䚐䂐䊈䁽䁼䁗䁊㾼䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚䁩䖕䁄䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼
䁗㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁗䁷䁤䁬䁉䁉䂉䕢䄻䁩䁢䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁬䊳䯠䂐䨷䔛䁗䂉䚼䣻䂐䧫䁂䁼䁗㾽  
 
3.4 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕㾼䄰䛁䁬䨇䁂䫱䁕䂐䐿䂍䁨䁂䂀䁬䁦䁕
䁼䁗㾽䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊㾼䨫䔄2䁬䘢䎤䁩䖕䁡䁤㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤䨇䁂䫱䁕䂐䐿䁄䘜䑒䁊䁀䂉䁑䁦䁩
䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
3.5 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䨲䌿䃈䃞䂬䂪䁈䂆䁱䑃䣷䁩䊂䁗䂉䨖䜥䃈䃞䂬䂪䁩䁢䁂䁤䘠䩍䂐䠼䌁䁕㾼䁑䂊䂇䁬䃈䃞䂬䂪䂐䇱
䛰䁗䂉䁝䁿䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁉䂇䢾䂇䂊䁝䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䑃䣷䘠䩍䂐㾼A͆͆˴e㾼䁛䁬䓰䇦䕎㾼䁈䂆䁱
A͆͆˴e䁬䝽䭦䙙䁩䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁈䂆䁱䡑䬺䩘䁩䖕䁂㾼䃗ー䂧ー䁩䠗䟀䂐䜴䘺䁗
䂉㾼䁼䁝䁭䃗ー䂧ー䁉䂇䢯䄙䂐䢾䂉䦴䭀䁊䁀䂈䁼䁗㾽 
 
4. Appleのサービス 
 
4.1 A͆͆˴e䁭㾼䡑䊿㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䁬䂹䃚䃤䂧䂠䂨䃘䃤䁩䊂䁗䂉䠕䆺䁬䂦ー䃄䂪䁈䂆䁱䊨䤓䁬䠼䌁䂐䛩
䞊䁗䂉䆻䤓䚔䁊䁀䂈䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu㾼䁼䁝䁭䁀䂇䂄䂉A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁩䁢䁂䁤㾼䎇䝎䡏䁩䂸
䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䭡䬺䁊䆻䤓䁥䁀䂉䁑䁦㾼䁛䂊䂇䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䭀䩴䁩䡑䑒䁕㾼䟘䞹䁨䁍㾼䡑䔜䁩㾼䄆䛳䁩㾼䂀䁕䁍䁭䏼䂈䁊
䁨䁂䁑䁦㾼䁼䁝䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂀䁕䁍䁭䁀䂇䂄䂉A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁉䂇䕢䢾䁗䂉䁗䁷䁤䁬䘠䩍
䁊䚜䈞䁥㾼䘺䭓䁥䁋䂉䁑䁦㾼䂀䁕䁍䁭䎜䊃䁊䕼䚜䁓䂊䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䄰䛁䨷䘋䁗䂉䂀䁬䁥䁭䁀䂈䁼䁙䂑㾽  
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4.2 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䍶䬁䁬䊥䊀䪲䮂䁼䁝䁭䇧䗐䏴㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䁩䂓䂠䂬
䂪䁼䁝䁭䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁨䁂䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䭦䇧䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
 
5. デベロッパの承諾。䂸䃊䃞䂴䃂䁭䄎䆳䁬䔔䑋䂐䣾䁿㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
A͆͆˴e䁭㾼䁂䁢䁥䂀㾼䡑䊿㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁶䁬䔔䛯䠗䟀䁬䬗䫇䁩䊂䂍䂇䁘㾼㿙a㿚un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䇱䨮䁗䂉䁑䁦
㿙䁀䂇䂄䂉䣁䚔䂂䊨䤓䚔䂐䨮䐥䁼䁝䁭䒴䗐䁗䂉䁑䁦䂐䊈䁽䁼䁗㿚㾼䁼䁝䁭㾼㿙ɿ㿚un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䕼䚜䁗䂉䁑
䁦㾼䂦䃎ー䂹䂐䖂䮂䁗䂉䁑䁦㾼䒌䥞䐿䁗䂉䁑䁦㾼䁼䁝䁭䒌䥵䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉䨮䐥䁩
䂆䂈㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䁬䓦䬺䂐䎇䝎䁗䂉䁝䁿㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐㾼䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁬䦝䬺䁥㾼
䕼䚜䁼䁝䁭䂓䂴䃈䂸ー䂹䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁍䁨䂉䘜䑒䁊䁀䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤䭦䇧䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼un՚A͆͆ 
Pͺrʄ˄a͝e APu㾼䁼䁝䁭䁑䂊䁩䊂䯄䁗䂉䁂䁉䁨䂉䂦ー䃄䂪䁩䁢䁂䁤䂀㾼䠼䌁䁼䁝䁭䠼䌁䂐䎇䝎䁗䂉䫒䔤䁼䁝䁭䫬䔤䁬
䋆䫅䂐䧫䂍䁘㾼䁂䁢䁥䂀䁑䂊䂇䁬䛳䧶䁼䁝䁭䄰䧶䂐䠮䓽䁼䁝䁭䟘䓽䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼un՚A͆͆ 
Pͺrʄ˄a͝e APu㾼䁼䁝䁭䁑䂊䁩䊂䯄䁗䂉䁂䁉䁨䂉䂦ー䃄䂪䁬䠮䓽㾼䟘䓽㾼䁼䁝䁭䇱䨮䁩䊵䄹䁼䁝䁭䊂䯄䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂
䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䕐䁊䦜䂉䄰䛁䁬䝕䔶㾼䝕䈂䁼䁝䁭䦝䬺䁩䁢䁂䁤㾼䄰䛁䚼䣻䂐䧫䂍䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞
䂴䃂䁩䝩䁕䁤㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䁀䂇䂄䂉䂦ー䃄䂪䁥㾼䪒䍶䬁䁩䊂䯄䁕䁤A͆͆˴e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁩
䠼䌁䁗䂉䂀䁬䁬䆻䬺䚔䁼䁝䁭䇋䢭䔜䊀䁩䝩䁕䁤䁂䁉䁨䂉䨷䘋䂀䐿䂍䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁉䁢㾼A͆͆˴e䁭㾼䪒䍶䬁䁩䊂
䯄䁕㾼䁂䁉䁨䂉䃒䃤䂷䂻䃤䂪㾼䂷䂠䂼䂜䃜䂦䃎ー䂹㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䂦䃎ー䂹䂀䠼䌁䁗䂉䋆䫅䂐䧫䁂䁼䁙䂑㾽A͆͆˴e䁭㾼
䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁦䌆䁩䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐
䠼䌁䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁼䁝㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䁩䊂䯄䁗䂉䂦ー䃄䂪㿙䮪䁆䁮㾼䦟䗴䫩䧎䁬䃌䂪䂷䂔䃤䂡䂦ー䃄
䂪㿚䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼䌁䁗䂉䘜䑒䁊䁀䂈䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁤㾼
䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䟟䨘䁕䁝䁂䁉䁨䂉䂤䃤䂷䃤䂵㾼䊨䤓㾼䂦ー䃄䂪㾼䁼䁝䁭䂦䃇䂪䂠䃛䃈䂨䃘䃤䁩䁢䁂䁤䂀㾼䠼䌁䁼䁝䁭䃞䂴
䂠䇧䗐䁗䂉䋆䫅䂐䧫䂍䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕㾼
A͆͆˴e䁥䁭䁨䁍䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䁡䁤㾼䢖䈊䂓䂕䂷䃑䁊䭡䬺䆻䤓䁩䁓䂊䂉䁑䁦㾼䁈䂆䁱㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䁽䁊㾼un՚A͆͆ 
Pͺrʄ˄a͝e APu䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁤䟟䨘䁓䂊䁝䢖䈊䂓䂕䂷䃑䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䁈䁏䂉un՚A͆͆ 
Pͺrʄ˄a͝e APu䁬䢖䈊䓦䬺䁼䁝䁭䁑䂊䁩䊂䯄䁗䂉䂦ー䃄䂪䁬䁀䂇䂄䂉䓦䬺䁩䁢䁂䁤㾼䞤䣆䁬䚼䣻䂐䧫䁄䁑䁦䂐䣾䁿㾼
䁑䂊䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
 
6. アプリケーション内での購⼊におけるデジタル証明書の使⽤㾽䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘
䃤䁩䁈䁂䁤㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䠗䁖䁝䕢䄻䂐䉛䮂䁕䁝䘜䑒㾼A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕㾼A͆͆˴e䘋䫒䗇䁩䂆
䂈䗆䫐䁓䂊䁝䕢䄻䮕䕷䗇䂐䠼䌁䁕䁼䁗㾽䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁥䠴䁿䂇䂊䁝䠗䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䢖䈊䘋䫒䗇䁈䂆䁱䮕䕷䗇䁊
A͆͆˴e䁩䂆䂈䥞䐿䁓䂊䁝䁑䁦䁬䎲䘋䂐㾼䔧䙔䁬䚼䣻䁥䐿䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䁩䊂
䯄䁕䁤㾼䢖䈊䘋䫒䗇䁈䂆䁱䮕䕷䗇䂐䘺䭓䁗䂉䁦䁂䁄䂸䃊䃞䂴䃂䁬䥬䞹䁩䁢䁂䁤㾼䞤䣆䁥䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽
A͆͆˴e䁭㾼䫒䔤䁼䁝䁭䫬䔤䂐䫳䂍䁘㾼䢖䈊A͆͆˴e䘋䫒䗇䁈䂆䁱䮕䕷䗇䁩䊂䁗䂉䗗䧎䚔㾼䣁䠴䫭䡏䁶䁬䡑䑒䚔㾼䚜䈞䚔㾼
䘺䭓䚔㾼䄆䛳䚔㾼䁼䁝䁭䞀䓏䕐䁬䎳䭡䁬䦟䘻䈂䚔䁩䁢䁂䁤㾼䄰䛁䨷䘋䁼䁝䁭䧃䫒䁕䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂺䂞䃖䃒䃤䂹
䁩䖕䁡䁤䁬䁽䢖䈊䮕䕷䗇䁈䂆䁱䘋䫒䗇䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦㾼䁈䂆䁱㾼䄰䛁䁬䊼䜿䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䧗䚜䓦䬺䂐䊈䁿㿙䁑䂊䂇䁩
䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚㾼䢖䈊䮕䕷䗇䁈䂆䁱䘋䫒䗇䁬䚜䘟䁨䅚䬺䁬䩮䈂䁼䁝䁭䇱䁔䂑䂐䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
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7. 追加免責㾽A͆͆˴e䁭㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䁈䂆䁱䁀䂇䂄䂉A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䁉䂇䚟䁖䂉䁂䁉䁨䂉䝕
䈂䁼䁝䁭䝕䔶䁩䁢䁂䁤䂀㾼䄰䛁䚼䣻䂐䧫䂍䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁑䂊䁩䁭㾼㿙u㿚䁀䂇䂄䂉䄲䔶䭡䅱㿙䠋䛃䁼䁝䁭䊀䛃䂐䫳䂍
䁨䁂㿚㾼䁬䂊䂑䂀䁕䁍䁭䃄ジ䂾䂪䁬䧄䥬䁩䝩䁗䂉䝕䔶㾼䂸ー䂰䁬䜐䔶㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䫇䍷䡏䝕䔶㾼㿙uu㿚A͆͆˴e䁊un՚A͆͆ 
Pͺrʄ˄a͝e APu䂀䁕䁍䁭䁀䂇䂄䂉䂦ー䃄䂪䁩䆺䁆䁝䄰䛁䁬䨮䐥㾼䁼䁝䁭un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂀䁕䁍䁭䁛䂊䁩䧘䙹
䁗䂉䂦ー䃄䂪㿙䂀䁕䁍䁭䂦ー䃄䂪䣞䁬䁀䂇䂄䂉䊨䤓㿚䁬䠼䌁䁬㾼䅤䋜䡏䂀䁕䁍䁭䄰䔜䡏䁨䠮䓽㾼㿙uuu㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉un՚
A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䁩䂆䁡䁤䜴䕯䘺䁓䂊䂉䁀䂇䂄䂉䂸ー䂰䁬䒴䗐㾼䤡䝕㾼䁼䁝䁭䠼䌁䧗䤓䚔䂐
䊈䁽䁼䁗䁊㾼䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䁩䝩䁕䁤䃌䂪䂷䂔䃤䂡䂦ー䃄䂪䁬䁝䁿䁩䠼䌁
䁗䂉䆻䤓䚔䁊䁀䂉䦟䗴䫩䧎㿙䂐䊈䁽䁼䁗䁊䁑䂊䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䘠䩍㾼䁈䂆䁱䂸ー䂰䁩䁢䁂䁤㾼䡑䛁䁨
䝽䝱䃁䂴䂠䂓䂴䃈䂐䨷䔛䁗䂉䁑䁦䁩䚼䣻䂐䧫䁂䁼䁗㾽  
 
8. 補償㾽䪒䍶䬁䁩䠴䁿䂉A͆͆˴e䁬䁛䁬䝗䁬䎳䭡䂐䚐䏑䁗䂉䁑䁦䁨䁍㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䈖A͆͆˴e䦜䨾䗒䢖䔔䕐䁩
䝩䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁤䠼䌁䁗䂉䂤䃤䂷䃤䂵㾼䊨䤓㾼䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䁊㾼䂸ジ䂰䃜
䁬䗗䧎䂂䂦ー䃄䂪㿙䂤䃤䂷䃤䂵䂐䊈䁽䁼䁗㿚䁬䐙䑛䁼䁝䁭䤹䑧䁽䁩䊂䯄䁗䂉䩘䭮䂐䊈䁾䁊䁑䂊䁩䏑䠴䁓䂊䁨䁂㾼䡑䬺䁓
䂊䂉䩘䭮䁩䖶䋴䁕䁤䁂䁨䁂䓻䁬䚨䋦䁩䊵䄹䁼䁝䁭䊂䯄䁕䁤䥞䚟䁕㾼䢖䈊A͆͆˴e䦜䨾䗒䢖䔔䕐䁊䧫䞧䁕䁝䄰䛁䁬䪒䎤
䝕䔶䁩䁢䁂䁤㾼䨾䗒䁕㾼䨷䏽䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
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付䝋書3 
（本契約に対する） 

Game Centerに関する付加条件  
 
䄎䆳䁩䠴䁿䂉䘢䎤䁭㾼䪒䍶䬁䁬䊲䠴䁩䠕䆺䁓䂊㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁥dame 
6enter䂦ー䃄䂪䂐䭡䬺䁗䂉䘜䑒䁩䡑䬺䁓䂊䁼䁗㾽 
 
1. Game Centerサービスの使⽤ 
 
1.1 䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼A͆͆˴e䁊䫒䔤䡏䁩䋸䞒䁕䁝䘜䑒䂐䗐䁋㾼dame 6enter
䂦ー䃄䂪䁩䛃䝎䁗䂉䁑䁦䁼䁝䁭dame 6enter䂦ー䃄䂪䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䍶䬁㿙䪒䧘䝋䗇
3䂐䊈䁽䁼䁗㿚㾼dame 6enter䂺䂞䃖䃒䃤䂹㾼䁈䂆䁱䁗䁷䁤䁬䡑䬺䩘䮨䂐䖻䕣䁗䂉䁑䁦䂐䘢䎤䁦䁕䁤㾼dame 6enter䂦
ー䃄䂪䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䪒䍶䬁䁬䊥䊀䪲䮂䏴䁼䁝䁭䇧䗐䏴䁭㾼䂸
䃊䃞䂴䃂䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䁂䁘䂊䂀䁊㾼dame 6enter䂦ー䃄䂪䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䁑䁦䁼䁝䁭
dame 6enter䂦ー䃄䂪䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁨䁂䁑䁦䂐䭦䇧䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
1.2 A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤㾼dame 6enter䂦ー䃄䂪䁬䄰䧶䁦䁕䁤㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䂙䂕䃛䂓䂪䁦䊂䯄䁗
䂉䣆䔧䁬䔭䨫䓰㿙䄎䆳㿥䃈䃝ー䃕ーu=㿦䁦䁂䁂䁼䁗㿚䂐䠼䌁䁗䂉䘜䑒䁊䁀䂈䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁼䁝䁭䞀
䓏䕐䁩䝩䁕䁤㾼䃈䃝ー䃕ーu=䂐䧃䔤䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕㾼䁉䁢㾼䃈䃝ー䃕ーu=䂐㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉dame 
6enter䁬䓦䬺䁩䊂䁕䁤䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䂐䍅䨫䁗䂉䁝䁿䁬䁽䁩䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼 
䪒䍶䬁䁩䁈䁂䁤䫒䔤䡏䁩䋸䆻䁓䂊䂉䥽䄓䣞䂐䗐䁋㾼dame 6enter䂦ー䃄䂪䁩䂆䂈䠼䌁䁓䂊䂉䃈䃝ー䃕ーu=㾼䂙䂕䃛䂓
䂪㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䂸ー䂰䂀䁕䁍䁭䘠䩍䁩䁢䁂䁤㾼䃛䃁ー䂪䃜䂴䂠䂓䂴䃈㾼䂹䃝ー䂪㾼䃛䃝ー䂨䃘䃤㾼䂓䂮䂨䂙ー䂨䃘䃤㾼䃏䂕䂼
䃤䂡㾼䃀ー䃊䂪䂷䂔䃤䂡㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䩖䩘䁥䃳䬺䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䮪䁆䁮㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺
䃗ー䂧ー䁬䙔䏅䁬䣁䠴䂐䔌䁽䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
1.3 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼dame 6enter䂦ー䃄䂪䁩䂆䂈䠼䌁䁓䂊䁝䘠䩍䂐㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂦ー䃄䂪
䁈䂆䁱䊨䤓䂐䠼䌁䁗䂉䁝䁿䁩䦴䭀䁨䏑䡹䁥䁬䁽䓦䬺䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䮪䁆䁮㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䢖䈊䘠䩍䂐䞀䓏䕐䁬䂦
ー䃄䂪䁩䝩䁕䁤䃌䂪䂹䁼䁝䁭䗇䁋䖧䁕䂐䐿䂍䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂦
ー䃄䂪䁈䂆䁱䊨䤓䂐䠼䌁䁗䂉䁝䁿䁩䦴䭀䁨䘜䑒䂐䗐䁋㾼dame 6enter䂦ー䃄䂪䂐䠗䁖䁤䕢䢾䁕䁝䁂䁉䁨䂉䃗ー䂧ー
䘠䩍䁼䁝䁭䂸ー䂰㿙䏓䨫䁬䂀䁬䁉䢝䎍䡏䁨䂀䁬䁉䁭䫳䂍䁘㿚䂀㾼䞀䓏䕐䁩䜴䘺䁼䁝䁭䂤䃅ー䁙䁘㾼䁛䂊䂐䐿䁄䘜䑒䁩䁭
䃗ー䂧ー䁬䫒䔤䁬䗦䞒䁊䁀䂈㾼䁓䂇䁩㾼䪒䍶䬁䘕䌵䓽䁓䂊䁤䁂䁨䁂䁦䁋䁩䏑䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
 
1.4 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊䫒䔤䡏䁩䋸䞒䁕䁤䁂䁨䁂䩖䩘䁥㾼dame 6enter䂦ー䃄䂪䁉䂇䘠䩍䂐䣷䕤䁗䂉䁑䁦
䂐䊈䁿㿙䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚㾼dame 6enter䂦ー䃄䂪㿙䁼䁝䁭䁛䁬䄰䧶㿚䁬䧗䚜䓦䬺䁼䁝䁭䧗䚜䂓䂠䂬䂪䂐䁗䂉
䁑䁦㾼䁼䁝䁭䝗䕐䁩䁉䁉䂉䧗䚜䓦䬺䁼䁝䁭䧗䚜䂓䂠䂬䂪䁓䁙䂉䁑䁦䂐䔌䁽䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䮪䁆䁮㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼
dame 6enter䁩䛃䝎䁓䂊䁝䂨䂪䂷䃑䁼䁝䁭䂾䂴䂹䃠ー䂠䁉䂇䠗䘺䃈䃞䂹䂤䃜䂐䩫䕯䁗䂉䁝䁿䁩䃂䂢䂴䂹䂪䂼䃆䂒ー䂐
䓦䬺䁕䁝䂈㾼dame 6enter䁉䂇䂸ー䂰䁼䁝䁭䃗ー䂧ー䘠䩍䁬䂪䂠䃝䂕䃅䃤䂡䂐䁕䁝䂈㾼䁼䁝䁭dame 6enter䂐䠗䁖䁤
䃈䃝ー䃕ー㾼䂣ー䃑䂸ー䂰㾼䂓䂜䂗䃤䂹㾼䂀䁕䁍䁭䂦ー䃄䂪䓦䬺䃂䂰ー䃤䁩䊂䁗䂉䘠䩍䂐䕷䖏䁗䂉䁝䁿䁩䞀䓏䕐䁬䂮䃆䂹䂗
䂘䂓䂐䓦䬺䁕䁝䂈䁕䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
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2. 付加制限 
 
2.1 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁬䂾䂴䂹䃠ー䂠䂂䂦ー䃄䂪㾼䂀䁕䁍䁭dame 6enter䂦ー䃄䂪䁩䛃䝎䁓䂊䁝䞀䓏䕐䁬䂦
ー䃁䂂䂾䂴䂹䃠ー䂠䂐䜉䈂䂀䁕䁍䁭䉞䗵䁕䁨䁂䁑䁦㾼䁼䁝䁭㾼䝗䁬䇻䥞䕐䁼䁝䁭䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂉dame 6enter䁬
䓦䬺䁩䝩䁗䂉䁛䁬䝗䁬䩮䈂䂐䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂷䂪䂹䁼䁝䁭䇻䥞䫭䡏䂐䗐䁋㾼䮪䁆
䁮㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䁢䁂䁤䧗䚜䁨䂤ー䂺䂐䓦䬺䁕䁤䇗䡹䁬䑍䂪䂤䂓䂐䒳䚕䁕䁝䂈㾼䃗ー䂧ー䂓䂜䂗䃤䂹
䙾䂐䇱䁔䂑䁕䁝䂈䁗䂉䁑䁦䢙㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂉dame 6enter䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䂐䩮䈂䁗䂉䩖䩘䁥㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁼䁝
䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䁗䂉䘠䩍䁩䁢䁂䁤䋷䊼䁬䧃䔤䂐䁗䂉䁝䁿䁩㾼dame 6enter䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䂐䠗
䁖䁤䋷䊼䁬䂓䂜䂗䃤䂹䂐䒳䚕䁕䁝䂈㾼dame 6enter䂦ー䃄䂪䁬䁛䁬䝗䁬䓦䬺䂐䁕䁝䂈䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕
䁼䁗㾽 
 
2.2 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂦ー䃄䂪䋳䦊䐢䎘䂐䠗䁖䁤㾼䂪䃂䂕䂱ー㾼䂪䂠䃛䃈䂹㾼䃍䂴䂹䁨䁧䁬䔧䢮䆴䃈䃞䂬䂪䁼䁝䁭䂦ー䃄
䂪䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁤㾼䁼䁝䁭dame 6enter䂦ー䃄䂪䂀䁕䁍䁭A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁬䃁䂡䁬䭡䬺䂐䠗䁖䁤䁨䁧㾼dame 
6enter䁬䩮䈂䂐䥞䚟䁓䁙㾼䓷䆁䁕㾼䆻䤓䁩䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼dame 6enter䂦ー䃄䂪䁬 
䚯䕟䚔䁩䁢䁂䁤䠂䒀㾼䂷䂪䂹㾼䁼䁝䁭䜳䒀䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼dame 
6enter䂦ー䃄䂪䁩䜆䁽䑧䁼䂊䁤䁂䂉㾼䁼䁝䁭dame 6enter䂦ー䃄䂪䁥䓦䬺䁓䂊䁤䁂䂉㾼䂸ー䂰䨷䏽㾼䂬䂞䃖䃛䂷䂔㾼 
䎲䘋䁼䁝䁭䣾䘋䃒䂜䂼䂫䃑䁩䝩䁕䁤㾼䫇䐉䆴㾼䁨䂈䁗䁼䁕㾼䃀䂴䂞䃤䂡㾼䕟䝧䆴㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䩮䈂䐿䄝䂐䐿䂍䁨䁂䁑䁦㾼
䁈䂆䁱䝗䙙䁊䁛䂊䂐䐿䁆䂉䂆䁄䁩䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
 
2.3 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼dame 6enter䂂A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁬䚜䘟䁨䅚䬺䂐㾼䜉䈂㾼䟘䞹㾼䂀䁕䁍䁭䚐䏑䁗䂉䆻䤓䚔
䁬䁀䂉䂗䂕䃜䂪䂀䁕䁍䁭䁛䁬䝗䁬䂤䃤䃅䃖ー䂰䂤ー䂺㾼䃆䂒䂕䃜㾼䁼䁝䁭䃈䃞䂡䃚䃑䂐䊈䁾䃏䂷䃛䂓䃜䂐䜴䘺㾼䨷䝒㾼䁼䁝
䁭䁛䁬䝗䭡䬺䆻䤓䁩䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
2.4 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤㾼䗦䞒䁓䂊䁤䁂䁨䁂㾼䧗䡑䛁䁨㾼䂀䁕䁍䁭䧗䡑䢖䁨䃒䂴䂬ージ䂐䜴䘺䁗
䂉䁝䁿䁩㾼䁼䁝䁭㾼dame 6enter䃗ー䂧ー䁬䃎ー䂲䃤䂡㾼䃆䂔䂴䂨䃤䂡㾼䂀䁕䁍䁭䂪䃂䃑䫭䡏䁥㾼dame 6enter䂦ー䃄
䂪䁬䁂䁉䁨䂉䧶䨌䂀䓦䬺䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼dame 6enter䁬䃗ー䂧ー䂐㾼䂸䃊䃞䂴䃂
䁊dame 6enter䂦ー䃄䂪䁬䭡䬺䂐䠗䁖䁤䕢䢾䁕䁝䘠䩍䂐䓦䬺䁗䂉䁛䁬䝗䁬䂦ー䃄䂪䁩妆䇨䁓䁙䁨䁂㿙䁼䁝䁭妆䇨䂐
䔌䁽䁨䁂㿚䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
2.5 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼dame 6enter䂦ー䃄䂪䁶䁬䂓䂠䂬䂪㾼䁼䁝䁭㾼dame 6enter䂦ー䃄䂪䁩䁈䁏䂉䂸ー䂰䂀䁕䁍
䁭䘠䩍䁩䁢䁂䁤㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤㾼䄰䛁䮈䌿䂐䚨䋦䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽 
 
2.6 A͆͆˴e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤㾼A͆͆ òtore 6onneʄt䎆䬜䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䁝䁿䁩䣁䠴䁬
dame 6enter䁬䣁䚔䁈䂆䁱䊨䤓䚔䂐䉴䭦䁗䂉䁑䁦䂐䋸䆻䁗䂉䥽䄓䣞䁩䁈䁂䁤㿙䮪䁆䁮㾼䧗䚜䃗ー䂧ー䂐䜉䓽䁕㾼䁼䁝
䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䃛ー䂱ー䃍ー䂺䁉䂇䧗䘿䁨䃛ー䂱ー䃍ー䂺䂪䂤䂓䂐䒴䗐䁗䂉䊨䤓䁨䁧㿚㾼䂸䃊䃞䂴䃂
䁭㾼䁛䁬䂆䁄䁨䧗䚜䃗ー䂧ー䁼䁝䁭䧗䘿䁨䂪䂤䂓䁊㾼䏼䇧䂐䬨䁆䂉䐿䄝㾼䧗䚜䁨䐿䄝㾼䧗䡑䛁䁨䐿䄝㾼䄧䩘䁨䐿䄝㾼䁼䁝
䁭䧗䚦䔾䁨䐿䄝䁬䎠䇃䁥䁀䂉䁦䂸䃊䃞䂴䃂䁊䑒䭦䡏䁩䥬䞹䁕䁝䘜䑒䁩䁬䁽㾼䁉䁉䂉dame 6enter䁬䣁䚔䁈䂆䁱䊨
䤓䚔䁬䉴䭦䂐䐿䁄䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
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3. デベロッパの承諾。䂸䃊䃞䂴䃂䁭䄎䆳䁬䔔䑋䂐䣾䁿㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
3.1 A͆͆˴e䁭㾼䁂䁢䁥䂀㾼䡑䊿㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁶䁬䔔䛯䠗䟀䁬䬗䫇䁩䊂䂍䂇䁘㾼㿙a㿚dame 6enter䂦ー䃄䂪䂐䇱䨮
䁗䂉䁑䁦㿙䁀䂇䂄䂉䣁䚔䂂䊨䤓䚔䂐䨮䐥䁼䁝䁭䒴䗐䁗䂉䁑䁦䂐䊈䁽䁼䁗㿚㾼䁼䁝䁭㾼㿙ɿ㿚dame 6enter APu䂐䕼䚜䁗䂉
䁑䁦㾼䂦䃎ー䂹䂐䖂䮂䁗䂉䁑䁦㾼䒌䥞䐿䁗䂉䁑䁦㾼䁼䁝䁭䒌䥵䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉䨮䐥
䁩䂆䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐㾼䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁬䦝䬺䁥㾼䕼䚜䁼䁝䁭䂓䂴䃈䂸ー䂹䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁍䁨䂉䘜
䑒䁊䁀䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤䭦䇧䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼dame 6enter䂦ー䃄䂪䁩䁢䁂䁤㾼䠼䌁䁼䁝䁭䠼䌁䂐䎇䝎䁗
䂉䫒䔤䁼䁝䁭䫬䔤䁬䋆䫅䂐䧫䂍䁘㾼䁂䁢䁥䂀䁑䂊䂇䁬䛳䧶䁼䁝䁭䄰䧶䂐䠮䓽䁼䁝䁭䟘䓽䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼
䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼dame 6enter䂦ー䃄䂪䂀䁕䁍䁭dame 6enter APu䁬䠮䓽㾼䟘䓽㾼䁼䁝䁭䇱䨮䁩䊵䄹䂀䁕䁍䁭䊂䯄䁕
䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䂀䁕䁍䁭䁛䁬䝗䁬䕐䁊䦜䂉䄰䛁䁬䝕䔶㾼䝕䈂㾼䁼䁝䁭䦝䬺䁩䁢䁂䁤㾼䕩䮧䁬䣸䆶䂐䫳䂍䁘㾼䄰䛁䚼䣻䂐䧫
䂍䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
3.2 A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤㾼dame 6enter䂦ー䃄䂪䁬䆻䬺䚔䁼䁝䁭䇋䢭䔜䊀䁩䝩䁕䁤䁂䁉䁨䂉䨷䘋䂀
䐿䂍䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁉䁢㾼A͆͆˴e䁭㾼䢖䈊䂦ー䃄䂪䁬䁂䁉䁨䂉䃒䃤䂷䂻䃤䂪㾼䂷䂠䂼䂜䃜䂦䃎ー䂹㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䂦
䃎ー䂹䂀䠼䌁䁗䂉䋆䫅䂐䧫䁂䁼䁙䂑㾽A͆͆˴e䁭㾼䁂䁢䁥䂀㾼䁛䁬䔧䬜䒡䮓䁩䂆䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬dame 6enter䂦ー䃄䂪
䁶䁬䂓䂠䂬䂪䎳䂐䒴䗐䁗䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼A͆͆˴e䁊dame 6enter䂦ー䃄䂪䁈䂆䁱䁛䁬䝗䁬A͆͆˴e䚤
䧎䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䂐䇱䛰䁗䂉䁝䁿㾼䁨䂇䁱䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁊䪒䍶䬁䂐䖻䕣䁕䁤䁂䂉䁉䂐䈞䣾䁗䂉䁝䁿㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉
dame 6enter䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䁩䁢䁂䁤㾼䘠䩍㿙䋁䖨䘠䩍䁈䂆䁱䙓䞹䘠䩍䂐䊈䁽䁼䁗䁊䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚䂐䃓
䂼䂰ー䁈䂆䁱䕷䖏䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
4. 追加免責。A͆͆˴e䁭㾼dame 6enter䁬䟘䞹㾼䁼䁝䁭䂨䂪䂷䃑䘔䈂㾼䂾䂴䂹䃠ー䂠䐢䎘㾼䎍䇝䡏䂀䁕䁍䁭䎍䇝䈀
䁬䃒䃤䂷䂻䃤䂪㾼䂀䁕䁍䁭䁛䁬䝗䁬䟘䞹䁩䊵䄹䁗䂉䝕䈂䂀䁕䁍䁭䝕䔶䁩䁢䁂䁤㾼䄰䛁䚼䣻䂐䧫䂍䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
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付䝋書4 
（本契約に対する） 

iCloudの使⽤に関する付加条件 
 
䄎䆳䁩䠴䁿䂉䘢䎤䁭㾼䪒䍶䬁䁬䊲䠴䁩䠕䆺䁓䂊㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䂗䂘䃇䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁩䊂䁗
䂉䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁬䇻䥞䁈䂆䁱䂷䂪䂹䁬䁝䁿䁬㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䁬䭡䬺䁩䡑䬺䁓䂊䁼䁗㾽 
 
1. iCloudの使⽤  
 
1.1 䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䂗䂘䃇䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁭㾼A͆͆˴e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁩䎳䏑䂐䧘䬨䁕䁝䘜䑒䁩䁬
䁽㾼˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼˔6˴oͺʍ䂪䂹䃝ージAPu㾼6˴oͺʍ�˔t APu㾼䁼䁝䁭䃈䃞
䂡䃚䃑䁬䄰䉯䁦䁕䁤䠼䌁䁓䂊䂉6˴oͺʍ�˔t䂤䃤䂮ー䃜䎆䬜䂐䗐䁋㾼˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪㾼䁼䁝䁭䢖䈊䂦ー䃄䂪䁩䊈䁼䂊䂉䁀
䂇䂄䂉䂤䃤䂷䃤䂵㾼䂸ー䂰㾼䂀䁕䁍䁭䘠䩍䁩䂓䂠䂬䂪䁕䁨䁂䁑䁦䁩䁢䁂䁤䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴
䃂䁬䎳䏑䂐䁂䁉䁨䂉䞀䓏䕐䁦䂀䌆䬗䁙䁘㾼A͆͆˴e䁊䫒䔤䡏䁩䋸䞒䁕䁝䫭䡏䄎䈀䁩䓦䬺䁕䁨䁂䁑䁦䁩䁢䁂䁤䢯䄙䁗䂉䂀
䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䍶䬁䁈䂆䁱˔6˴oͺʍ䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁥䫒䔤䡏䁩䋸䆻䁓䂊䁝䠗䂈䁩䁬䁽㾼䁉䁢㾼䡑䬺䁬䁀䂉䁀䂇
䂄䂉䩘䮨䁈䂆䁱䊲䚐䂐䖻䕣䁕䁤㾼˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪㾼˔6˴oͺʍ䂪䂹䃝ージAPu㾼䁈䂆䁱6˴oͺʍ�˔t APu䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁩䢯
䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁓䂇䁩㾼A͆͆˴e䁊䁛䁬䔧䬜䒡䮓䁥䥬䞹䁗䂉䁦䁑䂋䁩䂆䂈㾼䁉䁉䂉䂗䂘䃇䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁩䁈䁏䂉䂸䃊䃞
䂴䃂䁩䂆䂉˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䁊㾼䝩䆘䁗䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䁈䁏䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䓦䬺䁦䢯䢙䁥䁀䂉䏑
䂈䁩䁈䁂䁤䁬䁽㿙䮪䁆䁮㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁥䎲䒼䁼䁝䁭䂓䂴䃈䂸ー䂹䁓䂊䁝䢯䁖䂰䂕䃈䁬䂸ー䂰䂐䨷䝒䁗䂉䁝
䁿㿚㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂗䂘䃇䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁭㾼˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䁶䁬䂓䂠䂬䂪䁈䂆䁱䓦䬺䂐䋸䆻䁓䂊䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䂦
ー䃄䂪䁊㾼䭦䬜䁬䣸䆶䂐䫳䂍䁘㾼䝗䁬䂤䃤䂷䂻䁶䁬䂸ー䂰䁬䡢䜴䁬䁝䁿䁩㾼˔6˴oͺʍ䁩䁈䁏䂉䂪䂹䃝ージ䂤䃤䂷䂻䁬䂸䃊
䃞䂴䃂䁶䁬䈴䂈䢖䁤䨌䂐䠄䁆䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䓦䬺䁗䂉䁑䁦䂐䋸䆻䁗䂉䘜䑒䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉䊨䤓䂐䔾䐿䁗䂉䁝
䁿䁩䑒䭦䡏䁩䏑䠴䡏䁨䊥䊀䁬䁽㾼䁉䁉䂉䠕䆺䁬䂤䃤䂷䂻䂐䓦䬺䁕㾼䁉䁢㾼䂪䂹䃝ージ䁈䂆䁱䈴䂈䢖䁤䨌䂐䜺䆺䁓䁙䁨䁂
䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
1.2 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䍶䬁䁬䊥䊀䪲䮂䁼䁝䁭䇧䗐䏴䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁬䇻䥞䁼䁝䁭䂷䂪䂹
䁬䁝䁿䁩˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䁩䂓䂠䂬䂪䁼䁝䁭䓦䬺䁗䂉䁑䁦䂐䋸䞒䁓䂊䁤䁂䁨䁂䁑䁦䂐䭦䇧䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁝䁞䁕㾼䂸
䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䂗䂘䃇䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂐䂕䃤䂪䂹ー䃜䁕㾼䁉䁢㾼˔6˴oͺʍ䂐䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩䬗䐉䁨A͆͆˴e
䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䂓䂜䂗䃤䂹䂐䬗䁗䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁭㾼䡑䬺䁬䁀䂉˔6˴oͺʍ䭡䬺䊲䬁䁈䂆䁱䁛䂊䂇䁬䘢䎤䁩䖕䁂㾼䢖䈊
䃗ー䂧ー䁊䒳䚕䁕䁝䂺䂞䃖䃒䃤䂹㾼䃈䃚䂕䃊ー䂹䂤䃤䂷䂻㾼䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䁊˔6˴oͺʍ䂪䂹䃝ージAPu䁼䁝䁭6˴oͺʍ�˔t 
APu䎆䬜䁥䁉䁉䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䂓䂜䂗䃤䂹䁩䨷䝒䁗䂉䁑䁦䂐䛩䞊䁕䁝䃆䂒䂕䃜䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䎇䝎䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼
䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬˔6˴oͺʍ䁶䁬䂓䂠䂬䂪㿙䁼䁝䁭䢖䈊䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䔧䙔䁊䒳䚕䁕䁝䂺䂞䃖䃒䃤䂹㾼䃈䃚
䂕䃊ー䂹䂤䃤䂷䂻㾼䁈䂆䁱䃆䂒䂕䃜䁶䁬䂓䂠䂬䂪㿚䂐䜉䈂䁕䁨䁂䁑䁦㾼䁼䁝㾼䩖䩘䁬䣸䆶䂐䫳䂍䁘㾼䘟䁩㾼䁛䁬䝗䂙䃤䂺䃗ー
䂧ー䁬˔6˴oͺʍ䁬䓦䬺䂐䩮䈂䁕䁨䁂䁑䁦䁩䁢䁂䁤䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊6˴oͺʍ�˔t APu䎆䬜䁥䃂䃇䃛䂴䂠
䂤䃤䂷䂻䁩䨷䝒䁕䁝䃆䂒䂕䃜䁩䁢䁂䁤㿙䂸䃊䃞䂴䃂䁼䁝䁭䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䁂䁘䂊䁊䒳䚕䁕䁝䁉䂐䫳䂍䁘㿚㾼A͆͆˴e䁭㾼
䂸䃊䃞䂴䃂䁬䪒䍶䬁䁬䊥䊀䪲䮂䂀䁕䁍䁭䇧䗐䔜㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗A͆͆˴e䁊6˴oͺʍ�˔t䂤䃤䂮ー䃜䣞䁥䓶䠴䁗䂉䘜䑒䁩㾼䁉
䁉䂉䂸ー䂰䁬䛳䧶䂀䁕䁍䁭䄰䧶䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䠮䓽䁕㾼䁼䁝䁭䁉䁉䂉䂸ー䂰䁬䛳䧶䂀䁕䁍䁭䄰䧶䂐䒴䗐䁗䂉䎳䭡䂐䭸䨷
䁕䁼䁗㾽  
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1.3 䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁈䂆䁱䂗䂘䃇䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁩䁦䁡䁤䖜䭀䁨䆸
䞿䂐䬗䁗䂉䂸ー䂰㿙䮪䁆䁮㾼䃆䂒䂕䂻䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁬䉂䔬䁬䃛䂪䂹㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䛆䠴䁨䁧㿚䁬䨷䝒䁈䂆䁱
䕢䢾㾼䁨䂇䁱䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䂐䠗䁖䁤䃗ー䂧ー䁊䒳䚕䁕䁝䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁈䂆䁱䃆䂒䂕
䃜䁩䂓䂠䂬䂪䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉䫭䡏䁥䁬䁽㾼˔6˴oͺʍ䂪䂹䃝ージAPu䁬䓦䬺䂐䋸䁓䂊䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛
䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䂗䂘䃇䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁭㾼˔6˴oͺʍ䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁩䖕䁂㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䃂䃇䃛䂴䂠䂤䃤䂷䂻䁼䁝䁭䃈䃚䂕䃊ー
䂹䂤䃤䂷䂻䁩䨷䝒䁗䂉䁑䁦䂐䛩䞊䁕䁝䐨䜿䆴䂸ー䂰䁬䨷䝒㾼䕢䢾㾼䁈䂆䁱䂠䂙䃛䂐䐿䁄䁝䁿䁩㾼6˴oͺʍ�˔t APu䂐䓦䬺䁗
䂉䁑䁦䂐䋸䆻䁓䂊䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼˔6˴oͺʍ䂪䂹䃝ージAPu䁼䁝䁭6˴oͺʍ�˔t APu䎆䬜䁥㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨
䃘䃤䁊˔6˴oͺʍ䭡䬺䊲䬁㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䁗䂉䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤䁩䄧䥮䁗䂉䁑䁦䁩䁨䂉䁂䁉䁨䂉
䂤䃤䂷䃤䂵䁼䁝䁭䃏䂷䃛䂓䃜䂀䁉䁉䂉䄧䥮䁩䁢䁂䁤䣾䔭䁊䁀䂈䁨䁊䂇䨷䝒䁕䁨䁂䁑䁦䁩䁢䁂䁤䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗
㿙䮪䁆䁮㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䄧䩘䁼䁝䁭䎳䭡䂐䘻䈂䁗䂉䃏䂷䃛䂓䃜䂐䨷䝒䁕䁤䁭䁨䂈䁼䁙䂑㿚㾽 
 
1.4 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁤˔6˴oͺʍ䁉䂇㾼䁼䁝䁭䂗䂘䃇䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁉䂇㾼䃗
ー䂧ー䁊䃗ー䂧ー䔧䙔䁊䒳䚕䁕䁝䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁈䂆䁱䃆䂒䂕䃜䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䁑䁦䂐䣾䁿䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽
䁝䁞䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䢯䄰䂰䂕䂹䃜䁬䄟䁨䂉䃁ージ䃘䃤䊀䁥䢖䈊䂸ー䂰䂐䌆䬗䁗䂉䘜䑒䁥䁨䁂䏑䂈㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂
䁊䃗ー䂧ー䁬䢯䄙䂐䢾䁝䘜䑒䁥䁨䁂䏑䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䖜䭀䁨䆸䞿䂐䬗䁗䂉䂸ー䂰䂐㾼䝗䁬䂓䃈䃛
䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䂗䂘䃇䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁦䌆䬗䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽  
 
1.5 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊6˴oͺʍ�˔t APu䁈䂆䁱˔6˴oͺʍ䂪䂹䃝ージAPu䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁤˔6˴oͺʍ䁩䨷䝒䁕
䁝㾼䁀䂇䂄䂉䂤䃤䂷䃤䂵䁈䂆䁱䃏䂷䃛䂓䃜䁩䊂䁗䂉䚼䣻䂐䧫䁂㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䂐䠗䁖䁤䨷䝒䁕䁝
䘠䩍䂐䨷䏽䁗䂉䁝䁿㾼䑒䭦䡏䁉䁢䡑䛁䁨䛺䟈䂐䑁䁖䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊
˔6˴oͺʍ䂪䂹䃝ージAPu䁼䁝䁭6˴oͺʍ�˔t APu䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䨷䝒䁕䁝䂤䃤䂷䃤䂵䁈䂆
䁱䃏䂷䃛䂓䃜㿙䮪䁆䁮㾼䃗ー䂧ー䒳䚕䁬䂺䂞䃖䃒䃤䂹㾼䃂䃇䃛䂴䂠䂤䃤䂷䂻䁶䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂉䍽䒢䁨䁧㿚䁩䊂䁗䂉
䞀䓏䕐䁬䚨䋦䁩䁢䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸ジ䂰䃜䃐䃝䂼䂓䃑䟨䒳䎳䩘㿙=¯6A㿚䁩䖕䁡䁤䜴䘺䁓䂊䁝䠗䟀䂐䂸䃊䃞䂴䃂
䁊䖻䕣䁕䁤䁂䂉䁑䁦䂐䊈䁽㿙䁝䁞䁕䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚㾼䄰䛁䁬䁉䁉䂉䚨䋦䁩䁢䁂䁤䡑䛁䁩䝩䖾䁕㾼䁉䁢㾼䝉䂂䁉
䁩䖾䭦䂐䙖䁿䂉䚼䣻䂐䧫䁄䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
1.6 A͆͆˴e䁊䗇䫞䁥䫒䔤䡏䁩䨫䞼䁬䋸䆻䂐䁕䁨䁂䏑䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼㿥䨷䏽䁓䂊䁝䎦䐛䘠䩍㿦㿙45 6փaփè 
ׁ 160փ103䁩䁤䨫䡳䠴䋆㿚䂐䊈䁾㾼䂬䃤䂨䂷䂔䃇䁨䏓䙙䂐䔭䨫䁥䁋䂉䎦䐛䘠䩍䂐㾼䒳䚕㾼䕯䮕㾼䨷䔛㾼䁼䁝䁭䡢䜴䁗䂉䁝
䁿䁩㾼˔6˴oͺʍ㾼˔6˴oͺʍ䂪䂹䃝ージAPu㾼6˴oͺʍ�˔t APu㾼䁼䁝䁭䁑䂊䂇䁬䂤䃤䃎ー䂾䃤䂹䂀䁕䁍䁭䊨䤓䂐䓦䬺䁙䁘㾼䁼䁝
䁭㾼A͆͆˴e㿙䂀䁕䁍䁭A͆͆˴e䁬䓰䇦䕎㿚䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁼䁝䁭䞀䓏䕐䁬㿥䕢䄻䛏㿦㿙45 6փaփèփ ׁ 160փ103䁥䨫䡳䠴䋆㿚䁩
䁗䂉䁂䁉䁨䂉䩖䩘䁥䂀㾼˔6˴oͺʍ䂐䓦䬺䁕䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䪒䘢䄧䥮䁩䊵䄹䁗䂉㾼䩘䭮䁼
䁝䁭䍶䬁䁩䊙䁣䁍䁀䂇䂄䂉䩍䑛䭀䎤䁬䖻䕣䁩䁢䁂䁤㾼䞤䣆䁥䚼䣻䂐䧫䁄䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
2. 付加条件 
 
2.1 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䜍䩖䁩䁦䁡䁤㾼˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䁬䂪䂹䃝ージ
䁬䬯䮓㾼䂹䃚䃤䂪䃐䂴䂨䃘䃤㾼䁈䂆䁱䂹䃚䃤䂧䂠䂨䃘䃤䁩䚐䏑䁊䁀䂉䁑䁦䂐䮂䇧䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁼䁝䁭䂸䃊
䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䁉䁉䂉䚐䏑䁩䞘䁕䁝䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁼䁝
䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊㾼䁉䁉䂉䬯䮓䚐䏑䁩䡑䑒䁗䂉䂆䁄䁩㾼˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䁉䂇䖔䨌䁨䂸ー䂰䂐䒴䗐䁗䂉㾼
䂪䂹䃝ージ䁬䬯䮓䂐䜺䆺䁗䂉㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉˔6˴oͺʍ䁬䭡䬺䂐䕼䚜䁗䂉䁼䁥㾼˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䂐䭡䬺
䁥䁋䁨䁂䁑䁦䁊䁀䂈㾼䁉䁢㾼䁑䁬䊀㾼˔6˴oͺʍ䁉䂇䂸ー䂰䁬䂓䂠䂬䂪䁼䁝䁭䎲䒼䁊䁥䁋䁨䁂䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽  
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2.2 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䂗䂘䃇䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂐䠗䁖䁝˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䁶䁬䂓䂠䂬䂪
䁼䁝䁭䭡䬺䁩䁢䁂䁤㾼䃗ー䂧ー䁩䁂䁉䁨䂉䮈䌿䂀䚨䋦䁕䁤䁭䁨䂇䁘㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䩖䩘䁬䣸䆶䂐䫳䂍䁘㾼A͆͆˴e
䂦ー䃄䂪䁬䄰䧶䁬䒌䥼䤹䂐䊈䁾㿙䁝䁞䁕䁑䂊䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚㾼˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䥼䤹䁕䁨䁂䁑䁦䁩䁢
䁂䁤䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼㿙䁉䁉䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊˔6˴oͺʍ䂓䂜䂗䃤䂹䂐䬗䁕䁤䁂䂉䁉䦊䁉䁩䊂䂍䂇
䁘㿚䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䂓䂠䂬䂪䁥䁋䂉䂆䁄䁩䃂䃇䃛䂴䂠䂤䃤䂷䂻䁩䂸ー䂰䂐䨷䝒䁗䂉䫭䡏䁥6˴oͺʍ�˔t APu䂐䓦䬺䁗䂉䁑
䁦䂐䗐䁋㾼A͆͆˴e䁬䬗䐉䁨䂙䃤䂺䃗ー䂧ー˔6˴oͺʍ䂓䂜䂗䃤䂹䂐䬗䁗䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂪䂹䃝ージ䂐䠼䌁䁗䂉䁝䁿䁩㾼䁉
䁢㾼䢖䈊䃗ー䂧ー䂓䂜䂗䃤䂹䁬䭡䬺䊲䬁䁩䖕䁡䁤䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩䁬䁽㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䂗䂘䃇䂮䃆
䂹䂗䂘䂓䁥㾼˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䂐䓦䬺䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂉㾼䡑䬺䁬䁀䂉A͆͆˴e䁦䁬
˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䍶䬁䁬䘢䑋䁩䝩䁗䂉䄧䥮㾼䁼䁝䁭˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䁩䨷䝒䁓䂊䁝䂸ー䂰䂀䁕䁍䁭䘠䩍䁬䭡䬺䁩䊂䁗䂉
䄰䛁䁬A͆͆˴e䁬䃎䃛䂨ー䁩䝩䁗䂉䄧䥮䂐䄻䁋䊵䁑䁓䁨䁂䂆䁄䁩䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
2.3 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂾䂴䂹䃠ー䂠䁬䬯䮓䁼䁝䁭˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䁬䛳䝧䡏䁨䖾䭦䊨䤓䂐䇗䡹䁩䓦䬺䁕䁤䁭䁨䂇䁘㾼
䁛䁬䝗䧗䑒䭦䁨䂦䂕䂫䁬䂸ー䂰䁬䣇䁽䑧䁽䁼䁝䁭䂠䂙䃛䂐䐿䁡䁤㾼䢖䈊䂦ー䃄䂪䁩䧫䇐䂐䁉䁏䁤䁭䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼
䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁬䂾䂴䂹䃠ー䂠䂀䁕䁍䁭䂦ー䃁㾼䁼䁝䁭˔6˴oͺʍ䛃䝎䁓䂊䁝䞀䓏䕐䁬䂦ー䃁䂀䁕䁍䁭䂾䂴䂹䃠ー
䂠䁩䃳䅠䌠䁼䁝䁭䈂䂐䬨䁆䁨䁂䁑䁦㾼䁼䁝䁭㾼䝗䁬䇻䥞䕐䂂䃗ー䂧ー䁩䂆䂉˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䂐䩮䈂䁕䁨䁂䁑䁦䁩
䁢䁂䁤䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
2.4 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䠼䌁䁗䂉䎏䑛㾼䂨䂪䂷䃑䛆䠴㾼䁈䟀䂇䁙㾼䁼䁝䁭
䠗䟀䂐䫇䐉䁩䁕䁝䂈㾼䜉䈂䁕䁝䂈䁕䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
 
3. デベロッパの承諾 
 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭䄎䆳䁬䔔䑋䂐䣾䁿㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
3.1 A͆͆˴e䁭㾼䁂䁢䁥䂀㾼䡑䊿㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁶䁬䔔䛯䠗䟀䁬䬗䫇䁩䊂䂍䂇䁘㾼㿙a㿚˔6˴oͺʍ䂪䂹䃝ージAPu䁼䁝䁭
6˴oͺʍ�˔t APu䂐䇱䨮䁗䂉䁑䁦㿙䁀䂇䂄䂉䣁䚔䂂䊨䤓䚔䂐䨮䐥䁼䁝䁭䒴䗐䁗䂉䁑䁦䂐䊈䁽䁼䁗㿚㾼䁼䁝䁭㾼㿙ɿ㿚䁉䁉䂉APu
䂐䕼䚜䁗䂉䁑䁦㾼䂦䃎ー䂹䂐䖂䮂䁗䂉䁑䁦㾼䒌䥞䐿䁗䂉䁑䁦㾼䁼䁝䁭䒌䥵䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉
䁉䂉䨮䐥䁩䂆䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䂗䂘䃇䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂐㾼䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁬䦝䬺䁥㾼䕼䚜䁼䁝䁭䂓䂴
䃈䂸ー䂹䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁍䁨䂉䘜䑒䁊䁀䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤䭦䇧䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䁩䁢䁂䁤㾼
䠼䌁䁼䁝䁭䠼䌁䂐䎇䝎䁗䂉䫒䔤䁼䁝䁭䫬䔤䁬䋆䫅䂐䧫䂍䁘㾼䁂䁢䁥䂀䁑䂊䂇䁬䛳䧶䁼䁝䁭䄰䧶䂐䠮䓽䁼䁝䁭䟘䓽䁗䂉
䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪㾼˔6˴oͺʍ䂪䂹䃝ージAPu㾼䂀䁕䁍䁭6˴oͺʍ�˔t APu䁬䂦ー䃄䂪䁬
䠮䓽㾼䟘䓽㾼䁼䁝䁭䇱䨮䁩䊵䄹䁼䁝䁭䊂䯄䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䕐䁊䦜䂉䄰䛁䁬䝕䔶㾼䝕䈂䁼䁝䁭䦝䬺䁩䁢
䁂䁤㾼䕩䮧䁬䣸䆶䂐䫳䂍䁘㾼䄰䛁䚼䣻䂐䧫䂍䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
 
3.2 ˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䁭㾼䁗䁷䁤䁬䏐䏻㾼䁼䁝䁭䑜䂀䁕䁍䁭䟁䄬䁥䭡䬺䁥䁋䂉䂍䁏䁥䁭䁨䁍㾼A͆͆˴e䁭㾼䁉䁉䂉䂦ー
䃄䂪䁊㾼䣁䠴䁬䟁䄬䁥䁬䭡䬺䁩䡑䁕䁤䁂䂉䁑䁦䂂䭡䬺䆻䤓䁥䁀䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䁂䁉䁨䂉䧃䫒䂀䁕䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽
˔6˴oͺʍ䂪䂹䃝ージAPu䁼䁝䁭6˴oͺʍ�˔t APu䂐䠗䁖䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䂗䂘䃇䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁥˔6˴oͺʍ
䂦ー䃄䂪䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䠼䌁䁗䂉䁑䁦䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁊䛩䞊䁗䂉䏑䂈䁩䁈䁂䁤㿙䮪䁆䁮㾼䃂䃇䃛䂴䂠䂤䃤䂷䂻䁼䁝䁭䃈䃚䂕
䃊ー䂹䂤䃤䂷䂻䁩䂸ー䂰䂐䨷䝒䁗䂉䘜䑒㿚㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䔧䙔䁬䥬䞹䁥䁛䂊䂐䐿䁄䂀䁬䁦䁕㾼䡑䬺䁓䂊䂉䁀䂇䂄䂉䩘䮨
䂐䖻䕣䁗䂉䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
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3.3 A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤㾼˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䁬䆻䬺䚔䁼䁝䁭䇋䢭䔜䊀䁩䝩䁕䁤䁂䁉䁨䂉䨷䘋䂀䐿䂍䁨䁂
䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁉䁢㾼A͆͆˴e䁭㾼˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䁬䁂䁉䁨䂉䃒䃤䂷䂻䃤䂪㾼䂷䂠䂼䂜䃜䂦䃎ー䂹㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䂦䃎ー䂹
䂀䠼䌁䁗䂉䋆䫅䂐䧫䁂䁼䁙䂑㾽A͆͆˴e䁭㾼˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䁩䝩䁕䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁊䐿䁡䁝䓷䖧㾼䢊䔏㾼䂀䁕䁍䁭䂤䃐䂴䂹䃒
䃤䂹㾼䁼䁝䁭㾼˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䂀䁕䁍䁭䂓䂠䂬䂪䁩䁢䁂䁤㾼䄰䛁䚼䣻䂐䧫䂍䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
3.4 A͆͆˴e䁭㾼䁂䁢䁥䂀㾼䁛䁬䔧䬜䒡䮓䁩䂆䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䁶䁬䂓䂠䂬䂪䎳䂐䠮䓽䁼䁝䁭䒴䗐䁗
䂉䎳䭡㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䂐䚐䏑䁗䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁕䁼䁗㾽䁓䂇䁩㾼A͆͆˴e䁭㾼䁂䁢䁥䂀㾼䁛
䁬䔧䬜䒡䮓䁩䂆䂈㾼˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䂐䠗䁖䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䂗䂘䃇䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁊䜴䕯䘺䁗䂉䂹䃚
䃤䂧䂠䂨䃘䃤䁩䚐䏑䂐䇔䁗䂀䁕䁍䁭䠂䚗䂐䆺䁆䂉㾼䁼䁝䁭㾼䁛䂊䂇䁊䓦䬺䁗䂉䃛䂮ー䂪䁼䁝䁭䬯䮓䂐䛆䠴䁼䁝䁭䠂䚗䁗䂉
䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽  
 
3.5 A͆͆˴e䁭㾼A͆͆˴e䁊˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䁈䂆䁱䁛䁬䝗䁬A͆͆˴e䚤䧎䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䂐䇱䛰䁗䂉䁑䁦䂐䓷䆁䁗䂉
䁝䁿䁩㾼˔6˴oͺʍ䂪䂹䃝ージAPu㾼6˴oͺʍ�˔t APu㾼䁼䁝䁭6˴oͺʍ�˔t䂤䃤䂮ー䃜䂐䠗䁖䁤㾼˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䁩䁢䁂
䁤㾼䘠䩍㿙䋁䖨䘠䩍䁈䂆䁱䙓䞹䘠䩍䂐䊈䁽䁼䁗䁊䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚䂐䃓䂼䂰ー䁈䂆䁱䕷䖏䁗䂉䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽
䁝䁞䁕㾼A͆͆˴e䁭㾼䩘䊲䚐䘕䁬䕤䝎䁋䁼䁝䁭䭀䎤䂐䖻䕣䁗䂉䁝䁿䁩㾼䢖䈊䂓䂠䂬䂪㾼䓦䬺㾼䨷䝒㾼䂀䁕䁍䁭䇻䔤䁊䑒䭦䡏
䁩䦴䭀䁥䁀䂉䁦䚦䔾䁩䥬䞹䁕䁝䘜䑒䂐䗐䁋㾼䁼䁝䁭㾼䁛䁬䝗˔6˴oͺʍ䂪䂹䃝ージAPu䎆䬜䁥䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬˔6˴oͺʍ䂓䂜
䂗䃤䂹䁩㾼䂀䁕䁍䁭6˴oͺʍ�˔t APu䎆䬜䁥䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䃈䃚䂕䃊ー䂹䂤䃤䂷䂻䁩䨷䝒䁓䂊䁝䂸ー䂰䁩䊂䁕䁤䂙䃤䂺䃗
ー䂧ー䁊䭀䋦䁕䁝䘜䑒䂐䗐䁋㾼6˴oͺʍ�˔t䂐䠗䁖䁤䃈䃚䂕䃊ー䂹䂤䃤䂷䂻䁩䨷䝒䁓䂊䁝䁀䂇䂄䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䂸ー䂰㾼
6˴oͺʍ�˔t䂐䠗䁖䁤䃂䃇䃛䂴䂠䂤䃤䂷䂻䁩䨷䝒䁓䂊䁝䁀䂇䂄䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂸ー䂰㾼䁼䁝䁭㾼˔6˴oͺʍ䂪䂹䃝ージAPu䁈
䂆䁱˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䂐䓦䬺䁕䁤䨷䝒䁓䂊䁝䃗ー䂧ー䁊䒳䚕䁕䁝䁀䂇䂄䂉䂺䂞䃖䃒䃤䂹㾼䃆䂒䂕䃜㾼䂀䁕䁍䁭䖜䭀䁨䆸䞿䂐
䬗䁗䂉䂸ー䂰䁶䁬䂓䂠䂬䂪䁼䁝䁭䇻䔤䂐䁗䂉䁑䁦䁭䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
 
3.6 䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼˔6˴oͺʍ䂪䂹䃝ージAPu䁼䁝䁭6˴oͺʍ�˔t APu䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁤㾼˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䣞䁩㾼䏓
䙙䂂䏓䙙䁊䣁䠴䆻䤓䁨䘠䩍䁩䊂䯄䁗䂉䏓䙙䘠䩍㿙䄎䆳㿥䏓䙙䂸ー䂰㿦䁦䜪䗿䁕䁼䁗㿚䂐䨷䝒䁗䂉䏑䂈䁩䁈䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴
䃂䁭㾼A͆͆˴e㿙䁈䂆䁱䪒䞀3փ6䘢䁬䫭䡏䁩䈊䢖䁗䂉䁗䁷䁤䁬A͆͆˴e䓰䇦䕎㿚䁊㾼䢖䈊䏓䙙䂸ー䂰䁬䖾䭦㾼䨷䝒㾼䁈䂆䁱䕢
䂈䃼䁂䁩䊂䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䝽䭦䙙䁦䁕䁤䐿䄝䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼䁉䁉䂉䏓䙙䂸ー䂰䂐䖾䭦
䁗䂉䎳䏑䂐䔛䁢䣻䄙䁬䏓䙙䁊㾼㿙䘢䑋䂐䠗䁖䁤㾼䁼䁝䁭䈊䢖䁗䂉䩘䠴䋆䫅䁬䂀䁦䁥㿚䕣䦘䋆䫅䁬䭣䐿䁩䢯䄙䁕䁤䁂䂉䁑䁦
䂐䨷䘋䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䁬䎠䇃䁦䁕䁤䁬䁽䚟䁖䂉
䁉䁉䂉䏓䙙䂸ー䂰䁩䊂䁕䁤㾼䁂䁉䁨䂉䎳䭡㾼䎳䏑㾼䁼䁝䁭䎳䅱䂐䬗䁗䂉䁑䁦䂀䁀䂈䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬
䁽䁊㾼˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䂐䠗䁖䁝䂸ー䂰䁈䂆䁱䘠䩍䁬䓦䬺䁼䁝䁭䕷䖏䁩䊂䁕䁤㾼䃈䃚䂕䃁䂨ー䁈䂆䁱䂸ー䂰䨷䏽䁩䊂䁗䂉
䩘䮨䂐䊈䁾㾼䁗䁷䁤䁬䡑䬺䩘䮨䁬䖻䕣䁩䁢䁂䁤䚼䣻䂐䧫䁄䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䏓䙙䂸ー
䂰䁈䂆䁱䏓䙙䂸ー䂰䁩䊂䁗䂉䐿䄝䁬䃓䂼䂰ー㾼䧗䡑䛁䁨䂸ー䂰䁈䂆䁱䐿䄝䁬䩿䓽㾼䁈䂆䁱䁛䂊䂇䁶䁬䝩䆘㾼䂸ー䂰䁬䒴
䗐䂂䢖䈊䂸ー䂰䂐䣷䕤䆻䤓䁩䁗䂉䂓䂠䂬䂪䎳䁬䒴䗐䁈䂆䁱䇧䗐䁨䁧䂐䊈䁾㿙䁝䁞䁕䁛䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚㾼䁉䁉䂉
䏓䙙䂸ー䂰䁩䊂䯄䁗䂉䁀䂇䂄䂉䐿䄝䁩䁢䁂䁤䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂪䂰䂴䃆䁩䂆
䂉䁉䁉䂉䏓䙙䂸ー䂰䁶䁬䂓䂠䂬䂪䁬䨷䏽䁈䂆䁱䚐䏑㾼䁨䂇䁱䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁬䁝䁿䁩˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䂐䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁬
䂓䂠䂬䂪䂐䋸䆻䁓䂊䁝䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂪䂰䂴䃆䁬䐿䄝䁩䁢䁂䁤䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䁬
䃗ー䂧ー䁊˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䂐䠗䁖䁤A͆͆˴e䁩䠼䌁䁕䁝䏓䙙䂸ー䂰䁭㾼˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䂐䠼䌁䁕䇱䛰䁗䂉䁝䁿䁩䦴䭀䁨
䘜䑒䁩䁬䁽㾼䁛䁕䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁬䁝䁿䁩䄎䆳䁬䐿䄝䂐䐿䁄䁝䁿䁩䁬䁽㾼A͆͆˴e䁩䂆䁡䁤䓦䬺䁓䂊䂉䆻䤓䚔䁊䁀䂈䁼䁗㾽
A͆͆˴e䁬䐿䄝䁦䁭䄎䆳䁬䠗䂈䁥䁗㾽  
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㿙a㿚䪒䍶䬁䁩䊲䠴䁓䂊䁝䂸䃊䃞䂴䃂䁬䓶䔤䁈䂆䁱䋸䆻㾼䁨䂇䁱䁩䡑䬺䁓䂊䂉䩘䭮㾼䊲䝂㾼䌈䠴㾼䁼䁝䁭䘢䬁䁩䖕䁡䁤䁬
䁽㾼䁛䁄䁕䁝䏓䙙䂸ー䂰䂐䓦䬺䁕㾼䕢䂈䃼䁂䁼䁗㾽FFA䁈䂆䁱䂪䂕䂪䁩䁈䁂䁤䁭㾼䨫䡳Fć䁼䁝䁭䆺䫓䑜䁬䩘䭮䁥䭀䚨䁓
䂊䁤䁂䁨䁂䏑䂈㾼䏓䙙䂸ー䂰䁭㾼䪒䍶䬁䁩䊲䠴䁓䂊䁝䂸䃊䃞䂴䃂䁬䓶䔤䁈䂆䁱䋸䆻䁩䖕䁡䁤䁬䁽㾼A͆͆˴e䁩䂆䁡䁤䕢䂈
䃼䂍䂊㾼䨫䡳Fć䁼䁝䁭䆺䫓䑜䁬䩘䭮䁥䭀䚨䁓䂊䁤䁂䂉䘜䑒䁩䁭㾼A͆͆˴e䁭䁛䁄䁕䁝䣁䠴䁬䩘䡏䭀䚨䁩䁢䁂䁤䂸䃊䃞
䂴䃂䁩䠗䟀䁕䁼䁗㿙䩘䭮䁩䂆䂈A͆͆˴e䁊䠗䟀䁗䂉䁑䁦䂐䌵䓽䁓䂊䁤䁂䂉䏑䠴䡏䁨䘜䑒䁭䗐䁋䁼䁗㿚㾽 
㿙ɿ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤㾼䡑䬺䁓䂊䂉䩘䭮䁥䠴䋆䁓䂊䁝㾼䃗ー䂧ー䂓䂠䂬䂪㾼䒴䗐㾼䁼䁝䁭䚐䏑䁬䃛䂠䂙䂪䂹䂐䉴䭦䁗䂉䁝
䁿䁬䑒䭦䡏䁨䩖䩘䂐䠼䌁䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉˔6˴oͺʍ䂦ー䃄䂪䁬䚦䔾䁨䓦䬺䁩䊵䄹䁕䁝㾼䂸ー䂰䨷䏽䊲䚐䢖䌧䁼
䁝䁭䁉䁉䂉䏓䙙䂸ー䂰䁩䊂䁗䂉䮧䔕䁬䊲䚐䢖䌧䁩䂆䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䠂䒀䁊䁀䁡䁝䘜䑒㾼A͆͆˴e䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕㾼
䑒䭦䡏䁨䆁䗉䁈䂆䁱䂦䃎ー䂹䂐䠼䌁䁕䁼䁗㾽  
㿙ʄ㿚A͆͆˴e䁊㾼A͆͆˴e䂦ー䃄䂪䁶䁬䧗䚜䁨䂓䂠䂬䂪䁬䎠䇃㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䏓䙙䂸ー䂰䁊䨮䐥㾼䒴䗐㾼䁼䁝䁭䨖䔶䁓䂊䁤䁂
䂉䁑䁦䂐䣾䔭䁕䁝䘜䑒㾼䇗䡹䁩䟋䅾䁗䂉䁑䁦䁨䁍㾼䁉䁢䂸䃊䃞䂴䃂䁩䡑䬺䁓䂊㾼䣁䠴䁬䊥䊀䣞䁩䠗䟀䁗䂉䁑䁦䂐䋆䫅䧘
䁏䂉䩘䡏䭀䚨䁩䖕䁂㾼A͆͆˴e䁊䛩䞊䁕䁝䑒䭦䡏䁨䩖䩘䁥㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠗䟀䂐䐿䁂䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䍶䬁䁬䘢䑋
䁩䖕䁂㾼䁉䁉䂉䠗䟀䁬䁝䁿䁩㾼䒍䙃䁬䯄䭖䛏䘠䩍䂐A͆͆˴e䁩䠼䌁䁗䂉䚼䣻䂐䬗䁕䁼䁗㾽 
㿙ʍ㿚èegͺ˴at˔on㿙Fć㿚2016Ս679 oʷ t˄e Fͺro͆ean Par˴˔ament anʍ oʷ t˄e 6oͺnʄ˔˴ oʷ 27 A͆r˔˴ 2016
㿙d=Pè㿁Fć䄰䥺䂸ー䂰䨷䏽䊲䝂㿚䞀28䘢䁩䊲䠴䁓䂊䁝䂤䃤䃈䃚䂕䂓䃤䂪䋆䫅䂐䇃䁝䁗䁝䁿䁩䦴䭀䁨㾼䁛䁕䁤䁉䁉䂉
䊲䠴䁥䭀䚨䁓䂊䁝䉱䒀䂐䆻䤓䁦䁕㾼䁛䂊䁩䑂䎶䁗䂉䁝䁿䁬䘠䩍䂐㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䭡䬺䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁕䁼䁗㾽䁝䁞䁕㾼䂸䃊
䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁬uò¾ 27001䁈䂆䁱27018䣾䘋䁭㾼䁛䁄䁕䁝䭀䚨䁓䂊䂉䉱䒀䁬䁝䁿䁩䖔䨌䁨䂀䁬䁥䁀䂉䁑䁦䁩䢯
䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
㿙e㿚d=Pè䁬䞀33䘢䤋䔈36䘢䁩䊲䠴䁓䂊䁝䂤䃤䃈䃚䂕䂓䃤䂪䭀䎤䂐䈞䔾䁩䖻䕣䁗䂉䁝䁿㾼A͆͆˴e䁊䛩䞊䁕䁝䑒䭦䡏
䁨䩖䩘䁩䂆䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䂐䓷䆁䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊˔6˴oͺʍ䁩䨷䝒䁕䁝䘠䩍䁩䊂䁗䂉䞀䓏䕐䁉䂇䁬䭀䚨䂐A͆͆˴e䁊
䕯䮕䁕䁝䘜䑒㾼䨫䡳䩘䭮䁥䁼䁝䁭䢖䈊䭀䚨䁬䘢䎤䁥䭀䚨䁓䂊䁤䁂䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼A͆͆˴e䁭䁛䁄䁕䁝䭀䚨䁬䕯䮕䁩䁢䁂
䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠗䟀䁕㾼䭀䚨䕐䁩䝩䁕䁤㾼䢖䈊䭀䚨䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤䐿䁄䂆䁄䁩䡥䁆䁼䁗㾽䩘䭮䂂䢖䈊䭀䚨䁥䨫䡳
䭀䚨䁓䂊䁤䁂䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭䁛䁄䁕䁝䭀䚨䁩䝩䆘䁗䂉䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
㿙ʷ㿚䏓䙙䂸ー䂰䁬䜴䘺㾼䖾䭦㾼䁈䂆䁱䨷䝒䂐䐿䁄䊀㾼䏓䙙䂸ー䂰䂐䨷䏽䁗䂉䁝䁿㾼䌦䇶䦾䖶䁬䩖䩘䂐䓦䬺䁕䁼䁗㾽䄉䑑䆴
䁓䂊䁝䏓䙙䂸ー䂰䁬䟁䭦䡏䁨䨷䝒䘜䗀䁭㾼A͆͆˴e䁬䒡䮓䁥䎝䠴䁓䂊䁼䁗㾽 
㿙g㿚䪒䍶䬁䁬䨘䫀䁥䚟䁖䂉䏓䙙䂸ー䂰䁊FFA䁼䁝䁭䂪䂕䂪䁉䂇䜴䘺䁓䂊䁤䁈䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䏓䙙䂸ー䂰䁊䜴䘺䁓䂊䁤
䁂䂉䁦䘺䁖䂉䘜䑒㾼䂸ー䂰䁬䜴䘺䛏䁊㾼䘟䁩㾼䡑䛁䁨䙯䖶䁬䨷䏽䂐䈞䔾䁩䐿䁡䁤䁂䂉㾼䁼䁝䁭䭀䋦䁩䂆䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩
䝩䁕䁤䠼䌁䁓䂊䂉䃓䂸䃜䍶䬁䘢䑋䁼䁝䁭䂪䂕䂪䅵䌌䂸ー䂰䃆䃞ー䍶䬁䂐䓦䬺䁕䁤䁂䂉䞀䓏䑜䁬䁽䁥䁀䂉䂆䁄䁩䁕䁼䁗㾽 
 
4. 追加免責㾽A͆͆˴e䁈䂆䁱䁛䁬䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䁭㾼䂸ー䂰䖾䭦㾼䁼䁝䁭䧗䡑䛁䁨䂀䁕䁍䁭䧗䚜䁨䂸ー䂰䨷
䝒㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䪒䍶䬁䁩䥮䁗䂉䕢䂈䃼䁂䁩䊂䁗䂉䁀䂇䂄䂉䚨䋦䂐䊈䁾㾼˔6˴oͺʍ㾼˔6˴oͺʍ䂪䂹䃝ージAPu㾼
䂀䁕䁍䁭6˴oͺʍ�˔t APu䁬䓦䬺㾼䧗䚜䓦䬺㾼䘺䭓㾼䓦䬺䧗䤓㾼䟘䞹㾼䠮䓽㾼䂀䁕䁍䁭䇧䗐㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂸ー䂰䂀䁕
䁍䁭䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䂸ー䂰䁩䁢䁂䁤䁬䧗䚜䂓䂠䂬䂪㾼䇱䁔䂑㾼䒴䗐㾼䤡䝕㾼䶓䝕㾼䜐䔶㾼䂀䁕䁍䁭䨷䝒䁬䔶䤪㾼䁼䁝䁭䂸
䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂉䛯䊳䁬䁀䂇䂄䂉䓦䬺䁩䊵䄹䁗䂉䝕䈂䁼䁝䁭䝕䔶䁩䁢䁂䁤㾼䄰䛁䚼䣻䂐䧫䂍䁨䁂䂀䁬
䁦䁕䁼䁗㾽  
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付䝋書5 
（本契約に対する） 

パスに関する付加条件 
 

䄎䆳䁩䠴䁿䂉䘢䎤䁭㾼䪒䍶䬁䁬䊲䠴䁩䠕䆺䁓䂊㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䃂䂪䁬䇻䥞䁈䂆䁱䤰䧞䁩䡑䬺䁓䂊䁼䁗㾽 
 
1. パスタイプIDの使⽤および制限 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂗䂚䃝䂴䂹䁥䁬䓦䬺䁬䁝䁿䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䁬䂸ジ䂰䃜䗆䫐䁬䁝䁿㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䁦䁬
AP³䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䫭䡏䁥䁬䁽㾼䃂䂪䂰䂕䃈u=䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䄎䆳䁬第2条䁥䠴
䁿䂇䂊䁤䁂䂉䃂䂪䂰䂕䃈u=䂐㾼䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁬䗗䦾䁼䁝䁭䃇䃚䃤䂺䁬䆳䁥䤰䧞䁗䂉䘜䑒㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂸䃊䃞
䂴䃂䁬䃂䂪䣞䁥䞀䓏䕐䁬䗗䦾䁼䁝䁭䃇䃚䃤䂺䁩䏐䋟䁗䂉䘜䑒㿙䣁䠴䁬䗗䧎䁬䂪䂹䂓䂠ー䃎䃤䁨䁧㿚䁩䏑䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬
䃂䂪䁩䜆䁽䑧䁼䂊䁤䁂䂉䃂䂪䂰䂕䃈u=䂐䤰䧞䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䦴䭀䁨䎳䭡䂐䬗䁗䂉䁑䁦䂐䧃䫒䁈䂆
䁱䨷䘋䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䂰䂕䃈u=䂐䞀䓏䕐䁦䌆䬗䁙䁘㾼䞀䓏䕐䁩䠼䌁䁼䁝䁭䡢䜴䁕䁨䁂䁑䁦
㿙䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䁩䝩䁗䂉㾼䪒䍶䬁䁥䋸䆻䁗䂉䏑䠴䡏䁨䥽䄓䂐䗐䁍㿚㾼䁼䁝䁭䞀䓏䕐䁬䃂䂪䁬䗆䫐䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂
䂪䂰䂕䃈u=䂐䭡䬺䁕䁨䁂䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
 
2. パスの配布；マーケティングの許諾 
 
2.1 䪒䍶䬁䁬䊲䠴䁬䖻䕣䂐䘢䎤䁦䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕㾼䂗䂘䃇㾼F䃒ー䃜㾼䁼䁝䁭䂓䃈䃛䂢ー
䂨䃘䃤䁩䂆䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䂐䤰䧞䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䃂䂪䁊㾼䢖䈊䃗ー䂧ー䁩䂆䁡䁤㾼䂗䂚䃝䂴䂹䁩
䣇䁽䑧䁼䂊䂉䛯䁩䗦䞒䁓䂊䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾼䁈䂆䁱㾼䃂䂪䁊㾼䢖䈊䃗ー䂧ー䁩䂆䁡䁤㾼䁂䁢䁥䂀㾼䃂䂪䃇䂴䂠䁉䂇䒴
䗐䁼䁝䁭䡢䜴䁥䁋䂉䁑䁦䂐䭦䇧䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
2.2 䁑䁬䩖䩘䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䂐䤰䧞䁗䂉䁑䁦䁥㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁩䝩䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䁊䁛䁬䔜䡤
䁥䬗䐉䁨㿥䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁈䂆䁱䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤㿦䁈䂆䁱䪒䧘䝋䗇5䁬䘢䑋䁩䖶䋴䁕䁤䁂䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䧃䫒䁈䂆䁱䨷䘋
䁕䁝䂀䁬䁦䁽䁨䁓䂊䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼䁉䁉䂉䩖䩘䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䂐䤰䧞䁕䁝䎠䇃㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䚟䁖䢾䂉䁀䂇䂄䂉
䦝䬺㾼䎆䦝㾼䝕䈂㾼䝕䔶㿙䔔䌦䊨䇦䁬䜐䔶䁼䁝䁭䄲䔶䭡䅱䂐䊈䁽䁼䁗䁊䁑䂊䂇䁩䏑䂈䁼䁙䂑㿚㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䚼䫅䁩䁢
䁂䁤㾼䄰䛁䚼䣻䂐䧫䂍䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
2.3 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䓿䫐䁈䂆䁱䖒䗀㾼䁨䂇䁱䁩䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䁩䊂䁗䂉䔽䫳㾼䍉䘠㾼䁼䁝䁭䙉䁕
䭰䁤䁩䁢䁂䁤䫳䁂䑒䂍䁙䂉䁷䁋䯄䭖䛏䘠䩍㿙䡩䯤䦃䑑㾼F䃒ー䃜䂓䂺䃝䂪㿚䂐䃂䂪䁩䊳䒢䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䢯䄙䁗䂉䂀
䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䒡䮓䁩䂆䂈㾼䁂䁘䂊䁉䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䁩㾼䊂䯄䁗䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䭡䬺䊲
䬁䂐䡞䧘䁗䂉㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䍷䁥䊈䁿䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䄰䛁䁬䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤
䂺䃗ー䂧ー䭡䬺䊲䬁䁩䊂䁗䂉䁂䁉䁨䂉䄧䥮䁩䁢䁂䁤䂀㾼䄰䛁䚼䣻䂐䧫䁂䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䁬䁀
䂇䂄䂉䃗ー䂧ー䓷䆁㾼䨷䘋㾼䁈䂆䁱䂦䃎ー䂹䁩䁢䁂䁤㾼䞤䣆䁥䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩
䝩䁕㾼䂗䂚䃝䂴䂹䂐䭡䬺䁗䂉䁝䁿䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䁂䁉䁨䂉䮈䌿䂀䚨䋦䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋
䁼䁙䂑㾽 
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2.4 䪒䍶䬁䁥䋸䞒䁗䂉䠗䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䂐䤰䧞䁗䂉䁑䁦䁩䂆䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤
䫭䡏䁥䓦䬺䁗䂉䎳䭡䂐䬗䁓䁘㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䁩䝩䁕䁤䗇䫞䁥䣁䠴䁕䁝䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂐䗐䁋㾼A͆͆˴e䁊㾼䃏
ー䂢䂷䂔䃤䂡䃏䂷䃛䂓䃜䁈䂆䁱䂟䃆䂹䂜ー䂺䁩䁈䁏䂉䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䁬䁝䁿㾼㿙˔㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䁬䂪䂠䃛ー䃤䂨䃘䂴䂹㾼
㿙˔˔㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䁩䊂䁗䂉䗗䦾䁈䂆䁱䃞䂥㾼䁨䂇䁱䁩㿙˔˔˔㿚䃂䂪䘠䩍䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䋸䞒䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼
䁗㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁬䑒䭦䡏䁨䭀䋦䁩䆘䁖䁤㾼A͆͆˴e䁩䝩䁕䁤㾼䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䃏䂷䃛䂓䃜䂂䂟䃆䂹䂜ー䂺䁩
䁈䁏䂉䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䁬䁝䁿㾼A͆͆˴e䁩䠼䌁䁗䂉䆻䤓䚔䁬䁀䂉䇝䜹䂂䁛䁬䝗䁬䔏䮈䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䂐䋸䞒䁗䂉䂀䁬䁦䁕
䁼䁗㾽 
 
3. パスの付加条件 
 
3.1 A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䁬䒳䚕䁩䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁬䂷䃤䃈䃝ー䂹䂐䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁊䁀䂈
䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䔧䙔䁩䂆䂉䓦䬺䁩䈊䢖䁗䂉䂷䃤䃈䃝ー䂹䂐䛩䞊䁗䂉䁑䁦㿙䮪䁆䁮㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䢋䘘䎨䬺䂷䃤䃈䃝
ー䂹䂐䅡䇝䉻䘏䎨䬺䁩䓦䬺䁕䁨䁂䁑䁦㿚䁩䁢䁂䁤㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊䔧䙔䁬䃂䂪䁥䂷䃤䃈䃝ー䂹䂐䬗
䐉䁩䁕䁤䂪䃏ー䂹䁨䁈䁗䁗䁿䘠䩍䂐䧃䔤䁗䂉䁑䁦䂐䛩䞊䁗䂉䘜䑒㾼A͆͆˴e䁊䃂䂪䘠䩍䂐䓦䬺䁕䁤㾼䁛䁬䃂䂪䁦䊂䯄䁗䂉
䂗䂚䃝䂴䂹䣞䁥䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䁈䁗䁗䁿䘠䩍䂐䠼䔤䁥䁋䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁕䁝䁑䁦䁩䁨䂈㾼䁑䂊䁩䁭㾼䎆䯋䄊䣞㾼䡛䊫㾼䆲䈪
䁩䊂䯄䁗䂉䁈䁗䁗䁿䘠䩍䁊䊈䁼䂊䁼䁗㾽 
 
3.2 䃂䂪䁭㾼A͆͆˴e䁊䃂䂪䬺䁬䬯䮓䁬䮕䄬䁦䁕䁤䓶䠴䁕䁝䂗䂚䃝䂴䂹䣞㾼䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁩䖕䁂䏮䉤䚔䁬䁀䂉A͆͆˴e
䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁬䃞䂴䂠䇝䫞䘕䁬䂗䂚䃝䂴䂹䂐䠗䁖䁤䁬䁽㾼䅚䬺䁈䂆䁱䧃䔤䁥䁋䁼䁗㾽  
 
3.3. 䪒䍶䬁第3.3.3条（B）䁬䠴䁿䁩䊂䂍䂇䁘㾼䃗ー䂧ー䁬䔔䛯䁬䢯䄙䂐䕢䢾䁬䘕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂
䁬䃂䂪䁭㾼䁉䁉䂉䌆䬗䁊㾼䃂䂪䁼䁝䁭䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䓦䬺㾼䁼䁝䁭䪒䍶䬁第3.3.3条（E）䁩䊙䁣䁍䐙䑛䁬䠼䌁䁩䠋
䛃䊂䯄䁗䂉䂦ー䃄䂪䁼䁝䁭䊨䤓䁬䠼䌁䂐䫭䡏䁦䁗䂉䏑䂈䁩䁈䁂䁤㾼䃗ー䂧ー䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂸
䃁䂕䂪䂸ー䂰䂐䌆䬗䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽  
 
3.4 䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䁦䌆䁩䪚䑧䍵䌾䋹䭬䫇䛠䠗䘺㿙³a6㿚䋁䖨䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䂐䊞䩴䁗䂉䘜䑒㾼
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂗䂘䃇䃎ー䂰䃜䁉䂇㾼³a6䂐䃂䂪䁦䌆䁩䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁬A͆͆˴e䘋䫒䗇䂐䭀䚨䁗䂉䁑䁦䁊䁥
䁋䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䭀䚨䂐䎲䢢䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕㾼䁉䁉䂉A͆͆˴e䘋䫒䗇䁬䓦䬺䁬䁝䁿䁩㾼䨫䡳䍶䬁䂐
䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼䁉䁉䂉A͆͆˴e䘋䫒䗇䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼䌁䁕䁨䁂䎳䭡䂐䭸䨷䁕䁼䁗㾽 
 
4. デベロッパのパスを審査するAppleの権利；取消し。䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊㾼䪒䍶䬁䊥䊀䟘㾼䁂䁢䁥䂀㾼䂸
䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂉䓦䬺䁬䁝䁿䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁊䤰䧞䁕䂆䁄䁦䁗䂉㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䁗
䁥䁩䓦䬺䁕䁤䁂䂉䃂䂪䂐䘿䒀䁈䂆䁱䗦䣾䁼䁝䁭䋖䆳䁗䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤䭦䇧䁕㾼䁛䂊䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕
䁼䁗㾽A͆͆˴e䁊䭀䋦䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁩䝩䁕㾼䁉䁉䂉䃂䂪䂐䠋䁟䁩䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦
䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䁬䣁䚔㾼䂤䃤䂷䃤䂵㾼䂦ー䃄䂪㾼䂀䁕䁍䁭䊨䤓䚔䁩䁢䁂䁤㾼A͆͆˴e䁩䂆䂉䘿䒀䁉
䂇䅁娝㾼䧗䚜䈞䁨䧃䔤㾼䏼䢱㾼䁼䁝䁭䧗䫒䮍䁩䁕䂆䁄䁦䁕䁝䂈㾼䁛䁬䝗A͆͆˴e䁊䢖䈊䃂䂪䂐䩋䈷䡏䁩䘿䒀䁗䂉䁑䁦䂐䩮䁐
䂆䁄䁦䁕䁝䂈䁕䁨䁂䁑䁦䁩䁢䁂䁤䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁩䌈䮖䁕㾼䔽䫳䁩䢚䁆㾼䁓䂇䁩䢖
䈊䃂䂪䁩䊂䁕䁤A͆͆˴e䁊䑒䭦䡏䁩䭀䋦䁗䂉䘠䩍䁈䂆䁱䔏䮈䂐䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴
䃂䁭㾼A͆͆˴e䁶䁬䠼䖧䏴㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䁩䁂䁉䁨䂉䨮䐥䂐䆺䁆䁝䘜䑒䁩䂀㾼A͆͆˴e䁩䝩䁕䁤䠗䟀䁕㾼䁉䁢㾼A͆͆˴e
䁊䭀䋦䁗䂉䘜䑒䁩䁭㾼䨮䐥䁕䁝䃂䂪䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䤰䧞䁗䂉䛯䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䂐A͆͆˴e䁩䒌䠼
䖧䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼䭦䬜䁬䣸䆶䂐䫳䂍䁘㾼䁂䁢䁥䂀㾼䁛䁬䔧䬜䒡䮓䁥㾼䁝䁦䁆䂸䃊䃞
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䂴䃂䁬䃂䂪䁊㿥䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁈䂆䁱䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤㿦䁈䂆䁱䪒䧘䝋䗇5䁬䊲䠴䁩䝂䁡䁝䂀䁬䁥䁀䁡䁤䂀㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪
䂰䂕䃈u=䂐䕢䂈䗴䁕㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䤰䧞䁗䂉䁑䁦䂐䋳䦊䁗䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁕㾼
䁉䁢㾼䁉䁉䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉䃂䂪䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䤰䧞䁥䁋䁨䁂䁑䁦䁩䁢䁂䁤䢯䄙䁗䂉䂀䁬
䁦䁕䁼䁗㾽  
 
5. 追加免責。A͆͆˴e䁭㾼䂗䂚䃝䂴䂹䁩䁈䁏䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪䁬䜐䔶䂀䁕䁍䁭䧃䔤䧗䤓㾼䁼䁝䁭䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩
䂆䂉䁛䂊䂇䁬䓦䬺䁩䊵䄹䁗䂉䁀䂇䂄䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䚨䋦䂐䊈䁾㿙䁝䁞䁕䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚㾼䂗䂚䃝䂴䂹㾼䂸䃊
䃞䂴䃂䁬䃂䂪䂰䂕䃈u=㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃂䂪㾼䁼䁝䁭䁑䂊䂇䁩䊂䯄䁕䁤䠼䌁䁓䂊䂉䁀䂇䂄䂉䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺㾼䤰䧞㾼䧗䚜䓦
䬺㾼䘺䭓㾼䓦䬺䧗䤓㾼䟘䞹㾼䠮䓽㾼䁼䁝䁭䇧䗐䁩䊵䄹䁗䂉䁂䁉䁨䂉䝕䈂䁼䁝䁭䝕䔶䁩䁢䁂䁤䂀㾼䄰䛁䚼䣻䂐䧫䁂䁼䁙䂑㾽  
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付䝋書6 
（本契約に対する） 

Appleマップサービスの使⽤に関する付加条件 
 
䄎䆳䁩䠴䁿䂉䘢䎤䁭㾼䪒䍶䬁䁬䊲䠴䁩䠕䆺䁓䂊㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䂗䂘䃇䂦䂕䂹㾼䁼䁝䁭䂗䂘䃇䂓䃈
䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䁈䁏䂉A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䁩䡑䬺䁓䂊䁼䁗㾽  
 
1. マップサービスの使⽤  
 
1.1 䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼¯a͆�˔t APu䎆䬜㾼A͆͆˴e ¯a͆͝ òerΚer APu䎆䬜㾼䁼䁝䁭¯a͆�˔t �ò䎆
䬜䁥䁬䁽A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂗䂘䃇䂦䂕䂹䂀䁕䁍䁭䂗䂘䃇䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤
䁭㾼¯a͆�˔t �ò䎆䬜䁼䁝䁭A͆͆˴e ¯a͆͝ òerΚer APu䎆䬜䁥䁬䁽A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼
䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䈊䢖䁗䂉䘜䑒㾼¯a͆�˔t APu䎆䬜㾼A͆͆˴e ¯a͆͝ òerΚer APu䎆䬜㾼䁼䁝䁭¯a͆�˔t �ò䎆䬜䄎䈀䁩
䂆䂈A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䁼䁝䁭䃏䂴䃈䂸ー䂰䁩䂓䂠䂬䂪䁕䁨䁂䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴
䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䂗䂘䃇䂦䂕䂹㾼䁼䁝䁭䂗䂘䃇䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䁈䁏䂉A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺
䁭㾼䃈䃞䂡䃚䃑䁬䭀䎤䁩䖶䋴䁕䁤䁂䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
1.2 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䂗䂘䃇䂦䂕䂹㾼䁼䁝䁭䂗䂘䃇䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䁝䁿䁬䂦ー䃄䂪
䁈䂆䁱䊨䤓䁬䠼䌁䁩䦴䭀䁨䘜䑒䁩䁬䁽㾼A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䁈䂆䁱䃏䂴䃈䂸ー䂰䂐䓦䬺䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴
䃂䁭㾼䪒䍶䬁㿙䪒䧘䝋䗇6䂐䊈䁽䁼䁗䁊䁑䂊䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚㾼¯a͆�˔t㾼A͆͆˴e ¯a͆͝ òerΚer APu㾼䁈䂆䁱
¯a͆�˔t �ò䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁩䂆䁡䁤䫒䔤䡏䁩䋸䞒䁓䂊䁝䘜䑒䁩䁬䁽㾼䁉䁢㾼䡑䬺䁬䁀䂉䁗䁷䁤䁬䩘䭮䁈䂆䁱䊲䚐䂐䖻䕣䁕
䁤䁬䁽㾼A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪㾼¯a͆�˔t APu㾼A͆͆˴e ¯a͆͝ òerΚer APu㾼䁈䂆䁱¯a͆�˔t �ò䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂
䁤㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽¯a͆�˔t �ò䁭㾼䔝䁬䗗䬺䫭䡏䁬䁝䁿䁩A͆͆˴e䄎䈀䁬䃇䃚䃤䂺䁬䃀ー䂺䂗䂘䂓䁥䔾䐿䁓䂊䂉
䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂗䂘䃇䂦䂕䂹䁼䁝䁭䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䘕䁥䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽䃆䃛ー䂹䉴䭦㿙䤰䕒䂐䊈䁾㿚㾼䔏䓙䉴
䭦㾼䊔䌦䃜ー䂹䒍䡑䆴㾼䁼䁝䁭䢖䈊䂗䂘䃇䂦䂕䂹䁼䁝䁭䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䕡䁨䫭䡏䁊䔧䢮䕒䨷䏁䁬䃛䂪䂠䂐䧄䆸䁗䂉䁑
䁦䁥䁀䂉䘜䑒㾽 
 
1.3 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䁉䂇䕯䁏䕢䂉䎠䇃䁊㾼䡛䐄㾼䢹䯋䘤䌖䁈䂆䁱䐁䠗䘤䌖㾼䁨
䂇䁱䁩䟁䚖䈨䡏䁨䔔䘎䁨䁧㾼䃏䂴䃈䂸ー䂰䁬䚜䈞䚔䁩䅠䌠䁕䢾䂉䈖䕩䁬䘤䌖䁩䂆䂈㾼䔾䒣䁬䘤䌖䁦䁭䄟䁨䂈䢾䂉䁑䁦䁩
䁢䁂䁤䣾䁿㾼䁑䂊䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
 
2. 付加制限  
 
2.1 䂸䃊䃞䂴䃂㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䂗䂘䃇䂦䂕䂹㾼䁼䁝䁭䂗䂘䃇䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼A͆͆˴e䁼䁝䁭䁛䁬
䃚䂕䂬䃤䂦ー䁬䟨䒳䎳䑛䟀㾼䗗䦾㾼䃞䂥㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䒨䓙䎳䂀䁕䁍䁭䩘䡏䑛䟀㾼A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䣞䁥䧃䔤䁓䂊
䂉䁉䂀䁕䁍䁭䁑䂊䂐䠗䁖䁤䠼䌁䁓䂊䂉䨘䗇䂀䁕䁍䁭䃀䂕䃂ー䃛䃤䂠䂐䒴䗐䁕䁤䁭䁨䂇䁘㾼䧗䫒䮍䁩䁕䁤䁭䁨䂇䁘㾼䁼䁝䁭
䇱䁔䂑䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
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2.2 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䄰䈷䂱䂗䃤䃞ー䂺䂀䁕䁍䁭䃏䂴䃈䂸ー䂰䁬䃆䂔ー䂺䂐䆻䤓䁩䁗䂉䂀䁕䁍䁭䋸䆻䁗䂉㾼䁼䁝䁭䃏䂴
䃈䂸ー䂰䁬䄰䧶䂐䟜䖧㾼䂪䂠䃝䂕䃈㾼䂀䁕䁍䁭䒌䭡䬺䁗䂉䁂䁉䁨䂉䩖䩘䁥䂀㾼A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䂐䓦䬺䁕䁨䁂䂀䁬䁦
䁕䁼䁗㾽䮪䁆䁮㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䁂䁘䂊䂀㾼䣬䔝䡏䁼䁝䁭䤟䚟䡏䂸ー䂰䃊ー䂪䁬䄰䧶
䁦䁕䁤㾼䃏䂴䃈䂸ー䂰䁬䁗䁷䁤䁼䁝䁭䁛䁬䄰䧶䂐㾼䓦䬺䁼䁝䁭䭡䬺䆻䤓䁩䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽  
 
2.3 䪒䍶䬁䁥䫒䔤䡏䁩䋸䆻䁓䂊䁤䁂䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䩖䩘䁬䣸䆶䂐䫳䂍䁘㾼䃏䂴䃈䂸ー䂰䂐䂤䃅ー㾼
䇱䨮㾼䪓䬃㾼䣬䔝䡏䟨䒳䨊䁬䒳䚕㾼䐇䧃㾼䁼䁝䁭䐇䇻䁕䁨䁂䁑䁦䁩䁢䁋㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼
䝗䁬䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䂐䇱䛰䁼䁝䁭䒳䚕䁗䂉䫭䡏䁥㾼A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䁩䂆䂈䠼䌁䁓䂊䁝䂸ー䂰䂐䓦䬺䁼䁝䁭䦓䈣䁕
䁤䁭䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺䁼䁝䁭䂓䂠䂬䂪䂐䠗䁖䁤㾼䝽䝱䁗䂉䁼䁝䁭䮧䔕
䁗䂉䂦ー䃄䂪䂐䒳䚕䁕䁨䁂䁑䁦䁼䁝䁭䒳䚕䂐䔌䁽䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
2.4 䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䂗䂘䃇䂦䂕䂹㾼䁼䁝䁭䂗䂘䃇䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䪒䍶䬁䁥䋸䆻䁓䂊䁝䠗䂈䁩䃏
䂴䃈䂸ー䂰䂐䧃䔤䁕㾼䁉䁢㾼䃏䂴䃈䂸ー䂰䂐䃏䂴䃈䘕䁩䧃䔤䁗䂉䒣䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䎆䬜䁥䠼䌁䁓
䂊䁝A͆͆˴e䃏䂴䃈䘕䁩䁬䁽䧃䔤䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁋㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䝩䆘䁗䂉A͆͆˴e䃏䂴䃈䂐
䧃䔤䁗䂉䁑䁦䁨䁍㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䂗䂘䃇䂦䂕䂹㾼䁼䁝䁭䂗䂘䃇䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁬䃏䂴䃈䂸ー䂰䂐䧃䖧
䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㿙䮪䁆䁮㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䂐䠗䁖䁤䖒䗀䁬䎲䒼䎠䇃䂐䧃䖧䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴
䃂䁭䖒䗀䁬䎲䒼䎠䇃䁦䌆䁩㾼䝩䆘䁗䂉䃏䂴䃈䂐䧃䔤䁗䂉䦴䭀䁊䁀䂈䁼䁗㿚㾽  
 
2.5 A͆͆˴e䁩䂆䂈䗇䫞䁥䨫䡳䫒䔤䡏䁩䋸䆻䁓䂊䁨䁂䏑䂈㾼䃏䂴䃈䂸ー䂰䁭㾼䄰䔜䡏䁉䁢䏑䠴䡏䁩㾼㿙a㿚䂸䃊䃞䂴䃂
䁊䪒䧘䝋䗇䂂¯a͆�˔t䂀䁕䁍䁭¯a͆�˔t �ò䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁥䋸䆻䁓䂊䁝䠗䂈䁩A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䂐䓦䬺䁗䂉䁝䁿㾼䁈
䂆䁱㿔䁼䁝䁭㿙ɿ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䂗䂘䃇䂦䂕䂹㾼䂀䁕䁍䁭䂗䂘䃇䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䁈䁏䂉A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦
ー䃄䂪䁬䃂䃆䂚ー䃏䃤䂪䁬䇱䛰䁬䁝䁿䁩䦴䭀䁩䆘䁖䁤䁬䁽䐿䂍䂊䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛
䂢ー䂨䃘䃤䁩䂆䂈㾼䂞䃔䂴䂨䃖㾼䔔䛯䣇䁽䑧䁽㾼䁼䁝䁭䨷䝒䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽䁑䂊䂇䁬䖾䭦䂐䐿䁡䁝䘜䑒䁭㾼䁂䁉䁨
䂉䘜䑒䂀㾼䁛䁬䁀䁦䁥䢖䈊䃏䂴䃈䂸ー䂰䂐䒴䗐䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂈䁼䁙䂑㾽 
 
2.6 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䂗䂘䃇䂦䂕䂹㾼䁼䁝䁭䂗䂘䃇䂓䃈䃛䂢ー䂨
䃘䃤䂐䠗䁖䁝A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䁶䁬䂓䂠䂬䂪䁼䁝䁭䁛䁬䓦䬺䁬䁽䁩䁢䁂䁤㾼䁂䁉䁨䂉䮈䌿䂀䚨䋦䁥䁋䁘㾼䁉䁢㾼䂸䃊
䃞䂴䃂䁭㾼䁛䁬䝗䁬䩖䩘䁩䂆䂉A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䥼䤹䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
2.7 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䁬䭡䬺䁩䁢䁂䁤䚐䏑䂐䇔䁗䁑䁦䁊䁥䁋䂉䁑
䁦㿙䮪䁆䁮㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊¯a͆�˔t APu䂀䁕䁍䁭A͆͆˴e ¯a͆͝ òerΚer APu䂐䠗䁖䁤䒳䚕䁥䁋䂉䖾䭦
䙾䂐䚐䏑䁗䂉䁨䁧㿚㾼䁼䁝䁭A͆͆˴e䁬䔧䬜䒡䮓䁥㾼䁂䁢䁥䂀㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪㿙䂀䁕䁍䁭䁛䁬䄰
䧶㿚䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䕢䂈䗴䁗㾼䂀䁕䁍䁭䒴䗐䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䁑䁦䂐䣾䁿㾼䁑䂊䂇䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁓䂇䁩㾼䂸䃊
䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䁉䂇䕯䁏䕢䂉䆻䤓䚔䁊䁀䂉䎠䇃䁊㾼䢹䯋䁼䁝䁭䡛䐄䁬䘤䌖䁨䁧㾼䃏䂴䃈䂸
ー䂰䁬䚜䈞䚔䁩䅠䌠䁕䢾䂉䨮䢮䭀䄹䁩䂆䂈㾼䔾䒣䁬䘤䌖䁩䆘䁖䁤䄟䁨䂈䢾䂉䁑䁦䂐䣾䁿㾼䁑䂊䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
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3. デベロッパの承諾。䂸䃊䃞䂴䃂䁭䄎䆳䁬䔔䑋䂐䣾䁿㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
3.1 A͆͆˴e䁭㾼䁂䁢䁥䂀㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁶䁬䔔䛯䠗䟀䁬䬗䫇䁩䊂䂍䂇䁘㾼㿙a㿚A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭
¯a͆�˔t APu㾼A͆͆˴e ¯a͆͝ òerΚer APu㾼䂀䁕䁍䁭¯a͆�˔t �ò䂐䇱䨮䁗䂉䁑䁦㿙䁀䂇䂄䂉䣁䚔䂂䊨䤓䚔䂐䨮䐥䁼䁝䁭
䒴䗐䁗䂉䁑䁦䂐䊈䁽䁼䁗㿚㾼䁼䁝䁭㿙ɿ㿚¯a͆�˔t APu㾼A͆͆˴e ¯a͆͝ òerΚer APu㾼䂀䁕䁍䁭¯a͆�˔t �ò䂐䕼䚜䁗䂉䁑
䁦㾼䂦䃎ー䂹䂐䖂䮂䁗䂉䁑䁦㾼䒌䥞䐿䁗䂉䁑䁦㾼䂀䁕䁍䁭䒌䥵䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉䨮䐥䁩
䂆䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䂗䂘䃇䂦䂕䂹㾼䁼䁝䁭䂗䂘䃇䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐㾼䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁬䦝䬺䁥㾼䕼䚜䁼䁝
䁭䂓䂴䃈䂸ー䂹䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁍䁨䂉䘜䑒䁊䁀䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤䭦䇧䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄
䂪䁩䁢䁂䁤㾼䠼䌁䁼䁝䁭䠼䌁䂐䎇䝎䁗䂉䫒䔤䁼䁝䁭䫬䔤䁬䋆䫅䂐䧫䂍䁘㾼䁂䁢䁥䂀䁑䂊䂇䁬䛳䧶䁼䁝䁭䄰䧶䂐䠮䓽䁼
䁝䁭䟘䓽䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪㾼¯a͆�˔t APu㾼A͆͆˴e ¯a͆͝ òerΚer APu㾼
䁼䁝䁭¯a͆�˔t �ò䁬䠮䓽㾼䟘䓽㾼䁼䁝䁭䇱䨮䁩䊵䄹䁼䁝䁭䊂䯄䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䕐䁊䦜䂉䄰䛁䁬䝕䔶㾼
䝕䈂䁼䁝䁭䦝䬺䁩䁢䁂䁤㾼䄰䛁䚼䣻䂐䧫䂍䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
3.2 A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䁭㾼䁗䁷䁤䁬䏐䏻䁼䁝䁭䑜䂀䁕䁍䁭䟁䄬䁥䭡䬺䁥䁋䂉䂍䁏䁥䁭䁨䁍㾼A͆͆˴e䁭㾼䁉䁉䂉
䂦ー䃄䂪䁊㾼䣁䠴䁬䟁䄬䁥䁬䓦䬺䁩䡑䁕䁝䂀䁬䁥䁀䂈㾼䁼䁝䁭䓦䬺䁥䁋䂉䂀䁬䁥䁀䂉㾼䁦䁬䁂䁉䁨䂉䧃䫒䂀䁗䂉䂀䁬䁥
䁭䁀䂈䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䂗䂘䃇䂦䂕䂹㾼䂀䁕䁍䁭䂗䂘䃇䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䁈䁂䁤㾼䁼
䁝䁭¯a͆�˔t APu㾼A͆͆˴e ¯a͆͝ òerΚer APu㾼䂀䁕䁍䁭¯a͆�˔t �ò䂐䠗䁖䁤A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䁶䁬䂓䂠䂬䂪䁬䠼
䌁䂐䛩䞊䁗䂉䏑䂈䁩䁈䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䔧䙔䁬䥬䞹䁥䁉䁉䂉䛩䞊䂐䁗䂉䂀䁬䁦䁕㾼䡑䬺䁓䂊䂉䁀䂇䂄䂉䩘䮨䂐䖻䕣
䁗䂉䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
4. デベロッパのMapKitまたはMapKit JSの実装を審査するAppleの権利㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊㾼䂸䃊
䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䂗䂘䃇䂦䂕䂹㾼䁼䁝䁭䂗䂘䃇䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䁈䁏䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉¯a͆�˔t䁈䂆䁱㿔䁼
䁝䁭¯a͆�˔t �ò䁬䔾䜲䂐㾼䪒䍶䬁䊥䊀䟘㾼䁂䁢䁥䂀㾼䘿䒀䁈䂆䁱䗦䣾㾼䁼䁝䁭䋳䦊䁗䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁗䂉䁑䁦䂐䭦䇧䁕㾼
䁑䂊䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁉䂇䭀䋦䁓䂊䁝䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉¯a͆�˔t䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭
¯a͆�˔t �ò䁬䔾䜲䁩䊂䁗䂉䘠䩍䂐䝉䂂䁉䁩A͆͆˴e䁩䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁦
䌈䮖䁕㾼䔽䫳䁩䢚䁆㾼䁛䁄䁕䁝䔾䜲䁩䊂䁕䁤A͆͆˴e䁊䑒䭦䡏䁩䭀䋦䁗䂉䘠䩍䁈䂆䁱䔏䮈䂐䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䢯䄙
䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼䁂䁢䁥䂀㾼䁛䁬䔧䬜䒡䮓䁥㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉¯a͆�˔t䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭¯a͆�˔t �ò䁬䓦䬺
䁊㿥䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁈䂆䁱䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤㿦䁈䂆䁱䪒䧘䝋䗇䁬䘢䑋䁩䝂䁡䁝䂀䁬䁥䁀䁡䁤䂀㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉¯a͆�˔t䁶
䁬䂓䂠䂬䂪䁨䂇䁱䁩㿔䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬¯a͆�˔t �ò䂞ー䁈䂆䁱䮧䔕䁬䣾䘋䘠䩍䂐㾼䙹䔜䕢䂈䗴䁗䎳䭡䂐䭸䨷䁕䁼
䁗㾽䮪䁦䁕䁤㾼A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬¯a͆�˔t䁈䂆䁱㿔䂀䁕䁍䁭¯a͆�˔t �ò䁬䔾䜲䁊A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䁩䇗䘚䁉
䁢䇗䡹䁨䧫䇐䂐䁉䁏䂉䘜䑒㾼䃏䂴䃈䂐䧃䔤䁗䂉䒣䁩A͆͆˴e䃏䂴䃈䁬䃞䂥䁼䁝䁭䜆䁽䑧䁽䃛䃤䂠䂐䧗䫒䮍䁩䁗䂉䁉䗴䋰
䁗䂉䘜䑒㾼䁼䁝䁭䐢䎘䡏䂀䁕䁍䁭䄧䩘䁨䃏䂴䃈䂤䃤䂷䃤䂵䂐䬺䁂䁤A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䂐䓦䬺䁗䂉䘜䑒㾼A͆͆˴e䁭䛯
䊳䁬䣾䘋䘠䩍䂐䕢䂈䗴䁗䆻䤓䚔䁊䁀䂈䁼䁗㾽 
 
5. 追加免責。A͆͆˴e㾼䁛䁬䃚䂕䂬䃤䂦ー㾼䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䁭㾼䂨䂪䂷䃑䘔䈂㾼䂾䂴䂹䃠ー䂠䐢䎘㾼䁼䁝䁭
䎍䇝䡏䂀䁕䁍䁭䎍䇝䈀䁬䃒䃤䂷䂻䃤䂪䁩䂆䂉䟘䞹䁨䁧㾼A͆͆˴e䃏䂴䃈䂦ー䃄䂪䁬䓦䬺㾼䧗䚜䓦䬺㾼䘺䭓㾼䓦䬺䧗䤓㾼䟘䞹㾼
䠮䓽㾼䁼䁝䁭䇧䗐䁩䊵䄹䁗䂉㾼䁂䁉䁨䂉䝕䈂䁼䁝䁭䝕䔶䁩䁢䁂䁤䂀䄰䛁䚼䣻䂐䧫䁂䁼䁙䂑㾽  
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付䝋書7 
（本契約に対する） 

Safari拡張機能に関する付加条件 
 
 
䄎䆳䁩䠴䁿䂉䘢䎤䁭㾼䪒䍶䬁䁬䊲䠴䁩䠕䆺䁓䂊㾼䁉䁢㾼A͆͆˴e䘋䫒䗇䁥䗆䫐䁓䂊䁝òaʷar˔䈘䟳䊨䤓䁩䡑䬺䁓䂊䁼䁗㾽 
  
1.1 Safari拡張機能の要件 
䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䘋䫒䗇䁥䗆䫐䁓䂊䁝䂸䃊䃞䂴䃂䁬òaʷar˔䈘䟳䊨䤓䁬䤰䧞䂐䊞䩴䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉
òaʷar˔䈘䟳䊨䤓䁩䊂䁗䂉䄎䆳䁬䭀䎤䂐䖻䕣䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㿙䭀䎤䁭A͆͆˴e䁩䂆䂈䙹䔜䨮䐥䁓䂊䂉䆻
䤓䚔䁊䁀䂈䁼䁗㿚㾽  
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁬òaʷar˔䈘䟳䊨䤓䁩䁭㾼䃏䃜䂗䂘䂓㾼䃳䄙䁬䁀䂉䂀䁕䁍䁭䬗䈂䁨䂤ー䂺㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䣞䧶䂤䃤䃎ー䂾䃤
䂹㿙䮪䁆䁮㾼䂤䃤䃅䃖ー䂰䂗䂕䃜䂪㾼䂹䃞䂕䁬䫫䤥㾼㿥䃁䂴䂠䂺䂓㿦䁨䁧㿚䁊䊈䁼䂊䁤䁭䁨䂇䁘㾼A͆͆˴e䃀ー䂺䂗䂘䂓㾼䂮䃆䂹䂗䂘
䂓䂀䁕䁍䁭䂦ー䃄䂪㾼䁼䁝䁭䞀䓏䕐䁬䂮䃆䂹䂗䂘䂓㾼䃆䂒ー䃑䂗䂘䂓㾼䃀ー䂺䂗䂘䂓㾼䂸ー䂰㾼䂨䂪䂷䃑㾼䂦ー䃄䂪㾼䁼䁝䁭䂾䂴
䂹䃠ー䂠䁩䝕䈂䂐䬨䁆㾼䁑䂊䂇䂐䤡䇪䁕㾼䁼䁝䁭䁑䂊䂇䁩䃳䅠䌠䂐䋟䁺䁗䂀䁬䁊䊈䁼䂊䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽  
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁬òaʷar˔䈘䟳䊨䤓䁭㾼䃀䃚䂪䃒䃤䂹㾼䭝䬺㾼䂪䂹ー䂞䃤䂡㾼䂪䃂䃑㾼䏼䇧䂐䗨䁍䐿䄝㾼䒄䋃䐿䄝㾼䌛䥊䐿䄝㾼䁼
䁝䁭䁛䁬䝗䁬䩖䩘䁩䂆䂉䝗䕐䁬䩘䡏䎳䭡㿙䃈䃚䂕䃁䂨ー䁈䂆䁱䃂䃇䃛䂨䂷䂔䎳䁨䁧㿚䁬䘻䈂䂐䫭䡏䁦䁕䁤䛆䎍䁼䁝䁭䥼
䤹䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䃗ー䂧ー䁬䫒䔤䁬䢯䄙䁨䁍㾼䃗ー䂧ー䁬䐿䢮㿙䮪䁆䁮㾼䂦䂕䂹䁬䅶䭠㿚䂐䠕
䚾䁗䂉òaʷar˔䈘䟳䊨䤓䂐䒳䚕䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽  
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁬òaʷar˔䈘䟳䊨䤓䁭㾼òaʷar˔䈘䟳䊨䤓䬺䁬䓶䠴䁓䂊䁝䂤䃤䂷䂻䮕䄬䣞䁥䁬䁽䅚䬺䁓䂊䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁘㾼
䁉䁢㾼A͆͆˴e䁊䔾䜲䁗䂉䂨䂪䂷䃑䂓䃚ー䂹㾼䎏䑛㾼䧃䔤䃂䂾䃜㾼䢯䄙䃂䂾䃜䁨䁧䁬䫇䐉䆴㾼䂛ー䃁ー䃚䂕䂺䁼䁝䁭䁛䁬䝗
䁬䉞䗵䂐䁕䁨䁂䁑䁦㾽  
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁬òaʷar˔䈘䟳䊨䤓䁭㾼䞤䄰䁬䫭䡏䂐䬗䁕䁤䁂䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁘㾼䁉䁢㾼䁂䁉䁨䂉䂓䂴䃈䂸ー䂹䂀㾼䂸䃊䃞䂴䃂
䁬òaʷar˔䈘䟳䊨䤓䁬䢖䈊䫭䡏䂐䨮䐥䁗䂉䂀䁬䁥䁀䁡䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䃗ー䂧ー䁩䝩䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬
òaʷar˔䈘䟳䊨䤓䁬䣁䚔䁈䂆䁱䊨䤓䚔䂐䚜䈞䁩䡥䁆㾼䁉䁢㾼䁉䁉䂉䘠䩍䁩䖕䁡䁤䐿䄝䂐䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁋㾼䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽
䮪䁆䁮㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䫒䔤䁬䢯䄙䁨䁍㾼òaʷar˔䘕䁥䃗ー䂧ー䁊䖕䛯䛩䞊䁕䁝䂀䁬䁦䁭䄟䁨䂉䎲䒼䃈䃞䃁䂕䂱䁩䃗ー䂧ー
䁬䎲䒼䂐䃛䂱䂕䃝䂠䂹䁕䁤䁭䁨䂈䁼䁙䂑㾽䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬òaʷar˔䈘䟳䊨䤓䁭㾼䢖䈊䢮䒳䁊䃗ー䂧ー䁩䇻䔤䁓䂊䁤䁂
䁨䁂䏑䂈㾼䂗䂘䃇䂦䂕䂹䁥䃛䃤䂠㿙䁼䁝䁭䂓䃆䂔䃛䂙䂕䂹䃛䃤䂠㿚䂐䃛䂱䂕䃝䂠䂹䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴
䃂䁬òaʷar˔䈘䟳䊨䤓䁬䣁䚔䁼䁝䁭䊨䤓䚔䂐䅁䁓䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㿙䮪䁆䁮㾼䣪䣇䆴䂤ー䂺䂐䊈䁾䁨䁧㿚㾽  
 
՚ 䂸䃊䃞䂴䃂䁬òaʷar˔䈘䟳䊨䤓䁭㾼òaʷar˔䈘䟳䊨䤓䁦䁭䄟䁨䂉䫭䡏䂐䬗䁗䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁦䃁䃤䂺䃜䁕䁤䁭䁨䂇䁨
䁂䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁬òaʷar˔䈘䟳䊨䤓䁭㾼䂗䂘䃇䂦䂕䂹䁩䐙䑛䂐䜛䣷䁗䂉䂀䁬䁥䁀䁡䁤䁭䁨䂇䁘㾼䁉䁢㾼䃎䂴䃈䂓䂴䃈䐙䑛
䂐䧃䔤䁗䂉䂀䁬䁥䁀䁡䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬òaʷar˔䈘䟳䊨䤓䁬䬗䐉䆴䂐䂪䂠䃛䃈䂹䆴䁼䁝䁭
䔧䢮䆴䁕䁤䁭䁨䂇䁘㾼䁼䁝䁭㾼䞀䓏䕐䁩䁉䁉䂉䐿䄝䂐䆻䤓䁦䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽 
 
՚ òaʷar˔䈘䟳䊨䤓䁭㾼òaʷar˔㾼maʄ¾ò㾼˔¾ò㾼˔Paʍ¾ò㾼Κ˔͝˔on¾ò㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁬䂬䂞䃖䃛䂷
䂔㾼䃗ー䂧ー䂕䃤䂰ー䃆䂘䂕䂪㾼䃗ー䂧ー䝧䏃㾼䊨䤓㾼䁼䁝䁭䊨䤓䚔䂐䩮䁐䁤䁭䁨䂇䁨䁂䁑䁦㾽  
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1.2 コンプライアンス；証明書。䂸䃊䃞䂴䃂䁬òaʷar˔䈘䟳䊨䤓䁭㾼䢖䈊òaʷar˔䈘䟳䊨䤓䁊䠼䌁䁓䂊䂉䁼䁝䁭䭡䬺
䆻䤓䁦䁨䂉䁗䁷䁤䁬䩘䄬䁩䁈䁏䂉䩘䮨䁈䂆䁱䊲䝂䂐䊈䁾㾼䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁈䂆䁱䡑䬺䁓䂊䂉䁗䁷䁤䁬䩘䮨䁈䂆䁱䊲䝂䂐
䖻䕣䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊䁛䁬䔧䬜䒡䮓䁩䂆䂈㾼䁂䁢䁥䂀㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬òaʷar˔䈘
䟳䊨䤓䁬䗆䫐䁩䬺䁂䂇䂊䂉A͆͆˴e䘋䫒䗇䂐䕢䂈䗴䁗䆻䤓䚔䁊䁀䂉䁑䁦䁩䁢䁋䭦䇧䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴
䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬òaʷar˔䈘䟳䊨䤓䁊㾼䪒第1.1項䁥䠴䁿䂉䭀䎤䁩䖶䋴䁕䁤䁂䁨䁂䘜䑒㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗òaʷar˔䂀䁕䁍䁭
A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䁬䃗ー䂧ー䁩䃳䅠䌠䂐䬨䁆䂉䘜䑒㾼A͆͆˴e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬òaʷar˔䈘䟳䊨䤓䂐䃇䃞䂴䂠䁗䂉㿙䁢䁼䂈㾼
òaʷar˔䃗ー䂧ー䁩䁦䁡䁤䭡䬺䧗䤓䁼䁝䁭䂓䂠䂬䂪䧗䤓䁩䁨䂉㿚䆻䤓䚔䁊䁀䂉䁑䁦䂐䣾䁿㾼䁑䂊䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
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付䝋書8 
（本契約に対する） 

WeatherKit APIの利⽤に関する付加条件 
 
䄎䆳䁩䠴䁿䂉䘢䎤䁭㾼䪒䍶䬁䁬䊲䠴䁩䠕䆺䁓䂊㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䁥A͆͆˴e䡛䐄䂸
ー䂰䁈䂆䁱ĩeat˄er�˔t APu䂐䭡䬺䁗䂉䘜䑒䁩䡑䬺䁓䂊䁼䁗㾽 
 
1. Apple天候データおよびWeatherKit APIの使⽤  
 
1.1 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䡛䐄䂸ー䂰䁈䂆䁱ĩeat˄er�˔t APu䂐䓦䬺䁗䂉䒣䁭㾼䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤䂐䖻䕣䁕䁨䁏䂊
䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
1.2 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䂐䠗䁖䁤䏅䁬䍷䝯䁥䠼䔤䁓䂊䂉A͆͆˴e䡛䐄䂸
ー䂰䁶䁬䂓䂠䂬䂪䁼䁝䁭䢖䈊䂸ー䂰䁬䓦䬺䁩䁢䁂䁤㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤䄰䛁䮈䌿䂐䚨䋦䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽
䁝䁞䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䧘䆺䆸䞿䂦ー䃄䂪䁼䁝䁭䚤䧎䁩䁢䁂䁤䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤䮈䌿䂐䚨䋦䁥䁋䁼䁗㾽䧘䆺䆸
䞿䂦ー䃄䂪䁼䁝䁭䚤䧎䁦䁭㾼A͆͆˴e䡛䐄䂸ー䂰䁩䬜䭑䁕㾼䁂䁉䁨䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䞀䓏䕐䂀A͆͆˴e䁉䂇
䠼䌁䁓䂊䁝䏅䁬䍷䝯䁬A͆͆˴e䡛䐄䂸ー䂰㿙䛳䝧䁉䄰䧶䁉䂐䫳䁂䁼䁙䂑㿚䁩䂓䂠䂬䂪䁕䁝䂈㾼䢖䈊䂸ー䂰䂐䥞䎼㾼䃛䃁ー䂪
䂙䃤ジ䂼䂓䃛䃤䂡㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䩖䩘䁥䈞䣾䂀䁕䁍䁭䓦䬺䁕䁝䂈䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁨䁂䂆䁄䁩䨮䉤䁓䂊䁤䁂䂉㾼䂸䃊䃞䂴
䃂䁊䇻䥞䁕䁝䂸ー䂰㾼䚤䧎㾼䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䁬䁑䁦䂐䁂䁂㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䂐䊈
䁽䁼䁗䁊㾼䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼ĩeat˄er�˔t APu䁼䁝䁭䏅䁬䍷䝯䁬A͆͆˴e䡛䐄䂸ー䂰䁩䝩䁕㾼 
䂦䃇䃚䂕䂬䃤䂪䎳䂐䧘䬨䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䣞䧶䫭䡏䁥㾼䁼䁝䁭䧘䆺䆸䞿䂦ー䃄䂪䂀䁕䁍䁭䚤䧎䂐䒳
䚕㾼䚐䒳㾼䂀䁕䁍䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䧃䔤䁗䂉䁝䁿䁩㾼A͆͆˴e䡛䐄䂸ー䂰䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽䂸䃊
䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䓦䬺䋸䞒䘢䑋䁥䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䞀䓏䕐䁩䝩䁕㾼䫭䡏䁬䣸䆶䂐䫳䂍䁘㾼
ĩeat˄er�˔t APu䁼䁝䁭A͆͆˴e䡛䐄䂸ー䂰䁬䃛䃁ー䂪䂙䃤ジ䂼䂓䃛䃤䂡䂐䋸䆻䁕䁤䁭䁨䂈䁼䁙䂑㾽 
 
1.3 ĩeat˄er�˔t APu䂐䓦䬺䁗䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䁭㾼䌸䋣䫭䡏䁼䁝䁭䋤䫑䫭䡏䁥䛆䎍䁼䁝䁭䥼
䤹䁕䁤䁭䁨䂈䁼䁙䂑㾽  
 
1.4 䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䁭㾼ĩeat˄er�˔t APu䂐䠗䁖䁤䁬䁽㾼A͆͆˴e䡛䐄䂸ー䂰䁩䂓䂠
䂬䂪䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䡛䐄䂸ー䂰䂐䧃䔤䁗䂉䒣䁭㾼䁗䁷䁤䁬䡑䬺䁓䂊䂉䂓䂹䃛䃄䃖ー䂨䃘䃤䭀
䎤㾼䁈䂆䁱䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤䁩䠴䁿䂉䁛䁬䝗䁬䁀䂇䂄䂉䓣䬶䂐䖻䕣䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䩖䩘䁬䣸䆶䂐䫳䂍䁘㾼䡛䐄䂓䃚ー䂹䂐䇱䨮㾼䨮䐥㾼䇱䁔䂑䁕䁝䂈㾼䧗䫒䮍䁩䁕䁝䂈䁕䁤䁭䁨䂈䁼䁙䂑㾽  
 
1.5 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䡛䐄䂸ー䂰䂀䁕䁍䁭䁛䁬䄰䧶䁬䄰䈷䂱䂗䃤䃞ー䂺䂀䁕䁍䁭䃆䂔ー䂺䂐䆻䤓䁩䁗䂉䂀䁕䁍
䁭䋸䆻䁗䂉㾼䁼䁝䁭A͆͆˴e䡛䐄䂸ー䂰䁬䄰䧶䂐䟜䖧䂀䁕䁍䁭䂪䂠䃝䂕䃈䁕䂆䁄䁦䁗䂉䁂䁉䁨䂉䩖䩘䁥䂀㾼ĩeat˄er�˔t 
APu䂐䓦䬺䁕䁤䁭䁨䂈䁼䁙䂑㾽䮪䁆䁮㾼䂸䃊䃞䂴䃂㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䝩䘎䚤䧎䁬䁂䁘䂊䂀㾼
䣬䔝䡏䁼䁝䁭䤟䚟䡏䂸ー䂰䃊ー䂪䁬䄰䧶䁦䁕䁤㾼A͆͆˴e䡛䐄䂸ー䂰䁬䁗䁷䁤䁼䁝䁭䁛䁬䄰䧶䂐㾼䓦䬺䁼䁝䁭䭡䬺䆻䤓䁗
䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽 
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1.6 䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁥䨫䡳䫒䔤䡏䁩䋸䆻䁓䂊䁨䁂䏑䂈㾼A͆͆˴e䡛䐄䂸ー䂰䁭㾼䄰䔜䡏䁉䁢䏑䠴䡏䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈
䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䁩䁈䁏䂉ĩeat˄er�˔t APu䁬䃂䃆䂚ー䃏䃤䂪䁬䇱䛰䁬䁝䁿䁩䁬䁽䐿䂍䂊䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼
䂸䃊䃞䂴䃂㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䝩䘎䚤䧎䁩䂆䂈㾼䂞䃔䂴䂨䃖㾼䔔䛯䣇䁽䑧䁽㾼䁼䁝䁭䨷
䝒䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽 
 
2. デベロッパの承諾 
 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭䄎䆳䁬䔔䑋䂐䣾䁿㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
2.1 ĩeat˄er�˔t APu䁭㾼䁗䁷䁤䁬䏐䏻䁼䁝䁭䑜䁥䭡䬺䁥䁋䂉䂍䁏䁥䁭䁨䁍㾼A͆͆˴e䁭㾼䁉䁉䂉APu䁊㾼䣁䠴䁬䟁
䄬䁥䁬䓦䬺䁩䡑䁕䁝䂀䁬䁥䁀䂈㾼䁼䁝䁭䓦䬺䁥䁋䂉䂀䁬䁥䁀䂉㾼䁦䁬䁂䁉䁨䂉䧃䫒䂀䁗䂉䂀䁬䁥䁭䁀䂈䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴
䃂䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䁩䁈䁂䁤ĩeat˄er�˔t APu䂐䠗䁖䁤A͆͆˴e䡛䐄䂸ー䂰䁶䁬䂓䂠䂬
䂪䁬䠼䌁䂐䛩䞊䁗䂉䏑䂈䁩䁈䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䔧䙔䁬䥬䞹䁥䁉䁉䂉䛩䞊䂐䁗䂉䂀䁬䁦䁕㾼䡑䬺䁓䂊䂉䁀䂇䂄䂉䩘䮨
䂐䖻䕣䁗䂉䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉ĩeat˄er�˔t APu䁬䓦䬺䁩䁢䁂䁤䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁊䞤䣆䁥䁛䁬
䚼䣻䂐䧫䁂㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䍮䜥䟘䁬䮕䡺䁥䁬A͆͆˴e䡛䐄䂸ー䂰䁬䧃䔤䂐䊈䁿㾼䚋䇶䁬䁧䁬䘜䗀䁥䁀䂉䁉䂐䫳䂍䁘㾼 
䔧䙔䁊ĩeat˄er�˔t APu䂐䓦䬺䁕䁝䁑䁦䁩䊵䄹䁗䂉䁀䂇䂄䂉䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
 
2.2 䃛䂓䃜䂰䂕䃑䡛䐄䂝䂕䂱䃤䂪䂐䫭䡏䁦䁕䁤ĩeat˄er�˔t APu䂐䓦䬺䁗䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䝩䘎䚤䧎䁬
䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䆳䊳䁬䑛䟀䁊䊈䁼䂊䁤䁂䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䓦䬺䋸䞒䍶䬁䂐䡂䎠䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂈䁼䁙䂑㾽䁑䁬䃛䂓
䃜䂰䂕䃑䡛䐄䂝䂕䂱䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䂗䂘䃇䂦䂕䂹䂐䭡䬺䁗䂉䘜䑒㾼䁒䔧䙔䁬䚼䣻䁥䭡䬺䁕䁤䁍䁞䁓䁂㾽䡛䐄
䂸ー䂰䁭㾼䚜䈞䁥䁨䁂䆻䤓䚔䁊䁀䂈䁼䁗㾽A͆͆˴e䡛䐄䂸ー䂰䁭㾼䘺䑑䁬䫳䞂䂂䟁䚖䈨䡏䁨䔔䘎䁨䁧㾼A͆͆˴e䡛䐄䂸ー䂰
䁬䚜䈞䚔䁩䅠䌠䁕䢾䂉䨮䢮䭀䄹䁩䂆䂈㾼䔾䒣䁬䘤䌖䁦䁭䄟䁨䂉䘜䑒䁊䁀䂈䁼䁗㾽  
 
3. コンプライアンス 
 
3.1 䂸䃊䃞䂴䃂䁊䛯䊳䁬䭀䎤䂐䖻䕣䁕䁤䁂䂉䁦䥬䞹䁗䂉䁝䁿䁩䦴䭀䁩䆘䁖䁤㾼A͆͆˴e䁉䂇䭀䋦䁓䂊䁝䘜䑒㾼䂸䃊
䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉ĩeat˄er�˔t APu䁬䔾䜲䁩䊂䁗䂉䘠䩍䂐䝉䂂䁉䁩A͆͆˴e䁩䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬
䁦䁕䁼䁗㾽  
 
3.2 䪒䍶䬁䁩䠴䁿䂉A͆͆˴e䁬䁛䁬䝗䁬䎳䭡䂐䄰䛁䚐䏑䁗䂉䁑䁦䁨䁍㾼A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䪒䍶䬁䁬䘢䑋䁩䄧
䥮䁕䁝䁦䣁䠴䁕䁝㾼䁼䁝䁭䁛䁬䂆䁄䁩䘺䁖䂉䁩䝈䂉䭦䬜䁊䝒䒥䁗䂉䘜䑒㾼䁛䁬䞤䣆䁬䒡䮓䁥䛺䟈䂐䑁䁖䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁕
䁼䁗㾽䁉䁉䂉䛺䟈䁩䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉A͆͆˴e䡛䐄䂸ー䂰䁈䂆䁱ĩeat˄er�˔t APu䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䚐䏑㾼䠮䓽㾼䁼䁝䁭
䕢䂈䗴䁗䁑䁦䁊䊈䁼䂊䂉䘜䑒䁊䁀䂈䁼䁗㾽 
 
4. 追加免責。A͆͆˴e㾼䁛䁬䃚䂕䂬䃤䂦ー㾼䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䃈䃞䃁䂕䂱䁭㾼䂨䂪䂷䃑䘔䈂㾼䂾䂴䂹䃠ー䂠䐢䎘㾼䁼䁝䁭
䎍䇝䡏䂀䁕䁍䁭䎍䇝䈀䁬䃒䃤䂷䂻䃤䂪䁩䂆䂉䟘䞹䁨䁧㾼ĩeat˄er�˔t APu䁬䓦䬺㾼䧗䚜䓦䬺㾼䘺䭓㾼䓦䬺䧗䤓㾼䟘䞹㾼 
䠮䓽㾼䁼䁝䁭䇧䗐䁩䊵䄹䁗䂉㾼䁂䁉䁨䂉䝕䈂䁼䁝䁭䝕䔶䁩䁢䁂䁤䂀䄰䛁䚼䣻䂐䧫䁂䁼䁙䂑㾽  
 
5. 補償。䪒䍶䬁䁩䠴䁿䂉A͆͆˴e䁬䁛䁬䝗䁬䎳䭡䂐䚐䏑䁗䂉䁑䁦䁨䁍㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䈖A͆͆˴e䦜䨾䗒䢖䔔䕐䁩
䝩䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉ĩeat˄er�˔t APu䁬䓦䬺䁊䏍䟁䁬䟁䙩䒳䚕䁩䊂䁗䂉䩘䭮䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䡑䬺䁓䂊䂉䩘䭮䁩
䖶䋴䁕䁤䁂䁨䁂䓻䁬䚨䋦䁩䊵䄹䁼䁝䁭䊂䯄䁕䁤䥞䚟䁕㾼䢖䈊A͆͆˴e䦜䨾䗒䢖䔔䕐䁊䧫䞧䁕䁝䄰䛁䁬䪒䎤䝕䔶䁩䁢䁂
䁤㾼䨾䗒䁕㾼䨷䏽䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽   
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付䝋書9 
（本契約に対する） 

Apple Developerアプリケーションを通じて購⼊したサブスクリプションに関する付加条件 
A͆͆˴e =eΚe˴o͆er䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䠗䁖䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䃈䃞䂡䃚䃑䮈䌿䂐䓷䨇䁄䁑䁦䁊䁥䁋㾼䪒䃈䃞䂡䃚䃑䁬䃒
䃤䃁ー䁦䁕䁤㾼䁹䁉䁬䂦䃇䂪䂠䃛䃈䂨䃘䃤䂐䑃䣷䁕䁤䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽䪒䧘䝋䗇9䁩䁈䁂䁤䁬䁽㾼㿥A͆͆˴e㿦䁦䁭
䄎䆳䁬䁂䁘䂊䁉䁬䇦䕎䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 

- ¾ne A͆͆˴e Parˬ ĩaάւ 6ͺ͆ert˔noւ 6a˴˔ʷorn˔a䁩䗀䒥䁗䂉A͆͆˴e unʄփ㿙䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂓䃒䃛䂜䑒䖈䑜 
㿙䃈䂙䃜䂹䃛䂤䂐䊈䁾㿚䁩䗀䒥䁗䂉䘜䑒㿚 

- 120 1remner 1˴Κʍփւ òͺ˔te 1600ւ þoronto ¾³ ¯5� 0A8ւ 6anaʍa䁩䗀䒥䁗䂉A͆͆˴e 6anaʍa 
unʄփ㿙䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂜䂻䂱䁩䗀䒥䁗䂉䘜䑒㿚 

- 1 A˴˄amɿra P˴aθaւ òte 700 6ora˴ daɿ˴e͝ւ a˴or˔ʍa䁩䗀䒥䁗䂉A͆͆˴e òerΚ˔ʄe͝ LAþA¯ LL6 
㿙䂸䃊䃞䂴䃂䁊䃒䂞䂨䂤㾼䟘䣧䨥㾼䁼䁝䁭䂜䃛䃇䗈䑜䂀䁕䁍䁭䮕䡺䣞㿙䃈䂙䃜䂹䃛䂤䂐䗐䁍㿚䁩䗀䒥䁗䂉䘜䑒㿚 

- 㿼106՚6140䢌䌀䡴䐬䍅䯜䪒䫫6䟪䫭10䦃1䑑 䯜䪒䫫䃃䃜䂫䁩䗀䒥䁗䂉˔þͺne͝䉂䔬䇦䕎㿙䂸䃊䃞䂴䃂䁊
⽇䪒䁩䗀䒥䁗䂉䘜䑒㿚 

- LeΚe˴ 3ւ 20 ¯art˔n P˴aʄeւ òάʍneά ³òĩ 2000ւ Aͺ͝tra˴˔a䁩䗀䒥䁗䂉A͆͆˴e Ptά L˔m˔teʍ㿙䂸䃊䃞
䂴䃂䁊䂛ー䂪䂹䃚䃛䂓䁼䁝䁭䂼䃖ージー䃚䃤䂺㿙䮕䡺䁼䁝䁭䊂䯄䩘䄬䂐䊈䁾㿚䁩䗀䒥䁗䂉䘜䑒㿚 

- lo˴˴ά˄˔˴˴ unʍͺ͝tr˔a˴ F͝tateւ lo˴˴ά˄˔˴˴ւ 6orˬւ èe͆ͺɿ˴˔ʄ oʷ ure˴anʍ䁩䗀䒥䁗䂉A͆͆˴e =˔͝tr˔ɿͺt˔on 
unternat˔ona˴ Ltʍփ㿙䂸䃊䃞䂴䃂䁊䛯䊳䄎䈀䁬䟁䄬䁩䗀䒥䁗䂉䘜䑒㿚 

 
䂦䃇䂪䂠䃛䃈䂨䃘䃤䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䂜䂗䃤䂹䗀䬗䕐䁬䂓䂜䂗䃤䂹䛆䠴䁥䇧䬁䁗䂉䁼䁥㾼䔧䢮䡏䁩䐥䙃䁓䂊䁼䁗㾽䚨䋦
䁭㾼䐥䙃⽇䁬24䔜䊀䄎䣞䛯䁩䐿䂍䂊䁼䁗㾽䂦䃇䂪䂠䃛䃈䂨䃘䃤䁬䇧䬁䁩䁢䁂䁤䘍䁕䁍䁭㾼
˄tt͆͝օՍՍ͝ͺ͆͆ortփa͆͆˴eփʄomՍlþ202039䂐䓑䗹䁕䁤䁍䁞䁓䁂㾽 
 
A͆͆˴e䁭㾼䁀䂇䂄䂉䂦䃇䂪䂠䃛䃈䂨䃘䃤㿙䚮䌿䂐䊈䁽䁼䁗㿚䁩䁢䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䂜䂗䃤䂹䗀䬗䕐䁊䛩䞊䁕䁝䁈䓷䨇䁂
䩖䩘䁩䚨䋦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䂜䂗䃤䂹䗀䬗䕐䁊䛩䞊䁕䁝䁈䓷䨇䁂䩖䩘䂐A͆͆˴e䂗䂚䃝䂴䂹䁩䂀䠕䆺䁕䁤䁂䂉䘜
䑒㾼A͆͆˴e䁭㾼A͆͆˴e Paά䂐䓦䬺䁕䁤A͆͆˴e䂗䂚䃝䂴䂹䁬䁛䁬䩖䩘䁩䚨䋦䁗䂉䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䂜䂗䃤䂹
䗀䬗䕐䁭㾼䔧䙔䁬A͆͆˴e Aʄʄoͺnt䁩䨃䙾䁬䁈䓷䨇䁂䩖䩘䂐䊂䯄䧘䁏䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊䢖䈊
䨃䙾䁬䁈䓷䨇䁂䩖䩘䂐䨷䝒䁕䁤䁛䁬䩖䩘䁩䚨䋦䁥䁋䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䕡䭀䁨䁈䓷䨇䁂䩖䩘䁭㾼䂓䂜䂗䃤
䂹䛆䠴䁬䁈䓷䨇䁂䁩䊂䁗䂉ページ䁬䄰䦃䘕䁩䧃䔤䁓䂊䁼䁗㾽 
 
䆶䂇䁉䁬䭦䬜䁥䕡䭀䁨䁈䓷䨇䁂䩖䩘䁩䚨䋦䁥䁋䁨䁂䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊㾼䂓䂜䂗䃤䂹䛆䠴䁬䁈䓷䨇䁂䁩䊂䁗
䂉ページ䁩䧃䔤䁓䂊䂉㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䂜䂗䃤䂹䗀䬗䕐䁬䁹䁉䁬䬗䐉䁨䁈䓷䨇䁂䩖䩘䁩㾼䘕䁉䂇䆳䁼䁥䚨䋦䂐䔌䁽䂉䁑
䁦䂐䋸䆻䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䂜䂗䃤䂹䗀䬗䕐䁩䚨䋦䁥䁋䁨䁂䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭䪶䕷䌿䛳䈫䁩
䁢䁂䁤䄻䁋䝎䁋䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕㾼A͆͆˴e䁭㾼䒌䚨䋦䁼䁝䁭䨫䁬䁈䓷䨇䁂䩖䩘䁬䭀䋦䂐䔌䁽䂉䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽䁑䂊
䁩䂆䂈㾼䚨䋦䥞䚟⽇䁊䨮䐥䁓䂊䂉䘜䑒䁊䁀䂈䁼䁗㾽䩘䭮䁥䣾䁿䂇䂊䁤䁂䂉䠗䂈㾼A͆͆˴e䁭㾼䓷䨇䘠䩍䁊䎝䒗䂾䂴䂹䃠ー䂠
䁼䁝䁭䌿䬤䊨䊂䁉䂇䠼䌁䁓䂊䁝䘜䑒㾼䢖䈊䘠䩍䂐䔧䢮䡏䁩䐥䙃䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽  
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䪒䃈䃞䂡䃚䃑䁬䃒䃤䃁ー䂨䂴䃈䁩䁭㾼1䁉⽉䁀䁝䂈䒍䝿500ւ000䇨䁬ĩeat˄er�˔t APu䏕䁱䖧䁕䁊䊈䁼䂊䁼䁗㾽䂸䃊
䃞䂴䃂䁊ĩeat˄er�˔t APu䏕䁱䖧䁕䁬䂦䃇䂪䂠䃛䃈䂨䃘䃤䂐䑃䣷䁕䁝䘜䑒㾼䁛䁬䂦䃇䂪䂠䃛䃈䂨䃘䃤䁬䊥䊀㾼䪒䃈䃞䂡䃚
䃑䁬䃒䃤䃁ー䂨䂴䃈䁩䊈䁼䂊䂉ĩeat˄er�˔t APu䏕䁱䖧䁕䁦䟈䁋䉤䁆䂇䂊䁼䁗㾽 

䪒䃈䃞䂡䃚䃑䁬䃒䃤䃁ー䁭㾼İʄoʍe䂠䃚䂗䂺䁬䂤䃤䃅䃖ー䂹䔜䊀䂐1䁉⽉䁀䁝䂈䒍䝿25䔜䊀䓦䬺䁗䂉䔏䈚䂀䬗䁕䁼䁗㾽
䂸䃊䃞䂴䃂䁊İʄoʍe䂠䃚䂗䂺䁬䂤䃤䃅䃖ー䂹䔜䊀䁬䂦䃇䂪䂠䃛䃈䂨䃘䃤䂐䑃䣷䁕䁝䘜䑒㾼䁛䁬䂦䃇䂪䂠䃛䃈䂨䃘䃤䁬䊥
䊀㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䃈䃞䂡䃚䃑䁬䃒䃤䃁ー䁦䁕䁤䓦䬺䁗䂉䔏䈚䂐䬗䁗䂉㾼İʄoʍe䂠䃚䂗䂺䁬1䁉⽉䁀䁝䂈䁬䂤䃤䃅䃖ー䂹䔜
䊀䁥䁀䂉25䔜䊀䁦䟈䁋䉤䁆䂇䂊䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼䬯䮓䁬䋸䁗䏑䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䂐İʄoʍe䂠䃚䂗䂺䁩䂛䃤䃍ー䂺䁗䂉䁉㾼䁼
䁝䁭İʄoʍe䂠䃚䂗䂺䁬䂤䃤䃅䃖ー䂹䔜䊀䁬䂦䃇䂪䂠䃛䃈䂨䃘䃤䂐䑃䣷䁗䂉䊨䇦䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼䌁䁗䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁕䁼
䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊İʄoʍe䂠䃚䂗䂺䁬䓦䬺䂐䠋䁟䁩䂞䃔䃤䂬䃜䁕䁤䂛䃈䂹䂓䂗䂹䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䂜䂗䃤䂹䗀䬗䕐
䁭A͆͆˴e䂦䃎ー䂹䁩䯄䭖䁕䁤䨲䌿䂐䭀䋦䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽 
 
䂦䃇䂪䂠䃛䃈䂨䃘䃤䁬䂓䂴䃈䂡䃝ー䂺䁭䠋䁟䁩䥮䅡䁓䂊㾼䨲䌿䁭䏅䁬䂦䃇䂪䂠䃛䃈䂨䃘䃤䁬䈊䢖⽉䁩䁈䁏䂉䓢䂈䔜䊀䁩䊙
䁣䁂䁤䐿䂍䂊䁼䁗㾽䂦䃇䂪䂠䃛䃈䂨䃘䃤䁬䂱䂗䃤䂡䃝ー䂺䁼䁝䁭䂞䃔䃤䂬䃜䁭㾼䔝䇨䁬䚨䋦⽇䁩䥮䅡䁓䂊䁼䁗㾽A͆͆˴e
䁭㾼ĩeat˄er�˔t APu䏕䁱䖧䁕䁼䁝䁭İʄoʍe䂠䃚䂗䂺䁬䂤䃤䃅䃖ー䂹䔜䊀䁬䓦䬺䘤䌖䁩䊙䁣䁂䁤㾼䨲䌿䈫䂐䎍䓚䁗䂉
䁉㾼䁼䁝䁭䨲䌿䭀䋦䂐䋳䦊䁗䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁕䁼䁗㾽 
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付䝋書10 
（本契約に対する） 

MDMの使⽤に関する付加条件  
  

1. MDMおよび構成プロファイルの使⽤ 
  
1.1 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䗀䬗䁼䁝䁭䉴䭦䁗䂉䖕䌦䄸䁬A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䂸䃁䂕䂪䂀䁕䁍䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䣾
䠴䂸䃊䃞䂴䃂䁬䣾䠴䂷䂪䂹䃗䂼䂴䂹䁬䕎䣞䉴䭦䁬䁝䁿䁩㾼䁼䁝䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䞀䓏䕐䁬¯=¯䂸䃊䃞䂴䃂䁦䁕䁤
A͆͆˴e䁩䂆䁡䁤䛩䁮䂊䁝䘜䑒䁩㾼¯=¯䏮䉤䚤䧎䁬䄰䧶䁦䁕䁤¯=¯䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐¯=¯䏫䋗䁩䠼䌁䁗䂉䁝䁿䁩䁬
䁽㾼¯=¯䁩䂓䂠䂬䂪䁼䁝䁭¯=¯䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽䢖䈊䚤䧎䁥¯=¯䁼䁝䁭䂸䃁䂕䂪䐨䚕䂐䓦䬺䁗䂉䛯䁩㾼 
䐨䚕䃈䃞䃆䂒䂕䃜䂐䈖䂸䃁䂕䂪䁩䂕䃤䂪䂹ー䃜䁗䂉䦴䭀䁊䁀䂈䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬¯=¯䏫䋗䁭㾼䂸䃊䃞
䂴䃂䁬¯=¯䏮䉤䚤䧎䁩䁢䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁼䁝䁭䢖䈊¯=¯䏫䋗䁩䈴䂈䢖䁤䂇䂊䁝䘋䫒䗇䁩䆘䢚䁗䂉䂆䁄䁩䐨䚕䁓䂊
䁝䘋䫒䗇䁈䂆䁱䐨䚕䃈䃞䃆䂒䂕䃜䂐䓦䬺䁗䂉䘜䑒䁩䁬䁽㾼¯=¯䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽¯=¯䁬䓦䬺䁭㾼䪒䍶䬁㾼
¯=¯䃈䃞䂹䂤䃜䁈䂆䁱䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁥䫒䔤䡏䁩䋸䆻䁓䂊䁤䁂䂉䘜䑒䁩䏑䂈㾼䡑䬺䁓䂊䂉䩘䭮䁩䖕䁡䁤䋸䆻䁓䂊䁼䁗㾽  
  
1.2 ¯=¯䂐䓦䬺䁗䂉䁩䁭㾼A͆͆˴e䁬AP³䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬A͆͆˴e䂗䂘䃇䂦ー䃄䂪䁦䂂䂈䕢䂈䁗䂉䁝䁿䁬䄆䛳䁨䂦
ー䃁䂐䄡䔛䁗䂉䦴䭀䁊䁀䂈䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉䂦ー䃁䂀䁕䁍䁭䂦ー䃄䂪䁬䛳䝧䡏䁨䂾䂴䂹䃠ー䂠䬯䮓䁼䁝䁭䝬
䄬䧿䂐䇗䡹䁩䓦䬺䁕䁝䂈㾼A͆͆˴e䁬䂾䂴䂹䃠ー䂠䂀䁕䁍䁭䂦ー䃁㾼䁼䁝䁭AP³㾼䁛䁬䝗䁬A͆͆˴e䂗䂘䃇䂦ー䃄䂪㾼䂀䁕䁍
䁭¯=¯䁩䛃䝎䁓䂊䁤䁂䂉䞀䓏䕐䁬䂾䂴䂹䃠ー䂠䁼䁝䁭䂦ー䃁䁩䈂䂐䬨䁆䁝䂈㾼䉞䗵䁕䁝䂈㾼䁛䂊䂇䂐䟘䞹䁓䁙䁝䂈䁗
䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽 
  
1.3 䪒䍶䬁䁩䫒䔤䡏䁩䊲䠴䁓䂊䁤䁂䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼¯=¯䁬䄰䧶䁦䁕䁤A͆͆˴e䁊䠼䌁䁗䂉䔏䮈䁼
䁝䁭䨘䗇䂐䞀䓏䕐䁦䌆䬗䁕䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䪒䍶䬁䁥䫒䔤䡏䁩䋸䆻䁓䂊䁤䁂䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼¯=¯䁬
䛳䧶䁼䁝䁭䄰䧶䂐䞀䓏䕐䁩䥼䤹㾼䒌䥼㾼䃛ー䂪㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䩖䩘䁥䠼䌁䁕䁝䂈㾼䏮䉤䚔䁬䁀䂉A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎
䄎䈀䁬䚤䧎䁥¯=¯䂐䓦䬺㾼䁼䁝䁭䓦䬺䁕䁤䝽䝱䁼䁝䁭䮧䔕䁬䂦ー䃄䂪䂐䒳䚕䁕䁝䂈㾼¯=¯䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䔌䁽䁝䂈
䁕䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
  
2. 社内導⼊の付加条件 
  
2.1 ¯=¯䂐䕎䣞䢱䣷䁩䓦䬺䁕䁤䁂䂉䘜䑒䁭㾼䐨䚕䃈䃞䃆䂒䂕䃜䂐䂕䃤䂪䂹ー䃜䁗䂉䛯䁩㾼䖕䌦䄸䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭
䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂䁩㾼䃈䃞䃆䂒䂕䃜䁬䎲䒀㾼䂕䃤䂪䂹ー䃜䁼䁝䁭䒴䗐㾼䂕䃤䂪䂹ー䃜䁓䂊䁤䁂䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䧃䔤㾼䂬
䂞䃖䃛䂷䂔䁥䨷䏽䁓䂊䁝䗴䋰䊨䤓䁬䓦䬺㾼䂸䃁䂕䂪䃂䂪䂤ー䂺䁬䡑䬺䁨䁧䂐䊈䁿䁤㾼䁛䁬䂸䃁䂕䂪䁦䃛䃓ー䂹䁥䠗䘺䁥䁋
䂉䁑䁦䂐䠗䟀䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁑䁬䩖䩘䁥¯=¯䃈䃞䂹䂤䃜䂐䓦䬺䁕䁤䕢䢾䁕䁝䁀䂇䂄䂉䘠䩍䂐䕷
䖏㾼䓦䬺㾼䁈䂆䁱䉴䭦䁗䂉䁝䁿䁩䦴䭀䁨䁗䁷䁤䁬䎳䭡䂐䬗䁕㾼䢯䄙䁗䂉䁑䁦䂐A͆͆˴e䁩䧃䫒䁕㾼䨷䘋䁕䁼䁗㾽 
  
2.2 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼¯=¯䂐㾼䖕䌦䄸㾼䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂㾼䁼䁝䁭䣻䄙䁬䂸䃁䂕䂪䂐䦟䐇䇻䁬䩖䩘䁥䉱䔉䁗䂉䫭䡏䁥㾼
䁼䁝䁭䃆䂔䂴䂨䃤䂡㾼䕷䖏㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䧗䚜䁨䘠䩍䂐䕷䖏䁗䂉䫭䡏䁥䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽䁑䂊䁩䁭㾼䃗ー䂧
ー䁬䃈䃚䂕䃁䂨ー䂐䘻䈂䁗䂉䈸䢮䁩䖕䔔䁗䂉䁑䁦㾼䁼䁝䁭䧗䡑䛁㾼䧗䚜㾼䁼䁝䁭䄧䩘䁥䁀䂉䁑䁦䁊䊈䁼䂊䁼䁗䁊㾼䁑䂊䂇
䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㾽 
  



 
Program Agreement  ページ 99 

 

2.3 䕎䣞䢱䣷䁬䁝䁿䁬¯=¯䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁤䣷䕤䁕䁝䁗䁷䁤䁬䘠䩍䁭㾼䡑䬺䁓䂊䂉䩘䭮䁩䖕䁡䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬
䣞䧶䘠䩍䋁䖨䁈䂆䁱䂸䃁䂕䂪䉴䭦䁬䫭䡏䁥䁬䁽䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽 
  
3. MDM互換製品の付加条件 
  
3.1 第2条䁩䠴䁿䂇䂊䁤䁂䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䁩䂆䁡䁤¯=¯䏮䉤䚤䧎䁬䞀䓏䕐䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁦
䁕䁤䛩䞊䁓䂊䁤䁂䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䏮䉤䚤䧎䂐䇻䥞䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬¯=¯䏫䋗䁩䤰䧞䁗䂉䫭䡏䁥䁬䁽¯=¯䂐
䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽A͆͆˴e䁊䗇䫞䁥䫒䔤䡏䁩䋸䆻䁕䁝䘜䑒䂐䗐䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼¯=¯䏮䉤䚤䧎䁬䛳䧶䁼䁝䁭
䄰䧶䂐㾼䦟䗗䌦䡏䁨䏓䙙䡏䓦䬺䁬䁝䁿䁩䠼䌁䁗䂉䫭䡏䁥¯=¯䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼 
䏮䉤䚤䧎䣞䁥䁬¯=¯䁬䓦䬺䁦䁭䨫䁩㾼¯=¯䁬䛳䝧䁼䁝䁭䄰䧶䂐䃚䂕䂬䃤䂪䌁䬨㾼䥼䤹㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䩖䩘䁥䠼䌁
䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽  
 
3.2 ¯=¯䏮䉤䚤䧎䁭㾼䃆䂔䂴䂨䃤䂡㾼䕷䖏㾼䃗ー䂧ー䁬䃈䃚䂕䃁䂨ー䂐䘻䈂䁗䂉䐿䄝㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䧗䡑䛁䂀䁕
䁍䁭䄧䩘䁨䐿䄝䁨䁧㾼䧗䚜䁨䩖䩘䁥䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁼䁝䁭䏮䉤䚔䁬䁀䂉A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䂐䉱䔉䁗䂉䁑䁦䂐䫭䡏䁦䁕
䁤䛆䎍䁼䁝䁭䥼䤹䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽 
 
3.3 䪒䍶䬁䁩䠴䁿䂇䂊䁤䁂䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼¯=¯䁬䓦䬺䂐䠗䁖䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁊䣷䕤䁕䁝䁗䁷䁤䁬䘠䩍䁭㾼䡑䬺䁓
䂊䂉䩘䭮䁩䖕䁡䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬¯=¯䏫䋗䁬䁝䁿䁩¯=¯䏮䉤䚤䧎䂐䇻䥞䁼䁝䁭䢱䣷䁗䂉䁝䁿䁩䁬䁽䓦䬺䁗䂉䁑䁦
䁊䁥䁋䁼䁗㾽 
  
4. MDM互換製品向けの証明書の使⽤ 
  
4.1 䂸䃊䃞䂴䃂䁬¯=¯䏫䋗䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬¯=¯䏮䉤䚤䧎䁥¯=¯䂐䓦䬺䁗䂉䁩䁭㾼A͆͆˴e䁉䂇¯=¯䘋䫒
䗇䂐䕢䢾䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁘㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䘋䫒䗇䗆䫐䭀䋦㿙6òè㿚䁩䗆䫐䁕䁝䘜䑒䁩䢖䈊䘋䫒䗇䂐䙉䚨䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋
䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䊔䌦䫐䁦䏓䙙䁬䯄䭖䛏䘠䩍䂐䎲䘋䒗䁽䁬㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬¯=¯䏫䋗䁩䝩䁕䁤䁬䁽㾼
6òè䁩䗆䫐䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽䃛䂠䂙䂪䂹䁩䆘䁖䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䢖䈊䘠䩍䂐A͆͆˴e䁩䠼䌁䁕㾼¯=¯䁬䓦䬺䁩䊂䁕
䁤A͆͆˴e䁦䌈䮖䁗䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㿙䮪䁆䁮㾼¯=¯䁼䁝䁭䘋䫒䗇䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䓦䬺䁩䫳䞂䁊䁀䂉䘜
䑒䁭㾼䢖䈊䞶䝧䁩䯄䭖䁗䂉䁑䁦䁨䁧㿚㾽  
  
4.2 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼¯=¯䏫䋗䂐䣾䘋䁗䂉䁝䁿䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䘋䫒䗇䂐¯=¯䏫䋗䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬䒌䥼䌦
䕐䂐䊈䁾䁛䁬䝗䁬䁂䁉䁨䂉䞶䝧䁩䂀䠼䌁㾼䌆䬗㾼䁼䁝䁭䘨䡰䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䢖䈊䘋䫒䗇䁬䂬䂞
䃖䃛䂷䂔䁦䃈䃚䂕䃁䂨ー䂐䨷䏽䁗䂉䁝䁿䁩䡑䛁䁨䛺䟈䂐䑁䁖䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁼䁝䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䢖䈊
䘋䫒䗇䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁬䏮䉤䚤䧎䁩䊈䁿䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽䋅䋆䂐䦞䁏䂉䁝䁿䁩䫒䊳䁗䂉䁦㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼¯=¯䏫
䋗䁊䂞ー䂐䚟䚕䁕䁤6òè䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁩䜴䘺䁥䁋䂉䂆䁄䂦䃎ー䂹䁗䂉䁝䁿䁩㾼¯=¯䃈䃞䂹䂤䃜䂐䓦䬺䁕䁤䂸䃊䃞䂴䃂
䁬䏮䉤䚤䧎䂐䇻䥞䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬¯=¯䏫䋗䁬䃈䃚䂕䃊ー䂹䂞ー䂐䚟䚕䁕䁝䂈㾼䁛䁬
䝗䁬䩖䩘䁥䂓䂠䂬䂪䁕䁝䂈䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁘㾼䁼䁝㾼䘋䫒䗇䂐䠼䌁䁗䂉A͆͆˴e䁬䃈䃞䂬䂪䁩䉞䗵䁗䂉䁑䁦䂀䁥䁋䁼䁙䂑㾽
䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁦䁬¯=¯䘋䫒䗇䂦ー䃄䂪䍶䬁䁬䘢䑋㾼䁼䁝䁭¯=¯㾼䐨䚕䃈䃞䃆䂒䂕䃜㾼䂀䁕䁍䁭䘋䫒䗇
䁬䓦䬺䁩䊂䁗䂉A͆͆˴e䁬䃎䃛䂨ー䁩䄧䥮䁗䂉䂆䁄䝗䕐䂐䬟䢱䁗䂉䁑䁦䁭䁕䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
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4.3 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬¯=¯䏫䋗䁩䂦䃎ー䂹䁈䂆䁱䆁䗉䂐䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䞤䣆䁥䚼䣻䂐䧫䁂䁼
䁗㾽䁑䂊䁩䁭㾼䨘䗇䁈䂆䁱䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䂦䃎ー䂹䁦䨷䘋䁊䊈䁼䂊䁼䁗䁊㾼䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㾽  
 
5. デベロッパの承諾：䂸䃊䃞䂴䃂䁭䄎䆳䁬䔔䑋䂐䣾䁿㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
5.1 ¯=¯䁼䁝䁭䗦䣾䁓䂊䁝䃒䂜䂼䂫䃑䂐䇥䁕䁤䜴䘺䁓䂊䂉䐨䚕䃈䃞䃆䂒䂕䃜䁭㾼A͆͆˴e䁥䁭䁨䁍䂸䃊䃞䂴䃂䁩
䂆䁡䁤䜴䘺䁓䂊䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䖕䌦䄸㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䣾䠴䂸䃊䃞䂴䃂㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂
䁬¯=¯䏫䋗䁩䂆䂉¯=¯䁈䂆䁱䐨䚕䃈䃞䃆䂒䂕䃜䁬䓦䬺䁩䁢䁂䁤㾼䞤䣆䁥䚼䣻䂐䧫䁂䁼䁗㾽 
  
5.2 A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁶䁬䔔䛯䁬䠗䟀䁬䬗䫇䁩䊂䂍䂇䁘㾼䁂䁢䁥䂀㿙a㿚䣁䚔䂂䊨䤓䚔䁬䨮䐥䁼䁝䁭䒴䗐䂐䊈
䁿䁤㾼¯=¯䁬䛳䧶䁼䁝䁭䄰䧶䂐䨮䐥㾼䄰䔜䠮䓽㾼䁼䁝䁭䟘䓽䁗䂉䁑䁦㾼䂀䁕䁍䁭㿙ɿ㿚¯=¯䃈䃞䂹䂤䃜䂐䨮䐥㾼䒌䥞䐿㾼
䁼䁝䁭䒌䐇䇻䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼¯=¯䁬䆻䬺䚔㾼䘺䭓䚔㾼䃂䃆䂚ー䃏䃤䂪䁩䁢䁂䁤䄰䛁䨷䘋䁕䁼䁙䂑㾽
A͆͆˴e䁭㾼¯=¯䁩䁢䁂䁤㾼䃒䃤䂷䂻䃤䂪䂦䃎ー䂹㾼䂷䂠䂼䂜䃜䂦䃎ー䂹㾼䁛䁬䝗䁬䂦䃎ー䂹䂐䠼䌁䁗䂉䋆䫅䂐䧫䁂䁼䁙䂑㾽 
  
5.3 A͆͆˴e䁭㾼䔧䬜䒡䮓䁩䂆䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉¯=¯䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䁂䁢䁥䂀䒴䗐䁗䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁕䁼䁗㾽䁼䁝㾼
A͆͆˴e䁭㾼䁛䁬䔧䬜䒡䮓䁩䂆䂈㾼¯=¯䁬䁝䁿䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬䘋䫒䗇䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬¯=¯䏫䋗䁬䘋䫒䗇䂐䫇䐉
䁩䁗䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁕䁼䁗㾽  
 
6. 追加免責。A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉¯=¯䁼䁝䁭䛆䠴䃈䃞䃆䂒䂕䃜䁬䓦䬺䁩䊵䄹䁼䁝䁭䊂䯄䁗䂉䦝䬺㾼䎆
䦝㾼䝕䈂㾼䁼䁝䁭䝕䔶䁩䝩䁕䁤䚼䣻䂐䧫䂍䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁑䂊䁩䁭㾼䬦䠴䁓䂊䁝䃒䃤䂷䂻䃤䂪䁼䁝䁭䬦䠴䈀䁬䃒䃤䂷
䂻䃤䂪㾼䂦ー䃄䂪䁬䟘䞹㾼䂸ー䂰䁬䨖䔶䁼䁝䁭䢐䣪㾼¯=¯䁼䁝䁭䐨䚕䃈䃞䃆䂒䂕䃜䁬䓦䬺䁩䂆䂉䂸䃁䂕䂪䁶䁬䂓䂠䂬䂪
䁩䂆䂉䚼䣻㿙䁀䂇䂄䂉䃈䃚䂕䃁䂨ー䄧䥮䂐䊈䁾㿚㾼䁼䁝䁭䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁍A͆͆˴e䁬䃂䃆䂚ー䃏䃤䂪䁼䁝䁭䧗䭣䐿䁊䊈䁼䂊
䁼䁗䁊㾼䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㾽  
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別紙1 
 
1. 代理⼈の指名 
 
1.1 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䍶䬁䁩䂆䂈㾼A͆͆˴e䁈䂆䁱A͆͆˴e䓰䇦䕎㿙䄎䆳㿥A͆͆˴e㿦䁦䜪䗿䁕䁼䁗㿚䂐㾼㿙˔㿚䪒䨫䔄1䁩䝩
䁗䂉䡞䧘䗇䮧A䞀1䑋䁩䮺䋵䁗䂉䟁䄬㿙䨮䐥䁓䂊䂉䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㿚䁩䗀䒥䁗䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚
䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䁈䂆䁱䤰䧞䁬䁝䁿䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬䝽䭦䙙䁦䁕䁤㾼䁉䁢㾼㿙˔˔㿚䪒䨫䔄1䁩䝩䁗䂉
䡞䧘䗇䮧A䞀2䑋䁩䮺䋵䁗䂉䟁䄬㿙䨮䐥䁓䂊䂉䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㿚䁩䗀䒥䁗䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬
䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䁈䂆䁱䤰䧞䁬䁝䁿䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂤䃐䂴䂨䃘䂻ー䁦䁕䁤㾼䤰䧞䊥䊀䟘㾼䓶䫐䁕䁼
䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊䛩䞊䁥䁋䂉A͆͆ òtore䁬䟁䄬䁬䒍䙃䁬䃛䂪䂹䁭㾼A͆͆ òtore 6onneʄt䂵ー䃜䁈䂆䁱䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛
䁬䤰䘺䂦䂕䂹䁩䁈䁂䁤䠴䁿䂇䂊㾼䁉䁢㾼A͆͆˴e䁩䂆䁡䁤䙹䔜䂓䂴䃈䂸ー䂹䁓䂊䂉䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e
䁊㾼1䁢䁼䁝䁭䨃䙾䁬A͆͆ òtore䁼䁝䁭䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺䂦䂕䂹䂐䇥䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䁝䁿䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝽䂍䁡
䁤㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䂐䁕㾼䁉䁢㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䂱䂗䃤䃞ー
䂺䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉䁑䁦䂐䣾䁿䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䪒䨫䔄1䁩䁈䁂䁤㾼䄎䆳䁬䘢䎤䁊䡑䬺䁓䂊䁼䁗㾽 
 
㿥䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛㿦䁼䁝䁭㿥䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㿦䁦䁭㾼䣁䠴䁬䜆䘲䁼䁝䁭䞀䓏䕐䊔䌦䏫䋗䁩䂆䂉䓦䬺䁬䁝䁿䁩䂸䃊
䃞䂴䃂䁊䇻䥞䁕䁝䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂜䂪䂰䃑䁬䁑䁦䂐䁂䁂㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䜆䘲䁬䣞䧶䓦䬺䁬䁝䁿䁩䇻䥞䁓䂊
䁝䛓䬗䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䊈䁽䁼䁗㾽 
 
㿙a㿚㿥䂸䃊䃞䂴䃂㿦䁩䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂸䃊䃞䂴䃂䂐䝽䭦䁕䁤䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁈䂆䁱䊂䯄䁗䂉䃒䂰䂸ー䂰䂐䠼
䖧䁗䂉䎳䏑䂐䧘䬨䁕䁝A͆͆ òtore 6onneʄt䃗ー䂧ー䁊䊈䁼䂊䁼䁗㾽 
 
㿙ɿ㿚㿥䂙䃤䂺䃗ー䂧ー㿦䁩䁭㾼䏓䙙䁬䑃䣷䕐㾼䃆䂒䃐䃛ー䌆䬗㾼䁼䁝䁭䏝䙙䂓䂜䂗䃤䂹䉴䭦䯄䭖䛏䎆䬜䁥䑃䣷䕐䁬䂓䂜䂗䃤
䂹䁦䊂䯄䧘䁏䂇䂊䁝䡑䈚䁬䃗ー䂧ー䁊䊈䁼䂊䁼䁗㾽䜆䘲䁬䏫䋗䁩䁢䁂䁤䁭㾼㿥䂙䃤䂺䃗ー䂧ー㿦䁦䁭㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢
ー䂨䃘䃤䁬䓦䬺䂐䋸䁓䂊䁝䏓䙙㾼䌆䬗䂸䃁䂕䂪䘕䁶䁬䂕䃤䂪䂹ー䃜䁬䉴䭦䁩䁢䁂䁤䚼䣻䂐䧫䁄䢖䈊䜆䘲䁬䉴䭦䕐㾼䁨䂇
䁱䁩䁛䁬䖕䌦䄸㾼䝽䭦䙙㾼䁈䂆䁱䊂䯄䇦䕎䁊䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁩䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䣷䕤䁕䁝A͆͆˴e䁊䗦䣾䁕䁝
䌔䄭䊨䊂䂐䊈䁾㾼䣾䠴䁓䂊䁝䜆䘲䁬䑃䣷䕐䔧䙔䂐䁂䁂䁼䁗㾽  
 
㿙ʄ㿚䪒䨫䔄1䁩䁈䁂䁤㾼㿥䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㿦䁦䁂䁄䬺䏻䁭㾼䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁥䠼䌁䁓䂊䂉䂤䃤䂷
䃤䂵㾼䊨䤓㾼䈘䟳㾼䂪䂰䃤䃈㾼䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䂐䊈䁾䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
  
㿥䃍䃛䃖ー䃑䂤䃤䂷䃤䂵䂦ー䃄䂪㿦䁦䁭㾼䃍䃛䃖ー䃑䂤䃤䂷䃤䂵䊲䬁㾼䘢䎤㾼䁼䁝䁭䭀䎤䁩䖕䁂㾼䝿䮓䁩䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䂢ー
䂨䃘䃤䂐䕢䢾䁗䂉䤓䮖䁈䂆䁱䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䑃䣷䁗䂉䊨䤓䂐䠼䌁䁗䂉A͆͆˴e䁬䂦ー䃄䂪䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽  
 
1.2 䪒䨫䔄1䁬1փ1䘢䁩䊙䁣䁍A͆͆˴e䁬䓶䫐䁩䊙䁣䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭A͆͆˴e䁩䝩䁕䁤䄎䆳䁬䈖䑑䁬䁗䁷䁤䂐䋸䆻
䁕㾼䓶䔤䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
㿙a㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁬䁝䁿䁩㾼A͆͆ òtore 6onneʄt䂵ー䃜䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂈䣁䠴䁓䂊䁝䟁䄬䁩䗀䒥䁗䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー
䁩䁢䁂䁤㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䥼䤹㾼䉖䬟㾼䁈䂆䁱䣷䕤䁗䂉䁑䁦㾽 
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㿙ɿ㿚䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂪䂹䃝ージ䁈䂆䁱䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂓䂠䂬䂪䁓䁙䂉䁝䁿㾼䁈䂆䁱㾼䁛䁬䝗A͆͆˴e䁩䂆䂈
䃚䂕䂬䃤䂪䁼䁝䁭䋸䞒䁓䂊䁝䏑䂈䁩䁈䁂䁤㾼䞀䓏䕐䁊䢖䈊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䃌䂪䂷䂔䃤䂡䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉
䁝䁿䁩㾼䪒䍶䬁䁬䘢䎤䁩䖕䁂㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䃌䂪䂷䂔䃤䂡䂦ー䃄䂪䂐䠼䌁䁗䂉䁑䁦㾽 
 
㿙ʄ㿚䂬䂞䃖䃛䂷䂔䂮䃛䃖ー䂨䃘䃤䁈䂆䁱䁛䁬䝗䪒䍶䬁䁥䣁䠴䁓䂊䁝䒍䡑䆴䁬䠕䆺䂐䊈䁿㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䕢䢾䁈䂆䁱䂱
䂗䃤䃞ー䂺䁗䂉䁝䁿䁩㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂤䃅ー䁬䒳䚕㾼䃆䂚ー䃏䂴䂹㾼䁈䂆䁱䁛䁬䝗䁬䖶䦢䂐䐿䁄䁑䁦㾽 
 
㿙ʍ㿚1䁢䁼䁝䁭䨃䙾䁬A͆͆ òtore㾼䁼䁝䁭䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺䂦䂕䂹䂐䇥䁕䁤㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䇻䥞䁕
䁝䢖䈊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䘠䩍㾼䁈䂆䁱䊂䯄䁗䂉䃒䂰䂸ー䂰䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁉䂇䕢䢾
䁕㾼䡩䓰䡏䁩䂱䂗䃤䃞ー䂺䁥䁋䂉䂆䁄䁩㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂤䃅ー䁩䂓䂠䂬䂪䁈䂆䁱䒌䂓䂠
䂬䂪䁗䂉䁑䁦䂐䋸䆻䁗䂉䁑䁦㾼䁼䁝䁭㾼䣁䠴䁬䑃䣷䂐䑜䈀䁩䄠䡢䁗䂉䘜䑒䁭䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䁛䁄䁥䁋䂉䂆䁄䁩䠂䚗䁗䂉
䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䨫䔄1䁩䊙䁣䁋㾼䄎䆳䁬䘜䑒䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䤰䧞䂐䋸䞒䁗䂉䂀䁬
䁦䁕䁼䁗㾽㿙˔㿚䃆䂒䃐䃛ー䌆䬗䂐䇥䁕䁤䨫䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䂓䂜䂗䃤䂹䁩䊂䯄䧘䁏䂇䂊䁝䂓䂜䂗䃤䂹䂐䨃䙾䁬䂙䃤䂺䃗ー
䂧ー䁊䓦䬺䁗䂉䘜䑒㾼㿙˔˔㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䁝䁿䁩㾼䁈䂆䁱
˄tt͆͝օՍՍ͝ͺ͆͆ortփa͆͆˴eփʄomՍlþ212360䁩䊳䒢䁬䠗䂈㾼˔6˴oͺʍ䁩䨷䝒䁓䂊䁝䊂䯄䁗䂉䘠䩍䁦䃒䂰䂸ー䂰䁩䂓䂠䂬
䂪䁗䂉䁝䁿䁩㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䡑䈚䁬䏝䙙䂓䂜䂗䃤䂹䉴䭦䯄䭖䛏䁊䓦䬺䁗䂉䘜䑒㾼㿙˔˔˔㿚䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊
A͆͆˴e 6onʷ˔gͺrator䂐䠗䁖䁤㾼A͆͆˴e 6onʷ˔gͺrator䂮䃆䂹䂗䂘䂓䃚䂕䂬䃤䂪䍶䬁䁩䖶䋴䁕䁤䠼䌁䁓䂊䁤䁂䂉䘜䑒㾼
䞤䄰䁬A͆͆˴e Aʄʄoͺnt䁬䆳䁥䨃䙾䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䓦䬺䁗䂉䘜䑒㾼䁈䂆䁱㿙˔Κ㿚䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺䂐䇥䁕䁤㾼䗀
䝋䁗䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䭡䬺䁥䁋䂉䂆䁄䁩䓦䬺䁗䂉䘜䑒㾼䁼䁝䁭䃍䃛䃖ー䃑䂤䃤䂷䃤䂵䊲䬁㾼䘢䑋㾼䁈䂆䁱䃈䃞䂡䃚䃑䭀
䎤䁩䖕䁂㾼䁛䁬䜆䘲䁬䏫䋗䁊䗀䬗䁼䁝䁭䓷䤰䁗䂉㾼A͆͆˴e Aʄʄoͺnt䁦䊂䯄䧘䁏䂇䂊䁤䁂䁨䁂䂸䃁䂕䂪䁩䂕䃤䂪䂹ー䃜
䁗䂉䁝䁿䁩䞤䄰䁬䜆䘲䁬䏫䋗䁊䓦䬺䁗䂉䘜䑒㾽 
 
㿙e㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁊䛒䡥䫭䡏䁥䓦䬺䁗䂉䎳䭡䂐䬗䁓䁘㾼䁉䁢㾼䪒䨫䔄1䁬䞀2փ1䘢䁩䊙䁣䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䁩䢖䈊䃚
䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䤰䧞䁕䁝䔜䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䗇䫞䁥䣁䠴䁕䁝䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䗗䦾㾼䂀䁕䁍䁭䃞
䂥㾼䁼䁝䁭䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䘠䩍䁬䈊䢖䧶䨌䂐䗐䁋㾼䛒䡥䫭䡏䁥㾼䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䃏䂷䃛䂓䃜䁈䂆䁱䂟䃆䂹䂜ー
䂺䁩䁈䁂䁤㾼䁈䂆䁱䕒䮅䂸䂔䂪䃈䃝䂕䁩䊂䁕䁤㾼㿙˔㿚䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂪䂠䃛ー䃤䂨䃘䂴䂹㾼䃈䃝䃄䃖ー䁼䁝䁭 
30䧇䁼䁥䁬䥣䙲㾼㿙˔˔㿚䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䯄䁗䂉䗗䦾䁈䂆䁱䃞䂥㾼䁨䂇䁱䁩㾼㿙˔˔˔㿚䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘
䃤䘠䩍䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦㾽䁓䂇䁩㾼䛒䡥䫭䡏䁥㾼䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䃏䂷䃛䂓䃜䁈䂆䁱䂟䃆䂹䂜ー䂺䁩䁈䁂䁤㾼䁨䂇䁱䁩䕒䮅䂸䂔
䂪䃈䃝䂕䁩䊂䁕䁤㾼A͆͆˴e䁬䑒䭦䡏䁨䭀䚨䔜䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼A͆͆˴e䁩䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁊䁀䂉䇝䜹䁈䂆䁱䁛䁬䝗䁬䃏䂷
䃛䂓䃜䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦㾽䆺䁆䁤㾼䘕䖩䁬䚐䏑䁩䖕䁂㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬
䂪䂠䃛ー䃤䂨䃘䂴䂹㾼䂓䂕䂤䃤㾼䁈䂆䁱30䧇䁼䁥䁬䥣䙲䂐㾼A͆͆˴e =eΚe˴o͆er䁬䂕䃊䃤䂹㿙ĩĩ=6㾼þeʄ˄ þa˴ˬ͝䁨䁧㿚
䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䐍䁏䨘䗇䁥䓦䬺䁗䂉䘜䑒䁊䁀䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽 
 
㿙ʷ㿚䁛䁬䝗㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䘠䩍㾼䁈䂆䁱䪒䨫䔄1䁩䊙䁣䁋㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢
ー䂨䃘䃤䁬䥼䤹䁈䂆䁱䤰䧞䔜䁩㾼䑒䭦䡏䁩䦴䭀䁦䁨䂉䊂䯄䔏䮈䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䨫䔄1䁬䞀1փ2䘢䁥䠴
䁿䂉䎳䭡䁩䊂䁕㾼䓦䬺䮈䁛䁬䝗䄰䛁䁬䓷䨇䁂䁊䁨䁓䂊䁨䁂䁑䁦䁩䁢䁂䁤䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
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㿙g㿚䪒䍶䬁㾼䆻䬺䚔㾼䁈䂆䁱䙹䔜A͆͆ òtore 6onneʄt䂵ー䃜䁩䁈䁂䁤䂓䂴䃈䂸ー䂹䁓䂊䂉䁛䁬䝗䁬䃈䃞䂡䃚䃑䭀䎤
䁩䊙䁣䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䓶䠴䁕䁝䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁶䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵㿙䃊ー
䂰䥵䂷䂪䂹㿚䁬䤰䧞䂐䝀䙖䁗䂉䁑䁦㾽䁉䁉䂉䃊ー䂰䥵䂷䂪䂹䁬䫭䡏䁥㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓
䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵䁬䤰䧞䁈䂆䁱䂱䂗䃤䃞ー䂺䁩䊂䁗䂉䥼䤹䌿䈫㾼䕷䅱㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䩍䖎䂐䟵䕷䁗䂉
䁀䂇䂄䂉䎳䭡䂐䩕䊧䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃈䃝䃛䃛ー䂪䥵䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘
䃤䁬䤰䧞䁈䂆䁱䃗ー䂧ー䁩䊂䁗䂉䁀䂇䂄䂉䓦䬺䮈䁬䓷䨇䁂䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䞀䓏䕐䁩䝩䁗䂉䓷䨇䁂㾼䁨䂇䁱䁩䁉䁉䂉
䃊ー䂰䥵䂷䂪䂹䁊䐿䂍䂊䂉䟁䄬䁬䁀䂇䂄䂉䩘䮨䁬䖻䕣䁩䁢䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䎇䝎䡏䁩䚼䣻䂐䧫䁄䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䢯
䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䋅䋆䂐䦞䁏䂉䁝䁿㾼䁉䁉䂉䤰䧞䁩䊂䁕㾼A͆͆˴e䁩䝩䁕䁤䁂䁉䁨䂉䕤䙾䮈䂀䓷䨇䁄䋆䫅䂐䧫䁂䁼
䁙䂑㾽 
 
1.3 䮅䢖䔔䕐䁭㾼䪒䨫䔄1䁩䊙䁣䁍䁛䁬䊂䍮䁊㾼䡞䧘䗇䮧A䞀1䑋䁈䂆䁱䡞䧘䗇䮧A䞀2䑋䁥䁛䂊䁜䂊䠴䁿䂉䠗
䂈㾼䘜䑒䁩䂆䂈㾼䪒䙙䁈䂆䁱䝽䭦䙙㾼䁼䁝䁭䪒䙙䁈䂆䁱䂤䃐䂴䂨䃘䂻ー䁥䁀䂉䁑䁦㾼䁨䂇䁱䁩㾼䪒䨫䔄1䁥䠴䁿䂉䠗䂈㾼䂸䃊
䃞䂴䃂䁊㾼䪒䙙䁦䁕䁤㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䬨䁼䁝䁭䊂䯄䁗䂉䁀䂇䂄䂉䒊䎳䒊䫅䁩䁢䁋㾼䞤䣆䁥䚼䣻䂐䧫䁄
䁑䁦䂐䣾䁿㾼䁑䂊䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䮅䢖䔔䕐䁭㾼䪒䨫䔄1䁩䊙䁣䁍㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉㾼䘜䑒䁩䂆䂈䂸䃊䃞䂴䃂䁬
䝽䭦䙙䁼䁝䁭䂤䃐䂴䂨䃘䂻ー䁦䁕䁤䁬㾼A͆͆˴e䁬䓶䫐䁭㾼䦟䣆䛑䡏䁨䂀䁬䁥䁀䂉䁑䁦䂐䣾䁿㾼䁑䂊䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼
䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭䪒䨫䔄䁩䂆䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䤰䧞䁗䂉䁝䁿䁩㾼A͆͆˴e䁈䂆䁱A͆͆˴e䓰䇦
䕎䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁬䛳䚋䇶䁩䁈䁏䂉䝽䭦䙙䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭䂤䃐䂴䂨䃘䂻ー䁦䁕䁤䓶䫐䁗䂉䁝䁿䁩䦴䭀䁨䎳䭡䂐䂸䃊䃞䂴
䃂䁊䗀䬗䁼䁝䁭䉴䭦䁕䁤䁂䂉䁑䁦㾼䁨䂇䁱䁩㾼A͆͆˴e䁈䂆䁱A͆͆˴e䓰䇦䕎䁩䂆䂉䢖䈊䓶䫐䁬䭣䐿䁊䁂䁉䁨䂉䞀䓏䕐䁬
䎳䭡䁩䂀䄧䥮䁼䁝䁭䘻䈂䁕䁨䁂䁑䁦䂐㾼䧃䫒䁈䂆䁱䨷䘋䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
1.4 䪒䨫䔄1䁩䊂䁕䁤㾼㿥䤰䧞䊥䊀㿦䁦䁭㾼䪒䍶䬁䁬䥞䐉⽇䁉䂇䇻䓭䁗䂉䊥䊀䂐䁂䁄䂀䁬䁦䁕㾼䪒䍶䬁䁼䁝䁭䁛䁬䐥
䙃䥵䁬䒍䖂⽇䂐䂀䁡䁤䔶䐉䁗䂉䊥䊀䂐䁂䁂䁼䁗㾽䁝䁞䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䝽䭦䙙䁦䁕䁤䁬A͆͆˴e䁬䓶䫐䁭㾼䪒䍶䬁䁬䖂䎠
䏴䂀30⽇䂐䠄䁆䁨䁂䑒䭦䡏䁨䃆䂘ー䂫䂓䂗䂹䊥䊀䟘㾼䬗䐉䁩䝒䝎䁕㾼䁓䂇䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䪒䨫䔄1䁬4փ1䘢䁈䂆䁱6փ2䘢
䁩䊙䁣䁋䨫䞼䁬䄙䓵䧃䔤䂐䁕䁨䁂䏑䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䊂䁕䁤䁬䁽㾼䪒䨫䔄1䁬1փ2㿙ɿ㿚䑋㾼䢯㿙ʄ㿚䑋䁈䂆
䁱䢯㿙ʍ㿚䑋䁭㾼䪒䍶䬁䁬䇧䗐䁼䁝䁭䊥䊀䪲䮂䏴䂀䬗䐉䁩䝒䝎䁕䁼䁗㾽 
 
1.5 䪒䨫䔄1䁬2փ1䘢䁩䊙䁣䁋䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䁩䤰䧞䁗䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䁗䁷䁤䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー
䂧ー䁊䫇䮈䁥䂱䂗䃤䃞ー䂺䁥䁋䂉䂆䁄A͆͆˴e䁬䓦䬺䁩䌁䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂
䁕䁤䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁉䂇䁂䁉䁨䂉䮈䌿䂐䟵䕷䁗䂉䋆䫅䂀䁨䁂䂀䁬䁦䁕㾼䪒䨫䔄1䁩䊙䁣䁍䁂䁉䁨䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー
䂨䃘䃤䁩䊂䁕䁤䂀㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤䁂䁉䁨䂉䓷䨇䁂䁬䋆䫅䂀䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー
䂨䃘䃤䁼䁝䁭䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁥䁬䑃䣷䁩䊂䁕䁤䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤䇔䌿䂐䁗䂉䄙䙩䁊䁀䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼
䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䁗䂉A͆͆˴e䁦䁬䪒䍶䬁㿙䨫䔄2㿚䁬䈘䟳䍶䬁䂐䨫䡳䡂䎠䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼
䁗㿙䁼䁝䁭䄎䛯䁩䡂䎠䒗䁽䁥䁀䂉䁑䁦㿚㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁩䊂䁕䁤䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤䇔䌿䂐䁗䂉䄙䙩
䁊䁀䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁩䊂䁗䂉A͆͆˴e䁦䁬䪒䍶䬁㿙䨫䔄3㿚䁬䈘䟳䍶䬁䂐䨫䡳䡂䎠䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇
䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㿙䁼䁝䁭䄎䛯䁩䡂䎠䒗䁽䁥䁀䂉䁑䁦㿚㾽  
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2. Appleへのライセンスアプリケーションの配布 
 
2.1 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆ òtore 6onneʄt䂦䂕䂹䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬A͆͆˴e䁊䠼䌁䁗䂉䃒䂜䂼䂫䃑䂐䓦䬺䁕䁤㾼
A͆͆˴e䁩䝩䁕䁤㾼䔧䏙䁬䧫䞧䂐䂀䁡䁤䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䘠䩍㾼䁈䂆䁱䊂䯄䃒䂰䂸
ー䂰䂐㾼䪒䨫䔄1䁩䊙䁣䁍䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁶䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䤰䘺䁩䁢䁋䭀䋦䁓䂊䁤䁂䂉䠗䂈㾼A͆͆˴e䁊
䓶䠴䁗䂉䃆䂚ー䃏䂴䂹䁥㾼䤰䘺䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䪒䨫䔄1䁩䊙䁣䁋䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䁩䠼䌁䁗䂉䃒䂰䂸ー䂰䁭㾼䄎䆳䁬
䈖䑑䁗䁷䁤䂐䊈䁾䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽㿙˔㿚䈖䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂰䂕䂹䃜䁈䂆䁱䃁ージ䃘䃤䦃䑑㾼㿙˔˔㿚䂙䃤䂺䃗ー䂧ー
䁬䢖䈊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂱䂗䃤䃞ー䂺䂐A͆͆˴e䁊䆻䤓䁩䁗䂉䂆䁄䂸䃊䃞䂴䃂䁊䊞䩴䁕㾼䓶䠴䁗䂉䟁䄬㾼 
㿙˔˔˔㿚䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䗦䣾䒗䁽䂱䂗䃤䃞ー䂱ー䁦䁕䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁊䓶䠴䁗䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー㾼㿙˔Κ㿚䁀䂇䂄䂉䟨䒳䎳䁛䁬䝗
䟀䡏䒨䓙䎳䁬䑛䟀㾼㿙Κ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃈䃚䂕䃁䂨ー䃎䃛䂨ー㾼㿙Κ˔㿚䈊䢖䁗䂉䘜䑒㾼䪒䨫䔄1䞀3փ2䘢䁩䊙䁣䁍䂸䃊䃞䂴䃂
䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䓦䬺䋸䞒䍶䬁㿙FćLA㿚㾼䁨䂇䁱䁩㾼㿙Κ˔˔㿚A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䃀ー䂺䂗䂘䂓䘕䁬䂤䃤䂷䃤䂵䁬䎲䒼䁈䂆䁱䇻
䔤䂐䈘䟳䁗䂉䁝䁿䁩䓶䠴䁓䂊䂉䃒䂰䂸ー䂰䂐䊈䁾㾼䙹䔜䂓䂴䃈䂸ー䂹䁓䂊䢾䂉䂺䂞䃖䃒䃤䂹㾼䁼䁝䁭A͆͆ òtore 
6onneʄt䂵ー䃜䁥䠴䁿䂉䠕䆺䃒䂰䂸ー䂰㾽 
 
2.2 䁗䁷䁤䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䂮䃆䂹䂗䂘䂓䂵ー䃜㾼òeʄͺre aþP䂦䂕䂹䂓䂺䃝䂪㾼䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭
A͆͆˴e䁊䓶䠴䁗䂉䁛䁬䝗䁬䤰䘺䩖䩘䂐䓦䬺䁕䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁉䂇A͆͆˴e䁩䠼䌁䁓䂊䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
2.3 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䨫䔄1䁩䊙䁣䁋䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆˴e䁩䄻䁋䡰䁗䁗䁷䁤䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊㾼䨥
䑜䬌䖧䉴䭦䊲䝂15 6փaփèփ Part͝ 730՚774䂐䊈䁽䁼䁗䁊䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁨䁂㾼䁀䂇䂄䂉䡑䬺䩘䮨䁬䘢䎤䁩䖕䁂㾼
䞀2փ1䘢䁩䊙䁣䁋䨥䑜䁉䂇䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䁡䁤䓶䠴䁓䂊䁝䈖䟁䄬䁶䬌䖧䁗䂉䁑䁦䁊䋸䆻䁓䂊䁤䁂䂉䁑䁦䂐䨷䘋䁗䂉䂀
䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁓䂇䁩㾼A͆͆˴e䁩䠼䌁䁗䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䁗䁷䁤䁬䃁ージ䃘䃤䁊㾼䑜䒣䧲䊘䕢䄻䊲䝂 
22 6փaփèփ Part͝ 120՚130䁬䝩䘎䁥䁭䁨䁍㾼15 6փaփè ׁ 744䁥䠴䋆䁓䂊䘍䖩䁓䂊䁤䁂䂉䍪䔔䊂䍮䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧
ー䁼䁝䁭䍪䔔䊂䍮䁬䒍䖂䬺䡳䐍䁏䁩䛆䎍㾼䚤䜿㾼䨮䐥㾼䁼䁝䁭䐨䚕䁓䂊䁝䂀䁬䁥䁭䁨䁂䁑䁦䂐䧃䫒䁈䂆䁱䨷䘋䁗䂉䂀䁬
䁦䁕䁼䁗㾽䪒䞀2փ3䘢䁬䄰䥺䚔䂐䚐䏑䁗䂉䁑䁦䁨䁍㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼㿙˔㿚䁂䁉䁨䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂀㾼䁂䁉䁨䂉
䂸ー䂰䄉䑑䆴䂀䁕䁍䁭䄉䑑䊨䤓䂀䊈䁼䁘㾼䁛䂊䂇䂐䓦䬺䁙䁘㾼䁼䁝䁭䁛䂊䂇䂐䂦䃎ー䂹䁕䁤䁈䂇䁘㾼䁼䁝䁭㿙˔˔㿚䁂䁘䂊䁉
䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊㾼䁉䁉䂉䂸ー䂰䄉䑑䆴䂀䁕䁍䁭䄉䑑䊨䤓䂐䊈䁽㾼䁛䂊䂇䂐䓦䬺䁕㾼䁼䁝䁭䁛䂊䂇䂐䂦䃎
ー䂹䁕䁤䁂䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䨥䑜䬌䖧䉴䭦䮨䂐䖻䕣䁕䁤䁂䂉䁑䁦䂐䘋䫒䁗䂉䂀䁬䁦䁕㾼䁉䁢㾼䦴䭀䁩
䆘䁖䁤㾼䨥䑜䗗䫅䗻䓙䌦䄆䛳䨷䘔䌧㿙䄎䆳㿥1uò㿦䁦䁂䁂䁼䁗㿚䁊䥞䐿䁗䂉䬌䖧䊲䚐䨌䮧䦃䑑㿙66Aþò㿚㾼䁼䁝䁭1uò䁩
䠼䖧䁗䂉䔧䏙䨌䮧䩍䑛䗇㾼䁈䂆䁱䢖䈊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䁗䂉䬌䣷䋸䆻䂐䭀䋦䁗䂉䁛䁬䝗䁬䟁䄬䁉䂇䁬䡑
䛁䁨䋸䣾䆻䂐䨷䬗䁕㾼䁉䁢㾼䭀䚨䁩䆘䁖䁤㾼䁑䂊䂇䁬P=a䂤䃅ー䂐A͆͆˴e䁩䠼䌁䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼
A͆͆˴e䁊㾼䪒䨫䔄1䁩䊙䁣䁍䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䂓䂠䂬䂪䁕䁝䂈㾼䂱䂗䃤䃞ー䂺䁕䁝䂈䁗䂉䁑
䁦䁊䁥䁋䂉䂆䁄䋸䆻䁗䂉䒣䁩㾼䞀2փ3䘢䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬䘋䫒䂐䘺䭓䁕䁤䁂䂉䁑䁦䂐䣾䁿䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䞀2փ3䘢䁬䠴䁿
䂉䄎䈀䁬䔔䑋䁩䁢䁂䁤㾼A͆͆˴e䁭㾼䪒䨫䔄1䁩䊙䁣䁍䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁶䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䂓䂠䂬䂪䁨䂇䁱
䁩䂱䂗䃤䃞ー䂺䂐䆻䤓䁩䁗䂉䬌䖧䐿䚖䊲䝂䁬䘢䎤䁩䡑䑒䁗䂉䁑䁦䁩䚼䣻䂐䬗䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
2.4 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁛䁬䟁䄬䁬䈖䘜䗀䁩䁢䁂䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁥䠼䌁䁓䂊䁝䁀䂇䂄䂉
䃄䂸䂛㾼䂷䃝䃄㾼䂣ー䃑㾼䁼䁝䁭䁹䁉䁬䂤䃤䂷䃤䂵䁩䝩䁕䁤䡑䬺䁓䂊䂉䚖䧟䁬䊲䚐㾼䧄䆸䄕䄸䇦㾼䂦ー䃄䂪㾼䁼䁝䁭䁹䁉䁬
䜆䘲㿙䄎䆳㾼䁛䂊䁜䂊䂐㿥䧄䆸䄕䄸䇦㿦䁦䁂䁂䁼䁗㿚䁊䭀䋦䁗䂉䁀䂇䂄䂉年䮷䧄䆸䁼䁝䁭ペ䂓䃝䃤䂰䃜䂓䂺䃁䂕䂧䃛ー䂦
ー䃄䂪䂐䎝䠴䁕䔾䜲䁗䂉䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䈊䢖䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭䁼䁝㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚
䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䟘䁬㾼䚕䙙䐍䁏䁼䁝䁭䝗䁬䊲䚐䁓䂊䁝䂤䃤䂷䃤䂵䁩䂓䂠䂬䂪䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉䛯䁩㾼䂤䃤䂷䃤
䂵䚐䏑䂵ー䃜䁼䁝䁭年䮷䣾䘋䊨䤓䂐䠼䌁䁗䂉䚼䣻䂐䬗䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
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3. 所有権およびエンドユーザーのライセンスならびにエンドユーザーに対するライセンスアプリケーションの提供 
 
3.1 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䝽䭦䙙䁼䁝䁭䂤䃐䂴䂨䃘䂻ー䁦䁕䁤䐿䄝䁗䂉䇗䡁䁩䁈䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䂐
䝽䭦䁕䁤㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䃌䂪䂷䂔䃤䂡䂐䐿䁄䁑䁦㾼䁼䁝䁭䪒䨫䔄1䁬䞀1փ2㿙ɿ㿚䑋䁩䖕䁡䁤䞀䓏䕐䁩䃌䂪䂷䂔
䃤䂡䂐䋸䞒䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉䁑䁦㾼䁈䂆䁱䢖䈊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂉䂱䂗䃤䃞ー䂺䁬䋸䆻䂐䁗
䂉䁑䁦䂐䣾䁿㾼䁑䂊䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁝䁞䁕㾼un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䓦䬺䁕䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁊䥼䤹䁼䁝䁭䠼䌁䁕
䁝䂤䃤䂷䃤䂵䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䁬䃌䂪䂷䂔䃤䂡䁈䂆䁱䄻䁋䡰䁕䁩䁢䁂䁤䁭㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䔧䝧䁩䊈䁼䂊䂉䂤䃤
䂷䃤䂵㿙䁗䁨䂍䁟㾼䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁥䁬䑃䣷䁊䞤䁩䇧䩕䁓䂊䁤䁂䂉䂤䃤䂷䃤䂵㿚㾼䁼䁝䁭䪒䍶䬁䁬䧘䝋䗇2䁬䞀3փ3䑋䁩
䊙䁣䁋A͆͆˴e䁊䃌䂪䂷䂔䃤䂡䁗䂉䂤䃤䂷䃤䂵䂐䗐䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䪒䍶䬁䁬䢖䔔䕐䁭㾼A͆͆˴e䁊
䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䁛䁬䘠䩍䁩䝩䁗䂉䗀䬗䎳䁈䂆䁱䎳䏆䂐䕢䢾䁕䁨䁂䁑䁦䂐䣾䁿㾼䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕㾼䃚䂕䂬䃤䂪
䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䁗䂉䗀䬗䎳㾼䝕䔶䃛䂪䂠㾼䚼䣻㾼䁈䂆䁱䉴䭦䎳䁭䁗䁷䁤㾼䘟䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝒䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽
A͆͆˴e䁭㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁈䂆䁱䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䘠䩍䂐㾼䫭䡏䁼䁝䁭䩖䩘䁬䣸䆶䂐䫳䂍䁘㾼䄰䛁䓦
䬺䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁝䁞䁕㾼䪒䍶䬁䁼䁝䁭䪒䨫䔄1䁥䣁䁩䋸䆻䁕䁝䘜䑒䁭䁑䁬䏑䂈䁥䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
3.2 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䨫䔄1䁬2փ1䘢䁩䊙䁣䁋䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐A͆͆˴e䁩䤰䘺䁗䂉䒣䁩㾼䢖䈊䃚䂕䂬䃤䂪
䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䝩䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䓦䬺䋸䞒䍶䬁䂐A͆͆˴e䁩䝩䁕䁤䠼䖧䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁝䁞
䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䓦䬺䋸䞒䍶䬁䁩䁭㾼䪒䨫䔄1䁬䡞䧘䗇䮧1䁩䠴䁿䂉䒍䠭䘢䎤䂐䚠䂈䑧䁾䁑䁦䁦䁕㾼䁑䁬䒍
䠭䘢䎤䁦䁬夊夏䁊䁀䁡䁤䁭䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䓦䬺䋸䞒䍶䬁䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩
䂆䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂱䂗䃤䃞ー䂺䂐A͆͆˴e䁊䋸䆻䁗䂉䁑䁦䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁊䊞䩴䁗䂉䁀䂇䂄䂉䟁䄬䁬䡑䬺䩘
䮨䂐䁗䁷䁤䖻䕣䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼䈖䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕㾼A͆͆˴e䁊䢖䈊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢
ー䂨䃘䃤䂐䢖䈊䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䤰䘺䁗䂉䒣䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䓦䬺䋸䞒䍶䬁㿙䝒䒥䁗䂉䘜䑒㿚䂐䈞䣾䁗䂉䁑䁦
䁊䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁼䁝㾼A͆͆˴e䁭㾼䈖䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕㾼䢖䈊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䓦䬺䁭㾼䂸
䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䓦䬺䋸䞒䍶䬁㿙䝒䒥䁗䂉䘜䑒㿚䁥䠴䁿䂉䘢䎤䁬䡑䬺䂐䕯䁏䂉䓻䂐䑛䟀䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞
䂴䃂䁊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䓦䬺䋸䞒䍶䬁䂐A͆͆˴e䁩䠼䖧䁕䁨䁂䘜䑒㾼䂸
䃊䃞䂴䃂䁭㾼䈖䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂉䢖䈊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䭡䬺䁩䁢䁂䁤㾼A͆͆˴e䁬䦾䖶䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䓦䬺
䋸䞒䍶䬁㿙A͆͆ òtore䂦ー䃄䂪䊲䬁䁩䊈䁼䂊䁼䁗㿚䁊䡑䬺䁓䂊䂉䁑䁦䂐䣾䁿㾼䁑䂊䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
3.3 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䈖䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䝩䁗䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䓦䬺䋸䞒䍶䬁䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁦䂙䃤䂺䃗
ー䂧ー䁬䊀䁬䁽䁬䍶䬁䁥䁀䂈㾼䁉䁢㾼䡑䬺䁓䂊䂉䩘䮨䂐䖻䕣䁕䁝䂀䁬䁥䁀䂉䁑䁦䂐䣾䁿䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼䁂䁉
䁨䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䓦䬺䋸䞒䍶䬁䁩䝩䁕䁤䂀䄰䛁䁬䚼䣻䁊䁨䁍㾼䁼䁝䁛䂊䁩䊙䁣䁍䁂䁉䁨䂉䤺䗒䚼䣻䂀䧫䂍䁨䁂䂀䁬
䁦䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䂀䁕䁍䁭䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊㾼䁂䁉䁨䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䓦䬺䋸䞒䍶䬁䁬䘢䑋䁩䄧䥮䁕䁤䂀㾼A͆͆˴e䁩䄰䛁
䚼䣻䁭䚟䁖䁘㾼䁛䂊䁩䊙䁣䁍䁂䁉䁨䂉䤺䗒䚼䣻䂀䧫䂍䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
3.4 䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䈀䁥㿙䮪䁆䁮㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂗䂘䃇䂦䂕䂹䂐䠗䁖䁤㿚
䠼䌁䁓䂊䂉䂤䃤䂷䃤䂵㿙䓊䔍㾼䙃䨙㾼䗇䚹㾼䆲䚣㾼䆲䈪㾼䃄䂸䂛㿚䂐䣇䁽䑧䁽㾼䁼䁝䁭䔾䐿䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽䁝䁞䁕㾼䂸
䃊䃞䂴䃂䁭㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁥㾼䢖䈊䂤䃤䂷䃤䂵䁩䊂䁗䂉䈀䧶䁬䂛䃆䂒ー䁬䃛䃤䂠䂐䡡䁡䁝䂈㾼䃈䃞䃓ー䂨䃘
䃤䂐䁕䁝䂈䁕䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䈀䁥䕢䢾䁕䁝䂤䃤䂷䃤䂵䁶䁬䂓䂠䂬䂪䁬䣾
䘋䁩䁢䁂䁤䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
3.5 䂸䃊䃞䂴䃂䁊䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁥䁬䑃䣷䁬䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䁈䂆䁱䠼䌁䂐䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁀䂇䂄䂉
䩘䊲䚐䘕䁬䭀䚨䂐䖻䕣䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
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3.6 䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䠴䊥䡏䁩䥞䐿䁓䂊䂉䂤䃤䂷䃤䂵䃊ー䂪䁬䂀䁬㿙䮪䁆䁮㾼䓊䔍䂂䙃䨙䁨
䁧㿚䁥䁀䂉䘜䑒㾼A͆ ˴͆e䁭㾼䁛䂊䂇䁊un՚A͆͆ Pͺrʄ˄a͝e APu䂐䠗䁖䁤䂦䃇䂪䂠䃛䃈䂨䃘䃤䁬䔧䢮䐥䙃䂐䭀䋦䁗䂉䒣㾼䂸䃊䃞䂴
䃂䁩䝩䁕㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁬䂓䂜䂗䃤䂹䁩䊂䯄䧘䁏䂇䂊䁤䁂䂉䓿䫐㾼F䃒ー䃜䂓䂺䃝䂪㾼䁈䂆䁱䬢䨴䦃䑑䂐䠼䌁䁗䂉䘜䑒䁊䁀
䂈䁼䁗㾽䁝䁞䁕㾼䢖䈊䃗ー䂧ー䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁗䂉䂸ー䂰䁬䠼䌁䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾼䁨䂇䁱䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䢖䈊䂸ー䂰䂐
䂸䃊䃞䂴䃂䔧䙔䁬䚤䧎䁬䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䁩䁬䁽䓦䬺䁗䂉䁑䁦㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁥䬯䄛䁩䅶
䣇䆻䤓䁥䢯䄙䂐䬨䁆䂇䂊䁤䁂䂉㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䄰䥺䐇䇻䁓䂊䁤䁂䂉䃈䃚䂕䃁䂨ー䃎䃛䂨ー䂐䏇䕣䁗䂉䁑䁦䂐䘢䎤䁦䁕䁼䁗㾽 
 
4. コンテンツの制約およびソフトウェアのレーティング 
 
4.1 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䄎䆳䁬䁗䁷䁤䁬䔔䑋䁩䜧䄧䁊䁨䁂䁑䁦䂐䧃䫒䁈䂆䁱䨷䘋䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽㿙a㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼
䪒䍶䬁䂐䡂䎠䁗䂉䎳䭡䂐䬗䁗䂉䁑䁦㾼䁈䂆䁱㾼䈖䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䨃䚤䁕䤰䧞䁗䂉䎳䭡㾼䁨䂇䁱䁩䂙䃤䂺䃗ー
䂧ー䁊㾼A͆͆ òtore䁼䁝䁭䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺䂦䂕䂹䂐䇥䁕䁤䈖䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䂱䂗䃤䃞ー䂺䁗䂉䁑䁦䂐
A͆͆˴e䁊䋸䆻䁗䂉䎳䏑䂐A͆͆˴e䁩䬨䁆䂉䁑䁦㾽㿙ɿ㿚䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䁼䁝䁭A͆͆˴e䂀䁕䁍䁭䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩
䂆䂉䢖䈊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䋸䆻䁓䂊䁝䓦䬺䁭㾼䁂䁉䁨䂉䏓䙙㾼䜆䘲㾼䩘䙙㾼䁛䁬䝗䁬䞶䝧䁬䣁䋸䎳㾼䟨䒳䎳㾼
䗗䦾䎳㾼䅞䌦䦘䪻㾼䟀䡏䒨䓙䎳䁼䁝䁭䍶䬁䘕䁬䎳䭡䂐䄰䛁䘻䈂䁕䁨䁂䁑䁦㾼䁈䂆䁱㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䞤䣆䁼䁝䁭䨃䙾䁬䞀
䓏䕐䁬䁝䁿䁩㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐A͆͆˴e䁩䠼䖧䁕䁨䁂䁑䁦㾽㿙ʄ㿚䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁼䁝䁭A͆͆˴e䂀䁕䁍䁭䂙䃤䂺
䃗ー䂧ー䁩䂆䂉䢖䈊䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䋸䆻䁓䂊䁝䓦䬺䁭㾼䁂䁉䁨䂉䏓䙙㾼䜆䘲㾼䩘䙙㾼䁛䁬䝗䁬䞶䝧䁬䣁䋸䎳㾼䟨䒳䎳㾼䗗
䦾䎳㾼䅞䌦䦘䪻㾼䟀䡏䒨䓙䎳㾼䁼䁝䁭䍶䬁䘕䁬䎳䭡䂐䄰䛁䘻䈂䁕䁨䁂䁑䁦㾽䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁬䃍䃛䃖ー䃑䂤䃤
䂷䃤䂵䊲䬁䁼䁝䁭䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺䁩䖕䁂䞤䣆䁼䁝䁭䨃䙾䁬䞀䓏䕐䁉䂇䋸䞒䂐䕯䁏䁝䃚䂕䂬䃤䂪䁩䊙䁣䁍䘜䑒䂐䗐
䁋㾼䞤䣆䁼䁝䁭䨃䙾䁬䞀䓏䕐䁬䁝䁿䁩㾼䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䂐A͆͆˴e䁩䠼䖧䁕䁨䁂䁑䁦㾽㿙ʍ㿚䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䁗
䁷䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䪒䨫䔄1䞀2փ1䘢䁥䓶䠴䁕䁝䟁䄬䁛䂊䁜䂊䁥䤰䧞㾼䥼䤹㾼䭡䬺䁩䌁䁗䂉䁑䁦㾽䁈䂆䁱㾼䢖䈊䓶䠴䟁䄬䁶
䬌䖧䁼䁝䁭䬌䣷䁗䂉䁑䁦䁊䢖䈊䟁䄬䁬䩘䊲䚐䁈䂆䁱䁛䁬䝗䁬䡑䬺䁓䂊䂉䁀䂇䂄䂉䬌䖧䣷䊲䚐䂐䖻䕣䁕䁤䁂䂉䁑䁦㾽 
㿙e㿚䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭䁂䁘䂊䂀㾼凼嗆䁨䂀䁬㾼䐇䗌䮐䝊䁩䥮䁗䂉䂀䁬㾼䁼䁝䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䪒䨫䔄1䁬2փ1䘢
䁥䓶䠴䁕䁝䟁䄬䁬䩘䮨䊲䝂䁥䌵䓽䁼䁝䁭䚐䏑䁓䂊䁤䁂䂉䂀䁬䂐䄰䛁䊈䂑䁥䁂䁨䁂䁑䁦㾽㿙ʷ㿚䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤
䁩䊂䁗䂉䘠䩍䁨䁧㾼A͆͆ òtore 6onneʄt䂵ー䃜䂐䓦䬺䁕䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁊䠼䌁䁗䂉䁀䂇䂄䂉䘠䩍䁊䚜䈞䁥䁀䂉䁑䁦㾽䁈䂆
䁱㾼䪰䄰䁉䁉䂉䘠䩍䁊䚜䈞䚔䂐䎜䁍䘤䌖䁩䁨䁡䁝䘜䑒䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆ òtore 6onneʄt䂵ー䃜䂐䓦䬺䁕䁤䠋䁟䁩
䚜䈞䁨䂀䁬䁩䐥䙃䁗䂉䁑䁦㾽䁨䂇䁱䁩㾼㿙g㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂤䃤䂷䃤䂵㾼䁼䁝䁭䂀䁕䁍䁭䂜䂪䂰
䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺䂦䂕䂹䁩䁈䁂䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䟀䡏䒨䓙䁬䓦䬺䂐䁿䁎䂉䨖䜥䁊䥞䚟䁕䁝䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e
䁊㾼䢖䈊䁬䨖䜥䂐䠼䊵䁗䂉䢖䔔䕐䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁬䯄䭖䛏䘠䩍䂐䌆䬗䁗䂉䁑䁦䂐䣾䁿䂉䁑䁦㾼䁈䂆䁱㾼䦟䤩䝗䡏䁩㾼䁉䁢㾼
䢖䔔䕐䁬䩘䡏䎳䭡䁬䩕䊧䂐䥫䂍䁘䁩㾼A͆͆˴e䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䨖䜥䁩䊂䁗䂉䃈䃞䂬䂪䁩䖕䁄䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䁑䁦㾽 
 
4.2 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆ òtore 6onneʄt䁩䠴䁿䂉䂮䃆䂹䂗䂘䂓䃝ー䂷䂔䃤䂡䂵ー䃜䂐䬺䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䤰䘺䁕䁝
䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁛䂊䁜䂊䁬㾼A͆͆˴e䁩䂆䂉A͆͆ òtore䁼䁝䁭䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺䂦䂕䂹䂐䇥䁕䁤䪒䨫䔄1䁩
䊙䁣䁋䔾䓺䁗䂉䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䁈䂆䁱A͆͆˴e䁬䋆䫅䭣䐿䁩䊂䁗䂉䘠䩍䂐䠼䌁䁕㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁛䂊䁜䂊䁩
䝩䁕䁤㾼䧄䆸䂐䐿䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䈖䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䝩䁕䁤䃝ー䂷䂔䃤䂡䂐䈴䂈䢖䁤䂉䁝䁿㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂮
䃆䂹䂗䂘䂓䃝ー䂷䂔䃤䂡䂵ー䃜䂐䭡䬺䁕䁤㾼䢖䈊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂤䃤䂷䃤䂵䁩䊂䁗䂉䚜䈞䁉䁢䩋䈷䡏䁨䘠䩍
䂐䠼䌁䁗䂉䂆䁄䒍䛰䁬䡸䮖䂐䨇䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊䔝䁬㿙˔㿚䁈䂆䁱㿙˔˔㿚䁩䄑䋴䁕䁤䁂䂉䁑䁦䂐䣾䁿㾼䁑
䂊䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽㿙˔㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䈖䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䁢䁂䁤䦴䭀䁨䘠䩍䁬䚜䈞䁉䁢䉛䛳䁨䠼䌁
䂐䚦䔾䁩䐿䁡䁝䁑䁦㾼䁨䂇䁱䁩㾼㿙˔˔㿚䁉䁉䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䄎䆳䁩䓶䠴䁗䂉䈖䟁䄬䁥䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䂱䂗䃤
䃞ー䂺䁥䁋䂉䂆䁄䁩䁗䂉䁑䁦䁩䝩䁕䁤㾼䪒䨫䔄䞀4փ1䘢䁩䔤䁗䔔䔾䊂䍮䁬䧃䫒䁈䂆䁱䨷䘋䂐䐿䁡䁝䁑䁦㾽䁨䁈㾼䂸䃊䃞䂴䃂
䁭㾼A͆͆˴e䁩䝩䁕㾼䧗䚜䈞䁨䃝ー䂷䂔䃤䂡䁊䈴䂈䢖䁤䂇䂊䁝䂸䃊䃞䂴䃂䁬䁀䂇䂄䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䃝ー䂷䂔䃤
䂡䂐䡄䚜䁗䂉䁑䁦䂐䋸䆻䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁛䁄䁕䁝䡄䚜䏴䁬䃝ー䂷䂔䃤䂡䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
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4.3 䪒䍶䬁䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁊䓶䠴䁗䂉䟁䄬䁊㾼䢖䈊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䤰䧞䁼䁝䁭䭡䬺䁬䘢䎤䁦䁕䁤㾼䚖
䧟䁼䁝䁭䌦䇶䁬䊲䚐䢖䌧䁩䂆䂉䗦䣾䁼䁝䁭䃝ー䂷䂔䃤䂡䂐䭀䋦䁕䁝䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊㾼䢖䈊䟁䄬䁬䂙䃤䂺
䃗ー䂧ー䁊A͆͆ òtore䁼䁝䁭䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺䂦䂕䂹䁉䂇䢖䈊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䂱䂗䃤䃞ー䂺䁗䂉䁑䁦
䂐䋳䦊䁗䂉䁑䁦䂐䛩䞊䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䁑䁦䁩䄟䋉䂐䖩䁷䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 

5. 義務および責任 
 
5.1 A͆͆˴e䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂕䃤䂪䂹ー䃜䁼䁝䁭䓦䬺䁩䊂䁕䁤㾼䄰䛁䚼䣻䂐
䧫䂍䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁗䁨䂍䁟㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䈖䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䁢䁂䁤㾼䁛䁬䚤䧎䨷䘋㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧
ー䁬䓷䆁㾼䁈䂆䁱䚤䧎䂦䃎ー䂹䁗䁷䁤䁩䁢䁂䁤㾼䛳䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
5.2 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼㿙˔㿚䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䓦䬺䋸䞒䍶䬁䁼䁝䁭䡑䬺䩘䮨䁩䊙䁣䁍䨷䘋䄧䥮䁩䊂䁗䂉䚨䋦㾼㿙˔˔㿚䚤䜿䨊
䚼䣻䁩䊂䁗䂉䚨䋦㾼㿙˔˔˔㿚䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䁂䁘䂊䁉㾼䁼䁝䁭䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘
䃤䁬䨷䬗䂀䁕䁍䁭䓦䬺䁊㾼䞀䓏䕐䁬䟨䒳䎳䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䟀䡏䒨䓙䎳䂐䘻䈂䁕䁤䁂䂉䁦䁂䁄䚨䋦䂐䊈䁽䁼䁗䁊䁛䂊䁩
䏑䠴䁓䂊䁨䁂㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䓦䬺䁼䁝䁭䁛䁬
䮅䕐䁩䊵䄹䂀䁕䁍䁭䊂䯄䁗䂉䁀䂇䂄䂉䚨䋦㾼䜈䘊㾼䒊䫅㾼䝕䔶㾼䝕䈂㾼䦝䬺㾼䓷䖧䁩䁢䁂䁤䛳䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕㾼A͆͆˴e
䁭䄰䛁䋆䫅䁈䂆䁱䚼䣻䂐䧫䂍䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
6. 契約の解除 
 
6.1 䪒䨫䔄1䁈䂆䁱A͆͆˴e䁬䪒䨫䔄䁩䊙䁣䁍䁗䁷䁤䁬䋆䫅䁭㾼䪒䍶䬁䁬䊥䊀䪲䮂䁼䁝䁭䇧䗐䁦䢯䔜䁩䁗䁷䁤䖂䮂
䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
6.2 䂸䃊䃞䂴䃂䁊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䤰䧞䁗䂉䩘䡏䎳䭡䂐䜐䔶䁕䁝䘜䑒㾼䁼䁝䁭㾼䪒䨫䔄1䁩䊙䁣䁋A͆ ˴͆e
䁩䝩䁕䁤䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䢖䈊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䁑䁦䂐䋸䆻䁗䂉䎳䏑䂐䬨䁆䂉䩘䡏䎳䭡䂐䜐䔶䁕
䁝䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䝉䂂䁉䁩A͆ ˴͆e䁩䠗䟀䁕㾼䁉䁢㾼A͆͆ òtore 6onneʄt䂦䂕䂹䁩䛆䁏䁝䂵ー䃜䂐䬺䁂䁤㾼A͆͆ òtore
䁼䁝䁭䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺䂦䂕䂹䂆䂈䢖䈊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䒴䗐䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁝䁞䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䪒䞀
6փ2䘢䁩䊙䁣䁂䁤䁉䁉䂉䒴䗐䂐䐿䁡䁝䘜䑒䁥䁀䁡䁤䂀㾼䪒䨫䔄1䁩䊙䁣䁍䂸䃊䃞䂴䃂䁬A͆ ˴͆e䁩䝩䁗䂉䋆䫅㾼䁼䁝䁭A͆ ˴͆e
䁼䁝䁭䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁗䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䁗䂉䁂䁉䁨䂉䚼䣻䂀䫚䚼䁓䂊䂉䂀䁬䁥䁭䁀䂈䁼䁙䂑㾽 
 
6.3 A͆͆˴e䁭㾼䁂䁢䁥䂀㾼䭦䬜䁬䣸䆶䁩䊂䂍䂇䁘㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤䇧䗐䠗䟀䂐䁗䂉䁑䁦䁩䂆䂈㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー
䁩䂆䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䥼䤹㾼䠼䌁㾼䁈䂆䁱䂱䂗䃤䃞ー䂺䁬䋸䆻䂐䟘䓽䁗䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁕䁼䁗㾽䪒䞀6փ3䘢
䁬䄰䥺䚔䂐䚐䏑䁗䂉䁑䁦䁨䁍㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊㾼䙙䊀䁩䂆䂉䘿䒀䁈䂆䁱㿔䁼䁝䁭䎅䢝䡏䘿䒀㿙䡑䬺䩘䮨䁬䆳䁥
䕯䁏䕢䂉䠗䟀䂐䊈䁽䁼䁗䁊㾼䁑䂊䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚䁩䊙䁣䁂䁤㾼䄎䆳䁬䘤䌖䁥䁀䂉䁦䑒䭦䡏䁩䥬䞹䁗䂉䘜䑒㾼A͆͆˴e
䣆䔧䁬䒡䮓䁩䂆䂈㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䄰䧶䁼䁝䁭䛳䧶䁬䂱䂗䃤䃞ー䂺䁬䋸䆻䂐䟘䓽䁕
䁝䂈㾼䁛䁬䝗䁬䓡䠴䡏䛺䟈䂐䑁䁖䁝䂈䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䁑䁦䂐䣾䁿䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽㿙˔㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䪒䨫䔄䁬䞀2փ1䘢
䁩䊙䁣䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䓶䠴䁗䂉1䁢䁼䁝䁭䨃䙾䁬䟁䄬䁩㾼䢖䈊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䬌䖧䁗䂉䁑䁦䁩䁢䁋㾼䬌
䖧䉴䭦䮨䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䩘䮨䁩䊙䁣䁋䋸䆻䁓䂊䁤䁈䂇䁘㾼㿙˔˔㿚䢖䈊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䁼䁝䁭䂙䃤䂺䃗ー䂧ー
䁊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䗀䬗䂀䁕䁍䁭䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊㾼䞀䓏䕐䁬䣁䋸䎳㾼䟨䒳䎳㾼䗗䦾䎳㾼䅞䌦䦘䪻㾼䁛䁬䝗䁬䟀
䡏䒨䓙䎳䂐䘻䈂䁕㾼㿙˔˔˔㿚䢖䈊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䤰䧞䁼䁝䁭䓦䬺䁊㾼䪒䨫䔄1䁬䞀2փ1䘢䁩䊙䁣䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂
䁊䓶䠴䁗䂉1䁢䁼䁝䁭䨃䙾䁬䟁䄬䁬䡑䬺䩘䮨䁩䄧䥮䁕㾼㿙˔Κ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁊㾼䪒䍶䬁㾼䪒䨫䔄1㾼䁼䁝䁭㾼A͆͆ èeΚ˔eΠ䂝
䂕䂺䃚䂕䃤䂐䊈䁽䁼䁗䁊䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁨䁂㾼䁛䁬䝗䁬䂺䂞䃖䃒䃤䂹䁬䘢䎤䁩䄧䥮䁕䁤䁂䂉㾼䁼䁝䁭㾼㿙Κ㿚䂸䃊䃞䂴䃂㾼
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䂸䃊䃞䂴䃂䁬䝽䭦䙙㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䊔䌦䁊㾼A͆͆˴e䁊䔔䌦䂐䡜䇻䁕䁤䁂䂉䁂䁘䂊䁉䁬䟁䄬䁩䁈䁏䂉䚐䒡䛺䟈䁬䝩
䘎䁩䁨䁡䁤䁂䂉䁦䑒䭦䡏䁩䥬䞹䁗䂉䘜䑒㾼A͆͆˴e䁭㾼A͆͆˴e䁬䔧䬜䒡䮓䁩䂆䂈㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛
䂢ー䂨䃘䃤䁬䄰䧶䁼䁝䁭䛳䧶䁬䂱䂗䃤䃞ー䂺䁬䋸䆻䂐䟘䓽䁕㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䓡䠴䡏䛺䟈䂐䑁䁖䂉䁑䁦䁊䁀䂉䁑䁦䁩䁢
䁂䁤㾼䣾䁿䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁊㾼䪒䞀6փ3䘢䁩䊙䁣䁂䁤㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂱䂗䃤䃞ー䂺䁬䋸䆻䂐䟘䓽
䁗䂉䛩䞊䂐䐿䁡䁝䘜䑒䁥䁀䁡䁤䂀㾼䪒䨫䔄1䁩䊙䁣䁍䂸䃊䃞䂴䃂䁬䋆䫅䁭䄰䛁䫚䚼䁓䂊䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
6.4 䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆ òtore 6onneʄt䂦䂕䂹䁬䂵ー䃜䂐䬺䁂䁤㾼䭦䬜䁬䣸䆶䁩䂆䂇䁘㾼䙹䔜㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛
䂢ー䂨䃘䃤䁬䛳䧶䁼䁝䁭䄰䧶䂐A͆͆ òtore䁼䁝䁭䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䁬䤰䘺䂦䂕䂹䁉䂇䒴䗐䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䂀䁬䁦䁕䁼
䁗㾽䁝䁞䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䊂䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䘢䂐䂀䁡䁤㾼A͆͆˴e䁩䝩䁕㾼䪒䨫䔄1䁬䞀4փ1䘢䁈䂆
䁱6փ2䘢䁩䊙䁣䁋䂸䃊䃞䂴䃂䁊䨫䞼䁬䄙䓵䧃䔤䂐䁕䁨䁂䏑䂈㾼䪒䍶䬁䁬䇧䗐䁼䁝䁭䊥䊀䪲䮂䏴䂀䬗䐉䁩䝒䝎䁗䂉䪒䨫
䔄1䁬䞀1փ2㿙ɿ㿚䑋㾼䢯㿙ʄ㿚䑋䁈䂆䁱䢯㿙ʍ㿚䑋䂐䭣䐿䁗䂉䁑䁦䂐䋸䆻䁈䂆䁱䓶䔤䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
7. 法的影響 
 
䪒䨫䔄1䁩䊙䁣䁍䂸䃊䃞䂴䃂䁦A͆͆˴e䁬䊂䍮䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤㾼䖜䭀䁨䩘䡏䅠䌠䂐䂀䁝䂇䁗䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽䂸䃊
䃞䂴䃂䁭㾼䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁍䂸䃊䃞䂴䃂䁬䩘䡏䋆䫅䁩䁢䁂䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䏫䫳䨶䏽䓬䁦䌈䋉䁗䂉䁑䁦䁩䚼䣻䂐䧫䁄䁑䁦
䂐䣾䁿㾼䁑䂊䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
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添付書類A 
（別紙1に対する） 

 
1. 代理⼈としてのApple 
 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䄎䆳䁬䟁䄬䁩䁈䁏䂉䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䁈䂆䁱䄎䆳䁬䟁䄬䁩䗀䒥䁗䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈
䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂱䂗䃤䃞ー䂺䁬䝽䭦䙙䁦䁕䁤㾼A͆͆˴e 6anaʍaւ unʄփ㿙䄎䆳㿥A͆͆˴e 6anaʍa㿦䁦䁂䁂䁼䁗㿚䂐䓶䫐䁗䂉
䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
䂜䂻䂱 
 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䄎䆳䁬䟁䄬䁩䁈䁏䂉䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䁈䂆䁱䄎䆳䁬䟁䄬䁩䗀䒥䁗䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈
䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂱䂗䃤䃞ー䂺䁬䝽䭦䙙䁦䁕䁤㾼A͆͆˴e Ptά L˔m˔teʍ㿙䄎䆳㿥APL㿦䁦䁂䁂䁼䁗㿚䂐䓶䫐䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
䂛ー䂪䂹䃚䃛䂓  
䂼䃖ージー䃚䃤䂺 
 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䄎䆳䁬䟁䄬䁩䁈䁏䂉䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䁈䂆䁱䄎䆳䁬䟁䄬䁩䗀䒥䁗䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈
䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂱䂗䃤䃞ー䂺䁬䝽䭦䙙䁦䁕䁤㾼䂜䃛䃆䂚䃜䂼䂓䕻䫃䩘2295䘢䄎䆳䁩䖕䁂㾼A͆͆˴e unʄփ䂐䓶䫐䁗䂉䂀䁬䁦
䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䄎䆳䁬䟁䄬䁩䁈䁏䂉䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䁈䂆䁱䄎䆳䁬䟁䄬䁩䗀䒥䁗䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂉䃚䂕䂬䃤
䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂱䂗䃤䃞ー䂺䁬䝽䭦䙙䁦䁕䁤㾼䂜䃛䃆䂚䃜䂼䂓䕻䫃䩘2295䘢䄎䆳䁩䖕䁂㾼A͆͆˴e unʄփ䂐䓶䫐䁗䂉
䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
䨥䑜 
 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䄎䆳䁬䟁䄬䁩䁈䁏䂉䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䁈䂆䁱䄎䆳䁬䟁䄬䁩䗀䒥䁗䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈
䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂱䂗䃤䃞ー䂺䁬䝽䭦䙙䁦䁕䁤㾼䂜䃛䃆䂚䃜䂼䂓䕻䫃䩘2295䘢䄎䆳䁩䖕䁂㾼A͆͆˴e òerΚ˔ʄe͝ LAþA¯ 
LL6䂐䓶䫐䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 

䂓䃜䂭䃤䂲䃤֮ 䂢䂕䃏䃤䗈䢇 䂡䂓䂷䃏䃚֮ 䂬䃤䂹䂠䃛䂪䂹䃆䂒ー㿀䂾䂕䃄䂪 
䂓䃤䂟䃚 䂲䃛֮ 䃌䃤ジ䃖䃚䂪֮ 䂬䃤䂹䃜䂨䂓 
䂓䃤䂲䂡䂓㿀䃁ー䃇ー䂱 䂤䃞䃤䃄䂓֮ ジ䃔䃏䂕䂜 䂬䃤䂹䃄䃤䂬䃤䂹䁈䂆䁱  

䂡䃝䂻䂸䂔ー䃤䗈䢇 
䃁䃀䃏 䂤䂪䂰䃛䂜֮ 䃒䂞䂨䂤֮ 䂪䃛䂻䃑 
䃁䃜䃁䂺䂪 䂺䃐䂼䂜 䃓䃤䂹䂬䃚䂹 䂹䃛䂼䂱ー䂺㿀䂹䃁䂥 
䃊䃛ー䂫 䂺䃐䂼䂜䌆䯣䑜֮ 䂼䂜䃚䂡䂓֮ 䂰ー䂠䂪㿀䂜䂕䂤䂪䗈䢇 
䃁䃐䃖ー䂱䗈䢇 䂙䂠䂓䂺䃜֮ 䃂䂻䃏֮ 䂗䃜䂡䂓䂕 
䃍䃛䃄䂓֮ 䂙䃜䂦䃜䃁䂺䃜֮ 䃂䃚䂡䂓䂕֮ 䃊䂾䂫䂙䃚֮ 
䃇䃚ジ䃜֮ 䂡䃝䂻䂱 ペ䃜ー֮  
䅫䮕䃥䂒ージ䃤䗈䢇 䂝䂕䂓䂻   

 
֮䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䁑䂊䂇䁬䟁䄬䁥䁬䁽䭡䬺䁥䁋䁼䁗㾽 
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䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䄎䆳䁬䟁䄬䁩䁈䁏䂉䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䁈䂆䁱䄎䆳䁬䟁䄬䁩䗀䒥䁗䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈
䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂱䂗䃤䃞ー䂺䁬䝽䭦䙙䁦䁕䁤㾼⽇䪒䑜䫃䩘䞀643䘢䁩䖕䁂㾼˔þͺne͝䉂䔬䇦䕎䂐䓶䫐䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
⽇䪒 
 
2. コミッショネアとしてのApple 
 
䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆ òtore 6onneʄt䂦䂕䂹䎆䬜䁥䙹䔜䂓䂴䃈䂸ー䂹䁓䂊䂉㾼䄎䆳䁬䟁䄬䁩䁈䁏䂉䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䁈䂆䁱
䄎䆳䁬䟁䄬䁩䗀䒥䁗䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂱䂗䃤䃞ー䂺䁬䂤䃐䂴䂨䃘䂻ー䁦䁕䁤㾼A͆͆˴e 
=˔͝tr˔ɿͺt˔on unternat˔ona˴ Ltʍփ䂐䓶䫐䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䪒䍶䬁䁩䁈䁂䁤㿥䂤䃐䂴䂨䃘䂻ー㿦䁦䁭㾼䝘䁍䁬䝿䭭䩘䎅䩘
䚐䡹䁩䁈䁂䁤䄰䥺䡏䁩䣾䔭䁓䂊䁤䁂䂉䠗䂈㾼䔧䏙䁬䁝䁿䁩䐿䄝䁗䂉䁑䁦䂐䫭䡏䁦䁕㾼䁉䁢䔧䏙䁬䫐䁩䁈䁂䁤䍶䬁䂐䡂䎠
䁗䂉䂀䁬䁬㾼䝗䕐䂐䝽䭦䁕䁤䐿䄝䁗䂉䕐䂐䄙䪵䁕䁼䁗
 

䂓䃆䂝䂼䂪䂰䃤 
䂓䃜䃁䂼䂓 
䂓䃜ジ䂘䃛䂓 
䂓䃤䂥䃚 
䂓䃜䃒䂼䂓 
䂛ー䂪䂹䃛䂓 
䂓䂭䃜䃁䂕ジ䃔䃤 
䃁ー䃝ー䃤֮ 
䃊䃚䃜ー䂨 
䃊䃜䂟ー֮ 
䃊䂻䃤 
䃍䂪䂼䂓㿀䃉䃜䂵䂘䂥䃄䂻 
䃍䂵䃠䂻 
䃇䃜䂝䃛䂓֮ 
䃇䃜䂞䂻䃆䂒䂮 
䂜䃒䃜ー䃤 
䂜ー䃍䃊䃜䂸 
䂲䃔䂺 
䟘䑜֮ 
䂤䃤䂥䫃䕡䌆䯣䑜 
䂤䃤䂥䌆䯣䑜 
䂤ー䂹ジ䃍䃠ー䃜 
䂠䃞䂓䂲䂓 
䂞䃈䃞䂪֮ 
䂲䂘䂤䌆䯣䑜 
䂸䃤䃏ー䂠֮ 
䂙ジ䃈䂹֮ 
䂙䂪䂹䂼䂓֮ 
䃆䂔䃤䃚䃤䂺֮ 
䃆䃚䃤䂪֮ 

䂝䃍䃤 
䂝䃤䃄䂓 
ジ䃘ージ䂓 
䂺䂕䂵֮ 
䂝ー䂻 
䂟䃛䂨䃔֮ 
䂟䂼䂓䃄䂦䂗 
䑌䐬֮ 
䃀䃤䂝䃛ー 
䂓䂕䂪䃚䃤䂺֮ 
䂕䃤䂺 
䂕䃤䂺䂾䂨䂓 
䂕䃚䂠 
䂓䂕䃜䃚䃤䂺֮ 
䂕䂪䃚䂙䃜֮ 
䂕䂰䃛䂓֮ 
䃙䃜䂱䃤 
䂜䂧䃆䂪䂰䃤 
䂢䂼䂓 
䂤䂮䃍 
䂠䂗䂘ー䂹 
䂞䃜䂟䂪䂰䃤 
䃚䂹䃄䂓֮  
䃝䃁䂿䃤 
䃛䃊䃛䂓 
䃛䃄䂓 
䃛䂹䂓䂼䂓֮ 
䃜䂠䂬䃤䃇䃜䂠֮ 
䃏䂢䂺䂼䂓 
䃏䂱䂝䂪䂜䃜 

䃏䃚䂗䂔 
䃏䃝ー䂨䂓֮ 
䃏䃛 
䃏䃜䂰䌆䯣䑜֮ 
䃓ー䃛䂰䂼䂓 
䃓ー䃛䂨䃔䂪 
䃓䃜䂺䃁 
䃓䃤䂷䂾䂡䃞 
䃓䃞䂴䂤 
䃓䂧䃤䃄ー䂠 
䂻䃐䃄䂓 
䂛䃚䃤䂱֮ 
䂼ジ䂘ー䃜 
䂻䂕ジ䂘䃛䂓 
䂿䃜䂗䂘ー֮ 
䂛䃏ー䃤 
䃂䂞䂪䂰䃤 
䃆䂔䃛䃅䃤֮ 
䃎ー䃚䃤䂺 
䃎䃜䂹䂝䃜 
䂜䂰ー䃜֮ 
䃜ー䃏䂼䂓֮ 
䃞䂨䂓֮ 
䃜䃠䃤䂱 
䂦䃤䂹䃒㿀䃈䃛䃤䂨ペ 

䂦䂗ジ䂓䃚䃄䂓֮ 
䂬䂾䂝䃜 
䂬䃜䃄䂓 
䂬䂕䂨䂘䃜 
䂨䂙䃚䃝䂛䂾 
䂨䃤䂝䃎ー䃜֮ 
䂪䃞䃁䂞䂓֮ 
䂪䃞䃊䂼䂓֮ 
䣧䂓䃆䃛䂜 
䂪ペ䂕䃤֮ 
䂪䃠ジ䃚䃤䂺 
䂪䂗䂘ー䂸䃤֮ 
䂪䂕䂪֮ 
䝾䯲֮ 
䂰ジ䂞䂪䂰䃤 
䂰䃤䂧䂼䂓 
䂰䂕֮ 
䂲䃖䂼ジ䂓 
䂹䃜䂤֮ 
䂹䃜䂠䃒䂼䂪䂰䃤 
䂓䃚䃇䕭䠇䑜䯄䩤֮ 
䂗䂝䃤䂱 
䂗䂠䃚䂕䂻֮ 
䅫䑜֮ 
䂗䂫䃊䂞䂪䂰䃤 
䃊䂹䂻䃑֮ 
䂕䂙䃒䃤 
䂧䃤䃄䂓 
ジ䃤䃁䃇䂙 
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䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆ òtore 6onneʄt䂦䂕䂹䂐䠗䁖䁤䙹䔜䂓䂴䃈䂸ー䂹䁓䂊䂉㾼䄎䆳䁬䟁䄬䁩䁈䁏䂉䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䁈䂆
䁱䄎䆳䁬䟁䄬䁩䗀䒥䁗䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁈䂆䁱䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂱䂗䃤䃞
ー䂺䁬䂤䃐䂴䂨䃘䂾䂓䁦䁕䁤㾼A͆͆˴e òerΚ˔ʄe͝ Pteփ Ltʍփ䂐䓶䫐䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 

䃇ー䂰䃤  
䃇䃜䂾䂕 
䂜䃤䃍ジ䂓 
䃚䂛䂪 
䃏䂜䂛 

䃓䃜䂸䂔䃇 
䃐䂠䃞䂾䂨䂓䯄䩤 
䃓䃤䂥䃜 
䃐䃔䃤䃏ー 
䂾䃂ー䃜  

䃂䃚䂛  
䂪䃛䃚䃤䂜 
䊄䑜֮ 
䃆䂔ジー 
䂻䂗䃜 

䃂䃈䂓䂼䃖ー䂟䂼䂓 
䂮䃞䃓䃤䗈䢇 
䂹䃤䂝 
䃁䂽䂓䂵 

 
֮䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䁑䂊䂇䁬䟁䄬䁥䁬䁽䭡䬺䁥䁋䁼䁗㾽 
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添付書類B 
（別紙1に対する） 

デベロッパのエンドユーザー使⽤許諾契約の  
䒍䠭条件に関する指⽰事項 

 
1. 確認㿁䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䓦䬺䋸䞒䍶䬁䁊䂸䃊䃞䂴䃂䁦䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁦䁬
䊀䁥䁬䁽䡂䎠䁓䂊䁝䂀䁬䁥䁀䂈㾼A͆͆˴e䁦䁬䊀䁥䡂䎠䁕䁝䂀䁬䁥䁨䁂䁑䁦䂐䮂䇧䁗䂉䂀䁬䁦䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䁽䁊㾼䃚䂕
䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁈䂆䁱䁛䁬䂤䃤䂷䃤䂵䁩䊂䁕䁤䛳䚼䣻䂐䧫䁄䁑䁦䂐䮂䇧䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䓦䬺
䋸䞒䍶䬁䁭㾼䪒䍶䬁䁬䥞䐉⽇䏍䒥㿙䂸䃊䃞䂴䃂䁊䅶䭠䁗䂉䊨䇦䂐䬨䁆䂇䂊䁝䁑䁦䂐䈞䣾䁕䁝⽇㿚䁬㾼A͆͆˴e䃒䂸䂔䂓䂦ー
䃄䂪䭡䬺䊲䬁䁼䁝䁭䃍䃛䃖ー䃑䂤䃤䂷䃤䂵䊲䬁䁥䠴䁿䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䁗䂉䭡䬺䘢䎤䁦䫉䖸䁗䂉䘢䎤
䂐䠴䁿䂉䂀䁬䁥䁀䁡䁤䁭䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
2. ライセンスの範囲㿁䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䁕䁤䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䧘䬨䁓䂊䂉䃚䂕䂬䃤䂪䁭㾼䂙䃤䂺䃗
ー䂧ー䁊䗀䬗䁼䁝䁭䉴䭦䁗䂉㾼䁀䂇䂄䂉A͆͆˴e䃇䃚䃤䂺䚤䧎䘕䁥䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䓦䬺䁗䂉䁝䁿䁬㾼䘨䡰䧗
䤓䁬䃚䂕䂬䃤䂪䁥䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁘㾼䁉䁢㾼䢖䈊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊㾼䃆䂒䃐䃛ー䌆䬗㾼䃍䃛䃖ー䃑䑃䣷㾼䁼䁝䁭䏝
䙙䂓䂜䂗䃤䂹䉴䭦䯄䭖䛏䎆䬜䁥䑃䣷䕐䁦䊂䯄䧘䁏䂇䂊䁝䝗䁬䂓䂜䂗䃤䂹䁩䂆䂈㾼䂓䂠䂬䂪㾼䕢䢾㾼䁈䂆䁱䓦䬺䁓䂊䂉䘜䑒
䂐䗐䁋㾼A͆͆˴e䃒䂸䂔䂓䂦ー䃄䂪䭡䬺䊲䬁䁥䠴䁿䂉䭡䬺䘢䎤䁥䋸䆻䁓䂊䁝䠗䂈䁩䏑䠴䁓䂊䁤䁂䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䂀䁬
䁦䁕䁼䁗㾽 
 
3. メンテナンスおよびサポート㿁䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䓦䬺䋸䞒䍶䬁䁼䁝䁭䡑䬺䩘䮨䁩䊙䁣䁍䃚䂕䂬䃤
䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䃒䃤䂷䂻䃤䂪䁈䂆䁱䂦䃎ー䂹䁩䊂䁕㾼䛳䫞䡏䁩䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䂙䃤䂺
䃗ー䂧ー䁭㾼A͆͆˴e䁊㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䁕䁤䁂䁉䁨䂉䃒䃤䂷䂻䃤䂪䁈䂆䁱䂦䃎ー䂹䂦ー䃄䂪䂀䠼䌁䁗䂉
䋆䫅䂐䄰䛁䧫䂍䁨䁂䁑䁦䂐䣾䁿䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
4. 保証㿁䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䚤䧎䁩䝩䁗䂉䁀䂇䂄䂉䨷䘋䁩䁢䁂䁤㾼䫒䔤䁼䁝䁭䩘䭮䁩䊙䁣䁍䫬䔤䁬䨷䘋䁬䁂䁘䂊䁥
䁀䂉䁉䁩䊂䂍䂇䁘㾼䫚䚼䁊䬗䐉䁩䁨䁓䂊䁤䁂䂉䂀䁬䂐䗐䁂䁤㾼䞤䣆䁥䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䓦䬺䋸
䞒䍶䬁䁩䁭㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䡑䬺䁓䂊䂉䨷䘋䔔䑋䂐䪲䁝䁕䁤䁂䁨䁂䘜䑒㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁭A͆͆˴e䁩䁛
䁬䓻䂐䠗䟀䁕㾼A͆͆˴e䁭䢖䈊䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䑃䣷䝽䌿䂐䨇䁂䫱䁗䓻䂐䊲䠴䁗䂉
䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁼䁝㾼䡑䬺䩘䮨䁥䋸䬯䁓䂊䂉䏑䂈㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䁕䁤㾼A͆͆˴e䁭㾼䄰䛁䨷䘋䚼䣻䂐䧫䂍
䁨䁂䂀䁬䁦䁕㾼䨷䘋䘢䑋䂐䪲䁝䁓䁨䁂䁑䁦䁩䂆䂈䥞䚟䁗䂉䝕䈂䤺䗒䚨䋦㾼䝕䈂㾼䒊䫅㾼䦝䬺㾼䓷䖧䢙䁩䝩䁕䁤䁭䁗䁷䁤㾼
䂸䃊䃞䂴䃂䁊䛳䫞䡏䁩䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
5. 製品に関する申し⽴て㿁䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁭㾼㿙˔㿚䚤䜿䨊䚼䣻䁩䊂䁗䂉䚨䋦㾼㿙˔˔㿚䃚䂕䂬䃤䂪䂓
䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䡑䬺䁬䁀䂉䩘䊲䚐䘕䁬䭀䋦䂐䪲䁝䁕䁤䁂䁨䁂䁑䁦䁩䊂䁗䂉䚨䋦㾼㿙˔˔˔㿚䗴䦝䕐䨷䏽䩘㾼䁼䁝䁭䮧䔕䁬䩘
䮨㿙䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䂜䂪䂰䃑䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁥䁬lea˴t˄�˔t䁈䂆䁱lome�˔t䃆䃝ー䃑
䃠ー䂠䁬䓦䬺䁩䊂䯄䁗䂉䂀䁬䂐䊈䁽䁼䁗㿚䁩䊙䁣䁋䥞䚟䁗䂉䚨䋦䂐䊈䁽䁼䁗䁊䁛䂊䁩䏑䠴䁓䂊䁨䁂㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛
䂢ー䂨䃘䃤䁼䁝䁭䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䨷䬗䂀䁕䁍䁭䓦䬺䁩䊂䯄䁗䂉䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁼䁝
䁭䞀䓏䕐䁉䂇䁬䚨䋦䁩䝩䖾䁗䂉䚼䣻䂐㾼A͆͆˴e䁥䁭䁨䁍䂸䃊䃞䂴䃂䁊䧫䁄䁑䁦䂐䣾䁿䁨䁍䁤䁭䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽
䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䓦䬺䋸䞒䍶䬁䁭㾼䡑䬺䩘䮨䁊䋸䬯䁗䂉䥽䄓䂐䠄䁆䁤㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䊂䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䚼䣻䂐䚐䏑
䁕䁤䁭䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
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6. 知的財産権㿁䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁭㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䁼䁝䁭䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䂆䂉
䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䨷䬗䂀䁕䁍䁭䓦䬺䁊㾼䞀䓏䕐䁬䟀䡏䒨䓙䎳䂐䘻䈂䁗䂉䁦䁬䞀䓏䕐䁩䂆䂉䙉䁕䭰䁤䁊䁀䁡
䁝䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䢖䈊䟀䡏䒨䓙䎳䁬䘻䈂䁩䝩䁗䂉䙉䁕䭰䁤䁩䊂䁗䂉䠂䒀㾼䥮䯡㾼䯣䇧㾼䁈䂆䁱䇧䎝䁩䁢䁂䁤䛳䚼
䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕㾼A͆͆˴e䁭䄰䛁䁬䚼䣻䂐䧫䂍䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
7. 法令遵守㿁䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁭㾼䔧䙔䁬䗀䒥䟁䄬䁊㾼㿙˔㿚䨥䑜䚖䧟䁬䌵䬌䛺䟈䁬䡑䬺䂐䕯䁏䁤䁂䂉䟁䄬䁼䁝䁭䨥
䑜䚖䧟䁩䂆䂈㿥䂷䃞䓷䆁㿦䑜䆿䁩䓶䠴䁓䂊䁤䁂䂉䟁䄬䁥䁭䁨䁂䁑䁦㾼䁈䂆䁱㿙˔˔㿚䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䌵䬌䁼䁝䁭䬌䖧䚐䏑䁬
䢖䔔䕐䁦䁕䁤䨥䑜䚖䧟䁊䓶䠴䁕䁝䕐䁥䁨䁂䁑䁦䂐䛒䏐䁕㾼䁉䁢䨷䘋䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
8. デベロッパの名前および住所㿁䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䓦䬺䋸䞒䍶䬁䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䫐䛯㾼䖒䗀㾼䁈䂆
䁱䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䊂䁕䁤䔽䫳㾼䍉䘠㾼䁼䁝䁭䚨䋦䂐䐿䁄䜨䐌䁦䁨䂉䯄䭖䛏䘠䩍㿙䡩䯤䦃
䑑䂂F䃒ー䃜䂓䂺䃝䂪䁨䁧㿚䂐䊳䒢䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
9. 第三者の契約条件：䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䓦䬺䁗䂉䒣㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊㾼䡑䬺䁬䁀
䂉䞀䓏䕐䁬䍶䬁䘢䎤䂐䖻䕣䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䁑䁦䁩䁢䁂䁤㾼䮪䁆䁮㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊ĦouP䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䨷䬗䁗䂉
䘜䑒䁩㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䓦䬺䁗䂉䒣㾼䃠䂕䃕䃝䂪䂸ー䂰䂦ー䃄䂪䍶䬁䁩䄧䥮䁕䁤䁭䁨
䂇䁨䁂䁑䁦䁨䁧䁩䁢䁂䁤㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䓦䬺䋸䞒䍶䬁䁩䊳䒢䁕䁨䁏䂊䁮䁨䂇䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
10. 第三者受益者㿁䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁭㾼A͆͆˴e䁈䂆䁱A͆͆˴e䁬䓰䇦䕎䁊㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䓦䬺䋸
䞒䍶䬁䁬䞀䓏䕐䕯䅱䕐䁥䁀䂉䁑䁦㾼䁉䁢㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁊䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䓦䬺䋸䞒䍶䬁䁬䘢䎤䂐䄰䡹䗦䣾䁗䂉䁦㾼
A͆͆˴e䁭㾼䁛䁬䞀䓏䕐䕯䅱䕐䁦䁕䁤㾼䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䓦䬺䋸䞒䍶䬁䂐䂙䃤䂺䃗ー䂧ー䁩䝩䁕䁤䐿䓦䁗䂉䎳䭡䂐䈝䢾䁕㾼
䁉䁢㾼䁉䁉䂉䎳䭡䂐A͆͆˴e䁊䄻䁋䕯䁏䁝䂀䁬䁦䁽䁨䁗䁑䁦䂐䣾䁿㾼䁑䂊䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
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添付書類C 
（別紙1に対する） 

App Storeプロモーションコード規約 
 
䪒䍶䬁䁼䁝䁭䪒䨫䔄1䁬䁛䁬䝗䁬䊲䠴䁩䊂䂍䂇䁘㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭䁑䁑䁩㾼䄎䆳䁬䘢䑋䁊㾼A͆͆ òtore 6onneʄt䂵ー䃜
䁩䂆䂈䂸䃊䃞䂴䃂䁊䭀䋦䁗䂉䁗䁷䁤䁬A͆͆ òtore䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺㿙䄎䆳㿥䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺㿦䁦䁂䁂䁼䁗㿚䁩䡑
䬺䁓䂊䂉䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䪒䡞䧘䗇䮧6䁩䁈䁂䁤䁭㾼㿥䂸䃊䃞䂴䃂㿦䁩䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁬A͆͆ òtore 
6onneʄt䂲ー䃑䁬䠕䆺䃒䃤䃁ー㿙䮪䁆䁮㾼䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䞧䢖䁈䂆䁱䋁䖨䞧䢖䁬䏓䙙㿚䂀䊈䁼䂊䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
䪒䗇䁩䁈䁂䁤䗇䫞䁩䂆䂈䨫䡳䫒䔤䁓䂊䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䪒䡞䧘䗇䮧6䁬䁂䁉䁨䂉䊲䠴䂀㾼䪒䍶䬁䂀䁕䁍䁭䪒䨫䔄1䂐䨮䐥
䁗䂉䂀䁬䁦䁭䇧䕛䁓䂊䁨䁂䂀䁬䁦䁕㾼䁼䁝㾼䄎䆳䁩䠴䋆䁓䂊䁤䁂䁨䁂㿙䅫䨘䁥㿚䝿䨘䔘䁬䏻䍄䁭㾼䁗䁷䁤䃈䃞䂡䃚䃑䍶䬁
䁩䠴䁿䂇䂊䁤䁂䂉䄙䪵䂐䬗䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
1. 定義： 
㿥䃌䃜䂱ー㿦䁦䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊1䁢䁼䁝䁭䨃䙾䁬䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䂐䠼䌁䁗䂉䟁䄬䁩䗀䒥䁗䂉䏓䙙䁬䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽  
 
㿥䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺㿦䁦䁭㾼䪒䡞䧘䗇䮧6䁩䖕䁂㾼A͆͆˴e䁊䒳䚕䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼䌁䁗䂉㾼䂓䃜䃆䂒䃊䂴䂹䁦䙾䔘䁥䐨
䚕䁓䂊䁝䏖䬗䁬䂤ー䂺䁥䁀䂈㾼A͆͆ òtore䁬䭡䬺䕐䁥䁀䂉䃌䃜䂱ー䁩䝩䁕䁤㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆ òtore䘕䁥㾼䫇䮈䁉
䬗䮈䁉䁩䊂䂍䂇䁘㾼A͆͆ òtore 6onneʄt䂵ー䃜䂐䠗䁖䁤䁉䁉䂉䂤ー䂺䂐䭀䋦䁕䁝䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㿙䄎䆳㾼
㿥䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤䃤䂷䃤䂵㿦䁦䁂䁂䁼䁗㿚䂐㾼A͆͆ òtore䁉䂇䫇䮈䁥䂱䂗䃤䃞ー䂺䁕㾼䁼䁝䁭䁑䂊䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䁑䁦䂐䆻
䤓䁦䁗䂉䂀䁬䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
㿥䬗䐉䊥䊀㿦䁦䁭㾼䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䁊䂓䂠䂷䂔䃊ー䂹䁓䂊䁝⽇䁉䂇䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䁊䔶䐉䁗䂉⽇䁼䁥䁬䊥䊀䁬
䁑䁦䂐䁂䁂䁼䁗㾽 
 
2. 承認および義務：䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁑䁑䁩A͆͆˴e䁩䝩䁕䁤㾼䪒䡞䧘䗇䮧6䁬䘢䑋䁩䖕䁂㾼䭀䚨䁩䆘䁖䁤䂸䃊䃞䂴
䃂䁩䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䂐䠼䌁䁗䂉䁑䁦䂐䋸䞒䁈䂆䁱䓶䔤䁕㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁉䁉䂉䂤ー䂺䂐䭀䋦䁗䂉䁗䁷䁤䁬
䂲ー䃑䃒䃤䃁ー䁩㾼䪒䡞䧘䗇䮧6䁬䘢䑋䂐䖻䕣䁓䁙䂉䁑䁦䁩䁢䁋㾼䄰䛁䁬䚼䣻䂐䧫䁂䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓
䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䫐䗿䂀䁕䁍䁭䁛䁬䝗䁬䟵䧃㾼䁼䁝䁭䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䐙䑛㾼䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䂀䁕䁍䁭䁛䁬䝗
䁬䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䃏䂷䃛䂓䃜㾼䄰䛁䁬䃒䂸䂔䂓䁩䡱䘜䁗䂉䁼䁝䁭䁛䁬䝗䕢䂈䘕䁐䂇䂊䂉䕐䁬䫐䗿䂀䁕䁍䁭䁛䁬䝗䁬䇝䜹
䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䓦䬺䂐䊈䁿㾼䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䁈䂆䁱䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䓦䬺䁩䊂䁕䁤䦴䭀䁨䄰䛁䁬
䃚䂕䂬䃤䂪䁈䂆䁱䋸䞒䂐䈞䨷䁗䁷䁋䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭㾼䬗䐉䊥䊀䟘䁂䁢䁥䂀㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤䁉
䁉䂉䃚䂕䂬䃤䂪䁈䂆䁱䋸䞒䁬䂤䃅ー䂐䚨䋦䁕䕯䮕䁗䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁕䁼䁗㾽 
 
3. 無償：䪒䡞䧘䗇䮧6䞀10䑋䁩䠴䁿䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䋆䫅䂐䗐䁋㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭A͆͆˴e䁩䝩䁕䁤㾼䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤
䂤ー䂺䁩䝩䁗䂉䁂䁉䁨䂉䕤䙾䮈䂐䓷䨇䁄䋆䫅䂀䧫䁂䁼䁙䂑㾽 
 
4. 提供：A͆͆ òtore 6onneʄt䂵ー䃜䂐䠗䁖䁤䂸䃊䃞䂴䃂䁉䂇䚨䋦䂐䕯䁏䁝䔜䁭㾼A͆͆˴e䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕
䁤㾼䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䂐㾼A͆͆ òtore 6onneʄt㾼F䃒ー䃜㾼䁼䁝䁭A͆͆˴e䁊䓶䠴䁗䂉䁛䁬䝗䁬䩖䩘䁩䂆䂈䡩䓰䡏䁩
䠼䌁䁕䁼䁗㾽 
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5. プロモーションコードのアクティベーション⽇：䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼䌁䁓䂊䁝䔜䁩㾼䃌䃜
䂱ー䁊䓦䬺䁥䁋䂉䂆䁄䂓䂠䂷䂔䃇䁩䁨䂈䁼䁗㾽 
 
6. プロモーションコードの失効⽇：䪶䓦䬺䁬䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䁭㾼A͆͆˴e Aʄʄoͺnt䁩䡑䬺䁓䂊䂉䁉䦊䁉䂐
䫳䂍䁘㾼䁗䁷䁤㿙a㿚䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䁬䠼䌁䁉䂇28⽇䏴㾼䁈䂆䁱㿙ɿ㿚䪒䍶䬁䁬䖂䮂⽇䁬䁄䁟㾼䁂䁘䂊䁉䛏䁩䢞䭑䁗䂉
⽇䁬䏰䏴11օ59㿙䝙䨟䬷䔜䊀㿚䁩䔶䐉䁕䁼䁗㾽 
 
7. 許諾された使⽤⽅法：䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䂐㾼䃒䂸䂔䂓䁩䂆䂉䃝䃄䃖ー䁼䁝䁭䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䁬
䫭䡏䁥㾼䢖䈊䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䔔䮪䂐䠼䌁䁗䂉䁝䁿䁩䏑䂈㾼䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䔶䐉⽇䁬10䮸⽇䛯䁼䁥㾼䤰䧞䁗䂉䁑
䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䥼䤹䁼䁝䁭䤰䧞䁊䋸䆻䁓䂊䁤䁂䁨䁂䟁䄬䁬䗀䬗䕐䁩䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺
䂐䤰䧞䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽 
 
8. 追加資料：A͆͆˴e䁭㾼䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䔧䝧䄎䈀䁬㾼䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䁩䊂䯄䁗䂉䔏䮈䁬䇻䥞䁈䂆䁱
䒳䚕䁩䁢䁂䁤䚼䣻䂐䧫䂍䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
9. 表明、保証、および補償：䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼㿙˔㿚䞀2䑋䊳䒢䁬䎳䭡㾼䃚䂕䂬䃤䂪䁈䂆䁱䋸䞒䂐䬨䁆䂉䁝䁿䁩䦴䭀䁨
䁗䁷䁤䁬䎳䭡䂐䗀䬗䁕㾼䉴䭦䁕䁤䁂䂉䁑䁦㾼䁼䁝㾼䁉䁉䂉䎳䭡㾼䃚䂕䂬䃤䂪䁈䂆䁱䋸䞒䁬䐿䓦䁭䁂䁉䁨䂉䞀䓏䕐䁬䎳䭡䂀
䩮䈂䂀䁕䁍䁭䘻䈂䁕䁨䁂䂀䁬䁦䁗䂉䁑䁦㾼䁨䂇䁱䁩㾼㿙˔˔㿚䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䁬䓦䬺䁭䁗䁷䁤䡞䧘䗇䮧6䁬䘢䑋䁩䖕䁄
䂀䁬䁦䁕㾼䁼䁝㾼䁂䁉䁨䂉䞀䓏䕐䁬䎳䭡䂀䘻䈂䁙䁘㾼䁼䁝䁭䈊䢖䁬䟁䄬䂀䁕䁍䁭䚋䇶䟘䁛䁬䝗䁬䁂䁉䁨䂉䟁䁬䚖䧟䊨䊂
䁬㾼䡑䬺䁓䂊䂉䩘䭮㾼䓶䮨㾼䖶䝂㾼䁈䂆䁱䊲䝂䁩䂀䄧䥮䁕䁨䁂䂀䁬䁦䁗䂉䁑䁦䂐䧃䫒䁕㾼䁉䁢㾼䁑䂊䂐䨷䘋䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼
䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e㾼䁛䁬䓰䇦䕎䁈䂆䁱䊂䯄䇦䕎㿙䁨䂇䁱䁩䁑䂊䂇䁬䈖䇦䕎䁬䕢䡂䬀㾼䬀䄸㾼䁈䂆䁱䖕䌦䄸㿚䁩䝩
䁕䁤㾼䪒䑋䊳䒢䁬䧃䫒䁈䂆䁱䨷䘋䁩䝩䁗䂉䄧䥮㾼䁼䁝䁭䪒䍶䬁䁈䂆䁱䪒䨫䔄1䁬䁛䁬䝗䁬䘢䑋䁩䝩䁗䂉䄧䥮䁩䂆䂈䚟䁘
䂉䚨䋦㾼䭀䋦㾼䜈䘊㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䕤䝎䁋䁩䊵䄹䁗䂉䄰䛁䁬䝕䔶㾼䚼䣻㾼䝕䈂㾼䂀䁕䁍䁭䦝䬺㿙䑒䭦䡏䥽䄓䁬䜈䘊䦝䬺
䂐䊈䁽䁼䁗㿚䁩䁢䁋䨾䗒䁕㾼䝕䈂䂐䦜䂇䁙䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
10. ⽀払いに対する権利放棄：䂸䃊䃞䂴䃂䁭䁑䁑䁩㾼䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䁩䂆䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䤰
䧞䁈䂆䁱䂱䂗䃤䃞ー䂺䁩䝩䁗䂉䃞䂕䃕䃛䂷䂔㾼䕷䅱㾼䁼䁝䁭䩍䖎䁩䁢䁂䁤㾼䪒䍶䬁㿙䨫䔄1䂐䊈䁽䁼䁗㿚䁬䡑䬺䁬䁀䂉䘜䑒
䁩㾼䪒䍶䬁䁩䊙䁣䁂䁤䓷䨇䂍䂊䂉䁑䁦䁊䁀䂉䁉䁧䁄䁉䁩䊂䂍䂇䁘㾼䁑䂊䂐䇨䕷䁗䂉䄰䛁䁬䎳䭡䂐䩕䊧䁕䁼䁗㾽䮅䢖䔔䕐
䁭㾼A͆͆˴e䁈䂆䁱䂸䃊䃞䂴䃂䊀䁩䁈䁂䁤䁭㾼䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䁩䂆䂉䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䤰䧞㾼䁈䂆䁱䂱䂗
䃤䃞ー䂺䁩䊂䁗䂉䞀䓏䕐䁩䝩䁗䂉䃞䂕䃕䃛䂷䂔䁬䓷䨇䁂䁼䁝䁭䁑䂊䁩䮧䁗䂉䓷䨇䁂䁩䝩䁗䂉䈖䢖䔔䕐䁬䚼䣻䁭㾼䪒䍶䬁
䁬䠴䁿䁩䂆䂉䂀䁬䁦䁗䂉䁑䁦䂐䗦䞒䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
11. 条項および条件：䂸䃊䃞䂴䃂䁭䁓䂇䁩䄎䆳䁬䘢䑋䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
㿙a㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䂐䥼䤹䁕䁝䂈㾼䁼䁝䁭䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䁬䤰䧞䁩䊂䯄䁕䁤䁂䁉䁨䂉䍷䔬䁬䓷
䨇䁂㾼䏍䨊䕢䄻㾼䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䩍䖎䂀䕯䁏䕢䁡䁝䂈䁕䁨䁂䂀䁬䁦䁕㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭䞀䓏䕐䁩䁉䁉䂉䐿䄝䂐䐿䂍
䁙䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
㿙ɿ㿚䪒䡞䧘䗇䮧6䁬䁂䁉䁨䂉䕢䄻䁩䊂䁕䁤䂀㾼䪒䡞䧘䗇䮧6䁬䁂䁉䁨䂉䊲䠴䂀䢖䔔䕐䂐䃂ー䂹䂻ー㾼ジ䃘䂕䃤䂹䃊䃤䂲䃔
ー䢖䔔䕐㾼䂀䁕䁍䁭䌆䢯䗀䬗䕐䁦䁗䂉䂀䁬䁥䁭䁨䁍㾼䁼䁝䁭㾼䁂䁘䂊䁬䢖䔔䕐䂀䝗䩖䢖䔔䕐䁬䝽䭦䙙㾼䕎䄸㾼䂀䁕䁍䁭䝽
䧃䕐䁦䁨䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁘㾼䂀䁕䁍䁭䝗䩖䢖䔔䕐䁩䔧䏙䁩䝽䂍䁡䁤䐿䄝䁕㾼䐠䝆䁕㾼䂀䁕䁍䁭䁛䁬䝗㾼䁂䁉䁨䂉䋆䫅䂐䛆䠴
䂀䁕䁍䁭䧫䞧䁗䂉䎳䏑䂐䬨䁆䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁝䁞䁕㾼䪒䞀11䑋㿙ɿ㿚䁬䁂䁉䁨䂉䊲䠴䂀䪒䍶䬁䁬䨫䔄1㾼
2㾼䁈䂆䁱3䁩䊙䁣䁍䢖䔔䕐䊀䁬䝽䭦䂀䁕䁍䁭䕯䞏䊂䍮䂐䊈䁾䈖䢖䔔䕐䁬䎳䭡䁈䂆䁱䋆䫅䁬䁂䁘䂊䁩䂀䅠䌠䂐䬨䁆㾼
䁑䂊䂐䜉䈂䂀䁕䁍䁭䨮䐥䁗䂉䂀䁬䁥䁭䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
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㿙ʄ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䈊䢖䁬䟁䄬䁩䁈䁂䁤䩘䭮䘕䭀䋦䁓䂊䁤䁂䂉䂤䃤䂷䃤䂵䁬年䮷䚐䏑䂀䁕䁍䁭䟟䄙䔔䑋䂐䫒䔤䁗䂉䂀
䁬䁦䁕㾼䁼䁝㾼䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䁊䢖䈊䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䝩䁗䂉A͆͆ òtore䁬䃝ー䂷䂔䃤䂡䁩䝃䁕䁝䡑䛁
䁨年䮷䁬䏓䙙䁩䝩䁕䁤䁬䁽䤰䧞䁓䂊䂉䁑䁦䂐䨷䘋䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
㿙ʍ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䚦䔾䁉䁢䮘䭦䡏䁩䐿䢮䁗䂉䂀䁬䁦䁕㾼䁼䁝㾼䦟䘟䔭䁨䂀䁕䁍䁭䄧䩘䁨㾼䁼䁝䁭䄧䩘䂀䁕䁍䁭䊖䏁䁨䐿
䄝䂐䗉䠇䁗䂉㾼䁼䁝䁭A͆͆˴e䂀䁕䁍䁭䁛䁬䃄ジ䂾䂪䁬䧄䆸䂐䠭䆳䁓䁙㾼䶓䝕䁕㾼䂀䁕䁍䁭䬗䈂䁦䁨䂉䂆䁄䁨䏐䋟㿙䐌䢪䁥
䁀䂉䁦䗇䫞䁥䁀䂉䁦䂐䫳䁂䁼䁙䂑㿚䂐䁙䁘㾼䁛䁬䂆䁄䁨䐿䄝䂐䁙䁘㾼䁼䁝䁭䁛䁬䂆䁄䁨䈸䢮䁩䖕䔔䁕䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
㿙e㿚A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䂀䁕䁍䁭䃌䃜䂱ー䁩䝩䁕䁤㾼A͆͆˴e䁊䦾䖶䡏䂀䁕䁍䁭䠗䘟䁬A͆͆ òtore䭡䬺䕐䁩䠼䌁䁗䂉䂀
䁬䂐䠄䁆䂉䂷䂠䂼䂜䃜䂦䃎ー䂹䁼䁝䁭䂜䂪䂰䃏ー䂦䃎ー䂹䂐䠼䌁䁗䁷䁋䚼䣻䂐䧫䂍䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
㿙ʷ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭䧘䝋䗇1䁦䁕䁤䪒䗇䁩䡞䧘䁓䂊䁤䁂䂉䠕䆺䁬䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䘢䑋䁈䂆䁱䘢䎤䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕
䁼䁗㾽 
 
㿙g㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䁩䁢䁂䁤㾼䟁䄬䨫䁬䏖䬗䁬䃌䃜䂱ー䭡䬺䊲䬁䁈䂆䁱䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䁬䔶䐉
⽇䂐㾼䃌䃜䂱ー䁩䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䂐䤰䧞䁗䂉䁝䁿䁩䓦䬺䁓䂊䂉䨘䗇㿙䮪䁆䁮㾼䘋䫒䗇㾼䂜ー䂺㾼F䃒ー䃜䁨䁧㿚䁩䊳䒢
䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䁑䁬䘠䩍䁩䊂䁕䁤㾼A͆͆ òtore 6onneʄt䂵ー䃜䁥䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䂐䃛䂠䂙䂪䂹䁗䂉䒣㾼䈊䢖䁗
䂉䟁䄬䐍䁏䁩䃞ー䂜䃚䂕䂫䁓䂊䁝䘠䩍䁩䂀䂓䂠䂬䂪䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽 
 
㿙˄㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䁬䓦䬺㿙䂸䃊䃞䂴䃂䁬A͆͆ òtore 6onneʄt䂲ー䃑䁬䁛䁬䝗
䁬䃒䃤䃁ー䁩䂆䂉䓦䬺䂐䊈䁽䁼䁗㿚㾼䁈䂆䁱䁑䂊䁩䂆䂉䂸䃊䃞䂴䃂䂀䁕䁍䁭A͆͆˴e䁩䚟䁖䂉䄰䛁䁬䝕䔶䂀䁕䁍䁭䚼䣻䁩
䁢䁋㾼䞤䣆䁥䚼䣻䂐䧫䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
㿙˔㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁊䆶䂇䁉䁬䭦䬜䁥A͆͆ òtore䁉䂇䒴䗐䁓䂊䁝䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䔧䙔䁬
䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䁬䤰䧞䂐䠮䓽䁗䂉䁑䁦㾼䁈䂆䁱A͆͆˴e䁊䢖䈊䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䂐䫇䐉䁦䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䁑䁦
䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
㿙˨㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆˴e䁊㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䪒䡞䧘䗇䮧6㾼䪒䍶䬁䁼䁝䁭䁛䁬䨫䔄1㾼2㾼䂀䁕䁍䁭3䁬䘢䑋䁬䁂䁘䂊䁉䁩䄧
䥮䁕䁝䘜䑒㾼䁗䁥䁩䃌䃜䂱ー䁩䤰䧞䒗䁽䁥䁀䁡䁝䁦䁕䁤䂀㾼䢖䈊䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䂐䫇䐉䁦䁗䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁗䂉䁑䁦
䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
㿙ˬ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䂐䈊䢖䟁䄬䁩䁈䁂䁤䤰䧞䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗䁊㾼䈊䢖䟁䄬䈀䁩䁈䁏䂉䓦䬺䁬䁝
䁿䁩䁂䁉䁨䂉䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䂀䬌䖧䁕䁨䁂䂀䁬䁦䁕㾼䁼䁝㾼䁉䁉䂉䬌䖧䁬䎳䭡䂀䁕䁍䁭䤓䮖䂐䬗䁕䁤䁂䂉䁦䧃䫒䁕
䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䁩䝩䁗䂉䎳䏆䁬䜐䔶䁈䂆䁱䄠䡢䁬䊖䏁䁭㾼A͆͆ òtore 
6onneʄt䣞㾼F䃒ー䃜㾼䁼䁝䁭A͆͆˴e䁊䠼䌁䁗䂉䁛䁬䝗䁬䩖䩘䁩䂆䂈䂸䃊䃞䂴䃂䁩䄻䁋䡰䁓䂊䁝䔜䁩䂸䃊䃞䂴䃂䁩䄠
䡢䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊䧫䞧䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
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12. Appleの商標：䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䁩䊂䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉A͆͆˴e䁬䗗䦾䁬䓦䬺䁭㾼㿥˔þͺne͝㿦䁈䂆䁱
㿥A͆͆ òtore㿦㿙䄎䆳㿥䪒䗗䦾㿦䁦䁂䁂䁼䁗㿚䁩䏑䠴䁓䂊㾼䄎䆳䁈䂆䁱A͆͆˴e䁊䙹䔜䥞䐿䁗䂉䆻䤓䚔䁊䁀䂉䁛䁬䝗䁬䂝䂕
䂺䃚䂕䃤䁩䖕䁄䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
㿙a㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭䬗䐉䊥䊀䣞䁩䏑䂈䪒䗗䦾䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽 
 
㿙ɿ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭A͆͆˴e䁩䝩䁕䁤㾼䊤䝒䁬䂀䁕䁍䁭䄎䏴䒳䚕䁓䂊䂉䄰䛁䁬䃒䂸䂔䂓䁩䁈䁂䁤㾼䪒䗗䦾䂐䧘䁕䁝䐙䑛䔏䮈㾼
䃏ー䂢䂷䂔䃤䂡䃏䂷䃛䂓䃜㾼䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䔏䮈㾼䂀䁕䁍䁭䁛䁬䝗䁬䔏䮈䂐䓦䬺䁗䂉䛯䁩㾼䗇䫞䁩䂆䂉䗦䣾䂐䕯䁏䂉䁝䁿
䁩䁑䂊䂐䠼䖧䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁩䂆䂈䗇䫞䁩䂆䂈䫒䔤䡏䁩䗦䣾䁓䂊䁤䁂䁨䁂䔏䮈䁭㾼A͆͆˴e䁩䂆䂈䗦䣾䁓䂊
䁨䁉䁡䁝䁦䁽䁨䁓䂊䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
㿙ʄ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭䪒䗗䦾䂐䓑䗹䁦䁕䁤䁬䁽䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋㾼䁂䁉䁨䂉䔏䮈䁩䁈䁂䁤䂀㾼䪒䗗䦾䂐䒍䂀䫭䭰䁢䔉䈠䭀
䜅䁦䁕䁤䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽䂸䃊䃞䂴䃂䊔䌦䫐㾼䗗䦾㾼䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䃏ー䂠䁭㾼䪒䗗䦾䁶䁬䓑䗹䁦䦓䁷䁤㾼䟨䁕
䁍䝿䁋䁨䂀䁬䁩䁗䂉䦴䭀䁊䁀䂈䁼䁗㾽 
 
㿙ʍ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭䠋䛃䡏䂀䁕䁍䁭䊀䛃䡏䁩㾼䂸䃊䃞䂴䃂㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤㾼䁼䁝䁭䂸䃊䃞䂴䃂䁊
䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䂐䭀䋦䁕䁤䁂䂉䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䈸䢮䁩䁢䁂䁤㾼A͆͆˴e䁬䏴䆁㾼䠼䍾㾼䂀䁕䁍䁭䙮䗚䂐䔤䁗䁑䁦䁭䁥䁋
䁼䁙䂑㾽 
 
㿙e㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䪒䗗䦾䁭A͆͆˴e䁬䣆䛑䡏䁨䒨䓙䁥䁀䂉䁑䁦䂐䣾䁿㾼䪒䗗䦾䁩䝩䁗䂉䁂䁉䁨䂉䎳䭡㾼䎳䏆㾼䂀䁕䁍䁭䭡
䅱䂀䕡䟳䁙䁘㾼䁼䁝䁭㾼䁂䁉䁨䂉䁦䁋䂀䪒䗗䦾䁩䝩䁗䂉A͆͆˴e䁬䎳䭡䁩䄟䋉䂐䖩䁷䁘㾼䁑䂊䂐䜥䂍䁨䁂䁑䁦䁩䢯䄙䁗䂉
䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉䪒䗗䦾䁬䓦䬺䁩䂆䁡䁤䚟䁖䂉䘺䭓䁭㾼A͆͆˴e䁬䭡䅱䁬䁝䁿䁩䁬䁽䐉䮖䂐䚟䁖㾼䪒䗗䦾
䁩䝩䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䎳䭡㾼䎳䏆㾼䁼䁝䁭䭡䅱䂐䚟䁖䂉䂀䁬䁥䁭䁨䁂䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 
 
13. 準拠法：䪒䡞䧘䗇䮧6䂆䂈䚟䁘䂉㾼䁼䁝䁭䁑䂊䁩䊂䯄䁗䂉䔔䔾䁩䊵䄹䁼䁝䁭䊂䯄䁗䂉㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱
A͆͆˴e䊀䁬䜈䘊䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䨖䜥䁬䇧䎝䁭㾼䪒䍶䬁䞀14փ10䘢䁩䖶䋴䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽  
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付䝋書1 
（別紙1の添付書類Cに対する） 

App Storeプロモーションコード利⽤規約 
1փ 䪒䡞䧘䗇䮧6䁩䊙䁣䁋䐁䧘䁓䂊䁝䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䁭㾼A͆͆ òtore䂓䂜䂗䃤䂹䁩䙂䂈䐍䁏䂇䂊䁝䂀䁬䁥
䁀䂉䁉䦊䁉䂐䫳䂍䁘㾼䁗䁷䁤䡞䧘䗇䮧6䁬䠴䁿䁩䖕䁂䔶䐉䁕䁼䁗㾽 

2փ 䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䁈䂆䁱䪶䓦䬺䁬䓢䈫䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䃌䃜䂱ー䁬䁂䁘䂊䂀㾼䏍䌿䁦䄻䁋䉤䁆䂉䁑䁦
䁭䁥䁋䁘㾼䏍䌿䁬䨇䁂䫱䁕䁩䂆䂉䨲䋖㾼䐁䉤䁭䁥䁋䁘㾼䝗䁬䗗䧎䁬䑃䣷㾼䈴䄻䁼䁝䁭˔þͺne͝䂀䁕䁍䁭A͆͆ òtore䂟䃆䂹
䁬䠼䌁䁩䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽䁑䂊䁩䁭䪶䓦䬺䁥䔶䐉䁕䁝䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䂀䊈䁼䂊䁼䁗㾽 

3փ 䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䁭㾼䬗䐉䁨A͆͆˴e Aʄʄoͺnt䂐䬗䁗䂉䈊䢖䟁䄬䣞䁬䏓䙙䁬䁽䁊䭡䬺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋㾼䈊
䢖䟁䄬䣞䁬A͆͆ òtore䂐䠗䁖䁤䁬䁽䄻䁋䉤䁆䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽A͆͆ òtore䁬䁗䁷䁤䁬䚤䧎䁊䁗䁷䁤䁬䟁䄬䁩䁈䁂䁤
䭡䬺䁥䁋䂉䂍䁏䁥䁭䁀䂈䁼䁙䂑㾽䂕䃤䂰ー䂾䂴䂹䁶䁬䛃䝎㿙䓦䬺䮈䁊䁉䁉䂉䘜䑒䁊䁀䂈䁼䁗㿚㾼A͆͆˴e䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁬䒍䙃
䁬䃁ージ䃘䃤㾼䁈䂆䁱䁛䁬䝗䁬䏮䉤䚔䁬䁀䂉䂮䃆䂹䂗䂘䂓䁦䃀ー䂺䂗䂘䂓䁊䦴䭀䁩䁨䂈䁼䁗㾽 

4փ A͆͆ òtore䁶䁬䂓䂠䂬䂪㾼A͆͆ òtore䁥䁬䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䁬䄻䁋䉤䁆㾼䁼䁝䁭A͆͆ òtore䁉䂇䁬䑃䣷㾼
䁈䂆䁱A͆͆ òtore䁥䑃䣷䁕䁝䚤䧎䁬䓦䬺䁩䁭㾼䄻䁋䉤䁆䂀䁕䁍䁭䑃䣷䔜䁩䠼䔤䁓䂊䂉䁛䁬䂦ー䃄䂪䊲䬁
㿙˄tt͆͝օՍՍΠΠΠփa͆͆˴eփʄomՍ˴ega˴Ս˔nternet՚͝erΚ˔ʄe͝Ս˔tͺne͝ՍΠΠՍ㿚䂐䗦䞒䁗䂉䁑䁦䁊䦴䭀䁦䁨䂈䁼䁗㾽 

5փ 䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䁭䃌䃜䂱ー䁬䈊䢖䁗䂉A͆͆˴e Aʄʄoͺnt䁩䜆䁽䣷䂊䂇䂊㾼䘨䡰䁗䂉䁑䁦䁭䁥䁋䁼䁙䂑㾽 

6փ 䃌䃜䂱ー䁬䟟䨘䁊䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䁥䭡䬺䆻䤓䁨䌿䈫䂐䠄䇗䁗䂉䘜䑒㾼䃌䃜䂱ー䁭A͆͆˴e Aʄʄoͺnt䂐
䒳䚕䁕㾼䁛䁬䑿䈫䂐䂠䃝ジ䂴䂹䂜ー䂺䁥䓷䨇䁄䦴䭀䁊䁀䂈䁼䁗㾽 

7փ 䨫䡳䊲䠴䁗䂉䘜䑒䂐䗐䁋㾼䂸ー䂰䁬䕷䖏䁈䂆䁱䓦䬺䁭A͆͆˴e䁬䃈䃚䂕䃁䂨ー䃎䃛䂨ー
㿙˄tt͆͝օՍՍΠΠΠփa͆͆˴eփʄomՍ˨͆Ս˴ega˴Ս͆r˔Κaʄά㿚䁩䖕䁄䦴䭀䁊䁀䂈䁼䁗㾽 

8փ A͆͆˴e䁭㾼䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䁬䨖䔶䁼䁝䁭䢐䣪䁩䁢䁂䁤䚼䣻䂐䧫䁂䁼䁙䂑㾽䃌䃜䂱ー䁊䔽䫳䂐䁈䔛䁟䁬
䘜䑒䁭A͆͆˴e䂦䃎ー䂹㿙˄tt͆͝օՍՍ͝ͺ͆͆ortփa͆͆˴eփʄomՍ˨a՚˨͆Սa͆͆͝㿚䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䂀䁬䁦䁕䁼䁗㾽 

9փ 䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䁊A͆͆ òtore䁩䁈䁂䁤䧗䚜䁩䕢䢾䁓䂊䁝㾼䁼䁝䁭䧗䚜䁩䓦䬺䁓䂊䁝䘜䑒㾼A͆͆˴e䁭㾼
䃌䃜䂱ー䂓䂜䂗䃤䂹䂐䨣䒅䁕㾼䝗䁬䓷䨇䁂䩖䩘䂐䚨䋦䁗䂉䎳䭡䂐䬗䁕䁼䁗㾽 

10փ A͆͆˴e䁈䂆䁱䁛䁬䃚䂕䂬䃤䂨ー㾼䊂䯄䇦䕎㾼䁈䂆䁱䃚䂕䂬䃤䂦ー䁭㾼䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䂀䁕䁍䁭A͆͆ òtore
䁩䊂䁕䁤㾼䫒䔤䂀䁕䁍䁭䫬䔤䁬䗗䧎䚔䁼䁝䁭䣁䠴䫭䡏䁶䁬䡑䑒䚔䁬䨷䘋䂐䊈䁿㿙䁝䁞䁕㾼䁑䂊䂇䁩䏑䠴䁓䂊䁼䁙䂑㿚㾼 
䁂䁉䁨䂉䫒䔤䂀䁕䁍䁭䫬䔤䁬䨷䘋䂀䐿䁂䁼䁙䂑㾽䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺䁊䊨䤓䁕䁨䁂䘜䑒㾼䁉䁉䂉䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂤ー䂺
䁬䐁䉤䂐䂀䁡䁤㾼䃌䃜䂱ー䂀䁕䁍䁭䇦䕎䁬䬍䄰䁬䋤䒗䕤䞼䁥䁀䂈㾼䁉䁢A͆͆˴e䁬䬍䄰䁬䚼䣻䁦䁕䁼䁗㾽䁑䂊䂇䁬䚐䏑䁭
䡑䬺䁓䂊䁨䁂䘜䑒䂀䁀䂈䁼䁗㾽䟁䩖䁈䂆䁱䟁䄬䁬䩘䭮䁩䂆䁡䁤䁭㾼䫬䔤䁬䨷䘋䁩䝩䁗䂉䚐䏑䁼䁝䁭䄰䠴䁬䝕䈂䤺䗒䁬
䫚䚼䂀䁕䁍䁭䚐䏑䂐䣾䁿䁨䁂䂀䁬䂀䁀䂈䁼䁗㾽䁑䂊䂇䁬䩘䭮䁊䡑䬺䁓䂊䂉䘜䑒㾼䛯䊳䁬䚼䣻䩕䊧㾼䗐䈀㾼䁼䁝䁭䚐䏑䁭
䡑䬺䁓䂊䁨䁂䆻䤓䚔䁊䁀䂈㾼䂸䃊䃞䂴䃂䂀䁕䁍䁭䃌䃜䂱ー䁭㾼䠕䆺䡏䁨䎳䭡䂐䬗䁗䂉䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽 

11փ A͆͆˴e䁭䑛䟀䁨䁍㾼䪒䧘䝋䗇1䊳䒢䁬䘢䑋䁈䂆䁱䘢䎤䁬䁂䁘䂊䁉䂐䙹䔜䨮䐥䁗䂉䎳䭡䂐䭸䨷䁕䁼䁗㾽 

12փ 䪒䘢䑋䁈䂆䁱䘢䎤䁬䁂䁘䂊䁬䧶䨌䂀㾼䩘䭮䁩䂆䂈䌵䓽䂀䁕䁍䁭䚐䏑䁓䂊䂉䘜䑒䁭䫇䐉䁦䁨䂉䆻䤓䚔䁊䁀䂈
䁼䁗㾽   
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添付書類D 
（別紙1に対する） 

App Store追加規約  
 
1. App Storeでの⾒つけやすさ㿁A͆͆ òtore䁩䁈䁏䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䎼䁢䁏䂂
䁗䁓䁭㾼䨃䙾䁬䭀䜅䁩䄑䝒䁕䁤䁈䂈㾼A͆͆˴e䁭㾼A͆͆ òtore䣞䁥䣁䠴䁬䩖䩘䁼䁝䁭䖽䗌䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈
䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䧃䔤䁗䂉㾼䕢䂈䘕䁐䂉㾼䁼䁝䁭䃚䃤䂠䧘䁏䁗䂉䋆䫅䂐䧫䁂䁼䁙䂑㾽 
 
㿙a㿚䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䃚䃤䂞䃤䂡䁈䂆䁱䎼䁢䁏䂂䁗䁓䁩䓦䬺䁓䂊䂉䕡䁨䃂䃚䃒ー䂰䁭㾼䂷䂞䂪䂹䁬䊂䯄䚔䁥䁗㾽䮪䁆䁮㾼
䚜䈞䁨䂰䂕䂹䃜㾼䊂䯄䁗䂉䂞ー䃠ー䂺㾼䁼䁝䁭䃒䂰䂸ー䂰䁬䠕䆺㾼䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䣞䁥䁬䛉䫒䡏䁨䂜䂷䂥䃛䁬
䛩䞊㾼䧄䆸㾼䁈䂆䁱䃝䃄䃖ー䁨䂇䁱䁩䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䂱䂗䃤䃞ー䂺䁬䙾䁦䔽䁩䊂䁗䂉䏫䋗䁬䐿䢮㾼A͆͆ òtore䣞䁥䁬
䃞ー䃤䂲䁬⽇䧘㿙䊂䯄䁗䂉䎲䒼䁬䁝䁿䁩䐸䭿䁓䂊䂉䘜䑒䁊䁀䂈䁼䁗㿚㾼A͆͆˴e䁊䐇䧃䁕䁝䁂䁘䂊䁉䁬䃜ー䃜䁩䂸䃊䃞䂴
䃂䁊䄧䥮䁕䁝䁑䁦䁊䁀䂉䁉㾼䁨䁧䁊䐸䭿䁓䂊䁼䁗㾽䁑䂊䂇䁬䕡䁨䃂䃚䃒ー䂰䁩䂆䂈㾼䁈䋗䬶䁬䎲䒼䂠䂙䃛䁩䒍䂀䊂䯄䚔
䁬䑍䁂䎠䇃䁊䨲䁓䂊䁼䁗㾽 
 
㿙ɿ㿚A͆͆ òtore䣞䁥䕢䂈䘕䁐䂉䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䎲䢢䁗䂉䘜䑒㾼A͆͆˴e䁬䂙䂸䂔䂰ー䁭䁗䁷䁤䁬䂜䂷䂥䃛䁉䂇㾼䣁䁩䙃
䁕䁂䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁈䂆䁱䝿䧿䁩䂓䂴䃈䂸ー䂹䁓䂊䁝䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䟗䫭䁕㾼䑍䧎䔽䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䂐䞨䁕䁼
䁗㾽A͆͆˴e䁬䂙䂸䂔䂰ー䁊䐸䭿䁗䂉䕡䁨䃂䃚䃒ー䂰䁭㾼ću䂸䂧䂕䃤㾼䃗ー䂧ー䝧䏃㾼䈧䙃䚔䁦䣆䔧䚔㾼䃞ー䂜䃛䂭ー䂨䃘䃤㾼
䂓䂠䂬䂨䃄䃛䂷䂔㾼A͆͆ òtore䚤䧎ページ䁬䂪䂠䃛ー䃤䂨䃘䂴䂹㾼䂓䃈䃛䃈䃝䃄䃖ー䁈䂆䁱䛉䫒䁥䁗㾽䁓䂇䁩䂣ー䃑䁬䘜䑒㾼
䂣ー䃑䃈䃝䂕㾼䂡䃚䃆䂔䂴䂠䂪䁦䃂䃆䂚ー䃏䃤䂪㾼䂛ー䂸䂔䂛㾼䨊䏻䁦䂪䂹ー䃛ー䁬䙈䁓㾼䃛䃈䃝䂕䊨䤓㾼䁈䂆䁱䂣ー䃑䃈䃝䂕
䂤䃤䂹䃞ー䃜䁩䊂䁗䂉䁉䁉䂉䃂䃚䃒ー䂰䁩䊂䁕䁤䂀䐸䭿䁕䁼䁗㾽䁑䂊䂇䁬䕡䁨䃂䃚䃒ー䂰䂐䠗䁖䁤㾼䔽䁊䑍䁍䛆䎍䁩䬏䂊
䁝䈧䙃䡏䁨䂓䃈䃛䁊䔤䁓䂊䁼䁗㾽 
 
㿙ʄ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆ òtore䘕䁥䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䝩䁗䂉䬗䮈䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䁬䁝䁿䁩A͆͆˴e䂦ー䃄
䂪䂐䭡䬺䁗䂉䘜䑒㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁭㾼䃈䃞䃓ー䂨䃘䃤䂙䃛䂓䁩䧃䔤䁓䂊㾼䐙䑛䂤䃤䂷䃤䂵䁦䁕䁤䔤䁓䂊䂉
䁑䁦䁊䁀䂈䁼䁗㾽 
 
䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䎼䁢䁏䂂䁗䁓䁩䊂䁕䁤䘍䁕䁍䁭㾼˄tt͆͝օՍՍʍeΚe˴o͆erփa͆͆˴eփʄomՍ˨͆Սa͆͆՚͝toreՍʍ˔͝ʄoΚeraɿ˔˴˔tάՍ
䂐䁒䓑䗹䁍䁞䁓䁂㾽 
 
2. App Storeデータへのアクセス 

䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼A͆͆䂓䂻䃛䂷䂔䂠䂪㾼㿥䤹䘕䁦䂹䃝䃤䂺㿦䁈䂆䁱㿥䓷䨇䁦䒨䫅䩍䑛㿦䃝䃎ー䂹䂐䓦䬺䁗䂉䁑䁦䁩䂆䂈㾼A͆͆ 
òtore 6onneʄt䣞䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䒨䫅䃂䃆䂚ー䃏䃤䂪䁈䂆䁱䃗ー䂧ー䂙䃤䂣ージ䃒䃤䂹
䁩䊂䁗䂉䂸ー䂰䁩䂓䂠䂬䂪䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽䍎䝧䡏䁩䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䏓㿐䁬䂓䃈䃛䁬䥼䤹䁈䂆䁱䂓䃈䃛䣞䇔䌿㿙䂦
䃇䂪䂠䃛䃈䂨䃘䃤䂐䊈䁾㿚䁩䊂䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䒨䫅䎠䇃䁬䁗䁷䁤䂐㿥䤹䘕䁦䂹䃝䃤䂺㿦䃝
䃎ー䂹䁥䕢䢾䁗䂉䁑䁦䂂㾼㿥䒨䫅䩍䑛㿦䃝䃎ー䂹䁉䂇䂸ー䂰䂐䂱䂗䃤䃞ー䂺䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽䁼䁝㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁭䏓䙙䂐
䣁䠴䁥䁋䁨䁂䂸ー䂰䁩䁢䁂䁤㾼A͆͆䂓䂻䃛䂷䂔䂠䂪䂐䅶䭠䁕㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁩䏫䋗䁊䁧䁬䂆
䁄䁩䊂䙀䂐䊜䁙䁤䁂䂉䁉䂐䤚䃴䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽䘍䁕䁍䁭㾼˄tt͆͝օՍՍʍeΚe˴o͆erփa͆͆˴eփʄomՍ˨͆Սa͆͆՚
͝toreՍmea͝ͺr˔ng՚a͆͆՚͆erʷormanʄeՍ䂐䁒䓑䗹䁍䁞䁓䁂㾽A͆͆䂓䂻䃛䂷䂔䂠䂪䁬䂸ー䂰䁭㾼A͆͆˴e䁬䏫䋗䁬䢯䄙䁊
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䁀䂉䘜䑒䁩䁬䁽䠼䌁䁓䂊䁼䁗㾽䘍䁕䁍䁭㾼˄tt͆͝օՍՍʍeΚe˴o͆erփa͆͆˴eփʄomՍ˨͆Սa͆͆՚͝tore՚ʄonneʄtՍana˴άt˔ʄ͝Ս䂐
䁒䓑䗹䁍䁞䁓䁂㾽A͆͆˴e䁭㾼䝗䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁩䂆䂉A͆͆ òtore䁬䓦䬺䁩䂆䁡䁤䠼䌁䁼䁝䁭䒳䚕䁓䂊䁝䏓䙙䂸ー䂰䁼䁝
䁭䁛䁬䝗䁬䂸ー䂰䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼䌁䁗䂉䁑䁦䁭䁀䂈䁼䁙䂑㾽䁼䁝A͆͆˴e䁭㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁬A͆͆ òtore䁬
䓦䬺䁩䂆䁡䁤䠼䌁䁼䁝䁭䒳䚕䁓䂊䁝䏓䙙䂸ー䂰䁼䁝䁭䁛䁬䝗䁬䂸ー䂰䁶䁬䂓䂠䂬䂪䂐䝗䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁩䠼䌁䁗䂉䁑䁦
䂀䁀䂈䁼䁙䂑㾽䁛䁬䂆䁄䁨䂸ー䂰䌆䬗䁭㾼A͆͆˴e䁬䃈䃚䂕䃁䂨ー䃎䃛䂨ー䁈䂆䁱A͆͆˴e䁩䂆䂉䢖䈊䂸ー䂰䁬䕢䂈䃼䁂䩖
䩘䁩䝩䁗䂉A͆͆˴e䁬䏫䋗䁬䊥䝭䁩䥮䁗䂉䆻䤓䚔䁊䁀䂈䁼䁗㾽䂸䃊䃞䂴䃂䁊䏫䋗䁉䂇䠋䛃䘠䩍䂐䋦䁿䂉䁑䁦䁊䁥䁋䂉䁬
䁭㾼䢖䈊䘠䩍䁊䡑䩘䁨䩖䩘䁥䕷䖏䁓䂊㾼䁉䁢㾼䂸䃊䃞䂴䃂䁊A͆͆ èeΚ˔eΠ䂝䂕䂺䃚䂕䃤䁩䖕䁡䁤䁂䂉䘜䑒䁩䏑䂈䁼䁗㾽  

A͆͆˴e䁭㾼A͆͆˴e䁬䃈䃚䂕䃁䂨ー䃎䃛䂨ー䁩䁈䁂䁤䈅䛉䁓䂊䁤䁂䂉䠗䂈䁩䏓䙙䘠䩍䁈䂆䁱䦟䏓䙙䘠䩍䂐䕢䂈䃼䁂䁼䁗㾽
䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䏫䋗䁬䂸ー䂰䁶䁬A͆͆˴e䁬䂓䂠䂬䂪䁈䂆䁱䊂䯄䁗䂉䃈䃚䂠䂷䂔䂪䁩䁢䁂䁤䁬䘠䩍䁭㾼
˄tt͆͝օՍՍΠΠΠփa͆͆˴eփʄomՍ˴ega˴Ս͆r˔ΚaʄάՍʍataՍ˨͆Սa͆͆՚͝toreՍ䁬㿥A͆͆ òtore䁦䃈䃚䂕䃁䂨ー㿦䂐䁒䈞䣾䁍䁞䁓
䁂㾽A͆͆˴e䁭㾼A͆͆˴e䁦䯄䍾䁕䁤A͆͆˴e䚤䧎䁈䂆䁱䂦ー䃄䂪䂐䠼䌁䁗䂉㾼A͆͆˴e䁬䏫䋗䁶䁬䥼䤹䂐䓷䆁䁗䂉㾼A͆͆˴e䁩
䝽䂍䂈䐙䑛䂐䥼䤹䁕䁤A͆͆ òtore䁈䂆䁱A͆͆˴e ³eΠ͝ anʍ òtoʄˬ͝䁩䁈䁂䁤䧃䔤䁗䂉䛖䭳䃂ー䂹䂻ー䁩䦟䏓䙙䘠䩍
䂐䠼䌁䁗䂉䘜䑒䁊䁀䂈䁼䁗㾽䁛䁄䁕䁝䃂ー䂹䂻ー䁭㾼䢖䈊䘠䩍䂐䨷䏽䁗䂉䋆䫅䂐䧫䁂㾼A͆͆˴e䁊䃄ジ䂾䂪䂐䡜䇻䁗䂉䘜
䗀䁥䁀䂊䁮䁧䁑䁥䂀䝒䒥䁗䂉䆻䤓䚔䁊䁀䂈䁼䁗㾽  

3. P2BおよびDSAの規則に従った救済オプション 

䂸ジ䂰䃜䂦ー䃄䂪䁬䁝䁿䁬䞤䄰䓲䘜䁩䊂䁗䂉2022年10⽉19⽇䁬䆜䕻䋉䇦㿀䭦䔔䇦䊲䝂㿙Fć㿚2022Ս2065䁈䂆䁱
䓶䮨2000Ս31ՍF6䁬䇱䚜㿙䂸ジ䂰䃜䂦ー䃄䂪䩘㿙=òA㿚㿚䁬䝩䘎䁦䁨䂉㾼䆜䕻䯄䑒䁥䔔䌦䂐䛆䭰䁕䁝䂸䃊䃞䂴䃂㾼䁈䂆䁱
䆜䕻䯄䑒䁩䗀䒥䁗䂉䏫䋗䁩䗗䧎䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䂐䠼䌁䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁩䝩䁕䁤䬺䄙䁓䂊䁤䁂䂉㾼A͆͆˴e䁊䂸䃊䃞䂴䃂
䁩䝩䁕䁤䐿䁡䁝䛺䟈㿙䂸䃊䃞䂴䃂䂓䂜䂗䃤䂹䁬䠮䓽䂂A͆͆ òtore䁉䂇䁬䂓䃈䃛䁬䒴䗐䁨䁧㿚䁩䊂䯄䁕䁤䭡䬺䆻䤓䁨䋤䒗
䂛䃈䂨䃘䃤䁩䊂䁗䂉䘍䁕䁂䘠䩍䁭㾼a͆͆˴eփʄomՍ˴ega˴Սʍ͝aՍreʍre͝͝՚o͆t˔on͝䁥䈞䣾䁥䁋䁼䁗㾽 

㿥䂛䃤䃚䂕䃤䟙䇥䂦ー䃄䂪䁬䃄ジ䂾䂪䃗ー䂧ー䁩䁦䁡䁤䁬䐇䚜䚔㿀䢧䫒䚔䁬䝀䙖䁩䊂䁗䂉䆜䕻䋉䇦䁈䂆䁱䭦䔔䇦䊲䝂㿦
䁨䁧㾼͆˴atʷorm՚to՚ɿͺ͝˔ne͝͝䊲䚐㿙䄎䆳㾼㿥P21䊲䝂㿦䁦䁂䁂䁼䁗㿚䁬䝩䘎䁦䁨䂉䟁䄬䁩䁈䁂䁤䔔䌦䂐䛆䭰䁕䁝䂸䃊䃞
䂴䃂㾼䁈䂆䁱䁛䂊䂇䁬䑜䁩䗀䒥䁗䂉䏫䋗䁩䗗䧎䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䂐䠼䌁䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁭㾼䁛䁄䁕䁝P21䊲䝂䁩䖕䁂㾼䔝
䁬䫳䞂䁩䊂䁕䁤㾼˄tt͆͝օՍՍʍeΚe˴o͆erփa͆͆˴eփʄomՍʄontaʄtՍ͆2ɿՍ䁉䂇䍉䘠䂐䠼䖧䁗䂉䁑䁦䁊䁥䁋䁼䁗㾽㿙a㿚䂸䃊䃞䂴
䃂䁊䔔䌦䂐䛆䭰䁕䁝䟁䄬䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁩䅠䌠䂐䋟䁺䁗㾼P21䊲䝂䁩䠴䁿䂇䂊䁝䋆䫅䂐A͆͆˴e䁊䖻䕣䁕䁤䁂䁨䁂䋅䁂
䁊䁀䂉㾼㿙ɿ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁊䔔䌦䂐䛆䭰䁕䁝䟁䄬䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁩䅠䌠䂐䋟䁺䁗㾼A͆͆ òtore䘕䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪
䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䤰䧞䁩䠋䛃䊂䯄䁗䂉䋁䖨䡏䁨䫳䞂㾼䁼䁝䁭㿙ʄ㿚䂸䃊䃞䂴䃂䁊䔔䌦䂐䛆䭰䁕䁝䟁䄬䁥䂸䃊䃞䂴䃂䁩䅠
䌠䂐䋟䁺䁕㾼A͆͆ òtore䘕䁬䂸䃊䃞䂴䃂䁬䃚䂕䂬䃤䂪䂓䃈䃛䂢ー䂨䃘䃤䁬䤰䧞䁩䠋䛃䊂䯄䁗䂉㾼A͆͆˴e䁊䑁䁖䁝䛺䟈䁼
䁝䁭䐿䄝㾽A͆͆˴e䁭䢖䈊䍉䘠䁩䁢䁂䁤䎲䢢䁈䂆䁱䖾䭦䁕㾼䎠䇃䂐䂸䃊䃞䂴䃂䁩䡥䁆䁼䁗㾽 
 
䆜䕻䯄䑒䁥䔔䌦䂐䛆䭰䁕䁝䂸䃊䃞䂴䃂㾼䁈䂆䁱䆜䕻䯄䑒䁩䗀䒥䁗䂉䏫䋗䁩䗗䧎䁼䁝䁭䂦ー䃄䂪䂐䠼䌁䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂
䁩䝩䁕䁤㾼A͆͆˴e䁭䄎䆳䁬䟙䒡䄕䄸䇦䂐䓶䠴䁕䁼䁗㾽A͆͆˴e䁭䢖䈊䟙䒡䄕䄸䇦䁦䌆䁩㾼䊂䯄䁗䂉A͆͆ òtore䂦ー䃄䂪
䁬䠼䌁䁩䊂䁕䁤䚟䁖䁝A͆͆˴e䁦䂸䃊䃞䂴䃂䁦䁬䊀䁬䨖䜥㿙A͆͆˴e䁬䍉䘠䕢䂈䃼䁂䚐䡹䁩䂆䁡䁤䇧䎝䁥䁋䁨䁉䁡䁝䍉䘠
䂐䊈䁾㿚䁬䩘䠸䈀䁬䇧䎝䁩䁢䁂䁤㾼䆜䕻䯄䑒䁩䁈䁂䁤䛆䭰䁓䂊䁝䂸䃊䃞䂴䃂䁈䂆䁱䆜䕻䯄䑒䁩䗀䒥䁗䂉䏫䋗䁩䗗䧎䁼
䁝䁭䂦ー䃄䂪䂐䠼䌁䁗䂉䂸䃊䃞䂴䃂䁦䑒䄙䁩䞘䁗䂉䁷䁍䡸䁿䁼䁗㾽 
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デベロッパは、本書によりAppleがデベロッパに提供する本別紙2にクリックして同意することで、Appleが、デベロッパとAppleとの間
で現在効⼒を有するApple Developer Program使⽤許諾契約（以下、「本契約」といいます）を修正し、本契約に本別紙2を追加する
（既存の別紙2がある場合は置き換える）ことに同意したものとみなされます。本契約において別段の定めがある場合を除き、（英⽂で）
⼤⽂字で始まる⽤語は、すべて本契約で定められている意味を有するものとします。  
  
別紙2  
  
1. 代理⼈およびコミッショネアの指名  
  
1.1  デベロッパは本別紙により、AppleおよびApple⼦会社（以下、「Apple」と総称します）を、（i）本別紙2に対する添付書類A
第1条に列挙する地域（変更されることがあります）に所在するエンドユーザーに対するデベロッパのライセンスアプリケーションのマー
ケティングおよび配布のためのデベロッパの代理⼈として、かつ、（ii）本別紙2に対する添付書類A第2条に列挙する地域（変更されるこ
とがあります）に所在するエンドユーザーに対するデベロッパのライセンスアプリケーションのマーケティングおよび配布のためのデベ
ロッパのコミッショネアとして、配布期間中、指名します。デベロッパが選択できるApp Storeの地域の最新のリストは、App Store 
Connectツールにおいて定められるものとし、かつ、Appleによって随時アップデートされることがあります。デベロッパは本別紙によ
り、Appleが、1つ以上のApp Storeを通じて、デベロッパのために、デベロッパに代わり、ライセンスアプリケーションをマーケティング
し、かつエンドユーザーがライセンスアプリケーションをダウンロードできるようにすることを認めるものとします。本別紙2において、以
下の定義が適⽤されます。  
  
(a) 「デベロッパ」には、デベロッパがデベロッパを代理してライセンスアプリケーションおよび関連するメタデータを提出する権
限を付与したApp Store Connectユーザーが含まれます。  
  
(b) 「エンドユーザー」には、個⼈の購⼊者、ファミリー共有、または故⼈アカウント管理連絡先経由で購⼊者のアカウントと関連付
けられた適格のユーザーが含まれます。組織の顧客の場合、「エンドユーザー」とは、組織の購⼊者によりライセンスアプリケーションの
使⽤を許された個⼈、共有デバイス上へのインストールの管理に責任を負う当該組織の管理者、ならびにAppleが承認した教育機関
で、その従業員、代理⼈、関連会社に使⽤させるためにライセンスアプリケーションを⼊⼿した機関を含む、認定された組織の購⼊者⾃
⾝をいいます。  
  
(c) 本別紙2において、「ライセンスアプリケーション」という⽤語は、ソフトウェアアプリケーション内で提供されるコンテンツ、 
機能、拡張機能、スタンプ、またはサービスを含むものとします。  
  
1.2  本別紙2の第1.1条に基づくAppleの指名を推進するために、デベロッパは本別紙により、Appleに対して以下の各号のすべ
てを許可し、指⽰するものとします。  
  
(a) App Store Connectツールでデベロッパにより特定された地域に所在するエンドユーザーに対して、デベロッパに代わっ
てライセンスアプリケーションをマーケティング、勧誘、および受注すること。  
  
(b) ライセンスアプリケーションの保存およびエンドユーザーによるアクセスのため、ならびにその他Appleによりライセンス付与
または許可された限りにおいて、第三者が当該ライセンスアプリケーションをホスティングできるようにするために、本契約の条件に従
い、デベロッパにホスティングサービスを提供すること。  
  
(c) セキュリティソリューションおよび本契約で特定されたその他の最適化の追加を含め、エンドユーザーが取得およびダウンロ
ードするために、ライセンスアプリケーションのコピーの作成、フォーマット、およびその他の準備を⾏うこと。  
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(d) 1つか複数のApp Storeを介して、エンドユーザーが、デベロッパが開発したライセンスアプリケーション、ライセンスアプリケー
ション情報、および関連するメタデータを取得し、電⼦的にダウンロードできるように、エンドユーザーが、当該ライセンスアプリケーションの
コピーにアクセスおよび再アクセスすることを許可すること、または、ボリュームコンテンツ購⼊の国外移転の場合には、エンドユーザーがそ
うできるよう⼿配すること。また、デベロッパは本別紙により、以下の場合に本別紙2に基づいてデベロッパのライセンスアプリケーションの
配布を許可するものとします：（i）ファミリー共有経由で家族のほかのメンバーと関連付けられた個⼈のアカウントがライセンスアプリケー
ションを購⼊する際に、複数のエンドユーザーによって使⽤される場合（App Store Connectツールで⽰されているデベロッパの選択に
応じて、本別紙2を締結する前に⾏われた購⼊を含みます）、（ii）https://support.apple.com/HT212360に記載の通り、デベロッパのラ
イセンスアプリケーションに、iCloudに保存された関連する情報とメタデータと共にアクセスするために、エンドユーザーの適格の故⼈アカ
ウント管理連絡先によって使⽤される場合、ならびに、（iii）ボリュームコンテンツサービスを介して、所属するエンドユーザーが利⽤できるよ
うに、ならびに／または、ボリュームコンテンツ規約、条件、およびプログラム要件に従い、その組織の顧客が所有もしくは管理する、Apple
アカウントと関連付けられていないデバイスにインストールするために、単⼀の組織の顧客によって使⽤される場合。  
  
(e) エンドユーザーが⽀払うべきライセンスアプリケーションの購⼊価格について請求書を発⾏すること。  
  
(f) デベロッパが宣伝⽬的で使⽤する権利を有さず、かつ、本別紙2の第2.1条に基づき、デベロッパがAppleに当該ライセンス
アプリケーションを配布した時に、デベロッパが書⾯で特定したライセンスアプリケーション、商標もしくはロゴ、またはライセンスアプリ
ケーション情報の該当部分を除き、宣伝⽬的で、マーケティングマテリアルおよびギフトカードにおいて、および⾞両ディスプレイに関し
て、（i）ライセンスアプリケーションのスクリーンショット、プレビュー、および／または30秒までの抜粋、（ii）ライセンスアプリケーションに
関連する商標およびロゴ、ならびに（iii）ライセンスアプリケーション情報を使⽤すること。さらに、宣伝⽬的で、マーケティングマテリアル
およびギフトカードにおいて、ならびに⾞両ディスプレイに関して、Appleの合理的な要請時に、デベロッパがAppleに提供することが
ある画像およびその他の素材を使⽤すること。 
  
(g) その他、ライセンスアプリケーション、ライセンスアプリケーション情報、ならびに本別紙2に従ってライセンスアプリケーション
のマーケティングおよび配布時に合理的に必要となる場合がある関連メタデータを使⽤すること。デベロッパは、本別紙2の上記第1.2条
で定める権利に関し、使⽤料その他⼀切の報酬の⽀払いがなされないことについて同意するものとします。  
  
(h) 本契約、可⽤性、および随時App Store Connectツールにおいてアップデートされるその他のプログラム要件に基づき、デ
ベロッパが指定したエンドユーザーへのデベロッパのライセンスアプリケーションのプレリリース版（以下、「ベータ版テスト」といいます）
の配布を促進すること。当該ベータ版テストの⽬的において、デベロッパは本別紙により、デベロッパのアプリケーションのそうしたプレ
リリース版の配布およびダウンロードに関する購⼊価格、収益、またはその他の報酬を徴収するあらゆる権利を放棄するものとします。
さらに、デベロッパは、デベロッパのプレリリース版ライセンスアプリケーションの配布および使⽤に関する第三者に対するあらゆる使
⽤料の⽀払いまたはその他の⽀払い、ならびに当該ベータ版テストが⾏われる地域のあらゆる法令の遵守について、デベロッパが引き
続き責任を負うことについて、同意するものとします。明確にするために記すと、そうした配布に関し、Appleに対していかなる⼿数料
も⽀払う義務を負いません。  
  
1.3 両当事者は、本別紙2に基づくその関係が、添付書類A第1条および添付書類A第2条でそれぞれ定める通り、場合により、本
⼈と代理⼈、または本⼈とコミッショネアであること、ならびに、本別紙2で定める通り、デベロッパが、本⼈として、ライセンスアプリケー
ションに関与または関連するあらゆる請求および債務について、単独で責任を負うことを認め、これに同意するものとします。両当事者
は、本別紙2に基づく、デベロッパによる、場合によりデベロッパの代理⼈またはコミッショネアとしての、Appleの指名は、⾮独占的な
ものであることを認め、これに同意するものとします。デベロッパは本別紙により、デベロッパのライセンスアプリケーションを配布する
ために、AppleおよびApple⼦会社をデベロッパの全世界における代理⼈および／またはコミッショネアとして指名するために必要な
権利をデベロッパが所有または管理していること、ならびに、AppleおよびApple⼦会社による当該指名の履⾏がいかなる第三者の
権利にも違反または侵害しないことを、表明および保証するものとします。  
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1.4 本別紙2において、「配布期間」とは、本契約の発効⽇から開始し、本契約またはその更新版の最終⽇をもって失効する期間
をいいます。ただし、デベロッパの代理⼈およびコミッショネアとしてのAppleの指名は、本契約の期間満了後も30⽇を超えない合理
的なフェーズアウト期間中、有効に存続し、さらに、デベロッパが本別紙2の第5.1条および第7.2条に基づき別段の意思表⽰をしない
限り、デベロッパのエンドユーザーに関してのみ、本別紙2の第1.2条（b）項、同（c）項および同（d）項は、本契約の解除または期間満了
後も有効に存続します。  
  
2.  Appleへのライセンスアプリケーションの配布  
  
2.1  デベロッパは、App Store Connectツールまたはその他のAppleが提供するメカニズムを使⽤して、Appleに対してライ
センスアプリケーション、ライセンスアプリケーション情報、および関連メタデータを、本別紙2に従ってエンドユーザーへのライセンスア
プリケーションの配布に対して要求されているようにAppleが指定するフォーマットおよび⽅法で、⾃⼰の費⽤負担をもって配布するも
のとします。本別紙2に基づきデベロッパがAppleに提供するメタデータは、以下の各号すべてを含むものとします：（i）各ライセンスア
プリケーションのタイトルおよびバージョン番号、（ii）エンドユーザーによる当該ライセンスアプリケーションのダウンロードをAppleが
可能にするようデベロッパが希望し、指定する地域、（iii）あらゆる著作権またはその他知的財産権の通知、（iv）デベロッパのプライバシ
ーポリシー、（v）存在する場合、本別紙2第4.2条に従ったデベロッパのエンドユーザー使⽤許諾契約（以下、「EULA」といいます）、なら
びに、（vi）Appleブランドハードウェア上のコンテンツの検索および検出を強化するために指定されるメタデータを含む、随時アップデ
ートされ得るドキュメントおよび／またはApp Store Connectツールで定める追加メタデータ。  
  
2.2  すべてのライセンスアプリケーションは、ソフトウェアツール、Secure FTPサイトアドレス、および／またはAppleが指定する
その他の配布⽅法を使⽤してデベロッパからAppleに配布されるものとします。  
  
2.3  デベロッパは本別紙により、本別紙2に基づきデベロッパがAppleに配布するすべてのライセンスアプリケーションが、あらゆ
る適⽤法令の条件に従い、⽶国から添付書類Aに列挙する各地域へ輸出することが許可されていることを保証するものとします。当該
適⽤法令には、⽶国輸出管理規則15 C.F.R. Parts 730-774が含まれますが、これに限定されません。さらに、デベロッパは、デベロ
ッパがAppleに配布するライセンスアプリケーションのすべてのバージョンが、国際武器取引規則22 C.F.R. Parts 120-130の対象
になっていないこと、および軍事関連のエンドユーザーまたは軍事関連の最終⽤途向けに設計、作成、変更、または構成されていないこ
とを表明し、保証するものとします。本第2.3条の⼀般性を制限することなく、デベロッパは、（i）いかなるライセンスアプリケーションも、
いかなるデータ暗号化もしくは暗号機能も含まず、それらを使⽤せず、またはそれらをサポートしておらず、または（ii）いずれかのライセ
ンスアプリケーションが、当該データ暗号化もしくは暗号機能を含み、それらを使⽤し、またはそれらをサポートしている場合、デベロッ
パは、デベロッパが⽶国輸出管理令を遵守していることを証明するものとし、かつ、必要に応じて、⽶国商務省産業安全保障局（以下、
「BIS」といいます）が発⾏する輸出規制分類番号（CCATS）、またはBISに提出する⾃⼰分類報告書、および当該ライセンスアプリケー
ションに関する輸⼊許可を要求するその他の地域からの適切な許認可を保有し、かつ、要請に応じて、これらのPDFコピーをAppleに
提供するものとします。デベロッパは、Appleが、本別紙2に基づくライセンスアプリケーションへのアクセスおよびライセンスアプリケー
ションのダウンロードをエンドユーザーに許可する際に、第2.3条のデベロッパの保証に依拠していることを認めるものとします。 
本第2.3条に定める以外の事項について、Appleは、本別紙2に基づくライセンスアプリケーションへのアクセスおよびライセンスアプリ
ケーションのダウンロードをエンドユーザーに許可する際に、輸出⾏政規則の要件を遵守する責任を負うものとします。  
  
2.4  デベロッパは、その地域の各場所についてデベロッパのライセンスアプリケーション内で提供されたあらゆるビデオ、テレビ、
ゲーム、またはほかのコンテンツに対して適⽤される政府の規制、評価委員会、サービス、またはほかの組織（以下、それぞれを「評価委
員会」といいます）が要求するあらゆる年齢評価またはペアレンタルアドバイザリーサービスを決定し実装する責任を負うものとします。
該当する場合、デベロッパはまた、エンドユーザーがデベロッパのライセンスアプリケーション中の、成⼈向けまたはほかの規制されたコ
ンテンツにアクセスできるようにする前に、コンテンツ制限ツールまたは年齢認証機能を提供する責任を負うものとします。  
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3.  エンドユーザーへのライセンスアプリケーションの配布  
  
3.1  デベロッパは、Appleが、デベロッパの代理⼈および／またはコミッショネアとして⾏為する過程において、デベロッパを代理
して、ライセンスアプリケーションのホスティングを⾏うこと、または本別紙2の第1.2（b）項に従って第三者にホスティングを許可できる
ようにすること、および当該ライセンスアプリケーションのエンドユーザーによるダウンロードを許可することを認め、これに同意するも
のとします。ただし、In-App Purchase APIを使⽤してデベロッパが販売したコンテンツまたはサービスのホスティングおよび配布に
ついては、ライセンスアプリケーション⾃体に含まれるコンテンツ（つまり、App内課⾦でロックが解除されるだけのコンテンツ）または
本契約の付属書2の第3.3条に基づきAppleがホスティングするコンテンツを除き、デベロッパが責任を負うものとします。すべてのラ
イセンスアプリケーションは、App Store Connectツールに定められ、Appleにより随時アップデートされることがある価格表から、デ
ベロッパ独⾃の裁量により、1つの価格帯に設定される、デベロッパが指定した価格で、Appleがデベロッパを代理してエンドユーザー
にマーケティングするものとします。また、デベロッパは、App Store Connectを通じて選択することにより、認定された組織の顧客に
対してデベロッパが設定した価格帯から50%割引でライセンスアプリケーションをマーケティングするようAppleに指⽰することがで
きます。デベロッパは、App Store Connectツールに定められ、随時アップデートされることがある価格表に従って、あらゆるライセン
スアプリケーションの価格帯を、デベロッパの裁量で、いつでも変更することができます。Appleは、デベロッパの代理⼈および／または
コミッショネアとして、本別紙2に基づいてエンドユーザーが⼊⼿したライセンスアプリケーションについて、当該エンドユーザーが⽀払う
べきすべての価格を徴収する責任を単独で負います。  
  
3.2  エンドユーザーへのライセンスアプリケーションの販売または配布が、適⽤法令に基づいて売上税、使⽤税、物品サービス税、
付加価値税、通信事業税、その他の類似する税⾦または賦課⾦の対象となる場合、エンドユーザーへのライセンスアプリケーションの販
売に関する当該税⾦の徴収および納付の責任は、App Store Connectサイトを通じて随時アップデートされる、本別紙2に対する添
付書類Bに従って決定されるものとします。デベロッパは、App Store Connectサイトを通じて随時アップデートされる可能性がある、
デベロッパのライセンスアプリケーションに関する税⾦を分類するために正確な情報を選択および維持することに、単独で責任を負う
ものとします。これらの税分類は、デベロッパのライセンスアプリケーションの販売および配布に適⽤されます。デベロッパがデベロッパ
のライセンスアプリケーションの税分類に関して⾏った調整は、Appleが合理的な期間内に調整を処理したあと、それ以降のライセンス
アプリケーションの販売に対して適⽤されます。デベロッパがデベロッパのライセンスアプリケーションの税分類に関して⾏った調整は、
Appleがデベロッパの税分類の調整を処理する前に発⽣したライセンスアプリケーションの販売に対しては適⽤されません。  
  
デベロッパのライセンスアプリケーションの税分類がいずれかの税務当局によって不正確であるとみなされた場合、デベロッパは、その税
務上の影響について単独で責任を負うものとします。Appleが、その合理的な裁量で、デベロッパのライセンスアプリケーションの税分類を
不正確であると判断した場合、Appleは、デベロッパが当該税分類を修正するまで、デベロッパに⽀払うべき⾦額を信託⾦額として保持す
る権利を留保します。デベロッパが税分類を修正したあと、Appleは、分類の不正確さに起因する罰⾦および利息を差し引き、Appleがデ
ベロッパのために信託保持している残りの⾦額を、本別紙2の規定に従い、利息なしでデベロッパに送⾦します。デベロッパは、売上税、使
⽤税、物品サービス税、付加価値税、通信事業税、その他の税⾦または賦課⾦、ならびにそれらに関する罰⾦および／または利息の過少納
付または過剰納付に対するあらゆる税務当局からの⼀切の請求について、Appleを補償し、損害を被らせないものとします。  
  
3.3  当事者各⾃の税務上の遵守義務を励⾏するために、Appleは、特に（i）デベロッパの居住地域、および（ii）ライセンスアプリケーショ
ンにアクセスできるようにすることをAppleに対して希望する地域としてデベロッパが指定した地域に応じて、デベロッパが本別紙2に対する
添付書類CまたはApp Store Connectに列挙する要件を遵守することを求めます。本別紙2に対する添付書類Cで求められている税務⽂
書をデベロッパがAppleに提供する前に、Appleがデベロッパのライセンスアプリケーションの購⼊価格に対応する⾦額を徴収した場合、
Appleは、その⾦額をデベロッパに送⾦せず、求められている税務⽂書をデベロッパがAppleに提供するまで、デベロッパのためにその⾦額
を信託保持する判断を下すことができます。Appleは、本第3.3条に基づき本別紙2の規定に従い、求められているすべての税務⽂書をデベ
ロッパから受け取った時点で、Appleがデベロッパのために信託保持していたすべての⾦額を利息なしでデベロッパに送⾦します。  
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3.4  Appleは、本別紙2に基づくデベロッパの代理⼈および／またはコミッショネアとしてのAppleのサービスに対する対価とし
て、以下の⼿数料を受け取る権利を有するものとします。  
 
(a) Appleは、エンドユーザーへのライセンスアプリケーションの販売について、各エンドユーザーが⽀払うべきすべての価格の
30%に相当する⼿数料を受け取る権利を有するものとします。サブスクリプショングループ（以下に定義）内の有料サブスクリプション
サービスの利⽤が1年間を超えた顧客によって⾏われた⾃動更新サブスクリプション購⼊についてのみ、Appleは、保持猶予期間また
は更新延⻑期間に関わらず、以降の更新ごとに各エンドユーザーが⽀払うべきすべての価格の15%に相当する⼿数料を受け取る権利
を有するものとします。保持猶予期間とは、顧客のサブスクリプションが（例えば、解約または不払いなどの理由により）終了してから同
じサブスクリプショングループ内の新しいサブスクリプションが開始されるまでの期間を指します。ただし、この期間は60⽇間を超えな
いものとし、変更されることがあります。更新延⻑期間とは、デベロッパが顧客のサブスクリプションの更新⽇を追加の費⽤なく延⻑す
る期間を指します。本第3.4条（a）項に基づきAppleが受け取る権利を有している⼿数料の決定において、エンドユーザーが⽀払うべ
き価格は、本別紙2の第3.2条に定める、徴収されるあらゆる税⾦を差し引いたあとの価格とします。 
    
(b) App Storeスモールビジネスプログラム。AppleによりApp Storeスモールビジネスプログラムに認定および承認されたデ
ベロッパに関しては、Appleは、App Store Connectサイトを通じて随時アップデートされる、本別紙2の添付書類Bに列挙する地域
に所在するエンドユーザーへのライセンスアプリケーションの販売について、各エンドユーザーが⽀払うべきすべての価格の15%に引き
下げられた⼿数料を受け取る権利を有します。デベロッパは、本契約、本別紙2、および以下の条件に従って、App Storeスモールビジ
ネスプログラムにおける承認に必要な資格を満たすことができます。  
  
標準的な商慣⾏に基づいてAppleが計算する、デベロッパおよびその関連するデベロッパアカウントの前暦年の12会計⽉（以下、 
「暦年」といいます）における合計収益額が1,000,000⽶ドル以内（Appleの⼿数料ならびに特定の税額および調整額を除いた純売
上額）である必要があります。  
  
App Storeスモールビジネスプログラムに登録するには、デベロッパは、デベロッパおよびその関連するデベロッパアカウントに関して求めら
れる情報を、すべてAppleに提供する必要があります。デベロッパとその関連するデベロッパアカウントとの関係に変更があった場合、デベロ
ッパはそうした情報を更新する必要があります。「関連するデベロッパアカウント」とは、（i）デベロッパが所有もしくは管理する、または（ii）デ
ベロッパのアカウントを所有もしくは管理するApple Developer Programアカウントを指します。例えば、本契約および本別紙2の条件に
同意した個⼈または法⼈で、以下のいずれかの条件が当てはまるデベロッパには、関連するデベロッパアカウントが存在します。  

• 別のApple Developer Programメンバーのアカウントの所有権または割り当てにおいて、当該デベロッパが企業、個⼈、 
またはパートナーシップの持分の過半数（50%超）を保有している。  

• 別のApple Developer Programメンバーが、当該デベロッパのアカウントの所有権または割り当てにおいて、企業、個⼈、 
またはパートナーシップの持分の過半数（50%超）を保有している。  

• 当該デベロッパが、別のApple Developer Programメンバーのアカウントに対する最終決定権を有している。  
• 別のApple Developer Programのメンバーが、当該デベロッパのアカウントに対する最終決定権を有している。 

デベロッパおよびその関連するデベロッパアカウントは、Apple Developer Programのメンバーとして優良な状態である必要があります。 
  
デベロッパおよびその関連するデベロッパアカウントの現暦年における合計収益額が1,000,000⽶ドルを超えた場合、当該暦年の残
りの期間については、本別紙2の第3.4条（a）項に定める標準の⼿数料率でデベロッパに請求されます。  
  
Appleは、各会計暦⽉の末⽇から15⽇以内に、App Storeスモールビジネスプログラムへの参加資格の有無を判断し、資格を満たし
ているデベロッパに対して参加を承認します。  
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そのあとの1暦年においてデベロッパおよびその関連するデベロッパアカウントの合計収益額が1,000,000⽶ドル以内である場合、デ
ベロッパは翌暦年のApp Storeスモールビジネスプログラムへの承認に必要な資格を再度満たすことができます。 
  
デベロッパが譲渡⼈または譲受⼈（以下、「アプリ譲渡当事者」といいます）としてライセンスアプリケーションの譲渡に関与している場
合、当該ライセンスアプリケーションに関連する収益は、App Storeスモールビジネスプログラムへの参加の適格性を判断するために、
あらゆるアプリ譲渡当事者の収益の合計額の計算に含まれます。例えば、デベロッパがApp Store Connectツールを使⽤して、⾃⾝
のデベロッパアカウントからほかのデベロッパアカウントにライセンスアプリケーションを譲渡すると、譲渡したライセンスアプリケーショ
ンに関連する収益は、デベロッパの合計収益の計算、およびライセンスアプリケーションの譲受先のデベロッパアカウントの合計収益の
計算に含まれることになります。ライセンスアプリケーションが特定の暦年に複数回譲渡された場合、当該ライセンスアプリケーションに
関連する収益は、各アプリ譲渡当事者全員の収益の合計額の計算に含まれます。 
 
App Storeスモールビジネスプログラムへの参加資格の判断に関して、デベロッパまたはその関連するデベロッパアカウントが、疑わ
しい、誤解を招く、不正な、不適切な、合法でない、または不誠実な⾏為または不作為に関与した場合（例えば、虚偽または不正確な情
報をAppleに提供すること、App Storeスモールビジネスプログラムから不適切に利益を得るために複数のApple Developer 
Programアカウントを作成または使⽤することなど）、デベロッパおよびその関連するデベロッパアカウントは、Appleの裁量で、 
App Storeスモールビジネスプログラムへの参加資格を失い、資格が解除されます。 
  
Appleは、本規定に違反したデベロッパおよびその関連するデベロッパアカウントへの⽀払いを留保できるものとします。 
  
本別紙2の第3.2条に別途定められている場合を除き、Appleは、本別紙2の第3.4条に定められている⼿数料を、ライセンスアプリケ
ーションの配布または使⽤に関連するあらゆる税⾦またはその他の類似するデベロッパ、Apple、もしくはエンドユーザーの義務を含
む、あらゆる税⾦またはその他の政府の賦課⾦分の減額なしに受け取る権利を有するものとします。Appleが開発したライセンスアプ
リケーションの販売について、Appleは⼿数料を受け取る権利を有しません。  
  
3.5  Appleは、本別紙に基づきエンドユーザーに配布されるライセンスアプリケーションの価格として当該エンドユーザーから⾦
額を徴収する時に、当該ライセンスアプリケーションに関するAppleの⼿数料全額と本別紙の第3.2条および第3.4条に基づきApple
が徴収するあらゆる税⾦を差し引いて、Appleの標準的な商慣⾏に従って当該価格の残額についてデベロッパに送⾦する、または場合
によってはデベロッパ宛てのクレジットを発⾏するものとします。こうした商慣⾏には、（i）銀⾏振込でのみ送⾦⽀払いを⾏うこと、 
（ii）送⾦⽀払いが最低⽉間送⾦限度額の対象となること、（iii）デベロッパがApp Store Connectサイトで送⾦に関連する特定の情報
を提供する必要があること、および、（iv）前述の要件に従うことを条件として、対応する⾦額をAppleがエンドユーザーから受け取った
⽉の末⽇から45⽇以内に送⾦⽀払いが⾏われることが含まれます。Appleは、当該⽉に販売されたライセンスアプリケーションおよび
Appleからデベロッパに送⾦される合計⾦額をデベロッパが特定できるように、詳細な売上報告を各⽉の末⽇から45⽇以内にApp 
Store Connectサイトでデベロッパが確認できるようにするものとします。デベロッパは本別紙により、エンドユーザーへのライセンス
アプリケーションの配布について、Appleが当該ライセンスアプリケーションの価格を当該エンドユーザーから徴収できない場合でも、
Appleが本第3.5条に従って⼿数料を受け取る権利を有することを認め、これに同意するものとします。Appleがエンドユーザーから受
け取ったライセンスアプリケーションの購⼊価格の通貨がAppleとデベロッパとの間で合意した送⾦通貨以外である場合、当該ライセ
ンスアプリケーションの購⼊価格は、本別紙2の第3.1条に従って、App Store Connectツールに反映されており随時アップデートさ
れることがある、その配布期間について固定の為替レートで送⾦通貨に変換され、Appleがデベロッパに送⾦する⾦額が決定されるも
のとします。Appleは、App Store Connectにおいて、デベロッパが送⾦受取先として指定している銀⾏⼝座の主要通貨（以下、 
「指定通貨」といいます）を指定できるようにする⼿段を提供することがあります。Appleは、デベロッパに送⾦する前に、Appleの提携
銀⾏に送⾦通貨が指定通貨以外であるすべての送⾦を指定通貨に変換させることができるものとします。デベロッパは、その結果⽣じ
る為替差額またはAppleの提携銀⾏により請求される⼿数料が、当該送⾦から差し引かれることがあることに同意するものとします。
デベロッパは、デベロッパの提携銀⾏またはデベロッパの提携銀⾏とAppleの提携銀⾏を仲介する銀⾏から請求されるすべての⼿数
料（例えば、銀⾏振込⼿数料）に引き続き責任を負うものとします。  
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3.6  何らかのライセンスアプリケーションについてAppleの⼿数料またはエンドユーザーが⽀払うべき価格が、（i）源泉徴収もしく
は類似する税⾦、（ii）本別紙の第3.2条に基づきAppleが徴収していない売上税、使⽤税、物品サービス税、付加価値税、通信事業税、
その他の税⾦もしくは賦課⾦、または、（iii）その他のあらゆる性質の税⾦もしくは政府の賦課⾦の対象となる場合、こうした税⾦または
賦課⾦は全額、デベロッパのアカウントのみに対するものであり、本別紙2に基づきAppleが受け取る権利を有している⼿数料がこれ
により減額されることはないものとします。  
  
3.7  Appleからのデベロッパに対する送⾦が源泉徴収または類似する税⾦の対象となる場合、こうした源泉徴収または類似する
税⾦は全額、デベロッパのアカウントのみに対するものであり、当該取引においてAppleが受け取る権利を有している⼿数料は減額さ
れないものとします。Appleは、こうした税⾦を⽀払う義務があると合理的に判断した場合、その源泉徴収または類似する税⾦の全額
をデベロッパへの未払い⾦の総額から差し引き、源泉徴収した⾦額を所轄の税務当局に全額納付するものとします。Appleは、適⽤さ
れる租税条約で源泉徴収税の軽減税率が定められている場合、その軽減税率を適⽤します。ただし、デベロッパが当該租税条約で求め
られている、またはその他Appleが満⾜できる、デベロッパが源泉徴収税の当該軽減税率の恩恵を受ける権利を有していることを⽴証
するために⼗分な⽂書をAppleに提供している場合に限ります。Appleが合理的に指定する⼿段を使⽤して、デベロッパからAppleに
対し適時に書⾯による要求があった場合、Appleは、Appleがデベロッパを代理して所轄の税務当局に納付した源泉徴収または類似
する税⾦の⾦額をデベロッパに報告するために商業上現実的な努⼒を払うものとします。デベロッパは、こうした源泉徴収または類似
する税⾦、ならびに罰⾦および／またはその利息の過少納付（源泉徴収税の軽減税率の恩恵を受けるためのデベロッパの権利の取得
または喪失に関する、デベロッパによる誤った請求または表明に起因する過少納付を含みますが、これに限定されません）に対する所
轄の税務当局からのあらゆる請求について、Appleを補償し、損害を被らせないものとします。  
  
3.8  デベロッパは、⼀部の地域において、本別紙2の条件に従って、In-App Purchase APIを使⽤して⾃動更新サブスクリプショ
ンを提供することができます。ただし、以下の条件を満たしている場合に限ります。  
  
(a) ⾃動更新機能は、デベロッパがApp Store Connectツールで選択する価格で、1週間ごと、1か⽉ごと、2か⽉ごと、3か⽉ご
と、半年ごと、または1年ごとの設定である必要があります。デベロッパは、デベロッパのサブスクリプションについて複数の期間および
サービスレベルを提供することができ、顧客がサブスクリプショングループのオプションの中で簡単にアップグレード、ダウングレード、お
よびクロスグレードできるように、サブスクリプショングループ内でこれらのサブスクリプションアイテムを関連付けてランク付けすること
ができます。デベロッパは、サブスクリプション登録者がアップグレードまたはクロスグレード（異なる期間へのクロスグレードを除く）す
る場合は、当該サービスレベルの適⽤がただちに開始され、それに応じてデベロッパの収益が調整されること、およびサブスクリプショ
ン登録者がダウングレードする場合は、現在のサブスクリプション期間が終了した時点で新しいサービスが開始されることを理解し、こ
れに同意するものとします。  
  
(b) デベロッパは、デベロッパの⾃動更新サブスクリプションに関する以下の情報を、明確かつ⽬⽴つ形でユーザーに開⽰するも
のとします。  
  

• ⾃動更新サブスクリプションのタイトル（アプリ内の製品名と同じである場合があります）  
• サブスクリプションの期間  
• サブスクリプションの価格および単価（該当する場合）  
  
デベロッパのライセンスアプリケーション内からデベロッパのプライバシーポリシーおよび利⽤規約へのリンクにアクセスできる
必要があります。 
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(c) デベロッパは、マーケティングされるサブスクリプション期間全体（デベロッパが許可した請求の猶予期間を含みます）にわた
って提供を実施する必要があります。デベロッパは、本別紙2の本第3.8条（c）項に違反した場合、本別紙により、Appleに対し、Apple
独⾃の裁量により、当該サブスクリプションに対してエンドユーザーが⽀払った価格の全額または⼀部をエンドユーザーに返⾦すること
を許可し、指⽰するものとします。請求の猶予期間とは、請求の誤りが解消されていないユーザーに対してデベロッパが有料サービスを
無料で提供することに同意している期間を指します。Appleがそうした価格をエンドユーザーに返⾦した場合、デベロッパは、当該サブ
スクリプションの価格に等しい⾦額をAppleに払い戻すか、それに対するクレジットをAppleに付与するものとします。デベロッパは、
本規定に繰り返し違反した場合、Appleが本別紙2の第7.3条に基づくAppleの権利を⾏使できることを認めるものとします。  
  
3.9 デベロッパは、既存のサブスクリプションアイテムの価格を変更する場合、App Store Connectツールでその意思を⽰すこ
とで、デベロッパの既存の顧客について現在の価格を保持することを選択できます。エンドユーザーの同意が必要となる地域に所在す
る既存のサブスクリプション登録者に対してデベロッパが価格を引き上げた場合、そうしたサブスクリプション登録者には新しい価格の
確認および同意が求められ、同意がない場合は⾃動更新機能が無効になります。  
  
3.10 デベロッパは、デベロッパのライセンスアプリケーションの内外で⾃動更新サブスクリプションのプロモーションおよび売り込
みを⾏う場合、あらゆる法規制上の要求を遵守してそうしなければなりません。  
  
3.11 ライセンスアプリケーション内で購⼊されるサブスクリプションサービスは、App内課⾦を使⽤する必要があります。  
  
In-App Purchase APIを使⽤することに加えて、ライセンスアプリケーションは、ライセンスアプリケーション外で（例えば、デベロッパの
Webサイトを通じて）提供されるコンテンツ（雑誌、新聞、書籍、⾳声、⾳楽、ビデオ）を読み込みまたは実⾏することができます。ただし、デ
ベロッパは、ライセンスアプリケーション内で、当該コンテンツに関する外部のオファーのリンクを貼ったり、マーケティングをしたりしない
ものとします。デベロッパは、ライセンスアプリケーション外で取得したコンテンツへのアクセスの認証について責任を負うものとします。  
  
3.12 デベロッパのライセンスアプリケーションが定期刊⾏のコンテンツベースのもの（例えば、雑誌や新聞）である場合、Appleは、
当該ライセンスアプリケーションでIn-App Purchase APIを通じて⾃動更新サブスクリプションの購⼊が⾏われる際、デベロッパに対
し、エンドユーザーのアカウントに関する⽒名、電⼦メールアドレスおよび郵便番号を提供する場合があります。ただし、当該ユーザー
が、デベロッパへのデータの提供に同意すること、ならびに、デベロッパが、当該データをデベロッパ⾃⾝の製品のプロモーションにのみ
使⽤し、かつ、デベロッパのライセンスアプリケーション内で容易に閲読可能でなければならず同意を得ている、デベロッパの⼀般公開
されているプライバシーポリシーを厳守してそうすることを条件とします。ユーザーがこれらの情報を送信することに同意している場
合、デベロッパはサブスクリプションの延⻑を促す無料のインセンティブを提供することができます。  
  
3.13 デベロッパは、⼀部の地域において、本契約、本別紙2、および以下の条件に従って、サブスクリプションオファーコードを使⽤
してデベロッパの⾃動更新サブスクリプションのプロモーションをすることができます。  
  
(a) サブスクリプションオファーコードとは、当該条件に従いAppleがデベロッパに提供するコードであり、デベロッパから1つ以
上のサブスクリプションオファーコードを提供されたエンドユーザーが、デベロッパのライセンスアプリケーションをダウンロードまたは
これにアクセスできるようになるものです。  
  
(b) デベロッパからApp Store Connectツールを通じて要請された場合、Appleはサブスクリプションオファーコードをデベロ
ッパに対して電⼦的に提供するものとします。サブスクリプションオファーコードは、デベロッパに提供された時点で、エンドユーザーが
使⽤できるようアクティブになります。 
  
デベロッパは、デベロッパのライセンスアプリケーションを販売または配布することが許可されていない地域において、アクティブでなく
なったサブスクリプションオファーコードをエンドユーザーに配布してはならないものとします。  
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デベロッパは、地域外における使⽤のためにいかなるサブスクリプションオファーコードも輸出しないものとし、また、当該輸出の権利ま
たは能⼒を有していると表明しないものとします。  
  
サブスクリプションオファーコードに対する権原の喪失および移転の危険は、デベロッパに引き渡された時点でデベロッパに移転します。  
  
デベロッパは、デベロッパがサブスクリプションオファーコードを配布する地域における適⽤法令をすべて遵守するものとします。 
  
(c) Appleは、サブスクリプションオファーコード⾃体を除き、サブスクリプションオファーコードに関連するいかなるマテリアルの
開発および作成についても責任を負わないものとします。 
  
デベロッパは、サブスクリプションオファーコードの売却、またはサブスクリプションオファーコードの配布に関連していかなる形式の⽀払
い、現物取引またはその他の報酬の受け取りもしないものとし、また、第三者による当該⾏為を禁⽌するものとします。  
  
エンドユーザーがサブスクリプションオファーコードを使⽤してデベロッパのライセンスアプリケーションのサブスクリプションに無料で
アクセスできる期間において、デベロッパは本別紙により、当該アクセスに対する使⽤料、収益または報酬について、本契約、本別紙2
および本契約に対する別紙1の適⽤ある場合に、本項の定めがなければこれらに基づき⽀払われることがあるか否かに関わらず、こ
れらを徴収する⼀切の権利を放棄するものとします。両当事者は、Appleとデベロッパの間においては、サブスクリプションオファーコ
ードによりデベロッパのライセンスアプリケーションでサブスクリプションにアクセスするエンドユーザーに関する第三者に対する使⽤
料の⽀払いまたはこれに類する⽀払いに対する各当事者の責任は本契約および本別紙2の定めによるものとすることを認めるものと
します。  
  
デベロッパは、デベロッパによるサブスクリプションオファーコードの使⽤（デベロッパのApp Store Connectチームのその他のメンバ
ーによる使⽤を含みます）およびこれによるデベロッパまたはAppleに対する⼀切の損失または債務につき、単独で責任を負うものと
します。 
  
デベロッパのライセンスアプリケーションが何らかの理由でApp Storeから削除された場合、デベロッパは、すべてのサブスクリプショ
ンオファーコードの配布を停⽌すること、およびAppleは当該サブスクリプションオファーコードを無効化することができることに同意す
るものとします。 
  
デベロッパは、Appleが、デベロッパが本契約または本別紙2の条項のいずれかに違反した場合、すでにエンドユーザーに配布済みであ
ったとしても、当該サブスクリプションオファーコードを無効化する権利を有することに同意するものとします。 
  
(d)  デベロッパは、以下のサブスクリプションオファーコードに関するエンドユーザー条項を、エンドユーザーにサブスクリプション
オファーコードを配布するために使⽤されるすべての⼿段（例えば、証明書、カード、電⼦メール、クーポン、オンライン投稿）において、記
載する必要があります：（i）コードの有効期限⽇または提供数が終了するまでであること、（ii）コードを利⽤できる地域、（iii）Appleアカ
ウントが必要であり、使⽤許諾条項および利⽤規約に事前に同意する必要があること、（iv）コードは転売できないこと、およびコードに
⾦銭的な価値がないこと、（v）全条項が適⽤されること（https://www.apple.com/jp/legal/internet-services/itunes/を参照）、
ならびに（vi）オファーおよびコンテンツはデベロッパにより提供されること。  
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3.14  利⽤可能な場合、デベロッパは、デベロッパが提供する複数のライセンスアプリケーションを1つのコレクション（以下、「バンド
ル」といいます）として、App Store Connectツールに定められ、随時アップデートされることがある、デベロッパが指定した価格帯で、
エンドユーザーに提供することができます。さらに、デベロッパは本別紙により、Appleが、バンドル内の全部ではなく⼀部のライセンス
アプリケーションを購⼊したユーザーに対し、バンドル内の残りのアイテムへのアクセスおよび当該アイテムのダウンロード（以下、「コン
プリート・マイ・バンドル」または「CMB」といいます）をCMB価格で提供することを許可し、指⽰するものとします。デベロッパは、CMB
価格（デベロッパが設定したバンドル価格からユーザーが先に購⼊済みのライセンスアプリケーションに対して⽀払った⼩売価格の合
計を差し引いた⾦額に相当します）に対する収益を受け取るものとします。CMB価格がApp Store Connectツールに定められてい
る価格帯のもとで価格帯1より低くゼロより⾼い場合、デベロッパは本別紙により、Appleが当該ユーザーに対するCMB価格を価格帯
1に設定することを許可し、指⽰するものとします。CMB価格がゼロより低い場合、デベロッパは本別紙により、Appleがバンドル内の
残りのライセンスアプリケーションをエンドユーザーに無料で提供することを許可し、指⽰するものとします。各CMB取引は、デベロッパ
の明細書に以下のように反映されます：（i）バンドルに⽀払われた価格でのバンドル全体の新規販売（CMB販売と記載されます）、およ
び、（ii）対象となる、バンドルに含まれている購⼊済みの各ライセンスアプリケーションについて、当該ライセンスアプリケーションにこれ
まで⽀払われた⾦額の返⾦（すなわち、マイナスの取引）（それぞれCMB返⾦と記載されます）。価格帯0で提供されるバンドルでは、本
別紙2の第3.8条に従って、バンドルに含まれる各ラインセンスアプリケーションで⾃動更新サブスクリプションサービスを提供する必要
があります。また、バンドルに含まれるいずれかのアプリ内からそうしたサブスクリプションサービスを購⼊するユーザーは、追加費⽤な
しで、バンドル内のその他の各ライセンスアプリケーションでも当該サブスクリプションサービスにアクセスできなければなりません。  
  
4.  所有権およびエンドユーザーへの使⽤許諾  
  
4.1  当事者は、Appleがライセンスアプリケーションまたはライセンスアプリケーション情報に対する持分権を⼀切取得しないこ
と、ならびにライセンスアプリケーションに関する権原、損失リスク、責任および管理権はすべて、常に、デベロッパに留まることを認め、
同意するものとします。Appleは、いかなるライセンスアプリケーションまたはライセンスアプリケーション情報も、⽬的または⽅法の如
何を問わず、⼀切使⽤できないものとします。ただし、本契約または本別紙2で特に許可されている場合はこの限りではありません。  
  
4.2         デベロッパは、本別紙2の2.1条に従ってライセンスアプリケーションをAppleに配布する際に、当該ライセンスアプリケーション
に対するデベロッパ⾃⾝のエンドユーザー使⽤許諾契約をAppleに対して提供できます。ただし、デベロッパのエンドユーザー使⽤許諾
契約には、本別紙2の添付書類Dに定める最低条件を盛り込むこととし、この最低条件との齟齬があってはなりません。また、デベロッ
パのエンドユーザー使⽤許諾契約は、エンドユーザーによるライセンスアプリケーションのダウンロードをAppleが許可することをデベ
ロッパが希望するあらゆる地域のすべての適⽤法令に準拠していなければなりません。Appleは、各エンドユーザーに対し、Appleが当
該ライセンスアプリケーションを当該エンドユーザーに配布する際に、デベロッパのエンドユーザー使⽤許諾契約（存在する場合）を確認
することができるようにするものとします。また、Appleは、各エンドユーザーに対し、当該ライセンスアプリケーションの使⽤には、デベ
ロッパのエンドユーザー使⽤許諾契約（存在する場合）で定める条件が適⽤される旨を通知するものとします。デベロッパがライセンス
アプリケーションに関するデベロッパ⾃⾝のエンドユーザー使⽤許諾契約をAppleに提供しない場合、デベロッパは、各エンドユーザー
による当該ライセンスアプリケーションの使⽤について、Appleの（App Storeサービス規約の⼀部である）標準エンドユーザー使⽤許
諾契約が適⽤されることを認め、これに同意するものとします。  
  
4.3  デベロッパは本別紙により、各ライセンスアプリケーションに対するエンドユーザー使⽤許諾契約は、デベロッパとエンドユー
ザーの間のみの契約であり、かつ、適⽤法令に準拠したものであることを認めるものとします。Appleは、いかなるエンドユーザー使⽤
許諾契約に対しても、またデベロッパもしくはエンドユーザーによるいかなるエンドユーザー使⽤許諾契約の条件への違反に対しても、
⼀切の責任を負わず、それに基づくいかなる賠償責任も負わないものとします。  
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5.  コンテンツの制約およびソフトウェアのレーティング  
  
5.1  デベロッパは、以下のすべての事項を表明および保証するものとします：（a）デベロッパは、本契約を締結する権利、各ライセ
ンスアプリケーションを複製し配布する権利、およびエンドユーザーが1つまたは複数のApp Storeを介して各ライセンスアプリケーシ
ョンをダウンロードして使⽤することを許可する権限をAppleに与える権利を有すること、（b）ライセンスアプリケーション、または
Appleもしくはエンドユーザーによる当該ライセンスアプリケーションの許可された使⽤のいずれも、いかなる個⼈、組織、法⼈、その他
の団体の特許権、著作権、商標権、営業秘密、知的財産権、または契約上の権利も⼀切侵害しないこと、および、デベロッパは、単独また
は複数の第三者のために、ライセンスアプリケーションをAppleに提出していないこと、（c）各ライセンスアプリケーションは、デベロッパ
が本別紙2の第2.1条に基づいて指定した各地域における配布、販売、および使⽤、当該地域への輸出および輸⼊を、当該地域の法規
制およびその他の適⽤されるあらゆる輸出⼊規制に従って⾏うことが許可されていること、（d）ライセンスアプリケーションはいずれ
も、猥褻なもの、公序良俗に反するもの、または、デベロッパが本別紙2の第2.1条で指定した地域の法規制で禁⽌または制限されてい
るものを⼀切含んでいないこと、（e）ライセンスアプリケーションに関する情報を含め、App Store Connectのツールを使⽤してデベ
ロッパが提供するあらゆる情報が正確であること、また当該情報が正確性を⽋くようになった場合には、デベロッパがApp Store 
Connectツールを使⽤して速やかに正確なものとなるよう更新すること、ならびに、（f）デベロッパのライセンスアプリケーションのコン
テンツまたはApp Storeでのデベロッパによる知的財産の使⽤をめぐる紛争が発⽣した場合、デベロッパは、当該紛争を提起する当
事者とのデベロッパの連絡先情報の共有をAppleに認めること、および、⾮排他的に、かつ、当事者の法的権利の放棄を伴わずに、
Appleのアプリの紛争に関するプロセスに従うことに同意すること。  
  
5.2  デベロッパは、デベロッパが配布するライセンスアプリケーションそれぞれに対してレーティングを割り当てるために、App 
Store Connectに定めるソフトウェアレーティングツールを⽤いて、Appleが本別紙2に基づきApp Storeを通じて実施するマーケテ
ィングおよび義務履⾏について各当該ライセンスアプリケーションに関する情報を提供するものとします。各ライセンスアプリケーション
に対してレーティングを割り当てるため、デベロッパは、ソフトウェアレーティングツールを利⽤して、当該ライセンスアプリケーションの
コンテンツに関する正確かつ包括的な情報を提供するよう最善の努⼒を払うものとします。デベロッパは、Appleが本別紙でデベロッ
パが指定する各地域でエンドユーザーがライセンスアプリケーションをダウンロードできるようにする際に、（i）デベロッパが、各ライセン
スアプリケーションについて求められている情報の正確かつ完全な提供を誠実にかつ相応の注意を払って⾏っていること、ならびに、
（ii）デベロッパが本別紙の第5.1条に定める表明および保証を⾏っていることに依拠していることを認め、これに同意するものとしま
す。なお、デベロッパは、Appleに対し、不正確なレーティングが割り当てられたデベロッパのあらゆるライセンスアプリケーションのレー
ティングを訂正することを許可するものとします。また、デベロッパは、そうした訂正後のレーティングに同意するものとします。  
  
5.3  本別紙でデベロッパが指定する地域において、ライセンスアプリケーションの配信、販売および／または使⽤の条件として、 
政府または業界の規制当局による当該ライセンスアプリケーションの承認またはレーティングが求められている場合、デベロッパは、
Appleが、当該地域においてApp Storeから当該ライセンスアプリケーションをエンドユーザーがダウンロードできるようにしないこと
を選択できることを認め、これに同意するものとします。  
  
5.4 ⼦どもを対象としている、またはその他の⽅法で⼦どもを引きつける可能性が⾼いライセンスアプリケーション、および購⼊
するように⼦どもに働き掛けたり（「今すぐ購⼊」または「今すぐアップグレード」などの語句を含みますが、これらに限定されません）、⼦
どものために購⼊するよう他者に促したりするライセンスアプリケーションは、こうしたマーケティング活動が違法とされている地域に
おいて提供してはならないものとします。デベロッパは、本別紙2の第5.1条（c）項に従って、デベロッパのライセンスアプリケーションが
適⽤法令（消費者保護、マーケティングおよびゲームに関する法律を含みますが、これらに限定されません）に準拠していることについ
て全責任を負うことを明⽰的に承諾し、これに同意するものとします。欧州連合の加盟地域における法的要件の詳細は、
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfairtrade/index_en.htmをご確認ください。  
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6.  義務および責任  
  
6.1  Appleは、エンドユーザーによるライセンスアプリケーションのインストールおよび／または使⽤に関して、⼀切責任を負わな
いものとします。デベロッパは、各ライセンスアプリケーションについて、製品保証、エンドユーザーの⽀援、および製品サポートすべてに
ついて、単独で責任を負うものとします。  
  
6.2  以下の請求を含みますがこれらに限定されない、ライセンスアプリケーション、および／またはエンドユーザーによる当該ライ
センスアプリケーションの使⽤に起因または関連するあらゆる請求、訴訟、債務、損失、損害、費⽤、および経費について、デベロッパは単
独で責任を負うものとし、かつAppleは⼀切義務および責任を負わないものとします：（i）エンドユーザー使⽤許諾契約で規定されて
いるか、適⽤法令に基づいて定められているかに関わらず、保証違反に関する請求、（ii）製造物責任に関する請求、ならびに（iii）いずれ
かのライセンスアプリケーション、および／またはエンドユーザーによる当該ライセンスアプリケーションの保有または使⽤が、第三者の
著作権またはその他の知的財産権を侵害しているという請求。  
  
6.3  Appleが、エンドユーザーから、（i）エンドユーザーがいずれかのライセンスアプリケーションをダウンロードした⽇から90⽇
以内、もしくは第3.8条に従って提供される⾃動更新サブスクリプション期間が終了してから90⽇以内（当該期間が90⽇未満である場
合）に、エンドユーザーが当該ライセンスアプリケーションの使⽤許諾の解約を希望している旨、または、（ii）ライセンスアプリケーション
が、デベロッパの仕様、デベロッパの製品保証、もしくは適⽤法令の要件に準拠していない旨の通知もしくは請求を受け取った場合、
Appleは、当該ライセンスアプリケーションに対してエンドユーザーが⽀払った価格の全額をエンドユーザーに返⾦することができます。
Appleが当該価格をエンドユーザーに返⾦した場合、デベロッパは、当該ライセンスアプリケーションの価格に等しい⾦額をAppleに
払い戻すか、その⾦額分のクレジットをAppleに付与するものとします。エンドユーザーがライセンスアプリケーションに対する返⾦を受
け取った旨の通知または請求をAppleがペイメントプロバイダから受け取った場合、デベロッパは、当該ライセンスアプリケーションの
価格に等しい⾦額をAppleに払い戻すか、その⾦額分のクレジットをAppleに付与するものとします。 
  
7.  契約の解除  
  
7.1  本別紙2および本別紙に基づくAppleのすべての義務は、本契約の期間満了または解除の時点ですべて終了するものとしま
す。いかなる当該終了に関わらず、Appleは、（i）終了⽇より前（本別紙の第1.4条に定めるフェーズアウト期間を含みます）にエンドユー
ザーがダウンロードしたライセンスアプリケーションのすべてのコピーに対するすべての⼿数料、および、（ii）終了⽇の前後を問わず、本
別紙2の第6.3条に従って、Appleがエンドユーザーに⽀払った返⾦に対する払い戻しを、デベロッパから受け取る権利を有するものと
します。本契約が解除された場合、Appleは、エンドユーザーへの返⾦を算出し、それと相殺するために、Appleが合理的であると判断
する期間、デベロッパに対する期限が到来している⽀払いをすべて保留することができます。Appleは、デベロッパまたはその関連する
デベロッパが、疑わしい、誤解を招く、詐欺的な、不適切な、⾮合法の、または不誠実な⾏為または不作為に関与した、または関与するよ
うほかのデベロッパに奨励した、もしくはほかのデベロッパと共に参加したとAppleが判断した、またはその疑いを持った場合はいつ
でも、デベロッパまたは当該ほかのデベロッパに対する期限が到来している⽀払いを保留することができます。  
  
7.2  デベロッパがライセンスアプリケーションを配信する法的権利を喪失した場合、または、本別紙2に従ってAppleに対してエン
ドユーザーが当該ライセンスアプリケーションにアクセスすることを許可する権限を与える法的権利を喪失した場合、デベロッパは、そ
の旨を速やかにAppleに通知し、かつ、App Store Connectサイトで提供されているツールを⽤いて、App Storeから当該ライセン
スアプリケーションを取り下げるものとします。ただし、デベロッパが本第7.2条に基づいて当該取り下げを⾏った場合であっても、本別
紙2に基づくデベロッパのAppleに対する義務、または当該ライセンスアプリケーションに関するAppleおよび／もしくはエンドユーザ
ーに対するいかなる責任も免除されるものではありません。  
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7.3  Appleは、いつでも、理由の如何に関わらず、デベロッパに対して解除通知をすることにより、ライセンスアプリケーションの
マーケティング、提供、およびエンドユーザーによるダウンロードの許可を中⽌する権利を留保します。本第7.3条の⼀般性を制限する
ことなく、デベロッパは、Appleが、⼈間による審査および／または系統的審査（適⽤法令の下で受け取る通知を含みますが、これに限
定されません）に基づいて、以下の状況であると合理的に判断する場合、Apple独⾃の裁量により、ライセンスアプリケーションの⼀部
または全部のマーケティングおよびエンドユーザーによるダウンロードの許可を中⽌したり、その他の暫定的措置を講じたりすることが
できることを認めるものとします：（i）添付書類Aに列挙する1つまたは複数の地域に当該ライセンスアプリケーションを輸出することが
輸出管理令またはその他の法令により許可されていない、（ii）当該ライセンスアプリケーションならびに／またはエンドユーザーによる
当該ライセンスアプリケーションの所有および／もしくは使⽤が第三者の特許権、著作権、商標権、営業秘密、またはその他の知的財産
権を侵害する、（iii）当該ライセンスアプリケーションの配布、販売、および／または使⽤が、本別紙2の第2.1条に基づき、デベロッパが指
定するいずれかの地域の何らかの適⽤法令に違反する、（iv）デベロッパが、本契約、本別紙2、または、App Reviewガイドラインを含み
ますがこれらに限定されない、その他のドキュメントの条件に違反した、または、（v）デベロッパのライセンスアプリケーションが本別紙2
の第5.4条に違反した（規制当局から違反の疑いについて通知された場合を含みますが、これに限定されません）、または、（vi）デベロ
ッパ、デベロッパの代理⼈、またはデベロッパ企業が、Appleが事業を展開するいずれかの地域における制裁措置の対象になっている。
Appleが、本第7.3条に従って、ライセンスアプリケーションのマーケティングおよびダウンロードの許可を中⽌する選択を⾏った場合で
あっても、本別紙2に基づくデベロッパの義務は免除されないものとします。  
  
7.4  デベロッパは、App Store Connectサイトで提供されているツールを⽤いることにより、理由の如何によらず、いつでも、ラ
イセンスアプリケーションの全部または⼀部をApp Storeから取り下げることができます。ただし、デベロッパのエンドユーザーに関し
て、デベロッパは本別紙により、Appleに対し、デベロッパが本別紙2の第5.1条および第7.2条に従って別段の意思表⽰をしない限り、
本契約の解除または期間満了後も有効に存続する本別紙2の第1.2条（b）項、同（c）項および同（d）項を履⾏することを許可し、指⽰す
るものとします。  
  
8.  法的影響  
  
本別紙2により確⽴されるデベロッパとAppleの関係は、デベロッパに対して、重要な法的影響および／または税務上の影響をもたら
すことがあります。デベロッパは、本別紙に基づくデベロッパの法的義務および納税義務について、デベロッパ⾃⾝の顧問弁護⼠およ
び顧問税理⼠と協議することに責任を負うことを認め、これに同意するものとします。   
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デベロッパは、本書によりAppleがデベロッパに提供する本別紙3にクリックして同意することで、Appleが、デベロッパとAppleとの間
で現在効⼒を有するApple Developer Program使⽤許諾契約（以下、「本契約」といいます）を修正し、本契約に本別紙3を追加する
（既存の別紙3がある場合は置き換える）ことに同意したものとみなされます。本契約において別段の定めがある場合を除き、（英⽂で）
⼤⽂字で始まる⽤語は、すべて本契約で定められている意味を有するものとします。  
  
別紙3  
  
1.  代理⼈およびコミッショネアの指名  
  
1.1  デベロッパは本別紙により、AppleおよびApple⼦会社（以下、「Apple」と総称します）を、（i）本別紙3に対する添付書類A
第1条に列挙する地域（変更されることがあります）に所在する、カスタムAppの配信の顧客および該当するエンドユーザーに対するカス
タムAppの配信を介したデベロッパのカスタムアプリケーションのマーケティング、販売および配布のためのデベロッパの代理⼈とし
て、かつ、（ii）本別紙3に対する添付書類A第2条に列挙する地域（変更されることがあります）に所在する、カスタムAppの配信の顧客
および該当するエンドユーザーに対するデベロッパのカスタムアプリケーションのマーケティング、販売および配布のためのデベロッパ
のコミッショネアとして、配布期間中、指名します。デベロッパのカスタムアプリケーションに関してデベロッパが選択できるApp Store
の地域の最新のリストは、App Store Connectツールにおいて定められるものとし、かつ、Appleによって随時アップデートされるこ
とがあります。デベロッパは本別紙により、Appleが、カスタムAppの配信サイトを通じて、デベロッパのために、デベロッパに代わり、 
カスタムアプリケーションをマーケティングし、かつカスタムAppの配信の顧客がカスタムアプリケーションを購⼊し、エンドユーザーが
ダウンロードできるようにすること、または特定のAppleライセンスソフトウェアに関してのみ、カスタムAppの配信の顧客が複数のエン
ドユーザーに配布するために単⼀のAppleアカウントを使⽤してダウンロードできるようにすることを認めるものとします。 
  
本別紙3において、以下の定義が適⽤されます。  
  
「コンテンツコード」とは、Appleが⽣成し、カスタムAppの配信の顧客に配布するアルファベットと数字から成るコンテンツ⽤コードを
意味し、エンドユーザーは、このコードを利⽤してカスタムアプリケーションの使⽤許諾されたコピーをダウンロードすることができます。  
  
「カスタムアプリケーション」には、デベロッパがIn-App Purchase APIを使⽤してカスタムアプリケーション内で販売している、あらゆ
る追加的な許可されている機能、コンテンツ、またはサービスも含まれます。  
  
「エンドユーザー」とは、組織の購⼊者によりカスタムアプリケーションの使⽤を許された個⼈または故⼈アカウント管理連絡先、共有デ
バイス上へのインストールの管理について責任を負う当該組織の管理者、ならびにAppleが承認した教育機関で、その従業員、代理⼈、
関連会社に使⽤させるためにカスタムアプリケーションを⼊⼿した機関を含む、認定された組織の購⼊者⾃⾝をいいます。  
  
「ライセンスアプリケーション」は、ソフトウェアアプリケーション内で提供されるコンテンツ、機能、拡張機能、スタンプ、またはサービスを
含むものとします。  
  
「ライセンスアプリケーション情報」は、カスタムアプリケーションに関連するライセンスアプリケーション情報を含みます。  
  
「ボリュームコンテンツサービス」とは、ボリュームコンテンツ規約、条件、およびプログラム要件に従い、⼤量にカスタムアプリケーション
を取得する機能およびライセンスアプリケーションを購⼊する機能を提供するAppleプログラムをいいます。 
  
「カスタムAppの配信の顧客」とは、Appleのボリュームコンテンツサービスおよび／またはカスタムアプリケーションの配信に登録され
ている第三者をいいます。  
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「デベロッパ」には、デベロッパがデベロッパを代理してライセンスアプリケーションおよび関連するメタデータを提出する権限を付与し
たApp Store Connectユーザーが含まれます。  
  
1.2  本別紙3の第1.1条に基づくAppleの指名を推進するために、デベロッパは本別紙により、Appleに対して以下の各号のすべ
てを許可し、指⽰するものとします。  
  
(a) App Store Connectツールで特定された地域に所在する、デベロッパにより特定されたカスタムAppの顧客および関連
するエンドユーザーに対して、デベロッパに代わってカスタムアプリケーションをマーケティング、勧誘、および受注すること。  
  
(b) カスタムアプリケーションの保存およびエンドユーザーによるアクセスのため、ならびに特定のAppleライセンスソフトウェア
に関してのみ当該カスタムアプリケーションのホスティングを第三者に許可するために、デベロッパにホスティングサービスを提供する
こと。  
  
(c) セキュリティソリューションおよび本契約で特定されたその他の最適化の追加を含め、エンドユーザーが取得およびダウンロ
ードするために、カスタムアプリケーションのコピーの作成、フォーマット、およびその他の準備を⾏うこと。  
  
(d) カスタムAppの配信サイトを介して、エンドユーザーが、デベロッパが開発したカスタムアプリケーション、ライセンスアプリケ
ーション情報、および関連するメタデータを取得し、電⼦的にダウンロードできるように、エンドユーザーが、当該カスタムアプリケーショ
ンのコピーにアクセスおよび再アクセスすることを許可すること、または、ボリュームコンテンツ購⼊の国外移転の場合には、エンドユー
ザーがそうできるよう⼿配すること。また、デベロッパは本別紙により、以下の場合に本別紙3に基づいてデベロッパのカスタムアプリケ
ーションの配布を許可するものとします：（i）単⼀の組織の顧客がボリュームコンテンツサービスを介して、所属するエンドユーザーが利
⽤できるように、ならびに／または、ボリュームコンテンツ規約、条件、およびプログラム要件に従い、その組織の顧客が所有もしくは管
理する、Appleアカウントと関連付けられていないデバイスにインストールするために、カスタムアプリケーションを購⼊する際に、複数
のエンドユーザーによって使⽤される場合、ならびに、（ii）https://support.apple.com/HT212360に記載の通り、デベロッパのカ
スタムアプリケーションに、iCloudに保存された関連する情報とメタデータと共にアクセスするために、エンドユーザーの適格の故⼈ア
カウント管理連絡先によって使⽤される場合。  
  
(e) カスタムAppの配信の顧客が⽀払うべきカスタムアプリケーションの購⼊価格について請求書を発⾏すること。  
  
(f) デベロッパが宣伝⽬的で使⽤する権利を有さず、かつ、本別紙3の第2.1条に基づき、デベロッパがAppleに当該カスタムア
プリケーションを配布した時に、デベロッパが書⾯で特定したカスタムアプリケーション、商標もしくはロゴ、またはカスタムアプリケーシ
ョン情報の該当部分を除き、宣伝⽬的で、マーケティングマテリアルにおいて、および⾞両ディスプレイに関して、（i）カスタムアプリケー
ションのスクリーンショットおよび／または30秒までの抜粋、（ii）カスタムアプリケーションに関連する商標およびロゴ、ならびに（iii）ライ
センスアプリケーション情報を使⽤すること。さらに、宣伝⽬的で、マーケティングマテリアルにおいて、および⾞両ディスプレイに関して、
Appleの合理的な要請時に、デベロッパがAppleに提供することがある画像およびその他の素材を使⽤すること。  
  
(g) その他、カスタムアプリケーション、ライセンスアプリケーション情報、ならびに本別紙3に従ってカスタムアプリケーションのマ
ーケティングおよび配布時に合理的に必要となる場合がある関連メタデータを使⽤すること。デベロッパは、本別紙3の上記第1.2条で
定める権利に関し、使⽤料その他⼀切の報酬の⽀払いがなされないことについて同意するものとします。  
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1.3 両当事者は、本別紙3に基づくその関係が、添付書類A第1条および添付書類A第2条でそれぞれ定める通り、場合により、本
⼈と代理⼈、または本⼈とコミッショネアであること、ならびに、本別紙3で定める通り、デベロッパが、本⼈として、カスタムアプリケーシ
ョンに関与または関連するあらゆる請求および債務について、単独で責任を負うことを認め、これに同意するものとします。両当事者
は、本別紙3に基づく、デベロッパによる、場合によりデベロッパの代理⼈またはコミッショネアとしての、Appleの指名は、⾮独占的な
ものであることを認め、これに同意するものとします。デベロッパは本別紙により、デベロッパのカスタムアプリケーションを配布するた
めに、AppleおよびApple⼦会社をデベロッパの全世界における代理⼈および／またはコミッショネアとして指名するために必要な権
利をデベロッパが所有または管理していること、ならびに、AppleおよびApple⼦会社による当該指名の履⾏がいかなる第三者の権
利にも違反または侵害しないことを、表明および保証するものとします。  
  
1.4 本別紙3において、「配布期間」とは、本契約の発効⽇から開始し、本契約またはその更新版の最終⽇をもって失効する期間
をいいます。ただし、デベロッパの代理⼈またはコミッショネアとしてのAppleの指名は、本契約の期間満了後も、デベロッパのカスタム
アプリケーションの最後の未利⽤のコンテンツコードが利⽤されてから30⽇を超えない合理的なフェーズアウト期間中、有効に存続し、
さらに、デベロッパが本別紙3の第5.1条および第7.2条に基づき別段の意思表⽰をしない限り、デベロッパのエンドユーザーに関して
のみ、本別紙3の第1.2条（b）項、同（c）項および同（d）項は、本契約の解除または期間満了後も有効に存続します。  
  
2.  Appleへのカスタムアプリケーションの配布  
  
2.1           デベロッパは、App Store Connectツールを使⽤して、 Appleに対してカスタムアプリケーション、ライセンスアプリケーシ
ョン情報、および関連メタデータを、本別紙3に従ってエンドユーザーへのカスタムアプリケーションの配布に対して要求されているよう
にAppleが指定するフォーマットおよび⽅法で、⾃⼰の費⽤負担をもって配布するものとし、このマテリアルをApp Store Connectサ
イトを介してカスタムアプリケーションとして特定するものとします。本別紙3に基づきデベロッパがAppleに提供するメタデータは、以
下の各号すべてを含むものとします：（i）各カスタムアプリケーションのタイトルおよびバージョン番号、（ii）カスタムアプリケーションの
承認された購⼊者としてデベロッパが指定しており、そのエンドユーザーがコンテンツコードを使⽤できるカスタムAppの配信の顧客、
（iii）あらゆる著作権またはその他知的財産権の通知、（iv）デベロッパのプライバシーポリシー、（v）存在する場合、本別紙3第4.2条に従
ったデベロッパのエンドユーザー使⽤許諾契約（以下、「EULA」といいます）、ならびに、（vi）Appleブランドハードウェア上のコンテンツ
の検索および検出を強化するために指定されるメタデータを含む、随時アップデートされ得るドキュメントおよび／またはApp Store 
Connectツールで定める追加メタデータ。  
  
2.2  すべてのカスタムアプリケーションは、ソフトウェアツール、Secure FTPサイトアドレス、および／またはAppleが指定するそ
の他の配布⽅法を使⽤してデベロッパからAppleに配布されるものとします。  
  
2.3  デベロッパは本別紙により、本別紙3に基づきデベロッパがAppleに配布するすべてのカスタムアプリケーションが、あらゆ
る適⽤法令の条件に従い、⽶国から添付書類Aに列挙する各地域へ輸出することが許可されていることを保証するものとします。当該
適⽤法令には、⽶国輸出管理規則15 C.F.R. Parts 730-774が含まれますが、これに限定されません。さらに、デベロッパは、デベロ
ッパがAppleに配布するカスタムアプリケーションのすべてのバージョンが、国際武器取引規則22 C.F.R. Parts 120-130の対象に
なっていないこと、および軍事関連のエンドユーザーまたは軍事関連の最終⽤途向けに設計、作成、変更、または構成されていないこと
を表明し、保証するものとします。本第2.3条の⼀般性を制限することなく、デベロッパは、（i）いかなるカスタムアプリケーションも、いか
なるデータ暗号化もしくは暗号機能も含まず、それらを使⽤せず、またはそれらをサポートしておらず、または（ii）いずれかのカスタムア
プリケーションが、当該データ暗号化もしくは暗号機能を含み、それらを使⽤し、またはそれらをサポートしている場合、デベロッパは、
必要に応じて、⽶国商務省産業安全保障局（以下、「BIS」といいます）が発⾏する輸出規制分類番号（CCATS）、またはBISに提出する
⾃⼰分類報告書、および当該カスタムアプリケーションに関する輸⼊許可を要求するその他の地域からの適切な許認可のPDFコピー
を、要請に応じてAppleに提供するものとします。デベロッパは、Appleが、本別紙3に基づくカスタムアプリケーションへのアクセスお
よびカスタムアプリケーションのダウンロードをエンドユーザーに許可する際に、第2.3条のデベロッパの保証に依拠していることを認
めるものとします。本第2.3条に定める以外の事項について、Appleは、本別紙3に基づくカスタムアプリケーションへのアクセスおよび
カスタムアプリケーションのダウンロードをエンドユーザーに許可する際に、輸出⾏政規則の要件を遵守する責任を負うものとします。 
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2.4  デベロッパは、その地域の各場所についてデベロッパのカスタムアプリケーション内で提供されたあらゆるビデオ、テレビ、ゲ
ーム、またはほかのコンテンツに対して適⽤される政府の規制、評価委員会、サービス、またはほかの組織（以下、それぞれを「評価委員
会」といいます）が要求するあらゆる年齢評価またはペアレンタルアドバイザリーサービスを決定し実装する責任を負うものとします。該
当する場合、デベロッパはまた、エンドユーザーがデベロッパのカスタムアプリケーション中の、成⼈向けまたはほかの規制されたコンテ
ンツにアクセスできるようにする前に、コンテンツ制限ツールまたは年齢認証機能を提供する責任を負うものとします。  
  
3.  エンドユーザーへのカスタムアプリケーションの配布  
  
3.1  デベロッパは、Appleが、デベロッパの代理⼈および／またはコミッショネアとして⾏為する過程において、デベロッパを代理して、
カスタムアプリケーションのホスティングを⾏うこと、コンテンツコードをカスタムAppの配信の顧客に提供すること、および当該カスタムアプ
リケーションのエンドユーザーによるダウンロードを許可することを認め、これに同意するものとします。ただし、In-App Purchase APIを使
⽤してデベロッパが販売したコンテンツまたはサービスのホスティングおよび配布については、カスタムアプリケーション⾃体に含まれるコン
テンツ（つまり、App内課⾦でロックが解除されるだけのコンテンツ）またはプログラム契約の第3.3条に基づきAppleがホスティングするコ
ンテンツを除き、デベロッパが責任を負うものとします。すべてのカスタムアプリケーションは、App Store Connectツールに定められ、
Appleにより随時アップデートされることがある価格表から、デベロッパ独⾃の裁量により、1つの価格帯に設定される、デベロッパが指定し
た価格で、Appleがデベロッパを代理してカスタムAppの配信の顧客のエンドユーザーにマーケティングするものとします。デベロッパは、
App Store Connectツールに定められた価格表に従って、あらゆるカスタムアプリケーションの価格帯を、デベロッパの裁量で、いつでも変
更することができます。Appleは、デベロッパの代理⼈および／またはコミッショネアとして、本別紙3に基づいてエンドユーザーが⼊⼿したカ
スタムアプリケーションについて、カスタムAppの配信の顧客が⽀払うべきすべての価格を徴収する責任を単独で負います。  
  
3.2  エンドユーザーへのカスタムアプリケーションの販売または配布が、適⽤法令に基づいて売上税、使⽤税、物品サービス税、付
加価値税、通信事業税、その他の類似する税⾦または賦課⾦の対象となる場合、エンドユーザーへのカスタムアプリケーションの販売に
関する当該税⾦の徴収および納付の責任は、App Store Connectサイトを通じて随時アップデートされる、本別紙3に対する添付書
類Bに従って決定されるものとします。デベロッパは、App Store Connectサイトを通じて随時アップデートされる可能性がある、デベ
ロッパのカスタムアプリケーションに関する税⾦を分類するために正確な情報を選択および維持することに、単独で責任を負うものとし
ます。これらの税分類は、デベロッパのカスタムアプリケーションの販売および配布に適⽤されます。デベロッパがデベロッパのカスタム
アプリケーションの税分類に関して⾏った調整は、Appleが合理的な期間内に調整を処理したあと、それ以降のカスタムアプリケーショ
ンの販売に対して適⽤されます。デベロッパがデベロッパのカスタムアプリケーションの税分類に関して⾏った調整は、Appleがデベロ
ッパの税分類の調整を処理する前に発⽣したカスタムアプリケーションの販売に対しては適⽤されません。  
  
デベロッパのカスタムアプリケーションの税分類がいずれかの税務当局によって不正確であるとみなされた場合、デベロッパは、その税務
上の影響について単独で責任を負うものとします。Appleが、その合理的な裁量で、デベロッパのカスタムアプリケーションの税分類を不正
確であると判断した場合、Appleは、デベロッパが当該税分類を修正するまで、デベロッパに⽀払うべき⾦額を信託⾦額として保持する権
利を留保します。デベロッパが税分類を修正したあと、Appleは、分類の不正確さに起因する罰⾦および利息を差し引き、Appleがデベロ
ッパのために信託保持している残りの⾦額を、本別紙3の規定に従い、利息なしでデベロッパに送⾦します。デベロッパは、売上税、使⽤税、
物品サービス税、付加価値税、通信事業税、その他の税⾦または賦課⾦、ならびにそれらに関する罰⾦および／または利息の過少納付また
は過剰納付に対するあらゆる税務当局からの⼀切の請求について、Appleを補償し、損害を被らせないものとします。  
  
3.3  当事者各⾃の税務上の遵守義務を励⾏するために、Appleは、特に（i）デベロッパの居住地域、および（ii）カスタムアプリケー
ションを販売し、カスタムアプリケーションにアクセスできるようにすることをAppleに対して希望する地域としてデベロッパが指定した
地域に応じて、デベロッパが本別紙3に対する添付書類CまたはApp Store Connectに列挙する要件を遵守することを求めます。本
別紙3に対する添付書類Cで求められている税務⽂書をデベロッパがAppleに提供する前に、Appleがデベロッパのカスタムアプリケ
ーションの購⼊価格に対応する⾦額を徴収した場合、Appleは、その⾦額をデベロッパに送⾦せず、求められている税務⽂書をデベロ
ッパがAppleに提供するまで、デベロッパのためにその⾦額を信託保持する判断を下すことができます。Appleは、本第3.3条に基づき
本別紙3の規定に従い、求められているすべての税務⽂書をデベロッパから受け取った時点で、Appleがデベロッパのために信託保持
していたすべての⾦額を利息なしでデベロッパに送⾦します。  
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3.4  Appleは、本別紙3に基づくデベロッパの代理⼈および／またはコミッショネアとしてのAppleのサービスに対する対価とし
て、以下の⼿数料を受け取る権利を有するものとします。  
  
Appleは、カスタムAppの配信の顧客へのカスタムアプリケーションの販売について、各カスタムAppの配信の顧客が⽀払うべきすべ
ての価格の30%に相当する⼿数料を受け取る権利を有するものとします。サブスクリプショングループ（以下に定義）内の有料サブスク
リプションサービスの利⽤が1年間を超えた顧客によって⾏われた⾃動更新サブスクリプション購⼊についてのみ、Appleは、保持猶予
期間または更新延⻑期間に関わらず、以降の更新ごとに各エンドユーザーが⽀払うべきすべての価格の15%に相当する⼿数料を受け
取る権利を有するものとします。保持猶予期間とは、顧客のサブスクリプションが（例えば、解約または不払いなどの理由により）終了し
てから同じサブスクリプショングループ内の新しいサブスクリプションが開始されるまでの期間を指します。ただし、この期間は60⽇間
を超えないものとし、変更されることがあります。更新延⻑期間とは、デベロッパが顧客のサブスクリプションの更新⽇を追加の費⽤な
く延⻑する期間を指します。本第3.4条に基づきAppleが受け取る権利を有している⼿数料の決定において、カスタムAppの配信の顧
客が⽀払うべき価格は、本別紙3の第3.2条に定める、徴収されるあらゆる税⾦を差し引いたあとの価格とします。  
  
本別紙3の第3.2条に別途定められている場合を除き、Appleは、本別紙3の第3.4条に定められている⼿数料を、カスタムアプリケー
ションの配布または使⽤に関連するあらゆる税⾦またはその他の類似するデベロッパ、Apple、もしくはカスタムAppの配信の顧客の
義務を含む、あらゆる税⾦またはその他の政府の賦課⾦分の減額なしに受け取る権利を有するものとします。Appleが開発したライセ
ンスアプリケーションおよび／またはカスタムアプリケーションの販売について、Appleは⼿数料を受け取る権利を有しません。  
  
3.5  Appleは、本別紙に基づきカスタムAppの配信の顧客が指定するエンドユーザーに配布されるカスタムアプリケーションの
価格として、カスタムAppの配信の顧客から⾦額を徴収する時に、当該カスタムアプリケーションに関するAppleの⼿数料全額と本別
紙の第3.2条および第3.4条に基づきAppleが徴収するあらゆる税⾦を差し引いて、Appleの標準的な商慣⾏に従って当該価格の残
額についてデベロッパに送⾦する、または場合によってはデベロッパ宛てのクレジットを発⾏するものとします。こうした商慣⾏には、 
（i）銀⾏振込でのみ送⾦⽀払いを⾏うこと、（ii）送⾦⽀払いが最低⽉間送⾦限度額の対象となること、（iii）デベロッパがApp Store 
Connectサイトで送⾦に関連する特定の情報を提供する必要があること、および、（iv）前述の要件に従うことを条件として、対応する⾦
額をAppleがエンドユーザーから受け取った⽉の末⽇から45⽇以内に送⾦⽀払いが⾏われることが含まれます。Appleは、当該⽉に
販売されたカスタムアプリケーションおよびAppleからデベロッパに送⾦される合計⾦額をデベロッパが特定できるように、詳細な売
上報告を各⽉の末⽇から45⽇以内にApp Store Connectサイトでデベロッパが確認できるようにするものとします。デベロッパは
本別紙により、カスタムAppの配信の顧客へのコンテンツコードの提供について、Appleが当該カスタムアプリケーションの価格を当該
カスタムAppの配信の顧客から徴収できない場合でも、Appleが本第3.5条に従って⼿数料を受け取る権利を有することを認め、これ
に同意するものとします。AppleがカスタムAppの配信の顧客から受け取ったカスタムアプリケーションの購⼊価格の通貨がAppleと
デベロッパとの間で合意した送⾦通貨以外である場合、当該ライセンスアプリケーションの購⼊価格は、本別紙3の第3.1条に従って、
App Store Connectツールに反映されており随時アップデートされることがある、その配布期間について固定の為替レートで送⾦通
貨に変換され、Appleがデベロッパに送⾦する⾦額が決定されるものとします。Appleは、App Store Connectにおいて、デベロッ
パが送⾦受取先として指定している銀⾏⼝座の主要通貨（以下、「指定通貨」といいます）を指定できるようにする⼿段を提供すること
があります。Appleは、デベロッパに送⾦する前に、Appleの提携銀⾏に送⾦通貨が指定通貨以外であるすべての送⾦を指定通貨に変
換させることができるものとします。デベロッパは、その結果⽣じる為替差額またはAppleの提携銀⾏により請求される⼿数料が、当
該送⾦から差し引かれることがあることに同意するものとします。デベロッパは、デベロッパの提携銀⾏またはデベロッパの提携銀⾏と
Appleの提携銀⾏を仲介する銀⾏から請求されるすべての⼿数料（例えば、銀⾏振込⼿数料）に引き続き責任を負うものとします。  
  
3.6  何らかのカスタムアプリケーションについてAppleの⼿数料またはカスタムAppの配信の顧客が⽀払うべき価格が、（i）源泉
徴収もしくは類似する税⾦、（ii）本別紙の第3.2条に基づきAppleが徴収していない売上税、使⽤税、物品サービス税、付加価値税、通
信事業税、その他の税⾦もしくは賦課⾦、または、（iii）その他のあらゆる性質の税⾦もしくは政府の賦課⾦の対象となる場合、こうした
税⾦または賦課⾦は全額、デベロッパのアカウントのみに対するものであり、本別紙3に基づきAppleが受け取る権利を有している⼿
数料がこれにより減額されることはないものとします。  
  



v124 
2024年6⽉10⽇   

3.7  Appleからのデベロッパに対する送⾦が源泉徴収または類似する税⾦の対象となる場合、こうした源泉徴収または類似する
税⾦は全額、デベロッパのアカウントのみに対するものであり、当該取引においてAppleが受け取る権利を有している⼿数料は減額さ
れないものとします。Appleは、こうした税⾦を⽀払う義務があると合理的に判断した場合、その源泉徴収または類似する税⾦の全額
をデベロッパへの未払い⾦の総額から差し引き、源泉徴収した⾦額を所轄の税務当局に全額納付するものとします。Appleは、適⽤さ
れる租税条約で源泉徴収税の軽減税率が定められている場合、その軽減税率を適⽤します。ただし、デベロッパが当該租税条約で求め
られている、またはその他Appleが満⾜できる、デベロッパが源泉徴収税の当該軽減税率の恩恵を受ける権利を有していることを⽴証
するために⼗分な⽂書をAppleに提供している場合に限ります。Appleが合理的に指定する⼿段を使⽤して、デベロッパからAppleに
対し適時に書⾯による要求があった場合、Appleは、Appleがデベロッパを代理して所轄の税務当局に納付した源泉徴収または類似
する税⾦の⾦額をデベロッパに報告するために商業上現実的な努⼒を払うものとします。デベロッパは、こうした源泉徴収または類似
する税⾦、ならびに罰⾦および／またはその利息の過少納付（源泉徴収税の軽減税率の恩恵を受けるためのデベロッパの権利の取得
または喪失に関する、デベロッパによる誤った請求または表明に起因する過少納付を含みますが、これに限定されません）に対する所
轄の税務当局からのあらゆる請求について、Appleを補償し、損害を被らせないものとします。  
  
3.8  デベロッパは、⼀部の地域において、本別紙3の条件に従って、In-App Purchase APIを使⽤して⾃動更新サブスクリプシ
ョンを提供することができます。ただし、以下の条件を満たしている場合に限ります。  
  
(a) ⾃動更新機能は、デベロッパがApp Store Connectツールで選択する価格で、1週間ごと、1か⽉ごと、2か⽉ごと、3か⽉ご
と、半年ごと、または1年ごとの設定である必要があります。ただし、デベロッパは複数のオプションを提供することができます。  
  
(b) デベロッパは、デベロッパの⾃動更新サブスクリプションに関する以下の情報を、明確かつ⽬⽴つ形でユーザーに開⽰するも
のとします。  
  

• ⾃動更新サブスクリプションのタイトル（アプリ内の製品名と同じである場合があります）  
• サブスクリプションの期間  
• サブスクリプションの価格および単価（該当する場合）  
  
デベロッパのライセンスアプリケーション内またはカスタムアプリケーション内からデベロッパのプライバシーポリシーおよび利
⽤規約へのリンクにアクセスできる必要があります。  

  
(c) デベロッパは、マーケティングされるサブスクリプション期間全体（デベロッパが許可した請求の猶予期間を含みます）にわた
って提供を実施する必要があります。デベロッパは、本別紙3の本第3.8条（c）項に違反した場合、本別紙により、Appleに対し、Apple
独⾃の裁量により、当該サブスクリプションに対してエンドユーザーが⽀払った価格の全額または⼀部をエンドユーザーに返⾦すること
を許可し、指⽰するものとします。請求の猶予期間とは、請求の誤りが解消されていないユーザーに対してデベロッパが有料サービスを
無料で提供することに同意している期間を指します。Appleがそうした価格をエンドユーザーに返⾦した場合、デベロッパは、当該サブ
スクリプションの価格に等しい⾦額をAppleに払い戻すか、それに対するクレジットをAppleに付与するものとします。デベロッパは、
本規定に繰り返し違反した場合、Appleが本別紙3の第7.3条に基づくAppleの権利を⾏使できることを認めるものとします。  
  
3.9 デベロッパは、既存のサブスクリプションアイテムの価格を変更する場合、App Store Connectツールでその意思を⽰すこ
とで、デベロッパの既存の顧客について現在の価格を保持することを選択できます。エンドユーザーの同意が必要となる地域に所在す
る既存のサブスクリプション登録者に対してデベロッパが価格を引き上げた場合、そうしたサブスクリプション登録者には新しい価格の
確認および同意が求められ、同意がない場合は⾃動更新機能が無効になります。  
  
3.10 デベロッパは、デベロッパのカスタムアプリケーションの内外で⾃動更新サブスクリプションのプロモーションおよび売り込み
を⾏う場合、あらゆる法規制上の要求を遵守してそうしなければなりません。  
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3.11 カスタムアプリケーション内で購⼊されるサブスクリプションサービスは、App内課⾦を使⽤する必要があります。当該サービ
スの料⾦は、カスタムAppの配信の顧客アカウントではなく、エンドユーザーのiTunesアカウントに請求されます。  
  
In-App Purchase APIを使⽤することに加えて、カスタムアプリケーションは、カスタムアプリケーション外で（例えば、デベロッパの
Webサイトを通じて）提供されるコンテンツ（雑誌、新聞、書籍、⾳声、⾳楽、ビデオ）を読み込みまたは実⾏することができます。ただし、デ
ベロッパは、カスタムアプリケーション内で、当該コンテンツに関する外部のオファーのリンクを貼ったり、マーケティングをしたりしないも
のとします。デベロッパは、カスタムアプリケーション外で取得したコンテンツへのアクセスの認証について責任を負うものとします。  
  
3.12 デベロッパのカスタムアプリケーションが定期刊⾏のコンテンツベースのもの（例えば、雑誌や新聞）である場合、Appleは、
当該カスタムアプリケーションでIn-App Purchase APIを通じて⾃動更新サブスクリプションの購⼊が⾏われる際、デベロッパに対
し、エンドユーザーのアカウントに関する⽒名、電⼦メールアドレスおよび郵便番号を提供する場合があります。ただし、当該ユーザー
が、デベロッパへのデータの提供に同意すること、ならびに、デベロッパが、当該データをデベロッパ⾃⾝の製品のプロモーションにのみ
使⽤し、かつ、その他、デベロッパのカスタムアプリケーションを通じて容易に閲読可能でなければならず同意を得ている、デベロッパの
⼀般公開されているプライバシーポリシーを厳守することを条件とします。ユーザーがこれらの情報を送信することに同意している場
合、デベロッパはサブスクリプションの延⻑を促す無料のインセンティブを提供することができます。  
  
4.  所有権およびエンドユーザーへの使⽤許諾  
  
4.1  当事者は、Appleがカスタムアプリケーションまたはライセンスアプリケーション情報に対する持分権を⼀切取得しないこと、
ならびにカスタムアプリケーションに関する権原、損失リスク、責任および管理権はすべて、常に、デベロッパに留まることを認め、同意す
るものとします。Appleは、いかなるカスタムアプリケーションおよびライセンスアプリケーション情報も、⽬的または⽅法の如何を問わ
ず、⼀切使⽤できないものとします。ただし、本別紙3で特に許可されている場合はこの限りではありません。  
  
4.2  デベロッパは、本別紙3の2.1条に従ってカスタムアプリケーションをAppleに配布する際に、当該カスタムアプリケーションに対す
るデベロッパ⾃⾝のエンドユーザー使⽤許諾契約をAppleに対して提供できます。  
ただし、デベロッパのエンドユーザー使⽤許諾契約には、本別紙3の添付書類Dに定める最低条件を盛り込むこととし、この最低条件と
の齟齬があってはなりません。また、デベロッパのエンドユーザー使⽤許諾契約は、⽶国のすべての適⽤法令に準拠していなければなり
ません。Appleは、Appleが当該カスタムアプリケーションへのアクセスを許可している各エンドユーザーに対し、Appleが当該カスタ
ムアプリケーションを当該エンドユーザーに配布する際に、デベロッパのエンドユーザー使⽤許諾契約（存在する場合）を確認することが
できるようにするものとします。また、Appleは、各エンドユーザーに対し、当該カスタムアプリケーションの使⽤には、デベロッパのエン
ドユーザー使⽤許諾契約（存在する場合）で定める条件が適⽤される旨を通知するものとします。デベロッパがカスタムアプリケーショ
ンに関するデベロッパ⾃⾝のエンドユーザー使⽤許諾契約をAppleに提供しない場合、デベロッパは、各エンドユーザーによる当該カス
タムアプリケーションの使⽤について、Appleの（App Storeサービス規約の⼀部である）標準エンドユーザー使⽤許諾契約が適⽤され
ることを認め、これに同意するものとします。  
  
4.3  デベロッパは本別紙により、各カスタムアプリケーションに対するエンドユーザー使⽤許諾契約は、デベロッパとエンドユーザ
ーの間のみの契約であり、かつ、適⽤法令に準拠したものであることを認めるものとします。Appleは、いかなるエンドユーザー使⽤許
諾契約に対しても、またデベロッパもしくはエンドユーザーによるいかなるエンドユーザー使⽤許諾契約の条件への違反に対しても、⼀
切の責任を負わず、それに基づくいかなる賠償責任も負わないものとします。  
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5.  コンテンツの制約およびソフトウェアのレーティング  
  
5.1  デベロッパは、以下のすべての事項を表明および保証するものとします：（a）デベロッパは、本契約を締結する権利、各カスタム
アプリケーションを複製し配布する権利、およびエンドユーザーがカスタムAppの配信サイトを介して各カスタムアプリケーションをダウ
ンロードして使⽤することを許可する権限をAppleに与える権利を有すること、（b）カスタムアプリケーション、またはAppleもしくはエン
ドユーザーによる当該カスタムアプリケーションの許可された使⽤のいずれも、いかなる個⼈、組織、法⼈、その他の団体の特許権、著作
権、商標権、営業秘密、知的財産権、または契約上の権利も⼀切侵害しないこと、および、デベロッパは、単独または複数のカスタムApp
の配信の顧客からのライセンス許諾に基づく場合を除き、単独または複数の第三者のために、カスタムアプリケーションをAppleに提出
していないこと、（c）各カスタムアプリケーションは、デベロッパが本別紙3の第2.1条に基づいて指定した各地域における配布、販売、お
よび使⽤、当該地域への輸出および輸⼊を、当該地域の法規制およびその他の適⽤されるあらゆる輸出⼊規制に従って⾏うことが許可
されていること、（d）カスタムアプリケーションはいずれも、猥褻なもの、公序良俗に反するもの、または、デベロッパが本別紙3の第2.1条
で指定した地域の法規制で禁⽌または制限されているものを⼀切含んでいないこと、（e）カスタムアプリケーションに関する情報を含め、
App Store Connectのツールを使⽤してデベロッパが提供するあらゆる情報が正確であること、また当該情報が正確性を⽋くようにな
った場合には、デベロッパがApp Store Connectツールを使⽤して速やかに正確なものとなるよう更新すること、ならびに、（f）デベロ
ッパのカスタムアプリケーションのコンテンツまたはカスタムAppの配信サイトに関連したデベロッパによる知的財産の使⽤をめぐる紛
争が発⽣した場合、デベロッパは、当該紛争を提起する当事者とのデベロッパの連絡先情報の共有をAppleに認めること、および、⾮排
他的に、かつ、当事者の法的権利の放棄を伴わずに、Appleのアプリの紛争に関するプロセスに従うことに同意すること。  
  
5.2  デベロッパは、デベロッパが配布するカスタムアプリケーションそれぞれに対してレーティングを割り当てるために、App 
Store Connectに定めるソフトウェアレーティングツールを⽤いて、Appleが本別紙3に基づきカスタムAppの配信サイトを通じて実
施するマーケティングおよび義務履⾏について各当該カスタムアプリケーションに関する情報を提供するものとします。各カスタムアプ
リケーションに対してレーティングを割り当てるため、デベロッパは、ソフトウェアレーティングツールを利⽤して、当該カスタムアプリケ
ーションのコンテンツに関する正確かつ包括的な情報を提供するよう最善の努⼒を払うものとします。デベロッパは、Appleが本別紙
でデベロッパが指定する各地域でエンドユーザーがカスタムアプリケーションをダウンロードできるようにする際に、（i）デベロッパが、各
カスタムアプリケーションについて求められている情報の正確かつ完全な提供を誠実にかつ相応の注意を払って⾏っていること、なら
びに、（ii）デベロッパが本別紙の第5.1条に定める表明および保証を⾏っていることに依拠していることを認め、これに同意するものと
します。なお、デベロッパは、Appleに対し、不正確なレーティングが割り当てられたデベロッパのあらゆるカスタムアプリケーションの
レーティングを訂正することを許可するものとします。また、デベロッパは、そうした訂正後のレーティングに同意するものとします。  
  
5.3  本別紙でデベロッパが指定する地域において、カスタムアプリケーションの配信、販売および／または使⽤の条件として、政
府または業界の規制当局による当該カスタムアプリケーションの承認またはレーティングが求められている場合、デベロッパは、Apple
が、当該地域においてカスタムAppの配信サイトから当該カスタムアプリケーションを、カスタムAppの配信の顧客が購⼊および／また
はエンドユーザーがダウンロードできるようにしないことを選択できることを認め、これに同意するものとします。  
  
5.4  ⼦どもを対象としている、またはその他の⽅法で⼦どもを引きつける可能性が⾼いカスタムアプリケーション、および購⼊す
るように⼦どもに働き掛けたり（「今すぐ購⼊」または「今すぐアップグレード」などの語句を含みますが、これらに限定されません）、⼦ど
ものために購⼊するよう他者に促したりするカスタムアプリケーションは、こうしたマーケティング活動が違法とされている地域におい
て提供してはならないものとします。デベロッパは、本別紙3の第5.1条（c）項に従って、デベロッパのカスタムアプリケーションが適⽤法
令（消費者保護、マーケティングおよびゲームに関する法律を含みますが、これらに限定されません）に準拠していることについて全責
任を負うことを明⽰的に承諾し、これに同意するものとします。欧州連合の加盟地域における法的要件の詳細は、
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfairtrade/index_en.htmをご確認ください。  
  



v124 
2024年6⽉10⽇   

6.  義務および責任  
  
6.1  Appleは、エンドユーザーによるカスタムアプリケーションのインストールおよび／または使⽤に関して、⼀切責任を負わない
ものとします。デベロッパは、各カスタムアプリケーションについて、製品保証、エンドユーザーの⽀援、および製品サポートすべてについ
て、単独で責任を負うものとします。  
  
6.2  以下の請求を含みますがこれらに限定されない、カスタムアプリケーション、および／またはエンドユーザーによる当該カスタ
ムアプリケーションの使⽤に起因または関連するあらゆる請求、訴訟、債務、損失、損害、費⽤、および経費について、デベロッパは単独
で責任を負うものとし、かつAppleは⼀切義務および責任を負わないものとします：（i）エンドユーザー使⽤許諾契約で規定されてい
るか、適⽤法令に基づいて定められているかに関わらず、保証違反に関する請求、（ii）製造物責任に関する請求、ならびに（iii）いずれか
のカスタムアプリケーション、および／またはエンドユーザーによる当該カスタムアプリケーションの保有または使⽤が、第三者の著作権
またはその他の知的財産権を侵害しているという請求。  
  
6.3  Appleが、エンドユーザーから、（i）エンドユーザーがいずれかのカスタムアプリケーションをダウンロードした⽇から90⽇以
内、もしくは第3.8条に従って提供される⾃動更新サブスクリプション期間が終了してから90⽇以内（当該期間が90⽇未満である場
合）に、エンドユーザーが当該カスタムアプリケーションの使⽤許諾の解約を希望している旨、または、（ii）カスタムアプリケーションが、デ
ベロッパの仕様、デベロッパの製品保証、もしくは適⽤法令の要件に準拠していない旨の通知もしくは請求を受け取った場合、Apple
は、当該カスタムアプリケーションに対してカスタムAppの配信の顧客またはエンドユーザーが⽀払った価格の全額をカスタムAppの
配信の顧客および／またはエンドユーザー（該当する場合）に返⾦することができるものとします。Appleが当該価格をエンドユーザー
に返⾦した場合、デベロッパは、当該カスタムアプリケーションの価格に等しい⾦額をAppleに払い戻すか、その⾦額分のクレジットを
Appleに付与するものとします。エンドユーザーがカスタムアプリケーションに対する返⾦を受け取った旨の通知または請求をApple
がペイメントプロバイダから受け取った場合、デベロッパは、当該カスタムアプリケーションの価格に等しい⾦額をAppleに払い戻すか、
その⾦額分のクレジットをAppleに付与するものとします。 
  
7.  契約の解除  
  
7.1  本別紙3および本別紙に基づくAppleのすべての義務は、本契約の期間満了または解除の時点ですべて終了するものとしま
す。いかなる当該終了に関わらず、Appleは、（i）終了⽇より前（本別紙の第1.4条に定めるフェーズアウト期間を含みます）にカスタム
Appの配信の顧客に提供された、カスタムアプリケーションのコピーと引き換え可能なすべてのコンテンツコードに対するすべての⼿数
料、および、（ii）終了⽇の前後を問わず、本別紙3の第6.3条に従って、AppleがカスタムAppの配信の顧客および／またはエンドユー
ザーに⽀払った返⾦に対する払い戻しを、デベロッパから受け取る権利を有するものとします。本契約が解除された場合、Appleは、カ
スタムApp配信の顧客および／またはエンドユーザーへの返⾦を算出し、それと相殺するために、 Appleが合理的であると判断する期
間、デベロッパに対する期限が到来している⽀払いをすべて保留することができます。Appleは、デベロッパまたはその関連するデベロ
ッパが、疑わしい、誤解を招く、詐欺的な、不適切な、⾮合法の、または不誠実な⾏為または不作為に関与した、または関与するようほか
のデベロッパに奨励した、もしくはほかのデベロッパと共に参加したとAppleが判断した、またはその疑いを持った場合はいつでも、デ
ベロッパまたは当該ほかのデベロッパに対する期限が到来している⽀払いを保留することができます。 
  
7.2  デベロッパがカスタムアプリケーションを配信する法的権利を喪失した場合、または、本別紙3に従ってAppleに対してエンド
ユーザーが当該カスタムアプリケーションにアクセスすることを許可する権限を与える法的権利を喪失した場合、デベロッパは、その旨
を速やかにAppleに通知し、かつ、App Store Connectサイトで提供されているツールを⽤いて、カスタムAppの配信サイトから当該
カスタムアプリケーションを取り下げるものとします。ただし、デベロッパが本第7.2条に基づいて当該取り下げを⾏った場合であって
も、本別紙3に基づくデベロッパのAppleに対する義務、または当該カスタムアプリケーションに関するAppleおよび／もしくはエンド
ユーザーに対するいかなる責任も免除されるものではありません。  
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7.3  Appleは、いつでも、理由の如何に関わらず、デベロッパに対して解除通知をすることにより、カスタムアプリケーションのマ
ーケティング、提供、ならびにカスタムAppの配信の顧客による購⼊およびエンドユーザーによるダウンロードの許可を中⽌する権利を
留保します。本第7.3条の⼀般性を制限することなく、デベロッパは、Appleが、⼈間による審査および／または系統的審査（適⽤法令
の下で受け取る通知を含みますが、これに限定されません）に基づいて、以下の状況であると合理的に判断する場合、Apple独⾃の裁
量により、カスタムアプリケーションの⼀部または全部のマーケティングおよびエンドユーザーによるダウンロードの許可を中⽌すること
ができることを認めるものとします：（i）添付書類Aに列挙する1つまたは複数の地域に当該カスタムアプリケーションを輸出することが
輸出管理令またはその他の法令により許可されていない、（ii）当該カスタムアプリケーションならびに／またはエンドユーザーによる当
該カスタムアプリケーションの所有および／もしくは使⽤が第三者の特許権、著作権、商標権、営業秘密、その他の知的財産権を侵害す
る、（iii）当該カスタムアプリケーションの配布、販売、および／または使⽤が、本別紙3の第2.1条に基づき、デベロッパが指定するいず
れかの地域の何らかの適⽤法令に違反する、（iv）デベロッパが、本契約、本別紙3、または、App Reviewガイドラインを含みますがこれ
らに限定されない、その他のドキュメントの条件に違反した、または、（v）デベロッパのライセンスアプリケーションが本別紙3の第5.4条
に違反した（規制当局から違反の疑いについて通知された場合を含みますが、これに限定されません）、または、（vi）デベロッパ、デベロ
ッパの代理⼈、またはデベロッパ企業が、Appleが事業を展開するいずれかの地域における制裁措置の対象になっている。Appleが、
本第7.3条に従って、カスタムアプリケーションのマーケティングおよびダウンロードの許可を中⽌する選択を⾏った場合であっても、 
本別紙3に基づくデベロッパの義務は免除されないものとします。  
  
7.4  デベロッパは、App Store Connectサイトで提供されているツールを⽤いることにより、理由の如何によらず、いつでも、カ
スタムアプリケーションの全部または⼀部をカスタムAppの配信サイトから取り下げることができます。ただし、デベロッパのエンドユー
ザーに関して、デベロッパは本別紙により、Appleに対し、デベロッパが本別紙3の第5.1条および7.2条に従って別段の意思表⽰をし
ない限り、エンドユーザーによる未利⽤のコンテンツコードの利⽤要求に応えること、また、本契約の解除または期間満了後も有効に存
続する本別紙3の第1.2条（b）項、同（c）項および同（d）項を履⾏することを許可し、指⽰するものとします。  
  
8.  法的影響  
  
本別紙3により確⽴されるデベロッパとAppleの関係は、デベロッパに対して、重要な法的影響および／または税務上の影響をもたら
すことがあります。デベロッパは、本別紙に基づくデベロッパの法的義務および納税義務について、デベロッパ⾃⾝の顧問弁護⼠およ
び顧問税理⼠と協議することに責任を負うことを認め、これに同意するものとします。  
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添付書類 A 
1. 代理人としての Apple  
  
デベロッパは、以下の地域におけるマーケティングおよび以下の地域に所在するエンドユーザーによるライセンスアプリケーションおよ
びカスタムアプリケーションのダウンロードの代理人として、Apple Canada, Inc.（以下「Apple Canada」といいます）を指名するも
のとします。  
  
カナダ 
  
デベロッパは、以下の地域におけるマーケティングおよび以下の地域に所在するエンドユーザーによるライセンスアプリケーションおよ
びカスタムアプリケーションのダウンロードの代理人として、Apple Pty Limited（以下「APL」といいます）を指名するものとします。  
  
オーストラリア  
ニュージーランド  
  
デベロッパは、以下の地域におけるマーケティングおよび以下の地域に所在するエンドユーザーによるライセンスアプリケーションおよ
びカスタムアプリケーションのダウンロードの代理人として、カリフォルニア州民法2295条以下に従い、Apple Inc.を指名するものと
します。  
  
米国  
  
デベロッパは、App Store Connect サイトを通じて随時アップデートされる、以下の地域におけるマーケティングおよび以下の地域に
所在するエンドユーザーによるライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションのダウンロードの代理人として、カリフォルニ
ア州民法2295条以下に従い、Apple Services LATAM LLCを指名するものとします。  
 
アルゼンチン*  
アンギラ  
アンチグア・バーブーダ  
バハマ  
バルバドス  
ベリーズ  
バミューダ諸島  
ボリビア*  
ブラジル* 
イギリスヴァージン諸島  

ケイマン諸島  
チリ* 
コロンビア*  
コスタリカ*  
ドミニカ  
ドミニカ共和国*  
エクアドル*  
エルサルバドル*  
グレナダ  
ガイアナ  

グアテマラ*  
ホンジュラス*  
ジャマイカ  
メキシコ*  
モントセラト  
ニカラグア*  
パナマ*  
パラグアイ*  
ペルー* 

  セントルシア  
セントビンセントおよび  
グレナディーン諸島  
スリナム  
トリニダード・トバゴ  
タークス・カイコス諸島  
ウルグアイ  
ベネズエラ* 

セントクリストファー・ネイビス  
 
*カスタムアプリケーションは、これらの地域でのみ利用できます。 
 
デベロッパは、以下の地域におけるマーケティングおよび以下の地域に所在するエンドユーザーによるライセンスアプリケーションおよ
びカスタムアプリケーションのダウンロードの代理人として、日本国民法第643条に従い、iTunes株式会社を指名するものとします。  
  
日本  
 
2. コミッショネアとしての Apple  
  
デベロッパは、App Store Connect サイトを通じて随時アップデートされる、以下の地域におけるマーケティングおよび以下の地域に
所在するエンドユーザーによるライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションのダウンロードのコミッショネアとして、
Apple Distribution International Ltd.を指名するものとします。本契約において「コミッショネア」とは、多くの大陸法体系において
一般的に認識されているとおり、自己のために行為すると称し、かつ自己の名において契約を締結するものの、他者を代理して行為す
る者を意味します。  
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アフガニスタン 
アルバニア 
アルジェリア 
アンゴラ 
アルメニア 
オーストリア 
アゼルバイジャン 
バーレーン* 
ベラルーシ 
ベルギー* 
ベナン 
ボスニア・ヘルツェゴビナ 
ボツワナ 
ブルガリア* 
ブルキナファソ 
カメルーン 
カーボベルデ 
チャド 
中国* 
コンゴ民主共和国 
コンゴ共和国 
コートジボワール 
クロアチア 
キプロス* 
チェコ共和国 
デンマーク* 
エジプト* 
エストニア* 
フィンランド* 

フランス* 
ガボン 
ガンビア 
ジョージア 
ドイツ* 
ガーナ 
ギリシャ* 
ギニアビサウ 
香港* 
ハンガリー 
アイスランド* 
インド 
インドネシア 
イラク 
アイルランド* 
イスラエル* 
イタリア* 
ヨルダン 
カザフスタン 
ケニア 
コソボ 
クウェート 
キルギスタン 
ラトビア*  
レバノン 
リベリア 
リビア 
リトアニア* 
ルクセンブルク* 

マケドニア 
マダガスカル 
マラウィ 
マレーシア* 
マリ 
マルタ共和国* 
モーリタニア 
モーリシャス 
モルドバ 
モンテネグロ 
モロッコ 
モザンビーク 
ナミビア 
オランダ* 
ニジェール 
ナイジェリア 
ノルウェー* 
オマーン 
パキスタン 
フィリピン* 
ポーランド 
ポルトガル 
カタール* 
ルーマニア* 
ロシア* 
ルワンダ 
サントメ・プリンシペ 
サウジアラビア* 
セネガル 

セルビア 
セイシェル 
シエラレオネ 
シンガポール* 
スロバキア* 
スロベニア* 
南アフリカ 
スペイン* 
スワジランド 
スウェーデン* 
スイス* 
台湾* 
タジキスタン 
タンザニア 
タイ* 
チュニジア 
トルコ* 
トルクメニスタン 
アラブ首長国連邦* 
ウガンダ 
ウクライナ* 
英国* 
ウズベキスタン 
ベトナム* 
イエメン 
ザンビア 
ジンバブエ 

 
デベロッパは、App Store Connect サイトを通じて随時アップデートされる、以下の地域におけるマーケティングおよび以下の地域に
所在するエンドユーザーによるライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションのダウンロードのコミッショネアとして、
Apple Services Pte. Ltd.を指名するものとします。 
 
ブータン  
ブルネイ 
カンボジア 
ラオス 
マカオ 

モルディブ 
ミクロネシア連邦 
モンゴル 
ミャンマー 
ネパール  

パラオ  
スリランカ 
韓国* 
フィジー 
ナウル 

パプアニューギニア 
ソロモン諸島 
トンガ 
バヌアツ 

 
 
 
*カスタムアプリケーションは、これらの地域でのみ利用できます。 
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添付書類 B  
  
1. Apple は、税の適用がある場合、App Store Connect サイトを通じて随時アップデートされる、以下の地域に所在するエンド
ユーザーへのライセンスアプリケーションの販売について、別紙2の第3.2条に記載されている税金を徴収し、また以下の国に所在す
るカスタムAppの配信の顧客へのカスタムアプリケーションの販売について、別紙 3の第 3.2 条に記載されている税金を徴収し、
管轄の税務当局に納付するものとします。  
  
アルバニア  
アルメニア  
オーストラリア  
オーストリア 
アゼルバイジャン 
バハマ  
バーレーン  
バルバドス 
ベラルーシ  
ベルギー  
ベナン 
ボスニア・  
ヘルツェゴビナ  
ブルガリア  
カナダ 
カンボジア** 
カメルーン  
チリ  
中国*  
コロンビア  
クロアチア  
キプロス  

チェコ共和国  
デンマーク  
エジプト 
エストニア  
フィンランド  
フランス  
ジョージア 
ドイツ 
ガーナ  
ギリシャ  
ハンガリー  
アイスランド  
インド  
インドネシア**  
アイルランド  
イタリア 
コートジボワール 
日本*** 
カザフスタン** 
ケニア 
韓国**  
コソボ  
キルギスタン** 
 

ラオス 
ラトビア 
リトアニア  
ルクセンブルク  
マレーシア  
マルタ共和国  
メキシコ****  
モルドバ  
ネパール** 
オランダ  
ニュージーランド  
ナイジェリア 
ノルウェー  
オマーン 
ペルー 
ポーランド  
ポルトガル  
ルーマニア  
ロシア***  
サウジアラビア  
セルビア  
セネガル 
シンガポール**  

スロバキア  
スロベニア  
南アフリカ  
スペイン  
スリナム 
スウェーデン  
スイス  
台湾  
タジキスタン** 
タンザニア 
タイ** 
トルコ  
ウクライナ 
アラブ首長国連邦  
ウガンダ 
英国  
米国  
ウルグアイ† 
ウズベキスタン**  
ベトナム 
ザンビア 
ジンバブエ 
  

  
*中国政府からの要求に応じて徴収される特定の税金を除き、Apple は中国において追加の税金または賦課金を徴収または納付しな
いものとします。 デベロッパは、現地の法律で義務付けられる税金の徴収および納付に単独で責任を負うものとすることを理解し、
これに同意するものとします。  
**非居住者のデベロッパにのみ適用されます。Appleが現地のデベロッパのために税金の徴収および納付を行うことはないものとし、
当該デベロッパは、現地の法律で義務付けられる税金の徴収および納付について単独で責任を負うものとします。Apple は、現地のデ
ベロッパから受け取る権利を有する手数料を決定する目的でのみ、現地のデベロッパから税区分の選択のために提供される情報に基
づいてVATの額を見積もります。見積税額は、Apple の手数料の計算前に、エンドユーザーがライセンスアプリケーションについて支
払うべき価格から差し引かれます。 
***非居住者のデベロッパにのみ適用されます。Appleが現地のデベロッパのために税金の徴収および納付を行うことはないものとし、
当該デベロッパは、現地の法律で義務付けられる税金の徴収および納付について単独で責任を負うものとします。  
****メキシコにおいてVATを目的として地方税務当局に登録されていないデベロッパにのみ適用されます。メキシコにおいてVAT
を目的として地方税務当局に登録されているデベロッパに対しては、Apple は、現地の法律に従って、（i）現地の企業および外国人居
住者に課せられるVATの合計額、ならびに（ii）現地の個人に適用されるVATの額およびその他のVATの額を徴収し、地方税務当
局に対して納付するものとします。 現地の法律で義務付けられている場合、当該VATの管轄の税務当局に対する納付については、
デベロッパが責任を負うものとします。 
†ウルグアイ政府の要求に応じてApple が徴収する必要のある、デジタル取引に関する特定の税金を除き、Apple はウルグアイにお
ける追加的な税金または賦課金を徴収または納付しないものとします。デベロッパは、現地の法律で義務付けられている場合、自身の
収益に課せられる税金の徴収および納付について、単独で責任を負うことを理解し、これに同意するものとします。  
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2. Apple は、本添付書類Bの第 1条に列挙されていない地域に所在するエンドユーザーへのライセンスアプリケーションの販売
について、別紙2の第3.2条に記載されている税金の徴収および納付を行わないものとし、また当該地域に所在するカスタムApp
の配信の顧客へのカスタムアプリケーションの販売について、別紙3の第3.2条に記載されている税金の徴収および納付を行わな
いものとします。デベロッパは、現地の法律で義務付けられている税金の徴収および納付について、単独で責任を負うものとします。  
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添付書類 C 
  
1. オーストラリア 
 
1.1 一般 
 
(a) 1999年新税制（物品サービス税）法（以下、「GST法」といいます）で定義されている用語は、本第 1条で使用されている場合、

本条においても同じ意味を有するものとします。  
(b) 本添付書類Cの本第 1条は、本契約の解除後も有効に存続します。  
 
 
1.2 オーストラリアにおけるエンドユーザーへのライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションの配布 
  
デベロッパがオーストラリアにおいてライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションへのアクセスをエンドユーザーに許可
するためにAPLを指名している場合：  
  
1.2.1 デベロッパは、1999年新税制（物品サービス税）法（「GST法」）に基づくGSTの不払いまたは過少納付ならびにそれらに関
する罰金または利息に対する国税庁長官（以下、「長官」といいます）からのあらゆる請求について、Apple を補償し、損害を被らせない
ものとします。加えて、デベロッパは、オーストラリアでGSTの登録を怠ったとして長官により課されるいかなる罰金についても、
Apple を補償し、損害を被らせないものとします。  
  
1.2.2 物品サービス税（GST）  
  
(a) 一般  
  

(i) 本添付書類Cの本第 1.2条は、オーストラリアにおいて別紙2および別紙3に基づいて、代理人であるAPLを介
してデベロッパがエンドユーザーに対して行う供給に適用されます。GST法で定義されている用語は、本第 1.2条で
使用されている場合、本条においても同じ意味を有するものとします。  

  
(ii) 明示的に別途定められている場合を除き、別紙2および別紙3に基づく支払い合計金額または支払い合計金額の

算出に使用される金額はすべてGSTを考慮せず決定されており、本第 1.2 条に基づき、支払うべきGSTを考慮
に入れて額を増やす必要があります。  

  
(iii) 別紙2および別紙3に基づき供給者から受領者に行われる課税対象の供給がGSTの対象となる場合、受領者は、

金銭的な対価の提供と同時にかつ同じ方法で、供給者にGSTを支払う必要があります。疑義を避けるために明記
すると、これには、別紙2の第3.4条および別紙3の第3.4条に従ってAPLにより手数料として差し引かれるす
べての金銭的な対価を含みます。  

  
(iv) 本条項に基づきGSTを理由としてAPLが回収できる金額は、科料、罰金、利息、およびその他の徴収金を含むも

のとします。  
  

(v) 本添付書類Cの本第 1条は、本契約の解除後も有効に存続します。  
  
(b) オーストラリア居住デベロッパ 
  
デベロッパがオーストラリアの居住者である場合： 

 
(i) デベロッパがオーストラリア事業者番号（以下、「ABN」といいます）を有しており、かつGST登録済みであるか、また

はGST登録の発効日が別紙2および別紙3の日付以前になるようにGSTの登録申請を長官に提出済みであるこ
とが、別紙2および別紙3の条件の1つとなります。デベロッパは、別紙2および別紙3の締結から30日以内に、
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デベロッパのABNおよびGST登録の十分な証拠を（App Store Connect サイトを使用して、デベロッパの
GST登録証の写しまたはAustralian Business Register からプリントアウトした証憑をAppleにアップロードす
ることにより）Apple に提供するものとします。デベロッパは、デベロッパが有効なABNを保持しなくなった場合、
またはGST登録済みの事業者でなくなった場合に、その旨をApple に通知することを保証するものとします。  

  
(ii) デベロッパおよびAPLは、GST法の第 153-50条における手続きを行うことに同意するものとします。さらに、

デベロッパおよびAPLは、代理人であるAPLを介してデベロッパが行うエンドユーザーへの課税対象の供給に
ついて、以下に同意するものとします。  

  
(A) APLは、エンドユーザーに供給を行っているものとみなされます。  

  
(B) デベロッパは、対応する別個の供給をAPLに行っているものとみなされます。  

  
(C) APLは、自己の名において、第 1.2.2 条（b）（ii）項（A）に基づき行われる供給に関連するすべてのタックスインボイス

および調整票をエンドユーザーに発行するものとします。  
  

(D) デベロッパは、第 1.2.2 条（b）（ii）項（A）に基づき行われる課税対象の供給に関連するいかなるタックスインボイスま
たは調整票もエンドユーザーに発行しないものとします。  

  
(E) APLは、別紙2および別紙3に基づきデベロッパがAPLに行う課税対象の供給（第 1.2.2 条（b）（ii）項（B）に基

づき行われる課税対象の供給を含みます）について受領者作成のタックスインボイスをデベロッパに発行するものと
します。  

  
(F) デベロッパは、別紙2および別紙3に基づきデベロッパがAPLに行う課税対象の供給（第 1.2.2 条（b）（ii）項（B）

に基づき行われる課税対象の供給を含みます）についてタックスインボイスをAPLに発行しないものとします。  
  
(c) 非居住デベロッパ  
  
デベロッパがオーストラリアの非居住者である場合：  
  

(i) デベロッパおよびAPLは、オーストラリアにおいてデベロッパの代理人であるAPLを介してデベロッパがエンドユ
ーザーに対して行うすべての供給を、APLを介して行う「国外からの無形資産の消費者に対する供給」（inbound 
intangible consumer supplies）（GST法に定義）として取り扱うことに同意するものとします。 

 
(ii) APLは、自己の名において、デベロッパの代理人であるAPLを介してデベロッパが行う課税対象の供給に関連する

すべてのタックスインボイスおよび調整票をエンドユーザーに発行するものとします。  
  

(iii) デベロッパは、デベロッパの代理人であるAPLを介してデベロッパが行う課税対象の供給に関連するいかなるタッ
クスインボイスまたは調整票もエンドユーザーに発行しないものとします。  

 
1.3 オーストラリアのデベロッパ ‒ オーストラリア国外のエンドユーザーおよびカスタム App の配信の顧客へのライセンスアプリ
ケーションおよびカスタムアプリケーションの配布  
  
デベロッパがオーストラリアの居住者であり、オーストラリア国外におけるマーケティング、ならびにオーストラリア国外に所在するエンド
ユーザーおよびカスタムAppの配信の顧客によるライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションのダウンロードのために、
Apple をデベロッパの代理人またはコミッショネアとして指名している場合、デベロッパがオーストラリア事業者番号（「ABN」）を有し
ており、新税制である 1999年物品サービス税法（「GST法」）に基づきGSTに登録済みであることを保証することが、この契約の条
件の 1つとなります。 デベロッパは、別紙2および別紙3の締結から30日以内に、デベロッパのABNおよびGST登録の十分な証
拠を（App Store Connect サイトを使用して、デベロッパのGST登録証の写しまたはAustralian Business Register からプリ
ントアウトした証憑をApple にアップロードすることにより）Apple に提供するものとします。デベロッパは、デベロッパが有効なABN
を保持しなくなった場合、またはGST登録済みの事業者でなくなった場合に、その旨をAppleに通知することを保証するものとします。  
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2. ブラジル 
 
ブラジルにおけるエンドユーザーおよびカスタム App の配信の顧客へのライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーショ
ンの配布  
  
デベロッパがブラジルにおいてライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションへのアクセスをエンドユーザーおよびカスタム
Appの配信の顧客に許可するためにApple Services LATAM LLCを指名している場合：  
  
(A) 一般  
  
2.1 デベロッパは、デベロッパが、（i）デベロッパを代理してApple が行う、エンドユーザーおよびカスタムAppの配信の顧客へのデ
ベロッパのライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションの配布に関する間接税（物品サービス税を含むがこれに限定さ
れません）の納税義務、（ii）ブラジル政府への間接税の納税申告書の提出および間接税の支払い（該当する場合）、ならびに、（iii）単独
で、またはデベロッパ自らの顧問税理士と協議の上で、間接税に関するデベロッパの納税者ステータスおよび納税義務を判断すること
について、全責任を負うことを了解し、これに同意するものとします。  
  
2.2 デベロッパは、Appleがブラジル国内の第三者、Appleの子会社、および／または第三者ベンダー（以下、「徴収団体」といいます）
を利用して、エンドユーザーまたはカスタムAppの配信の顧客からライセンスアプリケーションまたはカスタムアプリケーションに関す
る金額を徴収し、その金額をブラジルから Apple に送金してデベロッパの収益をデベロッパに送金できるようにすることを許可し、
これに同意し、認めるものとします。  
  
2.3 エンドユーザーまたはカスタムAppの配信の顧客がライセンスアプリケーションまたはカスタムアプリケーションに対して支払っ
た価格のブラジル国外への送金に源泉徴収税が適用される場合、徴収団体は、その源泉徴収税の全額をAppleのデベロッパへの未払
い金の総額から差し引き、源泉徴収した金額をデベロッパの名前でブラジルの所轄の税務当局に納付するものとします。徴収団体は、
商業上現実的な努力を払って、個別の源泉徴収票を発行し、ブラジルの税法で定められているとおり、その源泉徴収票はApple がデ
ベロッパに提供するものとします。デベロッパは、該当する場合、外国税額控除を請求できるようにするためにデベロッパの居住地域の
税務当局から求められているその他の文書の提供について全責任を負うものとします。  
  
(B) 非居住デベロッパ  
  
2.4 デベロッパがブラジルの居住者ではなく、デベロッパへの未払い金の総額のブラジル外への送金に源泉徴収税が適用される場
合、デベロッパは、デベロッパの居住地域とブラジルとの間の適用される租税条約に基づく源泉徴収税の軽減税率を請求するために、
デベロッパの居住地域の証明書またはそれに相当する文書をAppleに提供することができるものとします。徴収団体は、デベロッパの
居住地域とブラジルとの間の適用される租税条約に定められている源泉徴収税の軽減税率（存在する場合）を適用するものとします。
ただし、デベロッパが当該租税条約で求められている、またはその他Apple にとって十分となる、デベロッパが源泉徴収税の当該軽減
税率を受ける権利を有していることを立証するために十分な文書をApple に提供した後に限ります。 デベロッパは、Apple がデベロ
ッパから提供される税法上の居住者証明書またはそれに相当する文書を承認および受諾した後にのみ、軽減税率が有効になることを
認めるものとします。 別紙 2の第3.3条および別紙3の第3.3条の定めに関わらず、Apple が当該税務文書を受領および承認す
る前にデベロッパの資金がブラジル国外に送金される場合、徴収団体は租税条約によって軽減されていない源泉徴収税を全額徴収し
て所轄の税務当局に納付できるものとします。その場合、Apple は源泉徴収および納付された当該税金の金額をデベロッパに返金し
ません。  
 
デベロッパは、こうした源泉徴収または類似する税金、ならびにそれに対する罰金および／または利息の過少納付（源泉徴収税の軽減
税率の恩恵を受けるためのデベロッパの資格の取得または事実上の喪失に関する、デベロッパによる誤った請求または表明に起因す
る過少納付を含みますが、これに限定されません）に対する所轄の税務当局からのあらゆる請求について、Apple および徴収団体を補
償し、損害を被らせないものとします。  
  
(C) 居住デベロッパ  
  
2.5 デベロッパがブラジルの居住者である場合、デベロッパはデベロッパのアカウントをデベロッパの個別のブラジル納税者番号
（CNPJ またはCPFのいずれか該当する方）で更新する必要があります。デベロッパは、デベロッパの個別のブラジル納税者番号を提
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供しないことにより、デベロッパのブラジル納税者番号が提供されるまで、デベロッパのライセンスアプリケーションおよびカスタムアプ
リケーションがブラジルのStore から削除される場合があることを認めるものとします。  
 
 
3. カナダ 
 
カナダにおけるエンドユーザーへのライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションの配布  
  
デベロッパがカナダの居住者である場合、デベロッパはデベロッパのアカウントにカナダのGST／HST番号を追加する、またはアカ
ウントのGST／HST番号を更新する必要があります。 また、デベロッパがケベック州の居住者である場合、デベロッパはデベロッパ
のアカウントにケベック州のQST番号を追加する、またはアカウントのQST番号を更新する必要があります。 
 
デベロッパがカナダにおいてライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションへのアクセスをエンドユーザーに許可するために
Apple Canada を指名している場合：  
  
3.1 一般 
  
デベロッパは、カナダにおいてデベロッパを代理してApple Canadaがエンドユーザーに行う供給およびApple Canadaがデベロ
ッパに行う供給に関連する、消費税法（カナダ）（以下、「ETA」といいます）に基づき課される物品サービス税／統合売上税（以下、
「GST／HST」といいます）、ケベック州売上税（以下、「QST」といいます）、または州小売売上税（以下、「PST」といいます）の未支
払い、未徴収、または未納付、ならびにそれらに関する罰金および／または利息に対する、カナダ歳入庁（以下、「CRA」といいます）、ケベッ
ク州歳入庁（以下、「MRQ」といいます）、およびPSTを課している州の税務当局からのあらゆる請求について、Apple を補償し、損害
を被らせないものとします。  
  
3.2 GST／HST  
  
(a) 本添付書類Cの本第3.2条は、カナダにおいて代理人であるApple Canada を介してデベロッパが行うエンドユーザーへの
供給に関して適用されます。ETAで定義されている用語は、本第3.2条で使用されている場合、本条においても同じ意味を有するも
のとします。Apple CanadaはGST／HSTのために登録済みであり、GST／HST登録番号はR100236199 です。  
  
(b) デベロッパがカナダの居住者であるか、またはETAに基づきGST／HSTのための登録が求められているカナダの非居住者
である場合、デベロッパがGST／HSTのために登録済みであるか、またはGST／HSTのための登録の発効日が別紙2および別紙3
の日付以前になるようにGST／HSTの登録申請をCRAに提出済みであることが、別紙2および別紙3の条件の 1つとなります。
デベロッパは、Apple Canada の要請に応じて、デベロッパのGST／HST登録の十分な証拠（例：デベロッパのCRAによる確認書
の写しまたはCRA WebサイトのGST/HST Registry からプリントアウトした証憑）をApple Canada に提供するものとします。
デベロッパは、デベロッパがGST／HSTのための登録済みの事業者でなくなった場合に、その旨をApple Canada に通知すること
を保証するものとします。  
  
(c) デベロッパがGST／HSTのために登録済みである場合、デベロッパは、別紙2および別紙3を締結することにより、（i）ETA
の第 177条（1.1）項に従って選定を行うことで、Apple Canada がカナダにおいてデベロッパを代理して行うエンドユーザーへのライ
センスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションの販売について、Apple Canada にGST／HSTの徴収、会計処理、および
納付をさせること、またフォームGST506（App Store Connect サイトで入手可能）に必要事項（自らの有効なGST／HST登録番
号を含む）を記入し、署名した上でApple Canada に返送済みであることに同意し、（ii）Apple は、デベロッパがApple に支払うべ
き手数料に、デベロッパのカナダにおける住所に基づいて適用される、カナダのGST／HSTおよびQSTの額をデベロッパへの送
金から差し引くことを認めるものとします。  
  
(d) デベロッパがGST／HSTのための登録をしていない場合、デベロッパは、別紙2および別紙3を締結した上で、フォーム
GST506への必要事項の記入、署名、およびApple Canadaへの返送をしないことにより、（i）デベロッパがGST／HSTのために
登録していないことを証し、（ii）デベロッパがカナダの居住者ではなく、ETAの対象となる事業をカナダで行っていないことを証し、
（iii）Apple Canadaがカナダにおいてデベロッパを代理して行うエンドユーザーへのライセンスアプリケーションおよびカスタムアプ
リケーションの販売について、Apple CanadaがGST／HSTを請求、徴収、および納付することを了解し、（iv）デベロッパがApple 
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Canada に支払うべき手数料はGST／HSTが免除されている（すなわち、GST／HST税率が 0%である）ことを了解し、かつ（v）
デベロッパがGST／HSTのための登録を行っていなければならず、Apple Canadaが請求した手数料がGST／HSTの対象であ
ったことが判明した場合、Apple Canada に課されるいかなるGST／HST、利息、および罰金についても、Apple を補償することに
同意するものとします。  
  
3.3 ケベック州売上税  
  
ケベック州売上税に関する法令（以下、「QSTA」といいます）で定義されている用語は、本添付書類Cの本第3.3条で使用されている
場合、本条においても同じ意味を有するものとします。  
  
(a) デベロッパがケベック州の居住者である場合、デベロッパがQSTのために登録済みであるか、またはQST登録の発効日が別紙
2および別紙3の日付以前になるようにQSTの登録申請をMRQに提出済みであることが別紙2および別紙3の条件の 1つとな
ります。デベロッパは、Apple Canada の要請に応じて、デベロッパのQST登録の十分な証拠（例：デベロッパのMRQによる確認
書の写しまたはMRQ WebサイトのQST Registry からプリントアウトした証憑）をApple Canadaに提供するものとします。デベ
ロッパは、デベロッパがQSTのための登録済みの事業者でなくなった場合に、その旨をApple Canada に通知することを保証する
ものとします。  
  
(b) デベロッパがケベック州の居住者である場合、デベロッパは、別紙2および別紙3を締結することにより、（i）デベロッパがQST
のために登録済みであることを証し、（ii）QSTAの第41.0.1条に従って選定を行うことで、Apple Canadaがケベック州においてデベロ
ッパを代理して行うエンドユーザーへのライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションの販売について、Apple Canadaに
QSTの徴収、会計処理および納付をさせること、またフォームFP2506-Vに必要事項（自らの有効なQST登録番号を含む）を記入し、
署名した上でApple Canadaに返送済みであることに同意し、かつ（iii）Apple Canadaがデベロッパを代理して行うケベック州外に所
在するエンドユーザーへのライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションの販売については、当該エンドユーザーはケベック
州の居住者ではなく、QSTのための登録を行っておらず、当該販売はQSTが免除されていることを前提として、Apple Canadaは
QSTを請求、徴収、または納付しないことを了解するものとします。  
  
(c) デベロッパがケベック州の居住者ではない場合、デベロッパは、別紙2および別紙3を締結した上で、フォームFP2506-Vへの
必要事項の記入、署名およびApple Canadaへの返送をしないことにより、（i）デベロッパがケベック州の居住者でないことを証し、
（ii）デベロッパがケベック州に恒久的施設を有していないことを証し、かつ（iii）Apple がケベック州においてデベロッパを代理して行
うエンドユーザーへのライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションの販売について、Apple がQSTを請求、徴収、およ
び納付することを了解するものとします。  
  
3.4 PST  
  
本添付書類Cの本第3.4条は、PSTを課税または導入している州において、代理人であるApple Canada を介してデベロッパが
行うエンドユーザーへのライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションの供給に関して適用されます。デベロッパは、上記
の州においてApple Canadaがデベロッパを代理して行うエンドユーザーへのライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーシ
ョンの販売について、Apple Canadaが適用されるPSTを請求、徴収、および納付できることを了解し、これに同意するものとします。  
  
 
4. チリ 
 
チリのデベロッパ ‒ チリ国内または国外のエンドユーザーおよびカスタム App の配信の顧客へのライセンスアプリケーションおよ
びカスタムアプリケーションの配布  
  
デベロッパがチリの居住者である場合、デベロッパが当該地域のVAT納税者であることを保証し、デベロッパのVATステータスの証
拠を提供しない限り、Apple は、チリの税法に従って、デベロッパがApple に支払うべき手数料にVATを適用し、当該額をデベロッ
パへの送金から差し引くものとします。  
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5. 日本 
 
(A) 日本のデベロッパ ‒ 日本におけるエンドユーザーへのライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションの配布  
  
デベロッパが日本においてライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションへのアクセスをエンドユーザーに許可するために
iTunes株式会社を指名している場合：  
  
5.1 デベロッパは、デベロッパが、（i）デベロッパを代理して iTunes株式会社が行うエンドユーザーへのデベロッパのライセンスアプ
リケーションおよび／またはカスタムアプリケーションの配布に関する売上にかかる消費税の請求義務（存在する場合）、（ii）日本政府への
消費税申告書の提出および消費税の支払い（該当する場合）、ならびに、（iii）単独で、またはデベロッパ自らの顧問税理士と協議の上で、
消費税に関するデベロッパの納税者ステータスおよび納税義務を判断することについて、かつ自身の納税管理者を任命することにつ
いて、全責任を負うことを了解し、これに同意するものとします。  
 
5.2 iTunes 株式会社が日本に居住するデベロッパに請求する手数料は、消費税を含むものとします。  
 
（B）日本のデベロッパ ‒ 日本国外のエンドユーザーおよびカスタム App の配信の顧客へのライセンスアプリケーションおよびカス
タムアプリケーションの配布  
  
デベロッパの主たる事務所または本店が日本に所在し、デベロッパが日本国外におけるマーケティング、日本国外に所在するエンドユ
ーザーおよびカスタムAppの配信の顧客によるライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションのダウンロードのために、
Apple をデベロッパの代理人またはコミッショネアとして指名している場合、デベロッパは、別紙2および別紙3に基づくデベロッパ
の代理人またはコミッショネアとしてのApple のサービスに対する対価としてApple が受け取る手数料に対して支払われるべき日本
の消費税について、リバースチャージ方式を採用するものとします。  
 
 
6. 韓国 
 
韓国のデベロッパ ‒ 韓国におけるエンドユーザーおよびカスタム App の配信の顧客へのライセンスアプリケーションおよびカスタ
ムアプリケーションの配布  
  
デベロッパが韓国の居住者であり、韓国におけるエンドユーザーおよびカスタムAppの配信の顧客へのライセンスアプリケーションお
よびカスタムアプリケーションの配布のために、Apple Distribution International Ltd.をデベロッパの代理人またはコミッショネア
として指名している場合、デベロッパが韓国の事業者登録番号（以下、「BRN」といいます）または韓国国税庁への登録番号（以下、
「韓国税金 ID」と総称します）を持っていることが別紙2および別紙3の条件の 1つとなります。  
  
デベロッパは、App Store Connect で求められた場合、デベロッパのアカウントについてデベロッパの個別の韓国税金 IDを更新す
る必要があります。デベロッパは、デベロッパの個別の韓国税金 IDを提供しないことにより、デベロッパの韓国税金 IDが提供される
まで、デベロッパのライセンスアプリケーションまたはカスタムアプリケーションが韓国のStore から削除されたり、別紙 2の第 3.5
条および別紙3の第3.5条に基づくデベロッパの該当するライセンスアプリケーションまたはカスタムアプリケーションに対するデベ
ロッパへの送金による支払いが行われなかったりする場合があることを認めるものとします。  
  
デベロッパは、Appleの要請に応じて、デベロッパの韓国税金 IDの十分な証拠（例：事業登録証明書または韓国国税庁のHome Tax 
Webサイトからプリントアウトした証憑）をAppleに提供するものとします。デベロッパは、デベロッパが有効な韓国税金 IDを保持し
なくなった場合に、その旨をApple に通知することを保証するものとします。  
 
適用法に基づくApple の義務を遵守してデベロッパの韓国税金 IDを検証するため、Apple はサービスプロバイダを使って検証プロ
セスを実施します。そのためデベロッパの韓国税金 IDを、その目的のためにサービスプロバイダに送信します。Apple が収集した個人
データは、http://www.apple.com/legal/privacy/jp で閲覧できるApple のプライバシーポリシーに従って取り扱われます。 
  
Apple は、韓国の税法に従って、デベロッパがApple に支払うべき手数料に韓国のVATを適用し、当該額を韓国の顧客への販売に
対するデベロッパへの送金から差し引くものとします。 

http://www.apple.com/legal/privacy/jp
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7. マレーシア 
 
マレーシアのデベロッパ ‒ マレーシア国内または国外のエンドユーザーおよびカスタム App の配信の顧客へのライセンスアプリケ
ーションおよびカスタムアプリケーションの配布  
  
デベロッパがマレーシアの居住者であり、添付書類Aに定める法域におけるエンドユーザーおよびカスタムAppの配信の顧客へのラ
イセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションの配布のために、Apple をデベロッパの代理人またはコミッショネアとして指
名している場合、Apple は、マレーシアの税法に従って、デベロッパがApple に支払うべき手数料にマレーシアのサービス税を適用し、
当該額をデベロッパへの送金から差し引くものとします。  
  
 
8. メキシコ 
 
メキシコのデベロッパ ‒ メキシコ国内または国外のエンドユーザーおよびカスタム App の配信の顧客へのライセンスアプリケーシ
ョンおよびカスタムアプリケーションの配布  
  
デベロッパがメキシコの居住者である場合、Appleは、メキシコの税法に従って、デベロッパがAppleに支払うべき手数料にVATを適
用し、当該額をデベロッパへの送金から差し引くものとします。Apple は、当該手数料に対応する請求書を発行するものとします。  
  
また、Apple は、メキシコ国内または国外に所在するエンドユーザーおよびカスタムAppの配信の顧客へのライセンスアプリケーショ
ンおよびカスタムアプリケーションの販売に対する送金について、メキシコの税法に従って、個人に適用される源泉徴収所得税率を適
用するものとします。Apple は、その源泉徴収所得税の全額をApple のデベロッパへの未払い金の総額から差し引き、源泉徴収した
金額をメキシコの所轄の税務当局に納付するものとします。  
  
デベロッパが登録済みで、メキシコの有効な税金 ID（R.F.C と呼ばれています）を有している場合、デベロッパはApp Store Connect
ツールを使用してデベロッパのメキシコ税金 ID登録証の写しをアップロードすることにより、Apple に提供する必要があります。デベ
ロッパは、デベロッパが有効な税金 IDを保持しなくなった場合に、その旨をApple に通知することを保証するものとします。 デベロッ
パがデベロッパのメキシコ税金 IDを示す証拠をApple に提出しない場合、Apple は、メキシコの税法に従って、最も高い所得税率を
適用するものとします。  
 
 
9. ニュージーランド 
 
9.1 一般 
 
(a) 1985年物品サービス税法（以下、「1985年GST法」といいます）で定義されている用語は、本添付書類Cの第9条で使用さ
れている場合、本条においても同じ意味を有するものとします。  
 
(b) 本添付書類Cの本第9条は、本契約の解除後も有効に存続します。  
 
9.2 ニュージーランドにおけるエンドユーザーおよびカスタム App の配信の顧客へのライセンスアプリケーションおよびカスタム
アプリケーションの配布  
  
デベロッパがニュージーランドにおいてライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションへのアクセスをエンドユーザーおよ
びカスタムAppの配信の顧客に許可するためにAPLを指名している場合：  
  
9.2.1 一般  
  
(a) デベロッパは、1985年GST法に基づくGSTの不払いまたは過少納付およびそれらに関する罰金および／または利息に対
する内国歳入庁からのあらゆる請求について、APLを補償し、損害を被らせないものとします。  
  



 

2025 年 3月 31 日 

(b) 本添付書類Cの本第9.2条は、代理人であるAPLを介してデベロッパが行うニュージーランドの居住者であるエンドユーザー
またはカスタムAppの配信の顧客への供給に適用されます。  
  
(c) デベロッパおよびApple は、代理人であるAPLを介してデベロッパが行う、ニュージーランドの居住者であるエンドユーザーま
たはカスタムAppの配信の顧客への供給に関して、APLが電子マーケットプレイスの運営者であり、GSTの目的において 1985年
GST法の第60条（C）項に基づき当該供給の供給者として扱われることに同意するものとします。  
  
9.2.2 居住デベロッパ  
  
(a) デベロッパがニュージーランドの居住者である場合、デベロッパおよびAPLは、代理人であるAPLを介してデベロッパが行う
ニュージーランドの居住者であるエンドユーザーまたはカスタムAppの配信の顧客へのサービスの供給が、GSTの目的において
1985年GST法の第60条（1C）項に基づき以下の2つの別個の供給として扱われることに同意するものとします。  
 

（i） デベロッパからAPLへのサービスの供給。および、  
 

（ii） APLからニュージーランドの居住者であるエンドユーザーまたはカスタムAppの配信の顧客への当該サービスの供給。  
 

（b） デベロッパおよびAPLは、GSTの目的において本添付書類Cの第9.2.2 条（a）（i）に基づくデベロッパからAPLへのサービ
スの供給が 1985年GST法に基づくGSTの対象でないことを認めるものとします。  
  
9.2.3 非居住デベロッパ  
  
(a) デベロッパがニュージーランドの居住者ではない場合、デベロッパおよびApple は、代理人であるAPLを介してデベロッパが
行うニュージーランドの居住者であるエンドユーザーまたはカスタムAppの配信の顧客へのサービスの供給が、GSTの目的において
1985年GST法の第60条（1B）項に基づき以下の2つの別個の供給として扱われることに同意するものとします。  

  
（i） デベロッパからAPLへのサービスの供給。および、  

  
（ii） APLからニュージーランドの居住者であるエンドユーザーまたはカスタムAppの配信の顧客への当該サービスの供給。  

  
(b) デベロッパおよびAPLは、GSTの目的において本添付書類Cの第9.2.3 条（a）（i）に基づくデベロッパからAPLへのサービ
スの供給が 1985年GST法に基づくGSTの対象でないことを認めるものとします。  
 
9.2.4 APLは、本添付書類Cの第9条に基づいて行われた供給に関連する必要な文書を、APL 自身の名前でエンドユーザーまたは
カスタムAppの配信の顧客に発行するものとします。  
  
9.2.5  デベロッパは、本添付書類Cの第9.2条に基づいて行われた供給に関連する文書を、エンドユーザーまたはカスタムAppの
配信の顧客に発行しないものとします。  
 
9.3 ニュージーランドのデベロッパ ‒ ニュージーランド国外のエンドユーザーおよびカスタム App の配信の顧客へのライセンスア
プリケーションおよびカスタムアプリケーションの配布  
  
デベロッパがニュージーランドの居住者であり、ニュージーランド国外におけるマーケティング、ならびにニュージーランド国外に所在す
るエンドユーザーおよびカスタムAppの配信の顧客によるライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションのダウンロード
のために、Apple をデベロッパの代理人またはコミッショネアとして指名している場合、デベロッパおよびApple は、代理人である
Apple を介してデベロッパが行うニュージーランド国外の居住者であるエンドユーザーおよびカスタムAppの配信の顧客へのサービ
スの供給が、GSTの目的において 1985年GST法の第60条（C）項および第60条（1C）項に基づき以下の2つの別個の供給とし
て扱われることに同意するものとします。 
  

（i） デベロッパからApple へのサービスの供給。および、  
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（ii） Apple からニュージーランド国外の居住者であるエンドユーザーまたはカスタムAppの配信の顧客への当該サービ
スの供給。  

  
デベロッパおよびApple は、前記の（i）に基づくデベロッパからApple へのサービスの供給とみなされる供給によって、Apple に
1985年GST法に基づくGSTコストが発生しないことを認めるものとします。  
 
 
10. シンガポール 
 
シンガポールのデベロッパ ‒ シンガポール国内または国外のエンドユーザーおよびカスタム App の配信の顧客へのライセンスアプ
リケーションおよびカスタムアプリケーションの配布  
  
デベロッパがシンガポールの居住者であり、添付書類 A に定める法域におけるエンドユーザーおよびカスタム App の配信の顧客への
ライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションの配布のために、Apple をデベロッパの代理人またはコミッショネアとして
指名している場合、デベロッパがシンガポールのGSTの登録を行っているかどうかの確認をApple に伝えることが別紙2および別紙3
の条件の 1 つとなります。デベロッパが GST のために登録済みである場合、デベロッパは、要請に応じて、デベロッパのシンガポール
GST登録番号を提供する必要があります。  
  
デベロッパがシンガポールのGSTの登録を行っていない場合、またはデベロッパのシンガポールGST登録番号をApple に提供し
ていない場合、Apple は、シンガポールの税法に従って、デベロッパがApple に支払うべき手数料にシンガポールのGSTを適用し、
当該額をデベロッパへの送金から差し引くものとします。  
 
デベロッパがシンガポールのGSTの登録を行っており、かつデベロッパのシンガポールGST登録番号をAppleに提供している場合、
Apple は、シンガポールの税法に従って、デベロッパがApple に支払うべき手数料にシンガポールのGSTを適用し、当該額をデベ
ロッパがコミッショネアとしてApple Services Pte. Ltd.を指名している国および地域に拠点を置く顧客への販売に対するデベロッ
パへの送金から差し引くものとします。 
  
 
11. 台湾 
 
台湾におけるエンドユーザーおよびカスタム App の配信の顧客へのライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーション
の配布  
  
デベロッパが台湾において所得税を申告しており、台湾におけるエンドユーザーおよびカスタムAppの配信の顧客へのライセンスアプ
リケーションおよびカスタムアプリケーションの配布のために、Apple Distribution International Ltd.をデベロッパの代理人または
コミッショネアとして指名している場合、デベロッパが台湾におけるデベロッパの統一事業者番号（デベロッパが企業である場合）また
は台湾におけるデベロッパの個人識別カード番号（デベロッパが個人である場合）（以下、「台湾税金 ID」と総称します）をApple に提
供することが別紙2および別紙3の条件の 1つとなります。  
 
 
12. タイ 
 
タイのデベロッパ ‒ タイにおけるエンドユーザーおよびカスタム App の配信の顧客へのライセンスアプリケーションおよびカスタム
アプリケーションの配布 
 
デベロッパがタイの居住者であり、添付書類Aに定める法域におけるエンドユーザーおよびカスタムAppの配信の顧客へのライセン
スアプリケーションおよびカスタムアプリケーションの配布のために、Apple をデベロッパの代理人またはコミッショネアとして指名して
いる場合、デベロッパがタイのVATの登録を行っているかどうかの確認をApple に伝えることが別紙2および別紙3の条件の 1つ
となります。デベロッパがVATのために登録済みである場合、デベロッパは、要請に応じて、デベロッパのタイVAT登録番号を提供す
る必要があります。 
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デベロッパがタイのVATの登録を行っていない場合、またはデベロッパのタイVAT登録番号をApple に提供していない場合、
Apple は、タイの税法に従って、デベロッパがApple に支払うべき手数料にタイのVATを適用し、当該額をタイの顧客への販売に対
するデベロッパへの送金から差し引くものとします。 
 
 
13. 米国 
 
米国におけるエンドユーザーへのライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションの配布  
  
デベロッパが米国においてライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションへのアクセスをエンドユーザーに許可するために
Apple Inc.を指名している場合：  
  
13.1 デベロッパが米国連邦所得税上の米国の居住者ではない場合、デベロッパは、内国歳入庁のフォームW-8BENおよび／また
はその他の必要な納税申告書に必要事項を記入し、App Store Connect サイトの指示に従って、記入済みのそうした申告書の写し、
および適用される税法および規制の遵守に必要なその他すべての情報をApple に提供するものとします。  
  
13.2 Apple がその合理的な確信により、いずれかのライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションの販売または配布に
関連して、Apple またはデベロッパが州または地方の売上税、使用税、または類似する取引税を支払わなければならない可能性があ
ると判断した場合、Apple は、当該税金を徴収し、所轄の税務当局に納付するものとします。そうした税金の負担またはそうした税金
を徴収する責任がデベロッパに生じた場合、デベロッパは、Apple がデベロッパを代理して当該税金を徴収および納付することを許可
するものとします。ただし、Apple がエンドユーザーから、当該税金を徴収しなかった場合または当該税金に対する払い戻しを受け取ら
なかった場合は、当該税金についてデベロッパが引き続き第一義的な責任を負うものとし、またデベロッパは、Apple が支払う必要が
あるが、別途回収することができない税金の支払いについてApple に払い戻すものとします。  
  
13.3 所得税、免許税、法人所得税、事業・職業税、またはデベロッパの所得に基づく類似する税金の納税義務をデベロッパが負ってい
る場合、デベロッパは当該税金について全責任を負うものとします。  
 
 
14. 添付書類 A第 2条に記載されている地域におけるエンドユーザー  
 
添付書類 A第 2条に記載されている地域におけるエンドユーザーへのライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーション
の配布  
  
デベロッパが、添付書類A第2条に記載されている国においてライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションへのアクセ
スをエンドユーザーに許可するためにApple Distribution International Ltd.（所在地：Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, 
Cork, Republic of Ireland）を指名している場合：  
  
Apple Distribution International Ltd.が、デベロッパへの送金に対する、売上税、使用税、物品サービス税、付加価値税、その他の
類似する税金または賦課金の適用を受ける場合、デベロッパは、そうした税金または賦課金の全額に単独の責任を負うことを認めるも
のとします。疑義を避けるために明記すると、デベロッパが Apple Distribution International Ltd.に発行する請求書は、前記の付
加価値税もしくはその他の税金または課徴金を含み、実際にデベロッパに支払うべき金額に制限されます。デベロッパは、売上税、
使用税、物品サービス税、付加価値税、その他の税金または賦課金、ならびにそれらに関する罰金および／または利息の過少納付に対
するあらゆる税務当局からの一切の請求について、Apple を補償し、損害を被らせないものとします。  
  



 

2025 年 3月 31 日 

添付書類 D  
 
デベロッパのエンドユーザー使用許諾契約の最低条件に関する指示事項  
  
1. 了解事項：デベロッパおよびエンドユーザーは、エンドユーザー使用許諾契約がデベロッパとエンドユーザーとの間でのみ締結さ
れたものであり、Appleとの間で締結したものでないことを了解するものとし、デベロッパのみが、ライセンスアプリケーションおよびカス
タムアプリケーションならびにそれらのコンテンツに関して全責任を負うことを了解するものとします。エンドユーザー使用許諾契約は、
本契約の発効日現在（デベロッパが閲覧する機会を与えられたことを確認した日）の、Apple メディアサービス利用規約またはボリュー
ムコンテンツ規約で定めるライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションに関する利用条件と矛盾する条件を定めるもの
であってはならないものとします。  
  
2. ライセンスの範囲：ライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションに関してエンドユーザーに付与される各ライセン
スは、エンドユーザーが所有または管理する、あらゆるApple ブランド製品上でライセンスアプリケーションまたはカスタムアプリケーシ
ョンを使用するための、譲渡不能のライセンスでなければならず、かつ、当該ライセンスアプリケーションが、ファミリー共有、一括購入、
または故人アカウント管理連絡先を使った購入者に関連付けられたほかのアカウントによってアクセスおよび使用される場合を除き、
Apple メディアサービス利用規約で定める利用条件で許可されたとおりに制限されていなければならないものとします。デベロッパ
は、特定のApple ライセンスソフトウェアに関する場合のみ、エンドユーザー使用許諾契約において、カスタムAppの配信の顧客が、
デベロッパの無償カスタムアプリケーションの単一のライセンスを複数のエンドユーザーに配布することを承認する必要があります。 
  
3. メンテナンスおよびサポート：デベロッパは、エンドユーザー使用許諾契約または適用法令に基づくライセンスアプリケーション
およびカスタムアプリケーションのメンテナンスおよびサポートに関して、単独で責任を負うものとします。デベロッパおよびエンドユー
ザーは、Apple が、ライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションに関していかなるメンテナンスおよびサポートサービス
も提供する義務を一切負わないことを認めるものとします。  
  
4. 保証：デベロッパは、製品に対するあらゆる保証について、明示または法律に基づく黙示の保証のいずれであるかに関わらず、
免責が有効になされているものを除いて、単独で責任を負うものとします。エンドユーザー使用許諾契約には、ライセンスアプリケーシ
ョンまたはカスタムアプリケーションが適用される保証事項を満たしていない場合、エンドユーザーはApple にその旨を通知し、
Apple は当該エンドユーザーに対して当該アプリケーションの購入代金を払い戻す旨を規定するものとします。また、適用法令で許容
される限り、ライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションに関して、Apple は、一切保証責任を負わないものとし、保証
条項を満たさないことにより発生する損害賠償請求、損害、債務、費用、支出等に対してはすべて、デベロッパが単独で責任を負うもの
とします。  
  
5. 製品に関する申し立て：デベロッパおよびエンドユーザーは、ライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーション、また
はエンドユーザーによるライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションの保有および／もしくは使用に関連するエンドユ
ーザーまたは第三者からの申し立て（（i）製造物責任に関する申し立て、（ii）ライセンスアプリケーションまたはカスタムアプリケーション
が適用のある法規制上の要求を満たしていないことに対する申し立て、ならびに、（iii）消費者保護法、プライバシー法、または類似の法
令（デベロッパのライセンスアプリケーションでのHealthKit およびHomeKit フレームワークの使用に関連するものを含みます）に基
づき発生する申し立てを含みますがこれらに限定されません）に対処する責任をデベロッパが負担し、Apple は一切の責任を負わな
いことを認めるものとします。エンドユーザー使用許諾契約は、適用法令が許容する範囲を超えて、エンドユーザーに関するデベロッパ
の責任を制限できないものとします。 
  
6. 知的財産権：デベロッパおよびエンドユーザーは、ライセンスアプリケーションもしくはカスタムアプリケーション、またはエンドユ
ーザーによるライセンスアプリケーションもしくはカスタムアプリケーションの保有および使用が、第三者の知的財産権を侵害するとの
第三者による申し立てがあった場合、Apple ではなくデベロッパが、当該知的財産権の侵害に対する申し立てに関する調査、反論、
和解、および補償について、単独で責任を負うことを認めるものとします。  
  
7. 法令遵守：エンドユーザーは、（i）自身の所在地域が、米国政府の禁輸措置の適用を受けている地域または米国政府により「テロ
支援」地域に指定されている地域ではないこと、および（ii）エンドユーザーが禁輸または輸出制限の対象者として米国政府が指定した
者でないことを宣言し、かつ保証しなければならないものとします。  
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8. デベロッパの名前および住所：デベロッパは、エンドユーザー使用許諾契約に、デベロッパの名称、住所、およびエンドユーザー
がライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションに関して質問、苦情、または申し立てを行う窓口となる連絡先情報（電話
番号や電子メールアドレスなど）を記載するものとします。  
  
9. 第三者の契約条件：デベロッパは、デベロッパのアプリケーションを使用する際、エンドユーザーが、適用のある第三者の契約条
件を遵守しなければならないことについて、例えば、デベロッパがVoIP アプリを保有する場合に、エンドユーザーが、デベロッパのアプ
リケーションを使用する際、ワイヤレスデータサービス契約に違反してはならないことなどについて、エンドユーザー使用許諾契約に記
載するものとします。  
  
10. 第三者受益者：デベロッパおよびエンドユーザーは、Apple およびApple の子会社が、エンドユーザー使用許諾契約の第三者
受益者であること、かつ、エンドユーザーがエンドユーザー使用許諾契約の条件を一度承認すると、Apple は、その第三者受益者として、
エンドユーザー使用許諾契約をエンドユーザーに対して行使する権利を獲得し、かつ、当該権利をApple が引き受けたものとみなすこ
とを認め、これに同意するものとします。    
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添付書類 E  
 
App Store 追加規約  
  
1. App Store での見つけやすさ： App Store におけるデベロッパのライセンスアプリケーションの見つけやすさは、複数の要素
に依存しており、Appleは、App Store内で特定の方法または順序でデベロッパのライセンスアプリケーションを表示する、取り上げる、
またはランク付けする義務を負いません。  
  
(a) アプリランキングおよび見つけやすさに使用される主なパラメータは、テキストの関連性です。例えば、正確なタイトル、関連する
キーワード、またはメタデータの追加、ライセンスアプリケーション内での説明的なカテゴリの選択、評価、およびレビューならびにアプリの
ダウンロードの数と質に関する顧客の行動、App Store内でのローンチの日付（関連する検索のために考慮される場合があります）、
Apple が公表したいずれかのルールにデベロッパが違反したことがあるか、などが考慮されます。 これらの主なパラメータにより、
お客様の検索クエリに最も関連性の高い結果が返されます。  
  
(b) App Store 内で取り上げるアプリについて検討する際、Apple のエディターはすべてのカテゴリから、特に新しいアプリおよび
大幅にアップデートされたアプリに注目し、質の高いアプリを探します。Apple のエディターが考慮する主なパラメータは、UI デザイン、
ユーザー体験、革新性と独自性、ローカリゼーション、アクセシビリティ、App Store 製品ページのスクリーンショット、アプリのプレビュー
および説明です。さらにゲームの場合、ゲームプレイ、グラフィックスとパフォーマンス、オーディオ、物語とストーリーの深さ、リプレイ機能、
およびゲームプレイコントロールも考慮します。 これらの主なパラメータを通じて、質が高く設計に優れた革新的なアプリが示されます。  
  
(c) デベロッパがApp Store 上でのデベロッパのアプリに対する有料プロモーションのためにApple サービスを利用する場合、
デベロッパのアプリは、検索結果ページ上のプロモーションエリアに表示され、広告コンテンツとして示されることがあります。  
  
アプリの見つけやすさに関して詳しくは、https://developer.apple.com/jp/app-store/discoverability/をご参照ください。  
  
2. App Store データへのアクセス  

デベロッパは、App アナリティクス、「売上とトレンド」および「支払と財務報告」レポートを使用することにより、App Store Connect 内
でデベロッパのライセンスアプリケーションの財務パフォーマンスおよびユーザーエンゲージメントに関するデータにアクセスすることがで
きます。具体的には、デベロッパは、個々のアプリの販売およびアプリ内課金（サブスクリプションを含む）に関するデベロッパのライセンス
アプリケーションの財務結果のすべてを「売上とトレンド」レポートで取得することや、「財務報告」レポートからデータをダウンロードするこ
とができます。また、デベロッパは個人を特定できないデータについて、App アナリティクスを閲覧し、デベロッパのライセンスアプリ
ケーションに顧客がどのように関心を寄せているかを把握することができます。詳しくは、https://developer.apple.com/jp/app-
store/measuring-app-performance/をご参照ください。Appアナリティクスのデータは、Appleの顧客の同意がある場合にのみ提供
されます。詳しくは、https://developer.apple.com/jp/app-store-connect/analytics/をご参照ください。Apple は、他のデベロ
ッパによるApp Store の使用によって提供または作成された個人データまたはその他のデータへのアクセスをデベロッパに提供するこ
とはありません。またApple は、デベロッパのApp Store の使用によって提供または作成された個人データまたはその他のデータへの
アクセスを他のデベロッパに提供することもありません。そのようなデータ共有は、Apple のプライバシーポリシーおよびApple による
当該データの取り扱い方法に対するApple の顧客の期待に反する可能性があります。デベロッパが顧客から直接情報を求めることがで
きるのは、当該情報が適法な方法で収集され、かつ、デベロッパがApp Reviewガイドラインに従っている場合に限ります。  

Apple は、Apple のプライバシーポリシーにおいて概説されている通りに個人情報および非個人情報を取り扱います。
デベロッパおよび顧客のデータへの Apple のアクセスおよび関連するプラクティスについての情報は、
https://www.apple.com/legal/privacy/data/ja/app-store/の「App Store とプライバシー」をご参照ください。 
Apple は、Apple と連携してApple 製品およびサービスを提供する、Apple の顧客への販売を支援する、Apple に代
わり広告を販売してApp Store およびApple News and Stocks において表示する戦略パートナーに非個人情報を
提供する場合があります。そうしたパートナーは、当該情報を保護する義務を負い、Apple がビジネスを展開する場所で
あればどこでも存在する可能性があります。  

https://developer.apple.com/jp/app-store/discoverability/
https://developer.apple.com/jp/app-store/measuring-app-performance/
https://developer.apple.com/jp/app-store/measuring-app-performance/
https://developer.apple.com/jp/app-store-connect/analytics/
https://www.apple.com/legal/privacy/data/ja/app-store/
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3. P2B および DSA の規則に従った救済オプション  

デジタルサービスのための単一市場に関する2022年 10月 19日の欧州議会・理事会規則（EU）2022/2065および指令
2000/31/ECの改正（デジタルサービス法（DSA））の対象となる、欧州連合で事業を設立したデベロッパ、および欧州連合に所
在する顧客に商品またはサービスを提供するデベロッパに対して用意されている、Apple がデベロッパに対して行った措置
（デベロッパアカウントの停止やApp Store からのアプリの削除など）に関連して利用可能な救済オプションに関する詳しい情
報は、apple.com/legal/dsa/redress-options で確認できます。 

「オンライン仲介サービスのビジネスユーザーにとっての公正性・透明性の促進に関する欧州議会および理事会規則」など、
platform-to-business 規制（以下、「P2B規則」といいます）の対象となる地域において事業を設立したデベロッパ、および当
該地域に所在する顧客に商品またはサービスを提供するデベロッパは、そうした P2B 規則に従い、次の問題に関して、
https://developer.apple.com/contact/p2b/ から苦情を提出することができます（a）デベロッパが事業を設立した地域で
デベロッパに影響を及ぼす、P2B規則に定められた義務をApple が遵守していない疑いがある、（b）デベロッパが事業を設立
した地域でデベロッパに影響を及ぼす、App Store 上のデベロッパのライセンスアプリケーションの配布に直接関連する技術的
な問題、または（c）デベロッパが事業を設立した地域でデベロッパに影響を及ぼし、App Store 上のデベロッパのライセンスア
プリケーションの配布に直接関連する、Apple が講じた措置または行為。 Apple は当該苦情について検討および処理し、結果を
デベロッパに伝えます。  

欧州連合で事業を設立したデベロッパ、および欧州連合に所在する顧客に商品またはサービスを提供するデベロッパに対して、
Apple は以下の仲裁委員会を指定します。Apple は当該仲裁委員会と共に、関連するApp Store サービスの提供に関して生じた
Appleとデベロッパとの間の紛争（Appleの苦情取り扱い制度によって解決できなかった苦情を含む）の法廷外の解決について、欧州
連合において設立されたデベロッパおよび欧州連合に所在する顧客に商品またはサービスを提供するデベロッパと合意に達するべ
く努めます。  
  
Centre for Effective Dispute Resolution  
P2B Panel of Mediators  
70 Fleet Street  
London  
EC4Y 1EU  
United Kingdom  
https://www.cedr.com/p2bmediation/ 

http://apple.com/legal/dsa/redress-options
https://developer.apple.com/contact/p2b/
https://www.cedr.com/p2bmediation/


App Reviewガイドライン

デベロッパによるイノベーションを通じて、アプリは人々の生活を豊かにし、新しい方法で世界に変革をもたらしています。結果
としてApp Storeは、数百万というデベロッパと10億人以上のユーザーが集まる、興奮と活気にあふれた場所に成長してきまし
た。Appleのプラットフォームでは、開発を始めたばかりの方も、経験豊富なプログラマーが活躍する大規模なチームも、さまざま
なデベロッパがアプリを開発しています。Appleでは、アプリの審査プロセスをスムーズに通過していただくため、皆さまがガイド

ラインを理解できるようサポートしたいと考えています。

はじめに

App Storeのガイドラインの原則はシンプルで、ユーザーが安全にアプ
リを入手でき、すべてのデベロッパが成功するためのすばらしい機会を
提供することです。私たちはApp Storeを提供することでこれを実現し
ています。すべてのアプリがエキスパートによって審査され、ユーザーが
毎日新しいアプリを発見できるようエディターチームが高度にキュレーシ
ョンを行っています。また、ユーザーの安全、セキュリティ、プライバシーに
影響を及ぼす可能性のあるマルウェアやその他のソフトウェアがないこ
とを確認するため、各アプリを検証しています。このような取り組みを通
じて、Appleのプラットフォームは世界中のユーザーにとって最も安全な
プラットフォームとなっています。

欧州連合（EU）内においては、デベロッパは代替アプリマーケットプレイ
スを通じて、または自らのWebサイトで直接、公証済みのiOSおよび
iPadOSアプリを配信することもできます。詳細については、代替アプリ
マーケットプレイス、Web配信 （英語） 、iOSおよびiPadOSアプリの公
証 （英語） の各記事をご確認ください。なお、本ガイドラインの左側のメ
ニューで「公証に関するReviewガイドラインのみをハイライトする」をク
リックすると、iOSおよびiPadOSアプリの公証に適用される条項を確
認できます。

また、それ以外でもいつでもオープンインターネットをご利用いただけま
す。App Storeのモデルとガイドライン、または代替アプリマーケットプ
レイスとiOSおよびiPadOSアプリの公証がご自身のアプリやビジネス
モデルにとって最適ではない場合でも、AppleではSafariを通じて優れ
たWeb体験を提供しています。

このページでは、ガイドラインを「安全性」「パフォーマンス」「ビジネス」
「デザイン」「法的事項」という5つの主なセクションに分類しています。ユ
ーザーやApple製品のニーズに対応できるよう、App Storeには常に
変更や改善が加えられています。そのため、App Storeでアプリを提供
し続けるためには、デベロッパのアプリにも変更や改善が求められます。

Appleのプラットフォームでアプリを配信する際の注意点を以下に記載
します。

多くの子どもが、さまざまなアプリをダウンロードしています。子ども
達の安全のためには機能制限（ペアレンタルコントロール）がとても
役に立ちますが、皆さまにもそのために果たすべき役割があります。
Appleでは常に子どもの安全にも配慮している点にご留意くださ
い。

App Storeではアプリを世界中の何億もの人々に届けることができ
ます。家族や友達に見せるために開発するアプリをApp Storeで公
開するのは、最善ではありません。Xcodeを使用して無料でアプリを
デバイスにインストールするか、Apple Developer Programメン
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バーにご利用いただけるAd Hoc配信をご検討ください。Appleプ
ラットフォームでの開発をこれから始める方は、まず
Apple Developer Programの詳細をご確認ください。

アプリの品質が高く、ユーザーの多様な意見に敬意が払われている
限り、App Storeではあらゆる見解を自由に公開することができま
す。Appleでは、そのコンテンツや挙動が許される限度を超えている
と考えられるアプリを却下します。では、その限度とは何でしょうか。
それを説明するには、最高裁判所の判事がかつて述べた、「見ればわ
かる」という言葉がヒントになります。もしその限度を超えたときは、
本人がそのことを一番知っているはずです。

システムに対して不正行為（審査プロセスに対する不正、ユーザーデ
ータの不正取得、他のデベロッパが作成したアプリのコピー、アプリ
の評価やApp Storeでの発見性の不正操作など）があった場合、そ
のデベロッパのアプリはApp Storeから削除され、デベロッパは
Apple Developer Programから除名されます。

デベロッパは、アプリがすべての点において本ガイドラインに準拠して
いることを確認する責任があります。広告ネットワーク、分析サービ
ス、サードパーティ製のSDKも含め、注意深く検証して選択するよう
にしてください。

デベロッパに一般提供されていない機能やテクノロジーの一部は、限
定的なユースケースにおいて、エンタイトルメント （英語） が付与され
る場合があります。たとえば、CarPlayオーディオ、ハイパーバイザ、
特権ファイルの操作についてはエンタイトルメントを付与しています。

本ガイドラインが、審査プロセスの通過に役立ち、承認と却下の決定にお
ける一貫性を保つ一助となることを願っています。この文書は今後変更
される可能性があります。新しいアプリの開発により新しい疑問が生じ
ることもあり、その場合は随時新しい規定が追加される可能性がありま
す。そのような変化を生み出すのは皆さまのアプリかもしれません。
Appleは変化を歓迎し、デベロッパの成果に敬意を表します。デベロッ
パの皆さまが才能を発揮し、同時に十分な収益を得ることができる、世
界でもっとも優れたプラットフォームを実現するため、Appleは全力で取
り組んでいます。

提出前

App Reviewをできるだけ円滑に進めるため、以下に挙げるような、審
査プロセスを遅らせる原因または却下の原因となるものをあらかじめご
確認ください。このリストはガイドラインの代わりになるものではなく、
承認を保証するものでもありませんが、最初にリストの全項目をご確認
いただくことをお勧めします。正常に機能しなくなったアプリや、サポー
トされなくなっているアプリは、App Storeから削除されます。
App Storeの改善について詳しくは、こちらでご確認ください。

以下についてご確認ください。

アプリのクラッシュとバグをテストする

アプリのすべての情報とメタデータが完全で正確であることを確認す
る

App Reviewからの連絡が必要になった場合に備え、デベロッパの
連絡先情報を最新のものに保つ

App Reviewがアプリにフルアクセスできるようにする：アプリがア
カウント情報をベースにした機能を含む場合は、有効なデモアカウン
トまたは全機能を使用できるデモモードを用意します。アプリの審査
に必要となる可能性があるその他のハードウェアやリソース（ログイ
ン情報やサンプルQRコードなど）についても用意してください。

審査の際に使用できるよう、バックエンドサービスを有効にする

https://developer.apple.com/programs/
https://developer.apple.com/documentation/bundleresources/entitlements
https://developer.apple.com/documentation/bundleresources/entitlements
https://developer.apple.com/jp/support/app-store-improvements/


App Reviewの「メモ」欄に、わかりにくい機能やアプリ内課金の詳
細な説明を明記する（該当する場合はサポート文書なども含む）

アプリが以下に例を挙げる文書のガイダンスに従っていることを確認
する

デベロッパ向けドキュメント

SwiftUI （英語） 

UIKit

AppKit （英語） 

App Extension

iCloudバックアップのためにアプリのデータを最適化する

 （英語） 

Appleのファイルシステム （英語） 

App Store Connectヘルプ

デベロッパアカウントヘルプ

デザインに関するガイドライン

ヒューマンインターフェイスガイドライン

ブランドとマーケティングに関するガイドライン

マーケティングリソースとアイデンティティに関するガイドライン

Apple Payマーケティングガイドライン

「Appleウォレットに追加」のガイドライン

Apple商標および著作権使用に関するガイドライン

のアイコンが表示されているガイドラインは、EUにおけるiOSおよ
びiPadOSアプリの公証 （英語） に適用されます。

1. 安全性

App Storeからアプリをインストールする際、ユーザーはそのアプリが
不適切または不快なコンテンツを含まず、デバイスを損傷することがな
く、利用に際して物理的な危害を生じさせない、安全なものであることを
期待します。主な注意点を以下にまとめますが、デベロッパがユーザーを
動揺させたり不快な気持ちにさせたりすることを目的としている場合、
App Storeでアプリを配信することはできません。こうした規定の一部
は、iOSおよびiPadOSアプリの公証にも適用されます。

1.1 不適切なコンテンツ
アプリに不適切なコンテンツ、無神経なコンテンツ、動揺させるコン
テンツ、嫌悪感を与えるコンテンツ、極めて悪趣味または不快なコン
テンツを含めることはできません。以下は、そのようなコンテンツの
例です。

1.1.1 宗教、人種、性的指向、性別、出身国/民族、その他特定のグ
ループへの偏った言及または解釈など、中傷的、差別的、悪意のあ
るコンテンツ。特に、アプリによって特定の個人またはグループが
侮辱される、脅迫される、損害を被る可能性がある場合。この要
件は通常、専門家による政治風刺/ユーモアには適用されません。

1.1.2 人間または動物の殺害、負傷、拷問、虐待のリアルな描写。
または暴力を助長するようなコンテンツ。ゲーム上の「敵」を、特定
の人種や文化、実際の政府や企業、その他の実在する事業体とし
て設定することは許可されません。

1.1.3 武器や危険物の違法使用や配慮に欠けた使用を助長する
ような表現、または銃や弾薬の購入を助長するような表現。

https://developer.apple.com/documentation/swiftui
https://developer.apple.com/jp/documentation/uikit
https://developer.apple.com/documentation/appkit
https://developer.apple.com/jp/app-extensions/
https://developer.apple.com/documentation/foundation/optimizing_your_app_s_data_for_icloud_backup/
https://developer.apple.com/documentation/foundation/file_system/about_apple_file_system
https://developer.apple.com/jp/help/app-store-connect/
https://developer.apple.com/jp/help/account/
https://developer.apple.com/jp/design/human-interface-guidelines/
https://developer.apple.com/jp/app-store/marketing/guidelines/
https://developer.apple.com/jp/apple-pay/marketing/
https://developer.apple.com/jp/wallet/add-to-apple-wallet-guidelines/
https://www.apple.com/jp/legal/intellectual-property/guidelinesfor3rdparties.html
https://developer.apple.com/support/dma-and-apps-in-the-eu/#notarization-for-ios-apps
https://developer.apple.com/support/dma-and-apps-in-the-eu/#notarization-for-ios-apps
https://developer.apple.com/support/dma-and-apps-in-the-eu/#notarization-for-ios-apps


1.1.4 「美的または情緒的な感覚ではなく、性的興奮を引き起こ
すような、性器または行為の明確な記述または表示」と定義され
る、あからさまに性的またはわいせつなコンテンツ。これには、ポ
ルノグラフィを含む、または売買春、人身売買、搾取を幇助するた
めに使われる「出会い系」やその他のアプリも含まれます。

1.1.5 扇動的な宗教的解釈、不正確もしくは誤解を招くような宗
教的文書の引用。

1.1.6  偽の位置追跡情報などの不正確なデバイスデータまた
はトリック／ジョークの機能を含む、偽情報／不正確な情報およ
び機能。アプリが「娯楽用」と明記されている場合も、このガイドラ
インは適用されます。匿名またはいたずら目的で、電話や
SMS/MMSメッセージ送信を可能にするアプリは却下されま
す。

1.1.7 最近または現在の事象（暴力的な紛争、テロ攻撃、感染症な
ど）を収益化する、または収益を得ることを意図した有害な概念。

1.2 ユーザー生成コンテンツ
ユーザ生成コンテンツを含むアプリでは、知的財産の侵害や匿名の
いじめなどを含む、特殊な問題が生じることがあります。悪用を防ぐ
ため、ユーザー生成コンテンツやソーシャルネットワーキングサービス
を含むアプリは以下を備えている必要があります。

わいせつなコンテンツ、チャットルーレットスタイルのサービス、実在す
る人物を対象にしたもの（「美しいかそうでないか」の投票など）、身
体的な脅威、嫌がらせなどが主な目的として使用されるようなユーザ
ー生成コンテンツまたはサービスを用いるアプリは、App Storeで
は許可されず、事前の予告なく削除される場合があります。Webベ
ースのサービスのユーザー生成コンテンツを含むアプリで、コンテン
ツがデフォルトで非表示になっており、ユーザーが当該Webサイトで
表示をオンにしたときのみ、成人向けの「職場閲覧不適切」コンテン
ツでも偶発的に表示されるものであれば、認められる場合もありま
す。

不適切な内容がアプリに投稿されることを防ぐ手段

ユーザーが不適切なコンテンツを報告し、それに対して迅速に対
応することができる仕組み

不適切な言動を行うユーザーをブロックする機能

ユーザーがすみやかに連絡できる、デベロッパの連絡先情報

1.2.1 クリエイターコンテンツ
「クリエイター」と呼ばれるユーザーの特定コミュニティが作成した
コンテンツを提供するアプリの場合、適切なモデレーションによ
り、優れた体験を生み出すことができます。そのようなアプリは、
デベロッパではないクリエイターが提供する多種多様なコンテン
ツを一か所にまとめて、ユーザーが楽しめる場を提供し、同時に、
これらのコミュニティがユーザー生成コンテンツを作成、共有し、
収益化するためのツールやプログラムを提供するものです。これ
らのコンテンツは、この種のネイティブアプリの主要な機能に変更
を加えるものではなく、体系化されたアプリの体験に新たなコン
テンツを加えるという形で提供されるべきです。クリエイターコン
テンツは、デベロッパがコーディングしたネイティブのアプリ自体で
はなく、アプリ内で提供されるコンテンツであり、App Reviewで
はユーザー生成コンテンツとして取り扱われます。クリエイターコ
ンテンツの例として、ビデオ、記事、オーディオの他、簡単なゲーム
などがあげられます。App Storeでは、これらのユーザー生成コ
ンテンツを提供するアプリを配信することができます。ただし、ユ
ーザー生成コンテンツのモデレーションに関するセクション1.2、
および支払いとアプリ内課金に関するセクション3.1.1を含む、本
ガイドラインのすべての条項に準拠している必要があります。クリ
エイターコンテンツを提供するアプリの年齢制限指定には、アプリ
内で利用できるコンテンツの年齢制限の中で最も高い年齢を設
定し、また、どのコンテンツには追加購入が必要かをユーザーに伝
えるようにしてください。



1.3 「子ども向け」カテゴリ
「子ども向け」カテゴリでは、子ども向けに制作されたアプリを簡単
に見つけることができます。「子ども向け」カテゴリに参加する場合
は、子どもにとって良い経験を提供できるアプリの制作に注力してく
ださい。これらのアプリでは、アクセスに保護者の承認が必要な部分
を除き、アプリ外へのリンク、課金要素、その他子どもに不向きなコン
テンツを含めることはできません。アップデートで「子ども向け」カテ
ゴリのアプリからそのカテゴリを外すことにした場合でも、ユーザー
はそのアプリが「子ども向け」カテゴリの要件を満たしていることを
期待するため、引き続き「子ども向け」カテゴリのガイドラインに従う
必要があります。詳しくは、「ペアレンタルゲート」の情報をご確認く
ださい。

子どもからデータをオンラインで収集することに関して、世界各地で
適用されるプライバシー保護法に準拠する必要があります。詳しく
は、このガイドラインの「プライバシー」のセクションをご参照くださ
い。さらに、「子ども向け」カテゴリのアプリでは、個人を特定できる情
報またはデバイス情報をサードパーティに送信することはできませ
ん。また、「子ども向け」カテゴリのアプリには、サードパーティ製の分
析機能や広告を組み込むことはできません。これにより、子ども達に
とって、より安全な環境を提供することができます。特定のケースに
限り、サードパーティ製の分析機能を組み込むことが許可される場
合もあります。その場合、対象のサービスが、IDFAまたは子どもを特
定できる情報（名前、生年月日、メールアドレスなど）、位置情報、デバ
イス情報を収集または送信しないことが条件となります。そうした情
報には、直接的にまたは別の情報と組み合わせることによってユーザ
ーおよびユーザーのデバイスの特定につながる、デバイス情報、ネット
ワーク情報、その他の情報が含まれます。限られたケースでは、サード
パーティのコンテンツ連動型広告を組み込むことが許可される場合
もあります。この場合は、そのサービスが、「子ども向け」カテゴリのア
プリに対する手法およびポリシーに関する文書を公開していること
が条件となり、その手法やポリシーには、広告素材が年齢に応じた適
切なものであることについて、人による審査を実施することが定めら
れている必要があります。

1.4 物理的な危害
アプリの挙動によって物理的な危害が生じる可能性がある場合、そ
のアプリは却下されます。以下に例を挙げます。

1.4.1  不正確なデータまたは情報を提示する可能性がある
医療用アプリや、患者の診断や治療に使用される可能性がある医
療用アプリは、特に厳しく審査されます。

医療用アプリが規制当局の認可を受けている場合は、アプリと合
わせて該当する文書へのリンクを提出してください。

健康に関する測定値の精度を立証できるよう、データや手法
を明確に公開する必要があります。精度や手法の有効性が確
認できない場合、そのアプリは却下されます。たとえば、デバイ
スのセンサーのみを使用して、レントゲン写真を撮影したり、血
圧、体温、血糖値、血中酸素濃度を測定したりできると主張す
るアプリは許可されません。

ユーザーに、医療上の判断においてはアプリの使用だけに頼ら
ず、医師の診断が必要であることを通知する必要があります。

1.4.2  薬物の用量算出アプリは、製薬会社、病院、大学、健康
保険会社、薬局、その他の許可を得た事業体によって提供されて
いるか、FDAまたは各国の同等機関により承認されていることが
必要です。Appleでは、患者への潜在的な悪影響を考慮して、ア
プリが長期間にわたってサポートされ、アップデートされることを
確認する必要があります。

1.4.3 たばこや電子タバコ（関連製品を含む）、違法薬物、過度の
アルコールの摂取を助長するアプリは許可されません。未成年者
によるこれらの摂取を促すアプリは却下されます。また、規制薬物
の販売（許認可を受けた薬局、または許認可済みかその他の合法

https://developer.apple.com/jp/app-store/kids-apps/


2. パフォーマンス

的な大麻ディスペンサリによる販売を除く）、およびたばこの販売
を幇助することは認められません。

1.4.4  アプリでは、法執行機関によって公開されている飲酒・
薬物の影響下での運転の検問所のみを表示し、決して飲酒運転
やスピード超過などの危険な行為を助長してはなりません。

1.4.5  アプリで、ユーザーに賭け事やチャレンジなどへの参
加を促すことや、ユーザー本人または他人に物理的危害を与えか
ねないデバイスの使用を促すことはできません。

1.5 デベロッパ情報
質問やサポートに関する問題について問い合わせるため、デベロッ
パへの連絡方法がユーザーに明示されている必要があります。アプ
リの中で、またサポートURLによって、デベロッパに簡単に連絡でき
るようにしておく必要があります。これは、授業で使用するアプリの場
合、特に重要です。正確で最新の連絡先情報を記載していない場合
は、ユーザーが不快な思いをするだけでなく、国や地域によっては法
律違反となります。またウォレットパスは、発行者の有効な連絡先情
報が記載され、パスのブランドまたは商標の所有者に割り当てられ
た専用の証明書を使用して署名されている必要があります。

1.6 データのセキュリティ
アプリでは、Apple Developer Program使用許諾契約および本
ガイドライン（詳しくはガイドライン5.1を参照）に従って、収集された
ユーザー情報を適切に取り扱い、サードパーティによる不正な使用、
開示、アクセスを防ぐため、適切なセキュリティ対策を施す必要があり
ます。

1.7 犯罪行為の報告
犯罪行為の疑いがある活動を報告するためのアプリは、現地の法執
行機関による協力や関与を得たものである必要があり、そのような
協力や関与が実施されている国や地域でのみ提供できます。

2.1 アプリの完全性

(a) App Reviewに提出するアプリ（予約注文に対応するア
プリも含む）は、必要となるあらゆるメタデータや有効なURLを
含む最終バージョンである必要があります。プレースホルダテキ
スト、コンテンツのないWebサイト、その他の一時的なコンテンツ
は、すべて提出前に取り除く必要があります。提出前に、実際にデ
バイスを使用してアプリのバグおよび安定性をテストし、ログイン
が必要な場合はデモアカウント情報を記載してください（また、バ
ックエンドサービスを有効にしてください）。法律上またはセキュリ
ティ上の義務のためデモアカウントを用意できない場合は、
Appleによる事前の承認を得た上で、デモアカウントの代わりに
デモモードを内蔵することも可能です。その場合は、デモモードで
アプリの機能をすべて確認できるようにしてください。クラッシュす
る、または明白な技術上の問題がある不完全なApp Bundle（ア
プリバンドル）やバイナリは却下されます。

(b)アプリ内課金を含む場合は、その機能が完全かつ最新で、審
査側に明示されており、正しく機能していることを確認してくださ
い。構成済みのアプリ内課金アイテムがアプリ内で見つからない
場合や審査できない場合は、審査メモでその理由を説明してくだ
さい。

2.2 ベータ版テスト
デモ版、ベータ版、トライアル版のアプリではApp Storeでは公開せ
ず、代わりにTestFlightを使用してください。TestFlightを使って
ベータ版配信のために提出されるアプリは、一般公開に向けて
「App Reviewガイドライン」に準拠している必要があります。ただ
し、TestFlightを使用しているアプリは、クラウドファンディングの報



酬など、何らかの対価としてテスターに配信することはできません。
ベータ版への大きな更新がある場合は、テスターに配信する前に
TestFlight App Reviewに提出する必要があります。詳しくは、
「TestFlightベータ版テスト」のページをご参照ください。

2.3 正確なメタデータ
ユーザーがアプリをダウンロードまたは購入することで何を得るのか
が明確にわかるように表示する必要があります。そのため、プライバ
シー情報、アプリの説明、スクリーンショット、プレビューといったアプリ
のメタデータすべてが、アプリの主要な体験を正確に反映するように
してください。また、新しいバージョンの提供時には、これらの情報を
最新の状態にしてください。

2.3.1

（a）  アプリに隠れた機能、非アクティブな機能、明文化して
いない機能を含めないでください。エンドユーザーにも、
App Reviewチームにも、アプリの機能が明確に伝わる必要
があります。新しい機能、特徴、プロダクト変更はすべて、
App Store Connectの「Notes for Review（審査向けの
メモ）」のセクションに具体的に記載し（具体性に欠ける説明は
却下されます）、審査時に参照できるようにする必要がありま
す。同様に、App Storeの内外にかかわらず、実際には提供
されないコンテンツやサービス（iOSベースのウイルスチェック
ツールやマルウェアチェックツールなど）または誤った価格を宣
伝するなど、誤解を招く方法でアプリのマーケティングを行っ
た場合は、アプリがApp Storeから削除されるか代替配信経
由のインストールがブロックされ、デベロッパアカウントが停止
される理由となります。

（b）重大または繰り返しの違反行為は、デベロッパの
Apple Developer Programからの除名の理由となりま
す。AppleはApp Storeを信頼できる場所にするよう努めて
おり、デベロッパの協力も必要としています。不誠実なデベロッ
パとビジネスを行うことはできません。

2.3.2 アプリ内課金を含める場合は、アプリの説明、スクリーンシ
ョット、プレビューによって、特定のアイテム、レベル、サブスクリプシ
ョンなどに追加購入が必要かどうかが明確にわかるようにしてく
ださい。App Storeでアプリ内課金をプロモーションする場合
は、アプリ内課金の表示名、スクリーンショット、説明の内容を一般
ユーザー向けに適したものにし、「アプリ内課金のプロモーション」
の指定に従ってください。また、アプリの起動時にユーザーがスム
ーズに購入を行うことができるよう、
SKPaymentTransactionObserverメソッド （英語） を適切
に実装してください。

2.3.3 スクリーンショットは、単なるタイトル画面、ログインペー
ジ、スプラッシュ画面ではなく、利用中のアプリの画面を写したも
のである必要があります。文字や画像のオーバーレイ（タッチポイ
ントのアニメーションやApple Pencilでの入力方法の実演など）
や、Touch Barなどのデバイス機能を表示することもできます。

2.3.4 プレビューは、アプリの様子や機能をユーザーに確認して
もらうために役立ちます。アプリでどのようなことができるかユー
ザーが確実に理解できるように、プレビューにはアプリで実際に用
いられる画像以外は使用しないでください。ステッカーやその他
のiMessage Extensionを用いると、メッセージアプリの様子
をユーザーに伝えることができます。ビデオのみでは明確でない
部分がある場合、ビデオにナレーションを追加したり、図柄やテキ
ストを重ねて説明したりすることができます。

2.3.5  アプリに最適なカテゴリを選択してください。不明な
点がある場合は、App Storeのカテゴリの定義を確認してくださ
い。カテゴリがまったく適していない場合は、Appleがカテゴリを
変更する場合があります。

https://developer.apple.com/jp/testflight/
https://developer.apple.com/jp/app-store/promoting-in-app-purchases/
https://developer.apple.com/documentation/storekit/skpaymenttransactionobserver/2877502-paymentqueue
https://developer.apple.com/documentation/storekit/skpaymenttransactionobserver/2877502-paymentqueue
https://developer.apple.com/jp/app-store/categories/


2.3.6  アプリにペアレンタルコントロールが正しく適用され
るように、App Store Connectの年齢制限指定に関する質問
には正直に回答してください。対象年齢が正しく設定されていな
いと、予期していなかった内容でユーザーを驚かせたり、政府の規
制機関による調査対象となったりする場合があります。コンテン
ツレーティングや警告の表示が必要なメディア（映画、音楽、ゲーム
など）がアプリに含まれている場合、デベロッパにはアプリを配信
する国や地域の要件を遵守する責任があります。

2.3.7  独自性のあるアプリ名を選び、アプリを正確に説明す
るキーワードを選んでください。App Storeのシステムを操作す
る目的で、メタデータに商標登録用語、人気のアプリ名、価格情
報、その他無関係のフレーズを盛り込むことは認められません。ア
プリ名は30文字以内にする必要があります。なお、アプリ名、サブ
タイトル、スクリーンショット、プレビューなどのメタデータには、メ
タデータタイプに該当しない価格、用語、説明などは含めないでく
ださい。アプリにサブタイトルをつけると、内容についてさらに伝
えることができます。サブタイトルはApple標準のメタデータの規
定に従って作成する必要があり、不適切なコンテンツ、他のアプリ
への言及、製品について真偽を証明できない訴求などを含めるこ
とはできません。Appleには、不適切なキーワードを随時修正し
たり、悪用を防ぐためにその他の適切な措置を講じたりする権限
があります。

2.3.8  メタデータは、すべてのユーザーに対して適切なもの
である必要があります。そのため、アプリの年齢制限指定が高い
場合でも、アプリやアプリ内課金のアイコン、スクリーンショット、プ
レビューは「4歳以上」の対象年齢にふさわしいものにしてくださ
い。たとえば、暴力的な描写を含むゲームアプリの場合でも、恐ろ
しい死の描写や特定のキャラクターに銃が向けられている画面は
使用しないでください。アプリのメタデータに「子ども用」といった
用語を使用できるのは、App Storeの「子ども向け」カテゴリの
アプリに限られます。混乱を避けるため、アプリの名前やアイコン
（小アイコン、大アイコン、Apple Watchアプリ用のアイコン、代
替アイコン）などのメタデータは、一貫して類似したものである必
要があります。

2.3.9 デベロッパは、アプリのアイコン、スクリーンショット、プレビ
ューなどあらゆる素材データを使用する権利を確保する責任があ
ります。また、実在のユーザーのデータではなく架空のアカウント
情報を表示してください。

2.3.10 アプリはサポート対象とするAppleプラットフォームでの
ユーザー体験を想定して実装してください。承認された特定のイ
ンタラクティブ機能がある場合を除き、他のモバイルプラットフォ
ームまたは代替アプリマーケットプレイスの名前、アイコン、画像を
アプリまたはメタデータに含めることはできません。アプリのメタ
データとして記述できるのは、アプリとその操作性に関する情報
のみです。関係のない情報は含めないでください。

2.3.11 App Storeでの予約注文に対応するアプリを提出する
場合は、提出時点でアプリが完成しており、配信可能な状態にな
っている必要があります。最終的にリリースするアプリが、予約注
文時にプロモーションしたものと著しく異なることがないようにし
てください。アプリに大きな変更を加える場合（ビジネスモデルの
変更など）は、予約注文の販売をあらためて最初から行う必要が
あります。

2.3.12 アプリの「新機能」のテキストとして、新しい機能や製品の
変更について明確に記述する必要があります。簡単なバグ修正、
セキュリティアップデート、性能改善については汎用的な「説明」欄
を使用できますが、より重要な変更事項は「新機能」欄に記載する
必要があります。

2.3.13 アプリ内イベントは、アプリ内で提供するタイムリーなイ
ベントです。App Storeでイベントを公開するには、
App Store Connect上で規定するイベントタイプに該当する
必要があります。すべてのイベントメタデータは正確であり、アプ



リ全般に関するものではなく、直接イベントに関わるものである
必要があります。イベントはApp Store Connect上で選択した
日時で開催される必要があります（複数のストアフロントに関わる
場合も含む）。本ガイドラインのセクション 3「ビジネス」の規定に
違反しない限り、イベントの収益化は認められます。イベントのデ
ィープリンクは、アプリ内の正しいコンテンツに直接誘導する必要
があります。アプリ内イベントで、認められるイベントメタデータと
ディープリンクに関するガイドラインの詳細を確認してください。

2.4 ハードウェアの互換性

2.4.1 ユーザーがアプリを最大限に活用できるように、iPhone
向けのアプリは可能な限りiPadでも実行できるようにしてくださ
い。アプリを構築する際、ユーザーがすべてのデバイス （英語） でア
プリを使用できるよう検討することを推奨します。

2.4.2  電力を効率的に使用できるように、またデバイスを損
傷させるおそれのない方法で使用できるようにアプリを設計して
ください。アプリが急速にバッテリーを消費すること、過度な熱を
発生させること、デバイスのリソースに不必要な負荷をかけること
がないようにしてください。たとえば、充電中にデバイスをマットレ
スや枕の下に置くよう促したり、ソリッドステートドライブに過剰な
回数の書き込みを行ったりするなどが例として挙げられます。ア
プリでは、サードパーティの広告が表示されるものも含め、暗号通
貨のマイニングのような無関係なバックグラウンドプロセスを実
行することはできません。

2.4.3 Apple TV用のアプリは、Siri Remoteやサードパーティ
製ゲームコントローラ以外のハードウェアによる入力がなくても使
用できるようにする必要があります。ただし、他の周辺機器を接続
することで機能がさらに高まるようにすることは問題ありません。
ゲームコントローラを必須とする場合は、追加の機器が必要であ
ることをユーザーが理解できるよう、メタデータの中で明確に説明
してください。

2.4.4  デバイスの再起動や、アプリの中心的な機能に無関係
なシステム設定の変更をアプリ内で推奨または要求することは認
められません。（Wi-Fiをオフにする、セキュリティ機能を無効にす
るなど）。

2.4.5 Mac App Storeから配信されるアプリには、以下の追
加要件が適用されます。

（i）アプリは適切にSandbox化され、「macOS ファイルシス
テムドキュメント （英語） 」に準拠している必要があります。ま
た、他のアプリによって保存されたユーザーデータ（ブックマー
ク、連絡先、カレンダーのエントリなど）を修正する場合、適切な
macOS APIのみを使用する必要があります。

（ii）アプリはXcodeで提供されるテクノロジーを使用してパッ
ケージ化し、提出する必要があります。サードパーティ製のイン
ストーラは使用できません。また、自己完結型の、単一のアプリ
インストールバンドルである必要があります。コードまたはリソ
ースを共有ロケーションにインストールすることはできません。

（iii）アプリを自動的に起動することは許可されません。また、
アプリの起動時やログイン時に、同意または開始プロセスを経
ることなく別のコードを自動的に実行したり、ユーザーの同意
を得ることなくアプリの終了後にコードの実行を継続したりす
ることはできません。アプリのアイコンを自動的にDockに追
加することや、ショートカットを自動的にユーザーのデスクトップ
に作成することは許可されません。

（iv）アプリによってスタンドアロンアプリ、KEXT、追加のコー
ド、リソースがダウンロードまたはインストールされ、機能が追
加されるようにすることは許可されません。また、審査プロセ
スの後でアプリを大きく変更することはできません。

https://developer.apple.com/jp/app-store/in-app-events/
https://developer.apple.com/documentation/xcode/configuring-a-multiplatform-app-target
https://developer.apple.com/documentation/xcode/configuring-a-multiplatform-app-target
https://developer.apple.com/library/archive/documentation/FileManagement/Conceptual/FileSystemProgrammingGuide/Introduction/Introduction.html#apple_ref/doc/uid/TP40010672/
https://developer.apple.com/library/archive/documentation/FileManagement/Conceptual/FileSystemProgrammingGuide/Introduction/Introduction.html#apple_ref/doc/uid/TP40010672/
https://developer.apple.com/library/archive/documentation/FileManagement/Conceptual/FileSystemProgrammingGuide/Introduction/Introduction.html#apple_ref/doc/uid/TP40010672/


（v）アプリでルート権限へのエスカレーションまたはsetuid属
性の使用を要求することはできません。

（vi）ライセンス画面をアプリの起動時に表示する、ライセンス
キーを要求する、独自のコピー保護を実装することがないよう
にしてください。

（vii）アップデートの配信にはMac App Storeを使用する必
要があります。その他のアップデート方法は許可されません。

（viii）アプリは現行のOSで動作する必要があります。非推奨
の、または任意でインストールされるテクノロジー（Javaなど）
を使用することはできません。

（ix）アプリがサポートするすべての言語とローカリゼーション
は、単一のApp Bundle（アプリバンドル）にする必要があり
ます。

2.5 ソフトウェア要件

2.5.1  アプリでは公開APIのみ使用でき、現行のOSで動作
する必要があります。公開APIについて詳しくは、こちら （英語） 
をご確認ください。アプリは常に最新の状態に保ち、今後のOS
バージョンでサポートが終了し、非推奨となる機能、フレームワー
ク、テクノロジーは段階的に使用を止めてください。アプリではそ
の用途に合ったAPIおよびフレームワークを使用し、その内容を
アプリの説明に記載してください。たとえば、HomeKitフレーム
ワークを使用する場合はホームオートメーションサービスを提供
するものである必要があります。HealthKitはヘルスケアとフィッ
トネスの目的で、ヘルスケアアプリに統合し使用される必要があ
ります。

2.5.2  アプリはバンドル内で完結している必要があります。
他のアプリを含め、指定されたコンテナエリア外に対するデータ
の読み書き、またはアプリの機能を導入したり変更したりするコ
ードをエリア外からダウンロード、インストール、実行することは許
可されません。実行形式のコードの学習や開発、学生によるテスト
を目的とした教育用アプリでは、コードが他の目的で使用されな
いという、限られた状況での使用に限り、コードのダウンロードが
許可される場合があります。こうしたアプリでは、ユーザーがアプ
リ上でソースコードの全体を確認し、編集できるようにしておく必
要があります。

2.5.3  プッシュ通知やGame Centerを含むオペレーティン
グシステムの通常動作およびハードウェアの機能を損傷または妨
害するウイルス、ファイル、コンピュータコード、またはプログラムを
送信するアプリは却下されます。重大または繰り返される違反行
為は、デベロッパのApple Developer Programからの除名に
つながります。

2.5.4  マルチタスクアプリには、VoIP、オーディオ再生、位置
情報、タスクの完了、ローカル通知など、意図された目的のための
バックグラウンドサービスのみを使用してください。

2.5.5 アプリは、IPv6のみのネットワークで完全に機能する必要
があります。

2.5.6  Webを閲覧するアプリでは、適切なWebKitフレーム
ワークとWebKit JavaScriptを使用する必要があります。アプ
リで代替Webブラウザエンジンを使用するためのエンタイトルメ
ントをリクエストできます。これらのエンタイトルメントの詳細
 （英語） をご確認ください。

2.5.7（意図的に省略）

2.5.8 代替デスクトップ／ホーム画面環境を作成するアプリは却
下されます。

2.5.9  音量を上げる／下げる、サウンドオン／オフといった
標準スイッチの機能、および他のネイティブユーザーインターフェイ
スの要素やその挙動を変更または無効にするアプリは却下され

https://developer.apple.com/documentation/
https://developer.apple.com/documentation/
https://developer.apple.com/support/alternative-browser-engines/
https://developer.apple.com/support/alternative-browser-engines/
https://developer.apple.com/support/alternative-browser-engines/


ます。たとえば、別のアプリへのリンクやその他ユーザーが動作を
想定できる機能をブロックすることはできません。

2.5.10 空の広告バナーまたはテスト広告が表示されるアプリは
提出しないでください。

2.5.11  SiriKitとショートカット

（i）SiriKitとショートカットを組み込んだアプリは、他のアプリ
のサポートを必要とせず、説明された機能から予想される
Intentでのみ登録できます。たとえば、献立作りに関するアプ
リを登録する場合、フィットネスのアプリの機能を用いていたと
しても、ワークアウトを始めるというIntentを組み入れること
はできません。

（ii）plistに記載する用語やフレーズは、必ずアプリと、その登
録IntentにおけるSiriの機能に関係のあるものとなるように
してください。エイリアスはアプリや会社名と直接関係のある
ものにする必要があります。一般的な用語を使用したり、サー
ドパーティ製アプリの名前やサービスを含めたりすることはで
きません。

（iii）Siriへのリクエストやショートカットは可能な限りもっとも
直接的な方法で処理される必要があります。リクエストを受け
取りそれが実行される間に、いかなる広告やマーケティング要
素も入れることはできません。ユーザーにリクエストの明確化
を求めるのは、タスクの実行に必要な場合のみにします（ユー
ザーにワークアウトの種類を指定するよう求める場合など）。

2.5.12  CallKitやSMS Fraud Extensionを使用するア
プリでは、スパムであることが確認されている電話番号のみブロッ
クするようにしてください。「call-」「SMS-」「MMS-」のブロッ
ク機能やスパム検出機能を実装したアプリでは、マーケティング
テキストでその機能を明確に示し、ブロックやスパムリストの基準
を説明する必要があります。デベロッパは、こうしたツールがアク
セスするデータを、アプリやExtensionの動作やそれらの改善に
直接関係しない目的で利用すること（たとえば、トラッキングやユ
ーザープロファイルの作成などの目的で利用、共有、販売すること）
はできません。

2.5.13  アカウント認証に顔認証を使用するアプリでは、
ARKitやその他の顔認証テクノロジーではなく、可能な場合は必
ずLocalAuthentication （英語） を使用する必要があります。
また、13歳未満のユーザー向けに、必ず代替の認証方法を用意す
る必要があります。

2.5.14  アプリで録音や録画、ログの記録、またはその他の方
法でユーザーのアクティビティを記録する場合は、ユーザーの同意
を明示的にリクエストし、記録中であることが視覚的に、および／
または音声でわかるようにする必要があります。これにはデバイ
スのカメラ、マイク、画面収録機能、またはその他のユーザー入力
ツールの使用が含まれます。

2.5.15 ファイルの表示や選択ができるアプリでは、ファイルアプ
リのアイテムやユーザーのiCloud Documentsを利用できるよ
うにする必要があります。

2.5.16  ウィジェット、Extension、通知は、アプリのコンテン
ツや機能と関連性のあるものである必要があります。

（a）また、App Clipの機能はすべて、メインのアプリのバイナ
リに含める必要があります。App Clipに広告を含めることは
できません。

2.5.17  Matterに対応するアプリでは、Matterでのペアリ
ングを可能にするためにAppleのサポートフレームワークを使用
する必要があります。加えて、Appleが提供するMatter SDK以
外のMatterソフトウェアコンポーネントをアプリで使用する場
合、そのソフトウェアコンポーネントを実行するプラットフォーム

https://developer.apple.com/documentation/localauthentication
https://developer.apple.com/documentation/localauthentication


3. ビジネス

App Storeでアプリによって収入を得る方法は数多くあります。ご自身
のビジネスモデルが明白でない場合は、メタデータとApp Reviewの
「メモ」欄で説明するようにしてください。アプリの仕組みが明確でない
場合やアプリ内課金がわかりにくい場合は、審査が遅れ、却下の原因と
なる可能性があります。価格はデベロッパが決定しますが、Appleでは、
明らかに高すぎるアプリやアプリ内課金アイテムを配信することはでき
ません。ユーザーに不当に高い金額を請求するアプリは却下されます。

デベロッパがカスタマーレビューの内容を改ざんしたり、金銭や報酬を
提供してフィードバックを得たり、フィードバックの一部のみに絞って表示
したり、偽のフィードバックを書くなどしたりしてチャートランキングの上
昇を図るか、そのようなサービスを提供するサードパーティと協力したこ
とが判明した場合、AppleはApp Storeの信頼性を保つための措置を
取り、そのデベロッパをApple Developer Programから除名する場
合があります。

は、Connectivity Standards Allianceによる認定を受けて
いる必要があります。

2.5.18  広告の表示は、メインのアプリバイナリに限定される
べきであり、Extension、App Clip、ウィジェット、通知、キーボー
ド、watchOS向けアプリなどに含めることはできません。アプリ
で表示される広告は、そのアプリの年齢制限指定に適したもので
あり、広告をユーザーにターゲットするために使用した情報を、ユ
ーザーが使用中のアプリを閉じることなくすべて確認できるように
する必要があります。なお、ヘルスケア／医療データ（例：
HealthKit API）、学校／授業のデータ（例：ClassKit）、子ども
のデータ（例：App Storeの「子ども向け」カテゴリのアプリ）な
ど、機密性の高いユーザーデータに基づくターゲティング広告や
行動ターゲティング広告を組み込むことはできません。インタース
ティシャル広告や、ユーザーエクスペリエンスを中断させたり妨害
したりする広告では、広告であることをはっきり明示する必要が
あります。また、広告をタップするようユーザーの行動を操ったり、
だましたりすることはできません。ユーザーが広告を簡単に閉じら
れるよう、操作しやすく見やすい、十分な大きさの「閉じる」ボタン
や「スキップ」ボタンを用意する必要があります。広告を含むアプ
リでは、不適切または特定の年齢に対して不適切な広告をユーザ
ーが報告できる機能を実装する必要があります。

3.1 支払い

3.1.1 アプリ内課金

アプリ内の機能（例：サブスクリプション、ゲーム内通貨、ゲーム
レベル、プレミアムコンテンツへのアクセス、フルバージョンの
利用）は、アプリ内課金を使用してアンロックする必要がありま
す。コンテンツや機能をアンロックするため、ライセンスキー、拡
張現実マーカー、QRコード、暗号通貨、暗号通貨ウォレットな
ど、アプリ独自の方法を用いることはできません。

ただし、ユーザーがアプリ内課金で購入した通貨で、デベロッ
パまたはデジタルコンテンツプロバイダにアプリ内で「チップ」
を払うようにすることはできます。

アプリ内課金で購入されたクレジットやゲーム内通貨に有効
期限を設定することはできません。また、返還可能なアプリ内
課金を導入する場合は返還のメカニズムを実装する必要があ
ります。

アプリ内課金のアイテムを他のユーザーに贈与できるようにす
ることは可能です。これらの贈与アイテムに関して、元の購入者
以外のユーザーに返金することはできません。また贈与された
アイテムの交換はできません。

https://csa-iot.org/ja/


Mac App Storeで配信されるアプリでは、App Store以外
の方法で有効化されるプラグインまたはExtensionを使用す
ることができます。

「ルートボックス」などの方法でバーチャルアイテムをランダム
に購入できるアプリでは、各種アイテムの入手確率を明記し
て、ユーザーが購入前に確認できるようにしてください。

デジタルの商品やサービスに利用できるデジタルのギフトカー
ド、ギフト券、バウチャー、クーポンを販売する場合は、アプリ内
課金によるアプリ内での販売のみ許可されます。物理的なギ
フトカードをアプリ内で販売してユーザーに郵送する場合は、
アプリ内課金以外の支払い方法を使用することもできます。

サブスクリプション型ではないアプリでは、まず一定期間の無
料トライアルを提供し、その後フルバージョンをアンロックする
選択肢を提示することができます。その場合、「XX日間お試し
（XX-day Trial）」といった命名規則に従った非消耗型のアプ
リ内課金アイテムを、Tier 0の価格帯で設定する必要がありま
す。無料トライアルの開始前に、トライアル期間の長さ、トライ
アル終了後に利用できなくなるコンテンツやサービス、フルバ
ージョンを再度利用するためにかかる料金を、アプリ内で明確
に示す必要があります。レシート （英語） および
DeviceCheck （英語） を使用して、コンテンツへのアクセス
権やトライアル期間の長さを管理する方法について詳しくご
確認ください。

アプリは、アプリ内課金を利用して、非代替性トークン（NFT）
およびNFTに関連するサービス（ミンティング、リスティング、
譲渡など）を販売することができます。アプリでは、NFTを所有
することによってアプリ内の機能がアンロックされないことを
条件として、ユーザーが自分のNFTを確認できるようにするこ
とが可能です。アプリ内課金以外の方法でユーザーを何らかの
購入に誘導するボタン、外部リンク、その他の行動喚起（CTA）
をアプリに実装しないことを条件として（米国ストアフロントの
アプリを除く）、他のユーザーが所有するNFTコレクションを閲
覧することをユーザーに許可することも可能です。

3.1.1（a）他の購入方法へのリンク：デベロッパは、デジタルコン
テンツやサービスを購入するために、デベロッパが所有または管
理責任を負うWebサイトへのリンクをアプリ内で提供するための
エンタイトルメントをリクエストできます。米国ストアフロントのア
プリでは、デベロッパはこのようなエンタイトルメントがなくても、
ボタン、外部リンク、その他の行動喚起（CTA）を実装することが
できます。詳しくは以下をご覧ください。

StoreKit External Purchase Link Entitlement：特定
の地域のApp Storeのアプリでは、アプリ内課金の提供に加
え、StoreKit External Purchase Link Entitlementを
使用して、デジタル商品またはサービスを購入する他の方法を
ユーザーに知らせるデベロッパのWebサイトへのリンクを含
めることができます。こちらでエンタイトルメント （英語） につ
いて詳しくご確認ください。エンタイトルメントに関する契約に
従って、これらのアプリ内課金アイテムの購入先や購入方法、お
よびそのようなアイテムが比較的に低価格で提供されている
場合はその旨を、リンクを通じてユーザーに知らせることがで
きます。エンタイトルメントの利用は、特定のストアフロントの
iOSまたはiPadOSのApp Storeに限定されます。（この禁
止事項が適用されない米国ストアフロントを除く）その他のす
べてのストアフロントでは、アプリ内課金以外の方法でユーザ
ーを何らかの購入に誘導するためのボタン、外部リンク、その
他の行動喚起をアプリやそのメタデータに実装することはでき
ません。

Music Streaming Services Entitlement：特定の地域
の音楽ストリーミングアプリでは、Music Streaming
Services Entitlementを使用して、デジタル音楽コンテン
ツやサービスを購入する他の方法をユーザーに知らせるデベ

https://developer.apple.com/documentation/storekit/original_api_for_in-app_purchase/choosing_a_receipt_validation_technique
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ロッパのWebサイトへのリンク（購入ボタンの形式も使用可
能）を含めることができます。これらのエンタイトルメントでは、
デジタル音楽コンテンツやサービスを販売するという明確な目
的で、音楽ストリーミングアプリのデベロッパがユーザーにメー
ルアドレスを提供してもらい、デベロッパのWebサイトへのリ
ンクを送信することもできます。こちらでエンタイトルメント
 （英語） について詳しくご確認ください。エンタイトルメントに
関する契約に従って、これらのアプリ内課金アイテムをどこでど
のように購入できるか、およびそのアイテムの価格を、リンクを
通じてユーザーに知らせることができます。これらのエンタイト
ルメントの利用は、特定のストアフロントのiOSまたは
iPadOSのApp Storeに限定されます。その他のストアフロ
ントでは、アプリ内課金以外の方法で、ユーザーを何らかの購
入に誘導するためのボタン、外部リンク、その他の行動喚起を
音楽ストリーミングアプリやそのメタデータに実装することは
できません。

アプリがエンタイトルメントに関して誤解を招くマーケティング
や、詐欺その他の不正行為に関係した場合、そのアプリは
App Storeから削除され、アプリのデベロッパも
Apple Developer Programから除名される可能性があり
ます。

3.1.2 サブスクリプション：App Storeでのカテゴリにかかわら
ず、アプリではアプリ内課金の自動更新サブスクリプションを組み
込むことができます。自動更新サブスクリプションをアプリに組み
込む際は、以下のガイドラインに必ず従ってください。

3.1.2（a）許容される使用方法：自動更新サブスクリプションを組
み込む場合は、継続的な価値をユーザーに提供する必要がありま
す。サブスクリプション期間は最低7日間とし、ユーザーのすべての
デバイスで利用できるようにする必要があります。サブスクリプシ
ョンの適切な使用例には次のようなものがあります（すべて網羅
しているわけではありません）。新しいゲームレベル、コンテンツ
の新しいエピソード、マルチプレイヤー対応、定期的に実態のある
アップデートが提供されるアプリ、コレクションが多数にわたる、ま
たは定期的に更新されるメディアコンテンツ、サービスとしてのソ
フトウェア（「SAAS」）、クラウド対応、など。さらに以下についてご
確認ください。

サブスクリプションと、コンテンツの個別提供を併せて用意す
ることもできます（映画のコレクション全体をサブスクリプショ
ンで提供すると同時に、個々の映画の購入やレンタルサービス
も提供するなど）。

同じデベロッパの複数のアプリやサービスで同一のサブスクリ
プションを共有することもできます。

ストリーミングゲームサービスのサブスクリプションで提供され
るゲームでは、サードパーティのアプリやサービスで共有される
単一のサブスクリプションを提供することができます。ただし、
そのようなゲームはApp Storeから直接ダウンロードされ、
サブスクリプション登録者に二重の支払いが発生しないように
設計される必要があります。また、サブスクリプションを利用し
ていないユーザーに不利となる形で提供することはできませ
ん。

サブスクリプションは、アプリを利用できるすべてのデバイスで
機能する必要があります。詳しくは、「アプリ間でサブスクリプ
ションを共有 （英語） 」をご確認ください。

ユーザーがアプリの機能やコンテンツにアクセスしたり使用し
たりする際に、アプリの評価やレビュー、他のアプリのダウンロ
ード、同様のその他アクションをユーザーに求めることはでき
ません。

その他すべてのアプリと同様、サブスクリプションを提供するア
プリでは、ユーザーが対価を支払ったコンテンツを、追加作業
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（ソーシャルメディアへの投稿、連絡先のアップロード、アプリを
特定の回数開くことなど）を実行しなくても入手できるように
する必要があります。

消耗型のクレジット、ゲームで購入する宝石、ゲーム内通貨など
はサブスクリプションとして提供することができます。また、消
耗型アイテムの割引購入の権利をサブスクリプションに含める
こともできます（宝石のパックを割引価格で入手できるプラチ
ナメンバーシップなど）。

すでに登録しているアプリをサブスクリプションベースのビジ
ネスモデルに変更する場合、既存のユーザーがすでに対価を支
払っている基本的な機能を取り除くことはできません。たとえ
ば、「ゲーム全体のアンロック」をすでに購入しているユーザー
には、新規ユーザーに向けてサブスクリプションモデルを導入
した後も、ゲーム全体に引き続きアクセスできるようにする必
要があります。

自動更新サブスクリプションアプリでは、関連する情報を
App Store Connectで提示して、ユーザーに無料トライア
ル期間を提供することができます。サブスクリプションオファー
の提供の詳細をご確認ください。

ユーザーに対して詐欺行為を行おうとするアプリは、
App Storeから削除されます。これには、虚偽の説明でユー
ザーをだましてサブスクリプションを購入させようとしたり、お
とり商法や詐欺的な行為をしたりするアプリが含まれます。こ
のようなアプリはApp Storeから削除され、当該デベロッパ
はApple Developer Programから除名される場合があり
ます。

モバイル通信事業者のアプリでは、事前にAppleの承認を得
ることで、新しい携帯電話データプランを含むバンドルで購入
された際に、音楽およびビデオの自動更新サブスクリプション
を含めることができます。モバイル通信事業者のアプリがユー
ザー向けのアプリ内課金に対応している場合は、事前に
Appleの承認を得ることで、新しい携帯電話データプランと一
緒に購入された際に、その他の自動更新サブスクリプションを
バンドルに含めることもできます。この種のサブスクリプション
で、消耗型アイテムの利用または割引価格での購入を提供する
ことはできません。また、サブスクリプションは携帯電話データ
プランと同時に終了する必要があります。

3.1.2（b）アップグレードとダウングレード：ユーザーがアップグレ
ード/ダウングレードをスムーズに行えるようにし、同じコンテンツ
の異なるバージョンを意図せずに購入してしまうことがないよう
にする必要があります。サブスクリプションのアップグレードとダウ
ングレードのオプションを管理する方法については、ベストプラク
ティスを確認してください。

3.1.2（c）サブスクリプションに関する情報：ユーザーにサブスク
リプションを促す際は、その価格でユーザーが何を入手できるか
を事前に明確に説明する必要があります。1か月当たりの発行回
数は何回か、クラウドストレージの容量はどれくらいか、サービス
にアクセスする方法にはどのようなものがあるか、など。
Apple Developer Program使用許諾契約の別紙2 （英語） 
で説明されている要件も必ず明示する必要があります。

3.1.3 その他の購入方法： 次に挙げるアプリでは、アプリ内課金
以外の購入方法の利用が認められる場合があります。米国ストア
フロントのアプリおよび3.1.1（a）と3.1.3（a）の条件を満たすアプ
リを除き、このセクションで挙げるアプリでは、アプリ内課金以外
の購入方法の利用をアプリ内でユーザーに促すことは許可されま
せん。アプリ外では、デベロッパがユーザーベースに対してアプリ
内課金以外の購入方法に関するコミュニケーションを送信するこ
とは認められます。

3.1.3（a）「リーダー」アプリ：以前購入したコンテンツまたはコン
テンツのサブスクリプション（具体的には、雑誌、新聞、書籍、オー

https://developer.apple.com/jp/app-store/subscriptions/#providing-subscription-offers
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ディオ、音楽、ビデオ）に、ユーザーがアクセスできるようにすること
は許可されています。「リーダー」アプリは、無料ユーザー層向けに
アカウント作成の機能や、既存ユーザー向けにアカウント管理の
機能を含めることができます。「リーダー」アプリのデベロッパは、
外部リンクのアカウントエンタイトルメントを申請し、デベロッパが
所有する、またはデベロッパがアカウントの作成や管理の責任を
保持するWebサイトへの情報リンクをアプリ内で提供することが
できます。米国ストアフロントのアプリでは、デベロッパはこのエン
タイトルメントがなくても、ボタン、外部リンク、その他の行動喚起
（CTA）を実装することができます。詳しくは、「外部リンクアカウ
ントエンタイトルメント」をご確認ください。

3.1.3（b）マルチプラットフォームサービス：複数のプラットフォー
ムで動作するアプリでは、マルチプラットフォームのゲームにおけ
る消耗アイテムなどを含め、別のプラットフォーム上のアプリやデ
ベロッパのWebサイトでユーザーが入手したコンテンツ、サブス
クリプション、機能へのアクセスを許可することが可能です。ただ
し、そうしたアイテムは、アプリ内のアプリ内課金アイテムとしても
購入可能でなければなりません。

3.1.3（c）エンタープライズサービス：組織またはグループが、（た
とえば業務用データベースや授業管理ツールなど）従業員や学生
向けにデベロッパから直接購入するアプリの場合、エンタープライ
ズユーザーが以前購入したコンテンツやサブスクリプションを利
用できるようにすることは許可されています。一般の消費者、単独
ユーザー、家族向けの販売の場合は、アプリ内課金を使用しなけ
ればなりません。

3.1.3（d）個人対個人のサービス：個人対個人のリアルタイムで
のサービス（家庭教師、医療相談、不動産のツアー、フィットネストレ
ーニングなど）を購入できるアプリの場合は、アプリ内課金以外の
購入方法での支払いを受け付けることもできます。一方で、リアル
タイムで個人対複数のサービスを提供する場合は、アプリ内課金
を使用しなければなりません。

3.1.3（e）アプリの外部で使用する商品やサービス：ユーザーが
アプリの外部で使用する物理的な商品またはサービスをアプリで
購入できるようにする場合、そうした商品の支払いにはアプリ内
課金以外（Apple Payやクレジットカードなど）の方法を使用する
必要があります。

3.1.3（f）無料のスタンドアロンアプリ：有料のWebベースツール
（VOIP、クラウドストレージ、メールサービス、Webホストなど）に
対して、スタンドアロンのコンパニオンアプリとして機能する無料
アプリは、そのアプリ内で購入が発生しない、またはそのアプリ外
へ購入を誘導していない限り、アプリ内課金を使用する必要はあ
りません。

3.1.3（g）広告管理アプリ： 広告主（商品、サービス、イベントを広
告する個人や企業）が、各種のメディア媒体（テレビ、屋外広告、
Webサイト、アプリなど）にわたる広告キャンペーンを購入および
管理することを唯一の目的とするアプリでは、アプリ内課金を使用
する必要はありません。このようなアプリはキャンペーン管理を目
的としているため、広告そのものを表示することはありません。た
だし、同一アプリ内で表示するための広告（ソーシャルメディアア
プリへの投稿に使用される販促コンテンツなど）の購入を含め、ア
プリ内で体験または消費されるコンテンツのデジタル購入には、
アプリ内課金を使用する必要があります。

3.1.4 特定のハードウェアを必要とするコンテンツ：アプリのある
機能の動作に特定のハードウェアが必要である場合など、いくつ
かの限られた状況でのみ、アプリ内課金を使用しなくても機能を
アンロックすることができます（たとえば、望遠鏡と同期することで
機能が追加される天文学のアプリなど）。オプションとして物理的
製品（玩具など）と連動するアプリの機能では、アプリ内課金のオ
プションが提供されていることを前提に、当該機能をアプリ内課
金を通さずにアンロックすることができます。ただし、アプリの機
能をアンロックするために無関係の商品の購入を条件としたり、

https://developer.apple.com/jp/support/reader-apps/
https://developer.apple.com/jp/support/reader-apps/


広告またはマーケティング活動を行うようユーザーに要求したり
することは認められません。

3.1.5 暗号通貨

（i）ウォレット：組織として登録しているデベロッパに限り、アプ
リで仮想通貨ストレージを提供することが許可されます。

（ii）マイニング：処理がデバイスの外部で実行されるもの（クラ
ウドベースのマイニングなど）でない限り、アプリで暗号通貨を
マイニングすることはできません。

（iii）取引：アプリが、暗号通貨の取引を行うための適切なライ
センスと認可を取得している国や地域のみで提供されること
を条件として、認可されている取引に関する暗号通貨のトラン
ザクションまたは送金をアプリで取り扱うことができます。

（iv）イニシャルコインオファリング：イニシャルコインオファリ
ング（「ICO」）、暗号通貨の先物取引、その他の暗号証券や準
証券による取引を行うアプリは、信用性のある銀行、証券会
社、先物取引業者（「FCM」）、またはその他の承認された金融
機関のみ提供することができます。またそうしたアプリは、適
用されるすべての法令に準拠している必要があります。

（v）暗号通貨のアプリでは、他のアプリをダウンロードする、他
のユーザーにダウンロードを促す、ソーシャルネットワークに投
稿するといったタスクの実行に対して通貨を提供することはで
きません。

3.2 その他のビジネスモデルの問題
このリストはすべてを網羅したものではなく、デベロッパからのアプリ
の提出によってポリシーが変更または更新される可能性があります
が、許容される行為と許容されない行為について、いくつか以下に示
します。

3.2.1 許容される行為

（i）自分のアプリだけを集めたカタログアプリである場合を除
いて、自分のアプリ内で自分の他のアプリを購入または宣伝用
に表示する。

（ii）許可を得た特定の用途（健康管理、航空、アクセシビリティ
など）のために作成されたサードパーティ製アプリを表示また
は推奨する。単なる店舗のようにしないため、アプリではしっ
かりとした独自のコンテンツを提供する必要があります。

（iii）レンタル期間の終了後、許可を得た特定のレンタルコンテ
ンツ（映画、テレビ番組、音楽、書籍など）へのアクセスを無効に
する。その他のすべてのアイテムおよびサービスに期限をつけ
ることはできません。

（iv）支払いやオファーの実行または受領、その他の認証（映画
チケット、クーポン、VIPメンバーシップなど）にウォレットパス
を使用する。その他の用途でウォレットパスを使用すると、アプ
リの却下およびウォレット認証情報の失効の原因となります。

（v）保険アプリは無料で提供し、配信される地域の法律に準
拠しており、アプリ内課金を使用しないこと。

（vi）承認を受けた非営利団体は、「App Reviewガイドライ
ン」のすべての条項に準拠し、かつApple Payでの支払いに
対応する場合に限り、自身またはサードパーティ製のアプリ内
で直接募金活動を行うことができる。こうしたアプリでは基金
の活用方法を公開し、適用されるあらゆる法令を遵守し、適切
な税金申告用レシートを寄付者に発行できるようにする必要
があります。なお、要請に応じてApp Reviewに補足情報を
提出する必要があります。アプリ内で支援者に他の非営利団
体を紹介する場合は、紹介するすべての非営利団体が承認プ
ロセスを通過していることを確認する必要があります。非営利



4. デザイン

Appleのお客様は、シンプルで、洗練され、革新的で、使用が簡単な製
品に高い価値を見出します。そして、それはAppleがApp Storeのア
プリに求めるものと同じです。デザインを優れたものにできるかどうかは
デベロッパ次第ですが、App Storeで承認されるためには次のような
基準があります。加えて、承認を受けた後も、アプリが継続的に機能し、
新規および既存ユーザーの双方にとって魅力的であり続けるよう、アップ
デートしていく必要があります。機能しなくなったり、サービスの品質が
低下したりしたアプリは、随時App Storeから削除される可能性があ
ります。

団体として承認を受ける方法について詳しくは、こちらをご確
認ください。

（vii）アプリでは、ユーザーがアプリ内課金以外の方法で別の
ユーザーに金銭を贈与できる方法を提供する。これは、（a）贈
与の有無は贈り手側が決定できるものとし、かつ（b）受け手側
がその贈与額の100%を受け取る場合に限られます。ただし、
その金銭が、受け手側に渡る際のどの段階においても、デジタ
ルコンテンツやサービスを経由するか、デジタルコンテンツや
サービスの提供と関連付けられている場合は、必ずアプリ内課
金を使用する必要があります。

（viii）金融取引、投資、資金管理のために使用されるアプリ
は、それらのサービスを行う金融機関によって提出されたもの
である必要があります。

3.2.2 許容されない行為

（i）サードパーティ製アプリ、Extension、プラグインを
App Storeと類似した形で、または一般的なカタログとして
表示するインターフェイスを作成する。

（ii）（意図的に省略）

（iii）広告のインプレッション数またはクリックスルーを人工的
に増加させる。また、広告の表示のみを目的に設計されたアプ
リを作成する。

（iv）承認を受けた非営利団体の場合や、上述のセクション
3.2.1（vi）により許容される場合を除き、慈善や募金活動とし
てアプリ内で寄付金を収集する。そのような目的で募金活動を
行うアプリは、App Storeで無料配信する必要があり、
SafariやSMSなどアプリ外でのみ寄付金を収集できます。

（v）場所または通信事業者などに基づいて、アプリを使用でき
るユーザーを任意に制限する。

（vi）（意図的に省略）

（vii）他のサービスに関するユーザーの可視性、ステータス、ラ
ンキングを人為的に操作する（そのサービスの利用規約で許可
されている場合を除く）。

（viii）バイナリーオプション取引を促すアプリはApp Storeで
は許可されません。代わりにWebアプリを検討してください。
差金決済取引（CFD）やその他のデリバティブ取引（FOREX
など）を行うアプリは、そのサービスを利用できるすべての法域
で正式な認可を得たものである必要があります。

（ix）個人向けローンを提供するアプリの場合、すべてのローン
条件（実質年率（APR）の最大相当額および支払い期限を含
むがこれに限らない）を明確かつ目立つ形で開示する必要が
あります。こうしたアプリでは、コストや手数料を含め、最大
APRを36%より高く設定することはできません。また、60日
以内での全額返済を求めることもできません。

https://developer.apple.com/jp/apple-pay/nonprofits/


4.1 模倣

（a）独自のアイデアを生み出してください。自分だけのアイデアが
あるはずです。それを形にしましょう。App Storeでもっとも人気
のあるアプリを単にコピーしたり、他のアプリの名前やUIを多少
変更したものをご自身のアプリとして提出しないでください。知
的財産侵害の申し立てをされるリスクがあるだけでなく、
App Storeの運営が困難になり、また、他のデベロッパにとって
もフェアではありません。

（b）  その他のアプリやサービスになりすましているアプリを
提出すると、「デベロッパ行動規範」に対する違反と見なされ、
Apple Developer Programから除名される可能性がありま
す。

4.2 最低限の機能
アプリを作成する際は、Webサイトを単に再パッケージしたようなも
のではなく、優れた機能、コンテンツ、UIを作成するようにしてくださ
い。特に利便性も独自性もなく、アプリらしさもない場合、そのアプリ
をApp Storeで提供することはできません。アプリが継続的に楽し
める何らかの価値、または十分な有用性を備えていない場合は、承
認されない可能性があります。アプリが単に曲または映画のみであ
る場合は、iTunes Storeに提出してください。アプリが単に書籍ま
たはゲームの攻略本のみの場合は、Apple Books Storeに提出し
てください。

4.2.1 ARKitを使用するアプリは、表現に富み、統合された拡張
現実体験をユーザーに提供する必要があります。単にモデルを
ARビューで表示したり、アニメーションを再生したりするだけでは
不十分です。

4.2.2 カタログを除き、主な目的がマーケティングの資料の提
供、広告、Webクリッピング、コンテンツのまとめ、リンク集である
アプリは許可されません。

4.2.3

（i）アプリは単体で機能するものである必要があり、アプリが
機能するために別のアプリのインストールを求めることはでき
ません。

（ii）初回起動時に正しく機能させるために追加のリソースをダ
ウンロードする必要があるアプリでは、その追加データのサイ
ズをユーザーに開示し、起動前にこれらのリソースのダウンロ
ードを促してください。

4.2.4（意図的に省略）

4.2.5（意図的に省略）

4.2.6 有料のテンプレートやアプリ作成サービスを使用して制作
されたアプリは、コンテンツのプロバイダから直接提出されたも
のでない限り却下されます。こうしたサービスのプロバイダは、顧
客の代わりにアプリを提出するのではなく、独自のユーザーエクス
ペリエンスを提供する革新的なアプリを、顧客が自身で作成する
ことができるようなツールを提供する必要があります。また、こう
したサービスのプロバイダは、1つのバイナリを作成してすべての
クライアントコンテンツを統合型、もしくは「ピッカー」モデルでホ
ストすることができます。たとえば顧客である複数のレストランが、
カスタマイズされた個別のエントリやページで表示されるレストラ
ン検索アプリや、さまざまな顧客の複数のイベントが個別のエント
リで表示されるイベント情報アプリなどを提出することができま
す。

4.2.7 リモートデスクトップクライアント：リモートデスクトップの
アプリが、ホストデバイスの一般的なミラーリングではなく、特定
のソフトウェアやサービスをミラーリングする場合は、以下に準拠
する必要があります。



（a）アプリはユーザーが所有するホストデバイスであるパーソ
ナルコンピュータ、またはユーザーが所有する専用のゲームコ
ンソールにのみ接続し、ホストデバイスとクライアントの両方が
ローカルのLANベースネットワークに接続されている必要が
あります。

（b）クライアント側に表示されるすべてのソフトウェアやサービ
スは、ホストデバイス上で完全に実行され、ホストデバイスの画
面上にレンダリングされます。リモートデスクトップのストリー
ミングに必要でないAPIやプラットフォームの機能は使用でき
ません。

（c）アカウントの作成や管理はすべて、ホストデバイスから開始
する必要があります。

（d）クライアント側に表示されるUIで、iOSやApp Storeの
表示画面を模倣したり、ストアに似たインターフェイスを提供し
たりすることはできません。また、ユーザーがまだ所有しておら
ず、ライセンス付与もされていないソフトウェアを閲覧、選択、
購入できる機能を実装することは許可されません。なお、トラ
ンザクションがホストデバイスで処理される限り、ミラーリング
されたソフトウェアで行われるトランザクションではアプリ内課
金を使用する必要はありません。

（e）クラウドベースアプリのシンクライアントは、App Store
には適しません。

4.3 スパム

（a）  同一のアプリに対して複数のバンドルIDを作成しないで
ください。特定の場所、スポーツチーム、大学などに向けた異なる
バージョンが存在するアプリの場合は、単一のアプリを提出し、異
なるバージョンはアプリ内課金で提供する方法を検討してくださ
い。

（b）また、すでに飽和状態のカテゴリにアプリを追加することは避
けてください。App Storeには、おなら、げっぷ、懐中電灯、占い、
デート、宴会用ゲーム、カーマ・スートラといったアプリがすでに多
数存在します。こうしたアプリは、ユニークで高品質な体験を提供
するアプリでない限り、却下されます。App Storeでスパム行為
をすると、Apple Developer Programから除名される可能性
があります。

4.4 Extension
Extensionをホストするまたは含むアプリは、「App Extensionプ
ログラミングガイド （英語） 」、「Safari App Extensionのドキュメ
ント （英語） 」、または「Safari Web Extensionのドキュメント
 （英語） 」に準拠し、可能な場合はヘルプ画面や設定インターフェイス
などの機能を搭載する必要があります。どのようなExtensionが利
用できるかについて、アプリのマーケティングテキストで明確かつ正
確に公開する必要があります。また、Extensionにマーケティング、
広告、アプリ内課金を含めることはできません。

4.4.1  キーボードExtensionにはいくつかの追加規定があ
ります。

以下に従ってください。

キーボード入力機能（文字のタイプなど）を備える。

画像や絵文字を含むキーボードの場合は、ステッカーのガイド
ラインに従う。

次のキーボードに進む方法を備える。

基本的に、ネットワークアクセスがなくても機能する。

iOSデバイスにおけるユーザーのキーボードExtensionの機
能を改善する目的でのみ、ユーザーのアクティビティ情報を収
集する。

https://developer.apple.com/library/archive/documentation/General/Conceptual/ExtensibilityPG/index.html#apple_ref/doc/uid/TP40014214/
https://developer.apple.com/library/archive/documentation/General/Conceptual/ExtensibilityPG/index.html#apple_ref/doc/uid/TP40014214/
https://developer.apple.com/library/archive/documentation/General/Conceptual/ExtensibilityPG/index.html#apple_ref/doc/uid/TP40014214/
https://developer.apple.com/documentation/safariservices/safari_app_extensions
https://developer.apple.com/documentation/safariservices/safari_app_extensions
https://developer.apple.com/documentation/safariservices/safari_app_extensions
https://developer.apple.com/documentation/safariservices/safari_web_extensions
https://developer.apple.com/documentation/safariservices/safari_web_extensions
https://developer.apple.com/documentation/safariservices/safari_web_extensions


以下は禁止されています。

「設定」以外のアプリを起動する。

キーボードボタンの用途を別の動作に変更する（Returnキー
の長押しでカメラを起動させるなど）。

4.4.2  Safari Extensionは、該当するAppleオペレーティ
ングシステムの現行バージョンのSafariで実行する必要がありま
す。システムまたはSafariのユーザーインターフェイスを構成する
要素と相互干渉してはならず、悪意のある、または誤解を生むコ
ンテンツ、またはコードを使用することは許可されません。この規
定に違反すると、Apple Developer Programから除名される
ことになります。Safari Extensionを使用して、機能の動作に必
要でないWebサイトにアクセスするよう要求することは認められ
ません。

4.4.3（意図的に省略）

4.5 Appleのサイトとサービス

4.5.1  アプリではiTunes Store RSSフィードなどの承認済
みApple RSSフィードを使用できますが、Appleのサイト
（apple.com、iTunes Store、App Store、
App Store Connect、デベロッパポータルなど）から情報を取
得することや、その情報を使用してランキングを作成することは許
可されません。

4.5.2  Apple Music

（i）iOSのMusicKitを利用すると、ユーザーはアプリやゲーム
からApple Musicおよびローカルのミュージックライブラリ
をネイティブに再生することができます。ユーザーが
Apple Musicアカウントへのアクセスを許可すれば、アプリ
にてプレイリストを作成したり、ライブラリに曲を追加したり、
Apple Musicカタログの何百万もの曲から好きな曲を再生
したりすることが可能です。その際、ユーザーがApple Music
のストリーミング再生を開始し、「再生」「一時停止」「スキップ」
などの標準のメディアコントロールで曲を操作できる必要があ
ります。さらに、アプリでApple Musicのサービスへのアクセ
スに対する支払いを要求したり間接的な収益化（アプリ内課
金、広告、ユーザー情報のリクエストなど）を行うことは許可さ
れません。MusicKit （英語） に関する文書で明示的に許可さ
れている場合を除き、MusicKit APIから音楽ファイルをダウ
ンロード、アップロード、共有することはできません。

（ii）MusicKit APIを使っても、音楽をより深く、またはより複
雑な形で組み込む際に必要となるライセンスを取得したこと
にはなりません。たとえば、アプリの特定の場面で特定の曲を
使用する場合や、ソーシャルメディアに共有できるオーディオや
ビデオのファイルを作成するアプリでは、デベロッパが権利者
に直接連絡して許可（同期や適合化の権利）やアセットを得る
必要があります。カバーアートやその他のメタデータは音楽の
再生やプレイリストに関連する目的でのみ使用でき（アプリの
機能を示すためにで用いるスクリーンショットも含む）、権利者
からの明確な承認がない場合はいかなるマーケティング活動
や広告にも使用できません。Apple Musicのサービスをアプ
リに組み込む場合は、必ず「Apple Musicアイデンティティガ
イドライン （英語） 」に従ってください。

（iii）プレイリストやお気に入りの曲など、Apple Musicのユ
ーザーデータにアクセスするアプリでは、目的文字列にその旨
を明示する必要があります。収集されるデータは、アプリの品
質をサポートしたり改善したりする以外の目的でサードパーテ
ィに共有することはできません。また、このデータをユーザーや
デバイスの識別、またはターゲティング広告に使用することは
許可されません。

https://developer.apple.com/musickit/
https://developer.apple.com/musickit/
https://www.apple.com/itunes/marketing-on-music/identity-guidelines.html
https://www.apple.com/itunes/marketing-on-music/identity-guidelines.html
https://www.apple.com/itunes/marketing-on-music/identity-guidelines.html


4.5.3  スパム、フィッシング行為のため、または迷惑メッセー
ジを送信するために、Game Centerやプッシュ通知などの
Appleサービスを使用することは許可されません。プレイヤーID、
エイリアス、Game Centerで取得されたその他の情報の逆引き
参照、トレース、関連付け、結合、マイニング、収集、その他の形での
使用は許可されません。これらの行為があった場合は、
Apple Developer Programから除名されます。

4.5.4  アプリが機能するためにプッシュ通知を必須とするこ
とはできません。また、プッシュ通知を個人情報や秘密情報を送信
するために使用することは許可されません。プッシュ通知をキャン
ペーンやダイレクトマーケティングのために使用することはできま
せん。ただし、そのプッシュ通知を、ユーザーがアプリのUIに表示
される同意メッセージを通じて明示的にオプトインすることがで
き、同時にオプトアウトする手段をアプリに設ける場合を除きま
す。サービスを不正に使用すると、デベロッパとしての権限を失う
可能性があります。

4.5.5  Game CenterのプレイヤーIDは、Game Center
の規約で承認されている形でのみ使用する必要があります。アプ
リで表示することや、サードパーティに共有することは許可されま
せん。

4.5.6  アプリやそのメタデータでは、Appleの絵文字として
表示されるUnicode文字を使用することができます。Appleの
絵文字を他のプラットフォームで使用したり、アプリバイナリの中
に直接埋め込んだりすることはできません。

4.6（意図的に省略）

4.7  ミニアプリ、ミニゲーム、ストリーミングゲーム、チャットボッ
ト、プラグイン、ゲームエミュレータ
アプリでは、HTML5のミニアプリ、ミニゲーム、ストリーミングゲー
ム、チャットボット、プラグインなど、バイナリに埋め込まれていない特
定のソフトウェアを提供することができます。また、レトロゲームのコ
ンソールおよびPCのエミュレータアプリは、ゲームのダウンロードを
提供できます。デベロッパは、アプリで提供されるそのようなすべての
ソフトウェアについて、当該ソフトウェアが本ガイドラインおよび適用
されるすべての法令に準拠していることを確認することを含め、責任
を負うものとします。ガイドラインに一項目でも準拠していないソフト
ウェアがある場合、アプリは却下されます。また、デベロッパは、ソフト
ウェアが4.7.1から4.7.5までの条項に定める追加規定に準拠してい
ることも確認する必要があります。これらの追加規定は、App Store
に期待されているユーザー体験を維持し、ユーザーの安全を確保す
る上で重要です。

4.7.1 この規定に基づいてアプリで提供されるソフトウェアは、以
下の条件を満たしている必要があります。

すべてのプライバシーガイドラインに従うこと。これには、デー
タの収集、使用、共有、および機密性の高いデータ（健康に関す
るデータや子どもの個人データなど）に関するガイドライン5.1
に定める規定が含まれますが、これらに限定されません。

不適切なコンテンツをフィルタリングする手段、ユーザーが不
適切なコンテンツを報告し、それに対して迅速に対応すること
ができる仕組み、および不適切な行為を行うユーザーをブロッ
クする機能が含まれていること。

デジタル商品やデジタルサービスをエンドユーザーに提供する
際にガイドライン3.1に従うこと。

4.7.2  アプリでは、Appleから事前に許可を得ることなく、ソ
フトウェアに対してネイティブプラットフォームAPIを拡張したり公
開することは認められません。

4.7.3  アプリで提供している個々のソフトウェアに対するデー
タやプライバシーに関する許可をアプリで共有するには、その都
度、ユーザーの明示的な同意を得る必要があります。



4.7.4 アプリで利用できるソフトウェアやメタデータのインデック
スを提示する必要があります。インデックスには、アプリで提供して
いるすべてのソフトウェアへのユニバーサルリンクが含まれている
必要があります。

4.7.5 アプリでは、アプリ内で利用できるコンテンツの対象年齢
の中で最も高い年齢を年齢制限指定として共有する必要があり
ます。

4.8 ログインサービス
ユーザーのプライマリアカウントをアプリで設定、または認証する際
に、サードパーティのログインサービスやソーシャルログインサービス
（Facebookでサインイン、Googleでサインイン、Xでサインイン、
LinkedInでサインイン、Amazonでログイン、WeChatでログイン
など）を使用するアプリでは、同等の代替オプションとして、以下の特
徴を備えた別のログインサービスも組み込む必要があります。

ユーザーのプライマリアカウントとは、ユーザーによる本人認証、サイ
ンイン、および機能や関連サービスの利用を目的として、アプリで作成
するアカウントのことです。

以下の場合、別のログインサービスは不要です。

データ収集をユーザーの名前とメールアドレスに限定したログイ
ンサ ビス

アカウント設定の一環として、ユーザーが自分のメールアドレスを
非公開にできるログインサービス

ユーザーの同意なく広告目的でアプリとのインタラクションに関わ
るデータを収集することのないログインサービス

アプリが、自社独自のアカウント設定やサインインシステムのみを
使用している場合。

アプリが代替アプリマーケットプレイスである場合、またはアカウ
ント、ダウンロード、コマース機能のためにマーケットプレイス固有
のログインを使用する代替アプリマーケットプレイスから配信され
たアプリである場合。

アプリが教育機関、エンタープライズ、法人用のものであり、ユー
ザーが既存の教育機関またはエンタープライズアカウントでサイ
ンインする必要がある場合。

アプリが、政府または民間が運営する住基システムや電子IDを使
ってユーザーを認証する場合。

アプリが特定のサードパーティサービスのクライアントであり、コン
テンツにアクセスするため、ユーザーがメール、ソーシャルメディ
ア、その他のサードパーティアカウントに直接サインインする必要
がある場合。

4.9 Apple Pay
Apple Payを使用するアプリでは、商品またはサービスの販売に先
立って購入に関する重要な情報をすべてユーザーに提示する必要が
あります。また、「Apple Payマーケティングガイドライン」および「ヒ
ューマンインターフェイスガイドライン」に準拠してApple Payのブラ
ンディングやユーザーインターフェイスの要素を適切に取り扱う必要
があります。Apple Payを使用した定期的な支払いが発生するアプ
リでは、少なくとも以下の情報を公開する必要があります。

更新期間の長さと、キャンセルするまで継続されるという事実

各期間に提供されるコンテンツ

ユーザーに請求される実際の料金

キャンセル方法

4.10 内蔵機能の収益化
ハードウェアやオペレーティングシステムに内蔵されている機能（プッ
シュ通知、カメラ、ジャイロスコープなど）またはAppleのサービスや



5. 法的事項

アプリは提供されるすべての地域におけるあらゆる法的要件に準拠して
いる必要があります（明確でない場合は法律家に相談してください）。法
的要件は複雑ですが、各要件を確実に理解し、アプリを本ガイドラインの
みでなく地域のすべての法律に準拠させることはデベロッパの責任で
す。また当然、犯罪または明らかに分別に欠ける行為を誘発、促進、奨励
するアプリは却下されます。人身売買や児童労働の搾取を助長するアプ
リなど、極端な例においては、該当する当局に通報されます。

テクノロジー（Apple Musicへのアクセス、iCloudストレージ、
Screen Time APIなど）を収益化することは認められません。

5.1 プライバシー
Appleのエコシステムにおいて、ユーザーのプライバシー保護は最優
先事項です。個人のデータは慎重に扱い、ユーザーの期待に応えるこ
とはもちろん、プライバシーのベストプラクティス、すべての適用法お
よび「Apple Developer Program使用許諾契約」の規約に準拠
することが求められます。以下に具体例を記載します。

5.1.1 データの収集および保存

（i）プライバシーポリシー：すべてのアプリには、
App Store Connectのメタデータフィールドのプライバシー
ポリシーへのリンクを必ず含め、これをアプリ内でアクセスし
やすい形で提示する必要があります。プライバシーポリシーは
わかりやすく明確なものである必要があります。

アプリ／サービスが収集するデータの種類（該当する場
合）、データの収集方法、データの用途はすべて明確に提示
してください。

本ガイドラインに準拠して、アプリのユーザーデータをサー
ドパーティ（分析ツール、広告ネットワーク、サードパーティ
製のSDK、その他ユーザーデータにアクセスできる親会
社、子会社、その他の関連組織）と共有する場合は、そのサ
ードパーティがアプリのプライバシーポリシーで定める内容
や本ガイドラインの要求事項と同一、あるいは同等のレベ
ルでユーザーのデータを保護していることを確認する必要
があります。

データ保存/削除のポリシーと、ユーザーが同意を無効にす
る方法やユーザーデータの削除をリクエストする方法を記
載する必要があります。

（ii）許可：ユーザーデータや使用状況に関するデータを収集す
るアプリでは、収集するデータが収集の時点またはその直後の
時点で匿名であると考えられる場合でも、そのデータ収集に関
してユーザーから同意を得る必要があります。有料の機能は、
ユーザーデータへのアクセスをユーザーが許可することに応じ
るもの、またはそれを条件とすることはできません。また、アプ
リでは、簡単にアクセスできるわかりやすい方法でユーザーが
同意を撤回できるようにする必要があります。必ず、目的文字
列でデータの用途を明確かつ十分に説明してください。正当
な利益のため、同意を得ることなくデータを収集するアプリ
は、EU一般データ保護規則（GDPR）の規約、またはそれに類
する制定法のすべての条項を遵守する必要があります。詳しく
は、「許可のリクエスト」をご確認ください。

（iii）必要最低限のデータ：アプリは、中心的な機能に関連する
データへのアクセスのみがリクエストされ、関連するタスクの
実行に必要なデータのみが収集および使用されるものである
必要があります。可能な場合、「写真」や「連絡先」といった保護
されているリソースへの完全なアクセス権をリクエストする代

https://developer.apple.com/jp/documentation/uikit/protecting_the_user_s_privacy/
https://developer.apple.com/jp/support/terms/
https://developer.apple.com/jp/documentation/uikit/protecting_the_user_s_privacy/


わりに、プロセス外のピッカーやシェアシートを使用してくださ
い。

（iv）アクセス：アプリでは、ユーザーのアクセス許可設定を尊
重しなければなりません。不要なデータアクセスに同意するよ
うユーザーを巧みに誘導したり、だましたり、強制したりするこ
とはできません。たとえば、ソーシャルネットワークに写真を投
稿できるアプリで、マイクへのアクセスに同意しなければ写真
をアップロードできない仕様とすることは許可されません。可
能であれば、アクセスに同意しないユーザー向けに別の方法を
用意してください。たとえば、位置情報の共有に同意しないユ
ーザーには、住所を手動で入力できる機能を用意することがで
きます。

（v）アカウントへのログイン：アカウント情報をベースにした重
要な機能を実装しているものでない限り、アプリにログインせ
ずに使用できるようにしてください。アカウントの作成に対応
したアプリの場合は、アプリ内でアカウントの削除もできるよう
にする必要があります。アプリの主要な機能に直接関連する場
合、または法律で要求される場合を除いて、アプリを動作させ
るためにユーザーの個人情報の入力を要求することは許可さ
れません。アプリの主要な機能が特定のソーシャルネットワー
ク（Facebook、WeChat、Weibo、Xなど）に関連するもの
でない場合は、ログインや別のメカニズムを介さずに使用でき
るようにする必要があります。基本的なプロフィール情報の取
得、ソーシャルネットワークへの公開、アプリを利用するよう友
達を招待することは、アプリの中心的な機能とはみなされませ
ん。また、ソーシャルネットワークの認証情報や、アプリとソーシ
ャルネットワーク間のデータアクセスをアプリ内で無効にでき
るメカニズムを用意する必要があります。アプリでは、ソーシャ
ルネットワークの認証情報やトークンをデバイスの外部に保存
することはできません。そうした認証情報やトークンは、アプリ
の使用中に、アプリから直接ソーシャルネットワークに接続す
るときにのみ使用することができます。

（vi）アプリを利用して密かにユーザーのパスワードやその他の
プライベートデータを取得するデベロッパは、
Apple Developer Programから除名されます。

（vii）ユーザーに情報を視覚的に提示する際は、必ず
SafariViewControllerを使用する必要があります。
SafariViewControllerを非表示にしたり、別のビューやレ
イヤーで隠したりすることは許可されません。また、
SafariViewControllerを使用して、ユーザーの認知や同意
なしにアプリでユーザーのトラッキングを行うことは許可され
ません。

（viii）ユーザー以外のソースから取得した個人情報、またはユ
ーザーの明示的な同意なしに取得された個人情報を収集する
アプリは、その情報が公開データベースからのものであったと
しても、App Storeまたは代替アプリマーケットプレイスでは
許可されません。

（ix）規制の多い分野（バンキングや金融サービス、ヘルスケ
ア、ギャンブル、合法大麻の使用、航空旅行など）でのサービス
を提供するアプリ、機密性の高いユーザー情報を必要とするア
プリは、個人のデベロッパではなく、そうしたサービスを提供す
る法人によって提出される必要があります。大麻の合法的な
販売を促進するためのアプリは、それが合法とみなされる法
的管轄地域でのみ利用できるよう、地域制限を設定する必要
があります。

(x) アプリは、ユーザーの基本的な連絡先情報（たとえば名前
やメールアドレスなど）の共有がユーザーの任意の選択であり、
いかなる機能やサービスの提供もこれらの情報の共有を条件
にしておらず、本ガイドラインのその他の規定（子どもからの情
報収集に関する制限を含む）にすべて遵守するものである限
り、これらの情報をユーザーにリクエストすることができます。

https://developer.apple.com/jp/support/offering-account-deletion-in-your-app/


5.1.2 データの使用と共有

（i）法律で許可されているものでない限り、事前にユーザーの
許可を取らずに、ユーザーの個人データを使用、送信、共有す
ることはできません。使用する場合は、どこでどのようにデータ
を使用するかに関する情報をユーザーが確認できる手段を提
供する必要があります。アプリで収集したデータは、アプリの改
善や、（「Apple Developer Program使用許諾契約」に準
拠した）広告の提示といった目的でのみサードパーティと共有
することができます。ユーザーアクティビティをトラッキングする
には、App Tracking Transparency APIを介して、ユーザ
ーの明示的な許可を得る必要があります。トラッキングについ
て、詳しくはこちらをご確認ください。ユーザーが機能やコンテ
ンツにアクセスしたり、アプリを利用したり、金銭やその他の報
酬（ギフトカードやコードを含むが、これらに限定されない）を
受け取ったりする際に、アプリがシステム機能（プッシュ通知、
位置情報サービス、トラッキングなど）の有効化をユーザーに求
めることは認められません。ユーザーの同意なしに、またはプ
ライバシー関連の法令を遵守せずにユーザーデータを共有す
るアプリはApp Storeから削除され、当該デベロッパは
Apple Developer Programから除名される場合がありま
す。

（ii）法律で明示的に許可されている場合を除き、特定の目的
のために収集されたデータを、ユーザーの同意をあらためて取
ることなく、別の目的に使用することはできません。

（iii）アプリで収集したデータに基づき、密かにユーザープロフ
ァイルを構築することは許可されません。また、Appleから提
供されたAPIで収集したデータ、「匿名化」されたデータ、「集
積」されたデータ、または個人を識別できないその他の方法で
収集されると説明されたデータに基づいて、ユーザーの識別
やユーザープロファイルの再構築を行おうとしたり、助長した
り、それを他者に促したりすることは許可されません。

（iv）「連絡先」、「写真」、ユーザーデータにアクセスするその他
のAPIから収集した情報を使用して、自身での使用またはサー
ドパーティに販売したり配信したりすることを目的とした連絡
先データベースを構築することは許可されません。また、分析
や広告/マーケティングを目的として、ユーザーのデバイスに他
にどのようなアプリがインストールされているかに関する情報
を収集することも許可されません。

（v）ユーザーの「連絡先」や「写真」で収集した情報を使用し
て、第三者に連絡を取ることは許可されません。ただし、ユー
ザー本人が明示的かつ個別にリクエストする場合はこの限り
ではありません。「すべて選択」のオプションを用意したり、デフ
ォルトですべての連絡先が選択される仕様にしたりすることは
許可されません。メッセージを送信する前に、どのようなメッセ
ージが受信者に表示されるかをユーザーに明確に伝える必要
があります（メッセ ジの内容や、表示される送信者情報な
ど）。

（vi）HomeKit API、HealthKit、Clinical Health
Records API、MovementDisorder API、ClassKit、ま
たは深度測定ツールや（ARKit、Camera API、Photo API
などの）フェイスマッピングツールで収集したデータを、サード
パーティが行うものを含めて、マーケティング、広告、またはユ
ーザーベースのデータマイニングに使用することは許可されま
せん。CallKit （英語） 、HealthKit （英語） 、ClassKit
 （英語） 、ARKitの実装におけるベストプラクティスについて詳
しくは、リンク先をご確認ください。

（vii）Apple Payを使用するアプリでは、商品またはサービス
の配信を円滑化または向上させる目的でのみ、Apple Payを
通して取得したユーザーデータをサードパーティと共有するこ
とができます。

https://developer.apple.com/jp/support/terms/
https://developer.apple.com/jp/app-store/user-privacy-and-data-use/
https://developer.apple.com/documentation/callkit
https://developer.apple.com/documentation/callkit
https://developer.apple.com/documentation/healthkit
https://developer.apple.com/documentation/healthkit
https://developer.apple.com/documentation/classkit
https://developer.apple.com/documentation/classkit
https://developer.apple.com/documentation/classkit
https://developer.apple.com/jp/documentation/arkit/


5.1.3 健康および健康に関する調査
健康、フィットネス、医療データは特に慎重に扱う必要があり、ユー
ザーの個人情報の保護を徹底するために、この分野のアプリには
いくつかの追加規定が適用されます。

（i）許可を得た健康管理の向上または健康調査のため以外の
目的（広告、マーケティング、またはその他のユーザーベースの
データマイニングなど）で、健康、フィットネス、医療に関する調
査のために収集されたデータ（Clinical Health Records
API、HealthKit API、モーションとフィットネス、
MovementDisorder API、健康関連の臨床調査から得ら
れるデータなどを含む）を使用したりサードパーティに共有す
ることはできません。ただし、ユーザーに直接メリット（より低
額な保険料など）を提供する場合には、メリットを提供する組
織によってアプリが提出されており、データがサードパーティと
共有されない限り、ユーザーの健康やフィットネスに関するデ
ータをアプリで使用することができます。その際、そのデバイス
から収集される健康に関するデータについて具体的に明示す
る必要があります。

（ii）アプリの使用によって、HealthKitまたはその他の健康調
査アプリや健康管理アプリに虚偽のデータまたは誤ったデー
タが書き込まれないようにしてください。また、個人の健康情
報をiCloudに保存することはできません。

（iii）健康に関する臨床調査を実施するアプリでは、参加者本
人、未成年の場合は親または保護者から同意を得る必要があ
ります。このような同意には、（a）調査の性質、目的、期間、（b）
手順、患者へのリスクおよび利点、（c）データの機密性と扱い
に関する情報（サードパーティとの共有を含む）、（d）患者が質
問がある場合の連絡先、（e）辞退プロセスを含める必要があり
ます。

（iv）健康関連の臨床調査を実施するアプリは、独立した倫理
審査委員会の適切な承認を得る必要があります 承認を受け
た証拠を要望に応じて提示していただく必要があります。

5.1.4 子どもに関する配慮

（a）  多くの理由から、子どもの個人データを扱う場合は厳
重な注意が求められます。児童オンラインプライバシー保護法
（COPPA）やEU一般データ保護規則（GDPR）などの法律、
およびその他の適用される規制または法律をすべて慎重に確
認してください。

アプリでは、これらの法律に準拠する目的でのみ生年月日や保
護者の連絡先を要求することができます。ただし、ユーザーの
年齢に関係なく、そのアプリがユーザーにとって有益な機能ま
たはエンターテインメントの価値を提供するものである必要が
あります。

主に子どもを対象としたアプリには、サードパーティ製の分析
機能またはサードパーティ製の広告を組み込むことはできま
せん。これにより、子ども達にとって、より安全な環境を提供す
ることができます。

（b）限られたケースでは、サードパーティの分析機能およびサ
ードパーティの広告が許可される場合もあります。この場合
は、そのサービスがガイドラインの1.3で定められている条項に
準拠することが条件となります。

さらに、「子ども向け」カテゴリのアプリまたは未成年の個人情
報（名前、住所、メールアドレス、位置情報、写真、ビデオ、絵、チ
ャット対応の可否、その他の個人データ、上記の任意の組み合
わせによる永続的識別子など）を収集、送信、共有する機能を
持つアプリにはプライバシーポリシーを設定し、子どものプラ
イバシー保護法に関するすべての適用法に準拠する必要があ
ります。「子ども向け」カテゴリのアプリのペアレンタルゲート



と、プライバシー保護法に基づく個人データ収集への保護者の
同意は、通常同じではないことにご注意ください。

ガイドラインの2.3.8で定められている点として、アプリのメタ
データに「子ども用」といった用語を使用できるのは、「子ども
向け」カテゴリのアプリに限られます。「子ども向け」カテゴリに
属さないアプリでは、アプリ名、サブタイトル、アイコン、スクリ
ーンショット、説明に、アプリの主な対象ユーザーが子どもであ
ることを暗示的に表す用語を含めることはできません。

5.1.5 位置情報サービス
アプリで位置情報サービスを使用できるのは、位置情報サービス
がアプリの機能またはサービスと直接関連する場合のみです。位
置情報ベースのAPIは、救急サービスまたは自動車、飛行機、その
他デバイスの自律制御のために使用することはできません。ただ
し、軽量のドローンや玩具などの小型デバイス、またはリモートコ
ントロールの自動車警報システムなどは除きます。位置情報を収
集、送信、使用する際は、事前にユーザーに通知し、同意を得る必
要があります。アプリで位置情報サービスを使用する場合は、アプ
リにおけるこのサービスの目的を説明する必要があります。説明
に関するベストプラクティスについては、「ヒューマンインターフェイ
スガイドライン」をご参照ください。

5.2 知的財産
アプリにはご自身が作成したコンテンツ、または使用許可を取得した
コンテンツのみを使用してください。許可なくコンテンツを使用した
場合はアプリを削除します。もちろん、他のデベロッパが皆さまの作
品を許可なく使用した場合はそのアプリが削除されます。ご自身の
知的財産権がApp Storeの他のデベロッパに侵害されているおそ
れがある場合は、Webフォームから申し立てを行ってください。国や
地域によって法律は異なりますが、少なくとも以下の各項に留意する
必要があります。

5.2.1 全般：商標、著作権取得済みの作品、特許取得済みのアイ
デアなどの保護されたサードパーティ製の素材をアプリで許可な
く使用することはできません。また、誤解を招く、虚偽の、または模
倣の描写、名前、メタデータをApp Bundle（アプリバンドル）や
デベロッパ名に含めることは許可されません。アプリは、知的財産
権およびその他の関連する権利を所有する、またはそのライセン
スを受けている個人または法人によって提出される必要がありま
す。

5.2.2 サードパーティのサイトおよびサービス：アプリがサードパ
ーティのサービスのコンテンツを使用、アクセス、または表示する
場合、あるいはそのコンテンツへのアクセスを収益化する場合、当
該サービスの利用規約に従って特別の許可を得る必要がありま
す。また、要望に応じて承認書類を提示していただく必要がありま
す。

5.2.3 オーディオおよびビデオのダウンロード：アプリを使って違
法なファイル共有を助長したり、コンテンツの供給元であるサード
パーティ（Apple Music、YouTube、SoundCloud、Vimeo
など）の明示的な承認を得ることなく、そのコンテンツを保存、変
換、またはダウンロードする機能をアプリに搭載したりすることは
できません。オーディオおよびビデオコンテンツのストリーミング
も利用規約に違反する可能性があるため、アプリでこれらのサー
ビスにアクセスする前に必ず確認してください。また、要望に応じ
て承認書類を提示していただく必要があります。

5.2.4 Appleの承認

（a）  Appleがアプリのデベロッパまたはサプライヤーであ
ると示唆または暗示したり、Appleが品質または機能に関し
て特定のアプリを承認していると示唆または暗示することは認
められません。

（b）アプリが「エディターのおすすめ」に選ばれた場合、バッジ
が自動的に適用されます。

https://developer.apple.com/jp/design/human-interface-guidelines/patterns/accessing-private-data/
https://developer.apple.com/jp/design/human-interface-guidelines/patterns/accessing-private-data/
https://www.apple.com/jp/legal/intellectual-property/dispute-forms/index.html


5.2.5 Apple製品： Appleの既存の製品、インターフェイス
（Finderなど）、アプリ（App Store、iTunes Store、メッセージ
など）、および広告のテーマなどとの混同を招くような、類似した
アプリを作成することは認められません。サードパーティ製のキー
ボードやステッカーパックを含め、アプリやExtensionにApple
の絵文字を含めることはできません。iTunesとApple Musicの
音楽プレビューを娯楽的な目的で（フォトコラージュのBGM、ゲー
ムのサウンドトラックなど）、またはその他の承認されていない目
的で使用することは許可されません。iTunesやApple Music
の音楽プレビューを使用する場合は、iTunesやApple Musicの
該当曲のリンクを表示する必要があります。アプリでアクティビテ
ィリングを表示する場合は、アクティビティコントロールに類似す
る方法で、ムーブ、エクササイズ、スタンドのデータを表示すること
はできません。アクティビティリングの使用に関して詳しくは、「ヒュ
ーマンインターフェイスガイドライン」をご参照ください。アプリで
Apple Weatherのデータを表示する場合は、WeatherKitド
キュメントのアトリビューション要件に従う必要があります。

5.3 賭博ゲーム、ギャンブル、宝くじ／ロト
賭博ゲーム、ギャンブル、宝くじ／ロトは管理が複雑であり、
App Storeでもっとも規制が厳しい分野の1つです。アプリを提供す
るすべての地域におけるあらゆる法的義務を確認した後、こうした機
能を搭載してください。この場合、審査には通常よりも時間がかかり
ます。以下の点に注意してください。

5.3.1 抽選やコンテストの主催者は、アプリのデベロッパである
必要があります。

5.3.2 抽選、コンテスト、チャリティーくじの公式ルールをアプリ内
で提示し、Appleは主催者ではなく、いかなる形でも関わりがな
いことを明記する必要があります。

5.3.3 現実のお金を使用するあらゆる形式の賭博ゲームで、ゲー
ムのクレジットや通貨の購入にアプリ内課金を使用することはで
きません

5.3.4 現実のお金を使用する賭博ゲーム（スポーツ賭博、ポーカ
ー、カジノゲーム、競馬など）または宝くじ／ロトを提供するアプリ
は、アプリが利用される地域で必要なライセンスおよび許可を取
得し、アプリの利用をその地域のみに制限し、App Storeで無料
で配信する必要があります。カードカウンターなどの違法なギャン
ブルツールは、App Storeで許可されません。ロトアプリには、考
慮、機会、賞品の3つの要素が必要になります。

5.4 VPNアプリ
VPNサービスを提供するアプリでは、NEVPNManager API
 （英語） を使用する必要があり、組織として登録しているデベロッパ
のみ提供することができます。また、ユーザーがサービスを購入また
は使用するための操作を行う前に、収集するユーザーデータとその
用途についてアプリの画面上に明示する必要があります。VPNサー
ビスを提供するアプリでは、その目的を問わずいかなるデータもサー
ドパーティに販売、共有、開示することは認められず、その旨をプライ
バシーポリシーに明記する必要があります。現地の法令に違反する
VPNアプリは提供できません。また、VPNサービスの提供にライセ
ンスの取得が必要な地域でVPNアプリを提供する場合は、
App Reviewの「メモ」欄でライセンス情報を提示してください。承
認を受けたプロバイダによって提供されるペアレンタルコントロー
ル、コンテンツブロック、セキュリティアプリなどにおいても、
NEVPNManager APIが使用されている必要があります。本ガイ
ドラインに準拠していないアプリはApp Storeから削除され、代替
配信経由のインストールがブロックされます。また、当該デベロッパは
Apple Developer Programから除名される場合があります。

5.5 モバイルデバイス管理
モバイルデバイス管理（MDM）サービスを提供するアプリでは、
Appleが提供しているMDM機能をリクエストする必要があります。
こうしたアプリは、営利企業、教育機関、政府機関のみが提供するこ

https://developer.apple.com/jp/design/human-interface-guidelines/patterns/workouts/#activity-rings
https://developer.apple.com/jp/design/human-interface-guidelines/patterns/workouts/#activity-rings
https://developer.apple.com/jp/weatherkit/get-started/#attribution-requirements
https://developer.apple.com/jp/weatherkit/get-started/#attribution-requirements
https://developer.apple.com/documentation/networkextension/nevpnmanager
https://developer.apple.com/documentation/networkextension/nevpnmanager
https://developer.apple.com/documentation/networkextension/nevpnmanager


とができます。限られたケースで、ペアレンタルコントロールサービス
またはデバイスセキュリティにMDMを使用する企業による提供が許
可される場合もあります。また、ユーザーがサービスを購入または使
用するための操作を行う前に、収集するユーザーデータとその用途に
ついてアプリの画面上に明示する必要があります。適用法に違反す
るMDMアプリは提供できません。MDMサービスを提供するアプリ
では、その目的を問わずいかなるデータも販売、使用、サードパーティ
に開示することは許されておらず、その旨をプライバシーポリシーに
明記する必要があります。特定のケースに限り、サードパーティ製の
分析機能を組み込むことが許可される場合もあります。その場合、そ
のサービスが、デベロッパのMDMアプリのパフォーマンスに関する
データの収集または送信のみを目的とし、ユーザー、ユーザーのデバ
イス、そのデバイスで利用されているその他のアプリに関するいかな
るデータも収集または送信しないことが条件となります。構成プロフ
ァイルを提供するアプリもこうした要件に準拠する必要があります。
本ガイドラインに準拠していないアプリはApp Storeから削除さ
れ、代替配信経由のインストールがブロックされます。また、当該デベ
ロッパはApple Developer Programから除名される場合があり
ます。

5.6 デベロッパ行動規範
デベロッパは、App Storeのカスタマーレビュー、カスタマーサポート
のリクエストへの対応、App Store Connectとのやり取りを含む
Appleとのコミュニケーションなど、あらゆる場面で誰に対しても敬
意を持って対応することが求められます。嫌がらせ、差別的な言動、
脅迫、いじめなどを、いかなる形でも行わず、そのような行為を他者
に促すこともないようにしてください。不正な操作、誤解を招く行為、
その他の詐欺的な行為を繰り返すと、
Apple Developer Programからの除名につながります。

ユーザーからの信頼は、アプリのエコシステムの基盤です。アプリでユ
ーザーから搾取したり不当にだまし取ろうとしたり、ユーザーが不要
なものを購入させようとすることは絶対に許容されません。また、不
必要なデータ共有を強制したり、価格を巧妙に上乗せしたり、実際に
は利用できない機能やコンテンツの料金を請求したりなど、ユーザー
に対する不正な操作をアプリの内外で行うことは許されません。

「デベロッパ行動規範」に違反する活動や行動に従事した場合は、
Developer Programのアカウントは停止されます。アカウントを
復元するため、デベロッパは詳しい改善計画を書面で提出すること
ができます。Appleがその計画を承認し、改善が実施されたことを
確認すると、アカウントが再度有効になります。

5.6.1 App Storeのカスタマーレビュー
App Storeのカスタマーレビューは、アプリの体験を構成する中
でも1つの重要な要素となっています。そのため、ユーザーのコメ
ントに返答する際は敬意を持って対応することが重要です。ユー
ザーのコメントに対する返答だけを記載するようにしてください。
個人情報、スパム、マーケティングに関する内容を含めることはで
きません。

アプリのレビューをユーザーに促すには、提供されているAPIを使
用してください。ユーザーがアプリから離れることなく、簡単に
App Storeでの評価とレビューを入力できるようになります。こ
の場合、レビューを求めるカスタムプロンプトの表示は無効化され
ます。

5.6.2 デベロッパ情報の真正性
デベロッパのアイデンティティを確認できる情報をAppleおよび
ユーザーに向けて提示することは、ユーザーの信頼を得る上で非
常に重要です。デベロッパは、デベロッパ自身とそのビジネス、
App Storeまたは代替アプリマーケットプレイスで提供している
ものについて、正確に説明する必要があります。正確かつ適切な
最新の情報を提示して、Appleおよびユーザーがデベロッパにつ
いて理解し、問題が発生した際に問い合わせることができるよう
にしてください。



提出後

アプリとメタデータをApp Store Connectに提出すると、審査プロセ
スが開始されます。以下の点にご注意ください。

タイミング：App Reviewでは、可能な限り迅速にアプリが審査さ
れます。ただし、複雑なアプリや新たな問題に関わるアプリには、より
綿密な審査や検討が求められる場合もあります。また、同じガイドラ
インへの違反により何度も却下されていたり、審査プロセスを不正に
操作しようとしたりした経緯がある場合は、アプリの審査完了までよ
り長い時間がかかります。詳しくは、「App Review」をご確認くだ
さい。

ステータスの更新：App Store Connectにはアプリの現時点のス
テータスが反映されるため、アプリの最新状況を確認できます。

優先審査のリクエスト：時間に関して重大な懸念がある場合は、優先
審査をリクエスト （英語） できます。他のデベロッパに配慮し、本当に
必要な場合のみ優先審査をリクエストしてください。この制度を濫用
していることがわかった場合、リクエストを却下する場合があります。

リリース日：リリース日が未来の日付に設定されている場合、
App Reviewでアプリが承認された後もその日までApp Storeに
表示されません。また、選択されたすべてのストアフロントでアプリが
公開されるまでに、最大24時間かかることがありますのでご了承く
ださい。

却下：Appleの目標は、ガイドラインを公正かつ一貫性を持って適用
することですが、必ずしも完璧に適用できるとは限りません。アプリ
が却下された後に質問がある場合、または追加の情報を提出する場
合は、App Store Connectを通して直接App Reviewチームに
お問い合わせください。そうすることで、一度は却下されたアプリが
承認されてApp Storeに公開される可能性もあります。また、これ
によりAppleがApp Reviewプロセスを改善し、ポリシーをより明
確に提示するために役立つことにもなります。

異議の申し立て：審査結果に同意できない場合は、異議の申し立て
を申請 （英語） してください。そうすることで、一度は却下されたアプ
リが承認されてApp Storeに公開される可能性があります。また、
ガイドライン自体の変更を提案 （英語） することもできます。これは、
AppleがApp Reviewプロセスを改善し、ポリシーのどのような点
を明確にする必要があるかを特定するのに役立ちまます。

バグ修正の提出：App Storeまたは代替アプリマーケットプレイス
ですでに配信されているアプリの場合、法的な問題または安全性の
問題に関連しない限り、ガイドライン違反を理由にバグ修正が遅れる
ことはありません。アプリが却下されたものの、このプロセスの対象

5.6.3 アプリの見つけやすさに関する不正行為
App Storeに参加するデベロッパには、誠実さと、ユーザーの信
頼の構築と維持に取り組むことが求められます。ランキング、検
索、レビュー、アプリの推薦など、App Storeにおけるユーザー体
験に関わる要素を不正に操作することは、ユーザーからの信頼を
損なうため、禁止されています。

5.6.4 アプリの品質
ユーザーは、App Storeにて最高品質の体験が得られることを
期待しています。コンテンツ、サービス、ユーザー体験の品質を高
いレベルで維持することは、ユーザーからの信頼を高めます。ネガ
ティブなユーザーレビュー、多数の返金リクエストなど、アプリに関
する懸念を伝える報告がユーザーから大量に届く場合は、ユーザ
ーの期待に応えられていないことを示しています。デベロッパがア
プリの品質の高さを維持できない場合は、「デベロッパ行動規範」
が遵守されているかどうかを判断する1つの要素となる可能性が
あります。

https://developer.apple.com/jp/distribute/app-review/
https://developer.apple.com/contact/app-store/?topic=expedite
https://developer.apple.com/contact/app-store/?topic=expedite
https://developer.apple.com/contact/app-store/?topic=expedite
https://developer.apple.com/contact/app-store/?topic=appeal
https://developer.apple.com/contact/app-store/?topic=appeal
https://developer.apple.com/contact/app-store/?topic=appeal
https://developer.apple.com/contact/app-store/?topic=guideline
https://developer.apple.com/contact/app-store/?topic=guideline


に該当する場合は、App Store Connect経由でApp Reviewチ
ームに直接連絡を取り、このプロセスの利用を希望する旨、および次
回の提出時にその問題に対処する予定である旨を知らせてくださ
い。

皆さまの新しいアイデアを楽しみにしています。

最終更新日：2025年4月30日
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Appleメディアサービス利⽤規約

本サービス規約は、お客様とAppleの間に締結される契約（以下「契約」といいます）です。本契約をよくお
読みください。
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I. サブスクリプション

J. コンテンツとサービスの提供状況

K. 他社製のデバイスおよび機器

L. サービスへの送信 

M. ファミリー共有 

N. シーズンパスおよびマルチパス 

O. App Storeの追加条項 

P. App Store、Apple Books、Apple Podcast、⼀部のコンテンツに関する追加条項

Q. Apple Musicの追加条項

R. Apple Fitness+の追加条項

S. キャリアメンバーシップ

T. すべてのサービスに適⽤されるその他の諸条件

A. 概要

本契約は、コンテンツ、アプリ（以下に定義します）、その他のアプリ内サービス（以下、総称して「コンテ

ンツ」といいます）を購⼊、取得、使⽤許諾、レンタル、またはサブスクリプション登録できるAppleのサー
ビス（以下「本サービス」といいます）（例：App Store、Apple Arcade、Apple Books、Apple Fitness+、
Apple Music、Apple News、Apple News+、Apple One、Apple Podcast、Apple Podcastのサブスクリプシ
ョン、Apple Sports、Apple TV、Apple TV+、Apple TVチャンネル、Game Center、iTunes、Shazam（利⽤
可能な場合））のお客様によるご利⽤について規定するものです。コンテンツは、Appleまたは第三者によるサ
ービスを通じて提供することができるものとします。本サービスは、お客様が居住する国または地域（以下

「本国」といいます）で利⽤できます。特定の国または地域で本サービスを利⽤するためにアカウントを作成

Legal Hardware Software Sales & Support Internet Services Intellectual Property More Resources

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/
https://www.apple.com/legal/
https://www.apple.com/legal/warranty/
https://www.apple.com/legal/sla/
https://www.apple.com/legal/sales-support/
https://www.apple.com/legal/internet-services/
https://www.apple.com/legal/intellectual-property/
https://www.apple.com/legal/more-resources/


することで、お客様はその国または地域をご⾃分の本国として指定することになります。本サービスの利⽤に

は、互換性のあるハードウェア、ソフトウェア（最新バージョンが推奨され、必須の場合もあります）、イン

ターネットアクセス（料⾦がかかる場合があります）が必要です。本サービスのパフォーマンスは、これらの

要素の影響を受けることがあります。

B. ⽀払い、税⾦、返⾦

本サービスのコンテンツは無料または有料で取得できます。いずれの場合も、コンテンツの取得のことを「取

引」といいます。個々の取引は、お客様とAppleとの間、および∕またはお客様と本サービスのコンテンツを
提供する事業体との間の電⼦契約です。ただし、Apple Distribution International Ltd.またはApple Services
Pte. Ltd.のお客様の場合、Apple Books、Apple Podcast、またはApp Storeでお客様が取得する⼀部のコンテ
ンツについては、プロダクトページおよび∕または関連する本サービスの取得プロセス中に表⽰される通り、

Apple Distribution International Ltd.またはApple Services Pte. Ltd.が最終販売責任を負う商業者になりま
す。その場合、お客様はApple Distribution International Ltd.またはApple Services Pte. Ltd.からコンテンツ
を取得することになり、そのコンテンツはコンテンツプロバイダ（例：アプリプロバイダ（以下に定義しま

す）、ブックの発⾏元など）がライセンスを付与します。初めて取引を⾏う際に、次回以降の取引でパスワー

ドを要求する頻度を選択するように求められます。該当するApple製ハードウェアでは、お客様がTouch IDに
よる取引を有効にすると、すべての取引を指紋で認証するよう求めます。また、Face IDによる取引を有効に
すると、すべての取引で顔認証が求められます。パスワードの設定は、

https://support.apple.com/HT204030に記載されている⼿順に従っていつでも管理でき
ます。 

Appleは、あらゆる有料の取引（適⽤される税⾦を含む）について、お客様が選択したお⽀払い⽅法に請求し
ます。お客様が選択したお⽀払い⽅法をAppleウォレットにも追加している場合、Appleは、Apple Payを使⽤
してAppleウォレットのその⽅法に請求することがあります。お客様は、⾃⾝のApple Accountに複数のお⽀
払い⽅法を関連付けることができ、Appleが取引のためにこれらのお⽀払い⽅法を保存してその⽅法に請求で
きることに同意するものとします。お客様の主要なお⽀払い⽅法は、アカウント設定のお⽀払いに関するペー

ジの⼀番上に表⽰されます。 

何らかの理由（有効期限切れや残⾼不⾜など）で主要なお⽀払い⽅法に請求できない場合、お客様は、Apple
がアカウント設定のお⽀払いに関するページに表⽰される、お客様のほかの有効なお⽀払い⽅法に、上から順

に請求を試みることを許可するものとします。Appleがお客様に請求できない場合、お客様は未収⾦全額につ
いて引き続き責任を負うものとし、Appleは再請求を試みる、または別のお⽀払い⽅法の提供を要求すること
ができます。コンテンツを予約注⽂した場合は、コンテンツがお客様に配信された時点で課⾦されます（ただ

し、お客様がコンテンツの配信前にキャンセルされた場合を除きます）。現地の法律に従い、Appleは、⽀払
いネットワークまたは⾦融機関からお客様のお⽀払い⽅法に関する⽀払い情報の提供があった場合、当該情報

を⾃動的に更新する場合があります。ストアクレジットやギフトカード∕コードに関する規約、ならびに資⾦

決済に関する法律および特定商取引に関する法律に基づく表⽰は、https://www.apple.com/legal/internet-
services/itunes/giftcards/jp/terms.htmlで確認できます。取引の請求⽅法について詳しくは、
https://support.apple.com/HT201359を参照してください。取引を取り消すことはできません。コンテンツ
の価格は随時変更される可能性があります。技術的な問題によりコンテンツの配信が妨げられた、または不当

に遅延した場合、お客様への排他的かつ唯⼀の救済は、Appleが決定するところにより、コンテンツの交換ま
たは⽀払われた⾦額の返⾦のいずれかとなります。詐欺、不正使⽤、違法⾏為またはその他の改ざん⾏為な

ど、Appleに反訴の権利を与える証拠を⾒つけた場合、Appleは随時、⽀払いを停⽌または取り消したり、返
⾦リクエストを拒否したりすることができます。 

C. アカウント 

本サービスの利⽤や取得したコンテンツへのアクセスには、Apple Accountが必要になる場合があります。
Apple Account（旧称：Apple ID）は、Appleのエコシステム全体で使⽤するアカウントです。Game Center
の使⽤には本契約が適⽤され、Game Centerのアカウントも必要です。お客様のアカウントは⼤切なものであ
り、アカウントの機密性およびセキュリティの維持についてはお客様の責任となります。Appleは、お客様の
アカウントの不正使⽤に起因するいかなる損失についても⼀切責任を負いません。アカウントが侵害された疑

いがある場合は、Appleにご連絡ください。

アカウントを作成し本サービスを利⽤するには、13歳以上（またはApple Accountの作成プロセスに明記され
ている、本国における同等の最低年齢）である必要があります。最低年齢に達していないユーザーのApple
Accountは、親権者または法定後⾒⼈が「ファミリー共有」を使⽤して作成するか、認可済み教育機関が発⾏
することができますが、特定のデバイスでは、当該Apple Accountからそのデバイス上の特定の本サービスに
アクセスできない場合があります。未成年者のアカウントを作成する親権者または法定後⾒⼈は、その未成年

者と⼀緒に本契約を確認し、両者が理解していることを確認する必要があります。 
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Apple Accountの故⼈アカウント管理連絡先については、https://support.apple.com/HT212360に記載されて
いる通りに追加、通知、または削除することができます。故⼈アカウント管理連絡先によるApple Accountへ
のアクセスは、https://support.apple.com/HT212361に記載されている通りに制限されています。 

D. プライバシー

本サービスのご利⽤には、Appleのプライバシーポリシー（https://www.apple.com/legal/privacy/jp）が適⽤
されます。

E. アクセシビリティ

本サービスに関連するアクセシビリティ機能およびその他のアクセシビリティ関連情報については、

https://www.apple.com/jp/accessibility/labelsを参照してください。

F. サービスとコンテンツの利⽤ルール

お客様による本サービスとコンテンツの利⽤は、このセクションに規定する規則（以下「利⽤ルール」といい

ます）に従う必要があります。こちらに記載されている以外の本サービスおよびコンテンツの利⽤は、本契約

の重⼤な違反となります。Appleは、本サービスとコンテンツの利⽤状況を監視し、お客様が本利⽤ルールに
従っていることを確認する場合があります。

すべてのサービス：

- 本サービスとコンテンツの利⽤は、個⼈利⽤および⾮商⽤利⽤のみに限られます（以下の「App Storeのコ
ンテンツ」セクションに規定されている場合や、Appleにより別途指定されている場合を除く）。

- Appleが本サービスまたはコンテンツを提供することで、当該サービスやコンテンツを商業または宣伝⽬的
で使⽤する権利がお客様に譲渡されることはありません。また、著作権者のいかなる権利の付与や放棄を意味

するものでもありません。

- 各デバイスで最⼤5つのApple Accountを使⽤してコンテンツを利⽤できます。

- いかなる本サービスについても、最⼤10台のデバイスで（コンピュータは5台まで）同じApple Accountを使
⽤して同時にサインインすることができます。ただし、コンテンツの同時ストリーミング再⽣やダウンロード

は、以下の「Apple Music」および「Apple TVのコンテンツ」セクションで定める通り、これより少ない台数
のデバイスに制限される場合があります。また、各コンピュータは同じApple Accountを使⽤して認証されて
いる必要があります（コンピュータの認証について詳しくは、https://support.apple.com/HT201251を参照し
てください）。デバイスに関連付けるApple Accountは、90⽇ごとに1回変更できます。

- （i）ボット、スクリプト、⾃動化プロセスの使⽤、または（ii）何らかの報酬やインセンティブの提供や受
け取りを含むいかなる⼿段によっても、再⽣回数、ダウンロード数、評価、またはレビューを操作することは

できません。

- コンテンツや本サービスのいかなる部分もスクレイピング、コピー、測定、分析、または監視を⾏うため
に、ソフトウェア、デバイス、⾃動プロセス、または類似もしくは同等の⼿動プロセスを使⽤することはでき

ま

せん。

- ダウンロードしたコンテンツの紛失、破壊、損傷の防⽌はお客様の責任となります。そのため、コンテンツ
は定期的にバックアップされることをお勧めします。

- 本サービスまたはコンテンツに組み込まれているセキュリティ機能を改ざんしたり、回避したりしてはなら
ないものとします。

- 本サービスのアクセスには、必ずAppleのソフトウェアを使⽤する必要があります。なお、当該ソフトウェ
アに変更を加えたり、変更を加えられたソフトウェアバージョンを使⽤したりすることはできません。

- ビデオコンテンツにはHDCP接続が必要です。

オーディオ∕ビデオコンテンツの販売とレンタル：

- デジタル著作権管理（DRM）フリーのコンテンツは、お客様が所有または管理している適切な数の、互換性
のあるデバイスで使⽤できます。DRMで保護されたコンテンツは、最⼤5台のコンピュータとそれらのコンピ
ュータと同期している任意の数のデバイスで使⽤できます。 
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- レンタルしたコンテンツは⼀度に1台のデバイスで視聴可能で、30⽇以内に再⽣し、再⽣開始から48時間以
内に視聴を終える必要があります（停⽌、⼀時停⽌、再開により視聴期間が延⻑されることはありません）。

- 購⼊した⾳楽のオーディオプレイリストは、視聴⽬的で7回までディスクに書き込むことができます（この
制限はDRMフリーのコンテンツには適⽤されません）。その他のコンテンツをディスクに書き込むことはでき
ません。

- 購⼊したコンテンツには通常、Appleからダウンロード、再ダウンロード、またはその他の⽅法で引き続き
アクセスできます。ごくまれに、お客様の購⼊後にコンテンツが本サービスから削除され、Appleからのダウ
ンロードやアクセスができなくなる場合があります（Appleが当該コンテンツを利⽤可能にするためにコンテ
ンツプロバイダから取得した権利を喪失した場合など）。コンテンツを引き続きお楽しみいただくために、購

⼊したすべてのコンテンツをお持ちのデバイスにダウンロードし、バックアップされることをお勧めします。

App Storeのコンテンツ：

- 「アプリ」には、Appleのプラットフォームおよび∕またはオペレーティングシステム向けのアプリおよび
App Clipが含まれ、これには当該アプリやApp Clip内で利⽤可能なアプリ内課⾦、拡張機能（キーボードな
ど）、ステッカー、サブスクリプションが含まれます。

- 営利団体、政府機関、または教育機関（以下「エンタープライズ」といいます）を代理して業務を⾏う個⼈
は、（i）エンタープライズが所有もしくは管理する1台もしくは複数のデバイスで特定の個⼈が使⽤するため、
または（ii）エンタープライズが所有もしくは管理する1台の共有デバイスで複数の個⼈が使⽤するために、
Arcade以外のアプリをダウンロードして同期することができます。明確にするために記すと、複数のユーザー
が連続して、または集団で使⽤するデバイスには個別のライセンスが必要です。

Apple Music：

- Apple Musicの個⼈メンバーシップでは、⼀度に1台のデバイスでストリーミング再⽣できます。Apple
Musicのファミリーメンバーシップでは、お客様またはお客様のご家族が同時に最⼤6台のデバイスでストリ
ーミング再⽣できます。

Apple Arcade：

- Apple Arcadeのアプリは、有効なApple Arcadeのトライアルまたはサブスクリプションでのみ、ダウンロ
ードまたは再ダウンロードすることができます。

- サブスクリプションが終了すると、Apple Arcadeでダウンロードしたアプリにはアクセスできなくなりま
す。

Apple TVのコンテンツ：

- ほとんどのチャンネルでは、同時に最⼤3台のデバイスでビデオコンテンツをストリーミング再⽣できま
す。 

- Apple TVのコンテンツの利⽤ルールについて詳しくは、https://support.apple.com/HT210074を参照してく
ださい。 

G. サービスの終了および停⽌

お客様に本契約の条項の不遵守があるかAppleが不遵守を疑う場合、Appleは、お客様に通知することなく、
（i）本契約および∕またはお客様のApple Accountを解除することができ、お客様は、解除⽇までに（解除⽇
を含む）お客様のApple Accountにおいて⽀払い期限が到来している全額を⽀払う責任を負い続けるものと
し、ならびに∕または（ii）ソフトウェアのライセンスを失効させることができ、ならびに∕または（iii）お客
様による本サービスへのアクセスを排除できるものとします。

Appleは、本サービス（またはその⼀部やコンテンツ）を、お客様へ通知して、または通知することなく、い
つでも改変、停⽌、廃⽌する権利を留保し、そうした権利を⾏使する場合、Appleはお客様またはいかなる
第三者に対しても責任を負いません。

H. ダウンロード 

ダウンロードできるコンテンツの量を制限される場合があります。また、ダウンロードするコンテンツによっ

ては、ダウンロード後または初回再⽣後に⼀定期間経過すると、有効期限切れとなる場合があります。コンテ

ンツによっては、⼀切ダウンロードできないこともあります。

https://support.apple.com/HT210074


同じApple Accountを使⽤してサインインしているデバイス（以下「関連デバイス」といいます）に、以前に
取得したコンテンツを再ダウンロード（以下「再ダウンロード」といいます）できる場合があります。お客様

の本国で再ダウンロードが可能なコンテンツの種類については、https://support.apple.com/HT204632を参
照してください。本サービスでのコンテンツの提供を終了した場合、そのコンテンツは再ダウンロードできな

いことがあります。

また、コンテンツはいつでも本サービスから削除される可能性があり（Appleが当該コンテンツを利⽤可能に
するためにコンテンツプロバイダから取得した権利を喪失した場合など）、削除後はAppleからダウンロード、
再ダウンロード、またはその他の⽅法でアクセスすることができなくなります。そのため、コンテンツは定期

的にバックアップされることをお勧めします。

I. サブスクリプション

本サービスおよび特定のアプリでは、サブスクリプションベースでコンテンツや本サービスへのアクセスを購

⼊できる場合があります（以下「有料サブスクリプション」といいます）。有料サブスクリプションは、アカ

ウント設定の「サブスクリプションの管理」セクションで解約しない限り、⾃動的に更新されます。サブスク

リプションの解約について詳しくは、https://support.apple.com/HT202039を参照してください。有料サブ
スクリプションの価格が上がった場合はお客様に通知され、必要な場合には、継続に際してお客様の同意が必

要となります。最新の有料サブスクリプション期間が始まる24時間前までに請求が⾏われます。何らかの理由
（有効期限切れや残⾼不⾜など）でお客様のお⽀払い⽅法に請求できず、お客様が有料サブスクリプションを

解約していない場合、お客様は未収⾦全額について引き続き責任を負うものとし、Appleは⽀払い⽅法の情報
が更新された際に、そのお⽀払い⽅法に基づいて再請求を試みます。これにより、お客様の次回の有料サブス

クリプション期間の開始⽇が変わり、各期間の請求⽇が変更される場合がありますが、これはお客様の領収書

に表⽰されます。Appleは、サブスクリプションを更新するための料⾦について、お客様のお⽀払い⽅法で請
求を完了できない場合、お客様の有料サブスクリプションを解約する権利を留保します。⼀部の有料サブスク

リプションでは、お⽀払い⽅法に請求する前に、無料トライアルが提供される場合があります。お⽀払い⽅法

への請求が始まる前に有料サブスクリプションの登録を解除する場合は、無料トライアルが終了する少なくと

も24時間前までにサブスクリプションを解約してください。 

Appleがコンテンツプロバイダとして提供する有料サブスクリプション（以下「Appleの有料サブスクリプシ
ョン」といいます）の無料トライアルを開始し、その期間が終了する前に解約した場合、無料トライアルを再

開することはできません。

Appleの有料サブスクリプション（iCloud以外）の無料トライアルまたは無料オファーは、Apple Oneの無料
トライアルや特典とは併⽤できません。Appleの有料サブスクリプションの無料トライアルまたは無料オファ
ー期間中に、Apple Oneのサブスクリプションに登録する場合、お客様の無料トライアルまたは無料オファー
が⼀時停⽌することはありません。これは、お客様がApple OneのサブスクリプションでAppleの当該有料サ
ブスクリプションにアクセスできる場合でも同様です。お客様は、Apple Oneの有料サブスクリプションへの
登録中に無料トライアルまたは無料オファーの有効期限が切れる場合があることを認めるものとし、Apple
は、有効期限が切れた無料トライアルまたは無料オファーのいかなる部分についても、お客様に回復、払い戻

し、その他の補償を⾏う義務を負わないものとします。

本サービスまたはコンテンツの有料サブスクリプション期間が終了した時点で、お客様は、有料サブスクリプ

ションを必要とする当該本サービスの機能やコンテンツにアクセスできなくなります。

J. コンテンツとサービスの提供状況

お客様の本国で利⽤できない本サービス、コンテンツの種類、機能または機能性に関する本契約の規約は、そ

れらがお客様にとって利⽤可能にならない限り、またお客様に提供されるまで、お客様には適⽤されません。

お客様の本国で利⽤できるコンテンツの種類を確認するには、当該本サービスを開くか、

https://support.apple.com/HT204411を参照してください。お客様の本国では利⽤可能な本サービスやコンテ
ンツでも、本国外に移動した際には利⽤できないものがあります。

K. 他社製のデバイスおよび機器

Appleブランド以外のデバイスで本サービスにアクセスする場合、⼀部の機能を使⽤できない場合がありま
す。また、⼀部の本サービスでは、特定の状況で、および∕または特定の操作のために他社製の機器を使⽤す

ることを要求、指⽰、または推奨する場合がありますが、そのような使⽤は当該機器の利⽤規約の対象とな

り、該当する製造業者の指⽰に従って⾏われるものとします。本サービスを利⽤することにより、お客様は、

AppleがAppleのソフトウェアに対するマイナーアップデートを他社製の機器に随時⾃動的にダウンロードお
よびインストールする場合があることに同意するものとします。

L. サービスへの送信

https://support.apple.com/HT204632
https://support.apple.com/HT202039
https://support.apple.com/HT204411


本サービスでは、お客様がコメント、評価およびレビュー、写真、ビデオ、Podcast（関連するメタデータや
アートワークを含む）などのマテリアルを送信または投稿することができます。お客様の当該機能の使⽤につ

いては、以下の「投稿ガイドライン」（随時更新される可能性があります）を遵守するものとします。なお、

「投稿ガイドライン」に違反するマテリアルを発⾒した場合、Appleはそのマテリアルを削除します。「投稿ガ
イドライン」を遵守していないマテリアル（攻撃的、侮辱的、または違法なコンテンツを含む）をお客様が発

⾒した場合は、reportaproblem.apple.comから、またはAppleサポートに連絡することにより、Appleまでお
知らせください。法律により禁じられていない限り、お客様は、本契約をもって、投稿したマテリアルを本サ

ービスならびに関連するマーケティング内、およびAppleの社内で使⽤するための全世界的、ロイヤルティフ
リー、永続的、⾮独占的なライセンスをAppleに付与するものとします。Appleは、⾃動コンテンツフィルタ
および∕または⼈間による審査の活⽤を含め、投稿されたマテリアルを監視し、削除または編集する場合があ

ります。 

投稿ガイドライン：本サービスを以下の⽬的で利⽤することはできません。

- （i）お客様が使⽤を許諾されていない、もしくは使⽤する権利やライセンスを有していないマテリアル、ま
たは（ii）第三者の権利を侵害するマテリアルの投稿

- 不適切、攻撃的、⾮合法、欺瞞的、不正確、または有害なコンテンツの投稿

- 第三者に帰属する個⼈情報、私的情報または秘密情報の投稿

- 未成年者に対する個⼈情報提供の依頼

- 別の⼈物または団体になりすましたり、それらと関係があると詐称したりすること

- スパム（未承諾または不正な広告、宣伝資料、情報告知を含むがこれらに限定されない）の投稿または送信

- 何らかの報酬やインセンティブと引き換えに⾏う、評価またはレビューの投稿、変更、または削除 

- 不誠実、侮辱的、有害な評価またはレビューや、誤解を招く、悪意による、またはレビュー対象のコンテン
ツとは無関係の評価またはレビューの投稿

- 違法⾏為、詐欺⾏為、扇動⾏為の計画または関与

M. ファミリー共有

ファミリーオーガナイザー（以下「管理者」といいます）は、18歳（または本国における同等の成⼈年齢）以
上で、13歳（または登録プロセスに明記されている、本国における同等の最低年齢）未満のファミリーメンバ
ーの親権者または法定後⾒⼈である必要があります。ファミリー共有の全機能をご利⽤いただくには、Apple
製デバイスが必要です。ファミリー共有では、対象となるサブスクリプションを最⼤6⼈の家族と共有できま
す。ファミリー共有について詳しくは、https://support.apple.com/HT201060を参照してください。

購⼊アイテムの共有：ファミリー共有の「購⼊アイテムの共有」機能では、対象となるコンテンツを最⼤6⼈
の家族と共有できます。管理者は家族をグループに招待し、ファミリーメンバーが⾏ったすべての取引の⽀払

いを⾏うことに同意します。ファミリーメンバーが⾏った取引の⽀払いは、管理者の有効なお⽀払い⽅法に請

求されます。ただし、ファミリーメンバーのアカウントにストアクレジットがある場合は、まずストアクレジ

ット残⾼が使われます。管理者の有効なお⽀払い⽅法が使⽤される場合、ファミリーメンバーが管理者の代理

⼈として⾏っているものとします。本契約をもって、管理者は（1）当該取引の料⾦を⽀払うこと、（2）家族
が⾏った取引は承認されたものであること、および（3）取引の⽀払いは、上述のセクションBに記載された
⽅法に従って有効なお⽀払い⽅法に請求されることに同意するものとします。管理者はお⽀払い⽅法に関する

契約を遵守する責任を負い、対象となるお⽀払い⽅法へのアクセスをファミリーメンバーと共有することに関

連するすべてのリスクを負うものとします。家族が⾏った取引の領収書または請求書は、その取引を⾏ったフ

ァミリーメンバーに送られます。また、管理者のお⽀払い⽅法に請求される場合は管理者にも送られます。 

承認と購⼊のリクエスト：「承認と購⼊のリクエスト」は、18歳（または本国における同等の成⼈年齢）未満
のファミリーメンバーが⾏った取引を管理者が承認するための機能です。ファミリーメンバーが共有するコン

テンツやコンテンツコードで取得するコンテンツは通常、「承認と購⼊のリクエスト」の対象とはなりません

が、サブスクリプションへのアクセスを容易にするコンテンツコードは「承認と購⼊のリクエスト」の対象と

なります。管理者は、「承認と購⼊のリクエスト」を使⽤するファミリーメンバーの親権者または法定後⾒⼈

である必要があります。「承認と購⼊のリクエスト」は13歳（または本国における同等の最低年齢）未満のフ
ァミリーメンバーに対してデフォルトで有効になり、親権者または法定後⾒⼈が無効にするまで有効のままと

なります。当該ファミリーメンバーが18歳（または本国における同等の成⼈年齢）になり「承認と購⼊のリク
エスト」をオフにした場合、それ以降オンにすることはできません。「承認と購⼊のリクエスト」を使⽤する

ために、「購⼊アイテムの共有」を有効にする必要はありません。

http://reportaproblem.apple.com/
https://support.apple.com/HT201060


ファミリーメンバーの変更：ファミリーメンバーがグループから抜けたり、ファミリーから登録解除されたり

した場合、家族は当該メンバーのコンテンツにアクセスできなくなります。これには、当該メンバーが管理者

のお⽀払い⽅法で取得したコンテンツも含まれます。

ファミリー共有のルール：メンバーとして所属できるファミリーは⼀度に1つだけで、年に2回まで別のファミ
リー共有グループへの登録∕切り替えができます。ファミリーに関連付けるApple Accountは、90⽇ごとに1
回変更できます。すべてのファミリーメンバーは本国が同じである必要があります。「購⼊アイテムの共有」で

共有できないコンテンツもあります。アプリ内課⾦、サブスクリプション、以前に取得したアプリの⼀部がこ

れに該当する場合があります。Apple TV+、Apple TVチャンネル、Apple Oneファミリープラン、Apple One
プレミアプラン、Apple Musicのファミリープラン、Apple Arcade、Apple News+、およびApple Fitness+の
サブスクリプションは、⾃動的にファミリー共有の対象となります。ファミリーで共有するサブスクリプショ

ンは、サブスクリプションベースでコンテンツの使⽤制限の対象となる場合があります。

N. シーズンパスおよびマルチパス

パスを利⽤すると、テレビ番組のコンテンツが視聴可能になった時点で、当該コンテンツを購⼊し取得できま

す。シーズンパスは、シーズンあたりのエピソード数が限られているテレビ番組のコンテンツに適⽤されま

す。マルチパスは、継続的に視聴できるテレビ番組のコンテンツに適⽤されます。シーズンパスやマルチパス

の価格は、取引時に全額が請求されます。シーズンパスまたはマルチパスのコンテンツは、最後のエピソード

が視聴可能になった⽇から最⼤90⽇間ダウンロードできます。コンテンツプロバイダがAppleに提供したテレ
ビ番組のエピソード数がシーズンパスの購⼊時に予定されていた数より少ない場合、Appleは、不⾜分のエピ
ソード数の⼩売価格に相当する⾦額について、お客様のApple Accountにクレジットを付与します。

O. App Storeの追加条項（Apple Arcadeのアプリを除く）

App Storeのコンテンツのライセンス 

アプリのライセンスは、Appleまたは第三者のデベロッパ（以下「アプリプロバイダ」といいます）が提供し
ます。Appleはアプリプロバイダの代理⼈としてApp Storeを運営しますが、お客様とアプリプロバイダとの間
の売買契約またはユーザー契約の当事者ではありません。ただし、Apple Distribution International Ltd.また
はApple Services Pte. Ltd.のお客様の場合、最終販売責任を負う商業者はApple Distribution International
Ltd.またはApple Services Pte. Ltd.になります。つまり、状況に応じて、お客様はApple Distribution
International Ltd.またはApple Services Pte. Ltd.からアプリのライセンスを取得しますが、アプリのライセン
スを付与するのはアプリプロバイダです。Appleによりライセンスが付与されているアプリは「Apple製アプ
リ」、アプリプロバイダによりライセンスが付与されているアプリは「他社製アプリ」です。オーバーライド

するカスタムエンドユーザー使⽤許諾契約（以下「カスタムエンドユーザー使⽤許諾契約」といいます）が

Appleまたはアプリプロバイダにより提供されない限り、お客様が取得するすべてのアプリは、以下に定める
ライセンスアプリケーションのエンドユーザー使⽤許諾契約（以下「標準エンドユーザー使⽤許諾契約」とい

います）に準拠します。他社製アプリのアプリプロバイダは、現地の法律に従って、当該アプリのコンテン

ツ、保証、および当該アプリに関連した請求について単独で責任を負うものとします。お客様は、Appleが各
他社製アプリに適⽤される標準エンドユーザー使⽤許諾契約またはカスタムエンドユーザー使⽤許諾契約の第

三者受益者であり、したがって、当該契約を執⾏できることを認め、これに同意するものとします。ステッカ

ーやiMessageアプリなど、⼀部のアプリはデバイスのスプリングボードに表⽰されないことがありますが、
メッセージアプリのドロワーからアクセスし、利⽤することができます。

アプリ内課⾦

アプリは、アプリ内で使⽤するためのコンテンツ、サービス、機能を提供する場合があります（以下「アプリ

内課⾦」といいます）。アプリの使⽤中に消費されるアプリ内課⾦（仮想コインなど）はデバイス間で転送で

きません。また、ダウンロードできるのは1回だけです。アプリ内課⾦を⾏う前に、ほかのコンテンツを取得
するための認証とは別に、パスワードを⼊⼒するか、Touch IDまたはFace IDを使⽤して、アカウントを認証
する必要があります。購⼊のたびにパスワードを要求するように設定していない限り、あるいはTouch IDまた
はFace IDを有効にしていない限り、15分以内であれば再認証なしでアプリ内課⾦を⾏うことができます。ア
プリ内課⾦の機能を無効にする⼿順については、https://support.apple.com/HT201304を参照してくださ
い。

アプリのメンテナンスおよびサポート

Appleは、Apple製アプリに限り、適⽤法に基づき要求されるメンテナンスおよびサポートを提供する責任を
負います。アプリプロバイダは、他社製アプリのメンテナンスおよびサポートを提供する責任を負います。

アプリバンドル

https://support.apple.com/HT201304


複数のアプリがセットとして販売されることがあります（以下「アプリバンドル」といいます）。アプリバン

ドルの表⽰価格は、アプリバンドルの購⼊時に請求される価格です。お客様がすでに購⼊または取得したアプ

リに応じてアプリバンドルの価格が割引きされる場合がありますが、その場合もアプリバンドルの購⼊を完了

するのに必要な最低料⾦は含まれることがあります。

検索結果およびランキング

検索結果におけるアプリの表⽰順序を決定する際に考慮される主なパラメータは、アプリプロバイダが提供す

るメタデータ、お客様がアプリやApp Storeをどのように利⽤しているか、およびApp Storeでのアプリの⼈気
度です。これらの主なパラメータにより、お客様の検索クエリに最も関連性の⾼い結果が返されます。

ライセンスアプリケーションのエンドユーザー使⽤許諾契約

App Storeで取得できるアプリは、お客様に対して使⽤を許諾するものであり、販売するものではありませ
ん。各アプリに対するお客様のライセンスは、本ライセンスアプリケーションのエンドユーザー使⽤許諾契約

（以下「標準エンドユーザー使⽤許諾契約」といいます）またはお客様とアプリプロバイダの間のカスタムエ

ンドユーザー使⽤許諾契約（以下「カスタムエンドユーザー使⽤許諾契約」といいます）が提供された場合、

そのいずれかに事前に同意することが条件とされます。本標準エンドユーザー使⽤許諾契約またはカスタムエ

ンドユーザー使⽤許諾契約に基づく、Apple製アプリに関するお客様のライセンスはAppleにより付与されま
す。本標準エンドユーザー使⽤許諾契約またはカスタムエンドユーザー使⽤許諾契約に基づく、他社製アプリ

に関するお客様のライセンスは当該アプリプロバイダにより付与されます。本標準エンドユーザー使⽤許諾契

約の対象となるアプリを、本契約では「ライセンスアプリケーション」と呼びます。当該アプリプロバイダま

たはApple（以下「ライセンサー」といいます）は、該当する場合、本標準エンドユーザー使⽤許諾契約に基
づいてお客様に明⽰的に付与されていないライセンスアプリケーションに関するすべての権利を留保します。

a. ライセンスの範囲。ライセンサーは、お客様が所有または管理し、利⽤ルールで認められたあらゆるApple
ブランドの製品でライセンスアプリケーションを使⽤するための譲渡不能のライセンスをお客様に付与しま

す。本標準エンドユーザー使⽤許諾契約の条件は、ライセンスアプリケーションからアクセス可能な、または

ライセンスアプリケーション内で購⼊できるコンテンツ、マテリアル、またはサービス、ならびに元のライセ

ンスアプリケーションを取り替えまたは補⾜するライセンサーが提供するアップグレードに適⽤されます。た

だし、当該アップグレードにカスタムエンドユーザー使⽤許諾契約が付随する場合を除きます。利⽤ルールに

定める場合を除き、お客様は、ライセンスアプリケーションを頒布することや、ネットワーク上で複数のデバ

イスが同時にライセンスアプリケーションを使⽤できるようにすることはできません。本契約により明⽰的に

認められる場合を除き、ライセンスアプリケーションの譲渡、再頒布、またはサブライセンスを⾏うことはで

きません。お客様がApple製デバイスを第三者に売却する場合、売却前にApple製デバイスからライセンスア
プリケーションを削除しなければなりません。お客様は、ライセンスアプリケーションやアップデートの全部

または⼀部に対し、複製（本ライセンスや利⽤ルールで認められる場合を除きます）、リバースエンジニアリ

ング、逆アセンブル、ソースコード導出の試⾏、修正または⼆次的著作物の創作を⾏うことはできないものと

します（ただし、上述の制限が適⽤法により禁⽌される場合、またはライセンスアプリケーションに含まれる

可能性があるオープンソースコンポーネントの使⽤に適⽤されるライセンス条件により許可される場合を除き

ます）。

b. データ使⽤に対する同意。お客様は、ライセンサーが技術データおよび関連情報（お客様のデバイス、シス
テムおよびアプリケーションソフトウェア、周辺機器に関する技術情報が含まれますが、これらに限定されま

せん）を収集して使⽤する場合があることに同意するものとします。なお、これらの情報は、（必要な場合）

ライセンスアプリケーションに関連するソフトウェアアップデート、製品サポートおよびその他サービスをお

客様へ円滑に提供するため定期的に収集されるものです。ライセンサーは、お客様を個⼈的に特定しない形式

である限り、製品の改善またはお客様へのサービスや技術の提供のために、当該情報を使⽤することができる

ものとします。

c. 解除。本標準エンドユーザー使⽤許諾契約は、お客様またはライセンサーが解除するまで有効です。本標準
エンドユーザー使⽤許諾契約に基づくお客様の権利は、お客様が本規約のいずれかの条項を遵守しなかった場

合、⾃動的に終了します。

d. 外部サービス。ライセンスアプリケーションを使⽤することで、ライセンサーまたは第三者のサービスやウ
ェブサイト（以下、総称してまたは個別に「外部サービス」といいます）を利⽤できる場合があります。お客

様は、ご⾃⾝の責任において外部サービスを利⽤することに同意するものとします。ライセンサーは、第三者

の外部サービスの内容やその正確性を調査または評価する責任を負わず、当該外部サービスについて、⼀切責

任を負わないものとします。ライセンスアプリケーションまたは外部サービスに表⽰されるデータ（⾦融情

報、医療情報、位置情報が含まれますが、これらに限定されません）は、⼀般的な情報提供のみを⽬的として

おり、ライセンサーまたはその代理⼈が保証するものではありません。お客様は、本標準エンドユーザー使⽤

許諾契約の条項と⽭盾する⽅法、またはライセンサーもしくは第三者の知的財産権を侵害する⽅法で外部サー



ビスを利⽤してはならないものとします。お客様は、いずれかの個⼈または事業体に対しても、外部サービス

を利⽤して嫌がらせ、虐待、ストーカー⾏為、脅迫、または中傷を⾏わないことに同意し、ライセンサーは当

該利⽤について、⼀切責任を負わないものとします。⼀部の⾔語またはお客様の本国によっては外部サービス

が利⽤できない場合があります。地域によっては、外部サービスの利⽤が適切でないまたは利⽤可能でない場

合があります。当該外部サービスの利⽤を選択する限りにおいて、適⽤法の遵守については、お客様が単独で

責任を負うものとします。ライセンサーは、外部サービスについて、通知なしに、または責任を負うことなく

いつでも変更、⼀時停⽌、削除、無効化する、またはアクセス制限を⾏う権利を留保します。

e. 保証の否認。お客様は、ライセンスアプリケーションの使⽤について、お客様が単独で危険を負担すること
を明⽰的に了承し、同意するものとします。適⽤法により許容される最⼤限の範囲において、ライセンスアプ

リケーション、およびライセンスアプリケーションにより実⾏または提供されるサービスは、すべての瑕疵を

問わずかつ⼀切の保証を伴わない「現状有姿」および「提供可能な限度」で提供され、ライセンサーは、本契

約をもって、ライセンスアプリケーションおよびサービスに関するすべての明⽰、黙⽰または法令上の保証お

よび条件を明確に否認します。当該保証および条件には、商品性、品質適合性、特定⽬的適合性、正確性、平

穏享有権および第三者の権利⾮侵害の黙⽰の保証および∕または条件が含まれますが、これらに限定されませ

ん。ライセンサーまたはその正式な権限を付与された代表者の⼝頭または書⾯による情報または助⾔の⼀切

は、新たな保証を⽣じさせるものではありません。ライセンスアプリケーションまたはサービスに瑕疵がある

と判明した場合、必要なすべてのサービス、修理または修正に要する⼀切の費⽤はお客様が負担するものとし

ます。黙⽰の保証の免責または適⽤のある消費者法令上の権利の制限を法的に認めない地域において、上述の

免責および制限は、お客様に適⽤されない場合があります。

f. 責任の制限。法律により禁じられていない限り、いかなる場合においても、ライセンサーは、ライセンスア
プリケーションのお客様による使⽤または使⽤不能に起因または関連する、逸失利益、データの破損や喪失、

データの送受信の失敗（コースの指⽰、割当およびマテリアルを含みますが、これらに限られません）、業務

中断、またはその他の商業的損害もしくは損失を含むがこれらに限定されない、いかなる⼈⾝傷害または付随

的損害、特別損害、間接損害もしくは結果的損害についても、その発⽣原因を問わず、責任の法理（契約、不

法⾏為等）にかかわらず、またライセンサーが当該損害の可能性について報告を受けていたとしても、⼀切責

任を負わないものとします。⼈体障害、付随的または間接損害に対する免責または責任の制限を法的に認めな

い地域において、本制限は、お客様に適⽤されない場合があります。いかなる場合も（⼈体障害を含む場合に

適⽤法が求める場合を除いて）、すべての損害に関するお客様に対するライセンサーの賠償責任総額は、250
⽶ドルを上限とします。これらの救済が本質的⽬的を達成できない場合でも、前述の制限が適⽤になります。

本標準エンドユーザー使⽤許諾契約のその他の規定にかかわらず、⽇本の消費者契約法の適⽤がある場合、ラ

イセンサーの債務不履⾏または不法⾏為により⽣じた損害を賠償するライセンサーの責任を制限する規定は、

Appleの故意または重過失により⽣じた損害には適⽤しないものとします。

g. お客様は、アメリカ合衆国の法律およびライセンスアプリケーションが取得された法域の法律が認めている
場合を除き、ライセンスアプリケーションを使⽤または輸出もしくは再輸出することはできません。特に、た

だしこれに限定することなく、ライセンスアプリケーションを、次のいずれの者に対しても、輸出または再輸

出を⾏うことはできません：（a）アメリカ合衆国の通商禁⽌国、（b）アメリカ合衆国財務省の特別指定国リス
ト（Specially Designated Nationals List）またはアメリカ合衆国商務省の拒否⼈名リスト（Denied Persons
List or Entity List）上の⼀切の者。ライセンスアプリケーションを使⽤することにより、お客様は、上述の国
家に住居を定めていないこと、または上述のリストに該当するものではないことを表明および保証するものと

します。また、お客様は、お客様がアメリカ合衆国の法律で禁⽌されている⽬的でこれらの製品を使⽤しない

ことに同意するものとします。当該⽬的には核兵器、ミサイル兵器、化学兵器、または⽣物兵器の開発、設

計、製造、または⽣産が含まれますが、これらに限定されません。

h. エンドユーザーが合衆国政府である場合。ライセンスアプリケーションおよび関連⽂書は、
48 C.F.R. §12.212または48 C.F.R. §227.7202で使⽤されている「商⽤コンピュータソフトウェア
（Commercial Computer Software）」および「商⽤コンピュータソフトウェア⽂書（Commercial Computer
Software Documentation）」から構成される、48 C.F.R. §2.101で定義されている「商⽤品⽬（Commercial
Items）」です。場合に応じて、48 C.F.R. §12.212または48 C.F.R. §227.7202-1から227.7202-4に従い、商⽤
コンピュータソフトウェアおよび商⽤コンピュータソフトウェア⽂書は、アメリカ合衆国政府のエンドユーザ

ーに対して、（a）商⽤品⽬としてのみ、かつ（b）本契約の条件に従ってその他のエンドユーザーすべてに付
与される権利のみを伴って、使⽤許諾されるものです。⾮公開の権利は、アメリカ合衆国の著作権法に基づき

留保されています。

i. 次段で明⽰的に定められる場合を除き、本契約およびお客様とAppleとの関係は、抵触法の規定を除き、カ
リフォルニア州の法律に準拠するものとします。お客様およびAppleは、本契約に起因する紛争または請求を
解決するにあたり、カリフォルニア州サンタクララ郡にある裁判所の対⼈管轄権および専属管轄権に従うこと

に同意するものとします。（a）お客様がアメリカ合衆国⺠でない場合、（b）お客様がアメリカ合衆国内に居住
していない場合、（c）お客様がアメリカ合衆国から本サービスにアクセスしていない場合、および（d）お客



様が後述の諸国のいずれかの国⺠である場合には、お客様は、本契約に起因する紛争または請求が、抵触法の

規定を除き、後述の適⽤法に準拠するものであることに同意し、また、お客様は、その法律が適⽤される後述

の州、⾏政区分、または国にある裁判所の⾮専属的管轄権に取り消し不能の形で服するものとします。

お客様の国籍が、欧州連合加盟国または英国、スイス、ノルウェー、もしくはアイスランドの場合、お客様の

通常居住場所の法律および裁判所が準拠法および法廷地となります。

国際物品売買契約に関する国連条約として知られている法律の本契約への適⽤は、明⽰的に排除され

ます。

P. App Store、Apple Books、Apple Podcast、⼀部のコンテンツに関する追加条項

App Store、Apple Books、およびApple Podcast（Apple Podcastのサブスクリプションを含む）において提
供される⼀部のコンテンツは、Appleではなく、当該コンテンツの第三者プロバイダ（プロダクトページおよ
び∕または当該コンテンツの取得プロセス中に表⽰されます）からお客様により取得されるものです。この場

合、Appleはコンテンツプロバイダの代理⼈としてお客様にコンテンツを提供するため、Appleはお客様と当
該コンテンツプロバイダとの間の取引の当事者ではありません。ただし、Apple Distribution International
Ltd.またはApple Services Pte. Ltd.のお客様の場合、取得するコンテンツの最終販売責任を負う商業者は
Apple Distribution International Ltd.またはApple Services Pte. Ltd.ですが、当該コンテンツのライセンスを
提供するのはコンテンツプロバイダです。コンテンツプロバイダは、当該コンテンツに関連する利⽤規約を執

⾏する権利を留保します。コンテンツプロバイダは、当該コンテンツ、保証（その保証の否認ができない限り

において）、および当該コンテンツに関連した、お客様またはその他の当事者によるいかなる請求について

も、単独で責任を負うものとします。

App Store、Apple Books、およびApple Podcastで検索結果の表⽰順序を決定する際に考慮される主なパラメ
ータは、コンテンツプロバイダが提供するメタデータと、お客様がコンテンツにどのように利⽤しているかで

す。

Q. Apple Musicの追加条項

iCloudミュージックライブラリは、お客様がApple Music、iTunes Store、またはその他のソースから取得し
た、⼀致するまたはアップロードした曲、プレイリスト、ミュージックビデオ（以下「iCloudミュージックラ
イブラリのコンテンツ」といいます）に、お客様のApple Music対応デバイスからアクセスできるようにする
Apple Musicの機能です。Apple Musicのメンバーシップを設定すると、iCloudミュージックライブラリが⾃動
的に有効になります。iCloudミュージックライブラリは、iCloudミュージックライブラリのコンテンツに関す
るお客様の情報を収集します。この情報はお客様のApple Accountに関連付けられ、Apple Musicで現在利⽤
可能なiCloudミュージックライブラリのコンテンツと⽐較されます。⼀致しないiCloudミュージックライブラ
リのコンテンツは、AppleのiCloud Musicサーバに（Appleが指定する形式で）アップロードされます。最⼤
10万曲をアップロードできます。iTunes Storeから購⼊した曲に、この上限は適⽤されません。特定の条件に
⼀致しない曲（容量が⼤きすぎるファイルなど）やお使いのデバイスで認証されていない曲は、iCloudミュー
ジックライブラリにアップロードできません。お客様がiCloudミュージックライブラリを使⽤する際、Apple
はお客様が再⽣、停⽌、スキップした曲、お使いのデバイス、再⽣時刻や再⽣時間などの情報を記録します。

お客様は、iCloudミュージックライブラリを合法的に取得したコンテンツに対してのみ使⽤することに同意す
るものとします。iCloudミュージックライブラリは「現状有姿」で提供され、エラーや不正確な情報が含まれ
ている可能性があります。お客様は、iCloudミュージックライブラリを使⽤する前に、お客様のデータと情報
をバックアップするものとします。Apple Musicのメンバーではない場合、iCloudミュージックライブラリを
使⽤する、iTunes Matchのサブスクリプションを購⼊できます。Apple Musicのメンバーシップが終了する
と、iCloudミュージックライブラリ（当該ライブラリのサーバにアップロードされたiCloudミュージックライ
ブラリのコンテンツを含む）にアクセスできなくなります。

R. Apple Fitness+の追加条項

Apple Fitness+は、娯楽や情報提供のみを⽬的としており、医学的なアドバイスを提供するものではありませ
ん。 

S. キャリアメンバーシップ

利⽤可能な場合、お客様はご利⽤中の通信事業者から本サービスのメンバーシップ（以下「キャリアメンバー

シップ」といいます）を購⼊するよう提案されることがあります。お客様がキャリアメンバーシップを購⼊さ

れた場合、ご利⽤中の通信事業者が最終販売責任を負う商業者です。つまり、お客様は当該通信事業者から本

サービスのライセンスを取得し、当該通信事業者はお客様に本サービスのメンバーシップ料⾦を請求します

が、本サービスのライセンスを付与し、本サービスを提供するのはAppleです。お客様と通信事業者との購⼊
関係は、本契約ではなく、当該通信事業者の規約に準拠し、キャリアメンバーシップの請求に関する異議は、



Appleではなく、当該通信事業者に直接申し⽴てるものとします。お客様は、キャリアメンバーシップを通じ
て本サービスを利⽤することにより、当該通信事業者がお客様の通信事業者のアカウント情報、電話番号、サ

ブスクリプション情報をAppleに提供する場合があること、およびAppleが当該情報を使⽤してキャリアメン
バーシップのステータスを確認する場合があることに同意するものとします。

T. すべてのサービスに適⽤されるその他の諸条件

Appleの定義

お客様の本国に応じて、「Apple」とは以下のいずれかを意味します。

アメリカ合衆国（プエルトリコを含む）のユーザーの場合：Apple Inc.（所在地：One Apple Park Way,
Cupertino, California）

カナダのユーザーの場合：Apple Canada Inc.（所在地：120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J
0A8, Canada）

メキシコ、中南⽶、カリブ諸国もしくは領⼟内（プエルトリコを除く）のユーザーの場合：Apple Services
LATAM LLC（所在地：1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Florida）

⽇本のユーザーの場合：iTunes株式会社（所在地：〒106-6140東京都港区六本⽊6丁⽬10番1号六本⽊ヒル
ズ）

オーストラリアおよびニュージーランド（領⼟や所属する管轄区域を含む）のユーザーの場合：Apple Pty
Limited（所在地：Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia）

その他すべての地域のユーザーの場合：Apple Distribution International Ltd.（所在地：Hollyhill Industrial
Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland）（以下の例外が適⽤されます）

2024年10⽉26⽇以降：ブータン、ブルネイ、カンボジア、フィジー、ラオス、マカオ、モルディブ、ミクロ
ネシア、モンゴル、ミャンマー、ナウル、ネパール、パラオ、パプアニューギニア、韓国、ソロモン諸島、ス

リランカ、トンガ、およびバヌアツのユーザー：Apple Services Pte. Ltd.（所在地：7 Ang Mo Kio Street 64,
Singapore 569086）2024年10⽉26⽇より前：Apple Distribution International Ltd.

契約の変更

Appleは、いつでも本契約を修正する権利、およびお客様の本サービスの利⽤に関して新たな条件または追加
条件を課す権利を留保します。当該修正や追加条項および条件はただちに有効になり、本契約に組み込まれる

ものとします。お客様が本サービスを引き続き利⽤した場合、当該修正等を承諾したものとみなされます。

第三者のマテリアル

Appleは、コンテンツまたは本サービスに含まれる第三者のマテリアルや、コンテンツまたは本サービスにリ
ンクされている第三者のマテリアルについて、⼀切の責任または義務を負いません。

ユーザーの安全

（a）特定の活動の安全性と妥当性、または（b）特定の病状や症状については、必ず適切な資格を有する医療
専⾨家の助⾔を求める必要があります。

知的財産権

お客様は、本サービス（コンテンツ、グラフィック、ユーザーインターフェイス、オーディオクリップ、ビデ

オクリップ、記事、本サービスの実装に使⽤されるスクリプトとソフトウェアが含まれますが、これらに限定

されません）が、Apple、そのライセンサー、および∕またはコンテンツプロバイダが所有する専有情報およ
びマテリアルを含むこと、ならびに、適⽤される知的財産権およびその他の法律（著作権が含まれますが、こ

れらに限定されません）により保護されていることに同意するものとします。お客様は、本契約に準拠して個

⼈利⽤および⾮商⽤利⽤⽬的で本サービスを利⽤する場合を除き、当該専有情報またはマテリアルをいかなる

⽅法によっても使⽤しないことに同意するものとします。本契約で明⽰的に許可されている場合を除き、コン

テンツおよび本サービスのいかなる部分も、形式および⼿段を問わず、譲渡または複製することはできませ

ん。お客様は、⽅法のいかんにかかわらず、本サービスまたはコンテンツを修正、レンタル、貸与、販売、共

有、頒布しないことに同意し、明⽰的に許可されていない⽅法で本サービスを利⽤しないことに同意するもの

とします。



本サービスに関連して使⽤される、Appleという社名、Appleのロゴ、iTunes、iTunes Store、App Store、
Apple Books、Apple Music、Apple TV、Apple TV+、Apple Arcade、Apple News、Apple News+、Apple
One、Apple Podcast、Apple Fitness+、ならびにAppleのその他の商標、サービスマーク、グラフィックス、
およびロゴは、アメリカ合衆国および世界各国におけるAppleの商標または登録商標です。前記商標のいずれ
についても、権利またはライセンスがお客様に付与されることはありません。

著作権 

別段の記載がない限り、Appleが提供する本サービスおよびコンテンツの著作権は、Apple Inc.およびその⼦
会社に帰属します。

本サービスを通じて利⽤可能なコンテンツが、お客様に帰属する著作権を侵害しているとお考えの場合は、以

下のページからAppleにお問い合わせください。

- 他社製アプリ：https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices

- Apple Books：https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices

- Apple TV+およびApple Fitness+：https://www.apple.com/legal/internet-
services/itunes/appletvplusnotices

- Apple News：https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applenewsnotices

- 着信⾳：https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ringtonestorenotices

- その他すべてのサービス（iTunes Store、Apple Music、Apple Podcastを含むがこれらに限定されない）：
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices

これは、申し⽴てられた侵害の通知をAppleが処理する最も迅速な⽅法です。また、当社の指定代理⼈に連絡
し、お客様の通知を処理する⽅法として少し遅くなるものの、以下の郵送先住所まで、侵害を申し⽴てる適切

かつ完全な通知を送付することもできます。

Apple Inc.

宛先：Copyright Agent（著作権代理⼈）

One Apple Park Way

MS: 1IPL

Cupertino, CA 95014

電話：408.996.1010

メールアドレス：copyrightnotices@apple.com 

Appleは、妥当と考えられる状況において、他者の著作権を繰り返し侵害していることが判明した、または繰
り返し侵害を申告されているユーザーのアカウントを無効化および∕または終了するポリシーを有していま

す。当該ポリシーを実施する⼀環として、Appleは、独⾃の裁量により、侵害⾏為を繰り返していると特定さ
れたユーザーのアカウントを（またはその他の関連する理由により）停⽌、無効化、および∕または終了する

ことがあります。

保証の否認、責任の制限

Appleは、お客様がサービスを中断またはエラーなく利⽤できることを保証、表明、または確約しません。お
客様は、Appleが随時、サービスを無期限に削除でき、いつでもサービスをキャンセルでき、またはお客様へ
通知することなく本サービスへのアクセスを制限または無効化できることに同意するものとします。

お客様は、お客様によるサービスの利⽤、利⽤不能、またはサービスに関連する活動について、お客様が単独

で危険を負担することに明⽰的に同意するものとします。サービス、ならびにサービスを通じてお客様に提供

されるすべてのコンテンツは（Appleから明⽰的に定められている場合を除き）、お客様の使⽤のために「現状
渡し」および「提供可能な限度」で提供され、商品性、特定⽬的適合性、権原、および権利⾮侵害のあらゆる

黙⽰の保証を含め、明⽰または黙⽰を問わず、いかなる種類の保証もない状態で提供されます。黙⽰的保証の

免責を法的に認めない地域において、上述の免責は、お客様に適⽤されない場合があります。

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appletvplusnotices
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appletvplusnotices
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applenewsnotices
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ringtonestorenotices
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices
mailto:copyrightnotices@apple.com


お客様は、適⽤法で求められていない限り、本サービスを通じてお客様にコンテンツを提供し続ける責任を

Appleが負わないことに同意するものとし、コンテンツ（購⼊済みのコンテンツを含む）がダウンロード、再
ダウンロード、またはストリーミングできなくなった場合でも、Appleはお客様に対する法的責任を負わない
ものとします。

いかなる場合においても、Apple、その取締役、役員、社員、関連会社、代理⼈、外部契約者、またはライセ
ンサーは、お客様による本サービスの利⽤に起因する直接損害、間接損害、付随的損害、懲罰的損害、特別損

害、もしくは結果的損害について、またはお客様による本サービスおよび∕またはコンテンツの利⽤に何らか

の形で関連するその他のあらゆる請求について、その可能性について知らされていた場合でも、⼀切責任を負

わないものとします。当該損害には、コンテンツのエラーもしくは遺漏、または本サービスを通じて投稿、送

信、もしくはその他提供されるコンテンツを使⽤した結果として⽣じるあらゆる種類の傷害、損失、もしくは

損害が含まれますが、これらに限定されません。結果的損害や付随的損害に対する免責または制限を認めない

国、州、法域もあります。そのような国、州、法域では、Appleの責任は当該制限が法律で認められる範囲に
限定されるものとします。

Appleは本サービスに関連してお客様が提出した情報を保護するために合理的な努⼒を払いますが、お客様
は、当該情報の提出について、お客様が単独で危険を負担することに同意するものとします。また、本契約を

もって、当該情報に関連して⽣じる⼀切の損失または責任に関してAppleを免責するものとします。

Appleは、本サービスに損失、破損、攻撃、ウイルス、⼲渉、ハッキング、またはその他のセキュリティ侵害
が⽣じないことを表明または保証せず、お客様は、本契約をもって、これらに関する⼀切の責任に関して

Appleを免責するものとします。お客様は、本サービスを通じて購⼊または取得したコンテンツを含め、ご利
⽤のシステムをバックアップする責任を負うものとします。

Appleは、お客様による本サービスの利⽤に関連して⽣じるデータ料⾦について、責任を負いません。

本契約のその他の規定にかかわらず、⽇本の消費者契約法の適⽤がある場合、Appleの債務不履⾏または不法
⾏為により⽣じた損害を賠償するAppleの責任を制限する規定は、Appleの故意または重過失により⽣じた損
害には適⽤しないものとします。

権利放棄と補償

本サービスを利⽤することにより、お客様は、本契約にお客様が違反したこと、本サービスをお客様が利⽤し

たこと、または本契約の違反が疑われるとき、その調査の⼀環として、もしくは本契約の違反が⾒つかったこ

との結果としてAppleが何らかの措置を取ったことで⽣じるすべての請求に関して、法律で許される範囲にお
いて、Apple、その取締役、役員、社員、関連会社、代理⼈、外部契約者、またはライセンサーを補償し、こ
れらの者に害が及ばないようにすることに同意するものとします。お客様は、Appleが違反の疑いの調査に際
して情報もしくはコンテンツの削除やアクセス拒否、お客様による本サービスへのアクセスの停⽌もしくは終

了、またはその他の措置を⾏う判断を下したこと、あるいはAppleが本契約の違反があったとの結論を下した
ことを受けて、何らかの損害が⽣じても、お客様はApple、その取締役、役員、社員、関連会社、代理⼈、外
部契約者、またはライセンサーに対し訴訟を提起せず、損害賠償を求めないことに同意するものとします。こ

の権利放棄および補償の規定は、本契約に記載されている、または本契約で想定されるすべての違反について

適⽤されます。

公的機関の制定法上の例外

お客様が認定された公的な教育機関または政府機関である場合、かつ本契約のいずれかの部分（例：補償条項

の全部または⼀部）が適⽤される現地法、国内法令、州法、または連邦法に基づき無効もしくは執⾏不能とさ

れる場合、当該部分は無効または執⾏不能とみなされ、場合に応じて、適⽤される準拠法に最⼤限沿う形式で

解釈されるものとします。

準拠法

次段で明⽰的に定められる場合または適⽤法で要求される範囲を除き、本契約、お客様とAppleとの関係、お
よび本サービスに関するすべての取引は、抵触法の規定を除き、カリフォルニア州の法律に準拠するものとし

ます。お客様およびAppleは、本契約に起因する紛争または請求を解決するにあたり、カリフォルニア州サン
タクララ郡にある裁判所の対⼈管轄権および専属管轄権に従うことに同意するものとします。（a）お客様がア
メリカ合衆国⺠でない場合、（b）お客様がアメリカ合衆国内に居住していない場合、（c）お客様がアメリカ合
衆国から本サービスにアクセスしていない場合、および（d）お客様が後述の諸国のいずれかの国⺠である場
合には、お客様は、本契約に起因する紛争または請求が、抵触法の規定を除き、後述の適⽤法に準拠するもの

であることに同意し、また、お客様は、その法律が適⽤される後述の州、⾏政区分、または国にある裁判所の

⾮専属的管轄権に取り消し不能の形で服するものとします。



お客様の国籍が、欧州連合加盟国または英国、スイス、ノルウェー、もしくはアイスランドの場合、お客様の

通常居住場所の法律および裁判所が準拠法および法廷地となります。

国際物品売買契約に関する国連条約として知られている法律の本契約への適⽤は、明⽰的に排除されます。

その他の規定

本契約は、お客様とAppleの完全合意を構成するものであり、お客様による本サービスの利⽤を規定し、本件
に関するお客様とAppleとの間の⼀切の従前の合意に取って代わります。また、お客様が取引を⾏う場合、ま
たは関連会社サービス、第三者コンテンツ、第三者ソフトウェア、または追加サービス（Volume Purchase
Programなど）を利⽤する場合に適⽤される追加の利⽤規約の対象となることがあります。本契約のいずれか
の部分が無効または執⾏不能であるとの判決が下された場合、当該の部分は、適⽤法に反しない形で、両当事

者の当初の意図が可能な限り忠実に反映されるよう解釈するものとし、それ以外の部分は完全な効⼒を持って

存続するものとします。Appleが本サービス規約の権利または規定を⾏使しない場合でも、当該規定または本
サービス規約のその他の規定の放棄とはみなされないものとします。Appleは、⾃⾝の⽀配が及ばない事由に
起因する義務の不履⾏について責任を負わないものとします。

お客様は、本サービスの利⽤に適⽤されるすべての現地法、州法、連邦法、ならびに国内法令、制定法、条

例、および規制を遵守することに同意するものとします。本サービスの利⽤にはその他の法律が適⽤される場

合もあります。電⼦取引の損失リスクは、受信者に電⼦転送された時点で取得者に移転します。Appleの社員
または代理⼈には本契約を変更する権限が与えられていません。

Appleは、本サービスに関するお客様への通知を、お客様のメールアドレス宛にメッセージを送信することに
より、お客様の連絡先住所宛に郵便を送付することにより、または本サービス上に投稿することにより⾏うこ

とができるものとします。通知はただちに有効となります。Appleはメールまたはプッシュ通知でお客様に連
絡を取り、本サービスに関する追加情報を送信することもできます。

お客様は、本契約をもって、本契約のいずれかの部分の遵守を執⾏および∕または検証するために、Appleが
合理的に必要または適切と認める措置を講じる権利を付与するものとします。お客様は、Appleが本契約のい
ずれかの部分の遵守を執⾏および∕または検証するために合理的に必要または適切と認める場合、お客様に対

する責任を負うことなく、Appleが法執⾏機関、政府機関、または第三者にあらゆるデータおよび∕または情
報を開⽰する権利を有することに同意するものとします。これには、お客様による本サービスおよび∕もしく

はコンテンツの利⽤に関連する法的⼿続きに対して、ならびに∕またはお客様による本サービスまたはコンテ

ンツの利⽤が違法であるもしくは第三者の権利を侵害しているとの当該第三者の請求に対して、Appleが協⼒
する権利が含まれますが、これに限定されません。

最終更新⽇：2024年9⽉16⽇
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Appleプライバシーポリシー
2025年1月31日更新

Appleのプライバシーポリシーでは、Appleがお客様の個人データを収集、使用、共

有する方法について規定しています。

本プライバシーポリシーに加えて、お客様の個人データの使用を必要とする製品お

よび特定の機能については、データとプライバシー情報を埋め込む形で提供してい

ます。この製品固有の情報は、データとプライバシーのアイコンと一緒に表示されま

す。

該当の機能を使用する前に、こうした製品固有の情報を確認する機会が設けられま

す。また、この情報は、該当の機能に関連する設定や、オンライン

（apple.com/jp/legal/privacy/data）でいつでも確認することができます。

以下の見出しからアクセスできる当社のプライバシーポリシーを読んで内容をよく

理解し、ご質問がある場合には当社にご連絡ください。

本プライバシーポリシーをダウンロードする (PDF)
 

Appleの健康に関する研究調査のためのアプリケーションに関するプライバシーポ

リシー 

Appleにおける個人データの定義

Appleでは、プライバシーは基本的人権であると確信しており、この基本的人権は世界のどこに住んでいるお客様にも等しく適用されるべきであると考えて

います。そのため、Appleでは特定された個人または特定可能な個人に関するデータや、当社によりその個人にリンクされたデータまたはリンク可能なデー

タを、その個人の居住地に関係なく、「個人データ として取り扱っています。したがって、お客様を直接特定するデータ（お客様の名前など）だけでなく、お客様

を直接特定していなくてもお客様を特定するために合理的に使用できるデータ（デバイスのシリアル番号など）も個人データとなります。統計データは、本プラ

イバシーポリシーにおいて、非個人データとみなされます。

本プライバシーポリシーでは、当社のウェブサイトでのやり取り、Appleのアプリ（Apple Musicやウォレットなど）を通じたやり取り、直接（電話やApple
Storeへの来店時など）のやり取りのいずれによるかを問わず、AppleまたはApple関連会社（総称して「Apple ）が提供された個人データをどのように取

り扱うかについて規定しています。また、Appleは当社のサービスで他社にリンクしたり、App Storeで他社製アプリをダウンロードできるようにしたりする場

合があります。Appleのプライバシーポリシーは、他社による個人データの定義や使用には適用されません。他社とやり取りする前に、各社のプライバシーポ

リシーをお読みになり、お客様のプライバシーの権利について把握しておくことをおすすめします。

Appleにおけるお客様のプライバシーの権利

Appleは、お客様が自らの個人データについて、知る権利、アクセスする権利、訂正する権利、移転する権利、処理を制限する権利、削除する権利を尊重してい

ます。当社はこれらの権利を当社の全世界のお客様に対して提供しており、お客様は、これらのプライバシーに関する権利を行使した場合でもAppleから差

別的な扱いや低いレベルのサービスを受けることがない権利を有しています。また、お客様は、Appleがお客様の個人データを処理することに同意するよう求

められた場合、同意後にいつでもその同意を撤回する権利を有しています。

プライバシーの権利と選択権を行使するには（他社サービスプロバイダーがAppleの代理として業務を行う場合も含む）、Appleの「データとプライバシ

ー のページ（privacy.apple.com/?r=1&language=JP-JA）にアクセスしてください。Shazamについてはshazam.com/privacyにアクセスし

てください。お客様の個人データのセキュリティを守るために、ご自身のアカウントにサインインする必要があり、これによりお客様の本人確認が行われます。

現在privacy.apple.com/?r=1&language=JP-JAで確認できない個人データのコピーの入手をご希望の場合は、

apple.com/jp/privacy/contactから要請していただけます。また、お客様は、担当規制当局に苦情を申し立てる権利を有しています。

ただし、状況によってはお客様からの要請にお応えできない場合があります。例えば、お客様から取引データの削除を依頼された場合、Appleがその取引の

記録を保管する法的義務を負う場合は法令遵守のために要請に応じることはできません。また、要請に応じることで、詐欺や不正の防止およびセキュリティを

目的とした当社によるデータの正当な使用が損なわれる可能性がある場合は、要請をお断りすることがあります（セキュリティに関する懸念のために捜査対象

となっているアカウントの削除を要請された場合など）。プライバシーに関する要請をお断りする場合があるその他の理由としては、他者のプライバシーを侵害

する、根拠がない、訴権乱用となる、著しく非現実的または不合理である、といった場合が挙げられます。

お客様の居住地がカリフォルニア州であり、Appleの「データとプライバシー のページにアクセスできない場合は、お客様またはお客様の正当な代理人が

apple.com/jp/privacy/contactから、または電話（1-800-275-2273）で要請を行うことができます。

権利の行使について、詳しくはsupport.apple.com/102283をご覧ください。

Appleがお客様から収集する個人データ

Appleでは、お客様は優れた製品を入手できるだけでなく、十分なプライバシーが保証されるべきであると考えています。そのため、当社では必要な個人デー

タのみを収集するよう努めています。Appleがどのような個人データを収集するかは、お客様がAppleとやり取りする方法によって異なります。個々のサービ

スにおいてAppleが個人データをどのように取り扱うかについては、apple.com/jp/legal/privacy/dataをご覧ください。

お客様がApple Accountの作成、事業用リース（commercial credit）のお申し込み、製品またはデバイスの購入および／またはアクティベーション、ソフ

トウェアアップデートのダウンロード、Apple Storeでのセミナー受講の登録、当社サービスへの接続、Appleへのお問い合わせ（ソーシャルメディアを含む）、

オンライン調査への参加、などの方法でAppleとやり取りする場合、当社は以下のような様々な情報を収集することがあります。

アカウント情報。Eメールアドレス、登録されているデバイス、アカウントのステータス、年齢など、Apple Accountとそれに関連するアカウントの詳細。

デバイス情報。デバイスを特定できるデータ（デバイスのシリアル番号など）またはデバイスに関するデータ（ブラウザのタイプなど）。

連絡先情報。名前、Eメールアドレス、住所、電話番号などの、連絡先情報に関するデータ。

支払い情報。銀行口座の詳細、クレジットカードやデビットカードなどの支払いカードの情報など、請求先住所と支払い方法に関するデータ。

取引情報。Appleの製品とサービスの購入に関するデータや、Appleのプラットフォームでの購入を含むAppleを通じた取引に関するデータ。

詐欺や不正を防止するための情報。デバイストラストスコアなど、詐欺や不正を識別し防止するために使用されるデータ。

使用状況データ。Appleサービス内でのアプリの起動など、Appleの製品やサービスにおけるお客様のアクティビティと使用に関するデータ（閲覧履

歴、検索履歴、製品の操作、クラッシュデータ、パフォーマンスなどの診断データ、その他の使用状況データを含む）。

位置情報。「探す や地域固有のサービス（合意している場合）のサポートのみを目的とした詳細な位置情報と、おおよその位置情報。

健康に関する情報。個人の身体的または精神的な健康や状態に関するデータを含む、個人の健康状態に関するデータ。個人の健康データには、個人の

健康状態について推定したり検出したりするために使用できるデータも含まれます。Appleの健康に関する研究調査のためのアプリを使用した調査

に参加する場合、個人データのプライバシーに関するポリシーについては、Appleの健康に関する研究調査のためのアプリに関するプライバシーポリ

シーをご覧ください。

フィットネス情報。お客様が共有することを選択したフィットネスとエクササイズの情報に関する詳細。

財務情報。給与、所得、資産について収集された情報や、Appleブランドの金融サービスに関する情報を含む詳細。

政府発行のIDデータ。特定の管轄区域においては、当社は、ワイヤレスアカウントの設定やお客様のデバイスのアクティベーションをする場合、事業用

リース（commercial credit）の延長や予約の管理を目的とする場合、または法的に要求された場合などの限られた状況において、政府が発行した

IDをお伺いすることがあります。

お客様から当社に提供されるその他の情報。カスタマーサポートとのやり取りやソーシャルメディアチャネルを通じた連絡を含む、Appleとのコミュニ

ケーションの内容などの詳細。

お客様には、当社が求めた個人データを提供する義務はありません。ただし、個人データをご提供いただけないと、多くの場合、当社から製品やサービスを提

供できなくなったり、お客様の要請にお応えできなくなったりします。

Appleがほかのソースから受け取る個人データ

Appleは、ほかの個人、お客様の指示を受けて行動している企業または第三者、当社と連携して当社の製品やサービスを提供したりセキュリティおよび詐欺

や不正の防止について当社を支援したりする当社のパートナー、およびその他の適法なソースから、お客様に関する個人データを受け取ることがあります。

個人。Appleは、例えば、ほかの個人がお客様に製品やギフトカードを送ったり、Appleのサービスやフォーラムに参加するよう招待したり、お客様とコ

ンテンツを共有したりした場合に、その個人からお客様に関するデータを収集することがあります。

お客様の指示を受けて。お客様は、データをAppleと共有するようにほかの個人または他社に指示することができます。例えば、モバイル通信事業者

に対し、アカウントのアクティベーションのためにご自身の通信事業者アカウントに関するデータをAppleと共有するように指示したり、Appleでの購

入に対するリワードを獲得できるようにロイヤルティプログラムへの参加に関する情報を共有するように指示したりすることができます。

Appleのパートナー。当社は、セキュリティおよび詐欺や不正の防止の目的で、例えばお客様がApple Accountの作成時に提供する情報を他社か

らの情報を利用して検証することもあります。

検索などの機能や基本的なAIモデルのソースなどを強化するために、AppleはWebクローラーであるApplebotを使用して、インターネットで公的に使用可

能な情報をクロールします。当社では、個人データの量を削減するための措置を講じており、クロールされたデータを個別のAppleユーザーに結び付けたり、

個人のプロフィールを構築したりすることはありません。お客様のプライベートな個人データは、当社の基本的なAIモデルのトレーニングに使用されることは

ありません。処理をオプトアウトする個人としての権利を行使される場合は、Apple Intelligence Privacy Inquiriesフォームをご確認ください。

Applebotについて詳しくは、support.apple.com/120320をご覧ください。

当社では、研究開発の目的で、特定の個人と関連付けられる可能性のある画像、音声、その他のデータを含むデータセットを利用することがあります。当社は、

そうしたデータセットを、データがホストされている管轄地域の法令など、適用法令に従って入手します。また、そうしたデータセットを研究開発の目的で利用す

る場合、そこに含まれている個人の再特定を試みることはありません。

Appleによる個人データの使用

Appleは、当社サービスの強化、お客様の取引の処理、お客様とのコミュニケーション、セキュリティおよび詐欺や不正の防止、ならびに法令遵守のために、個

人データを使用します。また、お客様の同意の下で、その他の目的のために個人データを使用することがあります。

Appleがお客様の個人データを使用するのは、個人データを使用する正当な法的根拠がある場合のみです。Appleは状況に応じて、お客様の同意に基づい

て、またはお客様との契約を履行するため、お客様や他者の重大な利益を保護するため、もしくは法令を遵守するために個人データの処理が必要であるとい

う事実に基づいて、個人データを使用することがあります。また、当社は、お客様の利益、権利および期待を考慮して、個人データを処理することが当社または

他者の正当な利益にかなうと考える場合、個人データを処理することがあります。詳しくは、前述の通り、当社の製品および機能に埋め込む形で提供されてい

る製品固有の情報をご覧ください。法的根拠についてご質問がある場合は、apple.com/jp/privacy/contactからデータ保護責任者にお問い合わせいた

だけます。

当社サービスの強化。Appleは、当社サービスの強化に必要な個人データを収集します。この情報には、当社の製品やサービスを改善するため、監査や

データ分析などの内部目的のため、またはトラブルシューティングのために収集される個人データが含まれることがあります。例えば、お客様がApple
Musicのサブスクリプションを利用して曲にアクセスする場合、当社は、リクエストされたコンテンツの提供とロイヤルティの算出を目的として、お客様

が再生した曲に関するデータを収集します。

お客様の取引の処理。Appleは取引を処理するために、お客様の名前、購入内容、支払い情報などのデータを収集する必要があります。

お客様との連絡。ご連絡に対応するため、お客様の取引やアカウントについて連絡するため、当社の製品やサービスのマーケティングのため、その他の

関連情報を提供するため、または情報やフィードバックを依頼するため。当社は時折、ご購入に関するご連絡ならびに当社の規約、条件およびポリシー

の変更などの重要な通知をお送りするために、お客様の個人データを使用することがあります。この情報は、Appleとのやり取りにとって重要なため、

お客様は、このような重要な通知を受信しないように選択することはできません。

セキュリティおよび詐欺や不正の防止。個人、従業員およびAppleを守るため、損失を防ぐため、ならびに詐欺や不正を防ぐため。これには、当社の全

ユーザーの利益を図るために個人、従業員およびAppleを守る目的や、アップロードされたコンテンツを事前スクリーニングまたはスキャニングして、

子どもの性的搾取に該当するなど違法な可能性のあるコンテンツを排除する目的が含まれます。

パーソナライズのために使用される個人データ。お客様が、サービスやコミュニケーションをパーソナライズすることにした場合（パーソナライズのオプ

ションが利用可能な場合）、Appleは、パーソナライズされたサービスやコミュニケーションを提供するために収集した情報を使用します。関連サービス

がお客様の体験をパーソナライズするために情報をどのように使用するかについて、詳しくは個人データの使用を求めるサービスの初回利用時に表示

されるプライバシー情報をご確認ください。当社では、この情報を見つけやすくするため、データとプライバシーのアイコンとともに表示しています。ま

た、この情報は、お使いのAppleデバイスおよびオンライン（apple.com/jp/legal/privacy/data）でいつでもご確認いただけます。

法令遵守。適用法令を遵守するため。例えば、納税義務または報告義務を果たしたり、法令に基づいた政府の要請に従ったりするため。

Appleは、人間による審査の機会を設けることなく、アルゴリズムやプロファイリングを使用してお客様に大きな影響を及ぼす決定を下すことはありません。

また、Appleは、ユーザーがカリフォルニア州法に従って処理を制限する権利を行使する必要が生じるいかなる目的にも、機密性の高い個人データを使用した

り開示したりすることはありません。

Appleは、個人データが収集された目的（本プライバシーポリシーまたは当社のサービスごとのプライバシー通知に示す目的を含む）を達成するのに必要な

期間中、または法令により求められる期間中に限り、個人データを保持します。当社は、本プライバシーポリシーおよび当社のサービスごとのプライバシー情

報に定める目的を達成するために必要な期間中、お客様の個人データを保持します。保持期間の決定にあたっては、まず、収集した個人データを保持する必

要があるかどうかを慎重に検討し、保持が必要な場合は法令で認められる最小限の期間中、個人データを保持するよう努めます。

Appleによる個人データの共有

Appleは、Apple関連会社、当社の代理として業務を行うサービスプロバイダ、当社のパートナー、デベロッパおよびパブリッシャーと、またはお客様の指示

を受けてその他の他社に、個人データを共有することがあります。また、Appleが他社自身のマーケティングのために他社に個人データを共有することはあり

ません。

Apple正規サービスプロバイダ。Appleは、お客様によるサービスの利用およびお客様への製品の提供に関連して、第三者にAppleのサービスプロ

バイダとしての役割を果たさせたり、Appleの代理として個人データを含むデータを処理または保存するなどの特定業務を遂行させたりする場合が

あります。Appleのサービスプロバイダは、本プライバシーポリシーに準拠した態様で、当社の指示に従って個人データを取り扱う義務を負います。ま

た、Appleのサービスプロバイダは、Appleから共有された個人データを自らの目的のために使用することはできず、Appleの要求を満たしたあとは

その個人データを必ず削除または返還する義務があります。

パートナー。Appleはサービスまたはその他の製品を提供するために、適宜第三者と提携することがあります。例えば、Apple CardやApple Cash
などのAppleの金融サービスは、Appleとそのパートナーによって提供されています。Appleは、パートナーに対し、お客様の個人データを保護するこ

とを義務付けています。

サブスクリプションの提供元であるデベロッパおよびパブリッシャー。お客様がApp StoreまたはApple News内で他社のサブスクリプションに登録

した場合、当社は、お客様とデベロッパまたはパブリッシャーに固有のサブスクリプション登録者IDを作成します。サブスクリプション登録者IDは、お客

様が申し込まれたサブスクリプションおよび居住国に関する情報が記載されたレポートをデベロッパまたはパブリッシャーに提供するために使用され

ることがあります。お客様が特定のデベロッパまたはパブリッシャーとのすべてのサブスクリプションをキャンセルした場合、再度サブスクリプションに

登録しない限り、サブスクリプション登録者IDは180日後にリセットされます。この情報はデベロッパまたはパブリッシャーに提供され、サブスクリプシ

ョンの状況の把握に役立てられます。

その他。Appleは、お客様の指示を受けるかお客様の同意を得て、その他の第三者と個人データを共有することがあります（お客様のアカウントのアク

ティベーションを行うために通信事業者と情報を共有する場合など）。また、当社は、国家安全保障、法の執行またはその他の公益の実現のために必要

または適切であると判断した場合、お客様に関する情報を開示することがあります。さらに、当社の利用規約の履行または当社の運営もしくはユーザ

ーの保護のために開示が合理的に必要であると判断した場合、あるいは組織再編、合併または売却に際し、法的根拠があればお客様に関する情報を

開示することがあります。

Appleは、お客様の個人データを販売することはありません（ネバダ州およびカリフォルニア州で定義されている「販売 を含む）。また、Appleは、カリフォル

ニア州で定義されている意味において、お客様の個人データを「共有 することはありません。

Appleにおける個人データの保護

Appleは、十分なプライバシーを確保するにはセキュリティを十分に保護する必要があると考えています。当社は、個人データとその処理の性質、発生する脅

威を考慮して、管理的、技術的および物理的な予防措置を講じてお客様の個人データを保護しています。当社は利用者の個人データの安全性を保持するため

に、常にこれらの予防措置の改善に努めています。詳しくは、「Appleプラットフォームのセキュリティ ガイドを参照してください。

子どもと個人データ

Appleでは、13歳未満またはお客様の法域でそれに相当する法定年齢未満の個人を子どもとみなしており、子どもの個人データを保護することの重要性を

理解しています。そのため、Appleでは子どもの個人データを安全に保護するために追加の処理および保護を実施しています。

子どもがAppleの一部のサービスにアクセスするには、お子様用のApple Accountが必要です。お子様用のApple Accountを作成できるのは、お子様の

保護者です。または、管理対象Apple Accountの場合は、お子様の教育機関が作成できます。

保護者。保護者がお子様のアカウントを作成するには、「子どもに関する家族のプライバシー開示 を確認していただく必要があります。この文書では、

Appleが子どもの個人データをどのように取り扱うかについて説明しています。内容に同意される場合、検証可能な保護者の同意をAppleに提供し

ていただく必要があります。

教育機関。Apple School Managerプログラムに参加している教育機関も、生徒のためにApple Accountを作成できます。これを「管理対象

Apple Account といいます。対象となる教育機関は、生徒のための管理対象Apple Accountに関する開示に同意する必要があります。この文書

は、Apple School Manager契約に別紙Aとして含まれています。

子どもの個人データが適切な許可なく収集されたことが判明した場合、データは可能な限り速やかに削除されます。

お子様の情報に関してプライバシーの権利を行使するには、Appleのデータとプライバシーのページ（ privacy.apple.com/?r=1&language=JP-JA）
にアクセスして、お子様のアカウントにサインインしてください。

Cookieおよびその他の技術

Appleのウェブサイト、オンラインサービス、対話型アプリ、および広告では、「Cookie およびその他の技術（ウェブビーコンなど）を利用することがあります。

これらの技術は、当社がセキュリティおよび詐欺や不正の防止を目的とする場合を含め、ユーザーの行動をより良く理解するのに役立ち、当社のウェブサイト

のどの部分が訪問されたかを示すほか、広告およびウェブ検索の効果を促進し、評価します。

通信Cookie。このCookieは、エラーの検出を含め、Appleのシステムからネットワークトラフィックの送受信を可能にするために使用されます。

不可欠なCookie。このCookieは、お客様がアクセスまたは要求した特定の機能やサービスを提供するために、必要に応じて設定されます。例えば、

当社のウェブサイトを適切なフォーマットや言語で表示したり、お客様の取引を認証および検証したり、apple.comでのオンラインショッピングの際に

バッグの内容を保持したりすることが可能になります。

その他のCookie。このCookieは、広告やウェブ検索の有効性の評価に役立てることを含め、訪問者が当社のウェブサイトやオンラインサービスをど

のように利用しているかを理解するために使用されます。また、Appleは、カスタマイズしたエクスペリエンスを提供できるように、閲覧時のお客様によ

る選択を記憶するためにこのCookieを使用します。

AppleによるCookieの使用を希望されないお客様に対し、当社はCookieの使用を無効にする手段を提供しています。Safariウェブブラウザを利用してい

る場合にCookieを無効にするには、Safariのプライバシー設定で「すべてのCookieをブロック を選択してください。別のブラウザを利用している場合に

Cookieを無効にする方法については、プロバイダにお問い合わせください。すべてのCookieを無効にすると、Appleのウェブサイトで特定の機能を利用で

きなくなることがあります。

Appleは、Cookieに加え、類似する目的を達成するために役立つほかの技術を利用しています。

Appleからお客様に送信するEメールメッセージの一部には、Appleのウェブサイトのコンテンツにお客様をリンクする「クリックスルーURL が含まれていま

す。お客様がそのようなURLのいずれかをクリックすると、別のサーバを経由して、当社のウェブサイト上の要求されたページが表示されます。当社はこのクリ

ックスルーを追跡することで、特定のトピックに対するお客様の関心度を把握し、お客様と効果的なコミュニケーションを行っているか測定するのに役立ててい

ます。このようなデータ収集を希望されないお客様は、Eメールメッセージに含まれるグラフィックリンクやテキストリンクをクリックしないでください。

Appleは通常、Cookieや類似の技術を使用して収集したデータを、非個人データとして取り扱います。ただし、インターネットプロトコル（IP）アドレスまたは

類似の識別子が管轄法により個人データとみなされる場合には、当社は、当該法令が適用される地域において、これらの識別子も個人データとして取り扱い

ます。また、Appleは、これらの技術で収集した非個人データを、Appleが保有するほかの個人データと組み合わせることがあります。そのようにしてデータを

組み合わせた場合、当社は組み合わせたデータを、本プライバシーポリシーの目的における個人データとして取り扱います。

地域によっては、Appleの広告プラットフォームから配信される広告が、App Store、Apple News、株価、Apple TVアプリに表示される場合があります。

Appleの広告プラットフォームは、お客様を追跡しません。つまり、ターゲット広告や広告効果測定を目的としてAppleのアプリから収集したユーザーやデバイ

スに関するデータを、第三者から収集したユーザーやデバイスに関するデータと紐付けることはありません。また、ユーザーやデバイスに関するデータをデータ

ブローカーと共有することもありません。

これらのアプリで、Appleの広告プラットフォームから、お客様のご興味に合わせたターゲット広告の受信を希望しない場合、お客様は、お使いになっているデ

バイスに関わらず、パーソナライズされた広告を無効にすることにより、このような広告の配信対象からお客様のApple Accountを除外できます。iOS、
iPadOSまたはvisionOSデバイスでパーソナライズされた広告を無効にするには、「設定 を開き、「プライバシーとセキュリティ ＞「Appleの広告 の順に

選択し、「パーソナライズされた広告 をタップして無効にしてください。Macでパーソナライズされた広告を無効にするには、「システム設定 を開き、「セキュ

リティとプライバシー ＞「Appleの広告 の順に選択し、「パーソナライズされた広告 の選択を解除してください。App Store、Apple News、または株価

には、お客様の検索クエリやお客様が読んでいるチャネルなどのコンテキストに基づいて、引き続き広告が表示される場合があります。「アプリからのトラッキ

ング要求を許可 を無効にすると、他社製アプリが広告識別子の使用許可を求めることができなくなります。広告識別子はデバイスのオペレーティングシステ

ムによって提供される個人を特定しない識別子であり、他社が所有するアプリやウェブサイトにわたってお客様を追跡するために使用されます。

Appleが配信する広告とプライバシーについて、詳しくはapple.com/jp/legal/privacy/data/ja/apple-advertisingを参照してください。

国外への個人データの移転

Appleの製品とサービスは、お客様と世界をつなぎます。お客様と世界をつなぐため、また当社の製品やサービスのご利用に際し、本プライバシーポリシーで

説明されているアクティビティを処理するため、お客様の個人データは世界中の組織に移転されたり、世界中の組織からアクセスされたりすることがありま

す。これにはApple関連会社も含まれます。Appleは、お客様のデータがどこにあろうと確実に保護されるように、国と国の間の個人データの移転に関する法

令を遵守しています。

個人データを管理するApple法人は、お客様の居住地によって異なる場合があります。例えば、Apple Storeの情報は、各国の直営店が個別に管理します。

Appleメディアサービス関連の個人データは、サービス規約の規定に従い、様々なApple法人が管理する場合があります。米国外に居住するお客様の個人デ

ータは、お客様の管轄区域で個人データを管理するApple法人に代わって、Apple Inc.およびApple関連会社が処理する場合があります。例えば、Apple
マップの改善およびAppleマップのLook Around機能をサポートするためにAppleが世界中で収集する画像および関連データは、カリフォルニアのApple
Inc.に移転されます。

欧州経済領域、英国およびスイスの個人のお客様に関する個人データは、アイルランドのApple Distribution International Limitedが管理します。欧州

経済地域、英国、およびスイスにおいて収集された個人データのAppleによる国際移転は、標準的契約条項に準拠します。ご質問がある場合や、Appleの標

準的契約条項のコピーをご希望の場合は、apple.com/jp/privacy/contactまでお問い合わせください。

Appleまたは世界中のApple関連会社が収集した個人データは、通常、米国のApple Inc.が保管します。お客様の個人データがどこで保管されているかに

関わらず、Appleは等しく高レベルの保護と保護措置を維持します。

Appleのプライバシー慣行は、本プライバシーポリシーに規定されている通り、グローバルCBPR（越境プライバシールール）システムおよびグローバルPRP
（処理者向けプライバシー認定）システムに準拠しています。グローバルCBPRシステムおよびグローバルPRPシステムについて、詳しくはグローバルCBPR
フォーラムを参照してください。Appleの認証状況を確認するには、CBPRシステムの準拠ディレクトリを参照してください。Appleの参加範囲の詳細を確認

するには、またはAppleのアカウンタビリティエージェントであるBBB National Programsを通じてプライバシーに関するお問い合わせを送るには、以下

にアクセスしてください。

越境プライバシールールプログラム

処理者向けプライバシー認定プログラム

中華人民共和国の個人に関連する個人データについては、米国のApple Inc.やアイルランド共和国のApple Distribution International Limitedなど、

中華人民共和国以外の国に所在するAppleによって処理される場合があります。この場合、個人情報保護法を含む現地法に従って行われます。Appleは、本

プライバシーポリシーに規定されている処理を目的として、当該個人データを他社のサービスプロバイダに転送する場合もあり、そのあと、その他社のサービス

プロバイダがデータを保存したり、中華人民共和国以外に移転したりすることがあります。詳細については、中国本土のプライバシー開示情報を参照してくだ

さい。

プライバシー保護のための全社的取り組み

お客様の個人データの安全性を保持するため、当社はAppleの従業員にプライバシーおよび安全性のガイドラインを伝達し、社内でのプライバシー保護対策

を徹底しています。

プライバシーに関するお問い合わせ

Appleのプライバシーポリシーまたはプライバシー慣行（当社の代理として他社のサービスプロバイダが実施するプライバシー慣行も含む）に関してご質問

がある場合や、当社のデータ保護責任者へのお問い合わせを希望される場合は、apple.com/jp/privacy/contactからお問い合わせいただくか、お客様

の国または地域のAppleサポートの電話番号までご連絡ください。また、プライバシーに関する苦情の申し立て方法については、当社までお問い合わせいた

だければ、当社からサポートを提供するよう努めます。

Appleは、お客様のプライバシーに関するご質問を真摯に受け止めます。アクセスまたはダウンロードの要請に際して受け取ったお問い合わせを含め、お客様

からのお問い合わせは専任のチームが確認し、ご質問やご懸念に対して最適な対応方法を判断します。ほとんどの場合、重要なお問い合わせには、すべて7日
以内にご連絡を差し上げます。そうでない場合、当社は追加情報の提供をお願いするか、対応にまだ時間がかかることをお知らせします。

お客様の苦情が、プライバシーに関する当社で改善対応可能な問題の場合は、可能な早い時期に更新できるよう必要な措置を講じます。プライバシーに関す

る問題により、お客様または他者に悪影響が生じた場合は、お客様または当該他者とともに問題を解決するための措置を講じます。

お客様は、Appleの対応に対してご不満がある場合など、いつでも担当規制当局に苦情を申し立てることができます。お客様から当社に依頼があった場合

は、お客様の状況に該当すると思われる苦情の申し立て方法について、当社はお客様に情報を提供するよう努めます。

本プライバシーポリシーに重大な変更があった場合、変更の少なくとも1週間前までに本ウェブサイトに通知を公開し、お客様のデータを当社が保有している

場合は変更について直接ご連絡します。
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そのほかの購入方法 お近くのApple Store またはApple製品取扱店で製品を購入することもできます 電話による購入 ご相談は0120-993-993まで English Sales Line at 0120-99-4477.
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https://www.apple.com.cn/legal/privacy/disclosure/
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別紙  

 

添付書類 

 

添付書類1 

Apple Developer契約（ADA） 

 

添付書類2 

Appleデベロッパプログラム使用許諾契約（DPLA） 

 

添付書類3 

有料アプリケーション契約（DPLAの別紙2および3）およびその添付書類（個別または総称して

「別紙」） 

 

添付書類4 

App Reviewガイドライン（ガイドライン） 

 

添付書類5 

Appleメディアサービス利用規約（AMS） 

 

添付書類6 

Appleプライバシーポリシー（プライバシーポリシー）  

 

添付書類7 

 

B. 規約の個別の開示- 法第５条第２項 

 

i. 提供の拒絶の場合の基準 – 法第５条第２項第１号（イ）  

 

終了によるサービス提供の拒否となる事由を定めた規定は下記の通りです。 

 

Appleは、いつでも、予告なく、Appleサービスまたはその一部へのアクセスを変更、停

止、廃止、拒否、制限、または無効化する（サービスへのアクセスを可能にする権利の

剥奪またはそうしたサービスへのアクセスを可能にするAppleソフトウェアにおけるAPI

の変更、またはデベロッパに権利を付与しないことを含みますが、それらに限定されま

せん）権利を留保します。 …Appleは、いつでも、デベロッパへの予告なくまたは責任

を負うことなく、自らの自由裁量で、Appleサービスの使用もしくはアクセスに関する上

限および制限を課し、Appleサービスを無期限に削除し、デベロッパのAppleサービスへ

のアクセスを剥奪し、またはAppleサービス（またはその一部）を取り消すことがありま

す。 … Appleは、いつでも、その自由裁量で、一部またはすべてのデベロッパに対して、

Appleサービスを提供しない（または提供を中止する）権利を留保します。1 

 

デベロッパのアプリケーションを提出することで、デベロッパは、デベロッパのアプリ

ケーションがその時点において有効な「ドキュメントおよびプログラム要件」、ならび

にAppleが本プログラムのウェブポータルまたはApp Store Connectに掲載する可能性の

ある追加のガイドラインに適合するものであることを表明し、保証したものとみなされ

ます。デベロッパは、デベロッパが提出したアプリケーションの機能、コンテンツ、サ

ービス、または機能性を、Appleが審査できないように隠したり、不正確に伝えたり、そ

の他Appleがかかるアプリケーションを十分に審査できないようにしたりしてはならない

 
1 DPLA第2.8条。 
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ものとします。 … デベロッパは、かかる提出プロセスにおいてAppleに協力すること、

および、質問への回答およびAppleが合理的に要求するデベロッパの提出したアプリケー

ションに関する情報および資料の提供を行うことに同意するものとします。これには、

デベロッパのアプリケーションに関してデベロッパが保有する保険情報、デベロッパの

事業の運営、または本契約におけるデベロッパの義務が含まれます。Appleは、デベロッ

パに対し、特定の種類のアプリケーションについて、一定レベルの保険に入ること、お

よび、追加の被保険者としてAppleを指定することを求めることができるものとします。

デベロッパが、Appleへの提出後にアプリケーションに変更を加える場合（In-App Purch

ase APIの利用を通じて提供する機能を含みます）、デベロッパは、アプリケーションを

Appleへ再提出しなければならないものとします。同様に、Appleによる別段の許可がな

い限り、App Storeまたはカスタムアプリの配信経由での配布用とされるためには、デベ

ロッパのアプリケーションのすべてのバグ修正、アップデート、アップグレード、修正、

改良、補足、改訂、新規リリース、および新規バージョンもまた、Appleがこれを審査で

きるよう、Appleへの提出が必要になるものとします。2 

 

デベロッパが、App Store、カスタムアプリの配信、またはTestFlight経由で配布するた

めに、デベロッパのアプリケーションをAppleに提出する場合、デベロッパは、Appleが、

その自由裁量で、以下のいずれかの行為を行うことがあることを理解し、同意するもの

とします。 

(a) デベロッパのアプリケーションが、その時点において有効な「ドキュメントまたは

プログラム要件」の全部または一部に適合していないと判断すること。 

(b) デベロッパのアプリケーションが、「ドキュメントおよびプログラム要件」に適合

している場合であっても、何らかの理由でデベロッパのアプリケーションの配布を却下

すること。 

(c) デベロッパのアプリケーションを、App Store、カスタムアプリの配信、または

TestFlightを通じた配布用に選定し、電子的に署名すること。3 

 

以下のいずれかの事由に該当する場合、本契約および本契約に基づきAppleが付与したす

べての権利、ライセンス、およびサービスは、Appleから通知が行われ次第、即時解除さ

れるものとします。 

(a) デベロッパまたはその認定デベロッパのいずれかが、本第11.2条で以下に規定する

条項以外の本契約のいずれかの条項を遵守せず、かつ、当該違反を認識したあと、また

は当該違反の通知を受領したあと、30日以内に当該違反を是正しなかった場合。 

(b) デベロッパまたはその認定デベロッパのいずれかが、第9条（秘密保持）の条項を遵

守しなかった場合。 

… 

(g) デベロッパが、本契約に関して、デベロッパのアプリケーションの性質に関する不

正確な表示（例えば、Appleの審査から機能を隠した場合または隠すことを試みた場合、

デベロッパのアプリケーションに対するユーザーのレビューを改ざんした場合、支払い

不正に関与した場合など）を含むがこれらに限定されない、誤解を招く行為、不正な行

為、不適切な行為、違法な行為、または不誠実な行為にかかわった場合、または他者を

してかかわらせた場合。 

また、Appleは、第4条に定める新しいプログラム要件または契約条項をデベロッパが承

諾しなかった場合、本契約を解除し、またはデベロッパがAppleソフトウェアもしくはサ

ービスを使用する権利を停止することができるものとします。いずれの当事者も、正当

な理由の有無を問わず、都合により本契約を解除することができるものとし、解除の意

思の書面通知を他方当事者に行ってから30日後に解除の効力が生ずるものとします。4 

 
2 DPLA第6.1条。 
3 DPLA第6.9条。 
4 DPLA第11.2条。 
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Appleは、いつでも、理由の如何に関わらず、デベロッパに対して解除通知をすることに

より、エンドユーザーによるライセンスアプリケーションの販売、提供、およびダウン

ロードの許可を中止する権利を留保します。本第6.3条の一般性を制限することなく、デ

ベロッパは、Appleが、人間による審査および／または系統的審査（適用法令の下で受け

取る通知を含みますが、これに限定されません）に基づいて、以下の状況であると合理

的に判断する場合、Apple独自の裁量により、エンドユーザーによるライセンスアプリケ

ーションの一部または全部のダウンロードの許可を中止したり、その他の暫定的措置を

講じたりすることができることを認めるものとします。(i) デベロッパが、本別紙の第2.

1条に基づき、デベロッパが指定する1つまたは複数の地域に、当該ライセンスアプリケ

ーションを輸出することにつき、輸出管理令またはその他の法令に基づき許可されてお

らず、(ii) 当該ライセンスアプリケーション、またはエンドユーザーがライセンスアプ

リケーションを所有もしくは使用することが、第三者の特許権、著作権、商標権、営業

秘密、その他の知的財産権を侵害し、(iii) 当該ライセンスアプリケーションの配布ま

たは使用が、本別紙1の第2.1条に基づき、デベロッパが指定する1つまたは複数の地域の

適用法令に違反し、(iv) デベロッパが、本契約、本別紙1、または、App Reviewガイド

ラインを含みますがこれらに限定されない、その他のドキュメントの条件に違反してい

る、または、(v) デベロッパ、デベロッパの代理人、またはデベロッパ企業が、Appleが

事業を展開しているいずれかの地域における制裁措置の対象になっていると合理的に判

断する場合、Appleは、Appleの自由裁量により、エンドユーザーによるライセンスアプ

リケーションの一部または全部のダウンロードの許可を中止し、またはその他の暫定的

措置を講じることがあることについて、認めるものとします。Appleが、本第6.3条に基

づいて、ライセンスアプリケーションのダウンロードの許可を中止する選択を行った場

合であっても、本別紙1に基づくデベロッパの義務は一切免責されないものとします。5 

 

本別紙2および本別紙に基づくAppleのすべての義務は、本契約の期間満了または解除の

時点ですべて終了するものとします。いかなる当該終了に関わらず、Appleは、(i)終了

日より前（本別紙の第1.4条に定めるフェーズアウト期間を含みます）にエンドユーザー

がダウンロードしたライセンスアプリケーションのすべてのコピーに対するすべての手

数料、および、(ii)終了日の前後を問わず、本別紙2の第6.3条に従って、Appleがエンド

ユーザーに支払った返金に対する払い戻しを、デベロッパから受け取る権利を有するも

のとします。本契約が解除された場合、Appleは、エンドユーザーへの返金を算出し、そ

れと相殺するために、Appleが合理的であると判断する期間、デベロッパに対する期限が

到来している支払いをすべて保留することができます。Appleは、デベロッパまたはその

関連するデベロッパが、疑わしい、誤解を招く、詐欺的な、不適切な、非合法の、また

は不誠実な行為または不作為に関与した、または関与するようほかのデベロッパに奨励

した、もしくはほかのデベロッパと共に参加したとAppleが判断した、またはその疑いを

持った場合はいつでも、デベロッパまたは当該ほかのデベロッパに対する期限が到来し

ている支払いを保留することができます。6 

 

システムに対して不正行為（審査プロセスに対する不正、ユーザーデータの不正取得、

他のデベロッパが作成したアプリのコピー、アプリの評価やApp Storeでの発見性の不正

操作など）があった場合、そのデベロッパのアプリはApp Storeから削除され、デベロッ

パはApple Developer Programから除名されます。7 

 

アプリに隠れた機能、非アクティブな機能、明文化していない機能を含めないでくださ

 
5 DPLA別紙1第6.3条。 
6 別紙 2 および 3 の第 7.1 条。DPLA 別紙 1 第 6.1 条に同様の記載があり、DPLA の期間満了または解除と同時に

DPLA 別紙 1 は終了します。 
7 ガイドライン「はじめに」参照。 
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い。エンドユーザーにも、App Reviewチームにも、アプリの機能が明確に伝わる必要が

あります。新しい機能、特徴、プロダクト変更はすべて、App Store Connectの「Notes 

for Review（審査向けのメモ）」のセクションに具体的に記載し（具体性に欠ける説明

は却下されます）、審査時に参照できるようにする必要があります。同様に、App Store

の内外にかかわらず、実際には提供されないコンテンツやサービス（iOSベースのウイル

スチェックツールやマルウェアチェックツールなど）または誤った価格を宣伝するなど、

誤解を招く方法でアプリのマーケティングを行った場合は、アプリがApp Storeから削除

されるか代替配信経由のインストールがブロックされ、デベロッパアカウントが停止さ

れる理由となります。重大または繰り返しの違反行為は、デベロッパのApple Developer

 Programからの除名の理由となります。AppleはApp Storeを信頼できる場所にするよう

努めており、デベロッパの協力も必要としています。不誠実なデベロッパとビジネスを

行うことはできません。8 

 

プッシュ通知やGame Centerを含むオペレーティングシステムの通常動作およびハードウ

ェアの機能を損傷または妨害するウイルス、ファイル、コンピュータコード、またはプ

ログラムを送信するアプリは却下されます。重大または繰り返される違反行為は、デベ

ロッパのApple Developer Programからの除名につながります。9 

 

また、すでに飽和状態のカテゴリにアプリを追加することは避けてください。App Store

には、おなら、げっぷ、懐中電灯、占い、デート、宴会用ゲーム、カーマ・スートラと

いったアプリがすでに多数存在します。こうしたアプリは、ユニークで高品質な体験を

提供するアプリでない限り、却下されます。App Storeでスパム行為をすると、Apple De

veloper Programから除名される可能性があります。10 

 

Safari Extensionは、該当するAppleオペレーティングシステムの現行バージョンのSafa

riで実行する必要があります。システムまたはSafariのユーザーインターフェイスを構

成する要素と相互干渉してはならず、悪意のある、または誤解を生むコンテンツ、また

はコードを使用することは許可されません。この規定に違反すると、Apple Developer P

rogramから除名されることになります。Safari Extensionを使用して、機能の動作に必

要でないWebサイトにアクセスするよう要求することは認められません。11 

 

法律で許可されているものでない限り、事前にユーザーの許可を取らずに、ユーザーの

個人データを使用、送信、共有することはできません。 … ユーザーの同意なしに、ま

たはプライバシー関連の法令を遵守せずにユーザーデータを共有するアプリはApp Store

から削除され、当該デベロッパはApple Developer Programから除名される場合がありま

す。12 

 

デベロッパは、App Storeのカスタマーレビュー、カスタマーサポートのリクエストへの

対応、App Store Connectとのやり取りを含むAppleとのコミュニケーションなど、あら

ゆる場面で誰に対しても敬意を持って対応することが求められます。嫌がらせ、差別的

な言動、脅迫、いじめなどを、いかなる形でも行わず、そのような行為を他者に促すこ

ともないようにしてください。不正な操作、誤解を招く行為、その他の詐欺的な行為を

繰り返すと、Apple Developer Programからの除名につながります。 

 

ユーザーからの信頼は、アプリのエコシステムの基盤です。アプリでユーザーから搾取

したり不当にだまし取ろうとしたり、ユーザーが不要なものを購入させようとすること

 
8 ガイドライン2.3.1。 
9 ガイドライン2.5.3。 
10 ガイドライン4.3(b)。 
11 ガイドライン4.4.2。 
12 ガイドライン5.1.2(i)。 
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は絶対に許容されません。また、不必要なデータ共有を強制したり、価格を巧妙に上乗

せしたり、実際には利用できない機能やコンテンツの料金を請求したりなど、ユーザー

に対する不正な操作をアプリの内外で行うことは許されません。 

 

「デベロッパ行動規範」に違反する活動や行動に従事した場合は、Developer Programの

アカウントは停止されます。アカウントを復元するため、デベロッパは詳しい改善計画

を書面で提出することができます。Appleがその計画を承認し、改善が実施されたことを

確認すると、アカウントが再度有効になります。13 

 

添付書類8 

 

ii. 商品又は役務の購入の場合の条件 – 法第５条第２項第１号（ロ） 

 

アプリ内課金：アプリ内の機能（例：サブスクリプション、ゲーム内通貨、ゲームレベ

ル、プレミアムコンテンツへのアクセス、フルバージョンの利用）は、アプリ内課金を

使用してアンロックする必要があります。コンテンツや機能をアンロックするため、ラ

イセンスキー、拡張現実マーカー、QRコード、暗号通貨、暗号通貨ウォレットなど、ア

プリ独自の方法を用いることはできません。 

 

ただし、ユーザーがアプリ内課金で購入した通貨で、デベロッパまたはデジタルコンテ

ンツプロバイダにアプリ内で「チップ」を払うようにすることはできます。 

 

アプリ内課金で購入されたクレジットやゲーム内通貨に有効期限を設定することはでき

ません。また、返還可能なアプリ内課金を導入する場合は返還のメカニズムを実装する

必要があります。 

 

アプリ内課金のアイテムを他のユーザーに贈与できるようにすることは可能です。これ

らの贈与アイテムに関して、元の購入者以外のユーザーに返金することはできません。

また贈与されたアイテムの交換はできません。 

 

Mac App Storeで配信されるアプリでは、App Store以外の方法で有効化されるプラグイン

またはExtensionを使用することができます。 

 

「ルートボックス」などの方法でバーチャルアイテムをランダムに購入できるアプリで

は、各種アイテムの入手確率を明記して、ユーザーが購入前に確認できるようにしてく

ださい。 

 

デジタルの商品やサービスに利用できるデジタルのギフトカード、ギフト券、バウチャ

ー、クーポンを販売する場合は、アプリ内課金によるアプリ内での販売のみ許可されま

す。物理的なギフトカードをアプリ内で販売してユーザーに郵送する場合は、アプリ内

課金以外の支払い方法を使用することもできます。 

 

サブスクリプション型ではないアプリでは、まず一定期間の無料トライアルを提供し、

その後フルバージョンをアンロックする選択肢を提示することができます。その場合、

「XX日間お試し（XX-day Trial）」といった命名規則に従った非消耗型のアプリ内課金ア

イテムを、Tier 0の価格帯で設定する必要があります。無料トライアルの開始前に、トラ

イアル期間の長さ、トライアル終了後に利用できなくなるコンテンツやサービス、フル

バージョンを再度利用するためにかかる料金を、アプリ内で明確に示す必要があります。

レシート（英語）およびDeviceCheck（英語）を使用して、コンテンツへのアクセス権や

 
13 ガイドライン5.6。 
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トライアル期間の長さを管理する方法について詳しくご確認ください。 

 

アプリは、アプリ内課金を利用して、非代替性トークン(NFT)およびNFTに関連するサー

ビス(ミンティング、リスティング、譲渡など)を販売することができます。アプリでは、

NFTを所有することによってアプリ内の機能がアンロックされないことを条件として、ユ

ーザーが自分のNFTを確認できるようにすることが可能です。アプリ内課金以外の方法で、

ユーザーを何らかの購入に誘導するボタン、外部リンク、その他の行動喚起（CTA）をア

プリに実装しないことを条件として(米国ストアフロントのアプリを除く）、他のユーザ

ーが所有するNFTコレクションを閲覧することをユーザーに許可することも可能です。14 

 

他の購入方法へのリンク：デベロッパは、デジタルコンテンツやサービスを購入するた

めに、デベロッパが所有または管理責任を負うWebサイトへのリンクをアプリ内で提供す

るためのエンタイトルメントをリクエストできます。… 詳しくは以下をご覧ください。 

 

• StoreKit External Purchase Link Entitlement：特定の地域のApp Storeのアプリで

は、アプリ内課金の提供に加え、StoreKit External Purchase Link Entitlementを

使用して、デジタル商品またはサービスを購入する他の方法をユーザーに知らせるデ

ベロッパのWebサイトへのリンクを含めることができます。こちらでエンタイトルメ

ントについて詳しくご確認ください。エンタイトルメントに関する契約に従って、こ

れらのアプリ内課金アイテムの購入先や購入方法、およびそのようなアイテムが比較

的に低価格で提供されている場合はその旨を、リンクを通じてユーザーに知らせるこ

とができます。エンタイトルメントの利用は、特定のストアフロントのiOSまたはiPa

dOSのApp Storeに限定されます。（この禁止事項が適用されない米国ストアフロント

を除く）その他のすべてのストアフロントでは、アプリ内課金以外の方法でユーザー

を何らかの購入に誘導するためのボタン、外部リンク、その他の行動喚起をアプリや

そのメタデータに実装することはできません。 

 

• Music Streaming Services Entitlement：特定の地域の音楽ストリーミングアプリで

は、Music Streaming Services Entitlementを使用して、デジタル音楽コンテンツや

サービスを購入する他の方法をユーザーに知らせるデベロッパのWebサイトへのリン

ク（購入ボタンの形式も使用可能）を含めることができます。これらのエンタイトル

メントでは、デジタル音楽コンテンツやサービスを販売するという明確な目的で、音

楽ストリーミングアプリのデベロッパがユーザーにメールアドレスを提供してもらい、

デベロッパのWebサイトへのリンクを送信することもできます。こちらでエンタイト

ルメントについて詳しくご確認ください。エンタイトルメントに関する契約に従って、

これらのアプリ内課金アイテムをどこでどのように購入できるか、およびそのアイテ

ムの価格を、リンクを通じてユーザーに知らせることができます。これらのエンタイ

トルメントの利用は、特定のストアフロントのiOSまたはiPadOSのApp Storeに限定さ

れます。その他のストアフロントでは、アプリ内課金以外の方法で、ユーザーを何ら

かの購入に誘導するためのボタン、外部リンク、その他の行動喚起を音楽ストリーミ

ングアプリやそのメタデータに実装することはできません。 

 

• アプリがエンタイトルメントに関して誤解を招くマーケティングや、詐欺その他の不

正行為に関係した場合、そのアプリはApp Storeから削除され、アプリのデベロッパ

もApple Developer Programから除名される可能性があります。15 
 
サブスクリプション：App Storeでのカテゴリにかかわらず、アプリではアプリ内課金の

自動更新サブスクリプションを組み込むことができます。自動更新サブスクリプション

 
14 ガイドライン3.1.1。 
15 ガイドライン3.1.1(a)。 

https://developer.apple.com/documentation/storekit/external_purchase
https://developer.apple.com/documentation/storekit/external_purchase
https://developer.apple.com/documentation/storekit/external_purchase
https://developer.apple.com/documentation/storekit/external_purchase
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をアプリに組み込む際は、以下のガイドラインに必ず従ってください。16 

 

(a) 許容される使用方法：自動更新サブスクリプションを組み込む場合は、継続的な価値

をユーザーに提供する必要があります。サブスクリプション期間は最低7日間とし、ユー

ザーのすべてのデバイスで利用できるようにする必要があります。サブスクリプション

の適切な使用例には次のようなものがあります（すべて網羅しているわけではありませ

ん）。新しいゲームレベル、コンテンツの新しいエピソード、マルチプレイヤー対応、

定期的に実態のあるアップデートが提供されるアプリ、コレクションが多数にわたる、

または定期的に更新されるメディアコンテンツ、サービスとしてのソフトウェア（「SAA

S」）、クラウド対応、など。さらに以下についてご確認ください。 

 

サブスクリプションと、コンテンツの個別提供を併せて用意することもできます（映画

のコレクション全体をサブスクリプションで提供すると同時に、個々の映画の購入やレ

ンタルサービスも提供するなど）。 

 

同じデベロッパの複数のアプリやサービスで同一のサブスクリプションを共有すること

もできます。 

 

ストリーミングゲームサービスのサブスクリプションで提供されるゲームでは、サード

パーティのアプリやサービスで共有される単一のサブスクリプションを提供することが

できます。ただし、そのようなゲームはApp Storeから直接ダウンロードされ、サブスク

リプション登録者に二重の支払いが発生しないように設計される必要があります。また、

サブスクリプションを利用していないユーザーに不利となる形で提供することはできま

せん。 

 

サブスクリプションは、アプリを利用できるすべてのデバイスで機能する必要がありま

す。詳しくは、「アプリ間でサブスクリプションを共有（英語）」をご確認ください。 

 

ユーザーがアプリの機能やコンテンツにアクセスしたり使用したりする際に、アプリの

評価やレビュー、他のアプリのダウンロード、同様のその他アクションをユーザーに求

めることはできません。 

 

その他すべてのアプリと同様、サブスクリプションを提供するアプリでは、ユーザーが

対価を支払ったコンテンツを、追加作業（ソーシャルメディアへの投稿、連絡先のアッ

プロード、アプリを特定の回数開くことなど）を実行しなくても入手できるようにする

必要があります。 

 

消耗型のクレジット、ゲームで購入する宝石、ゲーム内通貨などはサブスクリプション

として提供することができます。また、消耗型アイテムの割引購入の権利をサブスクリ

プションに含めることもできます（宝石のパックを割引価格で入手できるプラチナメン

バーシップなど）。 

 

すでに登録しているアプリをサブスクリプションベースのビジネスモデルに変更する場

合、既存のユーザーがすでに対価を支払っている基本的な機能を取り除くことはできま

せん。たとえば、「ゲーム全体のアンロック」をすでに購入しているユーザーには、新

規ユーザーに向けてサブスクリプションモデルを導入した後も、ゲーム全体に引き続き

アクセスできるようにする必要があります。 

 

自動更新サブスクリプションアプリでは、関連する情報をApp Store Connectで提示して、

 
16 ガイドライン3.1.2。 
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ユーザーに無料トライアル期間を提供することができます。サブスクリプションオファ

ーの提供の詳細をご確認ください。 

 

ユーザーに対して詐欺行為を行おうとするアプリは、App Storeから削除されます。これ

には、虚偽の説明でユーザーをだましてサブスクリプションを購入させようとしたり、

おとり商法や詐欺的な行為をしたりするアプリが含まれます。このようなアプリはApp St

oreから削除され、当該デベロッパはApple Developer Programから除名される場合があり

ます。 

 

モバイル通信事業者のアプリでは、事前にAppleの承認を得ることで、新しい携帯電話デ

ータプランを含むバンドルで購入された際に、音楽およびビデオの自動更新サブスクリ

プションを含めることができます。モバイル通信事業者のアプリがユーザー向けのアプ

リ内課金に対応している場合は、事前にAppleの承認を得ることで、新しい携帯電話デー

タプランと一緒に購入された際に、その他の自動更新サブスクリプションをバンドルに

含めることもできます。この種のサブスクリプションで、消耗型アイテムの利用または

割引価格での購入を提供することはできません。また、サブスクリプションは携帯電話

データプランと同時に終了する必要があります。 

 

(b) アップグレードとダウングレード：ユーザーがアップグレード/ダウングレードをス

ムーズに行えるようにし、同じコンテンツの異なるバージョンを意図せずに購入してし

まうことがないようにする必要があります。サブスクリプションのアップグレードとダ

ウングレードのオプションを管理する方法については、ベストプラクティスを確認して

ください。 

 

(c) サブスクリプションに関する情報：ユーザーにサブスクリプションを促す際は、その

価格でユーザーが何を入手できるかを事前に明確に説明する必要があります。1か月当た

りの発行回数は何回か、クラウドストレージの容量はどれくらいか、サービスにアクセ

スする方法にはどのようなものがあるか、など。Apple Developer Program使用許諾契約

の別紙2（英語）で説明されている要件も必ず明示する必要があります。17 

 

その他の購入方法：次に挙げるアプリでは、アプリ内課金以外の購入方法の利用が認め

られる場合があります。米国ストアフロントのアプリおよび3.1.1（a）と3.1.3(a)の条

件を満たすアプリを除き、このセクションで挙げるアプリでは、アプリ内課金以外の購

入方法の利用をアプリ内でユーザーに促すことは許可されません。アプリ外では、デベ

ロッパがユーザーベースに対してアプリ内課金以外の購入方法に関するコミュニケーシ

ョンを送信することは認められます。 

 

(a) 「リーダー」アプリ：以前購入したコンテンツまたはコンテンツのサブスクリプショ

ン（具体的には、雑誌、新聞、書籍、オーディオ、音楽、ビデオ）に、ユーザーがアク

セスできるようにすることは許可されています。「リーダー」アプリは、無料ユーザー

層向けにアカウント作成の機能や、既存ユーザー向けにアカウント管理の機能を含める

ことができます。「リーダー」アプリのデベロッパは、外部リンクのアカウントエンタ

イトルメントを申請し、デベロッパが所有する、またはデベロッパがアカウントの作成

や管理の責任を保持するWebサイトへの情報リンクをアプリ内で提供することができます。

… 詳しくは、「外部リンクアカウントエンタイトルメント」をご確認ください。 

 

(b) マルチプラットフォームサービス：複数のプラットフォームで動作するアプリでは、

マルチプラットフォームのゲームにおける消耗アイテムなどを含め、別のプラットフォ

ーム上のアプリやデベロッパのWebサイトでユーザーが入手したコンテンツ、サブスクリ

 
17 ガイドライン3.1.2。 
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プション、機能へのアクセスを許可することが可能です。ただし、そうしたアイテムは、

アプリ内のアプリ内課金アイテムとしても購入可能でなければなりません。 

 

(c) エンタープライズサービス：組織またはグループが、（たとえば業務用データベース

や授業管理ツールなど）従業員や学生向けにデベロッパから直接購入するアプリの場合、

エンタープライズユーザーが以前購入したコンテンツやサブスクリプションを利用でき

るようにすることは許可されています。一般の消費者、単独ユーザー、家族向けの販売

の場合は、アプリ内課金を使用しなければなりません。 

 

(d) 個人対個人のサービス：個人対個人のリアルタイムでのサービス（家庭教師、医療相

談、不動産のツアー、フィットネストレーニングなど）を購入できるアプリの場合は、

アプリ内課金以外の購入方法での支払いを受け付けることもできます。一方で、リアル

タイムで個人対複数のサービスを提供する場合は、アプリ内課金を使用しなければなり

ません。 

 

(e) アプリの外部で使用する商品やサービス：ユーザーがアプリの外部で使用する物理的

な商品またはサービスをアプリで購入できるようにする場合、そうした商品の支払いに

はアプリ内課金以外（Apple Payやクレジットカードなど）の方法を使用する必要があり

ます。 

 

(f) 無料のスタンドアロンアプリ：有料のWebベースツール（VOIP、クラウドストレージ、

メールサービス、Webホストなど）に対して、スタンドアロンのコンパニオンアプリとし

て機能する無料アプリは、そのアプリ内で購入が発生しない、またはそのアプリ外へ購

入を誘導していない限り、アプリ内課金を使用する必要はありません。 

 

(g) 広告管理アプリ：広告主（商品、サービス、イベントを広告する個人や企業）が、各

種のメディア媒体（テレビ、屋外広告、Webサイト、アプリなど）にわたる広告キャンペ

ーンを購入および管理することを唯一の目的とするアプリでは、アプリ内課金を使用す

る必要はありません。このようなアプリはキャンペーン管理を目的としているため、広

告そのものを表示することはありません。ただし、同一アプリ内で表示するための広告

（ソーシャルメディアアプリへの投稿に使用される販促コンテンツなど）の購入を含め、

アプリ内で体験または消費されるコンテンツのデジタル購入には、アプリ内課金を使用

する必要があります。18 

 

特定のハードウェアを必要とするコンテンツ：アプリのある機能の動作に特定のハード

ウェアが必要である場合など、いくつかの限られた状況でのみ、アプリ内課金を使用し

なくても機能をアンロックすることができます（たとえば、望遠鏡と同期することで機

能が追加される天文学のアプリなど）。オプションとして物理的製品（玩具など）と連

動するアプリの機能では、アプリ内課金のオプションが提供されていることを前提に、

当該機能をアプリ内課金を通さずにアンロックすることができます。ただし、アプリの

機能をアンロックするために無関係の商品の購入を条件としたり、広告またはマーケテ

ィング活動を行うようユーザーに要求したりすることは認められません。19 

 

Appleは、世界水準のコマースおよび決済システムによって促進された、一貫性のある安全な体

験を提供するために、IAPの使用を要求しています。IAPが使用されることで、ユーザーは、購入

やサブスクリプションを長期にわたって容易に管理できるようになります。20 

 
18 ガイドライン3.1.3。 
19 ガイドライン3.1.4。 
20 App内課金は下記にて日本語にて閲覧が可能です。 

https://developer.apple.com/jp/in-app-purchase/ 

https://developer.apple.com/jp/in-app-purchase/
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デベロッパは、デベロッパの取扱製品または対象製品経由でのAppleサービスへのアクセ

スもしくはその使用、またはその中で提供されるいかなるコンテンツ、データもしくは

情報のみについていかなる料金もエンドユーザーに請求しないことに同意するものとし、

かつ、デベロッパは、方法の如何を問わず、Appleサービスへのアクセスを販売しないこ

とに同意するものとします。 … Appleは、デベロッパによるAppleサービスの利用につ

き料金を課す権利を留保します。Appleは、Appleサービスの料金または料金の改定につ

き、Eメールでデベロッパに通知します。かつ、かかる料金に関する情報は、本プログラ

ムウェブポータル、App Store ConnectまたはCloudKitコンソールに掲載されます。Appl

eサービスの可用性と料金設定は、適宜変更される場合があります。21 

 

デベロッパのアプリケーションがライセンスアプリケーションとして適格である場合、

かかるアプリケーションは、Appleおよび／またはApple子会社によるApp Store経由また

はカスタムアプリの配信経由でのエンドユーザーへの配布について、適格性を有するこ

とになります。デベロッパが、エンドユーザーに対して、App Store経由またはカスタム

アプリの配信経由で、無償の（無料の）、Appleおよび／またはApple子会社による、デ

ベロッパのライセンスアプリケーションの配布、またはIn-App Purchase APIの使用を通

じたデベロッパのライセンスアプリケーションにおける追加のコンテンツ、機能、また

はサービスの提供の許可を希望する場合、デベロッパは、デベロッパが無償のアプリケ

ーションに指定するライセンスアプリケーションに関して、別紙1の条項に従って、Appl

eおよび／またはApple子会社を、デベロッパの法的な代理人、またはコミッショナーに

指名するものとします。22 

 

デベロッパのアプリケーションがライセンスアプリケーションとして適格であり、かつ、

In-App Purchase APIの使用を通じて、デベロッパがデベロッパのアプリケーションに対

して、またはデベロッパのアプリケーション内で、エンドユーザーに対して何らかの課

金をする場合、App Store経由でかかるデベロッパのライセンスアプリケーションの商用

配布が開始される前に、または、デベロッパがエンドユーザーに対して課金をする追加

のコンテンツ、機能、またはサービスの商用配布がデベロッパのライセンスアプリケー

ションにおけるIn-App Purchase APIの使用を通じて許可される前に、AppleまたはApple

子会社と別途契約（別紙2）を締結しなければならないものとします。デベロッパがAppl

eの署名を受領し、アプリケーションをカスタムアプリの配信経由で有償配布することを

希望する場合、デベロッパは、かかる配布が実施される前に、AppleまたはApple子会社

と別途契約（別紙3）を締結しなければならないものとします。AppleまたはApple子会社

と別紙2もしくは別紙3の契約を締結する場合、またはすでに締結している場合、別紙2も

しくは別紙3の条項は、この引用により本契約に組み込まれるものとみなされます。23 

 

デベロッパは、デベロッパのベータ版テスターに対し、AppleのTestFlightに参加するた

めの、または当該プレリリース版を使用するためのいかなる種類の費用も請求すること

はできないものとします。デベロッパは、デベロッパのアプリケーションのプレリリー

ス版の品質、パフォーマンス、または有用性の改善に関連しない目的で、TestFlightを

使用することはできません（例えば、App Storeを回避する意図でデベロッパのアプリケ

ーションのデモ版を継続的に配布したり、App Storeでの好ましい評価を得る目的でデベ

ロッパのアプリケーションの体験版を提供したりすることは許可されません）。24 

 

デベロッパは、本契約により、AppleおよびApple子会社（以下「Apple」と総称します）

 
21 DPLA第2.8条。 
22 DPLA第7.1条。 
23 DPLA第7.2条。 
24 DPLA第7.4(B)条。 
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を、(i) 本別紙1に対する添付書類A第1項に列挙する地域（変更されることがあります）

に所在するエンドユーザーに対するデベロッパのライセンスアプリケーションのマーケ

ティングおよび配布のためのデベロッパの代理人として、かつ、(ii) 本別紙1に対する

添付書類A第2項に列挙する地域（変更されることがあります）に所在するエンドユーザ

ーに対するデベロッパのライセンスアプリケーションのマーケティングおよび配布のた

めのデベロッパのコミッショナーとして、配布期間中、指名します。デベロッパが選択

できるApp Storeの地域の最新のリストは、App Store Connectツールおよびカスタムア

プリの配信サイトにおいて定められ、かつ、Appleによって随時アップデートされること

があります。デベロッパは、Appleが、1つまたは複数のApp Storeまたはカスタムアプリ

の配信サイトを介して、デベロッパのためにデベロッパに代わって、ライセンスアプリ

ケーションのマーケティングをし、かつ、エンドユーザーがライセンスアプリケーショ

ンをダウンロードできるようにすることを認めるものとします。25 

 

本別紙1の2.1条に基づきデベロッパがAppleに配布するライセンスアプリケーションのす

べては、エンドユーザーが無料でダウンロードできるようAppleの使用に供するものとし

ます。Appleは、ライセンスアプリケーションに関してエンドユーザーからいかなる料金

を徴収する義務もないものとし、本別紙1に基づくいかなるライセンスアプリケーション

に関しても、デベロッパに対していかなる支払いの義務もないものとします。デベロッ

パがライセンスアプリケーションまたはアプリケーション内での購入に関してエンドユ

ーザーに対して課金をする意図がある場合、デベロッパは、ライセンスアプリケーショ

ンに関するAppleとの本契約（別紙2）の拡張契約を別途締結しなければならないものと

します（または以前に締結済みであること）。デベロッパがカスタムアプリに関してエ

ンドユーザーに対して課金をする意図がある場合、デベロッパは、カスタムアプリに関

するAppleとの本契約（別紙3）の拡張契約を別途締結しなければならないものとします

（または以前に締結済みであること）。26 

 

デベロッパは、以下の地域におけるマーケティングおよび以下の地域に所在するエンド

ユーザーによるライセンスアプリケーションのダウンロードの代理人として、日本国民

法第643条に従い、iTunes株式会社を指名するものとします。 

 

日本27 

 

本添付書類C第10項に定めるデベロッパの義務を除き、デベロッパはAppleに対して、プ

ロモーションコードに対するいかなる手数料を支払う義務も負いません。28 

 

デベロッパはここに、プロモーションコードによるライセンスアプリケーションの配布

およびダウンロードに対するロイヤリティ、収益、または報酬について、本契約（別紙1

を含みます）の適用のある場合に、本契約に基づいて支払われることがあるかどうかに

関わらず、これを回収する一切の権利を放棄します。両当事者は、Appleおよびデベロッ

パ間においては、プロモーションコードによるライセンスアプリケーションの配布、お

よびダウンロードに関する第三者に対するロイヤリティの支払いまたはこれに類する支

払いに対する各当事者の責任は、本契約の定めによるものとすることを承諾するものと

します。29 

 

デベロッパは、本別紙により、AppleおよびAppleの子会社（以下、「Apple」と総称しま

す）を、(i) 本別紙2に対する添付書類A第1条に列挙する地域（変更されることがありま

 
25 DPLA別紙1第1.1条。 
26 DPLA別紙1第1.5条。 
27 DPLA別紙1に対する添付書類A第1条。 
28 DPLA別紙1に対する添付書類C第3条。 
29 DPLA別紙1に対する添付書類C第10条。 
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す）に所在するエンドユーザーに対するデベロッパのライセンスアプリケーションのマ

ーケティングおよび配布のためのデベロッパの代理人として … 指名します。30 

 

Appleは、本別紙2に基づくデベロッパの代理人および／またはコミッショネアとしてのA

ppleのサービスに対する対価として、以下の手数料を受け取る権利を有するものとしま

す。 

 

(a) Appleは、エンドユーザーへのライセンスアプリケーションの販売について、各エン

ドユーザーが支払うべきすべての価格の30%に相当する手数料を受け取る権利を有するも

のとします。サブスクリプショングループ（以下に定義）内の有料サブスクリプション

サービスの利用が1年間を超えた顧客によって行われた自動更新サブスクリプション購入

についてのみ、Appleは、保持猶予期間または更新延長期間に関わらず、以降の更新ごと

に各エンドユーザーが支払うべきすべての価格の15%に相当する手数料を受け取る権利を

有するものとします。保持猶予期間とは、顧客のサブスクリプションが（例えば、解約

または不払いなどの理由により）終了してから同じサブスクリプショングループ内の新

しいサブスクリプションが開始されるまでの期間を指します。ただし、この期間は60日

間を超えないものとし、変更されることがあります。更新延長期間とは、デベロッパが

顧客のサブスクリプションの更新日を追加の費用なく延長する期間を指します。本第3.4

条(a)項に基づきAppleが受け取る権利を有している手数料の決定において、エンドユー

ザーが支払うべき価格は、本別紙2の第3.2条に定める、徴収されるあらゆる税金を差し

引いたあとの価格とします。 

 

(b) App Storeスモールビジネスプログラム。AppleによりApp Storeスモールビジネスプ

ログラムに認定および承認されたデベロッパに関しては、Appleは、App Store Connect

サイトを通じて随時アップデートされる、本別紙2の添付書類Bに列挙する地域に所在す

るエンドユーザーへのライセンスアプリケーションの販売について、各エンドユーザー

が支払うべきすべての価格の15%に引き下げられた手数料を受け取る権利を有します。31 

 

本別紙2の第3.2条に別途定められている場合を除き、Appleは、本別紙2の第3.4条に定め

られている手数料を、ライセンスアプリケーションの配布または使用に関連するあらゆ

る税金またはその他の類似するデベロッパ、Apple、もしくはエンドユーザーの義務を含

む、あらゆる税金またはその他の政府の賦課金分の減額なしに受け取る権利を有するも

のとします。Appleが開発したライセンスアプリケーションの販売について、Appleは手

数料を受け取る権利を有しません。32 

 

Appleは、本別紙に基づきエンドユーザーに配布されるライセンスアプリケーションの価

格として当該エンドユーザーから金額を徴収する時に、当該ライセンスアプリケーショ

ンに関するAppleの手数料全額と本別紙の第3.2条および第3.4条に基づきAppleが徴収す

るあらゆる税金を差し引いて、Appleの標準的な商慣行に従って当該価格の残額について

デベロッパに送金する、または場合によってはデベロッパ宛てのクレジットを発行する

ものとします。 … デベロッパは、本別紙により、エンドユーザーへのライセンスアプ

リケーションの配布について、Appleが当該ライセンスアプリケーションの価格を当該エ

ンドユーザーから徴収できない場合でも、Appleが本第3.5条に従って手数料を受け取る

権利を有することを認め、これに同意するものとします。33 

 

エンドユーザーがサブスクリプションオファーコードを使用してデベロッパのライセン

 
30 別紙2および3の第1.1条。 
31 別紙2の第3.4(a)条および第3.4(b)条。 
32 別紙2の第3.4(b)条。 
33 別紙2および3の第3.5条。 
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スアプリケーションのサブスクリプションに無料でアクセスできる期間において、デベ

ロッパは本別紙により、当該アクセスに対する使用料、収益または報酬について、本契

約、本別紙2および本契約に対する別紙1の適用ある場合に、本項の定めがなければこれ

らに基づき支払われることがあるか否かに関わらず、これらを徴収する一切の権利を放

棄するものとします。両当事者は、Appleとデベロッパの間においては、サブスクリプシ

ョンオファーコードによりデベロッパのライセンスアプリケーションでサブスクリプシ

ョンにアクセスするエンドユーザーに関する第三者に対する使用料の支払いまたはこれ

に類する支払いに対する各当事者の責任は本契約および本別紙2の定めによるものとする

ことを認めるものとします。34 

 

Appleは、本別紙3に基づくデベロッパの代理人および／またはコミッショネアとしてのA

ppleのサービスに対する対価として、以下の手数料を受け取る権利を有するものとしま

す。 

 

Appleは、カスタムAppの配信の顧客へのカスタムアプリケーションの販売について、各

カスタムAppの配信の顧客が支払うべきすべての価格の30%に相当する手数料を受け取る

権利を有するものとします。サブスクリプショングループ（以下に定義）内の有料サブ

スクリプションサービスの利用が1年間を超えた顧客によって行われた自動更新サブスク

リプション購入についてのみ、Appleは、保持猶予期間または更新延長期間に関わらず、

以降の更新ごとに各エンドユーザーが支払うべきすべての価格の15%に相当する手数料を

受け取る権利を有するものとします。保持猶予期間とは、顧客のサブスクリプションが

（例えば、解約または不払いなどの理由により）終了してから同じサブスクリプション

グループ内の新しいサブスクリプションが開始されるまでの期間を指します。ただし、

この期間は60日間を超えないものとし、変更されることがあります。更新延長期間とは、

デベロッパが顧客のサブスクリプションの更新日を、追加の費用なく延長する期間を指

します。本第3.4条に基づきAppleが受け取る権利を有している手数料の決定において、

カスタムAppの配信の顧客が支払うべき価格は、本別紙3の第3.2条に定める、徴収される

あらゆる税金を差し引いたあとの価格とします。 

 

本別紙3の第3.2条に別途定められている場合を除き、Appleは、本別紙3の第3.4条に定め

られている手数料を、カスタムアプリケーションの配布または使用に関連するあらゆる

税金またはその他の類似するデベロッパ、Apple、もしくはカスタムAppの配信の顧客の

義務を含む、あらゆる税金またはその他の政府の賦課金分の減額なしに受け取る権利を

有するものとします。Appleが開発したライセンスアプリケーションおよび／またはカス

タムアプリケーションの販売について、Appleは手数料を受け取る権利を有しません。35 

 

添付書類9 

 

iii. 検索及びランキングの主要なパラメータ – 法第５条第２項第１号（ハ） 

 

1. (a) アプリランキングおよび見つけやすさに使用される主なパラメータは、テキスト

の関連性です。例えば、正確なタイトル、関連するキーワード、またはメタデータの追

加、ライセンスアプリケーション内での説明的なカテゴリの選択、評価、およびレビュ

ーならびにアプリのダウンロードの数と質に関する顧客の行動、App Store内でのローン

チの日付（関連する検索のために考慮される場合があります）、Appleが公表したいずれ

かのルールにデベロッパが違反したことがあるか、などが考慮されます。これらの主な

パラメータにより、お客様の検索クエリに最も関連性の高い結果が返されます。 

 

 
34 別紙2の第3.13(c)条。 
35 別紙3の第3.4条。 
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(b) App Store内で取り上げるアプリを検討する場合、Appleのエディターはすべてのカ

テゴリから、特に新しいアプリおよび大幅にアップデートされたアプリに着目し、高品

質のアプリを探します。Appleのエディターが考慮する主なパラメータは、UIデザイン、

ユーザー体験、革新性と独自性、ローカリゼーション、アクセシビリティ、App Store製

品ページのスクリーンショット、アプリのプレビューおよび説明です。さらにゲームの

場合、ゲームプレイ、グラフィックスとパフォーマンス、オーディオ、物語とストーリ

ーの深さ、リプレイ機能、およびゲームプレイコントロールに関するかかるパラメータ

に関しても考慮します。これらの主なパラメータを通じて、質が高く設計に優れた革新

的なアプリが示されます。 

 

(c) デベロッパがApp Store上でのデベロッパのアプリに対する有料プロモーションのた

めにAppleサービスを利用する場合、デベロッパのアプリは、プロモーションエリアに表

示され、広告コンテンツとして示されることがあります。 

 

アプリの見つけやすさに関して詳しくは、https://developer.apple.com/jp/app-store/

discoverability/をご参照ください。36 

 

添付書類10 

 

iv. 商品等提供データを取得又は使用する場合の条件 – 法第５条第２項第１号（ニ） 

 

Appleの製品およびAppleのサービスをテスト、提供、および改良するために、かつ、本

契約に基づきデベロッパがAppleサービスの使用を選択した場合にのみ（および本契約で

別段の定めがある場合を除き）、デベロッパは、Appleとその子会社および代理人が、Ap

pleサービスから診断情報、技術情報、利用情報、および関連する情報を収集することが

あることを認めるものとします。この情報の中には、デベロッパを個人として識別しな

い形式で、収集されるものもあります。ただし、場合により、Appleは、デベロッパを個

人として識別する情報の収集が必要な場合がありますが、Appleが、以下のいずれかのた

めにかかる収集が合理的に必要であると誠実に信じる場合に限られます。(a) Appleサー

ビスの提供、(b) 法的手続または要件の遵守、(c) 本契約の条項の遵守の検証、(d) 潜

在的な技術上の問題または違反の調査を含む、不正行為の防止、(e) 法令により要求ま

たは許容されるApple、その開発者、顧客、または一般ユーザーの権利、財産、セキュリ

ティ、または安全の保護。かかるAppleサービスをインストールまたは使用することによ

り、デベロッパは、Appleとその子会社および代理人が、本条で定めるかかる情報のすべ

てを収集および使用するためのデベロッパの許可を得たことについて、認め、同意する

ことになります。さらに、デベロッパは、Appleが、パートナーおよび第三者開発者がAp

pleブランド製品上またはそれに接続して実行する製品およびサービスを改良できるよう

にする目的で、診断情報、技術情報、ならびに利用ログおよび利用情報（個人識別情報

を除く）を共有する場合があることに同意するものとします。37 

 

Appleは、Appleのプライバシーポリシーにおいて概説されている通りに個人情報および

非個人情報を取り扱います。デベロッパおよび顧客のデータへのAppleのアクセスおよび

関連するプラクティスについての情報は、https://www.apple.com/legal/privacy/data/

ja/app-store/の「App Storeとプライバシー」をご確認ください。Appleは、Appleと連

携してApple製品およびサービスを提供する、Appleの顧客への販売を支援する、Appleに

代わり広告を販売してApp StoreおよびApple News and Stocksにおいて表示する戦略パ

 
36 DPLA別紙1に対する添付書類Dならびに別紙2および3に対する添付書類Eの第1条。 
37 DPLA第14.2(D)条。DPLA第14.2条に基づき収集されたデータはプライバシーポリシーの対象とされます。下記

にて日本語にて閲覧が可能です。 

https://www.apple.com/legal/privacy/jp/ 

https://developer.apple.com/jp/app-store/discoverability/
https://developer.apple.com/jp/app-store/discoverability/
https://www.apple.com/legal/privacy/data/ja/app-store/
https://www.apple.com/legal/privacy/data/ja/app-store/
https://www.apple.com/legal/privacy/jp/
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ートナーに非個人情報を提供する場合があります。そうしたパートナーは、当該情報を

保護する義務を負い、Appleがビジネスを展開する場所であればどこでも存在する可能性

があります。38 

 

Appleは、当社サービスの強化、お客様の取引の処理、お客様とのコミュニケーション、

セキュリティおよび詐欺や不正の防止、ならびに法令遵守のために、個人データを使用

します。また、お客様の同意の下で、その他の目的のために個人データを使用すること

があります。 

 

Appleは状況に応じて、お客様の同意に基づいて、またはお客様との契約を履行するため、

お客様や他者の重大な利益を保護するため、もしくは法令を遵守するために個人データ

の処理が必要であるという事実に基づいて、個人データを使用することがあります。ま

た、当社は、お客様の利益、権利および期待を考慮して、個人データを処理することが

当社または他者の正当な利益にかなうと考える場合、個人データを処理することがあり

ます。 … 法的根拠についてご質問がある場合は、apple.com/jp/privacy/contactから

データ保護責任者にお問い合わせいただけます。39 

 

Apple Developer Programへの登録時に、Appleは、デベロッパアカウントを作成・維持

し、Apple Developer Programの機能を提供するために、デベロッパの氏名、Eメールア

ドレス、年齢、電話番号、使用言語、国または地域など、Apple Accountに関連付けられ

た情報を使用します。また、Apple Developer Webサイト、イベント、コンテンツへのア

クセスを提供したり、メールや通知を送信したりする目的で使用する場合もあります。 

 

Apple Developer Programへの登録、メンバーシップの更新、既存のメンバーからのAcco

unt Holderの役割譲渡の受諾といった特定の状況では、本人であることを確認するため、

政府発行のID番号、写真付き本人確認書類（IDカード、運転免許証、パスポートなど）

の画像、または自撮り画像の提供が求められることがあります（所在地域の要件に基づ

きます）。Appleはほかにも、Apple Developer Programへの登録申請に使用したデバイ

スに関する情報や、Apple Accountで有効にしているセキュリティ設定の情報を収集しま

す。また、お使いのデバイスが、不正行為を検知する目的でデバイスの利用パターン

(例：デバイスが移動した時間の割合、週間通話回数の概数、マップの利用履歴)を使用

することがあります。デバイスがこの情報を評価し、それに基づくスコアがAppleと共有

されます。 

 

Appleとその本人確認サービスプロバイダは、Appleの代表として、収集した情報を本人

確認および不正行為防止の目的にのみ使用します。Appleはサービスプロバイダに対し、

不要になった時点で、かつその保持が法律で規定されていない場合に、当該情報をただ

ちに削除することを義務付けています。政府発行の本人確認書類の画像をご提供いただ

いた場合は、Appleの本人確認サービスプロバイダによって本物かどうかが確認されます。

その際、確認と不正行為防止のため、お客様の氏名、住所、書類のID番号が取得されま

す。Appleの本人確認サービスプロバイダは、本人確認を完了するまでの間、ご提供いた

だいた画像を短期間保持します。その後、画像は削除されます。デベロッパのアカウン

トを確認するために、デベロッパがApp Store ConnectまたはAppleCareを通じて本人確

認書類やその他の書類を提出した場合、Appleはそれらの書類を最長で90日間保持します。

政府発行の本人確認書類の提供を希望されず、かつ法律で提供が義務付けられていない

場合には、developer.apple.com/contactからAppleに別の本人確認方法について問い合

わせていただくことも可能です。 

 

 
38 DPLA別紙1に対する添付書類Dならびに別紙2および3に対する添付書類Eの第2条。 
39 プライバシーポリシー「Appleによる個人データの使用」参照。 

https://www.apple.com/jp/privacy/contact/
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Appleは、現地の法律で義務付けられている特定の地域で、お客様の会社名、住所または

私書箱、Eメールアドレス、電話番号、または事業登録番号（DUNSや統一社会信用コード

など）の特定の連絡先情報を、お客様のアプリのプロダクトページに表示する場合があ

ります。表示される連絡先情報を更新される場合は、App Store Connectで更新するか、

Appleにお問い合わせください。 

 

別のデベロッパが、Apple Developer Programでお客様をチームに招待するため、Apple

にお客様のEメールアドレスを提供する場合があります。お客様が招待を受け入れると、

お客様のApple Accountがそのチームに関連付けられます。 

 

Appleからの支払いを受けるには、銀行口座情報、税務書類および関連書類を提出する必

要があります。これらはApp Store Connectの「ビジネス」セクションでいつでも更新可

能です。Appleは、デベロッパへの支払い、不正行為の特定と防止、適用される法律の遵

守を目的としてこれらのデータを使用します。 

 

イベントへの参加申請を行う場合は、Apple Developer Programメンバーシップに関連付

けられたApple Accountを使用して申請する必要があります。このアカウント情報は、イ

ベント参加者の選考プロセスに従って、参加者を選考したり、選出された応募者をイベ

ントに登録したりする目的で使用されます。 

 

デベロッパがDeveloperアプリの通知を有効にすると、Developer Program、Worldwide D

eveloper Conference、Tech Talkおよびラボなどのトピックに関する情報が送信される

場合があります。通知の設定は、Developerアプリの設定でいつでも調整できます。iOS

デバイスのDeveloperアプリで、「Account（アカウント）」タブをタップし、「Notific

ations（通知）」をタップします。Macでは、「Developer」>「Settings（設定）」>「N

otifications（通知）」を選択します。 

 

アプリの使用状況に関する情報の送信を許可された場合、Appleは、お客様が閲覧したペ

ージやお客様が操作した機能など、デベロッパがDeveloperアプリをどのように使用して

いるかに関する情報を収集します。この情報は、AppleがDeveloperアプリを改善するた

めに使用されます。収集された情報のいずれも、個人を特定するものではありません情

報の共有はいつでも無効にすることができます。iOSデバイスでこの操作を行うには、

「Settings（設定）」>「Developer」>「Diagnostics & Usage（診断/使用状況）」の順

に選択し、「Automatically Send（自動的に送信）」をタップして自動送信を無効にし

ます。visionOSデバイスでは、「Settings（設定）」>「Apps（アプリ）」>「Developer」

>「Diagnostics & Usage（診断/使用状況）」の順に選択し、「Automatically Send（自

動的に送信）」をタップして自動送信を無効にします。 MacのDeveloperアプリで、「Se

ttings（設定）」>「General（一般）」に移動し、「Automatically send diagnostics 

and usage（診断データと使用状況データを自動的に送信する）」をタップして自動送信

を無効にします。 

 

Appleは通常、お客様との契約を履行するため、サービスを提供するために必要な範囲で、

法的義務を遵守する目的において、Apple Developer Programの個人データを処理します。

お客様の同意が適切な法的根拠となる場合は、該当する現地法に基づいて同意を求めま

す。 

 

適用される現地の法律で定められている場合、Appleは、Appleの正当な利益または第三

者の正当な利益のために、必要に応じて個人データを処理し、以下を行います。 

 

・本人確認を行う 

・デベロッパチームに参加するためのコミュニケーションと招待状を送信する 
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・お客様やほかの人のためにサービスを改善し、最適化する 

・不正行為その他の悪意のあるアクティビティを防止する 

 

使用されるデータは以下の通りです。 

・政府発行の本人確認書類の番号、お客様の名前、住所などの本人確認情報 

・デバイスとアカウントの詳細 

・銀行口座情報 

・デバイスの信頼スコア 

 

Appleは、お客様がApple Accountを保持している限り、Apple Developer Programのメン

バーシップに関連付けられている個人データを保持します。アカウント情報は、適用さ

れる法律に基づいて保持する必要がある場合を除き、アカウントの削除依頼を受けた時

点で削除されます。Apple Developer Programに関連する個人データの使用方法について

質問や懸念がある場合や、Appleのデータ保護責任者への連絡をご希望の場合は、dpo@ap

ple.comまでお問い合わせください。 

 

Appleが収集する情報は、いかなる場合においても、Appleのプライバシーポリシー（www.

apple.com/jp/privacyを参照）に従って取り扱われます。40 

 

添付書類11 

 

v. 商品等提供利用者が商品等提供データを取得又は使用する場合の条件 – 法第５条第２項第１

号（ホ） 

 

App Storeデータへのアクセス デベロッパは、Appアナリティクス、「売上とトレンド」

および「支払と財務報告」レポートを使用することにより、App Store Connect内でデベ

ロッパのライセンスアプリケーションの財務パフォーマンスおよびユーザーエンゲージ

メントに関するデータにアクセスすることができます。具体的には、デベロッパは、

個々のアプリの販売およびアプリ内課金（サブスクリプションを含む）に関するデベロ

ッパのライセンスアプリケーションの財務結果のすべてを「売上とトレンド」レポート

で取得することや、「財務報告」レポートからデータをダウンロードすることができま

す。また、デベロッパは個人を特定できないデータについて、Appアナリティクスを閲覧

し、デベロッパのライセンスアプリケーションに顧客がどのように関心を寄せているか

を把握することができます。詳しくは、https://developer.apple.com/jp/app-store/me

asuring-app-performance/をご参照ください。Appアナリティクスのデータは、Appleの

顧客の同意がある場合にのみ提供されます。詳しくは、https://developer.apple.com/j

p/app-store-connect/analytics/をご参照ください。Appleは、他のデベロッパによるAp

p Storeの使用によって提供または作成された個人データまたはその他のデータへのアク

セスをデベロッパに提供することはありません。またAppleは、デベロッパのApp Store

の使用によって提供または作成された個人データまたはその他のデータへのアクセスを

他のデベロッパに提供することもありません。そのようなデータ共有は、Appleのプライ

バシーポリシーおよびAppleによる当該データの取り扱い方法に対するAppleの顧客の期

待に反する可能性があります。デベロッパが顧客から直接情報を求めることができるの

は、当該情報が適法な方法で収集され、かつ、デベロッパがApp Reviewガイドラインに

従っている場合に限ります。 

 

Appleは、Appleのプライバシーポリシーにおいて概説されている通りに個人情報および

 
40 プライバシーポリシーの一部としてリンクされている通知「Apple Developer Programとプライバシー」参

照。下記にて日本語にて閲覧が可能です。 

https://developer.apple.com/jp/support/privacy/ 

mailto:dpo@apple.com
mailto:dpo@apple.com
http://www.apple.com/jp/privacy
http://www.apple.com/jp/privacy
https://developer.apple.com/jp/support/privacy/
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非個人情報を取り扱います。デベロッパおよび顧客のデータへのAppleのアクセスおよび

関連するプラクティスについての情報は、https://www.apple.com/legal/privacy/data/

ja/app-store/の「App Storeとプライバシー」をご確認ください。Appleは、Appleと連

携してApple製品およびサービスを提供する、Appleの顧客への販売を支援する、Appleに

代わり広告を販売してApp StoreおよびApple News and Stocksにおいて表示する戦略パ

ートナーに非個人情報を提供する場合があります。そうしたパートナーは、当該情報を

保護する義務を負い、Appleがビジネスを展開する場所であればどこでも存在する可能性

があります。41 

 

Appleは、お客様が自らの個人データについて、知る権利、アクセスする権利、訂正する

権利、移転する権利、処理を制限する権利、削除する権利を尊重しています。当社はこ

れらの権利を当社の全世界のお客様に対して提供しており、お客様は、これらのプライ

バシーに関する権利を行使した場合でもAppleから差別的な扱いや低いレベルのサービス

を受けることがない権利を有しています。また、お客様は、Appleがお客様の個人データ

を処理することに同意するよう求められた場合、同意後にいつでもその同意を撤回する

権利を有しています。 

 

プライバシーの権利と選択権を行使するには（他社サービスプロバイダーがAppleの代理

として業務を行う場合も含む）、Appleの「データとプライバシー」のページ（privacy.

apple.com/?r=1&language=JP-JA）にアクセスしてください。Shazamについてはshazam.c

om/privacyにアクセスしてください。お客様の個人データのセキュリティを守るために、

ご自身のアカウントにサインインする必要があり、これによりお客様の本人確認が行わ

れます。現在privacy.apple.com/?r=1&language=JP-JAで確認できない個人データのコピ

ーの入手をご希望の場合は、apple.com/jp/privacy/contactから要請していただけます。

また、お客様は、担当規制当局に苦情を申し立てる権利を有しています。 

 

ただし、状況によってはお客様からの要請にお応えできない場合があります。例えば、

お客様から取引データの削除を依頼された場合、Appleがその取引の記録を保管する法的

義務を負う場合は法令遵守のために要請に応じることはできません。また、要請に応じ

ることで、詐欺や不正の防止およびセキュリティを目的とした当社によるデータの正当

な使用が損なわれる可能性がある場合は、要請をお断りすることがあります（セキュリ

ティに関する懸念のために捜査対象となっているアカウントの削除を要請された場合な

ど）。プライバシーに関する要請をお断りする場合があるその他の理由としては、他者

のプライバシーを侵害する、根拠がない、訴権乱用となる、著しく非現実的または不合

理である、といった場合が挙げられます。42 

 

Appleは、お客様の指示を受けるかお客様の同意を得て、その他の第三者と個人

データを共有することがあります（お客様のアカウントのアクティベーションを

行うために通信事業者と情報を共有する場合など）。43 

 

添付書類12 

 

vii. その他開示することが必要なものとして経済産業省令で定められる事項 – 法第５条第２項

第１号（ト） 

 

 
41 DPLA別紙1に対する添付書類Dならびに別紙2および3に対する添付書類Eの第2条。商品等提供データが「個人情

報」に該当する限り、当該情報はAppleのプライバシーポリシーに従います。 
42 プライバシーポリシー「Appleにおけるお客様のプライバシーの権利」参照。 
43 プライバシーポリシー「Appleによる個人データの共有」参照。 

https://www.apple.com/legal/privacy/data/ja/app-store/
https://www.apple.com/legal/privacy/data/ja/app-store/
https://privacy.apple.com/
https://privacy.apple.com/
https://shazam.com/privacy
https://shazam.com/privacy
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c. 返品及び返金の条件 

 

すべてのデベロッパは、該当する規約に基づき平等に扱われ、Appleは、AppleのAppを第三者で

あるデベロッパのAppよりも有利な条件で扱うことはありません。別紙に「Appleが開発したライ

センスアプリケーションの販売について、Appleは手数料を受け取る権利を有しません。44」と規

定されている通り、明白な理由に基づき、AppleはAppleの開発チームによるAppの販売について、

手数料を得ていません。  

 

デベロッパがAppleから有効な料金免除を受けている場合を除き、本契約に基づきデベロ

ッパに付与される権利およびライセンス、ならびにデベロッパによる本プログラムへの

参加の対価として、デベロッパは、本プログラムのウェブサイトで定める本プログラム

年会費をAppleに支払うことに同意するものとします。当該料金の払戻しは行われず、か

つ、Appleソフトウェア、Appleサービス、またはデベロッパによる本プログラムの使用

について賦課され得る一切の税金はデベロッパが負担するものとします。デベロッパの

本プログラム料金は、本契約に基づきデベロッパがアプリケーションをAppleに提出(ま

たは再提出)する時点において全額が支払われなければならず、後払いすることはできな

いものとし、該当する場合、デベロッパによる本プログラムウェブポータルおよびApple

サービスの継続使用は、デベロッパによるかかる料金の支払いを条件とします。デベロ

ッパは、デベロッパが自動更新でデベロッパの年間プログラム料金を支払うことを選択

した場合、デベロッパが自動更新メンバーシップへの登録を選択した時にプログラムウ

ェブポータルでデベロッパが同意した条件に従い、AppleはデベロッパがAppleに登録し

たクレジットカードに当該料金を請求することができることに同意するものとします。45 

 

デベロッパは、デベロッパのアプリケーションのエンドユーザーに対し、一切の払い戻

しを行わないものとします。かつ、デベロッパは、Appleが、別紙2の条件に従って、エ

ンドユーザーに対して払い戻しを行う場合があることに同意するものとします。46 

 

デベロッパは、返金プロセスおよび購入に関する紛争プロセスについて情報を提供し、

これらのプロセスを改善するために、デベロッパのアプリケーションから得られたエン

ドユーザーの購入情報を、Apple、その子会社、およびAppleの代理人に提供することが

できます。デベロッパは、ドキュメントおよび適用法に従い、ユーザーに通知を送信す

る、またはユーザーから同意を得る必要があります。47 

 

デベロッパは、製品に対するあらゆる保証について、明示または法律に基づく黙示の保

証のいずれであるかに関わらず、免責が有効になされているものを除いて、単独で責任

を負うものとします。エンドユーザー使用許諾契約には、ライセンスアプリケーション

が適用される保証事項を満たしていない場合、エンドユーザーはAppleにその旨を通知し、

Appleは当該エンドユーザーに対してライセンスアプリケーションの購入代金を払い戻す

旨を規定するものとします。また、適用法令で許容される限り、ライセンスアプリケー

ションに関して、Appleは、一切保証責任を負わないものとし、保証条項を満たさないこ

とにより発生する損害賠償請求、損害、債務、費用、支出等に対してはすべて、デベロ

ッパが全面的に責任を負うものとします。48 

 

プロモーションコードおよび未使用の残額は、デベロッパおよびホルダーのいずれも、

現金と引き換えることはできず、現金の払い戻しによる返却、交換はできず、他の商品

の購入、割引またはiTunesもしくはApp Storeギフトの提供に使用することはできません。

 
44 別紙2および3の第3.4条。 
45 DPLA第8条。 
46 DPLA付属書2の第3.4条。 
47 DPLA付属書2の第3.5条。 
48 DPLA別紙1に対する添付書類Bの第4条。 
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これには未使用で失効したプロモーションコードも含まれます。49 

 

デベロッパは、マーケティングされるサブスクリプション期間全体（デベロッパが許可

した請求の猶予期間を含みます）にわたって提供を実施する必要があります。デベロッ

パは、本別紙2の本第3.8条(c)項に違反した場合、本別紙により、Appleに対し、Apple独

自の裁量により、当該サブスクリプションに対してエンドユーザーが支払った価格の全

額または一部を、エンドユーザーに返金することを許可し、指示するものとします。請

求の猶予期間とは、請求の誤りが解消されていないユーザーに対してデベロッパが有料

サービスを無料で提供することに同意している期間を指します。Appleがそうした価格を

エンドユーザーに返金した場合、デベロッパは、当該サブスクリプションの価格に等し

い金額をAppleに払い戻すか、それに対するクレジットをAppleに付与するものとします。

デベロッパは、本規定に繰り返し違反した場合、Appleが本別紙2の第7.3条に基づくAppl

eの権利を行使できることを認めるものとします。50 

 

Appleが、エンドユーザーから、(i) エンドユーザーがいずれかのライセンスアプリケー

ションをダウンロードした日から90日以内、もしくは第3.8条に従って提供される自動更

新サブスクリプション期間が終了してから90日以内（当該期間が90日未満である場合）

に、エンドユーザーが当該ライセンスアプリケーションの使用許諾の解約を希望してい

る旨、または、(ii) ライセンスアプリケーションが、デベロッパの仕様、デベロッパの

製品保証、もしくは適用法令の要件に準拠していない旨の通知もしくは請求を受け取っ

た場合、Appleは、当該ライセンスアプリケーションに対してエンドユーザーが支払った

価格の全額をエンドユーザーに返金することができます。Appleが当該価格をエンドユー

ザーに返金した場合、デベロッパは、当該ライセンスアプリケーションの価格に等しい

金額をAppleに払い戻すか、その金額分のクレジットをAppleに付与するものとします。

エンドユーザーがライセンスアプリケーションに対する返金を受け取った旨の通知また

は請求をAppleがペイメントプロバイダから受け取った場合、デベロッパは、当該ライセ

ンスアプリケーションの価格に等しい金額をAppleに払い戻すか、その金額分のクレジッ

トをAppleに付与するものとします。51 

 

本別紙2および3ならびに本別紙に基づくAppleのすべての義務は、本契約の期間満了または解除

の時点ですべて終了するものとします。いかなる当該終了に関わらず、Appleは、(i) 終了日よ

り前（本別紙の第1.4条に定めるフェーズアウト期間を含みます）にエンドユーザーがダウンロ

ードしたライセンスアプリケーションのすべてのコピーに対するすべての手数料、および、(ii)

 終了日の前後を問わず、本別紙2の第6.3条に従ってAppleがエンドユーザーに支払った返金に対

する払い戻しを、デベロッパから受け取る権利を有するものとします。本契約が解除された場合、

Appleは、エンドユーザーへの返金を算出し、それと相殺するために、Appleが合理的であると判

断する期間、デベロッパに対する期限が到来している支払いをすべて保留することができます。

Appleは、デベロッパまたはその関連するデベロッパが、疑わしい、誤解を招く、詐欺的な、不

適切な、非合法の、または不誠実な行為または不作為に関与した、または関与するようほかのデ

ベロッパに奨励した、もしくはほかのデベロッパと共に参加したとAppleが判断した、またはそ

の疑いを持った場合はいつでも、デベロッパまたは当該ほかのデベロッパに対する期限が到来し

ている支払いを保留することができます。52 

 

添付書類13 

 

 
49 DPLA別紙1の添付書類Cに対する付属書1の第2条。 
50 別紙2および3の第3.8(c)条。 
51 別紙2および3の第6.3条。 
52 別紙2および3の第7.1条。 
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d. 支払いを留保する場合の条件 

 

税金および調整の対応に関する規定:  

 

エンドユーザーへのライセンスアプリケーションの販売または配布が、適用法令に基づ

いて売上税、使用税、物品サービス税、付加価値税、通信事業税、その他の類似する税

金または賦課金の対象となる場合、エンドユーザーへのライセンスアプリケーションの

販売に関する当該税金の徴収および納付の責任は、App Store Connect サイトを通じて

随時アップデートされる、本別紙2に対する添付書類Bに従って決定されるものとします。

デベロッパは、App Store Connectサイトを通じて随時アップデートされる可能性がある、

デベロッパのライセンスアプリケーションに関する税金を分類するために正確な情報を

選択および維持することに、単独で責任を負うものとします。これらの税分類は、デベ

ロッパのライセンスアプリケーションの販売および配布に適用されます。デベロッパが

デベロッパのライセンスアプリケーションの税分類に関して行った調整は、Appleが合理

的な期間内に調整を処理したあと、それ以降のライセンスアプリケーションの販売に対

して適用されます。デベロッパがデベロッパのライセンスアプリケーションの税分類に

関して行った調整は、Appleがデベロッパの税分類の調整を処理する前に発生したライセ

ンスアプリケーションの販売に対しては適用されません。 

 

デベロッパのライセンスアプリケーションの税分類がいずれかの税務当局によって不正

確であるとみなされた場合、デベロッパは、その税務上の影響について単独で責任を負

うものとします。Appleが、その合理的な裁量で、デベロッパのライセンスアプリケーシ

ョンの税分類を不正確であると判断した場合、Appleは、デベロッパが当該税分類を修正

するまで、デベロッパに支払うべき金額を信託金額として保持する権利を留保します。

デベロッパが税分類を修正したあと、Appleは、分類の不正確さに起因する罰金および利

息を差し引き、Appleがデベロッパのために信託保持している残りの金額を、本別紙2の

規定に従い、利息なしでデベロッパに送金します。デベロッパは、売上税、使用税、物

品サービス税、付加価値税、通信事業税、その他の税金または賦課金、ならびにそれら

に関する罰金および／または利息の過少納付または過剰納付に対するあらゆる税務当局

からの一切の請求について、Appleを補償し、損害を被らせないものとします。53 

 

本別紙2に対する添付書類Cで求められている税務文書をデベロッパがAppleに提供する前

に、Appleがデベロッパのライセンスアプリケーションの購入価格に対応する金額を徴収

した場合、Appleは、その金額をデベロッパに送金せず、求められている税務文書をデベ

ロッパがAppleに提供するまで、デベロッパのためにその金額を信託保持する判断を下す

ことができます。Appleは、本第3.3条に基づき本別紙2の規定に従い、求められているす

べての税務文書をデベロッパから受け取った時点で、Appleがデベロッパのために信託保

持していたすべての金額を利息なしでデベロッパに送金します。54 

 

Appleは、本別紙に基づきエンドユーザーに配布されるライセンスアプリケーションの価

格として当該エンドユーザーから金額を徴収する時に … 本別紙の第3.2条および第3.4

条に基づきAppleが徴収するあらゆる税金を差し引［く］ … ものとします。 … デベロ

ッパは、その結果生じる為替差額またはAppleの提携銀行により請求される手数料が、当

該送金から差し引かれることがあることに同意するものとします。55  

 

Appleからのデベロッパに対する送金が源泉徴収または類似する税金の対象となる場合、

こうした源泉徴収または類似する税金は全額、デベロッパのアカウントのみに対するも

 
53 別紙2および3の第3.2条。 
54 別紙2および3の第3.3条。 
55 別紙2および3の第3.5条。 
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のであり、当該取引においてAppleが受け取る権利を有している手数料は減額されないも

のとします。Appleは、こうした税金を支払う義務があると合理的に判断した場合、その

源泉徴収または類似する税金の全額をデベロッパへの未払い金の総額から差し引き、源

泉徴収した金額を所轄の税務当局に全額納付するものとします。Appleは、適用される租

税条約で源泉徴収税の軽減税率が定められている場合、その軽減税率を適用します。た

だし、デベロッパが当該租税条約で求められている、またはその他Appleが満足できる、

デベロッパが源泉徴収税の当該軽減税率の恩恵を受ける権利を有していることを立証す

るために十分な文書をAppleに提供している場合に限ります。Appleが合理的に指定する

手段を使用して、デベロッパからAppleに対し適時に書面による要求があった場合、Appl

eは、Appleがデベロッパを代理して所轄の税務当局に納付した源泉徴収または類似する

税金の金額をデベロッパに報告するために商業上現実的な努力を払うものとします。56 

 

日本におけるエンドユーザーへのライセンスアプリケーションおよびカスタムア

プリケーションの配布 

 

デベロッパが日本においてライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーショ

ンへのアクセスをエンドユーザーに許可するためにiTunes株式会社を指名している場

合： 

 

5.1 デベロッパは、デベロッパが、(i) デベロッパを代理してiTunes株式会社が行うエ

ンドユーザーへのデベロッパのライセンスアプリケーションおよび／またはカスタムア

プリケーションの配布に関する売上にかかる消費税の請求義務（存在する場合）、(ii) 

日本政府への消費税申告書の提出および消費税の支払い（該当する場合）、ならびに、

(iii) 単独で、またはデベロッパ自らの顧問税理士と協議の上で、消費税に関するデベ

ロッパの納税者ステータスおよび納税義務を判断することについて、かつ自身の納税管

理者を任命することについて、全責任を負うことを了解し、これに同意するものとしま

す。57 

 

5.2 iTunes株式会社が日本に居住するデベロッパに請求する手数料は、消費税を含むも

のとします。 

 

(B) 日本のデベロッパ ‒ 日本国外のエンドユーザーおよびカスタムAppの配信の顧客へ

のライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションの配布 

 

デベロッパの主たる事務所または本店が日本に所在し、デベロッパが日本国外における

マーケティング、日本国外に所在するエンドユーザーおよびカスタムAppの配信の顧客に

よるライセンスアプリケーションおよびカスタムアプリケーションのダウンロードのた

めに、Appleをデベロッパの代理人またはコミッショネアとして指名している場合、デベ

ロッパは、別紙2および別紙3に基づくデベロッパの代理人またはコミッショネアとして

のAppleのサービスに対する対価としてAppleが受け取る手数料に対して支払われるべき

日本の消費税について、リバースチャージ方式を採用するものとします。58  

 

返金の対応に関する規定: 

 

デベロッパは、マーケティングされるサブスクリプション期間全体（デベロッパが許可

した請求の猶予期間を含みます）にわたって提供を実施する必要があります。デベロッ

パは、本別紙2の本第3.8条(c)項に違反した場合、本別紙により、Appleに対し、Apple独

 
56 別紙2および3の第3.7条。 
57 別紙2および3に対する添付書類Cの第5.1条。 
58 別紙2および3に対する添付書類Cの第5.2条。 
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自の裁量により、当該サブスクリプションに対してエンドユーザーが支払った価格の全

額または一部を、エンドユーザーに返金することを許可し、指示するものとします。請

求の猶予期間とは、請求の誤りが解消されていないユーザーに対してデベロッパが有料

サービスを無料で提供することに同意している期間を指します。Appleがそうした価格を

エンドユーザーに返金した場合、デベロッパは、当該サブスクリプションの価格に等し

い金額をAppleに払い戻すか、それに対するクレジットをAppleに付与するものとします。

デベロッパは、本規定に繰り返し違反した場合、Appleが本別紙2の第7.3条に基づくAppl

eの権利を行使できることを認めるものとします。59 

 

Appleが、エンドユーザーから、(i) エンドユーザーがいずれかのライセンスアプリケー

ションをダウンロードした日から90日以内、もしくは第3.8条に従って提供される自動更

新サブスクリプション期間が終了してから90日以内（当該期間が90日未満である場合）

に、エンドユーザーが当該ライセンスアプリケーションの使用許諾の解約を希望してい

る旨、または、(ii) ライセンスアプリケーションが、デベロッパの仕様、デベロッパの

製品保証、もしくは適用法令の要件に準拠していない旨の通知もしくは請求を受け取っ

た場合、Appleは、当該ライセンスアプリケーションに対してエンドユーザーが支払った

価格の全額をエンドユーザーに返金することができます。Appleが当該価格をエンドユー

ザーに返金した場合、デベロッパは、当該ライセンスアプリケーションの価格に等しい

金額をAppleに払い戻すか、その金額分のクレジットをAppleに付与するものとします。

エンドユーザーがライセンスアプリケーションに対する返金を受け取った旨の通知また

は請求をAppleがペイメントプロバイダから受け取った場合、デベロッパは、当該ライセ

ンスアプリケーションの価格に等しい金額をAppleに払い戻すか、その金額分のクレジッ

トをAppleに付与するものとします。60 

 

本別紙2および本別紙に基づくAppleのすべての義務は、本契約の期間満了または解除の

時点ですべて終了するものとします。いかなる当該終了に関わらず、Appleは … (ii) 終

了日の前後を問わず、本別紙2の第6.3条に従ってAppleがエンドユーザーに支払った返金

に対する払い戻しを、デベロッパから受け取る権利を有するものとします。本契約が解

除された場合、Appleは、エンドユーザーへの返金を算出し、それと相殺するために、Ap

pleが合理的であると判断する期間、デベロッパに対する期限が到来している支払いをす

べて保留することができます。61 

 

不正行為への対応に関する規定: 

 

App Storeスモールビジネスプログラムへの参加資格の判断に関して、デベロッパまたは

その関連するデベロッパアカウントが、疑わしい、誤解を招く、不正な、不適切な、合

法でない、または不誠実な行為または不作為に関与した場合（例えば、虚偽または不正

確な情報をAppleに提供すること、App Storeスモールビジネスプログラムから不適切に

利益を得るために複数のApple Developer Programアカウントを作成または使用すること

など）、デベロッパおよびその関連するデベロッパアカウントは、Appleの裁量で、App 

Storeスモールビジネスプログラムへの参加資格を失い、資格が解除されます。 

 

Appleは、本規定に違反したデベロッパおよびその関連するデベロッパアカウントへの支

払いを留保できるものとします。62 

 

デベロッパまたはその関連するデベロッパが、疑わしい、誤解を招く、詐欺的な、不適

 
59 別紙2および3の第3.8(c)条。 
60 別紙2および3の第6.3条。 
61 別紙2および3の第7.1条。 
62 別紙2の第3.4条。 
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切な、非合法の、または不誠実な行為または不作為に関与した、または関与するようほ

かのデベロッパに奨励した、もしくはほかのデベロッパと共に参加したとAppleが判断し

た、またはその疑いを持った場合はいつでも、デベロッパまたは当該ほかのデベロッパ

に対する期限が到来している支払いを保留することができます。63 

 

添付書類14 

 

本サービスのご利用には、Appleのプライバシーポリシー（https://www.apple.com/jp/l

egal/privacy/jp）が適用されます。64 

 

b. データ使用に対する同意。お客様は、ライセンサーが技術データおよび関連情報（お

客様のデバイス、システムおよびアプリケーションソフトウェア、周辺機器に関する技

術情報が含まれますが、これらに限定されません）を収集して使用する場合があること

に同意するものとします。なお、これらの情報は、（必要な場合）ライセンスアプリケ

ーションに関連するソフトウェアアップデート、製品サポートおよびその他サービスを

お客様へ円滑に提供するため定期的に収集されるものです。ライセンサーは、お客様を

個人的に特定しない形式である限り、製品の改善またはお客様へのサービスや技術の提

供のために、当該情報を使用することができるものとします。65 

 

お客様は、Appleが本契約のいずれかの部分の遵守を執行および／または検証するために

合理的に必要または適切と認める場合、お客様に対する責任を負うことなく、Appleが法

執行機関、政府機関、または第三者にあらゆるデータおよび／または情報を開示する権

利を有することに同意するものとします。これには、お客様による本サービスおよび／

もしくはコンテンツの利用に関連する法的手続きに対して、ならびに／またはお客様に

よる本サービスまたはコンテンツの利用が違法であるもしくは第三者の権利を侵害して

いるとの当該第三者の請求に対して、Appleが協力する権利が含まれますが、これに限定

されません。66 

 

Appleでは、お客様は優れた製品を入手できるだけでなく、十分なプライバシーが保証さ

れるべきであると考えています。そのため、当社では必要な個人データのみを収集する

よう努めています。Appleがどのような個人データを収集するかは、お客様がAppleとや

り取りする方法によって異なります。個々のサービスにおいてAppleが個人データをどの

ように取り扱うかについては、apple.com/jp/legal/privacy/dataをご覧ください。 

 

お客様がApple Accountの作成、事業用リース（commercial credit）のお申し込み、製

品またはデバイスの購入および／またはアクティベーション、ソフトウェアアップデー

トのダウンロード、Apple Storeでのセミナー受講の登録、当社サービスへの接続、Appl

eへのお問い合わせ（ソーシャルメディアを含む）、オンライン調査への参加、などの方

法でAppleとやり取りする場合、当社は以下のような様々な情報を収集することがありま

す。 

 

アカウント情報。Eメールアドレス、登録されているデバイス、アカウントのステータス、

年齢など、Apple Accountとそれに関連するアカウントの詳細。 

 

デバイス情報。デバイスを特定できるデータ（デバイスのシリアル番号など）またはデ

バイスに関するデータ（ブラウザのタイプなど）。 

 
63 別紙2および3の第7.1条。 
64 AMSのD.「プライバシー」。 
65 AMSのO.「ライセンスアプリケーションのエンドユーザー使用許諾契約」。 
66 AMSのT.「その他の規定」。 



 
25 

 

連絡先情報。名前、Eメールアドレス、住所、電話番号などの、連絡先情報に関するデー

タ。 

 

支払い情報。銀行口座の詳細、クレジットカードやデビットカードなどの支払いカード

の情報など、請求先住所と支払い方法に関するデータ。 

 

取引情報。Appleの製品とサービスの購入に関するデータや、Appleのプラットフォーム

での購入を含むAppleを通じた取引に関するデータ。 

 

詐欺や不正を防止するための情報。デバイストラストスコアなど、詐欺や不正を識別し

防止するために使用されるデータ。 

 

使用状況データ。Appleサービス内でのアプリの起動など、Appleの製品やサービスにお

けるお客様のアクティビティと使用に関するデータ（閲覧履歴、検索履歴、製品の操作、

クラッシュデータ、パフォーマンスなどの診断データ、その他の使用状況データを含

む）。 

 

位置情報。「探す」や地域固有のサービス（合意している場合）のサポートのみを目的

とした詳細な位置情報と、おおよその位置情報。 

 

健康に関する情報。個人の身体的または精神的な健康や状態に関するデータを含む、個

人の健康状態に関するデータ。個人の健康データには、個人の健康状態について推定し

たり検出したりするために使用できるデータも含まれます。Appleの健康に関する研究調

査のためのアプリを使用した調査に参加する場合、個人データのプライバシーに関する

ポリシーについては、Appleの健康に関する研究調査のためのアプリに関するプライバシ

ーポリシーをご覧ください。 

 

フィットネス情報。お客様が共有することを選択したフィットネスとエクササイズの情

報に関する詳細。 

 

財務情報。給与、所得、資産について収集された情報や、Appleブランドの金融サービス

に関する情報を含む詳細。 

 

政府発行のIDデータ。特定の管轄区域においては、当社は、ワイヤレスアカウントの設

定やお客様のデバイスのアクティベーションをする場合、事業用リース（commercial cr

edit）の延長や予約の管理を目的とする場合、または法的に要求された場合などの限ら

れた状況において、政府が発行したIDをお伺いすることがあります。 

 

お客様から当社に提供されるその他の情報。カスタマーサポートとのやり取りやソーシ

ャルメディアチャネルを通じた連絡を含む、Appleとのコミュニケーションの内容などの

詳細。 

  

お客様には、当社が求めた個人データを提供する義務はありません。ただし、個人デー

タをご提供いただけないと、多くの場合、当社から製品やサービスを提供できなくなっ

たり、お客様の要請にお応えできなくなったりします。67 

 

Appleは、あなたがApp Storeおよびその他のAppleオンラインストア（iTunes Store、Ap

ple Booksなど）で購入、ダウンロード、またはアップデートするコンテンツを提供する

 
67 プライバシーポリシー「Appleがお客様から収集する個人データ」参照。 
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ために、あなたの個人データを収集します。 

 

Appleは、App StoreおよびApple Newsと“株価”（利用可能な場合）であなたと関連性

の高い広告を表示するために、ストアでのあなたのアカウント、購入、およびダウンロ

ードに関する情報も使用します。後述の通り、この広告については選択が可能です。 

 

Appleは、あなたに合わせた機能とおすすめを提供し、Appleマーケティングを含む通知

を送信するために、ストアでの購入、ダウンロード、その他の活動に関する情報を使用

します。後述の通り、この目的のためにこのデータを使用しないように選択することも

できます。 

 

詐欺行為の発見と防止に役立てるため、購入時に、デバイスの使用状況に関する情報

（通話やメール送受信のおおよその回数など）に基づいて、デバイスのトラストスコア

が計算されます。送信データは、お客様のデバイスの実際の値がAppleには分からないよ

うに設計されています。スコアは一定の期間、Appleのサーバに保存されます。 

 

Appleは、ストアの改善に役立てるために、あなたの閲覧、購入、検索、およびダウンロ

ードに関する情報を使用します。これらの記録は、IPアドレス、ランダムな一意の識別

子（発生する場合）、App Storeやその他のAppleのオンラインストアにサインインしたA

pple Accountと共に保存される場合があります。68 

 

以 上 

 
68 プライバシーポリシーの一部としてリンクされている通知「App Storeとプライバシー」参照。下記にて日本

語で閲覧が可能です。 

https://www.apple.com/jp/legal/privacy/data/ja/app-store/ 

https://www.apple.com/jp/legal/privacy/data/ja/app-store/
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Apple Developer Programとプライバシー

Apple Developer Programを利用すると、自分の情報を安全に保護しながら、アプリの開発と配信を行うことができます。

Appleは、デベロッパアカウントの作成・維持のために、デベロッパの個人データを収集します。

政府発行の本人確認情報または自撮り画像をご提供いただいた場合、Appleおよび本人確認サービスプロバイダはこれを活用して本人確
認を行い、不正行為を防止します。

本人確認や不正行為防止のため、デバイスの利用パターンを含むデバイスに関する情報がデバイスで評価され、その情報に基づくスコアが
Appleに送信されます。

また、Appleは、デベロッパへの支払いの実行、不正の特定と防止、法的要件の遵守を目的として、デベロッパの銀行口座および税務情報を
収集・使用する場合があります。

Appleは個人情報のプライバシーとセキュリティを重視しています。デベロッパの皆様がAppleプラットフォームで成果を挙げるため、またユーザ
ーが安全にサービスを利用できるようにするために必要な最低限のデータのみを収集します。Appleがどのようなデータを収集し、なぜそれら
のデータがデベロッパをサポートする上で必要なのかということをご理解いただくことが重要だと考えています。Appleが収集、使用する情報の
種類の例をいくつか次に示します。

Apple Developer Programへの登録

Apple Developer Programへの登録時に、Appleは、デベロッパアカウントを作成・維持し、Apple Developer Programの機能を提供
するために、デベロッパの氏名、Eメールアドレス、年齢、電話番号、使用言語、国または地域など、Apple Accountに関連付けられた情報を使用
します。また、Apple Developer Webサイト、イベント、コンテンツへのアクセスを提供したり、Eメールや通知を送信したりする目的で使用す
る場合もあります。

本人確認

Apple Developer Programへの登録、メンバーシップの更新、既存のメンバーからのAccount Holderの役割譲渡の受諾といった特定の
状況では、本人であることを確認するため、政府発行のID番号、写真付き本人確認書類（IDカード、運転免許証、パスポートなど）の画像、または
自撮り画像の提供が求められることがあります（所在地域の要件に基づきます）。Appleはほかにも、Apple Developer Programへの登録
申請に使用したデバイスに関する情報や、Apple Accountで有効にしているセキュリティ設定の情報を収集します。また、お使いのデバイスが、
不正行為を検知する目的でデバイスの利用パターン（例：デバイスが移動した時間の割合、週間通話回数の概数、マップの利用履歴）を使用するこ
とがあります。デバイスがこの情報を評価し、それに基づくスコアがAppleと共有されます。

Appleとその本人確認サービスプロバイダは、Appleの代表として、収集した情報を本人確認および不正行為防止の目的にのみ使用します。
Appleはサービスプロバイダに対し、不要になった時点で、かつその保持が法律で規定されていない場合に、当該情報をただちに削除すること
を義務付けています。政府発行の本人確認書類の画像をご提供いただいた場合は、Appleの本人確認サービスプロバイダによって本物かどう
かが確認されます。その際、確認と不正行為防止のため、お客様の氏名、住所、書類のID番号が取得されます。Appleの本人確認サービスプロバ
イダは、本人確認を完了するまでの間、ご提供いただいた画像を短期間保持します。その後、画像は削除されます。デベロッパのアカウントを確
認するために、デベロッパがApp Store ConnectまたはAppleCareを通じて本人確認書類やその他の書類を提出した場合、Appleはそれ
らの書類を最長で90日間保持します。政府発行の本人確認書類の提供を希望されず、かつ法律で提供が義務付けられていない場合には、
developer.apple.com/contactからAppleに別の本人確認方法について問い合わせていただくことも可能です。

デベロッパの連絡先とビジネス情報の表示

Appleは、現地の法律で義務付けられている特定の地域で、お客様の会社名、住所または私書箱、Eメールアドレス、電話番号、または事業登録
番号（DUNSや統一社会信用コードなど）の特定の連絡先情報を、お客様のアプリのプロダクトページに表示する場合があります。表示される連
絡先情報を更新される場合は、App Store Connectで更新するか、Appleにお問い合わせください。

デベロッパチームへの招待

サポート お問い合わせ

ニュース ⾒つける デザイン 開発 配信 サポート アカウント

https://developer.apple.com/jp/support/
https://developer.apple.com/contact/
https://developer.apple.com/jp/
https://developer.apple.com/jp/news/
https://developer.apple.com/jp/discover/
https://developer.apple.com/jp/design/
https://developer.apple.com/jp/develop/
https://developer.apple.com/jp/distribute/
https://developer.apple.com/jp/support/
https://developer.apple.com/account/
https://developer.apple.com/jp/search/


別のデベロッパが、Apple Developer Programでお客様をチームに招待するため、Appleにお客様のEメールアドレスを提供する場合があ
ります。お客様が招待を受け入れると、お客様のApple Accountがそのチームに関連付けられます。

支払い

Appleからの支払いを受けるには、銀行口座情報、税務書類および関連書類を提出する必要がありますこれらはApp Store Connectの「ビ
ジネス」セクションでいつでも更新可能です。Appleは、デベロッパへの支払い、不正行為の特定と防止、適用される法律の遵守を目的としてこれ
らのデータを使用します。

イベント

イベントへの参加申請を行う場合は、Apple Developer Programメンバーシップに関連付けられたApple Accountを使用して申請する
必要があります。このアカウント情報は、イベント参加者の選考プロセスに従って、参加者を選考したり、選出された応募者をイベントに登録した
りする目的で使用されます。特定のイベントに参加する場合、本人確認とイベントのセキュリティのために、有効な政府発行の本人確認書類また
はパスポートの提示を求められる場合があります。

通知

デベロッパがDeveloperアプリの通知を有効にすると、Developer Program、Worldwide Developer Conference、Tech Talkおよ
びラボなどのトピックに関する情報が送信される場合があります。通知の設定は、Developerアプリの設定でいつでも調整できます。iOSデバ
イスのDeveloperアプリで、「Account（アカウント）」タブをタップし、「Notifications（通知）」をタップします。Macでは、「Developer」>
「Settings（設定）」>「Notifications（通知）」を選択します。

購入

Appleは、ユーザーが購入を試みた際に、デバイスの使い方に関する情報（通話やEメールの送受信のおおよその回数など）に基づいてデバイス
の信頼スコアを算出します。送信データは、Appleがユーザーのデバイスにおける基になる値を把握できないように設計されています。このスコ
アはAppleのサーバに一定期間保存されます。

解析

アプリの使用状況に関する情報の送信を許可された場合、Appleは、お客様が閲覧したページやお客様が操作した機能など、デベロッパが
Developerアプリをどのように使用しているかに関する情報を収集します。この情報は、AppleがDeveloperアプリを改善するために使用さ
れます。収集された情報のいずれも、個人を特定するものではありません情報の共有はいつでも無効にすることができます。iOSデバイスでこの
操作を行うには、「Settings（設定）」>「Developer」>「Diagnostics & Usage（診断/使用状況）」の順に選択し、「Automatically Send
（自動的に送信）」をタップして自動送信を無効にします。visionOSデバイスでは、「Settings（設定）」>「Apps（アプリ）」>「Developer」>
「Diagnostics & Usage（診断/使用状況）」の順に選択し、「Automatically Send（自動的に送信）」をタップして自動送信を無効にします。
MacのDeveloperアプリで、「Settings（設定）」>「General（一般）」に移動し、「Automatically send diagnostics and usage（診断
データと使用状況データを自動的に送信する）」をタップして自動送信を無効にします。

個人データを処理する際に適用される法的根拠

Appleは通常、お客様との契約を履行するため、サービスを提供するために必要な範囲で、法的義務を遵守する目的において、Apple
Developer Programの個人データを処理します。お客様の同意が適切な法的根拠となる場合は、該当する現地法に基づいて同意を求めま
す。

適用される現地の法律で定められている場合、Appleは、Appleの正当な利益または第三者の正当な利益のために、必要に応じて個人データ
を処理し、以下を行います。

本人確認を行う

デベロッパチームに参加するためのコミュニケーションと招待状を送信する

お客様やほかの人のためにサービスを改善し、最適化する

不正行為その他の悪意のあるアクティビティを防止する

使用されるデータは以下の通りです。

政府発行の本人確認書類の番号、お客様の名前、住所などの本人確認情報

デバイスとアカウントの詳細

銀行口座情報

デバイスの信頼スコア

データの保持



Appleは、お客様がApple Accountを保持している限り、Apple Developer Programのメンバーシップに関連付けられている個人データ
を保持します。アカウント情報は、適用される法律に基づいて保持する必要がある場合を除き、アカウントの削除依頼を受けた時点で削除されま
す。Apple Developer Programに関連する個人データの使用方法について質問や懸念がある場合や、Appleのデータ保護責任者への連絡
をご希望の場合は、dpo@apple.comまでお問い合わせください。

Appleが収集する情報は、いかなる場合においても、Appleのプライバシーポリシー（www.apple.com/jp/privacyを参照）に従って取り扱
われます。

フィードバックアシスタント

バグレポートを送信したり、APIや開発

ツールの改善をリクエストすることが
できます。

フィードバックを送信する

フォーラム

開発関連のトピックについて質問を
投稿して、Appleのエンジニアや他の

デベロッパとディスカッションしましょう。

フォーラムを見る（英語）

お問い合わせ

ご不明な点やリクエストがありましたら、
電話またはメールにてサポート

いたします。

サポートを利用する







プラットフォーム

iOS

iPadOS

macOS

tvOS

visionOS

watchOS

ツール

Swift

SwiftUI

Swift Playground

TestFlight

Xcode

Xcode Cloud

SF Symbols

トピックとテクノロジー

アクセシビリティ

アクセサリ

App Extension

App Store

オーディオとビデオ（英語）

拡張現実

デザイン

配信

教育

フォント（英語）

ゲーム

ヘルスケアとフィットネス

アプリ内課金

ローカリゼーション

マップと位置情報

機械学習

オープンソース（英語）

セキュリティ

リソース

英語ドキュメント（完全版）

日本語ドキュメント（一部トピック）

チュートリアル

ダウンロード（英語）

フォーラム（英語）

ビデオ

サポート

サポートドキュメント

お問い合わせ

バグ報告

システム状況（英語）

アカウント

Apple Developer

App Store Connect

Certificates, IDs, & Profiles（英語）

フィードバックアシスタント （英語） 

プログラム

Apple Developer Program

Apple Developer Enterprise Program

App Store Small Business Program

MFi Program（英語）

News Partner Program（英語）

Video Partner Program（英語）

セキュリティ報奨金プログラム（英語）

Security Research Device Program（英語）

イベント

Appleに相談

Apple Developer Center

App Store Awards（英語）

Apple Design Awards

Apple Developer Academy（英語）

WWDC

Developer サポート Apple Developer Programとプライバシー
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https://developer.apple.com/contact/
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SafariとWeb（英語）
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日本語  希望する言語を選択してください 

App Storeとプライバシー
あなたの検索、閲覧、購入、デバイスのトラストスコアに関する情報は、あなたのユーザ体験のパーソナライズ、Appleマーケティングを含む通知の送信、ストアの改善、および不正行為を防

止する目的で使用される場合があります。

 

App Storeはあなたの個人情報を保護するように設計され、どの情報を共有するか

を選択できるようになっています。

Appleは、あなたがApp Storeおよびその他のAppleオンラインストア（iTunes Store、Apple Booksなど）で購入、ダウン

ロード、またはアップデートするコンテンツを提供するために、あなたの個人データを収集します。

Appleは、App StoreおよびApple Newsと“株価”（利用可能な場合）であなたと関連性の高い広告を表示するために、スト

アでのあなたのアカウント、購入、およびダウンロードに関する情報も使用します。後述の通り、この広告については選択が可能で

す。

Appleは、あなたに合わせた機能とおすすめを提供し、Appleマーケティングを含む通知を送信するために、ストアでの購入、ダ

ウンロード、その他の活動に関する情報を使用します。後述の通り、この目的のためにこのデータを使用しないように選択するこ

ともできます。

詐欺行為の発見と防止に役立てるため、購入時に、デバイスの使用状況に関する情報（通話やメール送受信のおおよその回数な

ど）に基づいて、デバイスのトラストスコアが計算されます。送信データは、お客様のデバイスの実際の値がAppleには分からない

ように設計されています。スコアは一定の期間、Appleのサーバに保存されます。

Appleは、ストアの改善に役立てるために、あなたの閲覧、購入、検索、およびダウンロードに関する情報を使用します。これらの

記録は、IPアドレス、ランダムな一意の識別子（発生する場合）、App Storeやその他のAppleのオンラインストアにサインインし

たApple Accountと共に保存される場合があります。

ストアによる情報の使用

Appleは、App Storeおよびその他のAppleオンラインストアでサービスおよび機能を提供するために、あなたの個人データを使

用します。この情報には、アカウントと支払い情報（“設定”でアクセスおよび変更が可能）、購入履歴などが含まれます。

Appleは、あなたが求める払い戻しなどの特定のサービスを提供するために、個人データを使用する場合もあります。これらには、

あなたが直接Appleに送信した、またはアプリデベロッパが支援してあなたがAppleに送信した払い戻しリクエストが含まれます。

あなたの同意を得た上で、デベロッパは払い戻しリクエストの処理を支援するために、購入品を使用したかどうかなどのあなたに関

する特定の個人データをAppleに提供する場合があります。

App Storeからアプリをダウンロードしたり、Apple Watchにアプリをインストールしたりすると、Appleによってデバイスのハー

ドウェアIDやIPアドレスなどの識別子がApple Accountと共に記録されます。Appleは、一部の地域では法的な規制の対象とな

る特定のアプリが利用可能かどうか判断するために、インターネット接続のIPアドレスを使用してあなたのおおよその位置を推定す

る場合があります。

ストアの改善

Appleは、App Storeおよびその他のAppleのオンラインストア、アプリ、サービスでの体験を改善および最適化するために、あな

たのストアの使用状況（App Storeを開いたときまたは閉じたときの日時、検索したコンテンツ、閲覧またはダウンロードしたコンテ

ンツ、App Storeのプッシュ通知とバッジ、アプリ内のApp Storeからのメッセージに対する操作など）を収集します。また、デバイス

の種類、OSのバージョン、デバイスの空き領域などの情報も収集します。この情報は、例えば以下の方法で使用される場合がありま

す:

Legal ハードウェア ソフトウェア セールス＆サポート インターネットサービス 知的財産 その他の関連情報

https://www.apple.com/legal/privacy/data/ww/app-store/
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https://www.apple.com/legal/privacy/data/ww/app-store/
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https://www.apple.com/jp/legal/intellectual-property/
https://www.apple.com/jp/legal/more-resources/


トレンド検索や“あなたにおすすめのゲーム”などのパーソナライズ機能を提供すること

要求されたコンテンツをダウンロードできるかどうかを判断すること

デバイスのストレージの一般的な使用傾向を把握したり、デバイスがWi-Fiまたはモバイルデータ通信のどちらで接続しているか

を確認したりすること

App Storeを強化するモデルを改善するために、App Storeでのアプリの評価とレビュー、および検索したコンテンツが使用され

る場合もあります。例えば、レビューの要約を提供したり、App Storeの検索モデルを微調整したりするために、あなたやほかの

App Storeユーザのアプリレビューと集約された検索クエリーが使用されます。

ストアのパーソナライズ

Appleは、あなたが自分と関連性の高いコンテンツを見つけられるようにするために、あなたのApp Storeの操作を使用します。

例えば、Appleは、あなたが以前にApp Storeで検索、表示、ダウンロード、アップデート、または評価した内容に基づいて、あなた

が興味を持つと思われるコンテンツをおすすめします。また、Appleは、あなたの購入履歴（アプリ内課金とサブスクリプションを含

む）と購入方法を、Apple Accountから得られたアカウント情報（使用しているデバイスやアクティベートした新しいデバイスなど）

と共に使用します。より良いコンテンツをおすすめするために、Appleは、デバイス解析をAppleと共有することを選択したユーザ

の、アプリの起動、インストール、および削除に関する集約的な情報、ならびにアプリの評価に関する集約的な情報を使用します。

App Storeは、おすすめを強化するために、デバイス上のローカル処理を使用します。デバイスに保存されたアプリ使用状況データ

（よく開くアプリ、特定のアプリの使用時間、インストールおよびアンインストールするアプリなど）を使用して、App Storeは、より関

連性の高いアプリとアプリ内イベントを提案することができます。Appleが受け取るあなたのストア利用に関する情報は、あなたが

タップして閲覧したパーソナライズされたコンテンツに関する情報を含みます。

お使いのApple Accountの“パーソナライズされたおすすめ”をオフにすると、App Store、Apple Books、iTunes Store、

Apple TV、ポッドキャスト、およびAppleのサブスクリプションのパーソナライズ機能をオフにすることができます。iOS、iPadOS、

またはvisionOSデバイスでは、“設定”＞[自分の名前]＞“メディアと購入”＞“アカウントを表示”に移動し、“パーソナライズされた

おすすめ”をタップしてオフにします。“設定”>“App Store”>“パーソナライズされたおすすめ”に移動し、“アプリの使用状況デー

タを消去”をタップすることで、iOSデバイスおよびiPadOSデバイスのパーソナライズのためにデバイスに記録されたアプリの使用

状況データを消去することができます。これによりデバイスに記録されたデータは削除されませんが、アプリの使用状況データを消

去する時点までに記録されていたデータは一切パーソナライズに使用されなくなります。App Storeのパーソナライズ機能は、アプ

リの使用状況データ履歴を消去したあとで記録された新しいデータを使用します。

情報の送信

Appleは、App Storeや、あなたが関心を持つ可能性のあるその他のApple製品、サービス、およびオファーに関する情報をあな

たに送信するために、所有しているApple製品やAppleサービスへのサブスクリプション登録などのあなたのアカウントに関する情

報を使用する場合があります。Appleはまた、あなたのApp Store内でのアクティビティに関する情報を使用して、App Storeで利

用可能な新機能、コンテンツ、およびオファーに関する情報を送信する場合があります。

メールマーケティング

メールマーケティングを受け取ることに同意すると、メールによってこれらの情報を受け取る場合があります。

account.apple.com にアクセスするか、iOS、iPadOS、またはvisionOSデバイスでは“設定”＞[自分の名前]＞“個人情

報”＞“コミュニケーション環境設定”から、メール設定を変更し、これらのメールの受信を解除することができます。

プッシュ通知

プッシュ通知によってこれらの情報を受け取る場合があります。iOS、iPadOS、またはvisionOSデバイスで、通知設定をアップデー

トまたは通知を停止するには、“設定”＞“通知”＞“App Store”に移動します。

広告

Appleが提供する広告は、App Store、Apple News、“株価”でアプリ、製品、サービスに出会うお手伝いをします。Appleは、あ

なたと関連する広告が表示されるように、デバイス、アカウント、購入、サブスクリプション、および以前のダウンロードに関する情報を

使用します。App Storeで、関連性のある広告を提供するために、検索を行ったときのクエリー、閲覧するページやダウンロードする

アプリについての情報などのコンテクスト情報を使用する場合もあります。Appleでは、類似する特徴を持つユーザをまとめたグル

ープ（“セグメント”と呼びます）を作成し、これらのグループを使用してターゲティング広告を配信します。個人に関する情報は、その

人をどのセグメントに割り振るか、つまり、その人にどの広告を配信するかを決めるために使われます。プライバシーを保護するた

め、ターゲット広告は5,000人以上のユーザがターゲット基準に該当する場合のみ配信されます。どの広告があなたと関連するかを

決めるために使用される情報は、ランダムな識別子に関連付けられ、Apple Accountには関連付けられません。

対象となる複数の広告からApp Storeに表示する広告を選択するときは、上記のいくつかの情報に加え、App Storeの検索と閲

覧アクティビティも使用して、ユーザに最も関連性が高いと考えられる広告を決定します。App Storeの閲覧アクティビティには、

App Storeの閲覧中にタップして表示したコンテンツおよびアプリなどの情報が含まれます。この情報は複数のユーザから集約さ

れるので、個人は特定されません。よく使用されるアプリなどの、デバイスに保存された情報を使用してどの広告を表示するか選択

http://account.apple.com/


するために、デバイス上のローカル処理を使用する場合があります。Appleの広告プラットフォームは、Apple Accountに関連付け

られていないランダムな識別子に対してタップして表示される広告に関する情報を受け取ります。

App Storeに位置情報へのアクセスを許可した場合、App Storeで地理的にターゲットされた広告を表示するために、おおよその

現在地が使用されることがあります。位置情報の使用は、iOS、iPadOS、またはvisionOSデバイスで“設定”＞“プライバシーとセ

キュリティ”＞“位置情報サービス”＞“App Store”と選択してから、“許可しない”をタップすることで、いつでも停止できます。

“パーソナライズされた広告”設定がオンになっている場合、Appleの広告プラットフォームは、より関連性の高い広告を提供するた

めにあなたの個人情報を使用する場合があります。Appleの広告プラットフォームから、あなたの興味関心に基づいたターゲティン

グ広告を受け取りたくない場合は、“パーソナライズされた広告”をオフにすることを選択できます。“パーソナライズされた広告”を

オフにすると、Appleは広告ターゲティングにあなたの情報を使用できなくなります。これにより、受信する広告の数が減るとは限り

ませんが、広告があなたと関連性の低いものになる可能性があります。

Appleの広告とプライバシーについて詳しくは、www.apple.com/jp/legal/privacy/data/ja/apple-advertising を参照

してください。

App Store、Apple News、および“株価”でパーソナライズされた広告の配信を停止する方法について詳しくは、

support.apple.com/105131 をご覧ください。

第三者との共有

Appleは、Appleと連携しながらAppleの製品およびサービスを提供したり、Appleのマーケティングに協力したり、Appleの代

わりに広告を販売してApp Store、Apple News、および“株価”に表示したりする戦略的パートナーに、個人を特定しないデータ

を提供する義務を負っています。例えば、アプリやコンテンツのパフォーマンスを測定したり、ロイヤルティや課金の要件を満たした

り、製品/サービスを改善したりするために、Appleはお客様によるコンテンツの購入に関し、個人を特定しないデータをアプリデベ

ロッパと共有する場合があります。

Appleは、アプリの運用や改善に役立てるために、デベロッパと情報を共有することがあります。デベロッパは、ユーザの同意の下で

収集された使用状況情報にアクセスして、類似する特徴や行動特性を持つユーザのグループ（5人以上）から集約されたデータを見

ることができます。また、App Storeで購入および払い戻しされた各自の製品/サービスの領収情報にもアクセスできます。デベロッ

パに提供される領収情報には個人データは含まれませんが、ユーザ自らがデベロッパに個人データを提供した場合、デベロッパはア

プリの使用やダウンロードから得た個人データと領収情報を関連付けることが可能な場合があります。

サブスクリプションを第三者のアプリで申し込んだ場合、申し込み者本人と開発元または発行元に固有の購読者IDが作成されま

す。Appleは、購読者IDを使用して、あなたが登録したサブスクリプションに関する情報やお住まいの国または地域を含むレポート

をデベロッパに提供します。この情報は、デベロッパに提供され、デベロッパがサブスクリプションの実績を把握できるようにします。

特定のデベロッパのすべてのサブスクリプションをキャンセルし、再度サブスクリプションを申し込まない場合、購読者IDは180日後

にリセットされます。

 

一部の地域では、あなたがApp Store以外でアプリのデジタル商品またはサービスを購入した場合、つまりAppleのアプリ内支払

いシステムで購入が行われていない場合、そのアプリのアプリデベロッパは、Appleの会計、報告、解析のために、支払い額や購入さ

れた項目などの購入に関する情報をAppleに報告します。Appleでは、購入情報をApple Accountに関連付けません。

また、アプリのデベロッパからのアプリ内コンテンツの自動ダウンロードがあると、アプリが最初に開かれる前に、デバイスのIPアドレ

スがアプリのデベロッパに表示されます。IPアドレスは、アプリのデベロッパのプライバシーポリシーに従って取り扱われます。アプリ

を最初に開く前にデベロッパからのアプリ内コンテンツの自動ダウンロードをオフにするには、“設定”＞“App Store”に移動して

から“アプリ内コンテンツ”をオフにします。

個人データを処理する際に適用される法的根拠

Appleは通常、お客様との契約を履行するため、サービスを提供するために必要な範囲で、法的義務を遵守する目的において、

App Store内の個人データを処理します。お客様の同意が適切な法的根拠となる場合は、該当する現地法に基づいて同意を求め

ます。

該当する現地法で定められている場合、Appleは、Appleまたは第三者の正当な利益のために、必要に応じて、以下の目的で個人

データを処理します:

関連コンテンツを表示する、要求されたコンテンツをダウンロードするのに必要な領域がデバイスにあるかどうかを判断する、お

よびアップデートされたコンテンツの自動ダウンロードを促進すること

App Storeおよびその他のAppleの製品やサービスの機能を改善し、最適化することに役立てる

お客様が関心を持つ可能性のあるオファーをメールおよびプッシュ通知で送信する、App Store、Apple News、および“株

価”で広告を提供するためにセグメントを作成する

払い戻しリクエストを処理する

http://www.apple.com/jp/legal/privacy/data/ja/apple-advertising
http://support.apple.com/105131


デベロッパにアプリ内課金に関するレポートを提供する

不正行為およびその他の悪意のある活動の防止

使用するデータには以下が含まれます:

App Storeアプリの使用状況（検索、閲覧、ダウンロード、および購入したコンテンツに対する操作、App Storeの通知とメッセ

ージ、アプリ内の通知とメッセージなど）

デバイスとアカウントに関する詳細

IPアドレス

デバイスのトラストスコア

保持

App Storeおよびその他のAppleオンラインストアでの購入およびダウンロードに関連付けられる個人データは、財務報告関連の

適用法によって指定された期間保持されます（期間は地域によって異なります）。多くの場合、保持期間は最低10年ですが、中国など

の地域では30年になる場合があります。Appleは、適用規約に従ってユーザがコンテンツを再度ダウンロードできるようにするため

に、少なくともユーザがストアのアカウントを所有している間、コンテンツの購入およびダウンロードの記録を保持します。また、閲覧

活動や検索などに関する情報も短期間保持します。この期間は、データ保持の法的必要条件および特定のビジネス使用事例を考慮

して決定されます。ただし、保存されたクレジットカード情報を除く購入情報など、一部の情報は、ユーザがアカウントを削除したり

App Storeの利用を停止したりした後でも、ビジネス記録として保持される場合があります。

支払い用カードを使用すると、今後の購入や定期的な購入や承認済みのその他の使用に備えて、Appleはカード番号と請求情報を

保持し、自動的にアップデートする場合があります。Appleは金融機関または支払いネットワークからこの情報を取得し、不正行為

防止と確認の目的で使用します。

不正行為およびその他の悪意のある活動の防止

Appleは、iTunes Storeおよびその他のAppleオンラインストア、またはその他のAppleのアプリやサービスでの不正行為およ

びその他の悪意のある活動を防ぐためにも、個人データを収集します。この情報には、デバイス情報（デバイスの種類、ソフトウェアの

バージョンなど）、位置情報（利用可能な場合、インターネット接続のIPアドレスを地理的な地域と照らし合わせることで推定されたお

およその位置）、ダウンロードおよび購入履歴、検索、ストアでのその他の操作が含まれます。

購入を開始するか、サブスクリプションが自動更新に設定されると、AppleはAppleとの過去のビジネス関係に関する情報を使用し

てリクエストを処理し、支払いパートナーによる承認に先立って製品またはサービスを提供するかどうかを決定します。

また、Appleは、あなたが購入を試みたときに、デバイスの使用方法に関する情報を使用して、お使いのデバイスでデバイスのトラス

トスコアを計算します。この情報には、通話またはメール送受信のおおよその回数が含まれます。送信データは、Appleがデバイスの

これらの基になる情報を把握できないように設計されています。デバイスのトラストスコアはAppleのサーバ上で一定期間保管され

ます。

いかなる場合においても、Appleが収集する情報はAppleのプライバシーポリシー（https://www.apple.com/jp/privacy を

参照）に従って取り扱われます。

公開日：2025 年 1 月27 日
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そのほかの購入方法：お近くのApple Store、またはApple製品取扱店で製品を購入することもできます。電話による購入、ご相談は0120-993-993まで。English Sales Line at 0120-99-4477.
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最新のApple Developer Program使用許諾契約が利用可能に
2024年12月6日

Apple Developer Program使用許諾契約書の付属書2を改訂し、In-App Purchase APIの利用に関する要件を明確にしました。変更内容をご
確認のうえ、ご自身のアカウントで更新された使用許諾契約に同意してください。

使用許諾契約全文を表示（英語）

更新された使用許諾契約の翻訳は、1か月以内にApple Developer Webサイトでご確認いただけます。
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ガイドラインの更新版を公開
2024年8月1日

App Reviewガイドラインがポリシーの更新や近日公開する機能に対応したものに改訂され、複数の項目がより明確になりました。

4.7をアップデートし、PCのエミュレータアプリでゲームのダウンロードを提供できることを明記しました。

4.7、4.7.2、4.7.3を公証に関するガイドラインに追加しました。

App Reviewガイドラインを見る

App Reviewに向けた準備のためのリソースとサポートを入手する

ガイドラインの翻訳は、更新の1か月以内にApple Developer Webサイトにて提供されます。
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